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平 成 2 4 年 ９ 月 ７ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開会

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）
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12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）
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地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝
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◎ 開 会

○外山三博議長 これより平成24年９月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員39名、全員でございま

す。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○外山三博議長 会議録署名議員に、山下博三

議員、髙橋透議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○外山三博議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕(拍手) おはようござ

います。御報告いたします。

去る８月31日に閉会中の議会運営委員会を開

き、本日招集されました平成24年９月定例県議

会の会期日程等について協議をいたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計11件、その内訳は、補正予算４件、条例３

件、予算・条例以外４件であります。このほか

４件の報告があります。また、さらに人事案件

及び決算議案が追加提案される予定でありま

す。

これらの提出議案の内容を踏まえ、当委員会

において慎重に審査いたしました結果、会期に

ついては、本日から10月12日までの36日間とす

ることに決定をいたしました。なお、会議日程

は、お手元に配付されております日程表のとお

りであります。

今期定例会は、９月12日から２日間の日程で

代表質問、14日から３日間の日程で一般質問を

行います。代表質問につきましては、質問人数

を５名とし、質問順序及び時間は、自由民主

党120分以内、新みやざき55分以内、公明党45分

以内、社会民主党45分以内といたします。次

に、一般質問については、質問人数を合計12名

以内とし、質問順序は、11日が締め切りとなっ

ております通告書の提出を待って決定いたしま

す。質問時間は１人30分以内といたします。

一般質問終了後、議案・請願の所管常任委員

会への付託を行います。９月20日から24日まで

の間で各常任委員会を開催していただき、27日

の本会議で、付託された議案・請願の審査結果

報告及び採決を行います。

その後、10月２日に、普通会計及び公営企業

会計決算議案の審査のため、決算特別委員会を

設置の上、同委員会に当該議案を付託すること

としております。決算特別委員会は10月２日か

ら10月10日までの間に開催していただき、10

月12日の最終日に、付託された議案の審査結果

報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いをい

たしまして、以上で当委員会の報告を終わりま

す。(拍手)〔降壇〕

○外山三博議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○外山三博議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

平成24年９月７日(金)
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員長の報告のとおり、本日より10月12日まで

の36日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第11号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第11号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成24年９月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に、御報告とおわびを申し

上げます。

去る９月１日、教育委員会事務局職員が酒気

帯び運転により逮捕されるという事案が発生し

ました。教育委員会におきましては、現在、職

員の不祥事防止やコンプライアンス推進のた

め、組織を挙げて懸命に取り組んでいるところ

であり、特に飲酒運転については、従来からそ

の撲滅に向けて強い覚悟で取り組んできていた

にもかかわらず、このような事案が引き起こさ

れたことにつきまして、私としましても深刻に

受けとめているところであります。県議会を初

め県民の皆様に、心よりおわびを申し上げま

す。

今回の件を改めて県全体の問題としてとら

え、引き続き、職員の綱紀の保持の徹底を図

り、県民の皆様の信頼回復に努めてまいりま

す。

では、ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、県政に関しまして３点ほど御報告

をさせていただきます。

１点目は、口蹄疫からの再生・復興について

であります。

去る８月27日で口蹄疫終息宣言から２年が経

過しました。この２年の間、県では、「口蹄疫

からの再生・復興方針」に基づき、緊急的な対

応を行うとともに、中長期的な課題にも確実に

対応するため、工程表を策定し、スピード感を

持って取り組みを進めてきたところでありま

す。引き続き、被害を受けた方々にしっかりと

寄り添いながら、終息宣言から２年の節目を契

機として、「忘れない そして 前へ」を合い

言葉に、再生・復興の新しいステージに向かっ

て、より力強く前進することが重要であると考

えております。

このため、先日、農業科学公園内の農業科学

館にオープンした口蹄疫メモリアルセンターを

活用し、口蹄疫に関する情報発信や資料等の保

存・展示に努めてまいりますとともに、畜産が

将来にわたり本県の基幹産業として継続的に繁

栄していくために、本県畜産の新生に向けた取

り組みを加速化させてまいりたいと考えており

ます。

また、10月には、和牛のオリンピックと言わ

れる第10回全国和牛能力共進会が長崎県で開催

されます。口蹄疫からの再生のあかしともなる

前人未踏の日本一連覇を目指し、代表となられ

た農家の方々はもちろんのこと、県を初め関係

者一同、心を一つにして全力を尽くしてまいる

所存であります。

２点目は、東日本大震災に伴う災害廃棄物の

平成24年９月７日(金)
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広域処理についてであります。

８月７日に、国において「東日本大震災に係

る災害廃棄物の処理工程表」が策定され、環境

大臣から通知がありました。この通知の中で、

被災地における処理や受け入れ自治体での処理

の進展などにより、可燃物については、新たな

受け入れ先との調整は行わないとの方針が示さ

れたところです。一方、不燃物については、今

後も調整を行うこととされておりますが、これ

までの市町村との議論や最終処分場の施設寿命

に対する影響の大きさなどから、さきに県が市

町村にたたき台として示した「宮崎県における

災害廃棄物の広域処理に関するガイドライン」

においては、可燃物のみを対象としたところで

あります。このため、これまで県と市町村が一

体となって進めてきた広域処理の受け入れに関

する検討を終えることとしたところでありま

す。

口蹄疫や鳥インフルエンザ等の発生に際し、

東北地方を含む全国から大きな支援をいただい

た本県としましては、これまでも市町村や県民

の皆様、関係団体等とも連携し、被災地支援に

取り組んできたところであります。災害廃棄物

についても、できる限りの協力をしたいとの思

いで真摯に検討してまいりました。特に、本年

３月に内閣総理大臣からの要請があり、また県

議会での全会一致での決議を受けまして、市町

村長との意見交換、国の説明会の開催、被災地

及び受け入れ自治体の現地調査、専門家による

説明会の開催など、受け入れ主体である市町村

の理解を深めるための場の提供に努めてきたと

ころであり、さらには、国の基準よりも厳しい

独自基準の検討を進め、そのたたき台の提示を

行うなど、広域処理の受け入れに向けて、市町

村や県民の皆様の理解を得るための議論を深め

てまいりました。結果的に受け入れには至りま

せんでしたが、これまで本県で進めてきた検討

や取り組みについては、被災地の皆様にも御理

解をいただけるものと考えているところであり

ます。

なお、県では、被災地での災害廃棄物関連業

務を支援するため、全国に先駆け、８月１日か

ら宮城県に職員１名を派遣しております。今後

とも引き続き、被災地の復旧・復興のために、

県議会はもとより、市町村や県民の皆様、関係

団体等と連携しながら、被災地のニーズを踏ま

え、さまざまな形で、できる限り息の長い支援

を継続してまいりたいと考えております。

３点目は、南海トラフ巨大地震による被害想

定等についてであります。

昨年３月に発生した東日本大震災を踏まえ、

最大クラスの被害が予想される南海トラフの巨

大地震についての検討が、内閣府において進め

られ、その結果が８月29日に公表されたところ

であります。この中で、本県に関しまして、最

悪の想定では、建物全壊等が県内で約８万3,000

棟、死者数約４万2,000人となる結果となってお

り、危機感を新たにしたところであります。一

方、今回の報告の中で、この最大クラスの地震

・津波については、発生頻度が極めて低いもの

であり、過度に心配すべきではないこと、ま

た、耐震化率の向上や避難対策を講じていくこ

とにより、これらの被害を確実に減らすことが

できるということが記載されております。

昨年の東日本大震災での教訓から、このよう

な大規模な津波に対しては、住民等への迅速な

情報提供と適切な避難先の確保、さらに、自衛

隊や警察、消防など防災関係機関が救援救助活

動を円滑に行える環境づくりが大変重要である

と、改めて認識したところであります。県民の
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皆様の生命・財産・安全を守ることは、行政に

課せられた最も重要な役割・使命でありますの

で、国や市町村、関係機関と十分に連携しなが

ら、引き続き、自然災害を初めとする危機事象

に対する備えを、冷静かつ着実にしっかりと進

めてまいりたいと考えております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。補

正額は、一般会計57億3,285万3,000円、特別会

計7,380万8,000円であります。このうち、一般

会計の歳入財源は、分担金及び負担金9,768

万8,000円、国庫支出金16億4,443万2,000円、財

産収入35万円、寄附金70万円、繰入金９億2,734

万5,000円、繰越金23億837万6,000円、諸収入２

億196万2,000円、県債５億5,200万円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は5,785億6,285万3,000円となります。

以下、その主なものについて御説明いたしま

す。

まず、木材価格対策についてでありますが、

本年２月から木材価格が急激に下落し、６月に

は過去最低水準の価格となりましたことから、

庁内に木材価格対策特命チームを設置し、その

対応について協議検討してまいりました。その

中で、国、県、関係団体等が一体となって、出

材の調整、木材利用の拡大、林家等への経営安

定化支援に取り組んでいくこととしたところで

あります。これまでも既に、当面の緊急的な対

策としまして、国や民間に対し自主的な出材抑

制を依頼するとともに、公共施設等での利用拡

大等を図っているところであります。これらの

取り組みに加え、今回の補正予算におきまして

は、出材の調整対策としまして、自主的な出材

抑制に取り組む民間事業者を支援するため、森

林整備事業の拡大により林業作業員の雇用確保

を図ることとし、また、木材利用の拡大対策と

しまして、県外事務所の木質化等を行うととも

に、県産材を活用した木造住宅づくりを一層推

進することとし、さらに、林家等経営安定化支

援としまして、原木出荷調整を行う素材生産業

者の経営を支援するため、必要な資金の融資枠

の拡大を行うこととしております。

次に、地域経済活性化・雇用対策についてで

ありますが、停滞している県内経済や厳しい雇

用情勢を踏まえ、約13億円の公共事業の追加措

置や緊急雇用対策の拡大措置を講じるととも

に、古事記編さん1300年にちなんだ神話ゆかり

の周遊バスツアーの充実等や、再生可能エネル

ギー等導入推進のための基金を活用した太陽光

パネル等の設置の助成、また、肉用牛肥育農家

の経営安定化を図るための損失補てん積立金へ

の助成等を行うこととしております。

次に、子育て支援対策等についてであります

が、保育所の施設整備や認定こども園への移行

を予定する私立幼稚園等の耐震化に対する助成

などを行うこととしております。

さらに、その他の対策としまして、獣医師の

確保を図るため、県の獣医師職員を志望する学

生への修学資金の拡大を行うこととしておりま

す。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第５号「地方警察職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例」は、暴力団

等による保護対象者に対する危害を未然に防止

するための特殊作業手当の新設等、所要の改正

を行うものであります。

議案第６号「宮崎県介護職員処遇改善等臨時

特例基金条例の一部を改正する条例」は、施設
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開設準備経費助成特別対策事業の実施期限が平

成24年度末までに延長されたことから、所要の

改正を行うものであります。

議案第９号「損害賠償の額の決定について」

は、県有自動車による公務上の事故に関し損害

賠償の額を定めることについて、地方自治法の

規定により、県議会の議決を求めるものであり

ます。

このほか、議案第７号「宮崎県災害対策本部

条例の一部を改正する条例」外４件であります

が、説明は省略させていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読をさせます。

〔事務局長朗読〕

平成24年９月７日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

島根県・竹島の我が国の領有権の確認と対

韓国外交の早期正常化を求める意見書

議員発議案第２号

香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島

不法上陸に関する意見書

◎ 議員発議案第１号及び第２号追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号及び第２号を日程に追加し、議

題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり、１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。た

だいま提案されました議員発議案に対する討論

を行います。

議員発議案第１号「島根県・竹島の我が国の

領有権の確認と対韓国外交の早期正常化を求め

る意見書（案）」について、反対の立場から討

論いたします。

今回の竹島や尖閣諸島の問題など領土問題

は、どのような問題でも歴史的事実と国際法上

の道理にのっとり、冷静な外交交渉で解決を図

ることが大事です。竹島問題をめぐって、日本
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共産党は1977年に見解を発表し、日本が竹島の

領有を主張することには歴史的根拠があり、我

が党は、歴史的にも国際法的にも日本の領土で

あることを主張してきました。ただ同時に、竹

島を日本の領土に編入した1905年という時期

と、日本が韓国を植民地化していた時期とが重

なっているという問題があり、韓国の外交権が

奪われていた時期であったということがありま

す。日本政府として、その事実は認めて、韓国

側の主張もしっかり考慮する必要があります。

韓国の国民のほとんどが、戦前の日本による植

民地支配の最初が竹島だと思っていると言われ

ています。ですから、冷静な話し合いの場をつ

くるためには、植民地支配への反省をきちんと

行うことが不可欠です。その土台の上で、歴史

的事実と国際道理に立った話し合いで領土問題

の解決を図ることが必要です。日韓の間に冷静

に話し合うための外交的土台を築く必要があ

り、感情的な対応で緊張をエスカレートさせる

ようなことは、双方が自制すべきです。

しかし、本意見書案は、韓国大統領の竹島上

陸を非難するにとどまらず、「竹島の不法占拠

を一刻も早く停止することを求める」として、

政府に対して、我が国の断固たる抗議の意思を

伝えるとともに、早急に対応方針を固め、毅然

とした措置をとることを求めています。ここに

は、冷静な外交交渉による解決の立場が全く欠

落していると思います。全体として緊張を激化

させるものであると言えます。

今やるべきことは、日中間であれ、日韓間で

あれ、領土問題をめぐっては、双方の政府に冷

静な対応、外交的話し合いでの解決こそ求める

べきです。隣国との領土問題での感情的対立を

あおり、緊張を激化させるような意見書を上げ

るべきではないと考えます。そうでなければ、

本意見書案が最後に求めている「対韓国外交の

早期正常化を図る」ことにもつながらないので

はないでしょうか。

こうした立場から、本意見書案に同意できな

いことを申し上げ、私の討論といたします。以

上です。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第１号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第１号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第２号採決

○外山三博議長 次に、議員発議案第２号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす８日から11日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、12日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時26分散会
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27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）
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38番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏
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事 務 局 長 田 原 新 一
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◎ 議案第12号から第23号まで追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第12号から第23

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第12号

から第23号について御説明申し上げます。

まず、議案第12号は、公安委員会委員佐藤勇

夫氏が平成24年10月31日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として同じく佐藤勇

夫氏を任命いたしたく、警察法第39条第１項の

規定により、県議会の同意を求めるものであり

ます。

次に、議案第13号及び第14号は、教育委員会

委員柏田芳徳氏及び池上武博氏が平成24年10月

８日をもって任期満了となりますので、その後

任委員として山崎里都子氏及び島原俊英氏を任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により、県議会

の同意を求めるものであります。

また、議案第15号から第23号は、公害審査会

委員渡邊紘光氏ほか８名の委員が平成24年10

月31日をもって任期満了となりますので、その

後任委員として洲崎達也氏ほか８名を任命いた

したく、公害紛争処理法第16条第１項の規定に

より、県議会の同意を求めるものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。きょうは、私と午後から宮原議員

が自由民主党を代表して質問するということで

ありまして、大変ありがたいことに、自由民主

党県連の女性部、平部長ほか役員の皆さんが傍

聴に来ていただいています。ありがとうござい

ます。私にとりましては、お姉様みたいな方々

であり、非常に心強く思っている次第でありま

すので、元気よくやっていきたいというふうに

思っております。

ことしは、４年に一度開催されるスポーツの

祭典オリンピックがロンドンで開催されまし

た。本県出身の松田丈志選手を初め、多くの選

手が日本の代表として参加しました。松田丈志

選手は、御承知のとおり、今回のロンドンオリ

ンピックの200メートルバタフライにおいて銅メ

ダル、さらに男子400メートルメドレーリレーで

日本男子史上初の銀メダルを獲得しました。松

田丈志選手は昨日、県民栄誉特別賞を受賞され

平成24年９月12日(水)
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ました。この場をかりまして、改めてお祝い申

し上げます。皆様方も選手のすばらしい活躍を

見て、夢と希望と感動をいただいたのではない

かと思います。改めて松田丈志選手を初め、日

本選手団の皆様に感謝申し上げます。メダルを

とった選手のインタビューを聞いてみますと、

「このメダルをとれたのは多くの皆さんのおか

げです。皆様とともに喜びたい」といったコメ

ントでありました。私も、オリンピック選手の

ような気持ちでこの場に立っております。これ

まで支えていただいた皆様、また自由民主党会

派の皆様に感謝し、宮崎県勢が発展し、県民の

皆様と喜べるような代表質問にしたいと思って

おります。知事初め執行部の皆さんには、県民

に夢と希望と感動を与えるような答弁を期待し

て、通告に従い代表質問を行います。

なお、近年、一問一答方式の質問が多くなっ

ており、知事だけが壇上で答弁しておりますの

で、今回は多くの部長方にも壇上から答弁して

いただきたいと思っておりますので、分割方式

で行います。元気よく明快な答弁を期待してお

ります。

それでは初めに、知事の政治姿勢についてお

伺いいたします。

県のホームページ、知事室へようこそ「こん

にちは。河野です」の知事の挨拶にある「みや

ざき元気プロジェクト」についてお伺いいたし

ます。この「みやざき元気プロジェクト」は、

長引く景気低迷に加え、口蹄疫、新燃岳、東日

本大震災の影響により厳しい経済状況が続いて

いることから、県内の景気回復、将来を見据え

た産業づくり、これからの時代に必要な経済シ

ステムづくりなどを行うことで、 2 5 4 事

業、1,078億円を投じるということですが、これ

まであった事業を体系化しただけに見えます。

そこで、「みやざき元気プロジェクト」の具体

的な取り組みや成果、あるいはどういう形で宮

崎の元気を伸ばそうとしているのかをお伺いい

たします。

次に、同じく挨拶にある「広い意味での地産

地消」についてお伺いいたします。挨拶文によ

ると、産業振興を図る観点から、農林水産物や

県産品、地域資源等を含めた広い意味というこ

とですが、かけ声としてはよく聞きますが、具

体的な取り組みが見えない。県としてどのよう

に進めようとしているのか、お伺いいたしま

す。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてお

伺いいたします。知事はこの話題になると、

「ことしは岩戸開きの年にし、本県の再生・復

興に手応えが感じられる光を取り戻したい」と

よく言われます。しかし、県民にはぼやっとし

か伝わっておらず、記紀編さん1300年について

は、県民への知名度がまだまだ低迷しておりま

す。さらに、県外の友人、知人に、古事記編さ

ん1300年のことを聞いても、全くと言っていい

ほど知らないのが現状だと思います。されど、

県内には、古事記、日本書紀にゆかりの史跡等

が多く存在しており、宝の持ち腐れ状態になっ

ております。このような貴重な宝を生かした

り、新たに成立した11月１日の「古典の日」等

の活用も含めて、今後どのように情報発信する

のか、お伺いいたします。

次に、教育委員会制度についてお伺いいたし

ます。

現在の地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２条で、「都道府県は教育委員会を置

く」とあり、教育委員会は自治体に必置となっ

ているため、首長が勝手に教育委員会をなくす

ことができないこととなっております。しか

平成24年９月12日(水)



- 16 -

平成24年９月12日(水)

し、昨年10月の大津のいじめ問題を契機に、学

校現場と自治体の教育行政を所管する教育委員

会のあり方について議論が始まり、大津市長

は、「教育行政は教育委員会が権限を持ってお

り、首長は予算等をつけるしかかかわることが

できない」と強調し、今回の問題では、「事件

に関する情報が市教委側から十分得られなかっ

た」と発言しております。このようなことを受

け、現在の教育委員会制度は、責任の所在のあ

り方など問題が多いため、選挙で選任された首

長が直接、教育行政を運営できるようにすべき

とか、選択制にすべきといった検討が他県でも

行われておりますが、このことについて知事の

見解をお伺いいたします。またあわせて、知事

に選任され、議会の承認を得られた教育委員長

に、現在の教育委員会制度についての見解をお

伺いいたします。

次に、公社等改革について総務部長にお伺い

いたします。

新宮崎県公社等改革指針は、平成22年度か

ら24年度の３カ年で対象法人等の統廃合等によ

り１割削減し、45法人から40法人に５減するこ

とや、対象法人への県職員派遣数を１割削減

し、102名から90名に12名削減すること、さらに

は県財政支出額を20億円程度削減し、130億円か

ら110億円にするといった数値目標を立てられて

おります。ことしはその最終年度であります

が、状況はどうなっているのか、お伺いいたし

ます。

次に、予算編成並びに社会保障と税の一体改

革についてお伺いいたします。

政府は、2020年までの成長戦略「日本再生戦

略」の実現に向け、エネルギー・環境、農林漁

業、健康の３つの分野に予算を重点配分し、一

方で公共事業費の１割カットなど歳出削減を続

け、国債費を除く歳出の大枠は今年度と同じ

く71兆円以下とする来年度概算要求基準を８

月17日に閣議決定しております。なお、公共事

業については、防災・減災対策へ重点化を図る

ことにもなっております。

一方、我が国の景気動向は、原子力発電所事

故による電力供給制限や原油高の影響などによ

り、設備投資の抑制や産業の空洞化が始まり、

さらに急速な円高に加え、国内経済のデフレ状

況が続いており、先行きが全く不透明な状況で

あります。本県では、国全体の景気低迷に加

え、口蹄疫、新燃岳等の影響で景気がさらに停

滞しており、県内経済の活性化は喫緊の課題で

あります。まずはデフレ経済から脱却するため

にも、昭和初期の犬養内閣の高橋是清氏が行っ

たような積極的な財政出動策が必要だと考えて

おります。本県のみのデフレ対策は限界がある

とは認識しておりますが、現在の厳しい地域経

済状況や国の概算要求を踏まえ、本県の来年度

予算編成についての知事の基本的な考え方をお

伺いいたします。

本年度の通常国会で大きな話題になった社会

保障と税の一体改革関連法案が先月、可決成立

しました。ここでは具体的な改正内容等には触

れませんが、この関連法案は、世界に誇るべき

我が国の社会保障制度を持続可能なものにして

いくため、今後、社会保障給付費が大幅にふえ

ていく見通しの中で安定的な財源を確保するた

めに、消費税を社会保障目的税としたと理解し

ております。また、今後、社会保障制度改革国

民会議で具体的な使い道の議論が進むというこ

とですが、社会保障と税の一体改革に対する知

事の評価をお伺いいたします。

次に、市町村合併について総務部長にお伺い

いたします。
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本県でも、44市町村だったのが、国、県の合

併推進策により26市町村になりました。合併し

た住民、特に旧町村の方々から、本当に合併し

てよかったのだろうかとの意見を伺います。合

併してのスケールメリット等はすぐに効果が出

ないとは理解しておりますが、県として合併を

推進した立場からも平成の市町村合併をどのよ

うに評価しているのか、お伺いいたします。

次に、歯科保健推進について福祉保健部長に

お伺いいたします。

歯科保健のデータによると、12歳児の虫歯本

数は全国ワースト２位、「8020」達成者率も全

国の38％に対し宮崎は25％と、全国平均に比

べ、まだまだ差が大きい状況です。議員発議に

より「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」

が制定されたが、歯の健康に対する県民運動が

まだまだ必要だと考えております。そこで、条

例制定を受け、県では現在どのような取り組み

を行っているのか、お伺いいたします。

次に、林業行政についてお伺いいたします。

本県は、杉素材生産量日本一が21年続いてい

る林業県であります。しかし、現在の木材の需

要供給バランスの崩壊、及び円高・ユーロ安の

影響などによる過去最低水準の原木価格に対処

するため、県では木材価格対策特命チームを編

成し、さまざまな活動、調査を行っているとこ

ろでありますが、これまでの活動状況と今後の

取り組みについて、林業行政に精通している副

知事にお伺いいたします。またあわせて、今議

会に提案している木材価格対策補正予算のねら

いとその効果についてお伺いいたします。

次に、公社等改革でも気になっている、環境

整備公社が運営しているエコクリーンプラザみ

やざきについて、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

環境整備公社は、平成７年前後の産業廃棄物

が不法に投棄される事案や、本県での管理型最

終処分場の確保、さらに市町村ごとに行ってい

た一般廃棄物処理の広域化などに対応するた

め、平成７年３月31日に設立し、エコクリーン

プラザみやざきは平成17年11月に本格的に操業

を開始しております。しかしながら、供用当初

から浸出水調整池に漏水があり使用してはいけ

なかったのに使用され、地域住民に説明が行わ

れないまま、平成20年４月に新聞報道で初めて

公になりました。その後、さまざまな対策が行

われたようですが、裁判が行われるなど非常に

不快な事案だと思っております。まず、これま

で県が環境整備公社に支出した経費はどれくら

いなのか、お伺いいたします。

次に、企業立地について商工観光労働部長に

お伺いいたします。

県内の雇用状況は、数年前のリーマンショッ

クによる世界全体の景気低迷からは少しずつ回

復傾向にあるものの、ハローワークの求人状況

を見てもまだまだ厳しい環境が続いておりま

す。県としても雇用対策には全力で取り組んで

いると思いますが、今年度、現在時点の企業立

地状況はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

次に、畜産行政についてお伺いいたします。

ことしは、５年に一度開催される全国和牛能

力共進会が10月に長崎で開催されます。前回の

鳥取大会では、グランドチャンピオンを含む９

部門中７部門において首席、いわゆる日本一の

称号をとることができました。このことは畜産

農家を初め、関係団体の努力のたまものであろ

うと思っております。これまでも何回か質問が

あったことですが、全国和牛能力共進会の連覇

に向けた取り組み状況と決意について、知事に



- 18 -

平成24年９月12日(水)

お伺いいたします。

あわせて、全国和牛能力共進会の成果を宮崎

牛の有利販売にどのように生かすかが重要だと

考えております。これまでの実績と今後の展開

について、農政水産部長にお伺いいたします。

次に、土木行政について県土整備部長にお伺

いいたします。

これまでも入札制度改革について議会でも多

くの議論がなされ、知事に対し、建設関連団体

等からの要望も踏まえ、指名競争入札の復活な

どを要望してきました。しかし、なかなか抜本

的な入札制度改革が行われない状況を踏まえ、

今般、自由民主党会派において入札制度改革プ

ロジェクトチームを立ち上げました。ちなみ

に、私が座長を務めております。建設業界を初

め、多くの団体と意見交換を行ってまいりまし

た。そこで、平成19年度より総合評価を含む入

札制度が目まぐるしく改革されましたが、これ

までの入札制度改革の検証及び総括をお伺いい

たします。

次に、電気事業について企業局長にお伺いい

たします。

東京都は、ＰＰＳ（特定規模電気事業者）の

台頭など、電気事業を取り巻く環境の変化を踏

まえ、これまで東京電力と随意契約を結んでい

たのを、来年度から競争入札を導入する方針を

固めました。本県もこれまで九州電力と随意契

約をしておりますが、今後の売電契約はどのよ

うにしていくのか、お伺いいたします。

次に、特別支援教育の推進について教育長に

お伺いいたします。

特別支援教育が注目され、大変ありがたいこ

とに、県としても、小林市東方に都城きりしま

支援学校の分校、さらには小林高校に高等部を

設置するなどしてもらい、大変感謝しておりま

す。しかし、現場で頑張っている方と話すと、

市町村での格差があり、なぜ同じ子供なのにと

いった悲鳴めいた現場の声を聞くことがまだま

だあります。これまでも、できるだけ早く適切

に支援を行うことが重要だとは理解しておりま

したが、うまくいっていないのが実態であろう

ということを改めて認識しております。施設だ

けできても、そこに携わる教員等の資質、さら

に親支援の充実、そして市町村保健師等との連

携が重要です。しかし、親が行政に行き相談す

ると、支援を受けるためには診断書が必要と言

われ、親は大きな壁にぶち当たったり、１歳児

健診や３歳児健診のときに、保健師が親に、障

がいがあるのではないかとなかなか言いづらい

状況がある等の課題が山積しております。そこ

で、障がいのある子供の早期発見から支援まで

には、特別支援学校と保健・福祉等の関係機関

との連携をさらに充実を図ることが重要である

と考えますが、見解をお伺いいたします。

次に、暴力団排除条例について警察本部長に

お伺いいたします。

この条例は、暴力団の排除を推進して県民の

安全で平穏な生活を確保することを目的に、昨

年８月に施行され、１年が過ぎました。他県で

は、公共工事や公共施設の利用など、あらゆる

事務事業の過程で暴力団の排除を徹底する目的

で新たな要綱を制定し、警察への照会手続を効

果的に行うため、排除対象者の範囲を暴力団と

密接な交流がある者まで拡大することを検討し

ております。そこで、本県の条例の推進状況な

どについてお伺いいたします。

壇上からの最後の質問として、エコパークと

ジオパークについてお伺いいたします。

ことし７月11日に、綾町でのこれまでの自然

と人間の共生する地域振興が評価され、世界的
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機関のユネスコにより、綾町がエコパークに認

定されました。この認定を綾町だけのチャンス

にするのでなく、県全体の地域活性化や観光に

つなげるべきだと考えております。そこで、今

回のエコパーク登録の意義、効果をどのように

捉えているのか、県としての登録後の支援の実

績と今後の方針を、森林行政、地域振興に詳し

い副知事にお伺いいたします。

次に、霧島ジオパークについてお伺いいたし

ます。霧島ジオパークは平成22年９月14日に日

本ジオパークに認定され、平成25年度に世界ジ

オパーク申請を目標に、環霧島（宮崎・鹿児島

両県）の関係市町が連携して取り組んでおりま

す。霧島ジオパーク推進連絡協議会より、ジオ

パーク総合観光案内板の設置など、ジオパーク

に関する県内外への情報発信に一層積極的に取

り組むことなどの要望が届いていると思います

が、どのように支援されるのか、総合政策部長

にお伺いし、壇上からの質問を終わります。

なお、以下の質問につきましては、質問者席

から行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、「みやざき元気プロジェクト」につい

てであります。これは昨年８月に立ち上げたも

のでございますが、当時のことを思い出してい

ただきますと、東日本大震災が発生をしてまだ

半年もたたない状況で、我々は「みやざき感謝

プロジェクト」という名のもとに懸命に被災地

の支援に取り組んでおったところでございま

す。一方、我が県もさまざまな災害が続き、経

済が疲弊をして、当初予算、６月補正、９月補

正、合わせて1,122億円の経済対策を打ってきた

ところでございますが、それを確認するととも

に、改めて今後とも経済の回復に努めていかな

くてはならない、そのメッセージを県の内外に

発信したい、そのような思いで立ち上げたもの

でございます。

３つの柱を掲げてございまして、１つには、

停滞した経済の活性化に取り組もうということ

で、口蹄疫復興財団のファンド事業を活用した

売り出し、プレミアム商品券発行等による地域

の消費拡大の支援、さらには新事業・新分野進

出支援などの中小企業の経営強化、あるいは当

初予算における地域経済活性化・防災対策特別

枠による公共事業の実施などを進めてきたとこ

ろでございます。

２つ目には、本県経済を牽引する核となる産

業の育成を図り、将来を見据えた産業づくりを

進めていきたいということで、本県の強みであ

る１次産業を生かしたフードビジネスの展開

や、豊かな自然環境をベースにした新エネルギ

ー分野の事業創出、あるいは医療機器産業の集

積を生かした拠点づくりに取り組んでいるとこ

ろでございます。

３つ目として、地域経済循環システムによる

県内における需要の喚起ということで、広い意

味での地産地消、100万泊県民運動などを進めて

おるということでございます。

このような取り組みを通しまして、本県の活

力の源泉となる産業・雇用の基盤を固めて、元

気をつくり出してまいりたい、そのように考え

ておるところでございます。

次に、「広い意味での地産地消」についてで

ございます。この運動は、「知る、使う、広げ

る」というコンセプトのもとに、県産品や地域

資源といった宮崎の宝を再発見し、みずから愛

用、体験をしながら、その魅力を県民総力戦で

発信していこうとするものでありまして、「み

やざき元気！“地産地消”推進県民会議」を設
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立しまして、官民一体となった県民運動をスタ

ートさせたところでございます。

具体的な取り組みとしましては、まずはこの

運動に対する認知度を上げていこうということ

で、ホームページやパンフレットなどによりま

して、県民運動の理念の紹介やイベント情報な

どの一体的な発信を行うこととしております。

また、県民が楽しみながらこの運動に参加する

仕掛けとしまして、秋口には「ディスカバー宮

崎」をキーワードといたしまして、記紀編さ

ん1300年記念事業と連携する形で大型キャンペ

ーンの展開を計画しておるところでございま

す。民間団体におきましても、この運動の展開

に沿った形で、例えば商工会などが地元産品を

扱うアンテナショップを設置していただいた

り、フェアや物産展を開催したりという動きが

広がりつつあるところでございます。息の長い

取り組みで、長い目で県民の意識づけを図って

いくことが大変重要であろうかというふうに考

えておりますので、100万泊県民運動、さらには

「中山間地域をみんなで支える県民運動」など

と連動させながら、本県経済の活性化に結びつ

けてまいりたい、そのように考えております。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてで

あります。全国的に古事記への注目が集まる中

で、本県にとっては千載一遇のチャンスであろ

うということで情報発信に努めておるところで

ございまして、さまざまな関連イベント、また

記紀ゆかりの史跡などをめぐる観光ツアーが実

施されるなど、これも徐々にではありますが、

動きが活発化しておるところでございます。県

民の皆様の関心も高まりつつあるというふうに

感じております。この９月から11月にかけて

は、特に盛り上がりを考えておりまして、県内

でさまざまなイベント、例えば「古事記ゆかり

のご当地グルメまつり」を初めとして、県内各

地で開催される関連イベントを一体的にＰＲす

ることとしておりますし、県外におきまして

は、ゆかりの奈良県、島根県の両知事との首都

圏におけるシンポジウムや、東京の高島屋物産

展でのＰＲ、そして今、島根で行われておりま

す「神話博しまね」へのブースの出展、さらに

は福岡市中心部、それから九州国立博物館での

ＰＲイベントなども予定しておるところでござ

います。また、この取り組みの集大成としまし

て、日本書紀の編さん1300年に当たる平成32年

には、「国民文化祭」の本県への誘致、開催と

いうものを視野に入れて、今後とも進めてまい

りたいというふうに考えておりますし、御意見

にありました「古典の日」─これはことし11

月１日からということになりますが─に積極

的に取り組んでおられる京都市長さんとも先日

意見交換をさせていただいたところでございま

すが、これも本県にとっての追い風というふう

に考えまして、「神話のふるさと みやざき」を

積極的にＰＲする、連携を図ってまいりたいと

考えておるところでございます。

次に、教育委員会制度のあり方についてであ

ります。教育委員会制度は、そもそも教育の政

治的中立性や継続性、安定性を確保するという

観点から設けられているということでございま

して、その考え方は大変重要なものというふう

に、独立の執行機関としての位置づけと考えて

おるところでございます。現在、広く地域住民

の意向を反映させるという観点から、教育の専

門家のみならず、ＰＴＡの代表のようなさまざ

まな職業、年齢の複数の委員による合議体に諮

られ、学校現場の視察など積極的に取り組みを

進められておるところでございます。私自身

も、学校現場の様子を肌身で感じたいという思
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いから、学校訪問を行ったり、または中学生、

高校生を相手に授業を行うというような取り組

みをしておるところでございます。そういった

実感から、おかげさまで本県の教育は、さまざ

まな課題、修正すべき課題等いろいろございま

すが、現在、知・徳・体、それぞれに取り組み

が進んでいると考えておるところでございまし

て、知事と教育委員会がそれぞれの役割を十分

果たしながら、しっかりと連携協力をして進め

ていくことが大事であるというような認識でご

ざいます。

次に、来年度予算の編成についてでありま

す。厳しい財政状況の中で、基金の取り崩しに

頼らない、将来にわたって健全性が確保される

財政構造への転換に向けた取り組みを着実に進

めてまいりたいと考えております。一方で、先

ほど元気プロジェクトでも御説明しましたよう

な県内経済の活性化は、喫緊の課題であるとい

うふうに考えておりまして、今年度の予算でも

取り組んだところでございますが、地域医療や

緊急的な防災対策などの安全・安心を確保する

取り組み、さらには東九州自動車道を初めとす

る社会基盤の整備など、重点的に取り組むべき

課題が数多くございます。国の概算要求組み替

え基準につきましては、公共事業関係費やその

他の裁量的経費について対前年度比90％以内と

した上で、特定の分野について重点的な要求を

認めるということでございますが、こうした国

の予算編成でありますとか、地方財政対策の動

向を踏まえながら、議員御指摘のとおり、本県

の経済というものをしっかり見据えた上で、優

先度の高い事業は積極的に取り組んでいく、そ

のような姿勢で臨んでまいりたいと考えておる

ところでございます。

次に、社会保障と税の一体改革に対する評価

についてであります。８月10日に関連法案が成

立したところであります。私もかねてから、避

けては通れない検討課題であるというふうに申

し上げてきたところでございます。消費税の増

税法案が成立したということは、社会保障の安

定財源の確保や財政健全化の観点から一定の評

価をしておるところでございますが、その実施

に当たりましては、地域経済の状況を十分考慮

するとともに、低所得者に配慮した対策を講じ

る必要があると考えておるところでございま

す。また、社会保障制度改革の具体的な中身に

つきましては、今後、国に設置される「社会保

障制度改革国民会議」において、公的年金、医

療・介護、少子化対策等について審議が行われ

ることになっておりまして、現時点では制度改

革の全容が明らかになっていないところでござ

います。県としましては、今後とも、こうした

国の動向、議論を注視するとともに、厳しい財

政状況や少子高齢化の進展といった本県の実情

が十分反映され、真に持続可能な社会保障制度

の実現が図られるよう、全国知事会などを通じ

て国に訴えてまいりたいと考えております。

最後に、全国和牛能力共進会についてでござ

います。第10回の全国和牛能力共進会に向け、

平成21年には推進協議会を設置しまして、何と

しても連覇をなし遂げたいという意気込みで、

「もう一度奪え日本一」を合い言葉に、県内関

係者が一丸となって、候補牛の選定と、さまざ

まな巡回指導を進めてきたところでございま

す。本年８月23日、27日には、県の代表牛28頭

が決定したところでございます。私も27日に小

林市の会場に出向きまして、選考会の様子を見

せていただいたところでございます。出品され

た牛、特に代表となった牛は本当にすばらしい

なというふうな思いをいたしました。この共進
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会に向けての農家の方々、それから関係者の方

の本当に熱い思い、牛に対する愛情、連覇への

強い意気込みがひしひしと伝わってまいりまし

て、心強く感じたところでございます。代表に

選ばれた方々につきましては、本大会に向けて

現在、最終調整をされているということでござ

いまして、この仕上げの段階が大変重要である

というふうに考えております。県といたしまし

ても、宮崎牛ブランドのさらなる躍進はもとよ

り、口蹄疫の際の全国からの支援に対するお礼

と、本県畜産の新生に向けた復興を全国に発信

するためにも、何としてでも再び栄光の座をか

ち取る、そのような決意で取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○副知事（牧元幸司君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

木材価格対策特命チームの活動状況と今後の

取り組みについてでございます。ことしに入り

まして、木材価格が急激に下落したことから、

県では６月に木材価格対策特命チームを庁内に

設置いたしまして、価格下落の原因分析を行う

とともに、林業関係団体等との意見交換を行い

ながら、短期的、中長期的な観点から必要な対

策の検討を行ってきたところでございます。特

命チームでは、当面の緊急的な対策といたしま

して、国有林を初め、関係団体に対し、立木伐

採や販売時期の先送りなど出材調整の取り組み

を要請いたしましたほか、公共建築物等木材利

用促進法に基づく方針未策定の市町村に対し、

早期策定の働きかけを行ったところでございま

す。また、県公共工事において、各部局でさら

に木材の利用拡大を進めることといたしまし

て、市町村に対しても、同様の取り組みをお願

いしたところでございます。これらの取り組み

に加え、今回の補正予算におきましては、特命

チームが中心となり取りまとめた出材の調整

等、当面必要な対策を事業化したものでござい

ます。今後さらに、原木の需給安定を図るため

の新たな組織づくりや、官民一体となった県産

材の地産地消に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、今回の補正予算における木材価格対策

についてでございます。今般の木材価格の下落

は、円高に伴う外材輸入の増大、依然として低

水準にある住宅着工に加えまして、需要を上回

る原木供給が続き、需給バランスが崩れたこと

が大きな要因と考えられます。このため、今回

の補正予算では、需給バランスの立て直しを図

ることを主なねらいといたしまして、当面必要

な対策をお願いしているところでございます。

まず、出材調整に関しましては、森林組合等に

おける自主的な生産調整を支援するため、下刈

りの２回刈りを補助対象として拡大いたしまし

て、素材生産に携わる作業員の雇用の場の確保

を図ることとしております。また、木材利用拡

大につきましては、乾燥柱材の提供等による県

産材活用住宅の建設促進のほか、県外事務所の

木質化、メディアの活用による県産材のＰＲを

行うとともに、林家等への経営安定対策支援と

いたしまして、原木の出荷調整に必要な資金の

融資枠の拡大を図ることとしております。県と

いたしましては、関係団体における出材調整な

ど自主的な対策や、今回の補正予算の対策に加

え、官民一体となって中長期的な対策を推進す

ることによりまして、木材価格の回復や県産材

の需要拡大につなげてまいりたいと考えており

ます。

次に、綾エコパークについてでございます。

綾町を中心といたします地域は、国内最大規模
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の照葉樹林を守り続けながら、有機農業の推進

やエコツーリズム、環境教育などを進められて

おり、全国で見ても、自然と人間の共生に配慮

した先進的な地域づくりを実践されているもの

と考えております。この地域が今回、ユネスコ

エコパークとして登録されましたことは、綾町

を初め、地域の関係者が一体となって長年にわ

たり取り組んでこられました成果であり、大変

誇らしい快挙であると認識しておりますととも

に、綾町を中心とする地域の活性化に大きく寄

与するものと考えているところでございます。

現在、県におきましては、綾ユネスコエコパー

クの中心的な取り組みである「綾の照葉樹林プ

ロジェクト」に参画をいたしまして、学術的に

も貴重な照葉樹林の保護、復元に取り組むとと

もに、綾ユネスコエコパークの普及啓発フォー

ラム開催等につきまして、支援を行っていると

ころでございます。今回の登録は、本県の観光

振興など幅広い分野への波及効果が期待される

ものでございますので、県といたしましても、

綾町を初めとする地元市町村と十分な連携を図

りながら、積極的に支援、協力してまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○総合政策部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答

えいたします。

霧島ジオパークについてであります。県では

これまで、霧島の自然をわかりやすく紹介した

解説板の設置や、ジオパークの見どころをめぐ

るツアーのコースづくり等、世界ジオパーク認

定に必要な事業に対し支援を行っており、今年

度も引き続き、これらの取り組みを支援してお

ります。また、県観光情報サイト「旬ナビ」に

霧島ジオパークを紹介するページを開設するな

ど、情報発信にも努めているところです。先

日、霧島ジオパーク推進連絡協議会から、新た

に総合案内看板等の整備や一層の情報発信につ

いて要望がございました。鹿児島県とも連携

し、地域づくり等の補助事業の活用や、さまざ

まな機会を捉えての情報発信を通じまして、世

界ジオパークの認定に向けて、さらに支援、協

力してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○総務部長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、公社等改革の進捗状況についてであ

ります。現行の新公社等改革指針における数値

目標の現在の進捗状況でありますが、まず県職

員の派遣者数につきましては、12人の削減目標

に対して22人の削減となっております。次に、

県財政支出につきましては、20億円の削減目標

に対して約18億6,000万円の削減となっておりま

す。ただし、財政支出縮減額のうち約３億6,000

万円につきましては、派遣職員の人件費を県か

らの直接支給に切りかえたものによりますの

で、実質的には約15億円の縮減となっておりま

す。対象法人数につきましては、５法人の削減

目標に対して２法人の廃止、１法人の新設、４

法人において人的・財政的関与が県が定めた基

準を下回っている状況にありますことから、差

し引きでは５法人の減となっております。今後

も引き続き、目標達成に努めてまいりたいと考

えております。

次に、平成の合併についてであります。平成

の合併は、地方分権の推進、生活圏の広域化、

厳しい財政状況など、市町村を取り巻く環境が

大きく変化する中で、行政サービスの維持・向

上を図るための自主的な取り組みとして行わ

れ、県としても支援をしてまいったところであ

ります。合併市町の住民からは、これまで、
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「消防署の支所が設置されて安心できる」「保

育所の選択の幅が広がった」などの御意見があ

ります一方、「役場が遠くなり、周辺部が寂れ

ていく」、あるいは「住民の声が届きにくく

なった」などの多様な意見が寄せられていると

ころであります。合併市町においては、現在、

将来を見据えた地域づくりを進めております

が、まだ緒についたばかりでもありますので、

県としては、現在実施している市町村や自治

会、商工会等へのアンケート調査でのさまざま

な御意見等を十分踏まえた上で、合併市町に対

し適切な助言を行ってまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」を

受けての県の取り組みについてであります。こ

の推進条例においては、歯・口腔の健康づくり

の推進に関する基本的な計画を定めるものとさ

れておりまして、平成23年度に県内22地区の県

民を対象にした県民健康・栄養調査を行うとと

もに、宮崎県歯科保健推進協議会を設置いたし

まして、関係機関の代表や公募委員などから幅

広く御意見を伺い、計画案を策定し、このほど

本議会に上程させていただいております。ま

た、平成24年度新規事業として「8020運動推進

強化事業」を立ち上げ、妊産婦を対象とした健

康教育や、事業所を対象とした歯科健診・指

導、県民向け講演会の実施など、総合的に歯科

保健対策に取り組んでいるところであります。

歯・口腔の健康は全身の健康の保持増進に重要

な役割を果たしておりますので、今議会に上程

中の宮崎県歯科保健推進計画（案）に基づきま

して、今後とも、関係機関と連携を図りなが

ら、積極的に歯科保健対策を推進してまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えいたします。

環境整備公社に支出した経費についてであり

ます。県がこれまでに支出しました経費のう

ち、補助金等の主なものは、施設の周辺環境整

備のための基金への出捐金15億円、運営費補助

金約９億7,600万円など、合計で約28億6,200万

円であります。また、貸付金につきましては、

浸出水調整池補強工事のための貸付金や運営費

貸付金など、本年度当初の残高は約12億1,200万

円となっております。以上でございます。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

企業立地の状況についてであります。今年度

につきましては、現時点で９件を立地企業とし

て認定し、うち県外からの新規立地が３件と

なっております。業種の内訳といたしまして

は、製造業が７件、情報サービス業が２件で、

立地に伴う最終雇用予定者数は220人となってお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

全共の成果を生かした宮崎牛の有利販売につ

いてでございます。本県は、前回の鳥取全共で

９部門中７部門での首席獲得や、内閣総理大臣

賞２部門受賞などの成績をおさめることができ

ました。その実績を生かし、日本一の宮崎牛と

して、知事のトップセールスや経済連・ミヤチ

クによる販売促進など、県下一丸となったＰＲ

に努めました結果、知名度は確実に上がってき

ております。例えば、平成19年と比較します

と、宮崎牛取扱指定店は約130店舗増加し、現
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在、約430店舗となっております。また、経済専

門誌が行いますブランド牛肉ランキングでは、

平成20年に６位であったものが平成24年は２位

となっております。今後とも、宮崎牛の知名

度、ブランド力のさらなる向上を図るととも

に、有利販売や子牛市場の活性化につながるよ

う、総合的な販売対策に取り組んでまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

入札制度改革の検証と総括についてでありま

す。入札制度につきましては、平成19年度から

一般競争入札の拡大など抜本的な改革に取り組

んできたところでございまして、公正、透明で

競争性の高い制度が構築されてきたものと考え

ております。しかしながら、建設投資の大幅な

減少や景気の低迷等により、建設産業を取り巻

く環境が大変厳しい状況にあることも十分認識

しております。このため、改革と並行しまし

て、制度の検証と見直しに努め、最低制限価格

の引き上げや、総合評価落札方式における本県

独自の地域企業育成型の創設とその適用範囲の

拡大、さらに本年度からは土木一式工事につき

まして地域要件を細分化するなど、地元の建設

業者が受注しやすい環境づくりに取り組んでき

たところでございます。入札制度につきまして

は、これまでの改革を踏まえつつ、今後とも幅

広く御意見を伺いながら、必要な見直しに努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○企業局長（濵砂公一君）〔登壇〕 お答えい

たします。

九州電力への売電契約についてでございま

す。水力発電は降水量に影響されやすく、また

投資回収に相当長期の期間を要することなどか

ら、健全な経営を維持していくためには、長期

かつ安定的な売電収入の確保が極めて重要でご

ざいます。このため、企業局におきましては、

九州電力との間で長期の受給契約を締結いたし

ますとともに、基本料金と従量料金から成る二

部料金制を採用し、これで売電しております。

そのことによって収入の安定を図っているとこ

ろでございます。一方で、現在、国におきまし

て、さまざまな電力制度改革が検討されており

ます。そのような中で、お話にありました東京

都のような動きも出てきているところでござい

ます。私ども企業局といたしましては、売電契

約につきましては、健全経営を確保しながら、

地域に安定的に電力を供給するという地方公営

企業としての役割と責任を果たすことを基本と

いたしまして、本県における電力事情や制度改

革の動向等を総合的に勘案しながら、適切に判

断してまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君）〔登壇〕 お答え

いたします。

教育委員会制度についてであります。現在、

教育委員会制度につきまして、形骸化等の問題

が指摘されていることは承知しておりますが、

本県教育委員会について申しますと、法律、経

済、心理等、さまざまな職業の委員で構成され

ており、定例会等におきましても、それぞれの

見地から活発に意見が出され、十分な議論をし

ているものと考えております。また、教育委員

として研さんを積むため、各委員から提案され

たテーマに沿っての勉強会や、学校現場の視察

等に積極的に取り組んでいるところです。さら

に、知事、副知事や公安委員との意見交換を実

施するとともに、市町村教育委員会委員や教職
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員との意見交換を実施し、問題意識の共有化や

連携強化に努めているところであります。今後

とも、私ども教育委員が高い使命感を持ってそ

の責任を果たし、教育行政のさらなる推進に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

障がいのある子供の早期からの支援について

であります。子供の障がいによる学習上、生活

上の困難を軽減し、豊かな成長を支援するため

には、できるだけ早い段階での気づきと適切な

支援の開始が重要であると考えております。こ

のため、特別支援学校を地域における特別支援

教育推進のセンターとして位置づけ、特別支援

教育コーディネーターを中心に、就学前の子供

や保護者、幼稚園等からの教育相談に応じると

ともに、保健や福祉等の関係機関と連携しなが

ら、支援や助言等に努めているところでござい

ます。また、関係機関が情報を共有し、連携し

て支援を行うために、子供一人一人の成長や障

がいの状態、それまでの支援の内容等を継続し

て記録できる「相談支援ファイル」を開発し、

その活用に関する研究を行ってまいりました。

今後とも、特別支援学校の相談機能を高めてい

くとともに、連携をさらに進めるための手だて

である「相談支援ファイル」の全県的な普及を

図るなどの取り組みにより、障がいのある子供

への早期からの支援の充実に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○警察本部長（加藤達也君）〔登壇〕 お答え

いたします。

暴力団排除条例の推進状況等についてであり

ます。昨年８月の宮崎県暴力団排除条例の施行

に合わせ、県知事部局や教育委員会等では、暴

力団排除の必要性のある175の事務事業の要綱等

に暴力団排除条項が盛り込まれ、既に運用され

ているところであります。また、県内の全市町

村におきましても、本年３月までに暴力団排除

条例が施行されたことから、警察では、各市町

村担当者を対象に研修会等を開催し、県と同様

に事務事業の要綱等に暴力団排除条項を盛り込

んでいただくようお願いしているところであり

ます。その結果、県や各市町村等から、排除条

例等に基づく警察への暴力団員等該当性の照会

件数は本年８月末現在で５万6,949件に上ってお

り、昨年同期と比べますと３万4,592件の増加と

なっております。さらに、民間企業や各種団体

に対しても、契約書面や規約に暴力団排除条項

を盛り込むよう要請し、これまで、ゴルフ場や

ホテル・旅館業を初めとした各種の組合・団体

が暴力団排除宣言を実施したり、地域の夏祭り

から暴力団が排除されるなど、民間企業や地域

においても暴力団排除の機運が高まっていると

ころです。一方、警察におきましても、あらゆ

る法令を駆使して徹底した暴力団取り締まりを

進めているところであり、昨年10月には飲食店

経営者らが、長年、暴力団組員に用心棒料を支

払っていた事案について、暴排条例に基づき、

利益供与排除の勧告を行ったところでありま

す。今後とも、官民一体となった暴力団排除活

動を推進していきたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 まず先に、知事に御要望さ

せていただこうと思います。来年度の予算編成

の基本的な考えの答弁の最後で、県が抱えるさ

まざまな課題に適切に対応した優先度の高い事

業について積極的に取り組んでいく必要がある

と考えているというふうに答弁いただきまし
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た。本当に県政の大きな課題があると思ってお

りますけれども、先日も自民党会派中で要望等

をさせていただきました。積極的な財政出動を

することによって、まずは景気の回復をお願い

したいというふうに思っています。そのために

は、ことし掲げていただきました―防災対策

等の50億円という県単の特別枠の予算もつくっ

ていきました。ぜひ、このような積極体制をま

ずしていただくことを要望させていただこうと

思います。

改めて再質問に移ります。記紀編さん1300年

のことについてでありますが、多くの観光団体

が非常に期待しております。しかし、先ほど言

いましたとおり、この事業については、全国的

には知名度が低い状況であるというふうに思っ

ておりますので、ある程度、中期的な視野を

もっての予算措置や、民間の広告代理店等を活

用することが必要ではないかと考えております

ので、知事の見解をお伺いたします。またあわ

せて、この編さん事業を推進するに当たりまし

ては、県の関係団体であります観光コンベン

ション協会をどのように生かしていくのかを、

知事にお伺いしたいというふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 古事記編さん1300年、

ことしから取り組んでおるところでございます

が、この秋口のイベントに向けて徐々に盛り上

げていきたい、またさらには、日本書紀編さ

ん1300年に当たる平成32年までの９年間を見据

えて、御指摘のように中期的に、腰を据えて取

り組んでいくことが大変重要であろうというふ

うに思います。観光、教育・文化、地域づく

り、幅広い分野で計画的、継続的な取り組みを

進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、その取り組みを進める上では、例えば

平成21年度からは「恋旅」というものがスター

トしておりますが、これは神話というものを愛

とか恋という一つの別の切り口で事業として展

開しておるわけでございまして、こういったも

のを、例えば民間旅行会社、航空会社、ＪＲ各

社とタイアップした旅行商品の造成、またキャ

ンペーンというようなことで展開していく―

大変重要なことであろうというふうに思ってお

ります。民間企業とも連携をしながら、国内外

からの誘客を図ってまいりたい、そのように考

えております。

観光コンベンション協会でございます。これ

は、行政や民間事業者と連携を図りながら、民

間の観光事業者が主体となって設立した団体で

ありまして、専門性、ノウハウ、各種のネット

ワーク、機動力を生かすことができる組織であ

ります。これまで培われてきたそういう強みと

いうものを生かして、今後とも、この協会と一

体となって取り組んでまいりたい、そのように

考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、記紀編さん1300年を

機に、大いに観光振興に取り組んでいただきた

いと思います。また、その振興を図るために

は、まず現在の古事記なり日本書紀の1300年に

ついて、県内外の知名度調査をしっかり行うこ

とを要望しておきます。その知名度調査を行っ

て、戦略的にどのようなイベントを行ったら本

当に宮崎の活性化になるのかということであり

ますので、まず知名度調査を先に行っていただ

きたいと思っております。

次に、古事記の一節に、亡くなったオオゲツ

ヒメの体から、稲、小豆、麦、大豆、アワなど

が出現したと。その出現したことによって、古

代人の食生活を支える五穀が誕生したと言われ

ております。この五穀等は、健康にいい食材で
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あり、健康志向の方々に非常に注目されており

ます。本県は、古事記なり日本書紀に由来する

多くの史跡、伝説があふれた地であります。そ

のため、宮崎は古代食にふさわしい地とも言え

るのではないかと思っております。そこで、私

のほうから提言でありますけれども、記紀編さ

ん1300年の９年間の取り組みの中で、五穀等を

生かした宮崎ならではの古代食産業の構築に取

り組んではどうかと思いますが、知事の見解を

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変興味深い提案とい

うふうに承ったところでございます。先ほど、

愛や恋を切り口にした「恋旅」という話を申し

上げましたが、本県が誇る農林水産業の強みを

生かすという観点からも、古代食に注目した展

開、またこの秋口には「古事記ゆかりのご当地

グルメまつり」を行うように、やはり食という

ものの集客力、これもあるわけでございます。

今、一部でそういう古代食を生かした取り組み

も進められておりますが、今後とも、どのよう

な展開が中長期的に考えられるか、一つの問題

意識として受けとめて考えてまいりたいという

ふうに考えています。

○丸山裕次郎議員 宮崎でなぜ記紀編さんが盛

り上がらないかというのは、一つの理由として

─島根県は既に「しまね博」とかやっており

ますけれども、ここは出雲大社というようなシ

ンボル的なものがあるのに対して、本県はいろ

いろな神話・伝説があるものの、シンボル的な

ものがないからだと考えております。しかし、

シンボル的なものの一つとして、西都原古墳群

の中心である男狭穂塚・女狭穂塚があります。

我が会派の松村議員が昨年11月議会で男狭穂塚

・女狭穂塚の環境整備について質問しておりま

すが、知事は松村議員の質問に対し、宮内庁に

対し環境整備の働きかけを行っていきたいと答

弁しております。どのような要望を行ったの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、今御指摘のよう

に、島根の取り組みが、出雲大社という圧倒的

な存在感を生かして、そのすぐそばで「しまね

博」を、ヤマタノオロチなど、そういったもの

を前面に押し出してやっているわけでございま

すが、本県は県内各地にいろんな要素があると

いうのが逆の意味で強みではないかというふう

な思いがいたしております。

その中の一つのポイントとなるのが、今御指

摘のありました西都原古墳群でございまして、

男狭穂塚・女狭穂塚については、８月に宮内庁

を訪問いたしまして、宮内庁長官及び陵墓を管

理する書陵部長に対し、これまで地中探査など

を行ってまいりましたが、その協力に対するお

礼を申し上げるとともに、樹木伐採など、さら

なる環境整備をお願いしてきたところでありま

す。基本的には、静安と尊厳の保持が最も重要

だということで、陵墓への立ち入りや調査、樹

木の伐採については非常に慎重な、難しいとい

う状況があったわけでございますが、今、書陵

部長さんが元の宮崎市の助役でございまして、

本県の状況、また現地の状況もよく御存じであ

りました。今後とも御協力をいただくというこ

とで、今年度、男狭穂塚・女狭穂塚の西側部分

の小径木の伐採や下草刈りなどの整備が実施さ

れるということになったわけでございまして、

県による周辺部の環境整備を進めるとともに、

引き続き、記紀編さん1300年記念事業というも

のとも絡めて、宮内庁のほうに樹木の伐採等に

ついての働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 今、答弁がありましたとお
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り、宮内庁のほうにも宮崎市に来ていらっ

しゃった方がいらっしゃるのであれば、引き続

き粘り強く協議を進めていただきたいというふ

うに思っております。

また、西都原古墳群について、県議会の中に

観光振興議員連盟というのがあり、議長が会長

をしていただいているんですが、その役員会の

中で、西都原は世界遺産登録を目指すべきでは

という議論が上がっているようであります。国

内で世界遺産登録に向けて活動しているのは、

仁徳天皇陵があり、その地元である堺市等は平

成18年に有識者会議を設置し、さまざまな課題

の検討を行った結果、平成22年11月には世界遺

産暫定リストに追加されております。やり方次

第では西都原古墳群も可能ではないかと考えて

おります。そこで、知事がリーダーシップを

とって、西都原古墳群の世界遺産登録に向けた

取り組みをしてはいかがかと考えております

が、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の世界遺産は、

これまで日本では法隆寺でありますとか、白川

郷、厳島神社、さまざまな著名なところが文化

遺産として指定されておるわけでございます

が、西都原古墳群の持つ歴史的な価値や魅力な

どが世界的にこういう形で認められるというこ

とになりますと、なお一層の保護が図られると

ともに、本県の経済や地域振興にも大きく寄与

するのではないかというふうに考えられるとこ

ろでございます。ただ一方で、世界遺産の登録

のためには、顕著な普遍的価値が求められるな

ど、数多くの厳しい審査基準を満たす必要があ

るということでございます。世界遺産の登録の

可能性というのも十分視野に入れながら、今後

とも、県としてこの古墳群の調査研究というも

のを進めてまいりたい、そのように考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。知事がリーダーシッ

プをとって行っていただいて、もし仮に西都原

が世界遺産の暫定リストに載れば、宮崎に来れ

ば世界遺産に行けるよ、またエコパークもある

よ、ジオパークもあるよというようなことで、

非常に連動がうまくできるんじゃないかと思っ

ておりますので、ぜひ売り込みをしっかりやっ

ていただきたいと思います。

そして、古事記編さんを考えたときに―一

つのものをなし遂げるためには、よく言われる

とおり、若者、ばか者、よそ者という３つの者

が必要と言われています。私、いろいろ協議し

ていまして、いい人しかいないと。若者、ばか

者、よそ者、それぞれをうまく利用していただ

いて─特に我々議会はいろんな発言をしま

す。ばか者、そうなのかもしれません。そうい

う意見も聞いていただき、また県外からのいろ

んな意見も聞いていただいて、古事記編さんに

ついてはしっかりと取り組んでいただきたいこ

とをまず要望したいと思います。

次に、教育委員会制度について再質問を行い

ます。地方教育行政法が平成19年に一部改正さ

れ、スポーツ及び文化に関する事務を知事部局

が所管することができるようになり、実際にス

ポーツ及び文化行政を、知事部局が事務を所管

する県があります。本県においても、一体的メ

リットを最大限に生かすために、行政改革の観

点からも知事部局へ移管する検討はできないの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在の取り組みであり

ますが、知事部局におきまして、スポーツイベ

ントやキャンプなどの誘致による地域経済の活

性化、また文化の面では、県立芸術劇場等を活
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用した文化の振興などを行っておるところであ

ります。教育委員会におきましては、学校現場

と密接に結びついた中で、スポーツの競技力向

上や指導者の養成、文化財の保護・継承などに

努めるということで、連携・協力をしながら、

スポーツ・文化の振興に取り組んでいるという

状況でございます。現時点でたちまちそれを移

管するというようなアイデアを、私が今持って

いるところではございませんが、御指摘のよう

に、一部の県でそういう事例もありますので、

そういったところもしっかり研究をしながら、

よりよきスポーツ振興、文化振興というものを

考えてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 今、知事のほうから答弁が

ありましたとおり、既に統合している県があり

ますので、先進地の実態調査を早急に行ってい

ただいて、メリット、デメリットをしっかり調

査してもらって、必要であれば統合も含めた検

討をお願いしたいというふうに思います。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

再質問を、環境森林部長にいたします。先ほど

部長のほうから答弁がありましたとおり、運営

費補助金９億7,000万円余、また環境整備の出捐

金が15億円余、合わせて28億6,000万円以上と

なっており、また問題になっております浸出水

調整池補強工事のほうにも運営費貸付金など12

億円以上支出しておりまして、合わせて40億円

以上出ている計算になります。また、つくった

当初の長期借り入れのほうも見てみますと、10

億円以上がまだ残っており、県の状況が本当に

心配だなというふうにも思っているところであ

ります。

また、壇上からも話をしましたが、浸出水調

整池の事案があり、環境整備公社が原告となっ

ている損害賠償請求の訴訟があっていると思い

ますけれども、その状況についてお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（堀野 誠君） 環境整備公社

は、平成22年４月に、浸出水調整池及び塩化物

処理システムに係る設計・施工業者に対し、15

億8,000万円余の損害賠償を求める訴訟を提起

し、これまでに16回の審理手続が行われており

ます。なお、被告側は全面的に争う姿勢を示し

ており、公社の弁護団からは、争点が専門的か

つ多岐にわたるため、一審判決まででも今後お

おむね２年程度はかかるのではないかとの見解

が示されております。

○丸山裕次郎議員 かなりまだ時間を要するよ

うでありますけれども、注視していきたいと思

います。

また、先ほど言いましたとおり、まだ長期借

り入れも非常にあるということです。この操業

自体は平成17年から始まっているんですけれど

も、近年の諸問題、先ほど言いました浸出水問

題、また産業廃棄物を取り巻く環境が変化した

ということで、環境整備公社の産業廃棄物処理

事業の収支が非常に心配でありますけれども、

どうなっているのかお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 産業廃棄物処

理事業の収支状況についてでありますが、開業

当初は、処理手数料などの事業収入が施設の運

転経費などの事業支出を上回り、事業収支は黒

字でありました。しかしながら、収入は20年度

以降年々減少し、加えて19年度から施設整備資

金として金融機関などからの借入金の本格的な

償還が始まったことから、それ以降、収入が支

出を下回り、22年度から運転資金が不足してお

ります。このため、県としましては、公社の安

定的な運営を支援するため、単年度の貸し付け
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として22年度に8,000万円、23年度に１億6,000

万円、24年度に２億8,000万円の運営費貸し付け

を行ったところであります。

○丸山裕次郎議員 県からの貸付金が雪だるま

方式のように8,000万円から１億6,000万円、ま

た２億8,000万円とふえてきており、非常に心配

であります。この状況は、民間事業者であれば

倒産寸前ではないのかなというふうに思ってお

りますけれども、産業廃棄物処理事業の収支改

善にはどのように取り組んでいくのか、改めて

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 公社におきま

しては、産業廃棄物処理事業の収支改善のため

のさまざまな取り組みを行っているところであ

ります。具体的には、新規顧客獲得に向けた企

業訪問や、電話・ダイレクトメールによる営業

活動の強化などを行いまして、現時点で本年度

の収入は昨年同時期を上回っております。ま

た、経費削減の面からも、施設のより効率的な

稼働や運転経費の見直しなどに積極的に取り組

んでおります。県としましては、公社の収支改

善のため、このような取り組みを公社と一体と

なって進めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 いろいろ改善をしたと言わ

れますが、赤字が続いていくのだろう、極めて

厳しい状況だろうと思います。先ほど言いまし

たとおり、民間事業者であれば倒産寸前の状況

でありますので、このように県が関与している

ことで、また多額の運営費補助、貸付金という

ことで、多額の県税、血税を投入することに私

は非常に疑問を感じております。産業廃棄物処

理事業からの撤退を含めた抜本的な改革が必要

ではないかと私は感じておりますので、早急な

検討もお願いしたいというふうに思っていま

す。15年の契約とかいろいろあって、すぐすぐ

には難しいというふうに思っておりますけれど

も、抜本的な改革をお願いしたいと思います。

今、環境整備公社の改革については話をしま

したけれども、このほか、全体の公社等の改革

につきましては、先ほど総務部長より答弁があ

りましたが、県からの財政支出削減目標の20億

円に対して15億円ですけれども、先ほど言いま

したとおり、実は社会福祉事業団に、この15億

円のうち８億円毎年貸し付けていたお金がある

と。それを差っ引くと７億円しか削減できてい

ないのではないかと思っておりまして、まだま

だ改革が必要だと思っています。また、法人数

も実質２つしか削減できておりません。厳しい

県財政が続く中で、新たな公社等改革の必要性

があるんじゃないかと考えておりますが、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 公社等の改革は、本県

は昭和60年に策定をしました行政改革大綱以来

取り組んできておりまして、平成16年の公社等

改革指針、さらには平成22年度に策定した現行

の新指針に基づいて取り組みを進めてまいった

ところで、一定の成果を上げてきたところでご

ざいますが、引き続き、公社等改革は、御指摘

のように、厳しい目で不断の点検に努めていく

必要があろうかというふうに考えております。

現行指針の推進期間が今年度までであります

が、今年度中に新たな指針を定めまして、これ

まで同様にしっかりと取り組んでまいりたい、

そのように考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、公社等改革もしっか

りと取り組んでいただきたいと思います。

次に、社会保障と税の一体改革についてお伺

いいたします。

社会保障と税の一体改革では、消費税を５％

から10％に引き上げ、年金、子ども・子育て、
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医療、介護などの充実をうたっております。消

費税増税分をどのような分野にどのように充当

するかによって、社会保障制度が大きく変わる

のだろうと考えております。そこで、社会保障

と税の一体改革に伴う消費税の引き上げなどに

よる本県財政への影響と、引き上げ後の税収等

について今後どのように活用しようとしている

のか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この改革に伴いまし

て、消費税及び地方消費税の税率が合わせて５

％引き上げられた場合の地方への配分でありま

すが、地方消費税分が1.2％、消費税のうち地方

交付税の原資となる分が0.34％とされておりま

す。本県への影響につきましては、今後、国に

おいて検討される新たな消費税制度の内容や、

引き上げ分の交付税の算定方法などにより異

なってまいりますが、県の歳入については、一

定程度増加するのではないかと見込んでおると

ころでございます。引き上げ分の地方消費税及

び地方交付税につきましては、地方単独事業を

含む医療や介護、少子化に対処するための経費

に充てるという大きな方針は定まっておるとこ

ろでございますが、今後の社会保障制度の全体

像がまだ定まっていない現時点において、具体

的な使途を特定するというところまでは困難で

すが、いずれも地方における社会保障の安定財

源の確保を図るために活用していくこととなる

と考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁がありましたとおり、

今回の消費税５％増税のうち地方への配分は、

地方消費税分が1.2％、消費税のうち地方交付税

の原資となる分が0.34％であります。なぜ交付

税措置という形にしたか聞いてみますと、偏在

性が小さいと言われる地方消費税分であって

も、経済力の強弱の格差が懸念されるというこ

とで、このような状況になっております。特

に、経済力の弱い本県のような地域を救済する

ための措置と言えると思っております。どのよ

うな事業が交付税の算定基礎になるのかが大き

なポイントになると思っております。そこで、

地方交付税原資が増加する分がどのように措置

されるかが重要となります。本県が必要とする

地方交付税の確保に向けてどう取り組むのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方消費税率が引き上

げられた後も、引き続き大きな財政力の格差と

いうものが、都市部と地方にはあるわけでござ

いまして、地方交付税の財源保障機能等の充実

強化を引き続き図っていくことは大変重要であ

ろうと。その際に、新たに地方交付税の算定基

礎に加えられます地方単独分の社会保障関係費

が適切に基準財政需要額に算入されるというこ

とが、最も重要になるというふうに考えており

ます。今後とも、全国知事会などとも連携を図

りながら、さまざまな機会を捉えまして、国に

対し働きかけを行い、本県の実態に即した交付

税措置が図られるような積極的な取り組みを

行ってまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、経済力が低い上に少

子高齢化が進んでいる本県の実情に合うような

交付税の算定になることを、本県と同じような

県と連携して国に強く働きかけていただくよう

お願いしておきます。なお、一括交付金のよう

に九州最下位にならないように強く活動してい

くことを要望しておきたいと思います。

次に、広域行政機構について知事にお伺いい

たします。

九州北部豪雨の影響を受けた後、九州各県の

議員と会う機会があり、被害を受ける前は、国

の出先機関の受け皿として九州広域行政機構に
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賛成だったと。しかし、今回の事案を受けまし

て、やっぱり国の出先機関の人的、また技術的

重要性を痛感したという話を聞くことができま

した。また、私は、宮崎県議会を代表して広域

行政懇話会に参加した際、宮崎県議会以外は広

域行政機構に結構参加かな、傾いているのかな

と感じておりましたけれども、他の県でも、知

事会が余りにも先行し過ぎて市町村は困惑して

いるので、きめ細やかな説明が必要だという意

見がありました。広域行政機構に関する関連法

案はいっときは多分出ません。しかしながら、

この時期だからこそ、市町村と知事が直接会っ

て、知事が何を考えているのか、どう考えてい

るのかを伝えるべきだと考えておりますが、知

事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私としましては、県内

において、今回の出先機関改革に対する懸念の

声が強いということを真摯に受けとめまして、

これまでも県・市町村連携推進会議を初め、さ

まざまな機会を捉えて、市町村長などに対しま

して、改革の趣旨や制度化の動向の説明、また

意見交換に努めてきたところでございます。政

府が目指しておりました通常国会への法案提出

が見送られ、その行方や制度の全体像は不透明

な状況にあるところでございます。今後とも、

議論の動向を注視するとともに、改革を進める

に当たっては、県議会や市町村などの理解を得

ることが何よりも重要であるというふうに考え

ておりますので、議論の進捗に応じまして、十

分な情報提供や意向の把握に努めながら─大

事なことは、宮崎県として宮崎県の思いなり宮

崎県の考え方を届ける、それを制度の中に具体

化してもらうということでございまして─県

知事としての主張、判断をしてまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、よろしくお願いいた

します。

次に、歯科保健推進について福祉保健部長に

再質問させていただきます。答弁がありました

とおり、今議会に、条例制定を受けまして、宮

崎県歯科保健推進計画（案）を議案として上程

していただきました。そこで、この計画のねら

いと、今後、具体的にどのように取り組むの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） この推進計画

（案）でございますけれども、県民の生涯にわ

たる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、ライフステージ

などの特徴や課題に対応した対策を実施するこ

となどを基本方針といたしております。具体的

には、乳幼児期、学齢期においては、虫歯予防

のためのフッ化物応用の推進、成人期では定期

的な歯科健診受診の推進、高齢期では施設や在

宅などにおける口腔ケアの推進、障がい児・者

においては、診療に困難性が伴いますことか

ら、協力歯科医の養成などに力を入れていきた

いというふうに考えております。県といたしま

しては、今後とも、関係機関と連携しながら、

歯科保健対策に的確に取り組んでまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、推進をよろしくお願

いいたします。

次に、障がい者対策について、改めて福祉保

健部長にお伺いいたします。近年の社会情勢の

変化に対応するため、障がい者に対する法律並

びに各種制度が変わろうとしております。まず

は来月10月に、家庭や施設などで障がい者への

虐待行為を発見した人に市町村への通報を義務

づける障害者虐待防止法の施行が迫っておりま

すけれども、同法の施行に向けた取り組みにつ
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いてお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、県で

は、いわゆる障害者虐待防止法の施行に向けま

して、市町村や関係機関等と連携しながら、体

制整備や関係職員の研修等に取り組んでいると

ころでございます。去る９月３日には、福祉・

医療分野を初め、教育、労働、人権擁護など幅

広い関係機関で構成されます「宮崎県障がい者

虐待防止・権利擁護連絡会議」を開催いたしま

して、相互の連携強化に向けての意見交換を行

いました。また、８月末に、市町村や相談支援

事業所の相談窓口職員、及び障害福祉サービス

事業所の従事者や管理者に対しまして、障がい

者虐待に係る理解を深めるための共通研修を実

施いたしましたほか、引き続き、それぞれの役

割や責務に応じた実践的な演習形式の研修を実

施することといたしております。今後、制度の

周知や広報に努めますとともに、法施行後は県

障害福祉課に障害者権利擁護センターを置き、

各市町村に設置されます障害者虐待防止センタ

ーと連携を図りながら、障がい者虐待の未然防

止や早期発見、虐待を受けた障がい者への支援

に取り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、この制度が速やかに

問題ないように施行されるようにお願いしたい

と思います。

次に、障害者自立支援法が障害者総合支援法

に来年４月に改正されますが、一部の障がい者

団体からは、看板をかけかえただけという批判

があります。今回、障害者総合支援法に改正さ

れますけれども、今回の改正ポイントと今後の

対応について、改めて福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者自立支

援法にかわり制定されました、いわゆる障害者

総合支援法でございますが、この法律による新

たな障害保健福祉施策の主なポイントが３点ご

ざいます。１つ目に、制度の谷間を埋めるべ

く、障がい者の範囲に難病等を加えること、２

つ目に、障がいの特性に応じて必要なサービス

が適切に提供されるよう、障がいの程度ではな

く支援の必要度を示すものとして、「障害程度

区分」の名称を「障害支援区分」に改めるこ

と、３つ目に、重度訪問介護の対象者の拡大

や、ケアホームのグループホームへの一元化な

どによりまして、地域で生活する障がい者に対

する支援が拡充されることでございます。

なお、それぞれの具体的内容は、今後、政省

令で定められることとされておりますので、国

の動向を十分注視しながら、市町村や事業者な

ど関係機関と連携いたしまして、新制度に円滑

に移行できるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 今答弁がありましたとお

り、障がい者の範囲に難病患者等も加えるとい

うことであります。具体的に難病患者にとって

どのように変わるのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現行の障害者

自立支援法に規定しております障がい者の範囲

は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい

者に限られておりましたけれども、障害者総合

支援法では、これに加えて、政令で定める難病

等により障がいがある者を追加することとされ

ております。これにより、疾病によって一定の

障がいがありながらも、症状が変動しやすいこ

とから身体障害者手帳が取得できずに、これま

で支援の対象外となり、制度の谷間にあると言

われていた難病患者の皆さんなどに対しまして

も、障がい福祉サービスを提供できることとな

ります。現在、国において新たに対象となる者
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の範囲等について検討がなされているところで

ございますが、今回の法改正は難病患者等の福

祉の充実に向けた大きな一歩であると、評価を

しているところでございます。

○丸山裕次郎議員 国の省令、政令ができてい

くことがなかなかまだ見えてこないということ

でありますけれども、移行に関しては適切にお

願いしたいというふうに思います。

障がい者対策の最後の質問として、障がい幼

児保育事業費補助制度についてお伺いいたしま

す。近年、幼稚園では、重度の子供だけでなく

軽度発達障がい児の受け入れも増加傾向にあ

り、その対応に大変苦慮しております。障がい

を持つ子供たちに十分な配慮を行うことは、ラ

イフステージに応じた支援に大きな意味を持つ

と考えております。私立幼稚園へ給付している

障がい幼児保育事業費補助金の補助単価につい

ては、国の基準の最低額で、九州各県の中でも

低い額であると伺っておりますけれども、改善

を図るべきだと考えますが、福祉保健部長の見

解をお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 幼稚園におけ

る障がい幼児の受け入れに対する支援につきま

しては、近年、対象幼児数が増加傾向にある中

で、的確な予算の確保に努めてきたところでご

ざいます。御指摘のありました国庫補助事業の

補助単価につきましては、福岡県、鹿児島県、

沖縄県などと同様に国の基準の下限額となって

いることから、私立幼稚園関係者との意見交換

の場などでも、いろんな要望をいただいている

ところであります。県といたしましては、障が

い幼児対策は大変重要な施策であると考えてお

りますので、厳しい財政状況の中、引き続き、

当該事業の予算の確保に努めるとともに、先般

成立をいたしました子ども・子育て関連３法を

踏まえた、幼稚園などへの給付制度の見直しに

おいて、障がいのある子供たちが円滑に就園で

きるような支援制度の充実について、国へ要望

してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今の補助金制度についてで

ありますけれども、調べてみましたら、宮崎県

が１人当たり39万2,000円に対して、佐賀県が78

万4,000円と倍でありますので、なぜ佐賀県はす

ごいのかといつも感じるところであります。そ

ういうことを踏まえて、いろんな調査なり、ま

た国のほうにも、同じ子供たちが健やかに育つ

ような形の制度をしっかりとつくっていただく

ことを強く要望していただくことを、お願いし

たいというふうに思います。

次に、企業立地について再質問を、商工観光

労働部長にいたします。前回の県の総合長期計

画における企業立地による最終雇用予定者数

は、101社4,949名になっていますが、実際の雇

用者数はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 前回の総

合計画期間でございます平成19年度から22年度

の立地件数は、お話にございましたとおり、101

件で、立地に伴う最終の雇用予定者数は4,949名

となっており、これに対して、昨年末時点で既

に3,825人が雇用されております。多くの場合、

企業は数年をかけて段階的に雇用を拡大されま

すので、県といたしましては、引き続き、早期

に雇用を拡大していただけるよう働きかけてま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今、答弁のありましたとお

り、4,949人に対し、既に3,825人雇用されてい

るところであります。引き続き雇用の拡大につ

なげていただきたいということで、絶対達成し

てほしいと思っております。フォローアップ活
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動が重要と思いますけれども、どのような活動

を行っているのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 立地企業

へのフォローアップにつきましては、４名の専

任職員を配置するとともに、市町村や県外事務

所、総務商工センター等と連携をいたしまし

て、立地企業の県内事業所はもとより、県外の

本社や親会社などを訪問しているところであり

ます。昨年度で申し上げますと、302の事業所を

訪問いたしまして、人材確保や取引拡大等の各

種の要望、相談に対して、関係機関と連携して

対応したところであります。今後とも、立地企

業のフォローアップに取り組み、雇用の確保・

拡大はもとより、立地企業の地元定着と事業の

拡大につなげてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、予定者数よりも多く

なるような形で、フォローアップをしっかりし

ていただきたいというふうに思います。

知事のほうに、企業誘致に関して最後の質問

をさせていただこうと思います。今回のアク

ションプランでは、100件、5,000人の雇用創出

をする目標ということでありますけれども、達

成するための意気込みを含めて、企業立地に対

する知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 長引く景気の低迷とか

円高の影響とか、企業立地をめぐる環境は大変

厳しゅうございますが、地域経済の振興、雇用

の確保に大変効果が大きい企業立地を、今御指

摘がありましたような高い目標を掲げて頑張っ

ていこうと、全庁一体となって企業立地推進本

部を立ち上げて進めておるところでございま

す。特に今後は、成長が期待される新エネルギ

ー関連産業や、東九州メディカルバレー構想に

基づく医療機器関連産業、また本県の特性を生

かした食品関連産業、多くの雇用が期待できる

コールセンターなどの情報サービス産業、これ

らを重点産業として位置づけて、９月からは企

業立地促進補助金を拡充するなど、戦略的な展

開をしているところでございます。先日も、あ

るコールセンターを運営している社長さんか

ら、宮崎の県民性というものがコールセンター

に非常に向いているという高い評価をいただい

たところであります。これは一つの例ではござ

いますが、本県にはさまざまな自然環境も含め

た強みがありますので、それを積極的にアピー

ルしながら、私みずから企業を訪問するととも

に、市町村とも連携をしながら、目標達成に向

けて全力で頑張ってまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 企業立地は非常に大きな効

果があると思っておりますので、ぜひ全力を挙

げて頑張っていただきたいと思います。

次に、林業行政について環境森林部長に再質

問をいたします。過去最低だった原木価格

は、6,900円から現在は約8,000円程度まで回復

したということでありますけれども、昨年比で

はまだ1,000円程度安い状況であります。いずれ

にせよ、需要拡大が今後も重要だと考えており

ます。そこで、県内の需要拡大に資する「公共

建築物等における木材の利用の促進に関する法

律」に基づく市町村方針の策定状況と、市町村

への支援についてまずお伺いいたします。また

あわせて、製材品の７割が県外出荷されますの

で、県外の住宅メーカーへの売り込みや共同出

荷を進める県外対策が必要だと考えております

が、見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 市町村方針に

つきましては、現在、22市町村が策定を終え、

残りの４市町も本年度中に策定の見込みであり

ます。県といたしましては、引き続き、市町村
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に対して、木造公共施設整備への支援や、木材

利用事例の情報提供を行うこととしておりま

す。また、木材利用技術センターでは、三股町

弓道場などへの構造設計等の技術支援を行って

いるところであります。このような取り組みを

通しまして、公共建築物の木造化、木質化をよ

り一層進め、県民に広く木のよさを理解してい

ただき、県産材の需要拡大を図ってまいりたい

と考えております。

次に、県外対策につきましては、「チームみ

やざきスギ」が中心となり、官民一体となって

県外の住宅メーカー等への売り込みを行うとと

もに、営業や設計担当者等を本県に招待し、県

産材の品質と供給力を実感していただいており

ます。これらの取り組みによりまして、住宅メ

ーカーの中には、外材から県産材に仕様変更し

た事例も出てきております。さらに、輸送コス

トの低減等を図るため、製材工場等によるモデ

ル的な共同出荷の取り組みを支援しているとこ

ろであります。県としましては、今後とも、県

外における県産材の需要拡大に努めてまいりた

いと考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁の中にもありましたけ

れども、いろいろ聞いてみると、住宅メーカー

といいますのは関西圏の住宅メーカーというこ

とで、県産材に仕様を変えていただいた非常に

ありがたい企業だと思っておりますので、しっ

かりとフォローアップしてもらって、関西等の

大消費地でのさらなる需要拡大を強く要望して

おきます。

また、県の長期計画を見てみますと、杉粗生

産量は現在約140万立方メートルでありますけれ

ども、平成32年にはこれを190万立方メートルに

する計画となっております。膨大な生産量にな

ることが見込まれておりまして、需要が増加し

なければ、相対的にまた原木価格が下落するの

ではないかと非常に心配しております。そこ

で、今後、生産される素材をどう活用するの

か、お伺いします。

またあわせて、今般、再生可能エネルギー法

施行で非常に注目を浴びております木質バイオ

マスにも積極的に取り組むべきではないかと考

えておりますが、見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年度か

らスタートした県の第７次森林・林業長期計画

では、平成32年の素材生産量の目標を190万立方

メートルとしております。その用途としまして

は、製材用材が150万立方メートル、パルプ・

チップ用材、木質バイオマスがそれぞれ15万立

方メートル、合板用材が10万立方メートルであ

ります。この目標を達成するためには、木材加

工流通体制の整備や木材の需要拡大などに、よ

り一層取り組む必要があると考えております。

このうち木質バイオマスにつきましては、本年

７月に固定価格買い取り制度がスタートしたこ

とから、林地残材等の利活用が大いに期待され

るところであります。このため、「森林整備加

速化・林業再生事業」等を活用し、バイオマス

施設の整備を支援するとともに、林地残材の効

率的な収集などに取り組み、木質バイオマスの

なお一層の利用拡大に努めることとしておりま

す。

○丸山裕次郎議員 平成32年目標では190万立方

メートルでありますので、生産した原木が下落

しないように、需要拡大をぜひ推進していただ

くようお願いしたいと思います。

次に、福島原発事故以来、従来のシイタケ原

木の供給基地であった福島県等では放射能汚染

の関係で原木が供給できない状況になってい

て、全国で原木が足りないという状況を聞いて



- 38 -

平成24年９月12日(水)

おります。宮崎県は豊富な原木を有しておりま

すので、原木を供給することで林業振興も図れ

るんじゃないかと考えておりますけれども、見

解をお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国の調査によ

りますと、原発事故の影響により平成24年５月

末現在で、全国でコナラ約254万本、クヌギ約40

万本が不足しております。その一方で、供給可

能量は、本県のクヌギ・コナラ原木約１万8,000

本を含め、全国で約21万本にとどまっておりま

す。このため現在、国は、各都道府県に対しま

して供給可能量の掘り起こしを要請するととも

に、全国に、本県の１名を含む14名のコーディ

ネーターを配置し、原木の伐採適期である11月

ごろを目途に、規格や品質などの需要側ニーズ

との調整を進め、需要供給のマッチングを図ろ

うとしております。県といたしましては、伐採

等にかかる労働力の確保等の課題があります

が、関係団体等と連携しながら、供給可能量の

掘り起こしや原木供給に取り組んでまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 この事業への取り組みは、

コーディネーターがどういう働きをしていくの

かが重要だと思っていますので、しっかりとし

たコーディネートをしていただくようにお願い

したいと思います。

次に、畜産行政について農政水産部長に再質

問を行います。10月に行われる全国和牛能力共

進会では、本県を代表する牛が連覇することを

改めて期待しております。２連覇に向けてすば

らしい代表牛ができたのも、これまでの優良雌

牛保留対策の大きな成果のたまものではないか

と考えております。しかし、「優秀繁殖雌牛地

域内確保対策事業」が今年度で終了するという

ことですが、ぜひ継続してほしいという畜産農

家の強い要望があります。そこで、引き続き、

優秀な雌牛の県内保留対策が重要だと思われま

すが、今後の考え方についてお伺いいたしま

す。またあわせて、ことし１月から５月までの

競りによる雌牛保留対策の実績をお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 優秀な雌牛を

県内に保留することは、肉用牛の改良を進める

上でも、また子牛市場の価値を高める上でも非

常に重要であると認識しております。本年１月

から３月までは、子牛市場への出荷頭数の平準

化対策の一環として、優秀な繁殖雌牛の地域内

確保対策に関係する事業の要件を緩和するな

ど、集中的に雌牛の保留を図ったこともあり、

１月から５月末までで、県内に約1,500頭の雌牛

が保留されたところでございます。今後とも、

市町村や関係団体等と連携を図りながら、優秀

な雌牛の県内保留に努めてまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 何かまだ物足りないものを

感じております。先ほど言いましたとおり、優

良な雌牛を残すことが本県の和牛の振興にとっ

て大きな根幹だと思っておりますので、優良な

雌牛保留対策については、再構築をぜひ強く要

望しておきたいと思います。

次に、牛肉の消費拡大について農政水産部長

にお伺いいたします。牛肉の消費量として１年

間に１人当たりが消費する量を調べたところ、

ＢＳＥが発生する前は約7.5キロあったようであ

りますけれども、ＢＳＥが発生した後に急落

し、さらにリーマンショックの景気低迷等によ

りまして5.5キロまで減少しております。多少は

持ち直しているのでありますけれども、厳しい

状況だと思います。このことが枝肉価格の低迷

が続いている要因だろうと思います。畜産県と
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して広い意味での地産地消、消費拡大策が必要

だと考えております。そこで、今後の消費拡大

策に向けての対策をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 牛肉の消費に

つきましては、長引く景気低迷、また福島第一

原子力発電所の事故、食中毒に起因する生食レ

バーの販売禁止などによりまして、全国的に低

迷が続いております。県といたしましても、こ

のような厳しい状況の中で少しでも県産牛肉の

消費拡大を図ることが重要と考えており、口蹄

疫復興財団が農業団体の協力を得て発行するプ

レミアム牛肉商品券の取り組みを推進すること

としております。現在、本県畜産を取り巻く厳

しい環境に対応するため、新たな展開に向けた

畜産新生の検討を進めているところであります

が、その中でも販売力の強化は大きな柱の一つ

として検討しているところであり、今後も、関

係団体とも連携して、効果的な消費拡大対策や

新たな販路の開拓を推進してまいりたいと考え

ております。

○丸山裕次郎議員 ちなみに、平成21年から23

年の都道府県県庁所在地別の１世帯当たりの牛

肉消費量を調べたところ、宮崎市は全国で24位

でした。もう少し上に上がってほしいなと。和

牛日本一の称号にふさわしい牛肉の消費県にな

るように、消費拡大策について期待をしておき

たいと思います。

次に、口蹄疫埋却地についてお伺いいたしま

す。口蹄疫の蔓延防止のため、約30万頭の家畜

を埋却するために約97.5ヘクタールの農地等が

使用されました。発生当時は埋却地の確保が大

きな問題でありましたけれども、口蹄疫が終息

し、来年で３年を迎えることになります。家畜

が埋められた土地の再生ができて、本当の意味

の口蹄疫からの復興だと考えております。そこ

で、口蹄疫埋却地の再生について、県としてど

のように対応するのか、お伺いいたします。ま

たあわせて、県農業振興公社保有の埋却地につ

いてどのように売り渡しを進めていくのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年の口

蹄疫においては、多くの優良農地を埋却地とし

て利用したところであり、その再生活用は、真

の意味での再生・復興や地域農業基盤の維持強

化を図る上で、また今後の防疫体制強化のため

にも大変重要な課題であります。これまで県と

しては、本年４月に庁内に連絡会議を、６月に

は西都・児湯地域において地域会議を設置し、

再生方法や推進スケジュール等について検討を

行うとともに、国に対して埋却地の再生整備に

係る予算の確保を強く要請してきたところであ

り、農林水産省による平成25年度予算の概算要

求において、埋却地の再生整備に対する支援が

盛り込まれたところであります。今後も、必要

な予算が確実に措置されるよう、引き続き国に

強く要望してまいりますとともに、各市町や関

係団体の協力を得ながら、埋却地の現状や農家

の意向等を十分踏まえまして、平成25年度から

の円滑な再生整備が図られるよう努めてまいり

ます。

次に、県農業振興公社保有の埋却地について

でございますが、公社が保有する埋却地につき

ましては、口蹄疫発生の折、迅速に防疫作業を

進めるため、国の農地保有合理化事業を活用し

て、８つの市町で52カ所、38.9ヘクタールにつ

いて約２億5,000万円で買い取ったものでありま

す。これらの埋却地の売却に向けては、年内に

は、県、市町村、公社等の関係機関・団体で構

成する売り渡し協議会を設置し、担い手情報の

共有化やあっせん活動などを開始したいと考え
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ております。また、県としても本年度から、埋

却地とその周辺農地を集積する農地の出し手・

受け手に対して、10アール当たり２万5,000円を

支援することとしており、国の規模拡大加算な

どとあわせて積極的に活用し、早期の売り渡し

に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 口蹄疫からの復興は、先ほ

ど言いましたとおり、この農地が全て戻ったと

きが本当の復興だと思っております。なお、気

になりますのは、やはり公社が保有している土

地であります。10年間は無利子ということであ

りますが、これが10年過ぎると─もう約２年

ちょっと過ぎましたので、７年前後には有利子

になっていくことになると、公社等の経営を圧

迫すると思いますので、公社等の土地に関して

も売り渡しが進むように努力をお願いしたいと

思います。

次に、葉たばこ振興についてお伺いいたしま

す。

かつて日本一を誇っていた本県の葉たばこ生

産は、近年の天候不良等で生産が激減し続けて

おり、昨年の廃作奨励制度により土地利用型の

葉たばこ耕作はことしからは約半分になり、窮

地に陥っております。そこで、県はどのように

葉たばこ振興を行っていくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこにつ

きましては、重要な土地利用型品目として位置

づけているところでございます。しかしなが

ら、近年、気象の影響や病害の発生等により、

収量、品質の低下が見られ、耕作者の生産意欲

の減退が懸念されるところであります。このた

め県では、耕作組合が実施する土づくりのため

の展示圃の設置や、土壌消毒機の導入、耕作者

技術研修会の開催等について支援するととも

に、日本たばこ産業株式会社に対し、各種助成

事業による継続的な支援や、重要病害に対する

抵抗性品種の早期育成等を要望するなど、包括

的な対策を講じているところでございます。今

後とも、関係機関・団体と連携を図りながら、

耕作者が希望を持てるよう、農家経営の安定と

一層の生産振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 土地利用型の農業でありま

すので、ぜひ支援をお願いしたいと思います。

また、たばこ耕作を含めてなんですけれど

も、その前に、国においては本年、「がん対策

推進基本計画」の策定、及び「国民の健康の増

進の総合的な推進を図るための基本的な方針」

の改正が行われております。たばこ耕作組合、

飲食業生活衛生同業組合等から、県がん対策推

進計画等の改定に当たっては、喫煙者率の削減

や飲食店等における受動喫煙の機会減少の数値

目標を設定しないこと、公的施設や民間施設

（職場、飲食店等）での受動喫煙防止対策を検

討する際には、特に中小零細企業の事業者に配

慮し、一律かつ過度な規制をしないことの要望

があっておりますけれども、本要望に対する知

事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） がん対策推進計画は、

国の計画などを基本としつつ、県の条例の趣旨

を踏まえて改定するということでございます

が、具体的な作業に当たりましては、有識者で

構成される協議会から意見を聴取するととも

に、パブリックコメントも実施して、県民の皆

様からの御意見も踏まえて行いたいと考えてお

ります。喫煙率、また飲食店等における受動喫

煙割合の数値目標につきましては、そういう幅

広い御意見などを参考にしながら検討したいと

いうことで考えておりますが、受動喫煙防止対
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策につきましては、中小零細な規模の事業者の

実情というものも考慮いたしまして、一律的な

規制を行うというようなところまでは考えてい

ないところでございます。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、バランスを考えてお

願いしたいというふうに思います。

次に、土木行政、特に入札制度改革について

県土整備部長にお伺いいたします。

これまでの行財政改革による公共工事の縮

減、さらには急速な入札制度の変更で、建設業

を取り巻く状況は大変厳しくなっております。

業者数のみならず、従業員数、重機類が大きく

減少していることが推測され、いざ災害が発生

したときに本当に対応できるか心配でありま

す。災害が起きた場合、災害対応空白地帯をつ

くらないためにも、県としての建設業者健全育

成及び建設関連団体の健全育成が必要だと思い

ますけれども、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 県内建設業者

の経営環境が大変厳しい状況にある中で、地域

の建設業者には、台風や豪雨などといった災害

時における緊急対応など、重要な役割があると

認識しております。このため、本県独自の地域

企業育成型を創設するなど、地元の建設業者が

受注しやすい環境づくりに努めているところで

あります。また、県と災害対応に係る協定を締

結している団体がございますが、こうした団体

に所属する業者を総合評価落札方式において評

価するなど、建設関連団体の育成にも取り組ん

でいるところであります。県といたしまして

は、今後とも、地域に貢献する建設業者が伸び

ていける環境づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 災害復旧など急を要する工

事や、特に地域性を要する工事については、災

害等が発生した場合に地域に精通した地元業者

を確保するとともに、地元企業がいない災害対

応空白地帯を発生させないためにも、また若手

技術者等の新規技術者の育成が難しくなってき

ており、今後の技術者育成のためにも、指名競

争入札の復活が業界の強い要望であります。試

行を含めて、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 建設業の役割は、今、

部長の答弁にもあったとおりでございまして、

健全に発展することは大変重要であるというふ

うに考えております。こうした重要な役割とい

うものをしっかり考慮した上で、入札制度につ

きましては、これまで、公正、透明で競争性の

高い制度ということを目指しながら改革を進め

てきたところでございまして、その経緯を踏ま

えつつ、基本的には一般競争入札の枠組みの中

で、今後とも幅広く意見を伺いながら、必要な

見直しに努めてまいりたい、そのように考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 県としては、できる限り、

一般競争入札であっても地域要件をいろいろ入

れることによって、より指名に近い形の入札に

改善したことは理解しておりますけれども、先

ほどから述べておりますとおり、今の入札制度

では若手技術者が育ちにくい状況であります。

今の技術者を見ますと、高齢化がかなり進んで

います。ひょっとしたら５年もしないうちに実

績のある技術者がいなくなる可能性があると

思っております。また、災害が発生したとき

に、建設業のみならず、団体の協力体制が脆弱

になりつつありますので、非常に心配しており

ます。例えば、農政水産部では農業の健全育成

を主眼に置いておりますけれども、県土整備部

においても建設業の健全育成を主眼に置いた入
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札制度が図られるように、強く要望したいと思

います。

建設関連の中でも測量について再度質問させ

ていただこうと思います。測量は、安全な県土

をつくり守っていく上での基礎であります。し

かし、入札制度改革による落札額の低下のみの

過当競争により品質低下が懸念されます。品質

を確保する観点からも、最低制限価格を一般工

事と同様に90％にすべきではないかと考えてお

りますけれども、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 最低制限価格

につきましては、建設産業を取り巻く経営環境

が厳しい状況にあることや、公共工事の品質を

確保する観点から、これまで段階的な引き上げ

を行ってきておりまして、現在は経済・雇用対

策として時限的に、建設工事は予定価格のおお

むね90％、測量設計業務等の建設関連業務はお

おむね80～85％としております。この最低制限

価格の水準の差につきましては、建設工事の場

合、直接的な経費として、人件費のほか、建設

資材費や機械経費が含まれておりまして、その

占める割合が大きいことによるものでございま

す。

○丸山裕次郎議員 建設業が苦しい状況に陥っ

ているのは、基本的には事業量が減っているた

めだというふうに思っておりまして、事業量を

確保できれば改善できるというふうに思ってお

ります。今年度の補助事業についても、県の予

算と国の内示差が生じております。昨年の例を

見ますと、43億円、差がありまして、国庫が23

億円、県費が20億円、２月定例県議会で減額の

補正予算でありました。このままでは今年度も

２月議会で大幅な減額補正になってしまって、

県内の建設業に大きな悪影響を及ぼすと思って

おります。そこで、県の景気・経済状況を踏ま

え、補助公共の予算を県単事業に振りかえるべ

きだと考えておりますけれども、知事に見解を

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 貴重な公共事業予算の

確保は、今御指摘のありましたようなインフラ

整備、また県内経済への影響ということを考え

ると大変重要であります。本県では、県単事業

というものを２年連続で厳しい財政状況の中で

何とか伸ばしていく、プラスにする最大限の努

力をしたところですが、国の公共事業予算は、

一般会計ベースで8.1％の減と、大変厳しい状況

にございます。補助公共事業の内示差につきま

しては、その縮小に向けて、引き続き、国に対

し必要な働きかけを行うとともに、今後、国の

補正予算の動きなどいろいろな動向があります

ので、それを見きわめながら適切に対処してま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 適切な予算が執行できるよ

うにお願いしたいというふうに思っておりま

す。

次に、特別支援教育について再質問を行いま

す。先ほど、関係機関との連携を図るために、

「相談支援ファイル」の全県的な普及を図りな

がら、障がいのある子供たちの早期からの支援

には関係機関とのさらなる連携が必要であると

の、教育長の見解を伺ったところでありますけ

れども、福祉保健部長はどのように考えている

のかお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がいのある

子供が可能性を伸ばし、その持てる力を十分に

発揮できるようにするためには、心身の発達が

著しい乳幼児期から一日も早く専門的指導を行

うなど、適切な支援を行うことが重要であると

認識しております。このため県では、児童相談
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所を初め、県内13カ所に設置しました「そうだ

んサポートセンター」などの支援機関におい

て、医療や保健、福祉、教育等のさまざまな相

談に対応いたしますとともに、専門機関への的

確なつなぎなど、それぞれの子供の特性に応じ

た適切な支援に努めているところであります。

学齢期における支援に向けた特別支援学校との

連携を初め、関係機関や市町村との連携は、適

切な支援を行う上で極めて重要なものと考えて

おりますので、今後、さらに連携を深めなが

ら、早期からの支援の充実に努めてまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、特別支援学校高等部

の生徒が卒業した後の進路も重要だと思ってお

ります。移行が速やかにいくためには、労働、

福祉等の関係機関と連携した取り組みのさらな

る充実を図ることが必要だと考えております

が、教育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校高等部

生徒の進路につきましては、本人の適性や能力

を可能な限り生かして適切な進路選択ができる

よう、企業や福祉・労働等の関係機関と連携し

ながら、支援を行うことが大変重要であると考

えております。このため、特別支援学校５校に

６名の相談員を配置し、障害者就業・生活支援

センターや企業や福祉施設等との連携を強化し

ながら、進路相談や職場開拓など在学中の支

援、進路先の訪問などの卒業後の支援の充実に

努めているところであります。このような取り

組みにより、高等部卒業生の就労につきまして

は、平成23年度の就職率が過去最高の21.2％と

なったところであります。今後とも、関係機関

とのさらなる連携により、在学中から卒業後ま

で継続した支援の一層の充実を図り、生徒がよ

り豊かな人生を歩むことができるよう努めてま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、適切な支援をお願い

したいと思います。

最後の項目として、小水力発電についてお伺

いいたします。

本県は全国より降水量が多く、高低差がある

という地域特性を生かして、これまで企業局、

九州電力が水力発電を行ってまいりました。今

般、固定価格買い取り制度での買い取り価格

が25円２銭から35円７銭になったことで売電価

格が上がったので、可能性が高くなったと感じ

ております。そこで、固定価格買い取り制度ス

タートを機に小水力発電に積極的に取り組むべ

きと考えておりますが、企業局長の考えをお伺

いいたします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、本県の恵まれた水資源を活用するために

小水力発電に積極的に取り組んでおりまして、

現在は、綾北ダムの河川維持放流水を活用した

発電、あるいは治水ダムでは初めてとなります

日南ダムにおける発電の導入に向けて、必要な

調査や関係機関との協議を進めております。ま

た、市町村等が計画する農業用水を利用した小

水力発電につきましても、関係部局と連携し、

技術面での支援を行っているところでございま

す。今後とも、このような取り組みを通じまし

て、県内の小水力発電を積極的に推進してまい

りたいというふうに考えております。

○丸山裕次郎議員 我が会派の文教警察企業部

会では鹿児島県に行きまして、鹿児島県の取り

組みを聞いております。非常に積極的に取り組

んでおります。宮崎県は先ほど言いました地域

特性があります。知事も今回、新エネルギーの

ビジョンをつくるということでありますが、

しっかりとしたビジョンをつくっていただい
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て、宮崎県はやはり水力県だということも主張

していただくことをお願いして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。傍聴席の方々には、私の質問まで残って

いただきまして本当にありがとうございます。

それでは、会派を代表して２番目の代表質問

をさせていただきます。国政の現状は、民主党

代表選挙、そして自由民主党総裁選挙一色と

なっております。ＴＰＰの問題、尖閣諸島、竹

島の領土問題、東日本大震災復興問題、南海ト

ラフ巨大地震に対する防災対策などなど、解決

しなければならない問題が山積をしておりま

す。一日も早く政治を安定化させ、諸問題の早

期解決、取り組みに努めていただきたいという

ふうに思っております。本県におきましても、

多くの問題を抱えており、自民党会派で質問項

目として出されたものを中心に質問をさせてい

ただきますので、前向きな御答弁をよろしくお

願いいたします。それでは、通告に従い質問を

させていただきます。

まず、知事の政治姿勢として、市町村長との

関係についてお伺いいたします。県と26市町村

が一体となることが宮崎県の発展につながると

思います。地方分権が進んだとはいえ、県は多

くの事務権限や予算を握っているわけであり、

市町村では、国県道、多くの河川の維持管理、

農業分野、保健の分野などは、市町村という垣

根の中で、県としての役割の部分を担っておら

れます。そこで最も重要となるのが市町村長と

の連携となりますが、各種自治体の行政課題に

ついては、陳情要望活動として知事室へ足を運

ばれていますが、各自治体の首長との関係をど

のようにされているのかお伺いいたします。

次に、県職員と知事との関係についてお伺い

いたします。県職員とのコミュニケーションに

ついては、これまでランチミーティングという

言葉がよく出てまいりますが、現在も取り組ま

れているのか。昨年は県職員との運動会も開催

され、積極的にやっていこうという姿勢は見ら

れますが、県職員との関係をどのように図って

おられるのか、現状と今後についてお伺いいた

します。

次に、県内の各種団体との関係についてお伺

いいたします。知事の選挙時の政治理念とし

て、「クリーンで開かれたみやざき」の中に、

県民の皆様との「対話」を、きめ細かに密に行

う「開かれた県政」の実現がうたわれておりま

す。そこでお伺いしますが、県内には各種さま

ざまな団体があり、自民党におきましても、各

種団体との意見交換や意見要望を伺う機会が多

数あります。そうした団体の意見を聞きます

と、全てが業界の利権であったり、その団体に

優遇を求めるものばかりではなく、県政運営

上、重要な意見も多く発言をされております。

県としても、直接意見を聞かれることが望まし

いと考えます。主要な大きな団体が意見交換を

県とされていることは存じております。しかし

一方では、県に対して意見を言う機会がないと

いう声も耳にいたします。意見交換などを申し

入れた場合の対応も含めて現状をお聞かせくだ
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さい。

以上で壇上の質問を終わり、後は質問者席か

らさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、市町村長との関係についてでありま

す。私は、「対話と協働」の推進、また市町村

を重視するということを県政の柱として位置づ

けておりまして、市町村と円滑なパートナー

シップの関係を構築していくことは、大変重要

であると考えております。このため、知事就任

直後、昨年２月には、県と市町村が対等な立場

で協議を行う宮崎県・市町村連携推進会議―

いわば協議の場であります―を国における国

と地方の協議の場に先駆けて設置いたしまし

て、これまで、口蹄疫や新燃岳災害、鳥インフ

ルエンザに係る危機管理、地方分権改革、災害

廃棄物の広域処理などの重要課題につきまし

て、直接、市町村長の皆様と意見交換を行って

きたところであります。また、県内には、それ

ぞれの地域が抱える課題がありますことから、

県内を６つのブロックに分け、ブロックごとに

市町村長と懇親の場を持ちながら、膝詰めで

ざっくばらんに意見交換を行う円卓トークを実

施しておりまして、さまざまな御意見や御要望

を伺っているところであります。実際にこのよ

うな円卓トークで出された提案の中から実現し

た取り組みというものもあるわけでございまし

て、こうしたさまざまな機会を通じて、市町村

長からいただきました御意見や御要望について

真摯に受けとめながら、できる限り県の施策に

生かすよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、職員との関係についてであります。行

政の現場で実務を担っておりますのは職員です

ので、ふだんから意思疎通を図りまして、私の

考えをしっかりと伝える一方、職員の意見や考

えを酌み取るということは、大変重要であると

いうふうに考えております。したがいまして、

例えば、県庁内のＬＡＮの中、職員ポータルサ

イトで「知事の窓」というようなメッセージを

送ることのできるサイトがあるわけであります

が、そのメッセージで全職員に呼びかけるな

ど、取り組みをしております。また、御質問の

職員とのランチミーティングは、私が県内を出

張する際とかに、いろんな職場を訪ね、昼食を

とりながらざっくばらんに意見交換を行うもの

でありまして、昨年度は５回、今年度もこれま

でに２回実施したところであります。また、職

員家族運動会はことしも行うこととしておりま

すが、参加者を教育委員会などにも広げるとと

もに、先日、庁内で県職員同士の交流をより促

進していこうという若手のグループ、アイデア

出しのグループが発足したところでございます

が、運動会に向けてまた新たな企画に取り組む

動きがあるなど、内容充実に期待しているとこ

ろであります。こういったところを初め、知事

室での協議の際、また公私を問わず各種行事で

顔を合わせたときの意見交換を含め、さまざま

な機会を捉えて、職員とのコミュニケーション

を図っているところでございまして、引き続

き、私のほうからも積極的にアプローチをして

まいりたいと考えております。

最後に、県内の各種団体との関係についてで

あります。県民の皆様との対話を進めるために

は、はがきやメールなどで広く御意見をいただ

く「県民の声」というシステムでありますと

か、私が直接地域へ出向いて、県政や地域の課

題について意見交換を行う「知事とのふれあい

フォーラム」などを実施しているところであり



- 46 -

平成24年９月12日(水)

ます。さらに、各種団体の皆様が県への要望や

表敬訪問などで知事室を訪問された際、各地で

開催される行事に出席した際などには、できる

だけ直接、御意見や御要望、御提言を伺うよう

努めているところであります。例えば、知事室

には、商工・農政・福祉・教育など幅広い分野

からおいでいただいておりますが、これらの団

体は、必ずしもそれぞれの業界を代表するよう

な大きな団体ばかりではなく、さまざまな組織

・グループでありまして、希望があれば、日程

調整、時間には限りがあるわけですが、可能な

限り対応するようにしておるところでありま

す。また、政治家としての私の会合、例えば県

政報告会などに参加される方々から御意見を

伺ったり、さらにはフェイスブックやツイッタ

ーなどのソーシャルメディアを使った情報交換

なども大切にしているところでございます。今

後とも、幅広い皆様から御意見をいただける機

会を持ってまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 それぞれ答弁をありがとうご

ざいました。知事の政治姿勢として、市町村

長、県職員、各種団体との意見交換ということ

でお伺いしたところです。先ほど述べたよう

に、知事の政治理念というのは、県民の皆様と

の「対話」を、きめ細やかに密に行う「開かれ

た県政」の実現ということでありますので、十

分努力はされているということはお伺いができ

たところでありますが、まずは信頼関係だとい

うふうに思っております。特に各種団体の方々

は、先ほど言いましたように、予算、許可、そ

のほか権限を持つ県に対しては、なかなか本音

を言えない、遠慮をされている部分があるよう

でありますから、知事は聞かれても、各部局の

皆さんも含めて、その体制をしっかりつくって

いただきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、100万泊県民運動についてお伺いいたし

ます。知事の選挙時の公約でもあります100万泊

県民運動の一環として、「宮崎を知ろう！100万

泊県内観光活性化事業」3,300万円が平成24年度

予算で計上されております。広域観光連携推進

のための専門家派遣事業であったり、県内旅行

商品開発促進事業等に取り組むとされておりま

す。口蹄疫発生以来、冷え切っている県内経済

状況、観光客の入りも大変厳しい状況となって

おります。この事業は、そうした状況を打開す

るものとして期待をするものでありますが、具

体的な取り組みとその効果について、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「宮崎を知ろう！100万

泊県民運動」でありますが、県民一人一人が県

内観光や地域の交流活動・イベントに参加する

ことにより「ふるさと宮崎」を再発見する、い

わば「ディスカバー宮崎」、そのような機会を

つくり、地域振興や経済の活性化を図ろうとす

るものでありまして、広い意味での地産地消に

もつながるものと考えております。より多くの

方々に県内各地に出かけていただく、その呼び

水にするというような観点から、地域と地元旅

行業者との連携、さらには市町村の枠を超えた

広域連携を図る「宮崎を知ろう！100万泊県内観

光活性化事業」におきまして、県内を回る旅行

商品の開発を促進する「ゆっ旅大賞コンクー

ル」などを実施するとともに、県民の方々に対

し、さまざまな観光地やイベントなどの旬な情

報を発信しているということでございます。こ

としは、古事記編さん1300年の関連事業を積極

的に展開するということとも相まって、県民の
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県内観光に対する関心は相当高まっていると感

じておりますので、じわじわとこれを広げなが

ら、今後とも、官民一体となって県内観光の活

性化に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。こ

の100万泊の観光事業が実りある形で、宮崎県に

もたらす経済効果があるような形でないと意味

がないと思いますので、積極的な取り組みをお

願いしたいと思います。

次に、「みやざき感謝プロジェクト」につい

てお伺いいたします。

本県で発生した口蹄疫、鳥インフルエンザ、

新燃岳の噴火などの災害に対して、多くの方々

より支援をいただいたことに感謝する意味か

ら、東日本大震災の被災者の方々への恩返しと

して、県では「みやざき感謝プロジェクト」を

立ち上げられ、県内の官民一体となって支援を

進められてきました。被災者の受け入れ、県・

市町村職員の派遣、基金の受け付けなど、さま

ざまな支援において、官民一体とした取り組み

がなされたことは、大変評価すべきであったと

も思いますし、かかわっていただいた多くの県

民の皆様に心より感謝を申し上げるところでも

あります。こうした支援は、全国の各都道府県

でも同様の支援がなされていると考えますし、

もちろん各県との連携も重要と考えますが、多

くの災害が発生した本県としては、他県と違う

踏み込んだ取り組みがあったのかを含め、これ

までの取り組み状況と今後の進め方について、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざき感謝プロ

ジェクト」につきましては、震災支援のための

基金を設置し─これは全国的にも例の少ない

取り組みだというふうに考えておりますが─

県内の企業や県民の皆様からの貴重な寄附も財

源の一部としながら、基本的なスタンスとして

は、現地のニーズに合ったものを、市町村等関

係団体が連携しながら、息の長いという基本的

な考え方に基づく支援に取り組んでまいりまし

た。具体的には、職員の派遣や救援物資の輸

送、ボランティアの派遣、本県の農林水産品を

活用した支援などを実施してきているところで

すが、中でも、気仙沼における本県カツオ船の

水揚げ再開による復興支援については、従来か

らの地域間のつながりやきずなに根差した本県

ならではの取り組みであるというふうに考えて

おります。さらに、今年度は、市町村やＮＰＯ

も基金事業の対象としまして、支援の主体や内

容にも広がりが出ている。また、今の時々刻々

変化しつつある現地のニーズに対応した取り組

みというものを進めているところでございま

す。また、現時点で県職員を14人ほど被災地に

派遣しておりますが、現地に行った職員の報告

を県庁のホームページに載せるなど、県民の皆

さんへの現地の情報提供、フィードバックなど

にも取り組んでおります。被災地の本格的な復

興までには相当の期間を要しますので、その時

々の現地のニーズを十分に踏まえながら、さま

ざまな形で本県らしい支援に、これからも取り

組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、震災瓦れき受け入れ問

題についてお伺いいたします。東日本大震災に

より発生した災害廃棄物は、岩手県、宮城県、

福島県の沿岸37市町村で1,811万トンになってお

ります。福島県の瓦れきについては、国が処理

することとなっておりますが、岩手県、宮城県

の瓦れきについては、被災地以外の自治体に広

域処理への協力要請がなされております。被災

地では、瓦れきの処理施設が大幅に不足してい
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ること、被災地以外での広域処理を推進するこ

とが必要となっており、国より再三の要請がな

されていることを受けて、本県議会として、口

蹄疫、鳥インフルエンザ等の発生に際し、全国

から多大な支援を受けたことを改めて認識し、

被災地の復旧・復興に率先して最大限の協力を

行うべきであるという観点から、知事が、科学

的な知見に基づく放射能の影響の検証がなさ

れ、安全性が確認されたものを受け入れる姿勢

を明らかにするとともに、県内市町村長との意

見交換を十分に行い、受け入れの検討に向けた

市町村への働きかけを強く求める決議がなされ

ました。知事として、どのような取り組みをな

されたのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 災害廃棄物の広域処理

につきまして、本年３月22日に県議会において

全会一致で決議が行われましたことは、大変重

く、真摯に受けとめたところであります。災害

廃棄物は一般廃棄物であり、その受け入れにつ

いては、一義的には処理施設を有する市町村の

判断でありますので、私としましては、そう

いった施設を設置するに当たっての長年の経

緯、また地域住民の意見などを踏まえた市町村

の判断を大切にしていきたい、尊重したいと考

えたところでございます。このような考えに立

ちまして、２回にわたり市町村長との意見交換

を行いましたほか、国の担当者や専門家による

説明会の開催、さらには被災地及び受け入れ自

治体の現地調査など、市町村の理解を深めるた

めの場の提供、また議論に努めてきたところで

あります。また、国の基準よりも厳しい受け入

れのための独自基準につきまして、市町村と議

論するためのたたき台の提示を行ったところで

もあります。このほか、実施した意見交換や説

明会、現地調査などの結果につきましては、県

庁ホームページで詳細に情報提供を行うなど、

さまざまな取り組み、働きかけを行ってきたと

ころであります。

○宮原義久議員 それでは次に、県では、東日

本大震災で発生した瓦れきを被災地以外で受け

入れる広域処理の検討終了を８月10日に発表さ

れています。国より協力要請から検討終了ま

で、県内市町村長の皆さんと、先ほど答弁があ

りましたように、意見交換ほか努力されてきた

ようでありますが、協力要請というのはどう

いった形でやられたのか。これが公開であった

のか、非公開でもやられたのか。知事の県のリ

ーダーシップを問う声も聞かれるわけでありま

すが、知事はどのように考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 災害廃棄物の広域処理

については、本年３月に開催されました私と市

町村長との最初の意見交換の場において、被災

地の復旧・復興のために何とか協力できないの

かという共通した思いを、まずは確認したとこ

ろであります。その受け入れに際しましては、

県民や施設周辺の住民の皆様の御理解を得る必

要があるということから、意見交換、説明会、

また現地調査につきましては、基本的に公開で

実施し、その内容を、先ほど申しましたような

ホームページなどで詳細に提供するなど、明ら

かにしてきたところであります。それに加えま

して、私自身、市町村長にさまざまな会合、場

面で個別にお会いする機会もございますので、

そういう機会に意見交換をし、情報交換、また

働きかけにも努めてきたところでございます。

お尋ねのありました県のリーダーシップについ

ての厳しい御指摘については、私も真摯に受け

とめておるところでございますが、私としまし

ては、国からの要請や県議会の決議というもの

を真摯に受けとめ、これまで構築された市町村
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と地域住民の信頼関係にも十分配慮しながら、

丁寧に議論を進めていく必要があると判断した

ところでございます。そのような中、広域処理

について市町村の理解と議論を深めていくた

め、先ほども答弁しましたように、現地調査や

専門家による説明会等の提案、国の基準よりも

厳しい受け入れの県独自の基準の検討を進め、

そのたたき台の提示を行うなど、県としまして

は、全国の他県の取り組みを見てみても、それ

以上に積極的な働きかけをし、市町村とともに

考え、何とかできないかという方策を探る、そ

のような議論というもの、検討というものをリ

ードしてきたと考えておるところでございま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。３

点ほどこの件について質問させていただいたん

ですが、知事は、３月５日に東日本大震災の発

生から１年を迎えるに当たりということで、コ

メントを出されております。「現地に思いを寄

せつつ、その時々のニーズに応じた支援を継続

してまいりたいと考えております。本県でも、

日向灘地震や東南海・南海地震といった大きな

災害をもたらす可能性の高い地震やそれに伴う

津波が想定されています」と述べられておりま

す。その時々のニーズと言われていますが、被

災地で一番困られたのが瓦れきの処理でありま

した。瓦れき受け入れに対する県議会の議決

は、知事のリーダーシップを求めたものでもあ

りまして、知事の腹構えを持ってほしかったと

いう思いがあります。瓦れき受け入れに対する

意見交換も全て公開という形になっております

が、重要な案件については、非公開であった

り、または、市町村にこちら側からお願いする

立場ですので、お会いした折ではなくて、市町

村に出向くなどの対応も必要ではなかったのか

なというふうに思っております。この世の中、

公開の場で本音の意見はなかなか出ないという

のが現状であると思いますので、今後の知事の

強いリーダーシップを望みたいというふうに思

います。通告しておりませんが、決意をお願い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘は真摯に受けと

めたいというふうに思います。今言いましたよ

うに、全て来られるのを待っていたというわけ

ではなしに、こちらから上がりまして意見交換

したという機会もございますし、今後とも、今

の御指摘を踏まえて、しっかりと市町村との関

係というものを考えて、またリーダーシップと

いうものと向かい合っていきたい、取り組んで

いきたいというふうに考えています。

○宮原義久議員 ありがとうございます。強い

決意というふうに思っておりますが、九州各県

の知事さんを見ても、全部、中央から来られた

知事さんは、河野知事よりも大体先輩という形

になります。年齢も一番知事が若いんだという

ふうに思っております。東九州道もやっと目鼻

がつくような状況でありますし、そういった、

今後、道州制が入ってくるのかなということも

考えられますが、やはり宮崎県としては、河野

知事を先頭にやっていくわけですから、知事の

力強いリーダーシップと、そして頼れる知事に

なってほしいなというのがありますので、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。

次に、財政改革についてお伺いいたします。

現在、第三期財政改革推進計画に基づき、人

件費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務

事業の徹底した見直し、財源確保を徹底的に推

進するとされております。収支の改善の取り組

みとしては、徹底した人件費や事務事業の見直
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し、投資的経費の縮減・重点化により、財源の

確保を図っておられますが、平成24年度の事務

事業の見直しにより総額36億円の削減、平成23

年度で54億円の削減、平成22年度で86億円の削

減と、県単独補助金を中心に削減していると

なっております。今後も事務事業は当然見直さ

れる対象となると思いますし、投資的経費の縮

減・重点化につきましても、新直轄、維持管理

費を除き、前年度比マイナス５％の範囲内にお

いてとなっております。さらに、施設の新規着

工は、必要性、緊急性の高いものを除きまし

て、凍結となっております。毎年、前年度比で

削減されている状況の財政改革でありますが、

現在の財政改革の進捗状況と今後の見通しにつ

いて、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（四本 孝君） 本県の極めて厳し

い財政状況に対応いたしますため、昨年の６月

に第三期の財政改革推進計画を策定し、歳入・

歳出両面からの徹底した見直しを進めていると

ころであり、平成24年度の当初予算編成におき

ましては、計画策定時の中期財政見通しで見込

んでおりました251億円の収支不足額につい

て、184億円までその圧縮を図ったところであり

ます。また、県債発行額の抑制により、臨時財

政対策債などを除く実質的な県債残高につきま

しては、当初予算編成時点では、平成24年度末

に5,992億円まで減少する見込みとなったところ

であります。しかしながら、依然として多額の

基金取り崩しに頼る財政運営を余儀なくされて

いるところであり、持続可能な財政基盤の確立

に向け、今後とも、県庁全体で財政改革の取り

組みを着実に推進してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、改革というのは、削る

ばかりが改革ではないというふうに思っており

ます。例を挙げますと、一昨年の口蹄疫発生の

折に、本県農業産出額のウエートの高い畜産を

守らなければ本県の農業は壊滅するとして、数

々の手だてを打たれました。財源の確保につき

ましても、相当な努力をされたようでありま

す。緊急性のある項目ということで、増額予算

を編成することも改革ではないかなと考えま

す。今回、補正予算で、木材価格の低迷に対す

る対策として、先ほど丸山議員から質問があり

ましたが、予算を編成していただいたことにつ

いては感謝するものでありますけれども、杉生

産日本一の本県の森林・林業を守る、そういう

考えの予算組みであれば、大幅にその部分につ

いての増額の予算をつける改革があってよかっ

たんじゃないかなと思います。木材価格を例と

して挙げましたが、緊急対策として、めり張り

のある予算組みを望みたいと思います。知事の

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、部長が答弁しまし

たような財政改革の取り組みについては、今後

とも進めていく必要がございますが、御指摘の

とおり、緊急的な課題についての積極的な対

応、これも重要でございます。今年度の当初予

算におきましては、停滞している地域経済の活

性化や、東日本大震災等を踏まえた防災対策等

に対応するということで、地域経済活性化・防

災対策特別枠を設けるなど、緊急的な課題への

重点的な予算措置を講じたところでございま

す。今回の補正予算案としてお願いしておりま

す木材価格対策等につきましても、同様な考え

方のもとに緊急的な対応を図ったところでござ

いまして、引き続き、施策の集中化・重点化、

選択と集中という考え方のもとに、真に必要な

施策に積極的な対応が図れるような適切な措置

を講じてまいりたいと考えております。
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○宮原義久議員 財政改革につきましては、先

ほど部長からあったように、着実に進めていく

ということを今後も頑張っていくということで

ありますし、重点化についても、そういう方向

でやっていきたいという考えはお聞かせいただ

いたところでありますが、ちょうど部長の答弁

の中に、公共事業が５％ずつでしたか、減額し

ていくというような話もあったかなというふう

に思います。公共事業を毎年５％ずつカットし

ていくと、８年すると７割を切ってしまうとい

うことになるようでありますから、予算の重点

化という部分についても、十分配慮していただ

きたいなというふうにも思いますし、木材の置

かれている現状は今、口蹄疫にかかったような

状況かなというふうに思っております。そうい

うことを考えると、やはり口蹄疫と同じような

状況の緊張感を持った対策を打っていただきた

いなというふうに思っておりますので、要望に

かえておきたいと思います。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

国の２つの有識者会議が８月29日に発表しま

した南海トラフ巨大地震の被害想定が出されま

した。内容は、マグニチュード9.1で震度７が静

岡県から本県までの10県151市区町村となってお

ります。今回の巨大地震の発生により、最悪の

場合、津波で23万人、倒壊建物で８万2,000人、

火災などで１万1,000人の合計32万3,000人が死

亡、238万6,000棟が津波被害、火災などにより

全壊焼失すると想定されております。発生した

場合の本県の被害想定は、死者数で全国５位の

４万2,000人、脱出困難者１万7,000人、全壊建

物８万3,000棟、浸水面積で130平方キロメート

ルとなっております。巨大地震の発生があれ

ば、長い海岸に面しているわけでありますか

ら、被害はそれなりに想像できますが、想像を

絶するものとなったというふうに思っておりま

す。まずは、今回発表された宮崎県の被害想定

についてどのように考えておられるのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震の

被害想定につきましては、非常に大きなインパ

クトを持って深刻に受けとめたところでありま

す。一方で、今回想定されましたものは、その

発生頻度が極めて低く、過度に心配すべきでは

ないということも言われておりますので、冷静

に受けとめつつ、県民の生命・身体の安全確保

を最優先に、必要な対策を講じていく必要があ

ろうかと考えております。具体的には、建物の

耐震化の推進、迅速かつ円滑な津波からの避

難、広域的な受援機能の強化、地震・津波に強

いまちづくりなど、さまざまな対策を、ハード

・ソフトも組み合わせ、また短期・中期・長期

でできること、こういったことを総合的、計画

的に進めてまいりたいと考えております。ま

た、対策の実効性を確保するためには、国・県

・市町村や関係機関の連携、また住民・地域も

含めた自助・共助・公助の取り組みというもの

が、今後ますます重要になってくると考えてお

ります。したがいまして、先般、内閣府が設置

した南海トラフ巨大地震対策協議会の九州ブ

ロック会議において、本県は幹事県として主導

的な役割を果たすこととしておりますし、県内

市町村との協力体制を強化する、さらには防災

に関する県民との協働のさらなる推進などに努

めながら、できることから着実に対策を進めて

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、防災拠点施設の整備に

ついてお伺いいたします。現在は、県庁１号館

に災害発生時の災害対策本部が置かれておりま

す。県庁１号館の耐震性等の調査結果は、築
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後50年が経過し、震度６以上の大地震が発生し

た場合、ひび割れ等により、災害対策本部とし

て使用が困難な状況となるとの調査結果となっ

ているようであります。防災拠点施設整備調査

検討委員会では、さまざまな観点から検討を進

められ、来年３月までに、施設の設置場所や機

能、規模について方針をまとめるとされており

ます。施設の設置場所や機能、規模内容等につ

きましては、検討委員会の報告によって進めら

れると考えていますが、あす発生するかもしれ

ない状況であります。発生してからの整備では

意味をなさないと考えますし、考えるより行動

という状況であるとも考えますが、いつまでに

防災拠点施設の整備を済ませたいと県は考えて

おられるのか。重要なポイントでありますか

ら、明快な答弁を総務部長にお願いいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 本県の災害応急活

動の中核となる防災拠点施設の整備につきまし

ては、現在、専門のコンサルタントに調査を委

託するとともに、専門家を含む検討委員会にお

いて、御意見をいただきながら検討を行ってい

るところであります。このような中、内閣府か

ら、施設整備の検討に必要となる南海トラフの

巨大地震による被害想定等が公表されました。

これによると、県庁域は浸水しないということ

でありましたが、今後、県では、さらに詳細な

検討を行うということにしておりますので、こ

の影響も念頭に置きながら、施設整備の基本方

針について、年度末までの取りまとめを目指し

て取り組んでまいりたいと考えております。現

時点では、具体的な整備のスケジュールをお示

しできませんけれども、御質問にありましたよ

うに、防災拠点施設はできるだけ早期に整備す

る必要がありますので、検討委員会で専門的な

見地から御意見をいただくとともに、県議会を

初め県民の皆様の御意見も十分お聞きしなが

ら、慎重に検討を行ってまいりたいというふう

に考えております。

○宮原義久議員 次に、ＢＣＰについてお伺い

いたします。非常時に行政機能が失われた場合

の優先業務の手順などを定めた業務継続計画

（ＢＣＰ）を、九州では初めて、全国でも、さ

まざまな危機事象を対象としたものとして、２

番目に作成されております。この計画は、大地

震だけでなく、鳥インフルエンザなどの感染症

や家畜伝染病、武力攻撃など、あらゆる被害を

想定して作成されており、素早い取り組みは大

変評価すべきものであると思います。感染症や

家畜伝染病等については、防災拠点施設の整備

がなくても対応は可能と考えますが、大地震と

なりますと、ＢＣＰの拠点となる防災拠点施設

の整備は極めて重要な位置づけとなります。そ

うしたことから、早期の整備を図る必要がある

と考えます。他県に先駆けて策定されたＢＣＰ

が絵に描いた餅になってはならないと考えます

が、県庁職員全体が内容をよく理解し、いかな

る災害が発生しようとも業務が遂行できるよう

にするために、具体的にどのように進めようと

考えていらっしゃるのか、危機管理統括監にお

伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 本庁版Ｂ

ＣＰ（業務継続計画）につきましては、全庁的

に相当の議論を重ねながら合意形成を図ってま

いりました。その過程を通じまして、職員の理

解はある程度進んだと考えておりますが、改め

て職員への周知徹底を図っているところでござ

います。今後、平常時の備えを段階的に進める

とともに、毎年度必要な研修や訓練、また検証

や見直しを行いながら、計画内容の向上を図っ
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ていくこととしております。また、対象範囲に

つきましても、知事部局以外にも順次拡大する

とともに、出先機関でも、県内７つの地方連絡

協議会や県外事務所ごとに地域版ＢＣＰを策定

することとしております。さらに、市町村や企

業にも策定を呼びかけまして、大規模災害時に

備えた県内の体制づくりを進めてまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 次に、後方支援拠点施設につ

いてお伺いいたします。先月、常任委員会の調

査として、後方支援拠点施設を確保されている

岩手県遠野市を訪問し、遠野市総合防災センタ

ーを中心とした後方支援拠点施設のあり方につ

いて、遠野市長より説明を受けたところであり

ます。この地域は、過去の歴史から大地震・津

波は発生するとの想定から、後方支援拠点施設

の整備を県にも協力を呼びかけておられたよう

でありますが、震災発生前は県の御理解は得ら

れなかったようであります。今回の震災が発生

する以前の平成19年に、三陸地域地震災害後方

支援拠点施設の早期確保を図ることを目的に、

推進協議会を９市町村で立ち上げられ、訓練も

されておりました。海岸市町村と内陸の盛岡市

を結ぶ交通の要衝でもあり、遠野市を中心に半

径50キロ、防災ヘリで15分で周辺をカバーでき

る状況にあったようであります。拠点となる場

所は、通常は、遠野運動公園の多目的広場、陸

上競技場、野球場として使用されていますが、

災害時には臨時へリポートとして活用でき、大

型ヘリコプター10機、中小ヘリコプターで約30

機の離発着が可能となっております。今回の大

震災時にも、自衛隊、警察、消防、医療を初

め、初動時に集結した人員が3,500人以上とお伺

いしておりますが、遠野市を拠点に活動されて

おります。今回の迅速な支援は「遠野モデル」

と言われ、全国各地から防災担当者が研修をさ

れているようであります。本県としても、県北

・県央・県南に、後方支援の拠点となる施設の

確保は不可欠と考えますが、どのように考えて

おられるのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の岩手県遠野市

の事例につきましては、本県の置かれている状

況を勘案しますと、私もその必要性というもの

を痛感し、副知事を現地に派遣するなど、具体

的な調査を行ったところであります。その結

果、新たな施設を整備したということではあり

ませんで、既存の公園を有効活用しているとい

うこと、それから、万一に備えて、平常時から

参集訓練などを行っていたことなどの報告を受

けております。こういった調査結果を踏まえ、

本県でも、交通アクセスが良好であること、広

範な面積が確保できること、自然災害で被災す

る可能性が少ないことなどを要件といたしまし

て、市町村の総合運動公園など県内の候補地を

リストアップし、現在、具体的な調整を始めて

いる段階であります。今後、該当する市町村の

御理解もいただきながら、年度内には協定を締

結するなどして、後方支援拠点というものを県

内にバランスよく複数箇所決定してまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、災害弱者対策について

お伺いいたします。現在、東日本大震災を受け

て、県内各地におきまして、避難訓練等が多数

開催されているようであります。いざ災害とな

りますと、障がいを持たれている方、高齢者の

命をいかに守るかが課題となってまいります。

高齢化が急速に進み、地域に若者がいないよう

な現状で、避難を円滑に進めていかなければな

りません。震災が発生する時間帯においても、

その対策は大きく異なると考えられますが、障
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がい者、高齢者の避難対策を県としてはどのよ

うに考えておられますか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 東日本大震災

のような大規模な災害が発生した場合、障がい

者や寝たきりなどの高齢者は、大きな被害を受

けたり、犠牲者となる可能性が高くなってまい

ります。基本的には、災害時のこうした要援護

者の避難計画については、市町村が策定するこ

ととされておりますけれども、県では昨年度、

東日本大震災で被災された障がい者の方や現地

で支援活動に当たられた方などを招いて、災害

時の対策等についての研修会を県内各地で開催

し、その成果や障がい者団体の意見も踏まえ、

「障がい者・高齢者のための防災マニュアル」

を作成いたしました。このマニュアルは、災害

に備えた事前の準備と災害が起こった場合にと

るべき行動について、障がいの種別ごとにまと

めたものでありまして、障がい者や支援者を初

め、市町村や施設の職員など、幅広く活用して

いただきたいと考えております。今後とも、市

町村を初め、災害時に要援護者の避難拠点とも

なる社会福祉施設、これらと十分連携を図りな

がら、障がい者、高齢者の防災対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 それぞれこの項目につきまし

て御答弁をいただきました。南海トラフ巨大地

震の想定では、最悪の場合、大変な被害が発生

します。県の防災の中枢となる防災拠点施設の

検討結果が３月末にまとまれば、なるべく早く

具体的整備のスケジュールを示され、そして速

やかに整備を図られることを要望しておきたい

というふうに思っております。さらに、九州で

一番最初に作成されましたＢＣＰにつきまして

も、いざというときの防災拠点施設がなけれ

ば、業務継続はなかなか厳しいというふうに考

えております。後方支援拠点につきましては、

年度内に県内のバランスを考えて整備を図られ

るということのようでありますから、頑張って

いただきたいというふうに思っております。市

町村との連携を密にとっていただきますよう要

望もしておきたいと思います。また、障がい

者、高齢者の避難対策については、南海トラフ

巨大地震の被害想定が現実とならなければいい

んですけれども、早急な対策を望んでおきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、教育問題についてお伺いいたします。

まず、いじめ問題についてお伺いいたしま

す。本県の平成23年度のいじめの認知件数は、

本県の公立小学校・中学校・高等学校・支援学

校を合わせて104件となっております。平成18年

度が664件でありますから、大きく減少している

こととなります。全国の状況も、平成18年に12

万4,898件から平成23年度に７万231件と、大幅

な減少となっております。これを児童生徒1,000

人当たりの発生件数で見ますと、本県は0.9、全

国は5.0となり、本県ではいじめの大変少ない状

況となっております。しかし、滋賀県大津市の

中学２年生がいじめを受けて自殺した問題が大

きく取り上げられまして、大津市側は、いじめ

と自殺の因果関係が不明ということでありまし

たが、因果関係について調査をされている状況

となっております。全国において、いじめが原

因で自殺に追い込まれた事例も発生しているの

が現状であります。本県西都市でも、７月８日

に男子高校生が川に入れさせられ、川の中に男

子高校生の頭を押しつけるなどして溺れさせ、

暴力行為法違反で逮捕されたとの事件も発生し

ております。確かに、先生方や保護者が把握し

ている数としては減少しているのかもしれませ
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んが、いじめの中身が命にかかわる状況となっ

ております。県教育委員会としては、いじめの

問題をどのように考えておられるのか。さら

に、いじめ解決に向けての取り組みについて、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） いじめは、人の尊厳

を傷つける卑劣な行為であり、人として絶対に

許されないことであります。いじめは、どの学

校でも、どの児童生徒にも起こり得る問題だ、

そういう強い意識を持って常に最善を尽くして

いくことが、まず何より大切なことであると考

えております。いじめ問題の解消に向け、相談

体制の充実を図る観点から、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーなどの配置

を行うとともに、児童生徒が悩んでいるときに

いつでも相談できるよう「ふれあいコール」な

どの電話相談窓口を設置し、県内の全児童生徒

に周知を図っているところであります。また、

ネット上のいじめ問題を解決するために、目安

箱サイトを開設し、情報収集などに努めている

ところであります。今後とも、各市町村教育委

員会や関係機関とも十分連携を図りながら、い

じめの未然防止や早期解消に向け、各学校への

指導に積極的に努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、いじめと不登校の関係についてお伺い

いたします。不登校になったきっかけの一つと

して、いじめ等との関連性も考えられますが、

その現状について把握できているのか、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省の調査に

よりますと、本県の公立学校における平成23年

度の不登校の児童生徒数は、小学校113名、中学

校822名、高等学校308名であります。不登校に

なったきっかけといたしましては、無気力や不

安など情緒的混乱という本人にかかわることが

最も多く、いじめがきっかけとなっているもの

は、小学校が１名、中学校が10名、高等学校が

１名であります。今後とも、不登校を出さない

学校づくりや不登校の児童生徒が学校に復帰で

きるよう、各市町村教育委員会とも連携を図り

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、宮崎県育英資金についてお伺いいたし

ます。この奨学金は、将来の有能な人材を育成

するため、向上心に富み、すぐれた素質を有し

ながら、経済的理由により修学が困難な学生ま

たは生徒に貸与されるものであります。奨学金

は、その返還金が次世代の奨学金の資金となる

ことから、回収率が下がると将来的に資金不足

となり、奨学金を貸すことができなくなるおそ

れがあります。現在、現年度分の回収も厳しい

状況であり、過年度分となると回収はさらに厳

しいと伺っております。奨学金を貸与するに当

たって連帯保証人２人が必要で、第一連帯保証

人は父または母、第二連帯保証人は、所得を有

し、父または母と生計を別にする者となってお

ります。そこで、奨学金を申し込む時点での親

と生徒本人の返還に関する認識不足も問題であ

りますが、第二連帯保証人に対しての督促の現

状と回収率向上に向けての具体的な県の取り組

みについて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県育英資金貸与

事業は、日本学生支援機構が実施していた高等

学校等奨学金事業が、平成17年度入学者分から

都道府県に移管されたことにより、返還者も年

々増加しており、それに伴って滞納者も増加し

ている状況でございます。このため、専任職員
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を本年度から増員し、本人や第一連帯保証人で

ある親に対して催告を行うとともに、長期滞納

者など償還が進まない者に対しましては、第二

連帯保証人に対しましても催告を強化している

ところであります。このほか、滞納の未然防止

のため、申請の段階から本人や保護者への返還

に対する意識づけを徹底する取り組みを行うと

ともに、返還時の負担を軽減するため、平成25

年度から現行の貸与額より低い額も選択できる

よう制度の改正を図ったところであります。返

還金の回収率向上のため、法的措置等も含め

て、今後とも必要な取り組みを行っていく所存

であります。

○宮原義久議員 次に、学校事務職員の人事異

動についてお伺いします。平成11年より学校事

務職員の採用がなくなり、学校事務職員は、知

事部局より異動されることとなっているようで

あります。異動を受けた知事部局職員以外は教

師ということから、教育委員会の人事となりま

す。しかし、児童生徒にとっては、事務職員で

あっても学校では先生となると思います。学校

こそ将来を担う子供を教育する最も重要な場所

であると思います。将来を担う子供の教育現場

は最も重要な場所であることを考えれば、ルー

ルを守れない職員の異動はあってはならないと

考えるところであります。学校現場における苦

情を含めた受け付けも、事務職員がまず受け付

けることとなるようでありますし、学校現場を

知らない職員の異動は、職員にとっては重いも

のがあると推察できます。異動される職員は、

体力的・精神的にも強い人材の異動でなくては

ならないと思います。まずは、県職員全体のコ

ンプライアンスについてどのように考えられる

のか。また、知事部局から教育委員会への異動

選定のあり方についての考え方を、知事にお聞

かせいただきます。

○知事（河野俊嗣君） まず、このたび、県職

員が酒気帯び運転により逮捕されたことにつき

まして、改めて、県議会及び県民の皆様に深く

おわびを申し上げます。今回の件を、教育委員

会のことのみならず、県職員全体の問題として

深刻に受けとめまして、引き続き、コンプライ

アンスの徹底と職員の綱紀の保持の徹底を図り

まして、県民の皆様の信頼回復に努めてまいり

たいと考えております。現在、知事部局から

は、213名が県立学校や市町村立学校に出向して

おります。そして、80名が教育委員会事務局な

どに出向しておるところでありますが、御指摘

にありましたとおり、学校現場や教育委員会事

務局というものは、心豊かで未来を切り開く人

材を育む大変重要な分野の職場であり、知事部

局からの出向職員の配置の際には、そうした観

点を十分に考慮する必要があろうかと考えてお

ります。そのため、業務上必要とされる能力や

経験、本人の希望、さらには人材育成の面も含

めて、教育委員会と協議をしながら、人事交流

を行っているところでございますが、今後と

も、緊密な連携を図りながら、適材適所という

ふうに申しますが、適材の配置に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 次に、教育長が教育現場の不

祥事防止及びコンプライアンスの推進に努力さ

れて頑張っておられることは、頭の下がる思い

でありますが、厳しい現状をどのように考えて

おられるのか。さらに、今後どのように取り組

みを進められるお考えか、教育長にお伺いいた

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） ７月に県立学校教諭

による酒気帯び運転が起こって間もないとき

に、再び県教育委員会事務局職員が酒気帯び運
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転により現行犯逮捕されるという事案が発生し

ましたことは、県民の皆様の信頼を著しく損な

うものであり、心より深くおわびを申し上げま

す。６月の議長からの申し入れを受け、強い危

機感を持って、不祥事防止及びコンプライアン

スの推進の取り組みを進めてきているところで

ありますが、それでもなお、受けとめていない

職員がおりましたことは、まことに残念でなり

ません。重く受けとめているところでありま

す。県教育委員会といたしましては、引き続

き、市町村教育委員会等と一体となった取り組

みを進めるとともに、今回、各学校が設置した

コンプライアンス推進委員会をしっかりと機能

させるなど、組織を挙げて、実効性のある不祥

事防止対策を今後とも粘り強く講じていくこと

を決意いたしております。加えまして、一人一

人の教職員に誇りと自覚を一層高めさせ、本県

教育の向上に全力で取り組んでいくことにより

まして、県民の皆様の信頼回復に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。教育

問題として、さまざまに取り上げさせていただ

いて、答弁もいただいたところでありますが、

いじめ問題については、文部科学省の調査によ

りますと、2011年度に小中高などが把握したい

じめは７万231件、前年比で9.5％減少というこ

とで、ここ数年、毎年減少という結果のようで

あります。しかし、いじめが原因と見られる自

殺が毎日報道されております。西都で発生した

事件も述べましたが、昨日、報道で流されまし

たけれども、宮崎市内の中学生が修学旅行先で

いじめた様子を動画サイトに投稿していたよう

であります。いじめ等により転校もできる体制

とも教育委員会からはお伺いしておりますが、

いじめられた子供が「いじめを受けている」と

言うことにより、さらに強いいじめに遭うので

はないかと考えますと、申し出ることはかなり

厳しいと思います。さらに、児童生徒の不登校

につきましても、1,243名の不登校は大変な数で

あると思います。他県と比較してという姿勢で

なく、不登校ゼロが当たり前という考えであり

ます。学校は、友達と会える、遊べる場として

楽しい場所のはずが、行きたくない、友達関係

がうまくいかないということは、いじめとの関

係を疑い、改善を図るべきとも考えます。県内

からいじめによる犠牲者が出ないよう、しっか

りとした対応を教育委員会には望みたいと思い

ます。そのほか、教職員のコンプライアンス、

不祥事の再発防止につきましても、最大限の努

力を望みたいと思います。育英資金の回収につ

きましては、連帯保証人もついていますので、

しっかりとした連絡をとっていただかないと、

後から連絡をされると、「早く言っていただけ

ればよかったのに」というような話もよく聞き

ますので、十分な対応を含めてよろしくお願い

したいと思います。

次に、地下水の水資源対策についてお伺いい

たします。

近年、外国資本による森林買収や地下水を利

用した産業が、全国各地において盛んに展開さ

れていると聞きます。本県においても、水を活

用する企業が進出している状況があります。世

界的にも、地球温暖化の影響から砂漠化が進

み、世界の穀倉地帯においても干ばつが続いて

おり、穀物の生産量も世界的問題となっており

ます。全て水が関係する問題であります。日

本、特に我が県は水に恵まれており、水に対す

る認識が希薄になっております。そうした点を

心配し、本年度、県議会において水資源保全対

策特別委員会を設置し、水資源の保全に関する
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所要の調査活動をすることを目的とされており

ます。県内においても、小林市で水資源に関す

る条例が制定されております。県として、水資

源の保全に対してどのような考えを持っておら

れるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県は、豊か

な森林を背景として、全国的に見ても水資源が

豊富でありますが、地下水等の水資源は、一旦

失われますと、その再生には長い年月を要する

ことから、地下水の適切な保全を図ることは重

要であるというふうに認識しております。この

ため、昨年９月に策定いたしました宮崎県中山

間地域振興計画において、豊かな水資源を保全

するため、市町村と連携しながら、持続可能な

地下水の保全に努めることとしておりまして、

今後とも、水資源の適切な保全と活用を図って

まいりたいと考えております。また、現在、国

会において議員立法での発議が検討されており

ます、地下水を含む水資源に係る基本法案であ

ります「水循環基本法案」の状況など、国の動

向についても注視してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、外国資本における森林売買に関しての

県の考えを、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 外国資本によ

る森林の売買については、県内では確認されて

おりませんが、国の調査によりますと、北海道

等で売買事例が確認されております。森林が水

源涵養を含めた多面的機能を発揮するために

は、適切に整備・保全される必要があることか

ら、県としましては、外国資本等による森林売

買について、森林法に基づく届け出制度等によ

り情報収集に努めるとともに、国に対して、そ

の監視や情報の共有化を強化するよう要望して

いるところであります。今後とも、市町村と連

携して、適切な森林整備・保全が図られるよ

う、森林所有者の把握や指導に努めるととも

に、保安林制度や林地開発許可制度等の適切な

運用を図ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。外国

資本による買収はないということですから、今

後もしっかりとした監視を続けていただきます

よう、よろしくお願いしたいと思います。

次に、生活排水対策についてお伺いいたしま

す。

本県では、宮崎県生活排水対策総合計画、平

成６年２月に第１次計画が策定され、平成19年

に第２次計画改定で、平成26年まで河川等の浄

化の推進等を図られる計画となっております。

その目標値として、平成26年度までに78.1％に

引き上げ、浄化槽では23.0％の目標を設定され

ております。公共下水、合併浄化槽、農業集落

排水施設等の計画の達成状況はどうなっている

のかお伺いいたします。さらに、計画を策定さ

れた時期と現在では、社会的・経済的・財政的

面を含めて大きく変動しておると思います。本

県では、中山間地域が多く、財政基盤も弱く、

人口の高齢化も急速に進んでおります。これら

の状況や東日本大震災等の大規模な地震災害の

教訓からも、生活排水処理施設として、浄化槽

は大きな役割を担っております。災害時の避難

施設への整備や浄化槽の特徴である下水道並み

の処理能力、建設時間が短い、建設維持管理コ

ストが安いなど、23.0％の目標にこだわらず、

次期計画では積極的な導入策を講ずるべきと考

えますが、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年度末

の生活排水処理率は、全体が26年度の計画目
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標78.1％に対しまして71.6％であります。個別

に見ますと、公共下水道が目標49.9％に対し

て47.2％、合併処理浄化槽が目標23.0％に対し

て20.5％、農業集落排水施設等が目標5.2％に対

して3.9％であります。次期計画での浄化槽の整

備につきましては、現計画は平成26年度までの

期間となっておりますので、まずは現計画の目

標達成に向け、努力してまいりたいと考えてお

ります。また、次期計画の策定に当たりまして

は、現計画の達成状況を踏まえますとともに、

生活排水対策の主体である市町村と十分協議を

行いながら、数値目標や整備の推進方策につい

て検討してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、単独処理浄化槽から合

併浄化槽への転換促進についてお伺いいたしま

す。この問題については、たびたび議会でも取

り上げられておりますが、本県に設置されてい

る浄化槽15万基のうち、６割の９万基がトイレ

の排水のみを処理する単独処理浄化槽となって

おります。しかし、平成12年の浄化槽法の改正

により、単独処理浄化槽の新設ができなくなっ

ております。しかし、転換については努力義務

となっており、なかなか進んでおらないのが現

状であります。進まない理由としては、転換時

の整備費の個人負担や単独・合併の区別がわか

らない、過疎化の進行から将来への投資意欲な

ど、さまざまな問題があります。河川を初めと

する水質汚濁は、家庭からの未処理生活雑排水

が大きな原因となっております。豊かな自然環

境、きれいな水、空気を中心とした環境立県を

目指す本県としては、放置しておけない問題で

あると思います。埼玉県においては、「川の国

埼玉」を標榜して、平成37年までに生活排水処

理率100％の目標を立てて、県独自の浄化槽補助

制度や金融機関とも連携した「合併処理浄化槽

転換応援ローン」といった融資制度も設け、官

民一体となった取り組みがなされておるのが現

状であります。６月議会において、転換促進に

ついて部長より答弁がありましたが、本県で転

換を促進させる独自の補助制度もないわけであ

ります。他県におくれをとらない積極的な取り

組みが重要と考えますが、知事はどのようにお

考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 合併処理浄化槽は、生

活排水対策を推進する上で、公共下水道と並ん

で大変重要なものと考えております。このため

県では、大変厳しい財政状況の中ではあるんで

すが、浄化槽整備事業によりまして、合併処理

浄化槽への転換や新設を支援しているところで

あります。これらの取り組みによりまして、こ

の10年間では、全体の生活排水処理率が24ポイ

ント、うち合併処理浄化槽については７ポイン

ト上昇したところであります。御提案の新たな

取り組みにつきましては、現行制度の効果や他

県の制度なども検証しながら研究してまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。検証

しながら研究をしてまいるということでありま

すから、十分に研究していただいて取り組んで

いただきますようお願いしておきたいと思いま

す。

次に、保守点検、清掃、法定検査から成る一

括契約制度についてお伺いいたします。この制

度は、浄化槽法第11条の法定検査を高めていく

上で効果的であると思われます。一括契約制度

の重要性については、県としても十分認識して

おられるようであり、県、宮崎市、環境科学協

会、浄化槽協会との協議を進めるとの方向性も

伺っております。その中で、一括契約システム

のモデル地域の指定も考えておられるようであ
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りますが、現在の進捗状況について、環境森林

部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 一括契約は、

浄化槽管理者が、保守点検、清掃、法定検査に

ついて、各業者と個別に契約を結ぶのではな

く、まとめて契約するもので、浄化槽のより適

正な維持管理が図られるものと考えておりま

す。モデル地域の指定につきましては、一括契

約を導入する上で有効な方法と考えますことか

ら、現在、宮崎県環境科学協会や浄化槽協会に

提案を行っているところであります。今後と

も、関係者とともに課題等を整理し、議論を前

に進めていきたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。十分

協議をしていただいて、いい方向に持っていっ

ていただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

次に、本県の医療対策についてお伺いいたし

ます。

日本は世界に例を見ないスピードで高齢化が

進んでおりますが、高齢者は慢性的な病気を

持った方が多く、また、幾つもの病気を抱えて

いる方がたくさんおられます。そうした中で、

特に田舎に住んでいらっしゃる方は、病気ごと

にあちこちの専門の病院に通わなければなら

ず、これは高齢者にとっても大変な負担で、結

果的に医療費の増加を招いてしまうことにも

なっていると思います。このため、国の「専門

医の在り方に関する検討会」において、高齢化

に伴い、患者を総合的に診察できる、いわゆる

総合医の必要性が検討されているとお聞きいた

しております。このような中、本県の医療状況

は、昨年、県と宮崎大学、県医師会などによる

宮崎県地域医療支援機構の取り組みが開始さ

れ、また、今年度の臨床研修医数が過去最高に

なるなど、将来に向けて明るい兆しが見えつつ

あります。しかしながら、依然として医師の半

数以上が県央部に集中しており、特に高齢化の

著しい中山間地域においては、医師不足の改善

というのは、なかなか難しいのではないかと考

えます。そこで、知事にお伺いいたします。地

域医療の充実のためには、一定の専門分野にと

らわれることなく、幅広く診察と治療を行える

総合医の確保が大変重要になってくると思いま

すが、この点について、知事のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、高齢

化の進展に伴いまして、患者を総合的に診療で

きる医師のニーズが今後も増大することが見込

まれております。今お話がありました国の「専

門医の在り方に関する検討会」におきまして

も、複数の臓器別専門医による個別診療より

も、総合的な診療能力を有する医師、いわゆる

総合医による診療が適切な場合があるとして、

そのあり方についての検討が進められていると

ころであります。また、その中では、総合医

は、地域の医療、介護、保健などのさまざまな

分野も含めた「地域を診る医師」としての役割

も期待されているところであります。本県で

は、地理的な条件や生活環境などから、十分な

医師を確保することが困難な中山間地域を多く

抱えておりまして、今後の地域医療の維持・充

実のためには、専門医とともに総合医を養成・

確保し、県内各地域へのバランスある配置や相

互の連携を進めることが重要であると考えてお

ります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、総合医を確保するために、具体的には

どのような対策を考えられているのか、知事に

お伺いいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 現在、地域医療を担う

総合医としましては、自治医科大学卒業の医師

が県内各地で活躍していただいております。医

師不足や今後の医療ニーズに適切に対応してい

くためには、新たな総合医確保の仕組みづくり

が必要であると考えております。このため、宮

崎大学と県では、「地域総合医育成サテライト

センター」、これは仮称でありますが、そのよ

うなセンターを、来年４月をめどとして県立日

南病院内に設置しまして、宮崎大学医学部から

指導医を派遣し、医師免許取得後３～４年程度

の若手医師を、地域医療を担う総合医として育

成していくこととしております。県立日南病院

は、大学にも近く、１次から２次にわたる幅広

い診療を行っているため、総合医を育てる環境

として適しておりまして、このサテライトセン

ターで育成された医師を、地域医療支援機構の

調整によりまして、県内各地の公立病院や診療

所などに配置していくことを想定しておりま

す。県といたしましては、このサテライトセン

ターが円滑に機能しまして、本県の地域医療の

維持・充実に寄与するものとなるよう、宮崎大

学を初めとする関係機関と十分な連携を図って

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、関連しまして、看護師の確保について

お伺いいたします。地域医療を維持・充実させ

ていくためには、医師の確保と同時に、その医

師を支える看護師が必要であります。県内の医

療機関では、現状でも看護師の確保に随分苦労

されていると聞いているところでございます

が、本県における看護師の充足状況とその養成

・確保のための県の取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、看護師

の充足状況でございます。平成22年12月31日現

在の業務従事者数は１万9,083人でございまし

て、平成22年に県が策定した「看護職員需給見

通し」に基づく必要数に対する割合、これは常

勤換算後でございますけれども、96.7％となっ

ております。次に、看護師の養成につきまして

は、県内では20校の養成施設等から毎年1,000人

前後の看護師等が卒業しており、県としまして

は、民間の施設に対し、教育の充実を図る観点

から、運営費等の支援を行っているところでご

ざいます。次に、看護師の確保対策でございま

すけれども、看護師等修学資金の貸与による県

内への就職促進のほか、離職防止に向けた対策

といたしまして、新人看護職員研修事業や病院

内保育所運営費補助事業などを進めておりま

す。さらに、離職した看護師の再就業支援のた

め、看護力再開発講習会を開催いたしまして、

職場への円滑な復帰を支援しているところでご

ざいます。また引き続き、本県の看護師の養成

・確保に向けて取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。それ

ぞれ御答弁をいただきましたが、医師確保、看

護師確保について、西諸地域におきましても、

公立病院の医師不足であったり医療現場におけ

る看護師不足が大変深刻な状況となっておりま

す。医師確保については、新しい取り組みがな

されるようでありますし、看護師の養成・確保

に取り組むとの姿勢でもありますので、県内の

医師確保、看護師確保につながりますよう、

しっかりとした対応をお願いしておきたいとい

うふうに思っております。

次に、福祉人材の確保についてお伺いいたし

ます。県民だれもが住みなれた地域に住み、尊

厳のある自立した生活を送ることは、共通の願
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いであると思います。現状を見ますと、本県に

おける要介護認定者数は、平成22年度には５万

人を超え、昨年度末で５万3,000人余となってお

ります。また、身体障がい者や知的障がい者、

精神障がい者などの何らかの福祉的な支援を必

要としている方も増加している状況でありま

す。このような状況を踏まえ、利用者ニーズに

合った質の高い福祉サービスを確保し、将来に

わたって安定した福祉人材の供給体制を整備す

ることは、喫緊の課題であるとも考えておりま

す。ここで最も大きな課題は、福祉サービスの

担い手となる人材の確保となります。福祉関連

職業の有効求人倍率は、本県において平成23年

度に1.44となるなど、その確保が厳しくなりつ

つあります。そこで、福祉介護人材確保のため

に、県としてはどのような対策を講じられてい

るのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、高齢化等の進行によりまして、介護サービ

スに対する需要の増加が見込まれる中、将来の

福祉・介護分野を担う人材の確保は、大変重要

な課題と認識いたしております。このため、県

におきましては、人材確保を図りますため、福

祉人材無料職業紹介事業を福祉人材センターに

おいて実施し、平成23年度は3,174件の求人・求

職相談があったところであります。このほか、

ハローワークなどとの共催による就職面談会や

職場体験学習事業などを実施いたしまして、福

祉の職場への就業促進を図っておるところでご

ざいます。また、従事者の資質向上を図ります

ために、社会福祉研修センター事業により、福

祉・介護事業所の職員等を対象に66コースの研

修を実施し、延べ8,830人が受講したところでご

ざいます。今後とも、ハローワーク等関係機関

とも十分連携を図りながら、引き続き人材の確

保を図ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、県立病院経営改革につ

いてお伺いいたします。県立病院は、中核病院

として県民の命を守る中心的な役割を担ってお

ります。しかし、経営環境は非常に厳しい状況

であることから、平成23年から25年までの期間

で、第二期宮崎県病院事業中期経営計画を第一

期に引き続き策定され、改革を進められていま

す。３病院の収支状況を見せていただきます

と、計画目標に対して決算の状況は、宮崎病院

は、改革の努力もあり黒字決算を維持できてい

るものの、延岡病院、日南病院については、努

力されているものの厳しい決算の状況となって

おります。これまでの改革で、収支改善を含め

て図られる改革はやられたと思いますが、中期

経営計画の取り組み状況について、病院局長に

お伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、経営面でご

ざいますが、計画の初年度である平成23年度の

決算見込みは、約２億2,000万円の赤字となりま

したが、計画より約２億5,000万円、赤字幅の圧

縮が図られたところでございます。これは、診

療報酬確保や経費節減のためのさまざまな取り

組みとともに、職員のコスト意識や経営参画意

識の向上が図られたことによるものであると考

えております。また、医療提供の面では、病院

運営の根幹であります医療スタッフの確保のた

め、大学への医師派遣の働きかけや看護師採用

試験の見直しなどに全力で取り組んでいるとこ

ろでございます。このほか、防災や救急医療の

機能充実を図るため、各病院における非常用電

源設備や延岡病院における救命救急センターの

整備なども進めております。病院局といたしま

しては、今後とも、職員一丸となって中期計画

の着実な推進を図ってまいりたいと考えており



- 63 -

平成24年９月12日(水)

ます。

○宮原義久議員 次に、県立病院における臨床

研修医の採用・受け入れ状況についてお伺いい

たします。県立病院を本拠地として２年間研修

をされる基幹型に、平成24年度は９名が採用さ

れています。ここ数年の状況では、最大の人数

となっております。また、１カ月から１年間で

本拠地を大学病院に置きながらの協力型につき

ましても、平成24年度は平成22年度に次ぐ状況

で、年換算で16.7人となっております。研修医

の採用は、医師確保の上からも大変重要であ

り、平成24年度の研修医の確保が例年より多

かったことをどのように分析されているのか。

さらに、延岡・日南病院の研修医の確保が厳し

い状況となっています。今後の取り組みについ

てもお聞かせ願いたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 平成24年度の新た

な研修医９名の出身大学を見ますと、平成23年

度にいなかった宮崎大学医学部の卒業生が３名

入っておりまして、それがふえた直接的な要因

となっております。それで、この９名をどう見

るかでございますが、近年の推移ではふえてい

るわけでございますけれども、平成16年度は９

名でございました。また、平成24年度の募集段

階での定数は18名でございまして、研修医がま

だまだ少ないのが実態でございます。今後と

も、研修医確保のため、東京など都市圏で行わ

れています病院説明会への積極的参加や、医学

生を対象とした病院見学ツアーの実施等により

まして、県立病院における臨床研修の魅力をＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。また、延

岡・日南病院におきましては、来年度から宮大

附属病院を協力型研修病院に指定しまして、大

学病院でも研修を受けることができるようにす

るなど、研修プログラムの充実にも取り組んで

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、県立延岡病院救命救急センター整備に

ついてお伺いします。県立延岡病院の救命救急

センターは、県北地域の第２次・第３次救急医

療体制の中心の施設でありますが、手狭になっ

たとして、平成23年度、基本・実施計画を立て

られ、平成24年４月に着工され、本年度末の完

成が予定をされております。鉄筋コンクリート

３階建てで、一般、感染症の診察室、ＣＴ室な

どの整備と、屋上にヘリポートを備えたものと

なっており、この施設が、県北における救急患

者の期待にこたえられる施設となることと、震

災等の発生時にその機能が十分に発揮できるも

のとなることを願いたいと思っております。そ

こでお伺いします。南海トラフ巨大地震におけ

る津波や病院周辺の河川であります大瀬川の堤

防の決壊による浸水も考えられるわけでありま

すが、そうした事態であっても病院機能が停止

することがあってはならないと思います。非常

用電源などは浸水があっても対応できる建築物

となっているのか、お伺いします。さらに、延

岡病院側にも浸水に対する対策はなされている

のか、お伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） さきの東日本大震

災の事例でもありますように、建築物は浸水に

対して非常に脆弱でございまして、水の浸入を

防御する技術は一般に確立されておりません。

このため、現在建設中の新救命救急センターで

は、万一１階部分が浸水で使用できなくなるこ

とを想定して、３階に専用の非常用発電機を配

置し、必要な電源を確保することとしておりま

す。また、２階部分には、大量の救急患者を受

け入れることが可能なホールを整備しまして、

浸水時にも必要な救急・災害医療機能の確保が
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図られるよう努めているところでございます。

また、延岡病院本体でございますけれども、平

成７年の改築時に、あらかじめ浸水被害を想定

して、非常用発電機を８階に配置するととも

に、今回、新救命救急センターの屋上にヘリポ

ートが整備されますので、浸水などの災害時の

入院患者や必要な物資の搬入・搬出が確保さ

れ、必要最低限の医療機能は維持できるものと

考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。十分

な対策がとられているということでありますか

ら、安心したところであります。

次に、入札問題についてお伺いいたします。

入札制度改革につきましては、自民党会派と

しては、かねてより要望しております3,000万円

未満は指名競争入札に戻し、地域バランスを考

えた業者の育成を図られることを望みたいと考

えます。なぜ指名競争入札に戻せないのか。他

県では、一定の金額までが指名競争入札となっ

ていますが、何か問題があるのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 入札制度につ

きましては、入札談合事件により失われた県民

の県政に対する信頼を回復する必要がありまし

たことから、公正・透明で競争性の高い一般競

争入札に移行してきたところであります。ま

た、改革と並行して、制度の検証と見直しに努

め、本年度からは、土木一式工事において地域

要件を細分化するなど、地元の建設業者が受注

しやすい環境づくりに取り組んでいるところで

あります。入札制度につきましては、これまで

の改革と経緯を踏まえつつ、基本的には、一般

競争入札の枠組みの中で、今後とも幅広く御意

見を伺いながら、必要な見直しを行ってまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 次に、建設業法施行規則の一

部が改正されまして、建設業における社会保険

の加入促進の強化が義務づけられたようであり

ます。業界の現状は、下請企業を中心に、雇

用、医療、年金保険について、法定福利費を適

正に負担しない企業が多数存続し、そうしたこ

とから、技能者の身分保障や若年者の建設産業

離れを引き起こしているとされております。今

後は、建設業の許可・各種審査でも、評価の厳

格化を図るとされておるようであります。こう

した改革をすることで、建設産業の持続的な発

展が図られ、必要な人材の確保と事業者間の公

平で健全な競争環境の構築を図ることが必要で

あるとされておるようであります。この一部改

正は、５年をめどに、企業単位では許可業者

の100％、労働者単位では、製造業相当の加入状

況を目指すとされているようであります。県内

の建設産業は、大変厳しい経営状況でありま

す。労働者のことを考えるといい環境整備とな

りますが、企業側にとっては負担増となりま

す。５年をめどとされていますので、金融円滑

化法の期限も切れるなどの経済状況を勘案して

の緩やかな改革でなければ、建設業界の今後は

ないと考えますが、県土整備部長のお考えをお

伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 建設業法施行

規則の改正等に伴いまして、社会保険の未加入

問題への対策としまして、本年７月から、経営

事項審査において未加入企業に対する減点幅が

拡大され、また、11月からは、建設業の許可申

請時に加入状況を記載した書面の提出や、施工

体制台帳について、元請業者及び下請業者の加

入状況の記載が必要となります。県におきまし

ては、これらの状況を確認し、社会保険の加入

義務がありながら加入していない建設業者に対
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しては、建設業法に基づく指導などの対応を行

うこととしておりますが、その対応に当たって

は、国において改正予定の監督処分基準や新た

に作成されるマニュアルを基本にしたいと考え

ております。

○宮原義久議員 次に、県の委託工事である道

路パトロール、舗装補修、河川メンテナンス等

の委託工事については、受注しても赤字になる

ということをお聞きしております。そのため、

実際は受注希望者がいないのが現状とも聞きま

すし、業務を受けることで評価点がつくことか

ら、低入札となる傾向があり、最低制限価格が

設定されたようであります。最低制限価格周辺

で落札したとしても赤字の状況とも聞きます

し、評価点加算により委託業務を業界へ押しつ

けているようにも見てとれますが、現状と今後

のあり方についてお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路パトロー

ル、河川緊急メンテナンス及び舗装路面応急補

修工事につきましては、通常の委託業務や工事

と異なっており、簡易な維持補修工事に加え

て、災害等の緊急時に迅速に対応できる体制が

求められるものでありまして、地域の安全を確

保する上で不可欠なものでございます。このた

め、その受注実績を地域への貢献として評価し

ているところでございます。なお、これらの業

務につきましても、実態を考慮した適切な予定

価格の設定に努めており、また、平均落札率を

見てみますと、他の委託業務や工事に比べて高

くなっていることから、適正な価格で落札され

ているものと考えております。総合評価落札方

式のあり方につきましても、今後とも幅広く御

意見を伺いながら、必要な見直しや改善に取り

組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、総合評価落札方式の企

業の地域貢献度の中で、障がい者の雇用、そし

て消防団加入により評価されております。障が

い者の雇用の確保、消防団員に対する評価とし

て、一定の評価はいたしますが、現状を業界の

ほうにお聞きしますと、従業員の中で事故や病

気によって障がいを持つ方がいらっしゃった場

合、評価されることになるわけであります。さ

らに、消防団員が評価となることで、消防団に

加入させたくても、今度は逆に消防団の定数が

あって加入ができないなどの不公平感があると

もお聞きしているところであります。障がい者

雇用、消防団の加入は、入札制度の総合評価落

札方式の地域貢献項目にはなじまないとも考え

ますが、県土整備部長のお考えをお聞かせくだ

さい。さらに、今後、この点についての改革の

余地があるのかもお聞かせいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 消防団員や障

がい者の雇用につきましては、これまで、関係

団体等からの御意見や、国や他県の事例等を参

考にしながら、企業の地域社会貢献度において

評価をしているところでございます。そのう

ち、障がい者の雇用につきましては、障害者雇

用促進法で雇用促進が求められておりますこと

から、企業の社会的責任として評価を行ってお

ります。また、消防団員につきましては、地域

の安全で安心な暮らしの確保に大変重要な役割

を果たしていることを踏まえまして、同様に評

価をしているところでございます。こういった

評価項目につきましては、これまでも適宜見直

しを行ってきたところでございますが、今後と

も、適正な運用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 次に、県発注工事において、

地域ブロック区分内における発注が行われてお
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ります。地域要件は設定されていますけれど

も、地域によっては、業者数が多く発注件数が

少ない地域、逆に業者数が少なく発注件数が多

い地域ということも考えられます。全て県内統

一の平準とまではいかないということは理解し

ますけれども、過去の発注件数とランク別企業

数から見れば分析はできると考えます。どう

いった考えをもとに地域要件を設定されたの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県内建設業者

の経営環境が大変厳しい状況にある中、地域の

建設業者には、地域の社会資本の維持管理や災

害時における緊急対応など、重要な役割がある

と認識しております。このため県では、競争性

の確保を前提に、地域における建設業者の育成

に配慮し、工事の種類と予定価格に応じまして

地域要件を設定しておりまして、本年４月に見

直しを行ったところでございます。地域要件の

設定に当たりましては、過去の工事の発注実績

と受注実績のある業者数をもとに、地域間のバ

ランスを考慮しているところでございます。県

といたしましては、地域の建設業者の重要な役

割を踏まえ、今後とも、制度の検証と必要な見

直しを行ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。入札

について、それぞれ質問をさせていただいたと

ころであります。また、それぞれ答弁をいただ

きましたが、公共事業予算が大きく減少する中

で、災害等で最も頼りになるのが建設業と言わ

れております。しかし、建設業の現状は、仕事

が受注できるかできないかわからない中での経

営を強いられているのが現状でありまして、金

融機関から信頼がない業界と言われているよう

であります。お金を貸してもらえないという状

況があるというふうに聞きます。しっかりとし

た仕事が受注できるかできないかわからないと

ころには、金融機関はお金を貸さないというこ

とになっているようであります。そういったこ

とを考えますと、建設業は厳しい状況ではあり

ますが、建設産業の担っている役割は、あらゆ

る面から考えて、雇用の場も含めて重要であり

ますので、業界の声もしっかりと聞いていただ

いて、先ほどから必要な改革はされるというこ

とでありますから、業界の育成も含めまして、

しっかりとした改革に取り組んでいただきます

ようお願いしておきたいというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。

次に、中小企業金融対策についてお伺いいた

します。厳しい経済金融情勢において、特に厳

しい状況にある中小・零細企業の事業主を中心

に、借り手の方々を支援するために、平成21

年11月に金融円滑化法が成立、平成23年３月に

期間延長が可決され、さらに平成24年３月に１

年間に限り延長となり、平成25年３月31日まで

延長されました。企業の債務について、返済条

件の変更要請に応える努力義務を金融機関に課

す法律であり、貸し出し条件変更の措置が打ち

切られる懸念があり、厳しい経済状況は改善さ

れている状況でもなく、現在さらに深刻な状況

となっております。今後、企業は利払い困難に

なったり、債務の返済ができなくなるなどの影

響から、来年３月末から中小企業の倒産が多発

するのではと心配されているところであります

が、県として、県内の経済状況をどのように見

ておられるのか。さらに、金融円滑化法の期限

が切れた後の対策をどのように考えておられる

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎財務

事務所がまとめた直近の経済情勢報告によりま

すと、県内経済は緩やかに持ち直しているとさ
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れておりますが、先行きについては、円高等の

不透明な要因もあることから、中小企業を取り

巻く経営環境は、依然として厳しいものがある

と受けとめております。このような中、中小企

業金融円滑化法により条件変更を受けた企業の

中には、経営改善計画の策定等がおくれている

ケースもあることから、国においては、金融機

関にコンサルティング機能の一層の発揮を求め

るなどの取り組みを進めております。県におき

ましても、同法終了後の対応について、昨年

来、国や関係団体、金融機関等と意見交換を

行ってきたところですが、本年３月には、全国

的にも先駆けとなるような、金融支援と経営支

援を一体的に推進するための商工３団体と地元

金融機関との連携協力協定が、知事立ち会いの

もと締結されました。また、７月には、個別企

業ごとに具体的な支援を行う「みやざき経営ア

シスト」、いわゆる支援会議でございますが、

これも設立されたところであります。県といた

しましては、このような動きを踏まえながら、

今後とも、中小企業等経営基盤強化支援事業や

県融資制度を活用した支援を初め、中小企業再

生支援協議会との連携強化等について検討を進

め、円滑化法終了を見据えたセーフティーネッ

ト構築に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。県

としては、金融円滑化法終了後の対応について

の意見交換等もされ、そして商工３団体や地元

金融機関との連携を図るという答弁でありまし

た。金融円滑化法の期限が切れる３月末以降の

セーフティーネット構築をしっかりと整えてい

ただきまして、倒産防止に努めていただきます

よう、お願いしておきたいというふうに思って

おります。

次に、「宮崎県中小企業振興条例（仮称）」

についてお伺いいたします。知事の政策提案に

おいて、基本政策２の「産業・雇用」づくりの

中で、地域経済や雇用を支える中小企業の競争

力・経営力の強化を図るための施策や県・事業

者の責務を定める「宮崎県中小企業振興条例

（仮称）」を制定するとされております。中小

企業金融対策としての金融円滑化法の期限も残

りわずかの状況でありますが、知事の考えてお

られる「宮崎県中小企業振興条例（仮称）」

が、宮崎県内の中小企業の振興につながり、金

融面を含めて健全な企業として成長する方向性

を示すものとなることを望みたいと思います。

知事が制定される「中小企業振興条例（仮

称）」の検討状況について、知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 中小企業は県内の企業

の大部分を占めておりまして、本県経済の発展

や雇用の確保に大変大きな役割を果たしていま

す。そのような観点から、選挙のときに掲げま

した政策提案の中に「中小企業振興条例」とい

うものを掲げたところでありまして、総合計画

のアクションプランの中にも盛り込んだところ

であります。この条例の制定に当たりまして

は、本県の中小企業が置かれた現状や課題など

を的確に踏まえた上で、中小企業の振興に関

し、県や市町村、関係機関・団体の役割や責務

などを定める必要がありますので、これまで他

県の状況なども参考にしながら、商工団体など

との意見交換を実施するなど検討を進めてきた

ところであります。今後、条例の骨子などにつ

いて議会に御報告させていただいた後に、パブ

リックコメントを経まして、今年度中に条例案

を提案させていただきたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、国県道の整備状況につ
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いてお伺いいたします。県内の国道の県管理区

間は、実延長で880.6キロメートル、改良延長

は667.1キロメートル、改良率75.7％、県内県道

は、実延長で2,019.8キロメートル、改良延長

で1,173.9キロメートル、改良率は58.1％となっ

ており、九州各県の中でも低い整備状況であり

ます。県内の国県道未整備部分の多くが中山間

地域であり、豪雨や台風による集落の孤立化な

どの被害を軽減し、速やかに復旧・復興を図る

ためには、緊急輸送道路を初めとする道路網の

整備は必要不可欠であります。しかしながら、

本年度の道路関係予算は、前年度に比べ大幅に

減少しております。本県の道路整備におくれが

生じるのではないかと心配するものでありま

す。このような状況の中、現在の国県道の整備

状況及び今後の取り組みについて、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県の国県道

の整備につきましては、県土の約８割を山間部

が占め、さらに、東西に流れる大きな河川によ

り、地域が分断されるなど厳しい地形条件と

なっていることもございまして、改良率につい

ては、ただいま議員御指摘のとおりの状況と

なっております。道路は、県民生活の向上や地

域の活性化、発展のために必要不可欠な社会資

本であり、また、災害時には救助・救援活動や

復興支援など命の道ともなりますことから、そ

の整備を着実に推進することは大変重要である

と認識しております。しかしながら、道路関係

予算は非常に厳しい状況にございますので、県

といたしましては、必要な道路整備を計画的に

推進するため、道路予算の確保と、おくれてい

る地方への重点配分が図られるよう、引き続

き、関係団体とも連携を図りながら、国等へ強

く要望してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、橋梁の延命策に伴う耐

用年数や耐震についてお伺いいたします。県内

橋梁の架設後の経過年数を見ますと、架設後50

年以上が８％、40年から49年が21％、30年か

ら39年が25％、30年以上の経過の比率が54％と

なっております。今後10年経過しますと、30年

以上の比率は70％となります。さらに10年経過

しますと、87％となるようであります。本県の

多くの橋梁は、高度成長時代に建設したものが

多く、高齢化が進行することから、県では橋梁

の長寿命化に取り組んでおられますが、架橋年

数や耐震の観点から問題がないのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 橋梁の維持管

理でございますが、平成22年度に橋梁の長寿命

化修繕計画を策定いたしまして、定期的な点検

と適切な診断・補修を行うことにより、安全性

の確保に努めているところでございます。ま

た、架設年度の古いものの中には、耐震対策が

十分でないものもございますので、緊急輸送道

路を中心に対策を実施しているところでござい

ます。橋梁は、道路施設の中でも特に重要な構

造物でございますので、今後とも、長寿命化修

繕計画に基づき、適切な維持管理を実施すると

ともに、耐震対策を確実に行い、安全・安心な

交通の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、宮崎県道路公社管理有

料道路についてお伺いいたします。まずは、一

ツ葉有料道路については、総事業費174億4,500

万円をかけて、北線が昭和49年に供用開始、南

線は昭和56年に供用開始で、料金徴収期間が平

成32年２月28日までとなっております。この道

路は、国道10号、国道220号のバイパスとして、

市内道路の交通混雑の解消と、宮崎新港、宮崎
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空港とも連結して、地域開発、観光開発を大い

に推進するとして整備をされたものでありま

す。現在の利用状況、料金収入の状況と利用率

向上について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 一ツ葉有料道

路の交通量につきましては、平成22年６月か

ら23年６月に行われた高速道路無料化社会実験

等の影響もあり、大きく減少しておりました

が、実験終了後の昨年７月からことし６月まで

の１年間では、北線及び南線の合計で、交通量

が約531万1,000台、料金収入が約９億4,000万円

となっております。交通量及び料金収入とも、

実験前の水準までは回復していないものの、対

前年比で約６％の増加となっております。特に

直近６カ月の利用状況は、前年同期比で約10％

の伸びでございまして、回復傾向にあるものと

考えております。道路公社におきましては、回

数券の委託販売所の増設や沿線企業への訪問に

よる利用拡大に取り組んでいるところであり、

県といたしましても、引き続き公社と連携し

て、利用促進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、小倉ヶ浜有料道路の無

料化の見通しについてお伺いいたします。小

倉ヶ浜有料道路につきましては、総事業費11億

円をかけて、昭和59年３月30日に供用開始と

なっております。この道路は、日向・延岡地区

新産業都市における都市計画道路網の整備促進

のために、塩見川の河口に、橋梁部分を中心に

有料道路として施工されております。東九州高

速自動車道が平成28年度までに大分まで整備も

図られることとなり、高速道の開通による効果

を十分に発揮させるためには、開通に合わせた

インターチェンジと幹線道路を連結させるアク

セス道路の整備は不可欠と考えます。特に、東

九州の物流の拠点であり、県内最大の貿易港で

ある細島港の利用促進を図るためには、平成25

年度の東九州自動車道日向―都農間の開通に合

わせた国道327号日向バイパスの完成、並びに地

元から要望の強かった小倉ヶ浜有料道路の無料

化による日向インターチェンジから細島港への

アクセス機能の向上が必要であるとも考えられ

ます。ついては、アクセス道路の整備状況と、

来年５月に料金徴収期限を迎えます小倉ヶ浜有

料道路の今後について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 日向インターチェンジ

へのアクセス道路として整備を進めております

国道327号日向バイパスにつきましては、平成25

年度の東九州自動車道の開通までに完成供用さ

せるために、県道土々呂日向線から国道10号間

の工事を計画的に現在進めているところであり

ます。次に、小倉ヶ浜有料道路につきまして

は、東九州の物流拠点である細島港の利用促進

や道路利用者の利便性の向上を図る観点から、

無料化の効果は極めて大きいということ、ま

た、これまで地元の皆様から繰り返し要望をい

ただいたことを踏まえまして、来年５月の料金

徴収期限をもって無料化するとの決断をしたと

ころであります。今後は、県議会の議決をいた

だいた上で、国への認可申請を行ってまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 無料化ということであります

から、地域経済に大きく貢献されることを望み

たいというふうに思っております。

次に、県の沿道修景美化についてお伺いいた

します。本県では、宮崎県沿道修景美化条例が

昭和44年４月１日より施行されています。目的

として、「県内の沿道において、すぐれた自然
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景観及び樹木、その他の植物を保護するととも

に、花木類の植栽を行うことによって、沿道の

修景を図り、もって郷土の美化を推進すること

を目的とする」となっております。全国に先駆

けて沿道修景美化に力を入れ、それが観光宮崎

をつくり上げ、今日に至っております。しか

し、沿道は１年に１回の手入れはされるもの

の、植栽された樹木は伸び放題、カヤは樹木の

中に入り込み、見るも無残な状況、沿道の草も

伸び放題、ガードレールにカズラが巻きついて

いる始末であります。道路を車両が通行さえす

ればよいという考えであれば問題はないと思い

ますが、観光面から見れば、宮崎県は環境がよ

い、きれいだ、また訪れたいと思えないのでは

ないかというふうに考えております。知事、県

内を回られた折、こうした状況はごらんになっ

ているというふうに思いますが、どのような感

想をお持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 長年にわたる沿道の修

景美化に対する取り組みということで、他県と

比べますと、宮崎らしい潤いと安らぎのある道

路環境を創出し、本県の観光振興にも貢献して

いるというふうに考えておるところでございま

すが、厳しい財政状況の中で、維持管理コスト

が増加し、かつてのようなきめ細かい対応とい

うものが困難になっている状況、議員御指摘の

ような状況も一部では見受けられるというふう

に考えております。沿道の風景は、本県にとっ

て重要な観光資源であるという認識のもとに、

この条例の精神を大切にしまして、限られた予

算の中ではありますが、何とか工夫を凝らし、

また、沿道の皆様の御協力、御理解も得なが

ら、今後とも、沿道の修景美化に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 次に、行財政改革にも取り組

んでいる状況からすれば、沿道修景美化に多額

の予算をかけにくいとも考えられますが、沿道

修景美化に対するこれまでの県の予算の状況と

今後の予算確保について、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 沿道修景美化

推進対策費は、最近10年間では、年間約７億円

程度となっておりまして、一定の額は確保して

いる状況でございます。しかしながら、沿道修

景地区につきましては、そのほとんどが設置か

ら30年以上経過しており、樹木の高齢化、高木

化によりまして、維持管理に必要な費用は増加

する傾向にございます。このため、草花の調達

方法の見直しや、毎年植えかえが必要な一年草

から多年草への切りかえを行うなど、植栽のあ

り方の見直しを進めた上で、沿道修景の質を維

持するため、必要な予算の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 防災関連としての高速道路整

備についてお伺いします。道路網の骨格をなす

高速道路の整備については、平成28年度までに

大分から宮崎までの区間の開通が示されたとこ

ろであります。宮崎県におきましては、長年の

悲願が達成することとなります。さらに、東九

州道の日南より南側の整備、九州横断自動車道

の早期整備も図らなければなりません。東日本

大震災で多くの人命が救われたのも、高い位置

にある高速道路が重要な役割を果たしました。

さらに、救援物資の輸送や早期復旧の面から

も、高速道路の役割は非常に大きかったと言え

ます。南海トラフ巨大地震の被害想定では、想

像を絶する被害が本県でも発生することが想定

されております。県としては、平成28年度を待

つ姿勢でなく、さらなる早期完成を図る必要が

あるとも考えますが、県内高速自動車道全体の
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整備についての知事のお考えをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道及び九

州中央自動車道は、南海トラフ巨大地震や日向

灘地震の発生というものが想定される中で、救

援物資や救急医療の搬送路として大きな役割が

期待されております。まさに命の道であるとい

うふうに考えております。喫緊の課題であり、

私としましては、今後とも、東九州道の大分―

宮崎間の平成26年度までの前倒し供用など、事

業中区間の一日も早い完成や、未事業化区間の

早期事業化につきまして、あらゆる機会を捉え

て、国や関係機関に強く訴えてまいります。先

日も国交省に要望に行ったところでございま

す。具体的には、先月、両路線の建設促進地方

大会を開催して、大分、熊本など各県の知事と

密に連携を図り、国などに働きかけることを改

めて確認したところでありまして、この秋に予

定されている国への要望活動におきましては、

私自身が出向き、地方大会での熱意、本県にお

ける高速道路の必要性というものを、防災の観

点も十分に絡めながら、強く訴えてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、防災関連として、港湾

の整備についてお伺いいたします。津波が押し

寄せた場合、頼りになるのが防波堤であると、

これまで考えられていましたが、東日本大震災

において、絶対壊れないと言われ、30年の年月

と1,200億円の巨費をかけて建設された釜石港の

スーパー堤防も、今回の津波の影響はとめるこ

とができなかったようであります。今回の災害

の教訓から、東日本大震災後において、港湾整

備のあり方は変化しているのか、県土整備部長

にお聞かせ願います。

○県土整備部長（濱田良和君） 現在、国にお

きまして、港湾における地震・津波対策につい

て見直しを行っており、本年７月に国土交通省

交通政策審議会におきまして、その方向性が示

されたところでございます。内容につきまして

は、防波堤が津波に対し一定の減災効果を発揮

したことが確認されたことから、倒壊しにくい

粘り強い構造とすることや、陸上部に防潮堤を

設置し、港湾背後地への浸水を防止するなどの

必要性がうたわれております。今後、国におい

て、地震・津波に対する新しい基準が示される

と聞いておりますので、県といたしましても、

その結果を踏まえ、現地の状況も勘案しなが

ら、必要な対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 河川改修であったり海外展開

の施策、そして新規学卒者問題、農業問題、野

生鳥獣被害の問題、15問ほど、あと通告が残っ

ておりましたが、時間切れであります。ここに

書いてあることは、大体どういうことを言いた

いのかはわかっておられると思いますので、そ

れぞれ努力していただきますようお願い申し上

げまして、全ての質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会
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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員でございます。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざき代表、日向市選出の西村

賢でございます。この未熟者を代表にしていた

だきまして、年に１回、代表質問に立てるこ

と、本当に新みやざきメンバーにはお礼申し上

げます。そして、きょうは日向市からも傍聴に

来ていただいております。本当にありがとうご

ざいます。

それでは、元気よく代表質問をさせていただ

きます。執行部の皆様方の明快な答弁のほう、

よろしくお願いをいたします。

まず、震災瓦れき処理について知事に質問を

いたします。今議会の冒頭、知事の提案理由説

明の中にもありましたが、本県は、東日本大震

災の震災瓦れきを受け入れることがありません

でした。結果的にそうなったことに対しまし

て、ほかの議員からもありましたとおり、非常

に残念な思いがあります。そして、結果的に時

間切れを初めから待っていたのではないかとい

う疑問も生まれました。一連の市町村とのやり

とりの中で知事のほうから積極的な働きかけが

あったのか、正直なところ、感じられませんで

した。また、逆に、本県は受け入れないという

ような知事からのメッセージもなかったように

感じます。初めから受け入れる気のない中途半

端な議論が繰り返されてしまったのではないで

しょうか。災害廃棄物の広域処理を受け入れな

かった理由について、知事に伺います。また、

今後の被災地支援に向けての知事の思いについ

て、お伺いをいたします。

次に、行財政改革について質問いたします。

行財政改革は、時代変化に行政サービスをしっ

かりと合わせていくことであり、絶えず創意工

夫、改革をしていかなければなりません。本県

も昨年６月に「みやざき行財政改革プラン」を

策定し、それに基づく行財政改革を行っている

と思います。そのもととなりました知事マニ

フェストには、「できる限り早期に収支不足の

圧縮と県債残高の減少等に取り組み、基金取り

崩しに頼らない持続可能な財政構造への転換を

図る」とあります。みやざき行財政改革プラン

の現在の進捗状況と改革に対する知事の思いを

お伺いいたします。

それでは、以下、質問者席より質問をいたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、災害廃棄物の広域処理と今後の被災地

支援についてであります。県では、口蹄疫など

の発生に際して、全国から温かい御支援をいた

だいた感謝の思いで被災地支援に取り組み、災

害廃棄物の広域処理につきましても、何とか協

力ができないかとの思いを持って、受け入れ主

体である市町村の理解を深めるため、これまで

も御説明をしましたようなさまざまな取り組み

に努めてきたところでありますが、受け入れる

と判断した市町村はない状況でありました。

このような中、８月７日に国から災害廃棄物

の処理工程表が示され、その中で、被災地にお

ける処理や受け入れ自治体での処理の進展など

により、本県で受け入れ対象として検討してい
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た可燃物については、新たな受け入れ先との調

整は行わないとされましたことから、広域処理

の受け入れに関する検討を終えることとしたと

ころであります。なお、８月１日から全国に先

駆けて、この廃棄物処理を現地で支援するとい

うことで、職員を１名、宮城県に派遣をしたと

ころであります。

一方、被災地支援全般につきましては、いち

早く「みやざき感謝プロジェクト」として立ち

上げ、職員やボランティアの派遣、救援物資の

輸送、被災者の皆様との交流など、さまざまな

事業に取り組んでまいりました。これらは、県

内の企業や県民の皆様からの貴重な寄附も財源

としました基金を設置して実施しているもので

ありまして、私は、このような県民の思いも込

めて宮崎からの熱い感謝の心を届けてきたとこ

ろであります。被災地の本格的な復興までには

まだまだ相当の期間を要するものと考えられま

す。特に今、現地におきましては、復興を現場

で担う市町村の職員の不足ということが言われ

ておりまして、先日も、宮城県知事から直接、

電話で要請を受けたところでございますが、さ

らなる人員の派遣要請を受けておるところでご

ざいまして、市町村と一緒になりながら、これ

にも対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。今後とも、現地のニーズを十分に踏ま

えながら、それらに沿った本県らしい支援を継

続してまいりたいと考えております。

次に、行財政改革についてであります。現

在、本県におきましては、昨年６月に策定した

みやざき行財政改革プランに基づき、行財政改

革に取り組んでいるところであります。このプ

ランの進捗状況でありますが、まず、行政改革

につきましては、行政需要に対応した簡素で効

率的な組織体制の見直しや適正な定員管理に取

り組むとともに、県民ニーズの把握や県民等と

の連携など、いわゆる県民目線による行政サー

ビスの提供を積極的に推進しているところであ

ります。一方、財政改革につきましても、退職

手当の減少分などを除き、約11億円の人件費の

削減を図ったほか、投資的経費の縮減・重点

化、事務事業の徹底した見直しなどによりまし

て、平成24年度の当初予算編成時におきまして

は、中期財政見通しでの251億円という収支不足

額を184億円まで圧縮するなど、着実に取り組ん

でいるところであります。今後とも、限られた

予算や人材を効果的、効率的に活用しながら、

持続可能な行財政基盤の確立を目指すととも

に、県民が真に求める行政サービスの提供がで

きるよう、しっかりと行財政改革を進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○西村 賢議員 震災瓦れきの処理につきまし

ては、知事の思いというものはわかりましたけ

れども、知事、及び執行部からも東北の現状と

いうものを視察に行かれた方もたくさんいらっ

しゃると思います。また、県議会からもそれぞ

れの会派、個人で東北に行って、この瓦れきを

どうにかしないと絶対にあしたがないと思った

ということで、全会一致で知事に対して申し上

げてきたところでありました。さらにもっと言

えば、県内の各市町村それぞれの議会からも多

くの方が視察に行ったということも聞いており

ます。また、その中で、それぞれの市町村でな

ぜにもう一歩踏み出した判断ができなかったの

か、そこも非常に残念であると思いますし、そ

こは心は知事と同じであります。やはりこれか

らの被災地支援、まだまだ続きますので、ぜひ

これからも宮崎県がしっかりと市町村をまとめ

上げて一緒になって支援していくように、お願
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いをしていきたいと思います。

次に、行財政改革プランにおいては、答弁い

ただきました中に、県民目線による行政サービ

スということがありました。まさしく今、財政

が厳しい状況の中で、県民からのこうしてく

れ、ああしてくれということを受けておって

は、当然改革というものは進みません。特に財

政が厳しいときに、どれをより分けてしっかり

と県民ニーズを酌み取るかということは、非常

に難しいことであると思いますし、また、その

中で改革をしていくということは非常に難し

い。ニーズがどんどん増していく中で、どの事

業をしっかりと選んでいくかという作業という

のは難しい。その中で、この改革プランによっ

て先に人を切らなければいけないとか、先に事

業を切らなければいけないということになって

しまっては、これは逆の状況になってしまうと

思います。特に、今回、知事も広報戦略室を

使って、しっかりと県民には、ぜひ、自分たち

ができることはやってくださいということを申

し上げていただきたいと思います。これは全部

県に対してではないんですけれども、公務員の

給料は高過ぎるとか、仕事は余りしていないと

か、数が多過ぎるとか、そういうクレームとい

うものは私たちの耳にもたくさん入ります。確

かに、公務員給与でありますとか人数の適正化

というものは、いろんな方によって意見が分か

れるところでありますけれども、知事の掲げる

「県民との協働」というものは、しっかりと県

民に、自分たちのことはやってくださいと言っ

ていくことが必要だと思います。

そこで、私はかねてからこの代表質問でも、

「知事、しっかりと事業仕分けをやってくださ

い」と。知事は、その答弁の中では消極的な意

見でありましたけれども、しっかりと民間に

やっていただく部分はやっていただくというこ

とで、やはり行政のスリム化ということを目標

にしないと、行財政改革は進んでいかないので

はないかと私は思います。知事に再度、民間へ

のアウトソーシングに対しまして所見をお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、財政

状況が大変厳しい中で、行政だけでさまざまな

公的なサービスを提供することは非常に難しい

という―きめ細かな対応ですね―状況に

なっておるところでありまして、民間との協

働、アウトソーシングは、大変重要な課題だと

いうことで認識しております。そこで、みやざ

き行財政改革プランにおきましても、そういう

方向性を掲げまして、例えば、公の施設を民間

事業者等に管理していただく指定管理者制度、

これも活用しておるところでございます。ま

た、先日、宮崎駅前の「ＫＩＴＥＮ」に、「み

やざき県民協働支援センター」というものを立

ち上げたところでありますが、これは運営自体

もＮＰＯに委ねながら、民間、いろんな企業、

行政が連携する場を支援していく組織と場をつ

くったわけでございます。そのような取り組み

などを進めながら、より一層、民間の活力、さ

らにはアウトソーシングというものを進めてま

いりたい、そのように考えておるところであり

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。さら

に、今、県内でもＮＰＯほかいろんな民間団体

が活動を活発化しております。今現在、県内に

は379のＮＰＯ法人があるとのことですが、その

中には、子育て支援を得意とする団体であった

り、障がい者支援を得意とする団体であった

り、それぞれが長い時間をかけてしっかりと活

動を定着化させてきたものがあると思います。
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非常にそれはそれでありがたいことでもありま

すし、これからその団体がしっかりといろんな

事業に参加していくということで、県の事業負

担というものが少しずつ軽くなっていくのでは

ないかと私は思っておりますが、このような団

体というのは、活動資金というものが非常に乏

しい状況にございます。そのような団体も、昔

は、行政のいろんな補助金というものがありま

したけれども、今は、ＮＰＯ団体等にしても、

自分たちでやっていただくということが基本に

なっていると思います。そこで、宮崎県内にお

ける寄附文化の醸成について総合政策部長にお

伺いをしたいと思いますが、例えば口蹄疫とか

東日本の震災でありますとか、そのような大き

な災害に対しては、義援金というものがスピー

ディーに、そして、かなり大きな額が集まるよ

うになってきました。これも一つは、どうして

もそのような被災地域を一刻も早く助けたいと

いう県民の思いというものがあったと思いま

す。また、税金と違いまして、寄附というのは

それぞれの懐から出すわけですから、その人た

ちの経済状況に応じて非常に出しやすいという

一面もあると私は思います。宮崎県民がそのよ

うなＮＰＯ団体等に平素から、ふだんから寄附

行為をしていけるような社会づくりといいます

か、醸成にどのようにして県は取り組むのかを

お伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域や社会の

ニーズに応え、協働による公共的なサービスの

供給の担い手となりますＮＰＯが、自立的、持

続的に活動していくためには、安定した財政基

盤を持つということが重要であります。今お話

にありましたように、残念ながら、ＮＰＯの多

くは活動資金が不足しておりまして、その資金

源の一つであります寄附金につきましても、収

入全体に占める割合も２％程度ということで大

変低い状況にあります。このため、県では、ホ

ームページにＮＰＯの団体情報を掲載しまし

て、支援したい団体や事業に対して、インター

ネット上で気軽に寄附できるシステムを構築し

ますとともに、県民からの寄附を促進するため

の講座や、テレビ、ラジオ、新聞等での啓発を

実施しているところであります。今後、ますま

す複雑・多様化する県民ニーズに的確に対応し

ていくためには、ＮＰＯが公共的なサービスの

提供主体として自立して、積極的に活動してい

くことが不可欠であるというふうに考えており

ます。引き続き、寄附文化の醸成に取り組んで

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、本県のＩＣＴ活用の導

入についてお伺いをいたします。ＩＣＴといい

ますと、昔はＩＴと言っておりました。いろん

なＩＴ技術の活用でありますが、現在は、２～

３年前には想像もつかなかったようなスマート

フォンやタブレット端末の普及というものが非

常に著しくなっておりますし、その技術の進化

というものは、まさに高齢者から小さなお子さ

んまで使えるような進化を遂げております。例

えば宮崎県におきましても、取り扱う文書とい

うものは紙の媒体が非常に多いような気がして

おりますが、印刷物や出版物に頼らず、電子メ

ディアに変えていく、ＩＣＴを取り込んでいく

ということも行政改革には重要ではないかと私

は思います。それで、先月、佐賀県議会のほう

に視察に行かせていただきました。佐賀県議会

は議員全員がアイパッドを持っておりまして、

そのアイパッドに向けて、議会事務局が必要な

書類であったり会合の中身であったりというも

のを送りまして、それを全員が全員使いこなし

ているという状況を聞きました。非常にすばら
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しいなと思いましたし、それを使い始めたの

が、実は長老議員からということでありまし

て、非常に新しい動きだなと思って感動しまし

た。実際、年間50万円ぐらいのファクスの使用

料を減らしたり、また、それにつきっきりにな

る職員の負担軽減というものに大きくつながっ

ているという話を聞いてまいりました。それは

議会の例でありましたけれども、しっかりと行

政内部にも使えていけるのではないかなと思い

ました。まず、ペーパーレスの観点も含めまし

て、本県のＩＣＴ活用について部長にお伺いを

いたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 県におきまし

ては、ＩＣＴの進展を踏まえまして、これまで

もさまざまな業務の情報システム化を推進する

とともに、職員間の情報のやりとりや共有は、

できるだけペーパーを使わずに電子的に行うよ

う、全職員が電子メールや電子掲示板等が活用

できるネットワークの整備等に取り組んできた

ところであります。ＩＣＴの活用は、効率的な

行政運営を図る上で今後とも重要でありますの

で、本年３月に策定いたしました宮崎県電子行

政推進指針に基づき、これまで各システムごと

に整備してきましたサーバーの統合や、クラウ

ドサービスの利用等を図る情報システムの全体

最適化を推進するとともに、電子会議室やタブ

レット端末の活用など、ペーパーレス化につな

がる取り組みについても進めてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

先進地域になるようにお願いをしたいと思いま

す。

続きまして、厳しい経済情勢が続く中で、本

県におけるさまざまな分野の産業の状況、産業

活性化について質問を行いたいと思います。

今、地方経済も、世界経済や日本経済の流れ

とつながっており、みずからの努力だけでどう

にかなるというわけではないでしょうが、本県

の経済や産業の活性化を考える上で、本県の強

みは何なのかを再認識し、その分野を強化して

いくことで経済成長を遂げていかなくてはなら

ないと思っております。具体的に宮崎県の強み

を考えてみますと、やはり本県のポテンシャル

であります豊富な自然、そして温暖な気候であ

ります。産業で言えば、農業や観光の分野が大

きくそれにかかわってまいりますが、そのこと

を踏まえまして、現在の状況について質問を

行ってまいります。

まず、「中小企業者等に対する金融の円滑化

を図るための臨時措置に関する法律」、いわゆ

る「中小企業金融円滑化法（モラトリアム

法）」であります。中小企業や住宅ローンの金

銭債務の支払いについて、返済困窮者が希望す

れば一定期間猶予する、2009年に成立した法律

でありますが、当初2011年の３月までの時限立

法が昨年末に再延長され、2013年の３月まで延

長されております。この円滑化法によりまして

助かっている企業等がありますが、県内にはど

れぐらいの企業がこの申請を行っているのかを

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 九州財務

局が宮崎県分としてまとめた調査結果によりま

すと、円滑化法が施行されました平成21年12月

から平成24年３月までの条件変更の申し込み

は、延べ１万5,436件で、このうち条件変更が実

行された件数は─これは１企業が複数回利用

されている場合もありますが─延べで１

万4,493件であります。また、中小企業からの申

し込みに対して条件変更が実行された割合は、

みずから取り下げられた場合を除きまして98.0
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％となっております。

○西村 賢議員 次に、雇用調整助成金につい

てお伺いをいたします。雇用調整助成金は、雇

用する労働者を一時的に休業、教育訓練、また

は出向させた場合に、手当もしくは賃金等の一

部を助成する制度であります。経営悪化した企

業が一定期間雇用を延長して失業を食いとめる

効果はありますし、企業においても人材を一時

的に確保することができるのではないかと思い

ますが、本県における雇用調整助成金の申請の

状況はどのようになっているかを部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中小企業

緊急雇用安定助成金を含めた雇用調整助成金の

申請には、その前提として休業等実施計画の届

け出が必要となりますが、その届け出事業所及

び対象者の延べ数は、厚生労働省によります

と、平成23年度は、全国で58万8,779事業所

で1,304万2,527人、本県で見ますと、1,553事業

所で３万9,363人となっております。また、24年

度は、７月末現在でございますが、全国で13

万6,866事業所で258万4,621人、本県で見ます

と、485事業所で１万3,453人となっておりま

す。

○西村 賢議員 今、金融円滑化法と雇用調整

助成金の数字の話を伺いました。この２つは、

今、日本経済が厳しい中で、倒産件数、また失

業者を数字上減らす上でも非常に大きな効果が

あったと思いますし、実際これで生活が助かっ

ている、経営が助かっているところも多いかと

思います。しかし、これは全てではありません

けれども、不良債権が塩漬けされ、先延ばしさ

れ、企業内のいわゆる隠れ失業者というものが

ふえたという一面もあります。税金を使った問

題の先送りでもありますが、中長期的な経済政

策として、また、雇用を本当に永続的に維持す

る上においては、有効ではないように私は感じ

ております。これらの政策が期限切れとなった

場合、また、なくなってしまった場合にどうな

るのか。現に金融円滑化法は、再延長の末に来

年３月にて期限が切れます。これらのいわゆる

突っかい棒のような政策が外れる前に経済を活

性化し、また、ソフトランディングさせていく

必要がありますが、現在の経済の情勢ではとて

も間に合わない気がしますし、また、消費税増

税によって―これからの消費税増税ですか

ら、どうなるかわかりませんけれども―景気

が後退してしまう可能性も大いにあります。こ

れは本県だけでなく全国規模の問題であります

が、先ほどの答弁で、円滑化法の適用が１

万4,000件でありますとか、雇用調整助成金の対

象者が１万3,000人でありますとか、本県の状況

を聞きますと、本当にこれは早く手を打たなけ

ればならないと思いますが、この状況を踏まえ

た雇用確保につきましてどのように県は取り組

んでいくのか、部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 雇用確保

は、極めて重要な課題であると考えているとこ

ろでございます。特に、中小企業金融円滑化法

により条件変更を受けました企業の中には、経

営改善等への取り組みがおくれているケースも

ございますことから、国や関係機関と連携して

対応を進めているところでございます。具体的

には、国においては、金融機関にコンサルティ

ング機能の一層の発揮を求めるなどの取り組み

を進めており、また、県におきましても、経営

支援等に係る関係機関の連携強化を促すととも

に、中小企業等経営基盤強化支援事業や県融資

制度を活用した支援等について検討を進めるな

ど、今後とも、同法終了を見据えたセーフティ
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ーネット構築に努めてまいりたいと考えており

ます。

また、雇用調整助成金につきましては、本県

においても、リーマンショックや口蹄疫の影響

などにより、多くの事業所が制度を活用してお

り、雇用の維持において大きな役割を果たして

いるところであることから、引き続き、宮崎労

働局と連携しながら、助成金の周知などに取り

組んでまいりたいと考えております。県といた

しましては、県内の厳しい雇用情勢を踏まえ、

労働相談体制の充実等も図りながら、今後とも

雇用の維持確保にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今、セーフティーネットの話

も出ましたけれども、これは宮崎だけの問題で

もありませんし、行政だけが手を打たなければ

ならないという問題でもないと思います。しか

し、私は、これは来年の３月の期限切れという

ものが非常に怖い状況にあると思いますし、そ

もそも宮崎県の経済力というのは非常に脆弱な

部分もございます。これは来年の３月になった

ときにどうなるのか、本当に真剣にスピードを

上げて対応していかなくてはならないと思いま

すが、ここは知事、どうお考えになりますか、

伺ってよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今言いましたように、

大変大きな効果があるいろんな対策が講じられ

てきて、それが期限を迎えるということでござ

いますので、今、部長も答弁しましたような、

関係機関とも連携をしながら、よくよく経済の

状況、また、それぞれの企業の対応状況という

ものを見きわめた上で、しっかりとした対応、

施策というものを打っていく必要がある、その

ように認識をしております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。これ

は宮崎県だけでどうにかできる問題ではないと

思いますが、しっかりとこの対策、そして、雇

用の確保というものに取り組んでいただきたい

と思います。

次に、ベンチャー企業の支援についてお伺い

をいたします。時代によって成長する産業とい

うものは変わりますし、実際、ＩＴ革命による

通信技術の進化、また、経済のグローバル化に

よって、市場経済の人口の変化というものが産

業構造に大きな影響を与えております。一部の

有識者には、国内からの産業流出で、この５年

間で180万人もの雇用が減っていると指摘される

方もいらっしゃいます。新たな産業を県内で誕

生させ、また育てていく上で、ベンチャー企業

や新事業に取り組む企業の支援は、今の日本に

とっても必要なことであります。本県の取り組

みを部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県経済

の成長・活性化を図り、雇用を確保していくた

めには、ベンチャー企業を初め、新事業に取り

組む企業を育成することが重要であると考えて

おります。このため、県におきましては、総合

相談窓口を設置するとともに、低料金の貸しオ

フィスの提供やベンチャーファンドからの投

資、経営革新計画に取り組む企業への指導・助

言、農商工連携等による新製品開発や販路開拓

への助成、設備資金・運転資金への低利融資な

ど、さまざまな支援を行っているところであり

ます。このような取り組みによりまして、最近

の事例で申し上げますと、ここ数年の間に、

ネットショッピングサイトの構築サービスに

よって、当初２人であった従業員が80人を超え

るまでに成長したＩＴ企業、中小企業にとって

障壁の高い航空機産業分野に参入し、旅客機関

連部品の受注を伸ばしている精密機械関連企



- 83 -

平成24年９月13日(木)

業、また、大手メーカーと共同で熱を遮り、温

度の上昇を抑えるいわゆる遮熱塗料を開発し

て、畜産施設や生コン車向けに販路を拡大して

いる建築関連企業などが出てきているところで

ございます。

○西村 賢議員 本県にもさまざまな成功例が

あるということで、それは非常にありがたい限

りでありますけれども、やはりベンチャー企業

というもの、また新事業に進出していくという

ものは、資金難であったり、販路等への課題が

あると思います。そのような企業を今後とも

しっかりと支援していただきたいと思います。

次に、農業の分野についてお伺いをいたしま

す。現在、ＴＰＰ交渉参加については、国内で

も賛否が大きく分かれているところであります

が、たとえ交渉参加しなくても、ＦＴＡやＥＰ

Ａ、そしてＡＳＥＡＮと、諸外国との貿易交渉

はそれぞれに進んでいくと思います。先日、農

林水産省に伺い、３課の担当者とレクチャーと

意見交換を行ってまいりました。日本もかつて

は、世界貿易上の障壁をなくし、貿易の自由化

や多角的貿易を促進するために行われた通商交

渉であるウルグアイ・ラウンド交渉─これは

昭和61年から平成７年までありましたが─に

参加をいたしました。交渉参加時は、中曽根内

閣から交渉開始し、細川護煕内閣時代に締結を

されました。その農業分野の交渉において実際

に自由化が進み、ミニマムアクセス米の導入ほ

か不必要なものも受け入れることになってしま

いました。その導入の際にも、国は、国内農業

の貿易自由化対策を強化するために、ウルグア

イ・ラウンド対策費として予算を計上し、基盤

整備などの施策を６年間で６兆円もの予算をか

けて行われてきたことは、記憶にもあるところ

ではないでしょうか。通常の農林水産省の事業

にプラスして行われたウルグアイ・ラウンド対

策でありますので、検証も難しい部分はあるか

もしれませんが、６兆円のうちの約半分を基盤

整備に使うなど、その施策の予算措置について

農林水産省でもさまざまな検証が行われていま

した。本県においても1,091億円もの予算が使わ

れ、それによって基盤整備が進んだことはある

でしょうが、農業の自由化に対する強化につな

がったのか、ウルグアイ・ラウンド対策による

本県での対策効果をどのように検証しているの

かを、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡山 巖君） 本県における

ウルグアイ・ラウンド対策、いわゆるＵＲ関連

対策につきましては、平成７年度から12年度の

６年間、公共事業を含めると13年度までの７年

間に、事業費ベースで1,091億円の関連対策に取

り組んでおります。対策の内容は、圃場の大区

画化や農道整備などの公共事業から、畜産にお

ける繁殖牛リース畜舎や養豚一貫生産施設の整

備、耕種における集出荷施設や共同育苗施設、

ハウスの整備まで多岐にわたりますが、関連予

算の集中的な投下により、時宜を得た速やかな

整備・効果の発現が可能となるなど、本県農業

経営の効率化や生産構造の改革に一定の成果が

あったものと認識しております。

○西村 賢議員 この対策費、今、ＵＲ対策費

と申し上げましたが、このＵＲ対策費が、当

時、公共事業でありますとか箱物偏重であった

ということから、農家の方々からも、この対策

で助かったのは農家ではなくて建設業じゃない

かというような不満もありました。また、地域

の道路をなぜ農道として農業の予算でつくらな

ければならないのかといったような不満もあり

ました。これは縦割りの弊害であったかと思い

ますが、やはり、その当時しかできなかった農
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業対策ができたことも事実であります。そのあ

たりは、農林水産省の御出身であります牧元副

知事は詳しいと思いますので、副知事に所見を

お伺いしたいと思います。

○副知事（牧元幸司君） ウルグアイ・ラウン

ド対策につきましては、ウルグアイ・ラウンド

農業合意の影響を極力緩和するとともに、農業

・農村を持続的に発展させるということを目的

にいたしまして、農業構造の改革、農村地域の

活性化のための事業を進めたものでございま

す。その効果についてでございますが、今、御

指摘がございましたように、その対策が公共事

業偏重だったというような御指摘もあるところ

でございますけれども、全国的に見てみると、

圃場の大区画化、あるいは農業用排水路の整

備、こういった基盤整備などが着実に進展をし

たことによりまして、担い手への農地集積ある

いは経営の規模拡大といったようなものを進め

る素地が固められるとともに、地域の活性化と

いったようなものにも一定程度貢献をしたので

はないかというふうに考えているところでござ

います。本県におきましても、全国に比べると

おくれておりました圃場整備などを進めつつ、

基幹品目である畜産、施設園芸の競争力強化に

短期・集中的に取り組んだということでござい

まして、現在の農業生産の基盤を形成すること

にも貢献したのではないかというふうに認識し

ております。

○西村 賢議員 今、所見をいただきましてあ

りがとうございます。本県においてのＵＲ対策

というものは、非常に効果的な部分がたくさん

あったとのことですが、農政水産部長に再度、

本県においての具体的な成功例といいますか、

実績につきましてお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ＵＲ対策期間

中に、畜産につきましては、生産性が大きく向

上したことにより、子牛の出荷頭数では約６

万8,000頭から８％ふえ、また、豚の出荷頭数で

も約131万頭から5.8％増加しております。ま

た、園芸部門でも、マンゴーの栽培面積が2.1

倍、完熟キンカンの栽培面積が1.8倍になるな

ど、新たなブランド品目の生産の基盤強化が進

んでおります。このほかにも、農業生産法人

が51社増加し、また、３ヘクタール以上の経営

規模を有する農家の割合も、6.3％から1.7ポイ

ント増加し８％となるなど、担い手の多様化、

規模拡大が進展したところでございます。

○西村 賢議員 今の部長の答弁、ありがとう

ございます。県内では、農地集積でありますと

か、強い産地づくりというものが成功してきて

いる。その礎になったものがこのＵＲ対策で

あったという分析だと思いますが、今の話を聞

きますと、今、本県の農業を支えているマンゴ

ー等のような高級フルーツであったり、また、

牛や豚というような畜産物であったということ

がわかりました。県外と、そして国外と勝負で

きる環境が本県にはあるというふうに認識をさ

せていただきました。

そんな中で、ＵＲ対策にひっかからなかった

農家、また、ひっかからなかった地域、まだま

だ圃場整備ができなかった地域でありますと

か、農道整備が間に合わなかった地域というの

が県内にたくさん取り残されております。その

地域への対策を、今後とも農政水産部長にはお

願いを申し上げていきたいと思っております。

さらに農業活性化の質問を続けさせていただ

きますが、宮崎県の強みである農産品というも

のは、先ほど申し上げたとおり、本県の貿易品

になるわけです。県外に出せば県外からの外貨

を獲得できるわけでありますが、先日は、香港
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やマカオなどで人気の高い宮崎牛が、今度はア

メリカ向けに出発式を行ったという報道もあり

ました。国内外から求められる農産品をたくさ

んつくって売り込んでいくということは非常に

重要でありますし、強い産地、そして産品をつ

くっていくために必要なものは何か。農業のグ

ローバル化が進む中で、本県の農畜産物の輸出

促進対策が重要な取り組みとなってきておりま

す。さらにスピードを上げていかなければなら

ないと思いますが、県はどう取り組んでいくの

かを部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 高品質で安全

・安心な日本産農畜産物のニーズが世界的に高

まる中、本県産の農畜産物の輸出は、大変重要

な取り組みであると認識しております。このた

め、これまで築き上げた生産基盤を生かし、輸

出に果敢に挑戦する産地づくりを目指して、県

といたしましては、本年度から、産地と輸出商

社、輸送業者による連携の強化、県内の港から

直接輸出するモデル事例の創出、輸出相手国の

残留農薬基準等に対応したマニュアルの作成、

また、輸出実務に精通した人材の育成など、よ

り実践的な取り組みを行っております。本県農

業にとって、グローバル化の進展は難しい課題

でもございますけれども、農畜産物の輸出は、

ピンチをチャンスに変えることができる有力な

取り組みとして積極的に推進してまいります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。部長

の思いというものを理解させていただきまし

た。今後は、これからどのくらいの期間で、ま

たどのくらいの予算をかけて事業化していくの

か、実際そのターゲットとなる商材は何なの

か、地域はどこなのか、目標をしっかりと立て

て続けていただきたいと思います。

次に移ります。本県にとって、農業再生の中

で、口蹄疫被害からの復興というものが必要で

ありますが、県内埋却地の再生について質問を

したいと思います。先日も、我が会派所属の民

主党の県議の方々が国のほうに要望を行ってい

ただきまして、埋却地対策というものが一歩前

進したというふうに報告をいただきました。こ

のことにつきまして、現在の状況と復興策につ

いて農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県内268カ

所、97.5ヘクタールの埋却地の多くでは、石れ

きの表出等が見られ、再利用するには一定の整

備が必要な状況にあります。県としましては、

真の意味での再生・復興や地域農業基盤の維持

・強化を図る上で、また、今後の防疫体制強化

のためにも、埋却地の再生整備は大変重要な課

題と考え、国に対して予算の確保を強く要請

し、平成25年度予算の概算要求において、再生

整備に対する支援が盛り込まれたところでござ

います。今後も、必要な予算が確実に措置され

ますよう、国に強く要請してまいりますととも

に、各市町の協力を得て、埋却地の現状や農家

の意向などを十分踏まえながら、平成25年度か

らの円滑な再生整備が図られるよう、一生懸命

努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 先日、会派で、美郷町西郷区

にあります林業試験センターにある鳥獣被害対

策支援センターにて意見交換を行ってまいりま

した。最新の防衛策についてレクチャーもいた

だきましたが、これまで我々の聞いてきたこと

と非常に印象が異なってまいりました。今まで

は、被害を起こす鳥獣は、山の中に食べ物がな

くなったから人里におりてきた、もしくは、電

気柵を張っておけば怖くて近づかないだろう、

そう思っておりましたが、実際に、山の中に食

べ物がないというよりも、より簡単に餌がとれ
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る人里に来たというような感じでありますし、

もはや人間は怖くなくなったということではな

いかと思います。取りつけが進んでいる電気柵

においても、逆にあそこにはおいしい食べ物が

あるんだということを知らせているようなもの

だということを教えていただきました。しっか

りと鳥獣の特徴に合った対策を講じないと逆効

果になるということも教わってまいりました

が、今の本県の被害状況、また対策についてお

伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成23年度の

農作物の被害額は、市町村から３億5,300万円余

との報告を受けておりますが、このほかにも、

生産意欲の減退など、金額にあらわれない被害

も大きいと認識しております。このため、県で

は、平成22年度から鳥獣被害対策緊急プロジェ

クトを立ち上げ、被害防止、捕獲、生息環境の

３本の対策を有機的に連携させる総合的な鳥獣

被害対策に取り組んでおります。例えば、これ

まで優先されてきた防護柵の設置などの単発的

な対策のみではなく、集落にある餌場や人なれ

等の要因を地域全体で取り除くことが重要であ

ります。このような考え方を地域住民が理解

し、実践していただくため、平成23年度までに

設置した19のモデル集落で成功事例を創出し、

他地域に波及させてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 次に、県産材の利用促進につ

いてお伺いをいたします。この議会でも、木材

価格の低迷に対して策を講じる事業が幾つか紹

介されておりますが、やはり永久的に利用拡大

していくために、前回、新みやざきの代表質問

で田口議員からありました木製ビニールハウ

ス、木製園芸ハウスの導入に向けての検討はど

うなっているのかを伺います。

また、新たに設置されるガードレールを木製

のガードレールに、車両の進入禁止を示すボラ

ードを木製ボラードにするなど、既に製品化、

実用化されているものを普及・拡大できないの

か、あわせて環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木造園芸ハウ

スにつきましては、ことし３月に、庁内の関係

部局や団体から成る「園芸ハウスへの木材利用

推進検討会」を設置し、現地調査や検討を行っ

ているところであります。その中で、屋根、柱

に使用する木材の影による作物への影響や建築

コスト低減などが課題とされたため、10月から

既設の木造園芸ハウスでの温度、湿度、照度の

計測や収量調査を行うとともに、低コスト化の

方策等について検討を進めることとしておりま

す。また、公共工事における木材利用につきま

しては、庁内に設置した「グリーン公共事業推

進部会」において、道路工事に利用する仮設防

護柵など、県産材の利用を促進してきたところ

であります。木製ガードレールや木製ボラード

については、利用実績はあるものの、コストや

維持管理の問題などがあることから、普及が進

みにくい現状にありますが、今後、県産材の利

用を促進する上から、部会の中でこれらの活用

に向けて議論を深めてまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 今、答弁いただきました木製

園芸ハウスの活用が広がれば、本県の施設園芸

の状況を見ますと、かなり多くの需要が生まれ

るような気がします。もちろん供給体制は既に

あるわけですから、しっかりとその普及ができ

るような仕組みをつくっていただきたいと思い

ます。また、ガードレール、ボラードにつきま

しては、まずは、県の顔となるような観光地等
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に利用していくのが一番ではないかと思いま

す。御承知のとおり、木製ボラードは日向市駅

の前にありまして、周りの景観と溶け込んでお

り、安全性もありますし、非常に雰囲気的にも

いいものであります。もう見られているとは思

いますけれども、ぜひ有効活用について今後と

も検討を進めていくようにお願いしたいと思い

ます。これは県土整備部長にもあわせてお願い

したいと思います。

次に、県は、地産地消の推進に向けまして、

県民を巻き込んだ県民運動化を目指して、「み

やざき元気！“地産地消”県民運動」に取り組

んでおります。その取り組みについて、県の狙

いとその施策について、総合政策部長にお伺い

をいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） この県民運動

は、県内産の農林水産物の消費拡大、県産材の

利用、県産品の購入、さらには企業活動におけ

る原材料の県内調達など、幅広い分野における

地産地消を展開することによりまして、県内で

の生産と消費の拡大を通じて県内経済の活性化

につなげようとするものであります。そのため

には、この県民運動の趣旨を県民一人一人に賛

同いただき、行動に移してもらえるように、全

県的な展開を図ることが重要となりますことか

ら、官民による「みやざき元気！“地産地消”

推進県民会議」を立ち上げまして、本年度は、

県民運動に対する認知度向上に力を入れること

としております。具体的には、ホームページや

パンフレット等によるＰＲのほか、記紀編さ

ん1300年記念事業や地産地消に関連しますイベ

ントが10月から11月にかけて集中する機会を捉

えまして、主要イベントを掲載しましたガイド

ブックを作成し、この中で、農産物販売所、中

山間地域をめぐるスタンプラリーを計画するな

ど、楽しみながら県民運動に参加し、関心を高

めていただくことができるよう工夫や仕掛けを

行い、県民運動の機運を高めていきたいという

ふうに考えております。

○西村 賢議員 ぜひ県民の注目が集まるよう

に、しっかりと盛り上げていただきたいと思い

ます。

次に、観光の分野についてお伺いをいたしま

す。今月の全日空（ＡＮＡ）の機内誌「翼の王

国」９月号をごらんになったでしょうか。先

日、私も井上議員にいただいて読んだところで

ありますけれども、本県の中山間地であります

五ヶ瀬、日之影、椎葉、諸塚、綾などの森林や

山間地の魅力が紹介されております。この広大

な自然こそ、今、全国に胸を張れる本県の宝だ

と思います。観光は、そのときのブームによっ

て影響を受ける部分が非常に多いかと思います

が、人為的なもしくは人工的なイベントを行う

ことも非常に重要だと思います。よそにはな

い、まねができない、まさに宮崎オンリーワン

をつくり上げていくことが重要だと思います。

地域の強みを生かして、観光客のニーズに対応

した観光地づくりが必要だと思いますが、本県

の観光地づくりについて商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県に

は、先ほど議員の御質問にもありましたよう

な、森林や山を初めとする豊かな自然、地域の

人々によって守り引き継がれてきた文化など、

ふるさとや癒やしを感じさせる地域資源が県内

各地に多数存在しております。最近では、この

ような地域独特の生活や文化を体験する観光ニ

ーズが高まっておりますことから、本県におい

ては、その土地ならではの食、農業、祭りなど

を、地元の方々と触れ合いながらゆったり楽し
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む旅を「ゆっ旅宮崎」として展開し、資源の掘

り起こしや磨き上げに対する支援や、情報発信

などを行っているところであります。また、本

年度は、新たな取り組みとしまして、このよう

な地域資源を活用した体験・滞在型旅行商品の

開発を促進するため、「ゆっ旅大賞コンクー

ル」を実施し、地元旅行業者から応募のあっ

た37の企画のうち、諸塚村のやま学校や耳川流

域の木造建築─これは先ほど議員のほうから

御紹介のありました日向市駅とか入っておりま

すが─をめぐるツアーなど、８企画を大賞と

して選定し、支援を行うこととしております。

このほか、マリンスポーツを楽しむ「波旅」

や、恋や愛にちなんだスポットをめぐる「恋

旅」、神話の魅力に触れる「日向神話旅」な

ど、地域の強みを生かした取り組みを進めてい

るところであり、今後とも、市町村等と連携し

ながら、魅力ある観光地づくりに取り組んでま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 続けさせていただきます。一

昨年に開通した九州新幹線、その開通効果が本

県にどのような影響を及ぼし、また、これまで

の本県の対策がどのような効果を生んでいるの

か、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 新幹線の

開通による本県への影響につきましては、熊本

県や鹿児島県のような効果は見られなかったと

ころでありますが、昨年来、デスティネーショ

ンキャンペーンを初め、ＪＲグループと南九州

の３県で数々のキャンペーン等を実施してきて

おり、このような中、ことしの主要ホテル・旅

館宿泊者数の動向を見ますと、口蹄疫発生以前

の平成21年と比べても、これをやや超える水準

で推移しております。また、ＪＲ九州によりま

すと、九州新幹線の全線開通後は、在来線の宮

崎駅、都城駅等でも開通前より実績を伸ばして

おり、新八代駅と本県を高速バスで結ぶ「Ｂ＆

Ｓみやざき」の利用状況も改善しているとのこ

とであり、宿泊施設や旅行会社等の関係者にお

聞きしますと、新幹線利用者がふえていると

伺っております。なお、本年３月に終了しまし

た「九州新幹線観光バスルート実証実験事業」

につきましては、新幹線からの第２次アクセス

対策として実施したものでございますが、ふる

さと雇用再生特別基金を活用し、熊本駅と延岡

駅、宮崎市と鹿児島中央駅を結ぶ２つのルート

で運行いたしましたが、期待したほどの効果を

得ることはできませんでした。県としまして

は、これらの状況を踏まえながら、今後とも、

新幹線を活用した南九州３県一体となったプロ

モーションや、旅行会社への旅行商品造成支援

などに取り組み、本県への観光誘客に努めてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の話にもありましたけれど

も、バスルートの実証実験がうまくいかなかっ

たということ、それは当然いろんな事業を打っ

ていくわけですから、うまくいかないケースも

あると思います。この失敗を次にしっかりとつ

なげていくような対策、また新たな事業を開発

していただきたいと思いますし、観光というも

のは、お金をかけたから観光客がいっぱい来る

というわけでもないと思います。しっかりとし

た観光地づくり、特に宮崎県の、先ほど申し上

げたような自然をふんだんに生かしたような旅

というもの、また、癒やしの空間というものを

つくり上げていただきたいと思っております。

次に、本県にとって観光の中でも今重要なの

が、海外からの観光客であります。今、日向細

島港を初め、油津港にも海外からの大型客船が

入りまして、一度に1,000人、2,000人といった
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多くの観光客が宮崎県内にも入ってきていると

ころであります。その中で、これは政治的な課

題でありますけれども、尖閣の問題であります

とか、竹島の問題等によって、日中間また日韓

間の関係がこじれているというような政治的な

分野での衝突がありますが、これが観光分野

に、もしくは人との交流にどのような影響を与

えているのか、余り報道される機関はありませ

ん。そこで、実際、日中また日韓などの関係悪

化による影響が本県にあるのか、観光として観

光客が減るなどの状況はないのか、商工観光労

働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県観光

への影響につきましては、８月下旬から９月に

かけまして３回ほど、現地を含む旅行会社や県

内宿泊施設等に聞き取りを行いましたが、現時

点では特段の影響は出ていないと伺っておりま

す。韓国からの国際定期便につきましても、８

月の外国人利用者の落ち込みは見られず、ま

た、本年度に予定されている中国からのクルー

ズ船の寄港も今のところ変更はないと伺ってお

ります。本県観光への影響につきましては、引

き続き、関係者からの聞き取りを行うなど、動

向を注視してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、物流対策についてお伺いをいたしま

す。まず、細島港について、新しいガントリー

クレーンの設置も終わりまして、徐々に重点港

湾としての顔ができてきています。これまでな

かなか整備の進まなかった細島港が、重点港湾

に選定され、また、本県物流の海の玄関とし

て、東九州の海の玄関として、これから高速道

路の開通と相まって、本県長距離輸送などに効

果を発揮していただきたいと思っております

が、その細島港の有効活用につきまして、整

備、利用拡大に向けた今後の取り組みについ

て、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 細島港につき

ましては、本県経済の発展を牽引する重要な基

盤でありまして、外国貿易を含む東九州の物流

拠点として、ガントリークレーンを増設したほ

か、現在、平成26年度完成を目標に大型岸壁の

整備を行っております。また、沖防波堤につき

ましても、平成32年度完成を目標としまして整

備を進めるなど、国と連携を図りながら、港湾

施設のさらなる充実に努めているところであり

ます。また、来年度には、東九州自動車道延岡

―宮崎間が全線開通となる見込みであり、これ

まで以上に細島港を利用しやすい環境が整って

まいりますので、地元自治体や港湾利用者と一

体となりまして、港湾セミナーの開催や企業訪

問を行うなど、県内外への一層のポートセール

スに努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 実際、港湾の整備予算という

ものが集中して今、細島港に来る。宮崎県を一

本化して細島港を重点港湾として活用してい

く。このようなハード、そしてまたソフトの整

備に、しっかりと今後とも県は取り組んでいた

だきたいと思っております。

続きまして、さらに物流の効率化につきまし

て、高速道路の整備が進んでおりますが、その

中でも、門川、国富、都城の山之口など、地域

によってはスマートインターの設置に向けての

動きが見られます。物流の効率性を考える上で

有効ではないかと思いますが、地元負担などさ

まざまな問題もあります。それぞれ設置が検討

されている地域によっての進捗の状況、見通し

について、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） スマートイン
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ターチェンジの整備に当たりましては、地元自

治体が、国、県、市町村、高速道路株式会社等

から成る地区協議会を設立し、採算性等の検証

を行った上で、国に対し、連結許可申請を行う

こととなります。県内におきましては、現在３

カ所で、市や町が主体となり、関係機関による

勉強会を開催しているところでありまして、イ

ンターチェンジの位置や構造、採算性など、地

区協議会設立に向け、最終的な検討を行ってい

るところであります。スマートインターチェン

ジは、地域振興や利用者の利便性向上に大きく

寄与しますことから、県といたしましては、市

や町と連携を図りながら、早期の事業化に向

け、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

地域のニーズをしっかりと酌み取って協力をし

ていただきたいと思います。

次に、県内の有料道路の無料化の現状につい

てお伺いをいたします。一ツ葉有料道路、また

小倉ヶ浜有料道路の無料化について、見通しを

伺います。

○県土整備部長（濱田良和君） 一ツ葉有料道

路につきましては、平成32年２月末が現計画の

料金徴収期限となっておりまして、その後、無

料化することとしております。また、小倉ヶ浜

有料道路につきましては、昨日、知事が表明し

ましたとおり、来年５月の料金徴収期限をもっ

て無料化する方針といたしました。今後は、県

議会の議決をいただいた上で、国への認可申請

を行うなど、無料化に向けた手続を進めてまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。細島

港が非常に便利になることも踏まえまして、東

九州道からのアクセスのためにネックになって

おりました小倉ヶ浜道路の無料化というもの

は、非常に地元にとっても、また、県内の港湾

利用者にとってもありがたいことではないかと

思います。また、そのほかにも、県内では、国

道10号延岡土々呂地区の渋滞混雑というものが

問題となっておりまして、前回、県議会から

も、ぜひあそこの東九州道を一部無料化してい

ただけないかという意見書も出されておりま

す。それにつきましては、県当局も国に対して

しっかりと声を上げていただきたいと、お願い

を申し上げておきます。

次に、再生可能エネルギーの振興策について

お伺いをいたします。東日本大震災による原発

事故から、原発政策の見直し、さらに再生エネ

ルギーの普及拡大を政府が打ち出しました。太

陽光の発電で１キロワットの買い取り価格が42

円という価格も設定されました。もちろん、こ

れは最終的には消費者にも負担となりますか

ら、全てが喜んでいいわけでもありませんが、

国民の多くが脱原発依存を望んでいる現状であ

り、必要な振興策ではないかと思います。これ

を宮崎県に置きかえると、私は大きなチャンス

であると思います。全国的に見ても、豊富な太

陽の光、豊富な森林資源や畜産などの産業に

よって、バイオマスエネルギーに転換可能なも

のがたくさんございます。また、もともと宮崎

県内には原子力発電所を設置していなかった、

水力発電所が多いなど、再生可能エネルギー先

進地域・発展地域として大化けしていくことも

可能ではないかと思います。これはぜひとも県

外に広く呼びかけて、産業誘致を行っていけ

ば、年間で100億円以上もの設備の資本投下が起

こり得るのではないかと思います。そして、パ

ネルメーカー、販売店、電気設備業、建設業、

またはその原料を調達する業者など、さまざま
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な波及効果も大きいと思います。固定価格買い

取り制度を我が県のビジネスチャンスと捉え、

再生可能エネルギーの先進地づくりに取り組ん

ではどうかと思いますが、環境森林部長の御所

見をいただきます。

○環境森林部長（堀野 誠君） 固定価格買い

取り制度は、再生可能エネルギーを用いて発電

された電気を、一定の期間、一定の価格で電気

事業者が買い取ることを義務づけるものであり

ます。今後、この制度により、再生可能エネル

ギーの導入が一層加速されるものと考えており

ます。再生可能エネルギーの導入は、低炭素社

会の実現に加えまして、地域経済の活性化や雇

用の促進などの効果が期待されるものでありま

す。このため、県としましては、現在見直しを

行っております新エネルギービジョンの中で、

基本的方向性の一つとして「地域振興への貢

献」を位置づけ、本県の豊富な地域資源を活用

した再生可能エネルギーの一層の導入を促進す

ることで、環境・エネルギーの先進地づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ちょっと質問をいたします。

今の部長の答弁で、宮崎県を先進地にしなけれ

ばならないということはわかるんですけれど

も、先ほど申し上げたとおり、具体的に、県外

の人にも訴え、もちろん県内の方にも訴えて、

ぜひこれをチャンスとして産業活性化につなげ

ていきたいという目標があるために、いろんな

ところで太陽光発電でありますとかバイオマス

発電を活性化していただきたいと思っておりま

す。知事におかれては、例えば広報戦略でそれ

を訴えていきたいとか、県外に行ったときに

は、ぜひ宮崎県にというようなことを言ってい

ただきたいと思いますが、買い取り制度に関す

る知事の御所見をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 確かに今、議論があっ

たように、消費者の負担になってくるというと

ころはあるわけでありますが、エネルギーをめ

ぐるさまざまな問題がある中で、本県ならでは

の貢献ができる分野、また、いろんな波及効果

もあるというふうに考えられますので、今、部

長が答弁をしましたように、本県としての貢献

を積極的にできるような形で、今、御指摘があ

りましたように、私みずからもいろんな形で働

きかけをしてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これは蛇足かもしれませんけ

れども、例えば土地が余っていて、起業意欲と

か事業意欲がない方で、それだったら土地を提

供していいよという方と県外企業とのマッチン

グをするとか、また、県内外からそういう提供

があったときにつないでいくということもでき

れば、非常に大きいのではないかと思います。

それが適地かどうかというものは専門家による

判断というのが必要かもしれませんけれども、

１メガとか２メガで数億円の事業でありますの

で、本当に大きなチャンスではないかなと思っ

ております。

次に、電気に関連しまして企業局にお伺いを

いたします。現在、九州地域での原発再稼働が

始まらない中で、九州電力の業績悪化の報道か

ら、株の配当が減ったとの話があります。企業

局が保有する九州電力の株の配当の下落により

まして、本県への収入はどうなっているのか、

また、その配当が減ることによって本県の事業

への影響はないのかを、企業局長にお伺いいた

します。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、現在、約380万株の九電株を保有しており

まして、昨年度までは、このところ１株当たり

年間60円、合計で２億2,800万円余りの配当収入
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を得ております。しかし、今年度は、九州電力

の収益悪化によりまして、先日報道がありまし

たが、中間配当が見送られる見通しであるため

に、年間では１株当たり20円、7,600万円余りの

配当収入となる見込みであります。したがいま

して、配当収入自体を見てみますと相当な減収

となりますけれども、発電による収入自体はこ

れまで順調に確保できておりますことなどか

ら、現段階では直ちに大きな影響はないという

ふうに考えております。しかしながら、次年度

以降の配当につきましてもまだ不透明でありま

すので、今後一層、効率的な発電による収入の

確保あるいは経費の節減に努めていくことが大

変重要だというふうに考えております。

○西村 賢議員 実際１年間で１億5,000万円余

り減るということ、そしてまた、これが来年以

降も不透明であるということ。また、例えば降

雨の状況を見ましても、企業局の発電事業とい

うものは降雨量に大きく影響するものでありま

す。ことしは非常に雨が多かったりということ

でよかったかもしれませんけれども、来年どう

なるかわからない。企業局も、今、答弁があり

ましたとおり、経営に対してしっかりと気を

配っていただきたいと思っております。

さらに企業局長にお伺いをいたしますが、

今、政府の発送電分離など、これまでの売電の

方法など、電力をめぐる状況が変わろうとして

おります。長い間、１地域１電力会社で守られ

てきましたが、今回の原発事故の影響で、東京

電力に対してさまざまな問題が浮き彫りにさ

れ、指摘をされてきております。今、国におい

て電力制度改革が進められていく中で、企業局

にとってはどのような影響があるのかをお伺い

いたします。

○企業局長（濵砂公一君） 現在、国において

議論されている電力制度改革でありますけれど

も、主として、長期供給義務あるいは総括原価

による料金決定方式を定めております、いわゆ

る卸供給制度の見直し、それから、２つ目に、

電力自由化の範囲を、現在50キロワット以上と

いうことでありますけれども、これを一般家庭

まで拡大する、いわゆる小売の全面自由化、３

つ目に、発電部門と送配電部門、現在これは９

つの電力会社がほぼ独占しておりますけれど

も、これを分離することなどが検討されており

ます。これらの改革が実施されますと、私ども

水力発電といたしましては、投資回収に相当長

期の期間を要すること、また、先ほどお話があ

りましたけれども、降水量に影響されやすいと

いうような特性がありますので、長期にわたる

適切な価格での売電、あるいは渇水時の安定的

な収入の確保などの観点から、経営への影響が

危惧されるところでございます。私どもといた

しましては、国における制度改革の動向を注視

するとともに、今後一層、健全経営の確保を図

りまして、本来の私どもの使命である、地域に

安定的に電力を供給するという地方公営企業と

しての役割と責任を果たすことを基本といたし

まして、適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。

○西村 賢議員 これまでのやりとりを踏まえ

まして、知事に再度質問いたしますが、宮崎県

の強みを生かす、産業を育成するという観点か

ら、先ほど、農業、観光、再生可能エネルギー

について質問をさせていただきました。ぜひそ

の分野には力を入れていただきたいと思います

が、知事のトップセールスにおいての現状をお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この再生可能エネルギ

ーの推進なりということに関して、具体的に
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トップセールスを行っておったわけではござい

ませんが、今いろいろ御議論がありましたよう

に、本県としては、この再生可能エネルギーに

積極的に取り組んでまいりたい。また、ソーラ

ーフロンティア構想を掲げて進めてきたところ

でございます。機会を捉えてこのような取り組

みを私自身も進めてまいりたい、また、取り組

んでまいりたい、そのように考えております。

○西村 賢議員 知事は、今トップセールスの

話もありましたけれども、県内外に対して本県

の魅力をＰＲし、また発信していくために、広

報戦略室というものをつくりまして、広報戦略

というものに挑んでいると思いますが、知事の

考える広報戦略とはどういうものかをお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） トップセールスの話か

ら申し上げますと、まず、トップセールスとい

いますと、どうしても前知事のイメージがある

わけでありますが、全国ネットのテレビで発信

をしていく、これは非常に特殊なパターンであ

りまして、一般的なもので言いますと、県を代

表する立場である知事というものが、企業なり

団体のトップに直接売り込むことができるとい

うメリット、また、県の看板を背負って消費者

に対しても強くアピールすることができる、そ

のようなメリットがあるというふうな認識をし

ております。

広報戦略ということでございますが、前知事

のときの状況を見ますと、かつてない発信力を

手にしたばかりに、県職員も県民全体も、何か

前知事一人に頼ってしまったような部分がある

のではないかというのが、一方で反省としてあ

ります。そこで強く感じたことは２つありまし

て、特定の個人なり特定の組織、決まり切った

広報担当の組織だけが広報を担うのではなく、

職員一人一人、また、県民一人一人が広報マン

のマインドを持って取り組んでいくことが大事

ではないかということが１点。それから、もう

１つは、型にはまった広報なり広聴なりをやっ

ていっても効果は薄いのではないかと。もっと

もっと、いろんなアイデアなり、さまざまなメ

ディア─例えば今であれば、フェイスブック

とかツイッターとか、ソーシャルメディアもあ

るわけであります。そういったものを活用しな

がら新しい取り組みをしていくこと、これが効

果があるのではないかということを考え、広報

戦略室などを設けて、職員の広報・広聴に関す

る研修を行う、それから、新たな広報活動に取

り組んでおるところでございます。

また、トップセールスに関して言うと、新た

な取り組みとして、最近、「波旅宮崎」をプロ

モーションしようということで、私みずからサ

ーフィンをやりまして─まだ３回しかやった

ことがないんですが─こういう初体験の人間

でもこのようなことをやればできるんだという

ようなことを映像で撮りまして、インターネッ

トで発信してみたいということを考えておりま

す。今のはサーフィンですけれども、今度、

五ヶ瀬のスキー場でスキーをやった映像をやる

と、「サーフ＆スノー知事」ということで売り

出せないかということで、これは知事として売

りたいというよりも、それだけ多様な魅力が宮

崎にあるということをトップが姿としてあらわ

すことができるのではないか、そのようなアイ

デアもあるところでございます。

いずれにいたしましても、そのようないろん

なアイデアなりいろんな手段を通じて効果的に

発信していくこと、宮崎というものを認知して

もらうこと、好感度を持ってもらうこと、その

ような意識で今後とも広報戦略に取り組んでま
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いりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。知事

がサーフィンに挑戦される、また、今度はスキ

ーに挑戦される。こういうものは見ているほう

も非常に楽しいのではないかと思いますし、そ

れこそ、新たな広報戦略に挑むという姿勢のあ

らわれではないかと期待をしております。

これは、またさらに少し蛇足になりますけれ

ども、前回の議会で、我が会派の渡辺議員のほ

うから、記者会見時は立ってやられたらどうか

という指摘があったんですが、今、記者会見の

ときに立ってやられているんでしょうか。どう

なんでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 現在は座ってやらせて

いただいております。前回の渡辺議員の御指摘

は─今の記者会見のあり方は座ったままでの

やりとりをやっておるわけですけれども─

もっともっと県からの情報発信というものに力

点を置くべきではないか、時間を短く限ってで

もやるべきではないかというようなことであっ

たところであります。その提言を受けて、今、

発信に関しましては、項目数もやり方も工夫を

しながらふやしておるところでございますが、

やりとりの時間に関しては、従来どおり１時間

をめどにやらせていただいておりますので、

じっくり座った形での記者会見をやっておりま

す。今後、いろんな形、またいろんな御意見を

いただきながら、どういうやり方がいいのかと

いうのはさらに見直しなり工夫をしていきた

い、そのように考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

次に、本県の医療・福祉についてお伺いいた

します。

今、消費税増税についてありましたけれど

も、動き始めました。御承知のことであります

が、税と社会保障の一体改革、その大きな要因

となったものは、医療費を初めとする福祉に係

る予算の増であります。少子高齢化が進む中

で、医療、介護、年金等、それぞれが大きなウ

エートを占めるようになってまいりました。国

民が必要な医療を受けるということは重要なこ

とでありますが、このままでは国家財政も非常

に厳しくなってまいります。しかし、一般県民

にとりまして、国家財政でありますとか、何十

兆円の話をされても、なかなかぴんとこない部

分があると思います。まず、本県においての医

療費の増加はどのような状況にあるのかを、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 厚生労働省が

平成21年度から公表しております都道府県単位

の概算医療費でありますけれども、本県におけ

る医療費は、平成21年度3,519億円、平成22年度

は前年度より3.5％、124億円増加いたしまし

て3,643億円、平成23年度は、前年度より2.4

％、89億円増加いたしまして3,732億円となって

おります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。本県

でも100億円規模で医療費の伸びがあるという現

実を、しっかりと県民にも周知していく必要が

あると思いますが、その医療費の伸びを抑制す

る一つの対策でありますジェネリック医薬品の

利用促進が言われております。いまだにジェネ

リック医薬品の使用に抵抗がある人もあるかも

しれませんが、ジェネリック医薬品を使用する

ことで、患者個人の負担も軽減され、また、医

療費全体の抑制にもつながるものであると思い

ます。しかし、全国的な報道を見ますと、まだ

まだ普及も進んでいないように思います。現在

の県内の状況と使用拡大に向けての取り組みに

ついてお伺いをいたします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 本県のジェネ

リック医薬品の全医薬品に対する使用割合でご

ざいますが、平成23年度で25.6％となっており

まして、全国平均の23.3％よりも2.3ポイント上

回っているところでございます。ジェネリック

医薬品の普及は、患者の経済的負担の軽減や、

医療保険財政の改善に資するものでありますこ

とから、県では、医療関係者や消費者団体等を

メンバーといたします「宮崎県ジェネリック医

薬品安心使用促進協議会」を設置し、シンポジ

ウムの開催や啓発資材の作成など、各種事業に

取り組んでいるところでございます。県といた

しましては、このような取り組みによりまし

て、今後とも、ジェネリック医薬品の使用促進

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 続いて、生活保護についてお

伺いします。セーフティーネットである生活保

護制度によって生活保護受給者というものは

しっかりと守らなければなりませんが、生活保

護費の総支給額が3.7兆円、また、生活保護者が

全国で200万人を超え、現在、大きな社会問題化

しております。その中でも、不正受給を初めと

する生活保護制度の悪用が取り沙汰されており

まして、病院など医療機関においては、医療扶

助の窓口負担がないために、過剰診療や薬品の

過剰投与が行われ、転売目的等で不正に薬品が

処方される例や、不正請求した医療機関が指定

取り消しになるなどの、生活保護制度を悪用し

た事例が、県外でありますが、発生をしており

ます。本県ではその受診行動をどのように把握

し、防止策、指導がなされているかをお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活保護受給

者の医療機関への受診につきましては、医療扶

助運営要領に基づいた適正な受診が行われる必

要がございます。不適切な受診行動を未然防止

・早期発見するために、各福祉事務所におきま

しては、レセプト等を点検いたしまして、同一

傷病で複数の医療機関に受診し、同一薬を重複

して処方されている者がいないかとか、同一傷

病で15日以上受診している月が３カ月以上続い

ている頻回受診者がいないかなどを確認してい

るところでございます。さらに、主治医との面

接、嘱託医との協議によりまして、必要な診療

の程度を確認し、医療扶助の適正な運営に努め

ているところでございます。なお、受給者に対

しましては、訪問面接等を通じまして、症状に

応じた適正な受診指導・助言に努めているとこ

ろでございます。県といたしましては、引き続

き、各福祉事務所に対しまして、レセプト点検

等による確認の徹底を指導してまいりたいと

思っております。

○西村 賢議員 次に、医師確保についてお伺

いをいたします。県内の医師の数だけでは、人

口当たりの平均では全国平均を超えております

が、県内でも医師の偏在というものが問題と

なっております。また、最も大きな課題として

は、医師の平均年齢がかなり高くなっているこ

とが挙げられます。医師が高齢になってまで現

役で診療に当たっていただくということには非

常に敬意を表しますが、若手の医師確保を急が

なければならない状況にあります。現在の若手

医師の現状について、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 厚生労働省が

２年に１回実施している「医師、歯科医師、薬

剤師調査」の平成12年と平成22年の医師数を比

較いたしますと、本県の医師総数は、2,440人か

ら2,653人と増加をしている一方で、御指摘のあ

りました若手医師、20歳代の医師で、216人か
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ら135人へと約４割の減少、30歳代の医師

は、690人から503人へと約３割の減少となって

いるところでございます。また、平成22年の医

師の年代別構成比を全国と比較いたします

と、20歳代は、本県が5.1％であるのに対し全国

は9.0％、30歳代は、本県19.0％に対し全国22.6

％となっておりまして、本県においては、御指

摘のとおり若手医師が少ないという状況にござ

います。

○西村 賢議員 今、現状をお伺いいたしまし

た。若手医師を確保する対策は非常に難しいと

思いますが、今、県の取り組みにおいてどのよ

うなものがあるのか、その状況を部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 若手医師の育

成・確保対策につきましては、まず、医師修学

資金貸与制度により、現在、僻地医療や小児

科、産科などを目指す82名の医学生への支援を

行っておりまして、今年度から２名の医師が僻

地公立病院等に就業しております。また、臨床

研修医の確保につきまして、今年度、これまで

最高の58名となりましたが、現在、宮崎大学を

初めとする関係機関・団体において、より魅力

的な研修プログラムの作成や指導医の養成に取

り組んでいただいており、県といたしまして

も、県内外の医学生に本県の臨床研修環境の魅

力等を積極的に発信しているところでございま

す。さらに、地域医療支援機構によりまして、

臨床研修を終了した若手医師等の育成と定着を

図るために、学会への出席や専門医の取得に係

る費用の助成を行うとともに、来年４月から、

県立日南病院に宮崎大学地域総合医育成サテラ

イトセンター（仮称）を設置いたしまして、総

合医の育成にも取り組むこととしております。

若手医師は、将来にわたる本県の医療提供体制

の維持・充実に大変重要でございますので、引

き続き、その育成・確保に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。若手

医師の確保は非常に難しい問題だとは思います

けれども、一歩一歩取り組んでいただきたいと

思います。

次に、本県の教育行政についてお伺いいたし

ます。

滋賀県大津のいじめ自殺問題以降、全国的に

いじめの問題が噴き出し、教育委員会、教師、

家庭のあり方など、それぞれに問題、課題が広

がっております。それでも胸が痛む子供たちの

自殺の報道はなかなかやみません。いじめの問

題は根絶していかねばなりません。県内の状況

は、昨日の新聞にもありましたが、公立学校に

おけるいじめの件数が104件と、全国に比べても

かなり低い比率となっておりました。しかし、

本当にそれが正しい数字なのか、見つかってい

ないものが多数あるのではないかと懸念をいた

します。どのようにしてそのいじめの数を集約

したのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 先日の文部科学省の

発表資料にあるいじめの認知件数についてであ

ります。いじめは、まず、どの学校にも、どの

生徒にも起こるという危機感を持って対応する

ことが最も大切だと思っております。この調査

につきましては、公立学校におきまして、年間

を通して児童生徒のアンケート調査や教育相談

を行うとともに、教職員が日ごろから細かな観

察を行うことによって、いじめの把握に努めて

おります。このようにして把握したいじめの件

数につきまして、市町村立学校では、通常は年

度末に市町村教育委員会を通して県教育委員会

に、また、県立学校におきましては、直接、県
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教育委員会に報告することとなっております。

県教育委員会では、それらを集約いたしまし

て、文部科学省に６月初めまでに報告し、それ

がこのたび公表されたということになっており

ます。

○西村 賢議員 先生方も現場では一生懸命に

指導に当たり、また、その調査に関しても、

しっかりと協力をいただいているとは思います

が、まさに、学校、家庭、地域が一緒になって

対策に取り組んでいかなければ、撲滅というの

はなかなか難しい問題であると思いますし、数

が少ないからといって安心できるものでもない

と思います。その中で、文部科学省から、いじ

め問題に対する対策方針、「いじめ、学校安全

等に関する総合的な取組方針」というものが示

されております。この中身を全て見たわけでは

ないですが、報道等で見る限り、これでいじめ

をなくすことができるのか、減らすことができ

るのかと、疑問に思う部分もございました。県

は、この対策方針についてどのように感じてい

るのか、今後のいじめ問題等への対策について

教育長の所感をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省から発表

されました総合的な取り組み方針において、い

じめ問題に関しましては、具体的な取り組みと

して、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー等の配置拡充が取り上げられてお

りましたが、相談体制の充実等は、いじめ問題

への対応として重要なことであると思いますの

で、今後、このことについては、国の動向を注

視してまいりたいと考えております。また、学

校、家庭、地域が一丸となって子供の命を守る

こと等についても示されておりました。いじめ

問題におきましては、日ごろから、児童生徒一

人一人をしっかりと見詰めること、教職員と児

童生徒の信頼関係を築くこと、さらには保護者

や地域との連携、信頼を図っていくことが極め

て重要であると考えております。これらのこと

に十分留意しながら、児童生徒の規範意識や道

徳心を養うことができるよう、地道な取り組み

をしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 これは会派内でもいろいろ議

論をさせていただいたんですけれども、今、答

弁にありました、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーの配置が、いじめが起

こった場合に、確かにその相談先でありますと

か、いじめの後の精神的なよりどころになると

いうことは非常にわかるんですけれども、果た

して、その人たちが前面に出ることによって、

逆に教師と児童生徒との信頼関係がどうなのか

とか、どんどん外部から人が教育現場に入って

きて、じゃ、その現場はどうなるのかといった

逆の心配もありました。そのあたりも会派で議

論するんですけれども、やはり、教師と児童生

徒の信頼関係をもう一回つくっていく。当然、

それには保護者も参加していただき、地域も参

加していただくことが、今の答弁のとおり、重

要なことであると思います。しっかりと教育長

を先頭に、各学校機関においてそれがなされる

ように期待をしております。

続きまして、教職員不祥事問題等もございま

したが、これはこれまでも聞いておりますので

……。

今、質問しましたいじめの問題、また、本県

における教職員等の不祥事の問題等々、今、教

育委員会に対しても厳しい目が注がれておりま

す。やはりここでしっかりと教育委員会が頑

張っていかなければなりませんが、教育委員会

は、教育の政治的中立性をしっかりと担保して
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いかなければならないという大前提がありま

す。これは県だけではなく市町村にも言えるこ

とですが、教育委員会制度が形骸化し、十分な

機能を果たしていない、もしくは責任体制が不

明確である、また、小規模市町村では、改革を

推進するに当たり、体制が不十分であるなどの

指摘が全国ではあるようです。非常に教育長に

は答えづらいと思いますが、県の教育委員会に

は人事権があります。そして、市町村の教育委

員会には服務監督権があります。そのように権

限が分かれている現体制を初めとして、本県の

―県全体ですね、市町村も含めた―教育委

員会制度について、教育長の所見をお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議員が御指摘のとお

り、県教育委員会と市町村教育委員会は、それ

ぞれが主体的に独立して教育行政に取り組むも

のでありますが、教職員の人事異動など広域的

な観点が必要な事務について、いわゆる人事に

関しては県が行うということになっておりま

す。これまでもそれぞれ、県は県、市町村は市

町村のお互いの責任を果たすために連携・協力

しながら、さまざまな課題への対応に当たって

きたところですが、１つの例で申し上げます

と、今回相次いだ教職員の不祥事を受けて、県

教育委員会と市町村教育委員会が合同でコンプ

ライアンス推進協議会を立ち上げるなどし、そ

れぞれが責任を果たしていくとともに、一人一

人の職員に指導が徹底するような取り組みを検

討しているところであります。私といたしまし

ては、未来ある子供たちの教育のために、市町

村教育委員会が責任を果たし、県教育委員会が

責任を果たし、その連携を強化し、教育行政の

推進にしっかり努めていくべきだと考えており

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございました。今

の県と市町村の教育委員会の連携という部分は

わかりました。これはしっかりと互いに協力し

て、一つの問題に対しても県も市も協力して

やっていけるような体制づくりというものに今

後とも期待したいと思います。また、各教育委

員会には民間からも委員が入っております。県

のほうは近藤委員長も入っておりますけれど

も、しっかりとその人たちと意見交換されてい

きますように、これも期待をしたいところであ

ります。ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、自殺対策についてお伺いをいた

します。

全国的に自殺者が減らない状況にありまし

て、本県でも全国ワースト４位の状況であり、

これは本県にとって大きな社会問題でありま

す。その中で国も自殺対策大綱を発表しまし

た。これまでの対策、そしてまた、この大綱を

受けて本県の対策はどうなっていくのか、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先月、閣議決

定のありました自殺総合対策大綱では、誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

すということになっておりまして、地域レベル

の実践的な取り組みへの転換や、若年層向けの

対策、自殺未遂者等の対策を充実することなど

が掲げられているところでございます。県で

は、平成21年に策定いたしました宮崎県自殺対

策行動計画が今年度、最終年度となっておりま

して、今回の国の大綱を踏まえながら、新たな

行動計画の策定を進めていくことといたしてお

ります。自殺対策を一層推進していくために

は、よりきめ細かく地域の実情に合った取り組

みが重要でありますので、市町村の行動計画策
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定や、民間団体等による地域のきずなづくりな

どの地域に密着した取り組みを重点施策とし

て、新たな行動計画に盛り込んでまいりたいと

考えております。今後とも、市町村や民間団体

と連携を図りながら、自殺のない地域社会づく

りに取り組んでまいりたいと思っております。

○西村 賢議員 今、自殺対策、県のほうも

しっかりと対策をなされてきておりますが、な

かなか数字上で見るだけでは、対策というもの

がなされているのか。なされてはいるけれど

も、効果がなかなか上がらない状況がありま

す。やはり自殺というのは、複数の要因がいろ

いろ絡み合って起こっているものでもありま

す。実際に、行政がいろんな方針を出して食い

とめられるものがどこにあるのかといったとこ

ろを考えますと、やはり最終的な相談に乗る、

いわゆる心のよりどころ的なものが一時的にあ

るのかなと。

それ以外になりますと、もっと早い段階か

ら、そのようにならないようにしむけていくと

いうことが一つ重要ではないかと思っておりま

す。実際に県が対策を打ちましても、その対象

となる方の家庭、もしくは会社などに踏み込ん

でいくということは、なかなか難しい問題であ

ると思うのですが、例えば学校機関、教育機関

においては、ある程度知識として与えることで

防げるものがあるのではないかと思っておりま

す。今、例えば借金などの経済的理由によって

生活が追い込まれていく、もしくは自転車操業

的に借金を繰り返して生活している方もいらっ

しゃいますが、せめて自殺に追い込まれる前

に、お金に関する知識をしっかりと与えていく

ことも重要ではないかと思います。現在は、非

常に金銭教育への取り組み等が進んでいるとの

話も聞きます。一昔前は、マネー教育をするこ

とはどうなのかという話もありましたけれど

も、現在の学校教育現場における金融教育、金

銭教育への取り組み状況について、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） クレジットカードが

普及したり、手軽にお金が借りられるという環

境の中にあって、そういうトラブルの発生を未

然に防ぐために金融教育を充実させることは、

非常に大切だと思っております。現在、小・中

・高等学校のどの学校段階においても、消費生

活に関する教育に取り組んでおり、特に高等学

校の家庭科、地歴公民科─特に公民科でござ

いますが─においては、全ての生徒が、悪質

商法やインターネットによる架空請求などへの

対処法、多重債務に至る過程、その怖さなど、

具体的な事例を通して学んでいるところであり

ます。さらに、県立学校においては、県消費生

活センターによる悪質商法巡回パネル展や出前

講座を開催し、金銭トラブルに巻き込まれない

ための具体的な方法や、相談窓口に関する情報

の周知に努めているところであります。

○西村 賢議員 そのような金銭教育というも

のは、本当に実社会に出たときに非常に生きて

くる授業ではないかと思いますし、これからも

普及に努めていただきたいと思います。しっか

りその時代時代に合った─例えばインター

ネット詐欺のようなものは、今の子供たちには

当たり前になってきていると思いますが、さら

に進化した詐欺であったり、金銭トラブルとい

うものが起こり得ないとも思えません。ぜひそ

のときの最新の状況で授業をしていただくよう

にお願いしたいと思います。

続きまして、警察行政についてお伺いをいた

します。

今、ほとんどの国民が携帯電話やパソコンを
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持つ時代となりました。その中でも、ＩＴ技術

を悪用したサイバー犯罪の巧妙化というものも

なされておりますが、匿名性が高く、全国各

地、場合によっては海外からも仕掛けられるた

めに、取り締まりが難しい部分があると思いま

す。現在のサイバー犯罪の検挙数、また、匿名

性、広域性への対応はどのようになっているの

か、警察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（加藤達也君） サイバー犯罪の

検挙につきましては、本年７月末現在11件で、

昨年同期と比較して20件減少をしております。

主な検挙事例は、詐欺が２件、わいせつ物公然

陳列が３件、脅迫が２件、児童福祉法違反が１

件などであります。

サイバー犯罪の匿名性、広域性に対応するた

め、警察では、インターネットホットラインセ

ンターを運用し、広く国民からインターネット

上の違法、有害情報を受け付けております。イ

ンターネットホットラインセンターに通報され

た情報のうち、地域性の判明しているものは、

管轄する都道府県警察に通報される仕組みに

なっております。地域性の判明していない情報

につきましては、警視庁で発信地を割り出し

て、管轄する都道府県警察に通報する全国協働

捜査方式により対応しております。本年検挙し

た事件のうち、インターネットホットラインセ

ンターからの通報によるものが１件、全国協働

捜査方式によるものが２件で、いずれもわいせ

つ物公然陳列であります。今後も、サイバー犯

罪の取り締まりを強化するとともに、被害防止

を図るためのさまざまな対策を推進してまいる

所存であります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。今、

国際的なハッカー組織「アノニマス」という団

体があるそうですが、これが日本のみならず世

界にハッカー行為というか、テロ行為を起こし

ておりまして─そもそも何の団体かわかりま

せんが─政府もしくは政党のホームページ等

を狙った動きもあると聞きました。サイバーテ

ロの脅威に警察庁また防衛省も本格的に動き出

したという報道もありましたが、本県において

は、７月に県庁ホームページに大量の書き込み

事案が発生したということがありました。本県

の行政機関等に、ほかにサイバー攻撃等の被害

が起こっていないのかを、本部長にお伺いいた

します。

○警察本部長（加藤達也君） 御質問の事案に

つきましては、ホームページへの接続が困難に

なるなどの被害は生じていないと承知をしてお

ります。また、このほかに、サイバー攻撃によ

り行政機関が被害を受けたという事案は、これ

までに把握しておりません。しかしながら、今

後も、当県の行政機関や企業に対するサイバー

攻撃が予想されることから、関係機関と連携を

とりながら各種対策を講じてまいります。

○西村 賢議員 非常に警察の努力もありまし

て、匿名性を悪用した攻撃でありますとか、先

ほどのメールの事件等も踏まえて、非常に効果

が上がってきていると思います。これはしっか

りと警察のほうもアピールしていただいて、匿

名性を悪用したものは通用しないということを

ＰＲしていただきたいと思います。

最後になりますが、今、本県において、交通

死亡事故を初めとする高齢者が巻き込まれてい

る死亡事故、もしくは人身事故が多発しており

ます。加害者、被害者問わずに非常に残念なこ

とでありますが、中山間地を多く抱え、かわり

となる交通機関の少ない本県において、高齢者

であろうとも自動車免許を返納しては生活に支

障を来すということは多いと思います。現在の
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高齢者の免許の返納状況、また、できる限り高

齢者が長く安全運転をしていくための県の取り

組みについてお伺いをいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 県内における65

歳以上の高齢運転者の免許人口は、過去10年間

で約1.4倍の15万4,511人に、高齢運転者の交通

事故も約2.2倍の2,035件に、それぞれ増加して

おります。警察といたしましては、高齢運転者

の交通事故を防止するため、平成20年４月か

ら、加齢による身体機能の低下により運転に不

安を感じる高齢者の方には、運転免許証の返納

を促しており、その結果、昨年は1,041人の方が

返納されております。

次に、高齢運転者の交通安全対策につきまし

ては、運転免許更新時等における講習のほか、

高齢者宅へ直接出向いての交通安全指導を実施

しております。また、ハンドル、アクセル、ブ

レーキ等の運転操作の的確性が診断できる自動

車運転シミュレーターを活用した交通安全教育

が効果的でありますことから、交通安全教育車

「セーフティ・フェニックス号」を県内各地に

巡回させ、高齢運転者が加齢に伴う身体機能の

変化を実際に体験できる、実践型の交通安全教

育を推進しているところであります。

○西村 賢議員 以上で新みやざきの代表質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時に再開いたします。休憩いたしま

す。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕(拍手) きょうは９

月13日、特にことしの９月13日は、私たち公明

党議員にとって大変意義深い日となりました。

昭和37年９月13日、公明党の前身である公明政

治連盟の第１回全国大会が開催をされました。

その席上、創立者である創価学会の池田大作当

時会長から、「大衆とともに語り、大衆ととも

に戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入り

きって、大衆の中に死んでいく」との大衆直結

精神が示されたところであります。きょうはそ

の日から50年の節目であります。この精神は、

２年後の昭和39年11月17日の公明党結成に際

し、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、

大衆の中に死んでいく」という党永遠の立党精

神に集約されたところであります。この「大衆

とともに」は、日本の混迷を打破する重要な政

治原理であります。私たち３名の県議団は、こ

の精神をしっかり受け継ぎ、県民の心が届く県

政のさらなる推進に打って出る決意を固めたと

ころであります。

それでは、公明党宮崎県議団を代表し、通告

に従い順次、代表質問を行います。知事を初め

として、関係各部長、教育長及び警察本部長に

答弁をお願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢について、単刀直入

に２点伺いたいと思います。

まず、社会保障と税の一体改革の３党合意に

対する知事の率直な思いをお聞かせください。

２点目に、社会保障と税の一体改革関連８法

案成立までの一連の混乱について、どのような

思いを抱いていたのか。また、成立によって、

県政トップとして何を期待するのか伺いたいと

思います。



- 102 -

平成24年９月13日(木)

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。(拍手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、社会保障と税の一体改革の３党合意に

ついてであります。３党合意は、さきの国会会

期内における社会保障と税の一体改革関連法案

の早期成立に向けまして、民主、自民、公明の

与野党３党が歩み寄り、議論を重ねた成果であ

ります。私がかねてから、「避けては通れない

検討課題だ」と申し上げておりました消費税の

増税法案を初めとする関連法案の成立に向け

て、大きな役割を果たしたと考えておるところ

であります。また、この３党合意には、消費税

の増税に伴う低所得者対策や、年金、医療・介

護、少子化対策についての考え方、さらには、

社会保障制度改革について審議する社会保障制

度改革国民会議の設置などが盛り込まれており

まして、今後の社会保障と税の一体改革の基本

的な方向性が示されているものと評価している

ところであります。

次に、社会保障と税の一体改革関連法案につ

いてであります。この関連法案につきまして

は、消費税増税をめぐり内閣不信任決議案が提

出されるなど、法案の成立が一時、不透明と

なった状況もあるわけであります。せっかく回

り始めた重い歯車がこれからどうなるのかとい

う不安もありましたし、強い関心を持って、こ

の法案の行方というものを見守っていたところ

であります。今回、関連法案としまして、消費

税増税関連２法案を含め、社会保障制度改革推

進法案、子ども・子育て関連３法案及び年金関

連２法案の計８法案が成立をしたところであり

ますが、消費増税に係る低所得者対策や医療・

介護、少子化対策など社会保障分野の詳細な制

度設計については、今後設置をされます社会保

障制度改革国民会議の審議に委ねられていると

いうことであります。国と地方の双方で議論が

尽くされて、地方の実情が十分繁栄され、真に

持続可能な社会保障制度の実現が図られるよう

期待するとともに、県としましても全国知事会

などを通じて国に訴えてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。

引き続き、知事に伺っていきたいと思いま

す。東日本大震災に伴う災害廃棄物の広域処理

についてであります。これについては、今議会

開会日冒頭の知事提案説明の中で、７ページの

うち２ページ近くの紙面を割いて思いをつづら

れておりましたし、この２日間、代表質問に対

する答弁でも経過を語られております。理解す

るところですけれども、やはりどうしても心に

残るもやもや感といいますか、今はどうするこ

ともできない状況であります。３月22日の「災

害廃棄物の受け入れ処理を求める決議」は、県

議会で全会一致でありました。あれは一体何

だったんだろうかと、この気持ちをなかなか払

拭することはできません。しかし、検討終了と

いう結論が出てしまった以上、いつまでもこれ

を引きずるわけにはいきません。気持ちを入れ

かえて、支援に向け、新たな気持ちで進まなけ

ればなりません。今後、被災地支援に向けて、

具体的にどういった取り組みをしていこうとさ

れているのか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 被災地支援について

は、これまでも、さまざまな形で御支援をいた

だいたことへの感謝の思いで、みやざき感謝プ

ロジェクトとして各種の事業に取り組んできた

ところでございます。その中で今年度は、県内

の市町村やＮＰＯとも連携をしまして、被災地
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との相互交流で、夏休みに子供たちを招いた

り、またこちらから現地に行って支援をしたり

というふうな取り組みもございましたし、被災

地における現地の地域コミュニティーの再生支

援事業、それから、若者の自立支援などにも新

たに取り組んでいるところであります。現地の

ニーズというものをよく把握しているＮＰＯ等

の活動団体の提言を踏まえた事業などにも取り

組んでおるところでございまして、支援の主体

や内容にも広がりが出ておるものと考えておる

ところでございます。被災地の本格的な復興に

はまだまだ相当の期間を要するので、午前中も

申し上げましたが、特に復興の現場を担う市町

村職員の人員の不足に対する人的な支援を、こ

れからも県、市町村一体となって続けることが

大事だと考えております。現地のニーズを踏ま

えて、関係団体と連携をして息の長い支援に、

これからも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いしておきます。

被災地支援の、ささやかですけれども具体的

な形の一つとして、宮城県の石巻を舞台にした

映画「エクレールお菓子放浪記」の上映運動が

今、全国的に広がっております。この映画は、

第２次世界大戦下の日本を舞台にして、天涯孤

独の少年が多くの人たちに支えられながらたく

ましく生きる姿を描いた物語というふれ込みで

あります。実はこの映画は、宮城県を中心とし

た地元企業15社が共同制作した、そして行政、

県民、企業挙げて撮影をサポートして３年の歳

月をかけて完成したと。昨年の３月10日に東京

で完成披露試写会が開催されて、全国上映に向

け順調な滑り出しをしたかに見えたその翌日、

大震災が起こったわけであります。メーンロケ

地となった石巻市には大津波が押し寄せ、エキ

ストラとして出演した多くの県民も犠牲になら

れた。そして、スクリーンに映し出されていた

美しい町並みも破壊、すばらしい風景も流され

てしまった。これによって東北での先行上映は

もちろん中止になった。全国上映も見直されよ

うとしたそのときに、口コミで映画のことを

知った各地の市民が主体となって、公共施設な

どでの草の根の上映会が始まったというふうに

聞いております。この動きが全国に広まって、

各県に上映推進委員会が立ち上がり、映画を通

して復興支援の輪が広がっております。おくれ

をとった本県、大分県、鹿児島県においても取

り組みが始まりまして、マスコミでは取り上げ

られなかったようですけれども、本県では今月

５日に推進委員会が発足して、知事はその名誉

会長に就任をされております。今後は県内各市

町村に実行委員会が立ち上がってくるわけです

けれども、上映運動が本格的になってくること

を大いに期待しているところであります。本県

における上映運動に向けた名誉会長としての知

事の思いを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この映画を広く普及し

ていこうということで、上映推進委員会が先日

立ち上がって、その後に試写会もあったわけで

ございますが、残念ながら、私は仕事の関係で

それを見ることができなかったわけでございま

す。以前、宮城県に勤務した経験があり、石巻

も脳裏に焼きついているところであります。そ

れがどのように映画に映し出されているのか、

大変関心があるところでありますし、また、当

時の同僚の方が今、現地で社会福祉協議会の役

員をされており、その方から、「ぜひ宮崎県で

もいろんな形での支援をお願いしたい」という

直接の要望もいただいたところであります。そ
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ういうような個人的な思いもございますし、

今、御指摘がありましたような被災地支援とい

う観点もございますので、県内各地での上映実

行委員会の立ち上げだとか広報活動を積極的に

推進し、県を挙げて被災地復興に取り組む気持

ちを新たにする一つの取り組みとしてまいりた

い、そのように考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。私も

２度ほど、ゼネラルプロデューサーの鳥居さん

とお会いしました。本当に熱い思いを語られた

ところであります。先ほどおっしゃったよう

に、入場料の一部が被災地支援に回っていきま

すので、ぜひとも力強く推進していただくよう

にお願いをしておきます。

次に、防災・減災の取り組みについて、何点

か伺っていきたいと思います。

まずは、防災上の観点からの自治体クラウド

についてであります。去年も取り上げたところ

でありますけれども、情報システムへの投資負

担の軽減に加えて、地震や津波などで庁舎が被

害を受けても外部サーバーを通して業務が可能

になる災害への強さも期待される、クラウド化

への動きが一段と進展していると思っておりま

す。昨年の質問以降、まずは県としての自治体

クラウドへの取り組みはどうなっているのか。

あわせて、県内の市町村における自治体クラウ

ドへの取り組み状況はどうなっているのか、総

合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 自治体クラウ

ドは、業務の効率化やコストの削減を目指すも

のでありますが、堅牢なデータセンター内にシ

ステムやデータを保管することから、防災対策

としても大きな効果がございます。県の業務に

つきましては、クラウドサービスが市町村ほど

提供されていない状況にあるために、クラウド

化は一部にとどまっておりますが、主要なシス

テムのサーバー等をデータセンターに保管する

ことで、災害時への対応を図っているところで

ございます。市町村のシステムにつきまして

は、現在、延岡市を初め県内７市町が、住民情

報や税業務などの基幹システムをクラウドサー

ビスに移行しております。また、その他の多く

の市町村でも、今回の大震災を教訓としまして

将来的な移行を検討するなど、クラウド化の動

きは県内にも徐々に広がりつつあります。県と

いたしましては、今後とも市町村システムの一

層のクラウド化を促進しますとともに、今年度

に県のＩＣＴ部門での業務継続計画を策定する

など、災害に強い情報システム環境の構築に向

けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 次に、防災訓練に関して伺い

たいと思います。今月５日、大阪府では、南海

トラフ地震とそれに伴う津波を想定して、府内

にいる人の携帯電話に、登録がなくても一斉に

緊急速報メールを送る「大阪880万人訓練」とい

うものを実施されたようであります。これはマ

スコミで取り上げられたとおりでありますけれ

ども、350万台の携帯電話にメールが届いたと。

これは意識づけとしてかなり有効な訓練である

と思います。そのほかにも、「シェイクアウ

ト」を導入した自治体もかなりの数に上ったよ

うであります。このシェイクアウトというの

は、米国で普及した市民参加型の一斉震災訓練

ということで、日本の学校の防災訓練が起源ら

しいということです。米国から逆輸入されたよ

うな形でありますけれども、一般公募の参加者

が指定された日時に一斉に同じ行動をする。職

場や家庭などそのときに居合わせた場所で、身

を伏せ、頭を守り、揺れがおさまるまで動かな
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いという単純な安全行動をとるのが、唯一の決

まり事となっているようであります。ことしは

北海道や千葉市、東京都千代田区、千葉県の市

川市などでも実施をされております。多くの住

民が訓練に参加して、それを契機に防災意識の

啓発が図られるという意味で、これも有効な訓

練であると思います。そこで伺いますけれど

も、自治会や諸団体、企業など特定の人を対象

とした防災訓練をさらに発展させて、メールで

の情報発信などに主軸を置いた訓練、あるいは

シェイクアウトなど、より多くの県民が一斉に

参加しての訓練を今後やっていくべきじゃない

かと考えますが、危機管理統括監に見解を伺い

たいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 東日本大

震災の被災状況を踏まえますと、大規模な地震

・津波に対しては、何よりも迅速、的確な避難

が不可欠でありまして、そのためには、住民へ

の情報伝達のあり方が非常に重要な課題である

と考えております。住民への情報伝達は、一義

的には市町村の責務となっており、現在、防災

行政無線によるスピーカーや戸別受信機での伝

達、テレビやラジオでの放送、防災メールな

ど、さまざまな手段が講じられたところであり

ます。南海トラフ地震の被害想定を踏まえ、今

後、市町村との協議会を年内には設置する予定

にしておりますので、情報伝達手段の充実とか

住民への訓練のあり方等についても、議員から

御指摘がありましたシェイクアウト訓練も含

め、全国の情報も共有しながら議論を重ねてい

きたいと考えております。

○新見昌安議員 同じく、危機管理統括監に伺

います。８月末の南海トラフ巨大地震被害想定

の報道後、「避難放棄者」という言葉が新聞紙

上にあるのを見ました。すなわち、「逃げても

どうせ助からないと諦める人々」とのことであ

りますけれども、内閣府が、発生確率は極めて

低く、対策をとれば被害を減らせるとして、冷

静に受けとめるように強調はしておりますけれ

ども、「死者想定 最悪32万人」「本県死者

最大４万2,000人」などといった数字が新聞紙上

に大きく踊れば、高齢者の皆さんの中にはそう

いった諦めの気持ちも生まれてしまう、これは

無理からぬことだと思います。しかし、憂慮す

べきことであります。そういった方々に対して

どのように対応するのか、津波からの避難啓発

にどのように取り組んでいくのか伺います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 先般、国

が公表しました南海トラフ巨大地震の想定で

は、例えば高知県で、最短３分で津波が到着

し、最大津波高が34メートルに達するという内

容もございますことから、議員の御指摘があり

ましたように、津波避難を諦める住民が出てく

ることが、国においても懸念されているところ

でございます。この想定内容を公表するに当た

りまして、国では、最大クラスの津波はそもそ

も発生頻度が極めて低いものであり、現実には

それよりも小さい津波が発生する可能性が高い

こと、よって、「強い揺れが起きたら逃げる」

ということを一人一人がしっかりと認識してい

ただきたいと強調しているところでございま

す。県といたしましては、国の想定結果を踏ま

えまして、津波の到達時間や高さ、浸水区域の

範囲などについて、今後詳細な検討を行うこと

としております。その上で、検討結果を県民に

わかりやすく伝えるとともに、津波避難に対す

る啓発について、市町村とも連携しながら鋭意

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

次に、福祉避難所について伺います。これは
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「高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者

等、一般的な避難所では生活に支障を来す人た

ちのために、何らかの特別な配慮がされた避難

所」というふうに定義がされているわけですけ

れども、本県の指定状況は、私の手持ち資料で

は、ことし５月末現在で５市５町で25施設と

なっておりました。この数が多いか少ないかと

いうことになるわけですけれども、県内９市14

町３村という市町村数からいえば、やや少ない

のではないかと思います。未設置の市町村に対

して、設置推進を働きかけるべきであるという

ふうに考えますが、福祉保健部長の見解を伺い

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉避難所に

つきましては、あらかじめ指定しておくことに

より、高齢者や障がい者などの災害時要援護者

への迅速な対応が可能となることから、県とい

たしましては、平成27年度までに全市町村での

指定、整備を目標としておるところでございま

す。福祉避難所の指定状況につきましては、未

指定の市町村に働きかけを行いまして、本年

度、新たに３市町の９施設が指定をされ、現在

は６市６町で33施設となっております。また本

年度から、新たに福祉避難所を指定した市町村

に対しまして、支援物資の備蓄や備品の整備等

に対する助成を始めたところでございまして、

今後一層、福祉避難所の指定を推進してまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 災害弱者に光を当てた取り組

み、よろしくお願いをしておきたいと思いま

す。

次に移りたいと思います。おくればせなが

ら、私も先日、県の危機管理課が主催した防災

士養成研修を受講いたしました。大坪次長を初

め職員の皆さんには、その際お世話になり、あ

りがとうございました。来年の２月に資格試験

があります。頑張って合格して、来年の４月に

は晴れて防災士認証状をいただきたいと思って

おります。受講生の顔ぶれを見てみますと、消

防団の制服を着た女性も何人か見受けられまし

たし、比較的年齢の高い受講者も多数見受けら

れました。地域の自主防災組織リーダーとなっ

て活躍する方々がこの中から生まれてくること

を期待しつつも、どうしても、年齢構成から見

て後継者の育成にも力を注ぐべきじゃないかと

いうふうに実感したところでありました。若

手、特に高校生を対象とした地域防災リーダー

の養成に取り組んでいってはどうかと考えると

ころでありますけれども、教育長の見解を伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 将来を担う高校生に

は、体験活動等を通して、防災に関する意識を

高めさせることはもとより、災害時の支援者と

しての役割を自覚させることなど、地域防災リ

ーダーとしての素地を育成することが重要だと

考えております。そのようなことから県教育委

員会では、県内全ての県立学校の代表生徒を宮

城県に派遣し、仮設住宅への訪問やボランティ

ア活動等を行うこととしております。また、そ

の活動の様子や成果を、新聞部等に所属する生

徒が記録集としてまとめ、県内全ての県立学校

生へ伝えることといたしております。このよう

な体験活動や体験したことを伝え合ったりする

活動等を通しまして、地域社会に貢献すること

の大切さを実感させながら、防災など地域を支

える人材育成に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 次に、学校の耐震化のうち、

非構造部材の耐震化対策について伺いたいと思

います。東日本大震災の発生後、児童生徒等の
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安全確保とともに避難所ともなる学校の耐震化

については、県立学校においては、平成27年度

末までの完了を目標としていた耐震化計画を２

年前倒しして、平成25年度末までの完了を目指

すなど対策は進んでおりますけれども、先日報

道された情報によりますと、全国の公立小中学

校３万395校のうち、校舎や体育館の天井や照明

器具といった非構造部材の耐震対策を終えてい

るのは、４月１日現在で全体の32.0％に当た

る9,730校にとどまることが、今月４日、文部科

学省の調査でわかったとありました。本県にお

いては、382校のうち31.9％の122校だったとい

うことで、ほぼ全国と同じような結果になって

いるようであります。実施率０％も14市町村と

いうことで、建物本体の耐震対策を優先してき

たため対策がおくれたということも、費用のこ

とを考えると理解できないわけではありません

けれども、東日本大震災で天井が崩落した学校

の体育館の写真などを見るにつけ、児童生徒を

守るためにも、建物本体の耐震化とあわせて、

非構造部材についても耐震化を図ることが重要

じゃないかと思います。県の教育委員会として

今後、市町村教育委員会に対しどのように働き

かけをされていくのか、同じく教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 市町村立小中学校の

天井材や照明器具等の非構造部材につきまして

は、市町村教育委員会におきまして、安全性の

確保に向けた取り組みが現在なされているとこ

ろであります。県教育委員会といたしまして

は、点検の実施や落下防止策が推進されるよ

う、これまでも市町村教育委員会へ、国の補助

制度等の紹介などを行ってきたところでありま

す。引き続き、担当者会議や研修会などあらゆ

る機会を通じ、非構造部材の耐震化に向けて働

きかけをしてまいりたいと思います。

○新見昌安議員 防災・減災の取り組みに関し

て、最後の質問になります。先般、宮崎空港近

辺に居住されている方から要望を受けました。

その方の自宅の近くには、宮崎東病院、赤江ま

つばら支援学校、特別養護老人ホームみやざき

荘があるそうですが、大地震発生後に津波が押

し寄せてきた場合、病人や老人、体の悪い子供

が大勢いるような施設は大変だ、移転できない

かというようなものでした。自分のことはさて

おいて災害弱者のことを先に考える。感動もし

ましたけれども、確かにグーグルマップで見て

みると一目瞭然であります。ゴルフ場を抜ける

と松林、そしてすぐに海岸線であります。先般

の南海トラフ巨大地震の被害想定で示された津

波の浸水分布図では、暖色で表示されておりま

した。そこで伺いますが、宮崎東病院あるいは

みやざき荘は設置者が県ではないので、ここで

は触れずに別の機会に取り上げるとして、津波

被害時に避難援助を必要とする児童生徒が在籍

する赤江まつばら支援学校など、沿岸部につく

られている県立の特別支援学校における津波対

策の現状を、同じく教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 沿岸部にある特別支

援学校の津波対策につきましては、東日本大震

災以降、それぞれの学校の状況に応じた防災計

画の見直し、それから、これまでと違った形な

ど工夫した避難訓練の実施などにより、迅速な

避難ができるような取り組みを進めているとこ

ろであります。施設等につきましても、現地調

査、それから避難訓練の実施状況を踏まえて、

児童生徒が安全に避難できるように、例えば赤

江がそうなんですが、階段吹き抜け部分に転落

防止のために壁をつくる、あるいは外部階段の

設置をするなど、必要に応じてできる整備を
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行ってきたところであります。今後も、学校や

関係部局と連携を図りながら、より安全な避難

経路や避難場所の整備に努めてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 いち早く対応していただいて

おることが、よくわかりました。ありがとうご

ざいます。

次に、高齢者対策について何点か伺っていき

たいと思います。

最近、風力発電投資を装った詐欺で延岡の女

性が2,820万円をだまし取られた事件が報道され

ていました。記事を読む限りでは、どうしてだ

まされるかなとも思うところでありますけれど

も、だまされ始めた時期が、再生可能エネルギ

ーの固定価格買い取り制度がスタートした直後

の７月上旬であり、女性に対して気の毒とは思

うものの、時代を敏感にキャッチし先取りして

新たな手口を考える詐欺師の悪知恵にも感心し

たりもしました。このような事件には、金額の

多寡で大きく報道されないものもあるかと思い

ます。そこで、振り込め詐欺などの発生状況は

どうなっているのか。また、振り込め詐欺が減

少しない原因は何だと思われるか、警察本部長

に伺いたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 振り込め詐欺等

の現状でありますが、本年８月末現在の認知件

数は、オレオレ詐欺などの振り込め詐欺と、金

融商品等の取引を装った詐欺などのいわゆる振

り込め類似詐欺を合計しますと、23件、被害

額9,582万円であり、昨年同期と比較すると、15

件、被害額にして9,205万円の増加となっており

ます。また、検挙件数につきましては、振り込

め詐欺等48件、26名を検挙し、昨年同期比13

件、15名の増加となっております。

これらの振り込め詐欺等が減少しない要因と

しましては、従来の振り込め詐欺の手口に加え

まして、近年、利殖目的の金融商品取引を装っ

た新たな手口が増加するなど、その犯行手口の

悪質・巧妙化が挙げられます。例えば、未公開

株やファンドへの投資等を装った詐欺の犯行で

は、高額の配当をうたったパンフレットを送り

つけた上で、犯人グループが交互に電話をかけ

言葉巧みに勧誘し、信用した被害者の自宅に直

接、現金を受け取りに来るといったように、い

わゆる劇場型の手口がふえております。警察で

は、このような新たな手口に対する相談受理体

制の強化や初動検挙体制の確立を図っているほ

か、従来型の通帳詐欺や携帯電話詐欺等の助長

犯の検挙を強力に推進しているところでありま

す。また、高齢者等に対する防犯広報や金融機

関と連携した水際対策等の被害防止対策につき

ましても、引き続き強化してまいります。

○新見昌安議員 延岡の事件は、配当金の金利

が５～９％ということで、最近ではあり得ない

高配当を売りにしていますので、まさしく今、

答弁にあったとおりじゃないかと思います。最

近の高齢者は、振り込め詐欺に関してさまざま

な場面で啓発を受けております。それなりの知

識は得ていると考えるわけですけれども、それ

でも被害は減少しない。そういった自分が得た

知識を確実に自分のものとするために、他県の

警察署では65歳以上の高齢者を対象に、「振り

込め詐欺防止検定」なるものを実施して、受検

者に最近の手口や予防策を解説して注意を促す

取り組みをしているところもあります。そのよ

うな手法も研究していただければと思います。

次に、昨年の11月議会でも質問をしたところ

でありますが、サービス付き高齢者向け住宅に

ついて伺います。この制度の内容については改

めて述べませんが、県においては、高齢者が住
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みなれた地域で生活を続けられるよう、昨年度

に策定された宮崎県住生活基本計画において、

サービス付き住宅の登録戸数を平成32年度まで

の10年間で1,000戸とする目標値を定められてお

ります。そこで伺いますが、サービス付き高齢

者向け住宅の登録件数は現在どのような状況

か。また、目標達成に向けてどのような取り組

みを進めておられるのか。以上、県土整備部

長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） この住宅の登

録申請につきましては、県と中核市である宮崎

市で受け付けることになっておりまして、現

在、県で４件の282戸、市で１件の９戸、合計５

件の291戸が登録されております。県といたしま

しては、これまで、民間事業者や市町村担当者

に対して説明会を実施するとともに、県のホー

ムページでも情報提供を行ってきたところでご

ざいまして、今後、この住宅の供給促進をより

一層図るため、さらなる制度の周知に努めると

ともに、民間事業者の皆様方の御理解と御協力

をいただきながら、目標達成に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、24時間巡回サービス、

正式には「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護」というそうでありますけれども、この件に

ついて伺いたいと思います。このサービスは、

これまで全国平均で１日１回弱だった訪問介護

を、必要に応じて日中、夜間を通じて看護師や

ヘルパーが複数回訪問することにより、要介護

者が住みなれた自宅で暮らし続けられるように

するのが目的であります。これは本年４月から

スタートしているわけですけれども、残念なこ

とに実施率は低迷しております。全国で本県を

含めた６県においては、全ての市町村において

実施計画がないようであります。せっかくの理

想的なサービスも、十分に活用されなければ画

餅であります。本県における今後の見通しにつ

いて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 定期巡回・随

時対応型訪問介護看護につきましては、必要な

看護師や訪問介護員を確保し、定められた報

酬、いわゆる定額で採算がとれるかどうかな

ど、事業化に向けましてはさまざまな課題があ

りますことから、現在のところ県内で実施して

いる事業者はいない状況でございます。しかし

ながら、このサービスは、介護と看護の一体的

な提供を行うものとして、医療・看護ニーズの

高い方への対応も期待でき、今後の実施につい

て検討している市町村もございますので、これ

ら市町村や参入しようとする事業者の取り組み

を、県といたしましても支援をしてまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 忍び寄る超高齢社会を見据え

れば、在宅介護・看護を充実させていく、本当

に大事なポイントの一つであります。そのため

にこのサービスの成否が鍵を握っているのは間

違いありません。県としては今後、前向きに支

援していかれるよう要望しておきます。

次に、消費者教育について伺っていきます。

先般、消費者教育推進法が成立をいたしまし

た。一般消費者を狙って年々悪質化、巧妙化し

た、いわゆる悪質商法が蔓延してきておりま

す。被害の防止とともに消費者の自立支援を目

的として、合理的に行動する知識と能力を養う

教育を、幅広い年代、場所で行うことを目指し

ています。先ほど高齢者対策の中で、振り込め

詐欺について取り上げたところですけれども、

この振り込め詐欺のうち、オレオレ詐欺の被害

者は、確かに60歳以上の高齢者が９割を占めて

いるという統計がありますが、同じ統計による
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と、架空請求詐欺の被害者は30歳以下が４割近

くに上るなど、全世代で被害を受けているとこ

ろであります。若いときからの消費者教育が必

要ではないかと考えます。そこで、先ほどの西

村議員の質問とも重複するところがあります

が、学校現場における消費者教育について伺っ

ていきたいと思います。

まず、授業として消費者教育にどのように取

り組んでいるのか、その現状と課題について。

２点目に、授業以外における消費者教育への

取り組みはどのようにしているのか。

３点目に、教職員に対しての消費者教育はど

のように行っているのか、どんな研修を行って

いるのか。

４点目に、消費者教育推進法の成立を受け、

従来以上の消費者教育が求められてきますが、

今後どのように取り組んでいかれるのか。以上

４点について教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） まず、学校における

消費者教育につきましては、小・中・高等学校

の家庭科や社会科等において行っておりまし

て、例えば家庭科においては、小学校で、身近

な物の選び方や金銭の使い方、中学校で、消費

者の基本的な権利と責任、高等学校で、生涯を

見通した生活設計と家計の管理など、児童生徒

の発達の段階に応じて学習をいたしておりま

す。社会の急激な変化に伴い消費生活も多様化

し、契約や販売方法も日々変化する中で、消費

者教育を充実させるためには、常に新しい情報

を教職員が集め続けることが必要でありまし

て、その変化に対応し続けながら指導していく

ことは、なかなか難しいと考えているところで

あります。

それから、授業以外の消費者教育の取り組み

につきましては、県消費生活センターの出前講

座を中学生、高校生に対して行っておりまし

て、昨年度は6,000人を超える生徒が受講してお

ります。また、県金融広報委員会による卒業直

前の高校３年生を対象とした金融講座や、県司

法書士会による「高校生のための消費者講座」

を実施するなど、多くの学校で関係機関と連携

した学習に取り組んでいるところであります。

教職員の研修につきましては、昨年度、県教

育研修センターで、消費者教育のあり方につい

て講座を実施したところであります。今年度

は、高校の地歴・公民科の教員を対象とした研

修で、新しい学習指導要領において消費者教育

が強化されたことの説明を行うとともに、高校

の家庭科教員を対象とした研修を計画し、消費

者教育推進法の趣旨等の説明や教材、実践例の

紹介などを行い、実践的指導力の育成を図るこ

ととしております。

法の成立を受けてのことですが、消費者教育

は、消費生活に関する知識を得るだけではな

く、適切な行動に結びつける実践的な能力を育

むことが重要であります。そのために学校教育

においては、教職員の指導力の向上を図るとと

もに、消費生活センターを初めとする関係機関

との連携を強化しながら、児童生徒が学んだ知

識を実生活の中で生かせるような効果的な消費

者教育の推進に努めてまいりたいと考えている

ところです。以上であります。

○新見昌安議員 ありがとうございました。学

んだ知識を実生活に生かす、本当に大事な観点

ではないかと思いますので、よろしくお願いを

しておきます。

次に、高齢者対策ともかかわりがありますけ

れども、高齢者などへの啓発、教育の現状はど

うなっているのか。あわせて、民生委員や介護

福祉士等高齢者に接する機会の多い人たちに対
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してはどのように啓発をしているのか、総合政

策部長に伺いたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県では、消費

者被害の未然防止を図るために、高齢者はもと

より、民生委員や介護ヘルパーなどの方々に対

し、出前講座やセミナー等による啓発に積極的

に取り組んでいるところであります。このうち

出前講座は、消費生活センターの職員が直接、

地域や職場に出向いて行うものでありまして、

平成 2 3年度は、高齢者向けの講座を 1 1 8

回、3,131人に対して、また、民生委員等の関係

者向けの講座を16回、582人に対して実施したと

ころであります。消費者被害はますます複雑多

様化し、手口も悪質化する傾向にありますの

で、今後とも高齢者等に対し、的確かつ効果的

な啓発を行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 法では、民生委員や介護福祉

士等への研修を義務づけるというふうになって

おりますので、ぜひ取り組み強化をしていただ

きたいと思います。

最後に、消費者教育推進法の成立を受けて、

知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） これまで消費者基本法

に基づきまして消費者教育が推進されてきたと

ころでありますが、消費者教育の一層の充実強

化を図るということから、このたび消費者教育

推進法が成立したということでございます。消

費者教育についての定義を、「消費者の自立を

支援するために行われる消費生活に関する教育

と啓発活動」と明確に定めまして、幼児期から

高齢期までの各段階に応じて、学校、家庭、地

域、職場などさまざまな場で適切かつ体系的に

行われることとされているところでございま

す。先ほどの県警本部長の答弁で、その実態、

またいろんな手口を、大変危機感を持って受け

とめたところでございますが、この法律の制定

による取り組みにより、消費者被害に遭わない

賢い消費者の育成が図られるのではないかと、

大変期待をしておるところでございます。県と

いたしましても、これまで消費生活センターで

さまざまな啓発─アリとアリ地獄というキャ

ラクターを使いながらわかりやすくアピールす

る、いろんな取り組みをしておりましたが、こ

の法律の施行後に策定される国の基本方針など

を踏まえ、消費者教育推進計画の策定、さらに

はさまざまな一層の啓発活動に取り組んでまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いしておきます。

次に、環境対策について伺っていきます。

今月４日の宮崎日日新聞に、「旧都井岬観光

ホテルの競売中止 ＰＣＢ地下保管要因か」と

の記事が掲載をされておりました。ＰＣＢ（ポ

リ塩化ビフェニル）については、昭和47年の生

産・使用の中止などの行政指導を経て、昭和50

年に製造・輸入が原則禁止されておりますけれ

ども、改めて、最終的な処分に至るまでには長

い年月が必要であるということを知ったところ

でございます。そこで、このＰＣＢに関して２

点伺いたいと思います。

まず１点目、最近、ＬＥＤ照明機器が急速に

普及しておりますけれども、それに伴って蛍光

灯安定器の廃棄もふえていると聞いておりま

す。ＰＣＢを使用した蛍光灯安定器について、

県内における保管届け出の状況はどのように推

移をしているのか。あわせて、全国的には分解

あるいは解体が行われているとも仄聞するとこ

ろでありますけれども、本県において不適正な

保管が行われていないか、環境森林部長に伺い

ます。
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○環境森林部長（堀野 誠君） 昭和47年８月

以前に製造されました業務用の蛍光灯器具の安

定器にはＰＣＢが含まれているものがありま

す。平成13年に制定されました「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法」に基づきまして、ＰＣＢ廃棄物の保

管事業者は、適正に保管し、その状況等につい

て毎年、県などに届け出ることとされておりま

す。安定器については、平成13年度は県全体

で90事業者、約３万7,000個が保管されておりま

したが、安定器の処理が開始された平成22年度

には、73事業者、約１万8,000個と大きく減少し

ております。県といたしましては、毎年、全て

の保管場所への立ち入りを行い、保管状況を確

認し、適正保管について指導しているところで

あります。なお、平成22年度に安定器の分解事

例が１件ありましたが、調査の結果、ＰＣＢの

漏れなどの問題はありませんでした。

○新見昌安議員 ２点目ですけれども、東日本

大震災の被災地においては、保管されていたＰ

ＣＢ廃棄物のうち、トランスが41台、コンデン

サ159台が保管場所にない、すなわち流失してい

たそうであります。そこで、東日本大震災後、

県においてはＰＣＢ廃棄物の保管状況を再確認

したのかどうか、同じく環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） ＰＣＢ廃棄物

については、安定器のほかにも、平成22年度で

高圧トランスが約110台、高圧コンデンサが

約340台保管されております。本県では毎年、全

ての保管場所への立ち入りを行い、保管状況を

確認しているところであります。東日本大震災

ではＰＣＢ廃棄物が流失した事例も聞いており

ますので、そのようなことにも留意しながら、

今後とも適正保管について指導、啓発に努めて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 保管状況については問題な

かったというふうに受けとめました。安心いた

しました。

次に、動物愛護について伺います。

質問冒頭、映画の話をしましたが、今度も映

画から入ります。知事は、地元宮崎を舞台にし

た映画「ひまわりと子犬の７日間」を支援する

会の、これまた名誉会長に就任されました。こ

れはマスコミで報道されたとおりであります。

主演は宮崎南高校出身の堺雅人さん、共演者の

一人は、某テレビドラマで妖艶な花魁役が適役

だった中谷美紀さんだそうですけれども、宮崎

の動物保護管理所に保護された母犬が子犬を必

死に守る姿に心を打たれた職員が、殺処分から

守ろうとする物語であります。ところで、この

映画に挿入されているかどうかは、まだ見てい

ないのでわかりませんけれども、数年前、この

「ひまわり」と名づけられた母犬を歌った、ま

さしく「ひまわり」という曲がつくられまし

た。この曲は、宮崎に拠点を置くある会社の社

長が作曲され、宮原彩という歌唱力抜群の歌手

が歌っています。これは宮崎ではなかったと思

うんですが、「誰も知らない泣ける歌」という

テレビ番組でも取り上げられるほどの名曲であ

りました。これは紹介をしておきます。

この映画は、来年３月に全国公開されること

になっております。これについてもヒットする

ことを願っておりますし、動物を愛する心が醸

成される一つのきっかけになればと思っており

ます。また、折しも、改正動物愛護管理法が先

月の29日に参議院本会議で成立をいたしまし

た。この第35条第４項には、「殺処分がなくな

ることを目指して」というふうに明記されてお

ります。この点は高く評価するところでありま
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す。そこでまず、知事は動物愛護についてどの

ように考えておられるのか、見解を伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、紹介のありました

「ひまわりと子犬の７日間」という映画でござ

います。お話のように、宮崎で実際に起こった

実話をもとにということでありまして、命と

しっかり向き合っていかに考えていくかとい

う、家族のきずななどいろんなものが描かれる

映画であると伺っておるところでございます。

私はこの映画が、口蹄疫が発生をして、経済動

物とはいえ、家族同然のきずなを持って大切に

育ててきた30万頭という命を奪わざるを得な

かった、あの大変な経験、思いをした宮崎から

生まれたということに、大変意義があるのでは

ないかと思っております。このような映画を多

くの県民の皆様にも鑑賞していただくことによ

り、改めて命の大切さ、動物とのきずなを大切

にする、また感謝の念を持って接するという

心、まさにそういう動物愛護の心を高める契機

にもすることができればと、大いに期待をして

おるところでございます。

○新見昌安議員 知事の思い、よくわかりまし

た。ありがとうございます。

次に、犬・猫の引き取り及び犬の捕獲、犬・

猫の譲渡及び犬の返還についてはどういう状況

か、最近の傾向はどうなっているか、福祉保健

部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成23年度の

宮崎県全体の犬の捕獲頭数が1,471頭、引き取り

頭数が732頭で、合計2,203頭でございます。そ

のうち返還が500頭、譲渡が680頭となっており

ます。一方、猫につきましては、引き取り頭数

が2,410頭で、そのうち265頭を譲渡しておりま

す。ここ数年における犬の捕獲・引き取り頭数

は減少いたしておりまして、返還・譲渡数は増

加をしております。また、猫につきましても、

引き取り頭数は減少し、譲渡数は増加をしてお

ります。これは平成20年度から実施しておりま

す「命の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポート事

業などの効果によるものと考えております。

○新見昌安議員 譲渡推進サポート事業の効果

に加え、ひまわりの家のスタッフの皆さんの御

尽力のたまものでもあるというふうに思いま

す。

ところで、平成20年に策定された県の動物愛

護管理推進計画によりますと、現在の動物保護

管理所は、「元来、「狂犬病予防法」及び「宮

崎県犬取締条例」で捕獲抑留した犬を管理する

施設であり、動物愛護の観点からみると不備な

部分が多いのが現状です」、このようにありま

す。また、総論の「計画の位置づけと性格」に

おける記述の中で、なお書きとして次のように

あります。「なお、中核市である宮崎市は、そ

の権限に基づき独自に動物愛護管理業務を実施

していますが、この計画を実施するにあたって

は、県と宮崎市とが連携をとりながら計画に基

づく施策を実施し、県全体として一体性を持っ

た施策を推進していきます」、このような記述

であります。本年６月の宮崎市議会において、

我が党の議員がセンター設置について質問をし

ております。また、宮崎市の県に対する提案・

要望書にも、本年もセンターの施設整備の推進

について要望が上がっております。県として

も、県都宮崎市と連携をとりながら、動物愛護

センターを、もうそろそろ腹を決めて設置して

もいいのではないかと思いますが、知事の前向

きな答弁をぜひともお願いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この動物愛護センター

は、動物愛護行政の中核施設ということで、現
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在26の都府県において設置をされている、犬、

猫の適正譲渡を初め、しつけ、負傷動物の治療

など、各種の動物愛護事業における総合的な取

り組みがなされる施設でございます。今月に

は、「動物愛護及び管理に関する法律」の一部

が改正をされて、都道府県等におきましても、

犬や猫について殺処分がなくなることを目指し

て譲渡努力をするよう明記されたという状況も

ございます。動物愛護行政をより一層推進する

ため、この動物愛護センターは大変有効な施設

であると考えておりますので、今、御指摘があ

りました中核市である宮崎市の取り組み、しっ

かりと連携を図りながらそのあり方について検

討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。最後

の「検討してまいりたい」という表現でもわか

りましたが、前向きに取り組もうという知事の

強い決意がかいま見えました。よろしくお願い

をしておきます。

次は、教育行政についてであります。

まず、ひきこもりについて伺いたいと思いま

す。この問題については、県議会でも何回か取

り上げられております。ひきこもりへの対策が

重要であるという認識は共通していると思って

おります。まず、県としてひきこもりの状況を

どのように認識しているのか。また、どのよう

に対応しているのか。これは知事の見解を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 近年問題となっており

ますひきこもり、不登校など、社会生活を円滑

に営む上で困難を抱える子供や若者の問題は、

大変深刻になってきている、放置できない重要

な問題であると認識をしております。県におき

ましては、ことし８月に、福祉、雇用、教育な

どさまざまな分野の支援機関・団体が連携した

支援を行うために、「宮崎県子ども・若者支援

地域協議会」の組織を設置したところでありま

す。また、来月１日には、さまざまな相談を受

け付けまして必要な情報の提供や助言を行うと

ともに、必要に応じて適切な支援機関に誘導を

行う総合的な相談窓口としまして、「宮崎県子

ども・若者総合相談センター」を開設すること

としております。このような組織を立ち上げ、

またセンターを立ち上げ、施設を立ち上げとい

うことでしっかりとサポートしていきたい。こ

れからの宮崎を担う子供や若者が、夢や希望を

抱いて心身ともに健やかに成長していけるよ

う、関係機関と連携を図りながら、この問題に

ついても前向きにしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

厚生労働省が平成21年に創設した「ひきこも

り対策推進事業」というものがありますが、こ

れによりますと、ひきこもりに特化した第１次

相談窓口の機能を有する「ひきこもり地域支援

センター」を、各都道府県、政令指定都市に整

備するというふうにあります。このセンター

は、引きこもり状態にある本人や家族が、地域

の中でまずどこに相談したらいいのかを明確に

することによって、より支援に結びつきやすく

することを目的として、そこに配置される「ひ

きこもり支援コーディネーター」を中心に、電

話、来所、訪問などによる相談に応じるととも

に、保健所や医療機関、地域若者サポートステ

ーションなどの地域における関係機関とのネッ

トワークの構築や、ひきこもり対策に関する情

報を広く提供する役割を担うというふうにあり

ました。この設置状況を見てみますと、本年６

月29日現在で、都道府県で21府県、九州では福

岡、大分、鹿児島の３県が設置済みでありま
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す。このほかにも政令指定都市を合わせる

と、36あったと思います。この件については本

年３月、設置推進についての各自治体向けの担

当課長会議で、厚生労働省から情報発信が行わ

れたとも聞いております。このようなひきこも

りに特化した「ひきこもり地域支援センター」

を、本県でも設置すべきではないかと考えます

けれども、県の考えを福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では従来か

ら、精神保健福祉センターや保健所において、

精神疾患を患った方を中心に、ひきこもりの本

人やその家族にする相談等を実施しているとこ

ろでございます。また、平成23年度からは新た

に、精神保健福祉センターにおいて思春期精神

保健診療相談を開始し、医療的な対応が必要な

方への支援の充実を図ったところでございま

す。さらに、ひきこもりを含めさまざまな困難

を抱えた子供、若者に関する総合的な相談窓口

といたしまして、来月、ただいま知事が申し上

げました、子ども・若者総合相談センターを開

設することにしております。これは、議員が

おっしゃいました国の要綱ではなくて、法律に

基づくセンターを優先したという考えでおりま

す。このため、このひきこもり対策につきまし

ては、精神保健福祉センターや子ども・若者総

合相談センターなど、関係機関が連携を図りな

がら対応してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 答弁にありました、来月開設

予定の子ども・若者総合相談センターは、さま

ざまな相談を一元的にワンストップで受けられ

るメリットがあると思います。反面、支援ネッ

トワークの概要図を見る限り、いろんな機関が

たくさんあって複雑じゃないか、相談内容に

よっては、たらい回しにされるケースも発生す

るのではないか。これについてはまだ開設前な

ので、これが杞憂に終わればいいわけですけれ

ども。その点、ひきこもりに特化したセンター

で、ひきこもり専門のコーディネーターが集中

的に対応する、そのメリットは大きいものがあ

るんじゃないかと思います。検討をお願いした

いと思います。

ところで、今回、ひきこもりや不登校につい

て調べる中で初めて、中卒の認定試験があると

いうことを知りました。本県における23年度の

中卒認定試験の状況はどうだったか、教育長に

伺います。

○教育長（飛田 洋君） 中学校卒業程度認定

試験は法律で決まっておりまして、病弱などや

むを得ない理由によって、保護者が就学をさせ

る義務を猶予または免除された子供などについ

て、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認

定するために国が行う試験であり、合格いたし

ましたら高等学校の受験資格が与えられること

になっております。本県での受験状況は、過去

５年間を見ますと、今おっしゃったように23年

度だけ受験があっているんですが、23年度に２

名の方が受験をなさっております。

○新見昌安議員 同様に、平成17年にスタート

した高卒認定試験がありますが、この受験状況

はどうだったか、同じく教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校卒業程度認

定試験は、法律の規定によって、高等学校を卒

業していないなどのため大学等の受験資格がな

い人に対して、高等学校卒業者と同等以上の学

力があるかどうかを認定する試験であります。

合格者には大学、短大、専門学校の受験資格が

与えられます。また、高等学校卒業と同等以上

の学力があるものとして認定され、就職、資格

試験などにも活用することができます。本試験
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は、年に２回、８月と11月に文部科学省が主催

で実施されており、本県でも実施会場があるん

ですが、本県におきましては、この制度が導入

された平成17年度以降、毎回100名程度の方が受

験しておられます。

○新見昌安議員 大学入学資格検定、いわゆる

大検はよく知られているところでありますけれ

ども、高卒認定試験は、スタートからさほど

たっていないこともあって、余りこの存在が知

られていないのではないかと思います。どのよ

うに知らしめているのか、これも教育長に伺い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校卒業程度認

定試験の周知についてでありますが、まず、文

部科学省において、ホームページ等で広報され

ております。県教育委員会といたしましては、

テレビの広報番組で、次回の試験について紹介

することを予定しております。また、年度当初

に、文部科学省が作成する受験案内とパンフ

レットを各高等学校に配付するとともに、高卒

認定試験を含めたさまざまな進路の選択肢を紹

介した資料を作成して、県立学校長会等で説明

して、適切な対応や必要な人に情報提供を行う

よう指導しているところであります。これらの

ことを踏まえ各高等学校では、進路相談を行う

際などに必要な生徒に対して制度について紹介

しているところであります。今後とも、このよ

うな方法で周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

引き続き、教育問題であります。昨日も宮原

議員が取り上げておられましたが、医師不足、

看護師不足ともに深刻であります。今年度の

「みやざきの提案・要望」を見てみると、医師

確保対策としてさまざまな取り組みを展開して

おられますが、その中で、「危機的な状況」と

表現されている地域医療について、その現実を

中高生にどのように教えておられるのか、教え

る場面があるのか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 中学生や高校生が医

療を学ぶ機会といたしましては、県教育委員会

が実施しております「科学夢チャレンジ事業」

の取り組みの中に、宮崎大学と連携して医療分

野を学ぶ講座を設けております。その講座で

は、宮崎大学医学部におきまして、ドクターヘ

リの内部装置を見学したり、最先端の医療機器

を操作しての救命模擬体験を行ったりいたして

おります。また、県立の高校や中学校では、大

学教授や医師・看護師を招いて、医療現場の実

情や仕事のやりがいなどについて話を聞く機会

を設けております。さらに、地域の病院等と連

携して、先端医療の現場の見学、あるいは実際

に手術着をまとって、医療体験活動を行ってい

る学校もございます。本県の地域医療を担う人

材を育成することは極めて大切だと認識してお

りまして、今後とも力を入れて取り組んでまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁にあったように、県

の教育委員会では、中高生などに医療や工業、

農業などの職業を体験させる「科学夢チャレン

ジ事業」を実施されておりますけれども、医師

や看護師の将来の確保のために、高校よりも早

い段階、すなわち、将来、医師や看護師になる

ことを夢見ている中学生を対象に、医療に特化

した事業を別途展開してはどうかと考えます

が、これについては福祉保健部長に伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 医療分野の職

業体験でございますけれども、県では、医師を
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目指す県内の高校生を対象として、平成18年度

から宮崎大学医学部と連携いたしまして、医学

部教授による講義や医学生とのディスカッショ

ンなどを内容とする宮崎大学医学部講座を実施

し、平成23年度は167名の参加をいただいており

ます。また、看護師に関心を持つ高校生に対し

ましては、県内の病院、施設等において、足浴

や洗髪、食事介助など、実際に看護を体験する

機会を提供する「ふれあい看護体験」を実施し

ておりまして、平成23年度は567名の参加をいた

だいているところでございます。御質問のあり

ました、中学生を対象とした事業については実

施しておりませんけれども、今後、中高生等を

対象とした事業全体のあり方について、教育委

員会や宮崎大学医学部とも協議しながら、検討

を行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 教育行政の最後に、いじめ問

題について伺いたいと思います。おととい文部

科学省から、平成23年度「児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果が公

表されたところであります。その内容について

は、既に新聞でもかなり詳しく報道されており

ますし、代表質問等でも出てきておりますの

で、ここでは重ねて触れませんけれども、中学

校の不登校生徒数が、残念ながら前年度より32

人増加しているほかは、いじめを初めとしてそ

の他の問題行動についても、前年度より人数は

減少しているようであります。しかしながら、

大津市の中２自殺事件以来、文部科学省の「24

時間いじめ相談ダイヤル」への相談が急増して

いるとの報道も、先般耳にしたところでありま

す。そこで、「24時間いじめ相談ダイヤル」な

ど、いじめに関する電話相談件数はどのような

状況か。また、その相談体制はどうなっている

のか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 電話相談につきまし

ては、平日の午前８時半から午後９時までは、

県教育研修センターに「ふれあいコール」を設

置しており、平成23年度の相談件数につきまし

ては1,170件で、そのうちいじめに関するものは

延べ32件でありました。また、ＮＰＯ法人へ委

託しております専用電話の相談件数は230件で、

そのうちいじめに関するものは、昨年度は延べ

８件でありました。相談体制につきましては、

今年度は毎週土曜日と日曜日の午前９時から午

後９時まで開設しているところであります。午

後９時以降につきましては、中央児童相談所や

県警本部の協力を得ながら、24時間相談できる

体制をとっております。これらのことを含めま

して、本県における主な電話相談機関について

はカードにして、全県下の小中高の児童生徒に

配付し周知しているところであります。

○新見昌安議員 大津事件以降についても確認

したところ、まだそんなに相談件数はふえてい

ないということで、安心はしているところであ

ります。また、この体制については、しっかり

これからもやっていっていただきたいと思いま

す。

いじめ問題と向き合うには、いじめの本質を

見抜く感性を養うことも大事じゃないかと思い

ます。これは一朝一夕にはなかなかできませ

ん。それぞれの学校においては、いじめに対す

る蓄積されたノウハウなどもあって、それにつ

いてはきちっと継承されているとは思いますけ

れども、経験の乏しい若い教員に対してどのよ

うな指導が行われているのか、同じく教育長に

伺います。

○教育長（飛田 洋君） 経験の浅い、例えば

新任教師に対しましては、各学校におきまし

て、子供たちと向き合う実際の場面の中で、管
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理職や経験豊富な教職員が、いじめはもとより

さまざまな問題に的確に対応できるよう、場面

場面で具体的な指導を行っております。さら

に、県教育委員会におきましては、初任者のた

めの研修資料という初任者の手引をつくってい

るんですが、その中にいじめについての基礎的

な知識や対応の仕方を載せて、そのことを周知

しておりますとともに、市町村教育委員会とも

連携しながら、望ましい集団づくりやいじめ問

題への対応のあり方などについて研修を行い、

資質の向上を図っているところであります。

○新見昌安議員 いじめ問題については、つま

るところ、「いじめる側が100％悪い」という意

識を全ての子供たちが育むように指導すること

が肝要であります。その取り組みについて教育

長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 現在、各学校におき

ましては、「いじめはいかなる理由があろうと

人の尊厳を侵す卑劣な行為である」という認識

を全ての教職員が強く持ちながら、全教育活動

を通じて、「いじめは絶対に許されない行為で

ある」という指導の徹底を図っているところで

あります。例えば、道徳の時間、学級活動の時

間、ロングホームルームの時間などにおいて、

具体的な事例などを取り上げながら、いじめ

は、ひきょうで恥ずべき行為であり、決して許

されないという指導を丁寧に行っております。

あわせて、いじめが発生した場合には、いじめ

た子供に対して毅然とした対応を行うととも

に、変容が認められるまで粘り強く指導を行っ

ているところであります。

○新見昌安議員 くれぐれもよろしくお願いを

しておきます。

最後に、警察行政について何点か伺っていき

たいと思います。

報道によりますと、県内における覚せい剤取

締法違反容疑による摘発が、最悪ペースで急増

しているということでありました。これまでに

も数々の対策が講じられてきたにもかかわら

ず、一向にその成果が見えない、これは残念な

ことであります。県内における薬物事犯の検挙

件数等について、警察本部長に伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（加藤達也君） 県内におきまし

ては、本年８月末現在で、覚醒剤事犯が64

件、48人、大麻事犯が８件、７人の合計72

件、55人を検挙しております。対前年同期比で

は、覚醒剤事犯が10件、13人の増加、大麻事犯

が５件、３人の減少で、覚醒剤事犯につきまし

ては、検挙件数、人員いずれも過去５年間で最

高となっております。特徴としましては、例

年、暴力団関係者が全体の約半数を占めている

のに対し、本年は約25％であり、暴力団関係者

以外の無職者や会社員等がふえております。警

察としましては、今後とも、薬物事犯の取り締

まりを徹底するとともに、関係機関との連携を

図りながら、薬物乱用の防止に取り組んでまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 一方で、麻薬に似た幻覚症状

を引き起こすにもかかわらず、規制するのが難

しい、結果、薬物乱用につながりかねない、い

わゆる脱法ハーブが若者を中心に広まってお

り、都市部においては吸引による事故が多発す

るなど、社会問題ともなっております。これら

は店頭のみならず、インターネットを利用して

販売されているという実態があります。本県に

おける状況はどうなっているのか。これは福祉

保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 脱法ハーブ

は、麻薬や大麻などの規制薬物に似せてつくら



- 119 -

平成24年９月13日(木)

れた物質が含まれていながら、法律上規制され

ていないことを理由に、合法ハーブなどと称し

て販売をされております。県では本年６月に入

りまして、合法ハーブとしてハーブやお香を販

売している業者を１店舗確認しており、脱法ハ

ーブ商品の販売自粛を要請しているところでご

ざいます。全国的にインターネットを利用した

販売業者が多数ありますことから、県内におけ

る購入状況の把握は困難でありますが、脱法ハ

ーブは、乱用者の健康に影響を及ぼすおそれが

あるだけではなく、より強い快感や多幸感を求

め、麻薬や覚醒剤などの薬物乱用の契機となる

ことが懸念されており、また、全国的には乱用

者による交通事故も発生をしております。この

ため県といたしましては、関係機関・団体と十

分な連携を図りながら継続的な監視指導を行う

とともに、薬物乱用防止教室の開催などの啓発

活動に努めまして、脱法ハーブを含む薬物乱用

の防止を図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 薬物乱用を防止する特効薬は

なかなかないと思います。それぞれの答弁にあ

りましたように、お互いしっかり連携をとって

いただきながら、啓発を初め地道に取り組んで

いっていただきたいと思います。また、国に訴

えるべきはしっかり訴えて、規制の強化などに

も取り組んでいただきたいと思います。

最後に、警察本部長に伺います。昨年９月議

会において、警察署、交番、駐在所等における

ＡＥＤの設置状況を伺ったところであります。

結果、警察本部や県下13の警察署に合わせて20

台は設置してあるけれども、172の交番等施設へ

の設置はゼロということでありました。一度に

全施設設置は予算的には難しいかもしれない

が、できるところから設置を進めていくべきで

はないかと、去年訴えたところであります。交

番・駐在所へのＡＥＤ設置に向けた取り組み状

況を確認させていただきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） ＡＥＤにつきま

しては、警察本部、各警察署などに合計20台を

設置しておりますが、交番・駐在所には設置し

ておりません。市街地を管轄する交番・駐在所

は、周辺の学校、病院、福祉施設などに相当数

のＡＥＤが設置されておりますので、その必要

性は比較的低いのではないかと思われます。一

方、山間部を管轄する駐在所については、周辺

にＡＥＤを設置した学校、病院などが少ないと

ころもあることから、県などの関係機関と協議

をしてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほど述べたように、今回、

防災士養成研修を受講しましたけれども、当然

のごとくＡＥＤを使用しての研修も行われたと

ころであります。日本全国、救急救命研修など

では今は必ず使うものであります。確かに導入

当初は珍しい機械であったＡＥＤでありますけ

れども、今は誰でも知っている、誰でも使える

ものになっております。しかも人の命を救える

機械であります。一般人が使える人の命を救う

機械はめったにないと思います。公的な施設に

は大抵設置してあります。交番・駐在所は公的

施設だと思っております。田舎の町で人が倒れ

たときに、駐在さんのところに行けばＡＥＤが

ある、これがどれだけ地域の方々の安心感につ

ながるでしょうか。交番・駐在所は地域の、特

に田舎においては安全・安心の拠点でありま

す。ぜひこの点に思いをいたして、設置に向け

て前向きに取り組んでいただきたいと強く要望

いたします。この点については、財政課長、総

務部長、よろしくお願いをいたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）
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○外山三博議長 ここで休憩をいたします。

午後２時20分休憩

午後２時40分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、社会民主党宮崎県議団、鳥飼謙二議

員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 代表質問の

最後でございます。社民党県議団を代表しまし

てお尋ねしたいというふうに思います。再三墜

落事故を起こし、その危険性が指摘されている

米新型輸送機オスプレイの沖縄県宜野湾市普天

間飛行場配備に反対する県民大会が先日開かれ

ました。県議会各会派や県商工会連合会などで

つくる実行委員会が開催したもので、10万人の

県民が参加したと報道されています。その会場

で、作家の佐藤優さんは、「今回の大会は、本

土の沖縄に対する構造的差別を告発している点

がこれまでと違う。差別している側がそれに気

づいていないのが問題だ」と語っています。配

備をされれば、延岡市など本県北部での低空訓

練が行われ、県民も危険にさらされることが予

想されます。なぜ日本政府はこれほどまでに米

国に対して屈辱的とも言える対応をとるので

しょうか。ところで、最近、元外務省国際情報

局長、そして防衛大学校教授をしておられた孫

崎享さんが、戦後67年間の日米関係を敗戦直後

から分析した「戦後史の正体」という本が発刊

されました。ジャーナリストの岡留安則氏は、

「講和条約締結時には、米国は日本から「我々

が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だ

け駐留させる権利」を勝ち取ったのである。外

交的に言えば、吉田茂に代表される米国追従の

流れがこのときに形づくられ、重光葵や芦田均

などの対米自主派が切り捨てられていく。その

最後の首相が政権交代をなし遂げた鳩山由紀夫

氏である」と語っています。眼前の事象に目を

奪われるのではなく、背景をしっかりと見抜

き、先見性を持った政治を展開することが今、

求められているのではないでしょうか。それで

は、通告に従い順次質問してまいります。壇上

で４問質問いたします。

第１に、知事の政治姿勢についてでありま

す。

暑かった夏が終わろうとしています。九州電

力は計画停電もあり得るとしていましたが、県

民や事業者の節電等の協力もあり、そのような

事態は発生せず、危機的状態もありませんでし

た。原発の再稼働がなくても電力は足りること

が実証されたのであります。そして、再び９

月11日を迎えました。東日本大震災、原発震災

発生後１年６カ月を経過したにもかかわらず、

事業所が再開できなかったり、ふるさとに帰れ

なかったりする人々が、復興にもがき苦しむ姿

が先日も報道されていました。今、原発震災を

想定外とした政府の対応に、国民の不満は最高

潮に達しています。このような中で、とりわけ

３・11以降、知事は県政の最高責任者として、

国や他県の動向を見守るという発想を転換し、

県民の命と暮らしを守るために、県政の最先端

に立ち、リーダーシップを持って行動すること

が求められています。大飯原発の再稼働につい

て、６月議会での私の質問に対して、「野田首

相が総合的に考慮の上、判断したものであり、

今後、国民の安全確保を最優先に、国民的な議

論とともに国の動向を十分に注視する」と答え

られておりますが、このような姿勢こそ改めら

れるべきではないかと思うのであります。そこ

で、新エネルギービジョンについてでありま
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す。新エネルギービジョンについては、新エネ

ルギーのみではなく、天然ガス発電等も含めた

総合エネルギー計画とすべきではないかと指摘

したところですが、現在の進捗・検討状況につ

いてお尋ねいたします。

次に、道州制と九州広域行政機構についてで

あります。

2008年５月、九州経済連合会や九州知事会で

構成する九州地域戦略会議は、「国は外交や防

衛などに限定し、教育や福祉など内政全般は道

州、市町村が主体となる」とし、「高速道路の

路線指定や維持・補修事業や学習指導要領は九

州がつくり、教育課程は市町村がつくる」な

ど、詳細な役割分担まで踏み込んだ九州モデル

を発表しました。また、2010年10月、九州知事

会は、国の出先機関の原則廃止の受け皿とし

て、九州広域行政機構の設立を目指すことで合

意し、今日に至っています。知事はこれまでの

答弁で、道州制については、「国民生活に大き

な影響を及ぼすものであるが、国民的議論は進

んでいない。しかしながら、地方分権を進める

有効な選択肢の一つである」と答弁され、ま

た、九州広域行政機構については、「道州制と

は切り離して検討を進めるもので、財源の確保

や各県間の利害調整などの懸念が解消されるこ

とが大前提であり、本県に軸足を置いて判断す

る」と答弁しておられます。道州制や機構が導

入されると、道路や鉄道などのインフラ整備が

極端におくれている本県の現状が放置されるの

ではないかと大変心配しています。このような

中で、昨日、地方交付税制度の廃止や消費税の

地方税化、最終的には道州制を目指すとして、

維新八策を掲げた日本維新の会が発足しまし

た。私は、地方を切り捨てて、大都市中心の繁

栄を図るものであるとして、大変大きな危惧を

抱いておりますが、維新八策についての知事の

見解をお尋ねします。

次に、教育問題についてお尋ねします。

子供がみずから命を絶つ事件が後を絶ちませ

ん。大津市のいじめ自殺事件に見られるよう

に、学校におけるいじめなどが大きな社会問題

となっています。また、不登校、教師や児童生

徒に対する暴力事件などを見るとき、学校が子

供たちにとって安全な場所でなくなっているの

ではないかと大変危惧されます。一連の質問を

するに当たって、宮崎市内の数校の中学校や関

係機関でお話をお聞きしました。ある校長先生

は、「私は日付を抜いた辞表を準備していま

す。きょうは体罰についての研修を予定してい

ます」と話しておられました。また、提出物が

多く、自己評価や学校評価制度などにより、子

供と向き合う時間が少なくなっているのではな

いでしょうか。平成17年が最後となった県教委

の教職員の勤務に関するアンケート調査による

と、「授業や児童生徒と接すること以外の業務

が多く、教職員のほぼ８割が忙しいと感じてい

る」とされています。これでは本末転倒ではな

いでしょうか。学校現場での必死の取り組みの

一方、教師も追い込まれているのではないで

しょうか。このような中、本県では教職員の不

祥事が相次ぎ、県教委は、懲戒処分者の氏名・

学校名の公表基準を免職から停職６カ月以上と

するようですが、その考え方について、教育長

にお尋ねします。

壇上での最後に、生活保護についてでござい

ます。芸能人の母親が生活保護を受給している

のは、不正受給なのではないかと週刊誌が取り

上げ、国会でも議論されたことで、生活保護に

対する社会的関心が高まっています。勤労者の

４割に迫る非正規社員、景気の低迷による派遣
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社員の首切りなどもあり、生活保護の被保護世

帯は150万世帯を超え、被保護者数は210万人と

急増しています。本県においても、平成23年度

厚労省速報値で、保護世帯数１万2,655世帯、保

護費総額267億6,889万円、保護率15.04パーミル

となっています。小宮山厚生労働大臣は国会

で、「経済的余裕がある受給者の親族には保護

費の返還を求める」「扶養できない場合は、扶

養が困難な理由を証明する義務を課す。親族が

扶養を果たすような仕組みを検討する」などと

答弁しておられますが、生活保護を受給するこ

とに対するプレッシャーが強くなっているよう

であります。最後のセーフティーネットとして

適切に機能しなくなるのではないかと懸念され

るのですが、現状をどのように認識しておられ

るのか、知事にお尋ねします。

以上、壇上から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、新エネルギービジョンについてであり

ます。現在、見直しを進めております新エネル

ギービジョンについては、「環境・新エネルギ

ー先進地づくり」の実現に向けまして、太陽光

やバイオマスなど、本県の豊富な地域資源を活

用した新エネルギーの導入促進を図る指針とし

て策定しているものであります。進捗状況につ

きましては、これまで学識経験者などから構成

される「宮崎県新エネルギービジョン策定検討

委員会」を２回開催しまして、骨子の検討など

を行ってきたところであります。今後は、国が

策定します予定のエネルギー基本計画を踏まえ

るとともに、市町村との意見交換やパブリック

コメントなどを行いながら、新たなビジョンを

策定することとしておるところでございます。

次に、維新八策についてであります。維新八

策の具体的な内容について、全て網羅的に、ま

た詳細に検討しているわけではございません

が、例えば、地方交付税の廃止と消費税の地方

税化というものが掲げられております。これに

ついて考えますと、例えば、地方消費税につき

ましては、比較的偏在性の小さい税ではありま

すが、その税収は都市部と地方で大きな差があ

ります。単に消費税の全額が地方消費税となっ

たとしても、税率で調整をし切れるほどの格差

ではない、必ず格差が残る、財政力格差は大き

なものが残る。それを、今まで財源の不均衡を

調整して財源を保障しておりました地方交付税

を廃止した上で、どのような形でその機能とい

うものを、調整機能、財源保障機能というもの

を担保するのか、そこをしっかりと制度構築す

ることが重要ではないかなというふうに思って

おるところでございます。いずれにいたしまし

ても、維新八策とは別にしまして、ここ10年の

国政の動きを見ますと、いろんな形の閉塞感の

中で、さまざまな制度の改革なり見直しを求め

る動きというものが、いろんな形であらわれて

きたというふうに思っておるところでございま

す。もちろん改革する、それにチャレンジする

ことは大事なことですが、その改革をして制度

を変えた上で、それを国民福祉の向上につなげ

ていくんだと。今、交付税と消費税の話で申し

上げましたが、その変えた結果、実際に国民福

祉の向上に結びつけていく、そのような制度設

計なり議論、また実践というものが大変重要

じゃないかと、そのように受けとめておるとこ

ろでございます。

最後に、生活保護の状況についてでありま

す。生活保護制度は、生活に困窮する全ての国

民に対しまして、健康で文化的な最低限度の生
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活を保障する制度でありまして、我が国の社会

保障制度における最終的なセーフティーネット

として、大変重要な役割を果たしております。

本県における生活保護世帯につきましては、平

成20年度から受給者が急増しております。リー

マンショック等による経済低迷、景気低迷の影

響を大変受けておるところでございまして、厳

しい雇用経済情勢、長引く景気の低迷などの影

響が出ておるところでございます。県としまし

ては、基本的な考え方として、「保護を受ける

べき人が受け、保護を受けてはならない人は受

けない」、この考え方を堅持いたしまして、生

活保護の適正実施を図るとともに、就労支援に

努め、生活保護世帯の自立に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

懲戒処分等の公表基準についてであります。

県議会等からの御意見や他県の状況等を踏ま

え、不祥事を抑止し、県民への説明責任を果た

せるよう、見直しの検討を行っているところで

あります。見直しの方向性といたしましては、

氏名・学校名の公表について、従来の免職に加

えて公表を拡大するかどうかを検討することを

考えております。また、学校の所在について、

現在７つの地域による公表としておりますが、

市町村教育委員会の責任を明確にする上から、

さらに細かな区分での公表へ変更するかどうか

の検討等を考えております。以上であります。

〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 それぞれお答えをいただき、

ありがとうございました。

まず、知事の政治姿勢についての再質問であ

ります。

私が指摘したように、その範囲を出ないのか

なというふうに思います。いろんな制限といい

ますか、あるのは承知しておりますけれども、

そこを一歩踏み出すことが、知事の政治姿勢と

しては求められているのではないか。原発に対

する姿勢も、今、国の方向性は脱原発依存とい

うことで、2030年代にゼロにしようというよう

な動きになってきています。ですから、こうい

う動きを先見性を持って発信していくというこ

とに、いろんな意味で知事のリーダーシップが

求められているんじゃないかということで、ほ

かの各議員からもいろんな問題で出たというふ

うに思っておりますので、御理解をいただきた

いと思っています。今回のそういう新エネルギ

ービジョンということであれば、やはり私とし

ては、総合エネルギー政策としての主体性を

持ったものをつくっていくべきではないかとい

うふうに思っているんですけれども、それにつ

いて、再度お答えをいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） エネルギー全般を視野

に入れながら、総合エネルギー政策をという御

提言であります。そのような問題意識を持っ

て、さまざまなデータも収集しながら議論する

ことは、大変重要なことであるというふうには

考えておるところでございますが、例えば、九

州のエネルギー需給につきましては、九州全域

で調整されております。また、九州を越える広

域から電力の融通もされているというような状

況でございますので、エネルギー需給に関する

本県独自のエリアに限った計画というのは大変

難しいのではないかということでございます。

国の「エネルギー政策基本法」におきまして

も、国がエネルギー需給に関する責務を有し、

地方公共団体は、国に準じて、その区域の実情

に応じた施策を行うべきというふうなこともご
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ざいますので、しっかりとそういう役割分担を

踏まえた上で─ただ、御指摘の趣旨も踏まえ

ながら、総合的な観点の検討というのも一方で

は必要だというふうに考えておるところでござ

いますが─しっかりと新エネルギービジョン

の策定をしてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 困難性は認めつつも、それに

近づける努力をぜひお願いしたいと思います。

それから、副知事２人制につきましては、次

回に回したいというふうに思っていますので、

よろしくお願い申し上げます。

次に、道州制と九州広域行政機構について再

質問をいたします。

その中で、今いろいろお尋ねしましたけれど

も、消費税率が2014年、2015年に、８％、10％

というふうに引き上げられるわけですけれど

も、本県財政への影響はどのようになっていく

のか。また、消費税収入のみで社会保障費用を

捻出すべきでないし、また捻出することも困難

ではないかと思いますので、お尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 整理して答弁します

と、今回の消費税率等の引き上げ分５％のう

ち、地方への配分が、地方消費税分1.2％、消費

税のうち交付税の原資となる分が0.34％という

ことでございます。本県への影響につきまして

は、新たな消費税制度の内容が国において検討

されるわけでございますし、引き上げ分の交付

税の算定方法などにより異なってまいります

が、一定程度、県の歳入が増加するという方向

であります。一方で、本県の社会保障関係費に

つきましては、今年度当初予算では、一般財源

ベースで626億円となっておりまして、今後と

も、毎年度、数十億円単位で増加する見通しと

なっておるところでございます。今回の税率引

き上げに伴いまして、消費税及び引き上げ分の

地方消費税は社会保障財源化されることとなっ

ており、また一方で、社会保障制度改革の内容

につきましては、国民会議において幅広い議論

がなされるということでございますが、今申し

上げましたような、本県においてもふえ続ける

社会保障関係費に対応していくためには、所

得、消費、資産を含めた税制全体としての再分

配機能のあり方について検討していく必要があ

ろうかというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 宮崎税務署管内といいます

か、宮崎県内で収入される国税は、確認しまし

たら、1,818億円ということのようです。県に対

する交付税が1,800億円ぐらいですから、市町村

に対する交付税が1,600億円か1,500億円、

ちょっとアバウトですけれども。そういうこと

になりますと、維新八策に掲げる地方交付税を

廃止し消費税を地方税化する─消費税が493

億、ですから県内では500億ということになって

いるようでございます。そうすると、宮崎県

は、県内の市町村を含めて成り立っていかない

という状況がございますので、これは深刻な問

題だと。やはり日本維新の会が一定程度、発言

権を増してくるだろうということが予測されて

おりますが、地方切り捨てが再度スタートする

んじゃないかなというふうに思っております。

そういう意味では、ぜひ、この問題点というも

のを県としても発信していく必要があるんじゃ

ないかというふうに思っておりますので、その

対応もよろしくお願い申し上げたいと思ってお

ります。

それから、先ほど言われた本県に対する消費

税収の引き上げについては、微々たるものとい

うことで理解してよろしいんでしょうか。答弁

は要りませんけれども、何ぼということをおっ
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しゃらなかったので、消費税増税をした場合、

そんなふうに理解をしているんですけれども、

質疑があったら、次、答弁するときにお答えく

ださい。

それから、本県で、消費税で社会保障経費

約600億を捻出するとすれば、30％以上が必要に

なってくるというふうになるわけですね。です

から、消費税引き上げに対する評価、知事は肯

定的に評価しておられるんですけれども、本県

の知事としての評価をお聞きしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほども答弁しました

ように、本県における社会保障関係費も毎年

度、数十億円単位で増加する、国政全般でも何

千億という、ちょっと正確な数字は今忘れまし

たが、大変な財政需要となって膨れ上がるわけ

でございます。そういう意味では、持続可能な

財政、そして安定的な社会保障制度というもの

を維持していくためには、避けては通れない問

題ではないかというふうに考えております。一

方で、低所得者に対する配慮、または現下の低

迷する経済への影響というものは、しっかりと

見きわめる必要があるというふうに考えておる

ところでございます。

○鳥飼謙二議員 確かに国の財政は厳しいんで

すよね。ですから、消費税が1989年に導入され

て、それ以降、消費税収は230兆円程度だという

ふうに思うんですけれども、その間に免除され

た法人税等は205兆円程度になっていて、実際、

肩がわりをしていると。当然、国税三税の中

で、消費税が上がってきた、その分、所得税、

そして法人税を半減してきた、結果、40兆円程

度の三税の収入になっているわけですから、当

然そうなるわけなんですよね。ですから、やは

りそこを戻していかないと、国家の収入は変わ

らないといいますか、大変な状況は変わらない

わけなんですから、そこはしっかり押さえてお

いていただきたいというふうに思っています。

次に、中小企業においてなんですけれども、

これは引き上げ分が転嫁できないということが

再三言われてまいりました。本県では中小企業

が多いわけですけれども、倒産が増加するので

はないかというふうに懸念しておるんですが、

本県経済への影響をどのように考えておられる

のかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫などの相次ぐ災

害などで疲弊した経済の回復を図っている、そ

の道半ばにある本県にとりまして、今日のデフ

レ不況下での消費税の増税というものは、家計

への負担増による個人消費の落ち込みですとか

企業活動の停滞など、経済への影響ということ

も懸念されるところがございます。また、中小

・零細企業が、製品の納入価格に増税分の価格

を上乗せする、いわゆる価格転嫁が円滑に行わ

れないことなどにより、中小企業などの収益が

悪化する事態を招くということも─いろんな

ことが心配もされるところでございます。した

がいまして、消費税の増税というものは、経済

状況の好転が実施の条件となっておりますの

で、その実施に当たっては、今後、国におきま

して、本県のような地方の経済状況を十分考慮

するとともに、景気対策、低所得者対策、中小

企業等に対する価格転嫁対策などのきめ細かな

措置が十分に講じられる必要があるものと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 経済の好転がと言っているん

ですけれども、余り当てにならないと私は思っ

ているんですね。ぜひ中小企業対策をしっかり

やっていただきたいと思います。

それから次に、九州広域行政機構についてで
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すけれども、インフラ整備が極端におくれてい

る宮崎県でこの機構に参加することは、おくれ

が放置されたままとなるおそれがあると思って

おります。ですから、この機構から抜けるに抜

けられなくなるのではないかというふうに思う

んですけれども─離脱すべきではないかと思

いますが、知事の考えをお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 機構から抜ける、抜け

ないという話がありますが、まずは整理させて

いただくと、国の出先機関を原則廃止するとい

う国の方針に対して、九州としての案を示した

のが九州広域行政機構でありまして、今は国に

おいて、それも一つの参考にしながら、制度設

計がなされているというような状況でございま

す。これまでも、県議会を初め市町村などか

ら、さまざまな御意見もちょうだいしながら、

出先機関の廃止というこの案の検討に当たりま

しては、住民福祉の向上とインフラ面を初め既

に生じている地域間格差の是正、また、九州の

一体的な発展に資する制度設計が大前提である

ということで、この議論に参画してきたところ

でございます。政府から、ことし６月に法律案

の素案は示されたわけでございますが、財源で

すとか移管される事務の範囲ですとか国の関与

のあり方など、まだまだ全体像というものが詳

細に示されていない、不明確なままということ

でございまして、今、法案もこういうような状

況になっておるところでございます。法案の国

会提出を含めて、今後の動向は不透明な状況に

あるということでございます。引き続き、国に

おける議論の動向を見きわめながら、参加あり

きということではなしに、あくまでも県内にお

ける議会や市町村などとの十分な議論に努めま

して、その議論を踏まえて、本県に軸足を置い

た主張・判断というものをしてまいりたいと考

えております。

○鳥飼謙二議員 前回も本県に軸足を置いたと

いうお答えでしたが、それでは間に合わなくな

るおそれを私は感じているんですね。抜けよう

と思っても抜けられなくなる。じゃどうするの

かと。一体的に九州の発展を図るというふうに

合意しておきながら、違うじゃないかと言われ

ても、これはやむを得ないんですよとなるおそ

れが十分にあるというふうに思っておりますの

で、それらの懸念があることをしっかりと踏ま

えていただきたいと思っています。例えば、県

立病院とか県立高校をどうやって残すかという

ようなことをやっているわけですけれども─

この機構が道州制につながっていく、維新の会

が一定の発言権を持つ、ぐっと進むのではない

か、そのときに、国、県、市町村という３層制

が、国、道州、市町村ということに進んでいく

のではないかな、そのとき抜けられなくなるん

じゃないかなというような懸念を持っているわ

けです。そこで、「九州広域行政機構は九州府

の一里塚」というふうにいろんなところで言わ

れているように、機構設置は道州制につながる

というふうに思っております。九州経済連合会

等は、先ほど申し上げました九州モデルを策定

しているわけです。道州制についての知事の認

識をもう一度お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たように、こういう九州広域行政機構なり出先

機関の廃止の議論の一方で、道州制の議論が盛

り上がっている。私も内閣府に参りまして、担

当者と議論をしましたときに、今のいろんな議

論の状況からすると、出先機関の廃止というも

のではなしに、一気に道州制の議論になる可能

性があるんじゃないかと。確かにそのようなこ

とを言っておった担当者もおったところでござ
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います。道州制は、いわゆる地方政府の確立を

目指すということで、分権を確立するための選

択肢の一つとして、議論を深めることは有意義

ではないかというふうに考えておるところでご

ざいますが、大事なのは、地方制度を都道府県

から道州にするということのみならず、国のあ

り方をどう考えるか、そこを絡めて議論─国

と地方の役割分担を改めて整理する必要があろ

うかというふうに考えております。今、そこで

はなしに、地方をどうするどうすると、そこだ

けが議論されているわけでありますが、国で

あったり霞が関の機能をどうするか、それも絡

めた議論というものが非常に大事になってこよ

うというふうに思っております。いずれにして

も、本県のように、インフラ整備などがおくれ

ている地域と都市部との格差拡大への懸念、ま

た、道州内の住民ニーズの反映のあり方など、

さまざまな課題があるというふうに考えており

ますので、道州制というものを議論する際に

は、そのような観点も踏まえて、さまざまな視

点からの検討・議論が必要かというふうに認識

しております。

○鳥飼謙二議員 知事、これは通告していない

んですけれども、知事の頭の中で─地方分権

の一つの選択肢だというふうに言われました。

その場合の想定としては、国、道州、市町村な

のか、国、道州、県、市町村なのか、どういう

ものが想定されますか。

○知事（河野俊嗣君） これは、道州制につい

てのこれまでの議論の中でもさまざま語られた

ところでございますが、今言われた、国、道

州、県、市町村というふうになれば、今まで３

層だったものが４層になってしまう、それは屋

上屋を重ねることになるのではないかというの

が─制度のシンプルなあり方をめぐる議論か

らしては、そのような意見がなされておるとこ

ろでございます。基本的には、国、道州、市町

村という形になるのではないかというふうに

思っておりますが、ただ、今までの都道府県と

いう単位が全くなくなるのか。国、道州、市町

村となったとしても、県というものが道州にお

けるいわゆる出先機関的なものとして、その地

域間の調整を図る機能として残すというような

制度設計もあります。道州制、道州制といって

も、このような制度設計というイメージを今だ

れも共有していない状況ではないかというふう

に考えておりますので、大事なことは、どうい

うあり方が効率的な執行体制なのか、また国と

地方の役割分担、それから今後の地方行政を考

える上で望ましい仕組みなのか、そのような観

点からの議論が必要だろうというふうに思いま

す。

○鳥飼謙二議員 その際に、やはり宮崎県知事

として判断していただきたい。国の事務のあり

方とか、そういうことじゃないんですよね。宮

崎県の事務をどうするのか。県病院を何とか残

そうということで、知事も病院局長も必死で努

力している。しかし、日南病院では４月に、内

科医が２人仲よく退職されたというようなこと

もあったりして─一生懸命頑張っておるわけ

ですね。そういうことがやれなくなりますよと

いうことですから、そこはしっかり押さえてお

いていただきたいというふうに思います。です

から、道州制が導入された場合、今いろいろ言

われましたけれども、今、県が行っている小規

模市町村へ広域自治体として補完している人的

支援とか特例事務の受託ということをどこが

担っていくのか。市町村合併をまたするのか、

道州が支援するのかということが当然出てくる

わけですけれども、その点について、どのよう
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なことが想定されるかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） これも大変難しい議論

でございまして、先ほど言いましたような制度

設計がどのようになされるかによりまして、

今、小規模市町村という御指摘がありました

が、いろんなサポートの仕方というのは変わっ

てくるのではないかというふうに考えておりま

す。考えられる選択肢としては、隣接する市町

村間で補う、まさに水平補完というやり方、ま

た、道州がその機能を一部サポートする、担う

という垂直補完というようなものもあるわけで

ございますが、いずれにせよ、どのような制度

というものを考えていくか、そこがポイントで

あろうかというふうに思います。

○鳥飼謙二議員 先見性を持ってということを

先ほど言いましたけれども、そこがやっぱり求

められているんじゃないか。宮崎県の知事とし

て、国の形を考えるんじゃなくて、宮崎県の形

をどうやってつくっていくのかということを考

えていっていただきたいと思います。

平成の合併がありましたね。44市町村から26

市町村ということになりました。この合併の検

証をどうやってきたのか。委員会での委員長の

報告とか、いろいろまた議会の中での要望とか

出されました。これについてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） この合併というもの、

平成の合併、それぞれ取り組まれております。

本格的な少子高齢化ですとか人口減少、こうい

う縮小する社会の中で、持続可能な地域づくり

を進めるためにはどうしたらいいのか。そのよ

うな議論の中で、市町村合併は、時代の要請に

応えるための手段の一つとして取り組まれてき

たわけでありますが、これまでの状況の中で、

さまざまな声がございます。「合併してから便

利になった」という声がある一方で、周辺部の

住民からは、「行政に声が届きにくくなった」

というような声もございます。また、今回の東

日本大震災の被災地における状況におきまして

も、合併をしたからうまくいろんな形で復旧・

復興が進みつつあるところと、かえってなかな

か難しくなったというような、いろんなところ

があるようであります。合併をしたからどうだ

こうだと一律に判断できるというより、合併と

いう一つの仕組みというか取り組みを、いかに

その地域でうまく活用できたかどうかというと

ころが非常に大きいのではないかなというふう

に考えておるところでございます。県としまし

ても、合併したところにしても合併しなかった

小規模町村にしても、過疎化の進行により集落

機能の低下が見られるなど、さまざまな課題が

あるというふうに認識しておりまして、現在、

市町村や自治会、商工会などに対し、アンケー

ト調査を行っておるところでございます。この

結果を踏まえ、今後、コミュニティーの再生で

ありますとか生活困難者へのきめ細かなサービ

スのあり方など、市町村合併後の新たな地域づ

くりにつきまして、市町村とも連携しながら対

応してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 「西の正倉院」ということで

独特のまちづくりをしていたところがございま

すし、旧北方町は「干支の町」というまちづく

りをしてきました。そういう地域独自の取り組

みというのが今どうなっているのか、それを

しっかり検証していっていただきたい。綾は昔

は「夜逃げの町」と言われました。今はエコパ

ークといいますか、新しいまちづくりで生き生

きとしている。これらの検証をする中で、広域

機構についても、道州制についても取り組んで

いくといいますか、その考え、反省の上に立っ

て取り組んでいくべきだというふうに思ってお
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りますので、よろしくお願い申し上げたいとい

うふうに思います。それから、アクションプラ

ンについては、また次回に回したいというふう

に思います。

次に、停職６カ月の処分を受けた者の氏名公

表、学校名の公表の基準を、抑止と県民への説

明ということでお答えされましたけれども、抑

止という考え方はそういうことで、こういうよ

うな事件が減るだろうということでしょうか。

再度お尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおり

で、単に公表するから直接的に抑止につながる

という単純なことだけではないと思っておりま

す。こういう形で取り組むことによって、総合

的な取り組みをするということが一つの抑止に

なりますし、これから、それだけの危機感を持

ち、使命感を持って、公表せざるを得ないとい

うことを周知すること、そういうことも抑止に

つながると思います。また、我々の世界が、我

々教職員のところが襟を正すということが問わ

れているということも抑止につながると思いま

すし、相乗的なことで抑止になると思います。

これだけが抑止につながるとは考えておりませ

ん。以上です。

○鳥飼謙二議員 何かわかったような、わから

んような答弁でしたけれども、先ほど申し上げ

たように、現場の忙しさというもの─あれは

平成17年ということで資料をいただきましたけ

れども、その後、調査はやっていないんですよ

ね。やっぱりこういうことをやって、人の、個

人の資質に問題があるのか、それともシステム

に問題があるのか、そういう議論をやらなく

ちゃならないんじゃないかというふうに思って

います。

それで、６カ月の処分を受けて、氏名を公表

された場合に、職場復帰する場合の対応につい

てお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 氏名を公表された教

職員が勤務に復帰する場合には、児童生徒や保

護者等に与える影響もあり、そのことに配慮す

る必要があると考えております。その際の個々

の事情に応じて検討すべきものと認識しておる

ところですが、場合によっては、人事上の配慮

を検討する必要もあり得ると思います。例え

ば、現勤務校へ返すのがいいのかというような

ことを慎重に検討する必要があると思います。

そういう場合には、他校への異動なども含め

て、いろんな選択肢を検討することもあり得る

と思っております。以上です。

○鳥飼謙二議員 そうしますと、教職から外す

ということは想定しないという理解でよろしい

ですか。

○教育長（飛田 洋君） 教職から外すという

ことは、免職ということを意味されるのではな

いと思ってここに立っておるんですが……。例

えば、研修をするとかいうような意味でおっ

しゃるんだったら、研修をしていただくという

ようなことも、そういうケースが必要な場合も

あり得ると思いますし、いろんな選択肢を含め

て、異動とか研修とかいろんなことを―仮の

話でありますが―総合的に検討する必要があ

ると思います。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 私が考えたのは、職種変更も

あり得るのかということなんですけれども、い

かがでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） そのことについて

は、今の段階では検討いたしておりません。以

上です。

○鳥飼謙二議員 わかりました。

次に、教職員の不祥事防止及び宮崎県コンプ
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ライアンスの取り組みを図るとして、宮崎県公

立学校コンプライアンス推進協議会を７月に立

ち上げていますけれども、協議会設置の目的

と、今後どのようなことに取り組むのかお尋ね

します。

○教育長（飛田 洋君） 本年７月に設置いた

しました宮崎県公立学校コンプライアンス推進

協議会は、県教育委員会、市町村教育委員会及

び学校の３者が一体となって、教職員の不祥事

防止及びコンプライアンスの取り組みを、全県

的に推進していくということを目的とした組織

であります。この推進協議会が中心となりまし

て、これまでに、各学校におけるコンプライア

ンス推進体制を整備するなど、さまざまな取り

組みを実施してきております。今後は、それぞ

れの取り組みの情報交換や取り組み状況の検証

等を行いながら、一層実効性のある不祥事防止

対策を継続的に行っていきたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 次に、コンプライアンス推進

協議会の構成メンバーを見てみますと、県教育

委員会とか市町村教育長連絡協議会ということ

で構成されていまして、昔、県教委におった人

たちがずらっと並んでいるという組織になって

いるような、いわば内部の関係者のみとなって

いるというふうに思っています。やはり外部の

識者を入れるべきではないかというふうに思い

ますので、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県公立学校コン

プライアンス推進協議会につきましては、教職

員の不祥事防止、コンプライアンスの取り組み

の推進のための組織として設置したものであり

ます。今後、取り組み状況を検証していきたい

と考えておりますが、その検証等に当たって

は、外部の意見も伺うことを検討していきたい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 この推進協議会の中には、外

部の識者は入れないと、現在のところ。そうい

う理解でいいですか。

○教育長（飛田 洋君） 設置要綱の中では、

外部の人の意見を聞くことができるという形で

やっておりますので、外部の人の意見も聞くこ

とを検討していきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。しかし、外部

の人を入れないと、システム上の問題というの

はわからないと思っているんですよ。だからこ

そ、こういう問題が起きてきているのではない

かな。コンプライアンスと言えば聞こえはいい

ですけれども、法令遵守と訳されますが、法令

遵守の意味を果たして十分理解しておられるの

かなというふうに思っています。元長崎地検の

次席検事をしていた郷原信郎さん、彼は「日本

では単純に法令遵守を徹底しても、世の中で起

きているさまざまな問題を解決することにはつ

ながりません。そのためには、社会の要請を的

確に把握し、その要請に応えていくための組織

としての方針を具体的に明らかにすることで

す」と、「「法令遵守」が日本を滅ぼす」とい

う本の中で述べておられます。コンプライアン

スをどのように考えておられるのか、お尋ねし

ます。

○教育長（飛田 洋君） コンプライアンスと

は、第一義的には法令遵守と解されるものであ

ると考えております。教職員においては、法令

遵守はもとより、規範意識や倫理意識を高く

持って行動し、児童生徒や保護者を初め、県民

の皆様の期待や社会の要請に応えていくことが

求められる存在であると考えております。

○鳥飼謙二議員 あっさりした答弁ですけれど

も……。先ほど申し上げたように、平成17年の
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調査で、８割の教職員が忙しいと感じている、

子供と向き合う時間がないと感じている。これ

をどう捉えているのか、本末転倒ではないかと

いうことを指摘しましたけれども、法令遵守と

いう言葉だけでは解決はしないと思っているん

ですね。何か答弁はありますか。私は、やはり

教育─いっぱい頑張っている先生たちがいる

と思うんですけれども、じゃ、なぜこんなに空

回りしているのかということをお尋ねしている

んです。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおり

で、職員が子供たちと向き合う時間というのは

確かに大切にしたいし、この職場に元気で行き

たいというような職場づくり、あるいは管理職

が自分のことを理解してくれている、あるいは

保護者、生徒といい関係をつくって、時間的に

はある程度多忙かもしれんけれども、やりがい

があるというような職場づくりを強く推進して

いくべきだと思っております。そのためにも、

今、私たちも、例えば「教職員の働きやすい環

境づくりプログラム」というようなものを学校

に示しまして、ワン・アクションを学校でやり

ましょうやと。例えば、ある日をノー残業デー

にしましょうやとか、あるいは文書も極力減ら

せという指導も部下たちにしておりますが、ま

だ十分徹底できていないところもありますけれ

ども、ベクトルはそういうベクトルでしっかり

仕事をしていきたいと思っております。

○鳥飼謙二議員 子供に向き合う時間をどう確

保していくのかということで頑張っていただき

たいと思います。

次に、講師の任用についてなんですけれど

も、今、１万859人、職員といいますか、先生た

ちがおられるようですけれども、小中高で。こ

の中の12.8％、1,390人が臨時講師といいます

か、講師なんですね、臨時職員です。8.1％が非

常勤、876人というふうになっているんですけれ

ども、これが現状では、その採用が不明確に

なっていると思っているんですね。やはり公募

制にすべきではないかと思いますけれども、お

尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 講師等の任用につき

ましては、おっしゃるとおり、開かれた形で募

集することが大切だと考えております。現在、

こういう形で募集しております。任用を希望さ

れる方につきましては、県教育委員会において

登録制度というのを設けておりまして、県のホ

ームページにも募集要項、登録票を掲載してＰ

Ｒしているところですが、まず登録をしてもら

う。だから、資格免許を持っていらっしゃる方

だったら、どなたでも登録をしていただけると

いうような形にしております。そういう形で開

いておるところです。そして、例えば、これか

ら育休の先生が入るといったら、その登録をさ

れている方の情報を学校に提供いたしまして、

校長は登録者に主として面接をすることになる

んですが、例えば、どの教科の免許を持ってい

て、この教科のこの学年を指導できるかとか、

あるいはどういう任用期間で、勤務時間が何曜

日と何曜日というような割り振りをする場合も

あります。時間講師の場合なんかはですね。そ

れから、本人の希望地域と合致するか。この地

域だったら行きますよと、来てくれるかとかい

うようなことも含めて、いろんな条件を、公募

して登録した方の中から、個々の状況に応じ

て、適切な人材の選定を行っておりますが、そ

ういう趣旨は大切であると思いますので、今後

とも、開かれた形にできるだけしていきたいと

考えております。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 わかりました。せんだって、
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ある学校では、別の学校の校長先生の奥さんを

こうするとか、そんな話を聞いたりしたもので

すから、ここはひとつ、そういうことがないよ

うに努力をしていただきたいと思います。

それから、毎年多数の教職員を採用するわけ

ですけれども、採用試験は、どのような形で、

どのような考え方のもとに実施されているの

か。また、人物重視ということがとりわけ今言

われるわけですけれども、どのような工夫がさ

れているのかお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の教員採用にお

きましては、未来を切り拓く心豊かでたくまし

い子供たちを育むために、教員として必要な知

識や技能は当然ですが、使命感や意欲にあふ

れ、人間性の豊かな人材を求めているところで

あります。そのような観点から、例えば、授業

中に騒いでいる生徒にどう指導するか実際にや

らせてみるという場面指導、そういう生徒指導

上の場面指導とか、集団討論、個人面接、模擬

授業等の試験を実施して、受験者１人を、県教

委の職員だけじゃなくて、外部の方、民間の

方、臨床心理士の方、そういう方にも見ていた

だいて、10人以上の面接官による評価を行って

いるところであります。さらに、今年度は、場

面指導において、ちゃんとリアリティーがある

ように、試験官に生徒役をやってもらう、それ

から、より人物重視の評価ができるように、面

接試験の試問をかなり練るというようなことを

して改善を行ってきたところでありまして、こ

ういう改善を続けていきたいと考えておりま

す。以上であります。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

毎年調査しているいじめの認知件数について

は、先ほどいろいろございましたけれども、こ

としの先日発表された児童生徒の生徒指導上の

調査で、本県では、いじめは10 4件、不登

校1,243件、自殺２件というようなことが報道さ

れております。現実としてございますが、教育

委員会としてどのようにこの現実を捉えている

のか、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） いじめの認知件数の

報告数が少ないことが、必ずしもいいとだけは

言えないと思っております。もちろん、いじめ

のない学校というのは理想でありますが、学校

がいじめを十分認知できていないケースも、場

合によってはあるんじゃないか、そういうこと

を懸念しながら見ております。むしろ、ある意

味では、いじめを見抜いて、どう解消していく

かということが、最も大切なことではないかと

認識しているところです。いじめは、どの学校

でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得

る、そういう危機意識を持ちながら対応するこ

と、それから心をきちっと育てる指導をするこ

と、それが大事だと思っております。

○鳥飼謙二議員 宮崎市が先ごろ緊急調査を行

いまして、23年度17校30件であったものが─

これはいじめのようですが─７月の緊急調査

で、昨年４月からことしの７月10日までで49件

という数字が発表になっておりました。この実

態をどう見るかということも一つございます。

ただ、私は、いじめの件数とかそういうものの

数字が多ければ、学校の評価、校長の評価が下

がるという現実があるのではないかというふう

に思うんですよ。ですから、そういう隠す傾向

といいますか、できるだけ出さない学校のほう

がいい学校なんだ、指導がいいところなんだと

いうふうなことがあるのではないかなと思って

います。ここはなかなかお答えしにくいでしょ

うから、そういうことをしっかりと公にするよ

うな取り組みをやっていただきたいというふう
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に思っています。これは要望にしておきます。

それから、教育委員会での議論、これがどの

ようになっているのか。私も議事録を見せてい

ただきましたけれども、何か余りそういうもの

が伝わってこないというふうに思っているんで

すが、教育長にお尋ねします。教育委員長も何

かあれば、ぜひお答えいただきたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県教育委員会の会

議におきましては、本県教育に関する基本的な

方針の策定、それから教育委員会規則の制定、

職員の人事案件はもとより、コンプライアンス

やいじめなど、本県の抱える教育課題等につい

て、法律、経済、心理等、さまざまな職業や年

齢の委員が、それぞれの専門分野での視点、県

民としての視点、あるいは保護者としての視

点、さまざまな見地から活発に意見を出してい

ただいて、十分な議論をしていると考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 通り一遍の答えじゃなくて、

大津市のいじめの問題では議論がなかったんで

しょうか、県内のいろんな問題では議論がされ

ていないんでしょうか、そういうことを聞きた

いんですよ。構成とかそういうのは聞いていま

すのでわかりますから、じゃ実際、教育委員と

してどういう議論をしているのか。教育委員会

を否定する人たちも出てきているわけですね。

ある県内の教育委員会で、「事務局の言うこと

ばかり聞いておかないといかんから、私、教育

委員をやめたいわ」というような意見さえも出

てきているという現状があるわけです。ですか

ら、お聞きするわけです。

○教育長（飛田 洋君） 一つの例で申し上げ

ますが、コンプライアンスの推進の中で、公表

基準の拡大について、この前も教育委員会で議

論をしたところなんですが、そのときに、今ま

での指導がどうであったのかというようなこと

について、かなり厳しい意見を賜りました。そ

ういうような議論がなされております。

○鳥飼謙二議員 今お答えがありましたけれど

も、そういう内容をホームページでちゃんと公

開していただきたいと思います。

議事録を読みましたけれども、ここに毎月の

やつがあるんですけれども、非公開部分という

のが結構あります、氏名が出てくるのでという

ことで。いろいろ出ておりますが、公開できる

部分というのはあると思うんですね。なぜこう

いう不祥事が起きるのかというところとか、当

然こういう議論をしているというものがない

と、教育委員という立派な人たちが選出されて

いても、それが議論もされていない、反映され

ていないんじゃないかというのがありますの

で、その議事録の考え方についてお尋ねしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議事録等の公開につ

いての考え方についてお答えさせていただきま

すが、まず、教育委員会の会議につきまして

は、会議そのものを原則として公開という形に

しております。ただ、人事案件を初めとする個

人情報などの不開示情報を含む案件等につきま

しては、公開しないこともございます。会議録

につきましては、会議を非公開で行った案件の

み、個人情報などの不開示情報が含まれる等の

ために公開しておりませんが、会議を公開で

行った案件の議事録については、ホームページ

をごらんいただいたとおり、公表させていただ

いているところであります。

○鳥飼謙二議員 その公開が少ないんじゃない

かということなんです。どういう議論をして、

どうやってきているのかというのを伝えない
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と、これは教育委員会自身が要らんわというこ

とになりますよということですから、それは十

分検討していただきたい。教育委員長は別にな

いですね。ないようですので、次に行きたいと

思います。

生活保護についてお尋ねします。先ほど一連

のお答えをいただきましたけれども、必要な人

が必要な保護を受ける、しかし、現実の生活保

護制度というのは、身ぐるみ剥がれないと保護

を受けられないというのが現実なんですね。こ

れを変えていくということも、生活保護から自

立する場合に極めて重要だと思っていますの

で、これは国の制度でありますけれども、そこ

をしっかりと押さえていく必要があるんじゃな

いかなと思います。そこで、不正受給対策です

けれども、23年度は200件の6,678万円、全体

の1.5％、金額は0.25％となっているようです

が、どのような不正受給対策をとっているの

か。これは知事ですね。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘にありまし

たように、制度の根幹にかかわる─受けるべ

き人が受ける、受けてはならない人は受けな

い、先ほど申しました基本的な考え方というの

は制度の根幹でありまして、不正受給が発生し

ないよう、日ごろから被保護者に対して指導を

行うとともに、発生した場合には、法的な手段

も含めて、厳正に対処していく必要があるもの

と考えております。

○鳥飼謙二議員 不正受給の理由のところを見

ると、不正内容は各種年金の無申告53件、26.5

％と、最も多くなっているんですけれども、こ

れは関係機関の調査で十分把握可能ではないか

なと。当然、新規開始時に、職歴、生活歴とか

いろんな個人のプライバシーを把握するわけで

すから、ここがちょっと理解できないんですけ

れども、しっかりと対応していただきたいとい

うことを、福祉保健部長にお願いしておきたい

と思います。

それから次に、扶養義務の強化というのが今

議論をされておりますけれども、私は貧困の連

鎖につながるのではないかと思っています。貧

困の連鎖というのは、親が生活保護を受けてい

た、その子供が生活保護をまた受けるというこ

とでございます。虐待の連鎖ということは言わ

れていますよね。親が虐待を受けて、またその

子供に虐待をするということが言われておりま

すけれども、そのようにつながっていくのでは

ないかというふうに思っております。大阪府の

堺市が調査をしたのでは、2007年なんですけれ

ども、「市内の生活保護世帯のうち、過去に生

活保護世帯で育った経験があるのは25.1％、母

子世帯ではその割合が40.6％に上る。貧困の世

代間連鎖が確実に起きていることが証明され

た」というふうに、ここでは分析がされており

ますけれども、貧困の連鎖についてどのように

考えるか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 全国的にも受給者が増

加の一途をたどる中で、今、御指摘がありまし

た不正受給対策など、制度のより適正な運用が

求められている。そういう文脈の中で、国にお

きましても、生活保護制度の見直し、その議論

の中での貧困連鎖の防止という視点も含まれて

いるというふうに伺っております。この扶養義

務の取り扱いについても、社会環境のさまざま

な変化というのを踏まえながら、十分に議論し

ていく必要があろうというふうに考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 何かあんまりわからんような

答弁でした。しかし、扶養義務の強化というの

は、一見、的を射ているようで的を射ていない
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んですよね。ここをしっかり─きょうは時間

がありませんので、また時間があれば知事と議

論したいというふうに思います。

それから、第二のセーフティーネットとし

て、ここに陥らないようにするために、総合支

援資金というのが制度化され、訓練支援給付、

これはやり切りなんですけれども、これも制度

化されております。この利用状況と、もう返済

が始まっていると思いますので、その返済状況

について、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活福祉資金

の総合支援資金でございます。平成21年10月か

ら始まりました貸付制度でありますが、平成23

年度までの貸付実績が、983件、５億8,500万円

余となっております。平成23年度の貸付実績だ

けを見ますと、296件、１億5,700万円余となっ

ており、前年度と比較しますと、貸付件数及び

貸付金額ともに、それぞれ157件─これは65.3

％減ということになりますが─金額で約１

億1,300万円の減となっておるところでございま

す。次に、償還の状況でございます。平成23年

度までの全体の償還計画額は3,296万円で、償還

済み額が1,352万円となっておりまして、償還率

は41％でございます。県社会福祉協議会では、

定められた償還時期に償還がなされないときに

は、民生委員、それから市町村社会福祉協議会

の協力を得て、個別に償還指導を行っていると

ころでございます。

○鳥飼謙二議員 社協がやることだから、もう

これは返さんでいいわなというようなことが起

きないように、しっかり償還指導をやっていた

だきたいと思います。

それから、そういう不正受給を防止する、い

ろんな自立を支援するということでいえば、現

業員、ケースワーカーの配置というのが本当に

大事だというふうに思っているんですけれど

も、県内の法定標準数は162名、正職員が152

名、うち休業者５名、再任用３名、嘱託10名と

いうふうになっていて、正職員との不足数10名

というふうな内容になっておるようですが、現

業員をしっかりと配置して、相談体制を強化す

べきではないかと思いますので、お尋ねしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ケースワーカ

ーにつきましては、各福祉事務所において、必

要な人員の確保に努めているところでございま

すけれども、生活保護世帯の増加に追いついて

いないという状況がございます。平成24年、こ

とし４月時点で、正職員のみで見ますと、県

内14カ所の福祉事務所のうち、４福祉事務所が

社会福祉法の標準配置数を下回っております

が、人員が不足する福祉事務所では、嘱託員等

も活用いたしまして、人員の確保に努めている

ところでございます。県といたしましては、福

祉事務所に対して、指導監査などを通じまし

て、必要な人員の確保をお願いしているところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 やはり正職員をしっかりと配

置していただきたい。プライバシーにかかわる

ことですから、嘱託職員ということは避けてい

ただきたいと思っております。

次に、その他の世帯が急増したということ

で、稼働年齢層対策が急務になっております。

この稼働年齢層対策についてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活保護受給

者に対しましては、個々の世帯員の生活状況や

能力等に応じた自立支援に取り組むことが大変

重要であると考えております。県におきまして

は、稼働年齢層で就労が可能な方に対しまして

は、ケースによっては月１回以上訪問するとと
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もに、各福祉事務所に就労支援員を配置いたし

まして、ハローワークと連携しながら支援に努

めているところであり、平成23年度は163名が就

労を開始しているところでございます。厳しい

雇用経済情勢の影響もございまして、就労開始

に至るには難しい状況もございますけれども、

引き続き、ハローワークと連携して、自立支援

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 次に参ります。高齢者保健福

祉計画についてであります。ことし３月、第５

次宮崎県高齢者保健福祉計画が改定されまし

て、第６次宮崎県高齢者保健福祉計画が策定さ

れました。第５次計画の進捗状況と総括につい

てお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成21年度か

ら23年度までの第５次高齢者保健福祉計画につ

きましては、介護サービスの基盤整備や質的向

上、介護予防の推進、認知症高齢者支援対策、

さらに地域生活支援体制の整備や高齢者の積極

的な社会参加、これらを施策の柱として推進し

てまいりました。この結果、施策展開の面で

は、おおむね計画に基づく事業が実施できたも

のと考えておりまして、具体的には、いきいき

はつらつ介護予防プログラムの普及・定着や、

認知症疾患医療センターの整備、介護人材の育

成、シニアパワーの活用促進など、一定の成果

があったものと考えております。また、介護保

険事業につきましては、居宅サービスの伸びに

より、自己負担分を含めて、23年度計画値842億

円に対し、868億円の実績となっておりまして、

介護需要の予想以上の伸びを改めて認識してい

るところでございます。なお、施設サービスに

つきましては、23年度末までに全廃されること

となっておりました介護療養病床について、そ

の廃止期限が６年間延長されたことにより、計

画とは異なった施設構成となっているところで

ございます。

○鳥飼謙二議員 それから、高齢者保健福祉計

画では、今、市町村の見込み量の集計値という

ことになっておりますけれども、県独自の目標

値を設定したり、県民にもわかりやすい表現の

数値目標を設定すべきではないかと思います。

例えば、認知症対応型通所介護、24年度は864回

/週というふうに表現されていて、これは何なん

だというふうに私も思うんですけれども、その

辺、どう考えられるのかお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 高齢者保健福

祉計画は、介護保険法に基づく介護保険事業支

援計画としても、一体のものとして策定するこ

ととされておりまして、同法に基づいて、各サ

ービス量の見込みを記載しているところでござ

います。このサービス量の見込みにつきまして

は、市町村の介護保険事業計画の数値─これ

は介護保険料を算定する基礎となるものでござ

いますけれども─この集計値と一致するよう

に調整することとされております。このため、

県の計画において、市町村が見込む数値と異な

る県独自の数値目標を設けることは困難ではご

ざいますが、数値を県民にわかりやすく説明す

ることは必要でございますので、その表現方法

等については、いろんな他県の状況等も調査い

たしまして、研究をしてまいりたいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しいだろうと私も

思うんですけれども、ぜひ努力をしていただき

たいと思います。

それから、施設サービスとしての特別養護老

人ホームの建設が抑制された結果、県内では、

有料老人ホームが急増して、新しくサービス付

き高齢者住宅（サ高住）の建設も始まりまし
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た。入居者の権利の保護のための条例もしくは

規則での規制が必要ではないかなと思っており

ます。善良な人ばかりになるといいんですけれ

ども、そうでない場合も出てきますので、それ

を懸念してお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 有料老人ホー

ムにおいて、その入居者の安全・安心な生活を

維持することは、大変重要であると認識してお

ります。このため、施設の指導等につきまして

は、国の指針に基づき、県の設置運営指導指針

を策定しておりまして、サービス内容に応じた

職員配置や衛生管理など、施設の管理運営等に

ついて、指導助言に努めているところでござい

ます。また、22年度からは、県内全ての有料老

人ホーム等を対象に合同研修会を開催しており

まして、施設におけるコンプライアンス等につ

いて、啓発を図っているところでございます。

なお、有料老人ホームは、認可施設である特別

養護老人ホームとは異なり、届け出施設であり

ますことから、条例等による規制は難しいと考

えておりまして、今後とも、法令と指針に基づ

き、適正な指導に努めてまいりたいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 何か起きた後では遅いと思っ

ているんです。今言われた運営指導指針のみで

は、極めて不十分ではないかと思っております

ので、ぜひ検討をお願いしたいというふうに

思っています。

それから、地域医療体制の充実についてです

けれども、平成25年度から29年度の５年間を計

画年度とする新医療計画の審議が医療審議会で

始まっています。医療計画は、県民の命と健康

を守るものでなくてはなりませんけれども、現

行計画では、２次医療圏体制が実質的に破綻し

ているところもあるのではないか。がんが４医

療圏、それから急性心筋梗塞が４医療圏、こど

も医療圏が３医療圏というようなことで、そう

いうふうに思っておりますけれども、２次医療

圏についてはどうあるべきだと考えておられる

のか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 入院に係る医療を提供

する一体の区域として、７つの２次医療圏が設

定されております。また、それとは別に、がん

とか急性心筋梗塞、小児医療、周産期医療につ

いて、医療資源の状況を考慮した圏域を設定し

ているわけでありますが、そういうがんなどの

特定の疾病のみならず、通常の疾病に係る入院

機能につきましても、２次医療圏だけでは十分

な対応ができない地域もあり、大変厳しい状況

があると認識しております。ただ、居住する地

域の中で入院できる体制を整えるということ

は、患者やその家族の負担軽減にもつながりま

すので、県といたしましても、市町村と連携を

図りながら、医師確保や救急医療の充実など、

２次医療圏の医療提供体制の整備に努めている

ところであります。新たな医療計画における２

次医療圏につきましては、入院患者の流出・流

入の現状だけではなく─国の基準でそういう

数値があるわけでありますが─地元市町村や

関係団体の意見を伺いながら、あるべき姿や今

後の体制整備の状況を踏まえた上で設定したい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 ２次医療圏という考え方、こ

れはぜひ追求していっていただきたいというふ

うに思います。

それから、新計画では、数値目標をもっと

しっかりと明確化して、５年後の本県医療の目

指す姿を明らかにすべきではないかと思ってい

ます。例えば、救急医療では、２次救急医療機

関の救急患者の受け入れ目標とか、医師の勤務
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体制等も含めた診療体制とか、救急要請から医

療機関収容までに要した目標平均時間等、こう

いうものを充実すべきではないかと思っており

ますので、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、県が持っている

数値目標は、個数でいくと44ということでござ

います。国の作成指針などにおきましても、が

んや脳卒中などの５疾病や、救急医療、災害医

療などの５事業及び在宅医療につきまして、具

体的なこういう目標を設定して、定期的な評価

をするというようなことで設定しておるところ

でございますが、今後、市町村や関係団体の方

々の御意見もしっかりお聞きするなど、地域の

実情を踏まえながら、今の御指摘の趣旨も踏ま

え、具体的な数値目標の検討を進めてまいりた

いと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

それから、医師の開業の支援についてでござ

います。県央部に医師が集中している。県北と

か県西とか県南では、医師が不足している地域

がございます。ぜひ開業の支援を行うべきでは

ないか、県として支援をすべきではないかと思

いますので、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 開業医の方々も、地域

医療の重要な担い手であるということでありま

す。その地域偏在、また高齢化が、大変大きな

課題になっております。同時に、地域医療の最

後のとりでとも言える公的病院における医師不

足というのも、極めて深刻な状況にございま

す。県としましては、市町村を初めとする関係

機関と連携しながら、公的病院などに勤務する

医師の確保というものを最優先課題として、医

師の招聘や若手医師の養成・確保などに取り組

んでいるところでございまして、そういう取り

組みを通じて、医師の地域偏在などの解消に努

めながら、地域医療の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。そういう実態

がありますので、お金がかかりますから、なか

なか難しいというのはわかりますが、ぜひそう

いう誘導策もとっていく必要があるのではない

かと思っております。

それから、消防本部の設置についてです。西

臼杵郡３町が合同で、消防本部、消防署を2015

年４月に設置することになりました。新規雇用

する35人程度を救急のスペシャリストとして育

てるわけですが、県として、これまで常備消防

の設置を要請してきたことが実ったもので、大

変よかったなというふうに私も思っています。

立ち上げと運用には多額の費用を要すると思い

ますけれども、どの程度なのか。また、県はど

のような支援を行うのかお尋ねします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 西臼杵３

町における消防の常備化に関しましては、こと

し５月に３町による合意がなされたところであ

り、今後、人員体制や施設の規模など、具体的

な検討に入るという状況でございます。したが

いまして、常備化に係る費用につきましても、

これから具体的な試算がなされると聞いている

ところです。県の支援につきましては、現行と

いたしましては、常備化に向けた取り組みに要

する経費について、１町村当たり80万円を限度

に補助金を交付する制度がございます。今後と

も、常備化の実現に向けて、情報提供や助言を

行うなど、積極的に支援を考えてまいりたいと

思っております。

○鳥飼謙二議員 この間、ある町長さんにお会

いしたら、「そんなお金は要りませんので、ぜ

ひよろしくお願いします」と消防操法大会で
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言っておられましたので、ぜひ十分な検討をお

願いしたいと思います。

それでは、県立病院事業会計決算についてお

尋ねします。減価償却前利益が21億5,800万円

と、黒字が６年連続しているというふうに思っ

て、各病院、病院局の頑張りに敬意を表するわ

けですが、どのように評価しておられるのかお

尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院では、病

院局が設置されました平成18年度以降、職員の

経営参画意識の醸成を図りながら、７対１入院

基本料を初めとする施設基準の取得、あるいは

疾病ごとの包括請求方式でありますＤＰＣの導

入などによる収益の確保、また医療器械や薬剤

等の共同購入や後発医薬品の採用など、徹底し

た経費節減に病院一丸となって取り組んでまい

りました。その結果、平成23年度決算見込みに

おいては、約２億2,000万円の赤字となりました

が、平成18年度以降、最も収支が改善したとこ

ろでございまして、職員のコスト意識の向上な

ど、赤字体質の改善も着実に進んできたものと

考えております。病院局といたしましては、

しっかりとした経営基盤を確立し、将来にわた

り高度で良質な医療が提供できるよう、今後と

も、職員一丸となりまして、さまざまな改革に

取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

それから、慢性的な医師・看護師不足の現状

についてお尋ねしたいと思います。この間、太

田議員と一緒に延岡病院に行って、いろいろ実

情をお聞きしてまいりましたけれども、３病院

合わせますと、定数に対して67名の看護師が不

足していると。そのような数字も私どもとして

は考えておりますが、慢性的な医師・看護師不

足の現状、それからどのような確保策をとって

いるのかについてお尋ねいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、医師でござ

いますが、本年９月１日現在の医師数は、前年

度比３名増の178名となっておりまして、特に本

年４月からは、宮崎病院の救命救急科と延岡病

院の精神科に、それぞれ専門医１名を確保した

ところでございます。また、来年４月には、宮

崎大学から、延岡病院の消化器内科に医師２名

を派遣いただく予定であるなど、少しずつでは

ありますが、医師確保が進んできております。

しかしながら、一部の診療科は休診となってい

るなど、引き続き厳しい状況にございます。今

後とも、医師確保に向けまして、各大学への派

遣要請はもとよりでありますが、大学と連携し

た新たな取り組み─例えば、来年４月からの

日南病院での総合医の育成も、病院側から見ま

すと、育成指導に携わる医師が新たに配置され

る予定でございますので、病院の診療機能の

アップにもつながるものでございまして、この

ような取り組みも今後進めてまいりたいと考え

ております。次に、看護師でございます。県立

病院には、現在、約970名の正規看護師がおりま

すが、このうち、常時100名以上が育児休業等で

休んでいる状況でございまして、臨時職員によ

る補充には限界がございます。このため、経験

を有する看護師の試験を実施するなどして正規

職員を増員し、補充に努めているほか、今年度

からは、宮崎病院に加え、延岡病院におきまし

ても院内保育を実施しまして、育児休業等を取

得している職員が、早期に職場に復帰しやすい

環境づくりに努めているところでございます。

また、今年度からは、さらに採用試験の実施時

期の前倒し等により受験者数を確保し、有能な

人材の確保に努めているところでございまし
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て、今後とも、経営状況等も勘案しながら、必

要な看護師を確保しまして、良質な医療の提供

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 病院の最後なんですけれど

も、病院収益を上げるために、さまざまな努力

をしてきていただきました。そこで、ＰＴ、Ｏ

Ｔ、ＳＴ（言語聴覚士）のセラピストを積極的

に増員して、収益を上げていくべきではない

か、体制を強化していくべきではないかという

ふうに思うわけです。例えば、脳血管リハ３で

は、医師が１人、ＰＴ１人で、１単位が100

点、1,000円ですね、20分のようですが。脳血管

リハ２では、医師が１人、ＰＴ４名以上で190

点。脳血管リハ１では、医師が２名で、ＰＴ

等10名以上で245点というふうなことが出ており

ます。これをふやすたびにかなりの収益が上

がってくるということがございますので、ぜひ

強化を図っていくべきだと思いますが、考え方

をお尋ねいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今、鳥飼議員がＰ

Ｔと言われましたが、ＰＴは理学療法士、ＯＴ

が作業療法士でございますが、この理学療法士

を初めとする医療スタッフについては、患者動

向を踏まえた各病院からの要望あるいは診療報

酬改定の状況に対応しながら、必要な人員の配

置を行っているところでございます。具体的に

は、この４月に、宮崎病院リハビリテーション

科に作業療法士１名を正規職員として初めて配

置しましたほか、延岡病院でも理学療法士１名

を増員したところでございます。今後とも、良

質で高度な医療の提供はもとよりでございます

が、収益確保を図る観点から、適正な配置に努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、農業問題についてであります。

現在、毎年7,000万人、人口が地球でふえてい

るということで、現在70億人─松形知事のこ

ろに60億人だなという話をしておりましたの

で、10億人ふえたわけですが、21世紀は飢餓の

世紀と言われて久しいわけです。そういうよう

なことで、農業というのは、食料問題としてか

なり重視していくべきだというふうに思ってお

ります。本県の農業生産は、温暖な気候、豊か

な大地を生かして、畜産、野菜を中心に順調に

伸びてきましたけれども、平成２年をピークに

減少傾向にございます。この宮崎県の農業の現

状と課題を、知事はどのように認識しておられ

るのかお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県を取り巻く現状、

特に口蹄疫のような大きな災害のときには、そ

の課題というものがあぶり出されたわけでござ

いますが、担い手の減少、高齢化の進展、そう

いう構造的な問題もありますし、燃油とか配合

飼料、これは海外に依存しているもので、その

価格がどんどん高騰しているという大変厳しい

状況があります。また、農畜産物価格の長期の

低迷、牛肉などの消費の低迷など、いろいろあ

るわけでございます。しかしながら、食料を供

給する農業─今、御指摘がありましたような

世界的な人口爆発、70億人を超え、80億人に到

達するのも、もうすぐではないかというふうに

言われておるような状況の中で、確実に食料不

足ということに見舞われるリスクがあるわけで

ございます。そういう中で、食料供給基地とし

ての本県の役割をしっかり果たしていく、農業

を守り一層育てていく、また強みを生かしてい

くという発想での取り組みが大変重要であろう

かというふうに考えております。第七次農業・
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農村振興長期計画でも掲げておりますように、

生産性を一層向上していくこと、また高付加価

値化、さらには、所得や雇用を呼び込む６次産

業化などを柱としまして、農業の成長産業化と

いうものを実現していかなくてはならない、ま

た担い手の確保、新しい参入を促すための環境

づくり、そういったものに総合的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

そこで、絞ってお尋ねします。農業法人が、

農業生産法人342、一般農業法人309、合計651法

人と急増しておるわけですけれども、本県農業

産出額、これは3,073億と思いますが、この比率

と、法人で働く雇用者の現状についてお尋ねい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成21年度の

数字でございますけれども、平成21年度の本県

の農業法人は559法人で、農業経営体４万6,218

の1.2％でありますが、農業産出額に占める割合

では、3,073億円のうち839億円で、全体の27.3

％を占めると試算しております。また、農業法

人における雇用の状況は、市町村による平成24

年１月の農業法人実態調査によりますと、651法

人のうち536法人から雇用があるとの回答があり

まして、常時雇用者数が4,850人、臨時雇用者数

が2,395人の合計で7,245人の雇用となっており

ます。

○鳥飼謙二議員 法人数が、いただいた資料と

はちょっと数字が違いましたが、それは結構で

す。また後で確認をさせていただきます。

農業法人では、7,245人働いておられるという

ことですが、長続きせず、転職者が多いという

ふうにお聞きもするわけですけれども、現状は

どのようになっているのでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県で平成21

年度から３年間実施いたしました「みやざき農

業経営力強化支援事業」では、94農業法人で延

べ282名の雇用創出が図られましたが、そのうち

約25％に当たる72名が離職しております。農業

法人を短期で離職する理由につきましては、一

概には申し上げられませんが、自然相手の田舎

暮らしを希望して農業法人に就職したものの、

実際の農業現場になじめなかったというケース

も見られるところでございます。県といたしま

しては、就農相談会等において、本県での暮ら

しや農業現場の実態を丁寧に説明することで、

農業法人に就農された方がしっかりと定着し、

これからの本県農業を支える人材として育成で

きるよう努めてまいりたいと思います。

○鳥飼謙二議員 なかなか難しい状況といいま

すか、農業に対する情熱といいますか、そうい

うことがあるというふうな御説明でございまし

た。

それで、新しく農業従事者を確保するとし

て、青年就農給付金準備型に年間150万円で２年

間、経営開始型が同じく年間150万円で５年間支

給されることになりました。青年就農給付金は

どのような人材を対象としているのか。また、

事業への応募状況はどのようになっているのか

お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金は、45歳未満の青年を対象に、研修中の就農

希望者を支援する準備型と、独立して自営就農

した方を支援する経営開始型とがあります。準

備型では、県が認める研修機関等で１年以上の

研修を受けることなどが、また、経営開始型で

は、市町村が作成する「人・農地プラン」に位

置づけられ、農業で生計が成り立つ実現可能な

計画を有し、前年の所得が250万円未満であるこ
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となどが要件とされております。事業の応募等

の状況につきましては、準備型には44人の応募

があり、経営開始型には、市町村から209人の要

望が上がっているところでございます。

○鳥飼謙二議員 準備型が44人、それから経営

開始型が209人というお答えでございました。こ

れを多いと見るのかどうかというのは一つござ

いますが、それはさておきまして、本県の新規

就農者というのが平成23年度261名と、２～３年

前からすると減少しつつあります。生産法人の

従業員、退職者を、青年就農給付金を活用して

自営の新規就農者へ誘導するとか、農業への就

業を希望する多様な人材が就農できるように、

県としても取り組む必要があると思いますけれ

ども、お考えをお聞きします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金事業は、就農定着を目指す青年の所得を確保

する事業であり、研修中の生活費や就農直後の

所得の確保に不安を抱える若い就農希望者に

とって、大きな後押しになるものと考えており

ます。これに加えて、県といたしましても、就

農のための支援といたしまして、就農計画の作

成支援や技術習得のための研修の実施、設備投

資の負担軽減のための補助事業や無利子資金の

貸し付けなどを行うとともに、定着のための支

援として、農業改良普及センターによる技術・

経営指導や、先進農家によるマンツーマン指導

などに取り組み、給付金事業の活用とあわせ

て、就農相談から定着まで、より一貫した支援

を強化してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。新

規就農者をどう確保していくのかというのは大

事な課題ですので、よろしくお願い申し上げま

す。

最後に、みやざき臨海公園の活用についてお

尋ねいたします。

私は毎朝５時から─臨海公園の近くなもの

ですから─１時間ほど歩きまして、途中でス

トレッチをしまして、帰ってきてラジオ体操

を10分する。１時間半やっている。そうした

ら、財政課の人が走ってきたりして会ったりす

るんですけれども、そういうことを健康の維持

のためにやっているわけです。そうしたら、こ

としは、臨海公園にウミガメがかなり上がって

きて、それに会ったんです。私は、今までウミ

ガメになかなか遭遇しなかったんですけれど

も、やっと１回だけ、帰るところですけれど

も、会いました。野生動物研究会の方が、その

ウミガメの卵がどこで生まれたかというのを、

統計で何個とか書かれており、大体100個ぐらい

産むそうなんです。そういうことをやってきて

いただいておりますけれども、ウミガメはレッ

ドデータブックの準絶滅危惧種に分類されてい

るようで、貝類とかエビ、カニを餌とするよう

です。県内各地で産卵が確認されているとの報

道がありますけれども、本県での実態と保護の

現状について、これは教育長にお願いします。

○教育長（飛田 洋君） アカウミガメ及びそ

の産卵地につきましては、県で昭和55年から天

然記念物に指定いたしております。これまで、

県内３カ所の野生動物研究会に、上陸数、それ

から産卵数の調査、さらには、波による流出の

おそれがある卵を安全な場所に移しかえるなど

の保護活動を委託してきたところであります。

また、保護意識を高めるためのポスターを作成

し、啓発活動にも努めてまいりました。そうい

う効果があって、近年では地域の皆様方によっ

て、海岸の清掃活動をしていただいたり、学習

会をしていただいたりしているところでありま

す。それらの取り組みの結果、年度によって増
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減はあるんですけれども、本年度は、議員が

おっしゃったように、過去最高の上陸数、産卵

数を記録いたしております。一層の保護をして

いきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 知事、亀は２カ月したら海に

帰るんですよ。そのときに、タイヤの跡とか

あったら行けないんですね。ずっと行ってみる

と、そういうところがかなりありまして、港湾

事務所で「こういうことがあるんですけど」と

言ったら、早速鉄筋といいますか棒を刺し、ロ

ープを張ってもらって、すぐ対応していただい

たりとか、危険箇所の整備とか、そういうこと

をすぐやっていただきましたので、知事に報告

をしておきたいと思います。

それで、この臨海公園はすばらしい施設であ

りますけれども、ぜひ県民に活用していただき

たいと思っていますが、夏場の海水浴場のほ

か、レストランなどにも活用できないかと思う

わけですけれども、その活用状況についてお尋

ねいたします。これは県土整備部長。

○県土整備部長（濱田良和君） みやざき臨海

公園には、海水浴のほか、マリンスポーツにも

利用できるビーチやマリーナなどの施設がござ

いまして、海洋性レクリエーションが手軽に楽

しめる公園として、広く県民の皆様に親しまれ

ているところでございます。施設の利用状況で

ございますが、各種スポーツ大会やレクリエー

ションに加え、近年では、口蹄疫復興イベント

も開催されておりまして、利用者数は、平成19

年度の約19万人から平成23年度には約24万人

と、約５万人の増加となっております。

○鳥飼謙二議員 最後になります。多目的広場

の利用料が、１平米当たり２円何十銭というこ

とになっているんですけれども、1.5ヘクタール

ありますので、大体３万ですか、その程度にな

るんです。大きなイベントが開催されて、入場

料を7,000円ぐらい取って１億円以上の収入があ

るところもあるんです。そこも同じではいかが

かなと思っているんですが、県土整備部長にお

尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 多目的広場に

ついては、県民の皆様に広く利用していただく

ことを目的としておりますので、観客から料金

を徴収するイベントについては、原則、使用を

許可しないことにしております。平成13年の開

設以来、これまで３回、そういったイベントが

実施されておりますが、いずれも口蹄疫復興や

東北地方の被災地を支援することを目的に開催

されていることから、公益性が認められるとい

うことで許可したものでございまして、使用料

についても、条例に基づき、通常の料金を徴収

しているところでございます。

○鳥飼謙二議員 以上で終わりますが、やはり

同じではおかしいと思うんですね。しっかり検

討していただいて─一方は１億円の収入が

あって、一方は３万円をお支払いするだけです

から、これは十分検討をお願いしたいと思いま

す。以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時16分散会
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。後藤哲朗でございます。傍

聴席は相変わらず寂しい限りでございますが、

東九州自動車道の開通、九州中央自動車道の整

備が促進されれば、県北から若干お越しいただ

けるんじゃないかなと期待をしておるところで

ございます。

それでは、一般質問をさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

ようやく暑い夏を終えようとしています。私

の夏といえば、お盆、終戦記念日、そして高校

野球、甲子園でありますが、さらにことしはロ

ンドンオリンピック及びパラリンピックで選手

からたくさんの感動と元気を与えてもらいまし

た。特に、本県延岡出身の松田丈志選手の活躍

は皆様御承知のとおりであります。改めてスポ

ーツの意義、スポーツの持つ魅力、そして大切

さを痛感いたしました。

さて、御案内のように、本県は10数年後に２

巡目の国体の開催という大きな課題を抱えてい

ます。そのような中にありまして、行財政改革

の視点から知事は、原則として箱物凍結という

言葉を事あるごとに述べられ、スポーツ施設の

新設には厳しい姿勢を示されています。心身の

両面に影響を与える文化としてのスポーツは、

明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に欠かす

ことができないものと考えます。そこで、知事

にスポーツ振興に対する基本姿勢について、ま

ず２点お尋ねいたします。

１点目は、２巡目の国体開催を見据えて、ス

ポーツ施設の整備を進めていく必要があると考

えますが、知事の御所見をお伺いいたします。

２点目は、スポーツ施設の整備に当たっては、

県央集中ではなく分散して設置するべきと考え

ますが、県北地区に大規模な大会を開催できる

プールを整備するお考えはないか、御所見をお

伺いいたします。

次に、私の母校は、外山衛先輩の日南高校、

その前の年の夏の甲子園に出場しました延岡高

校であり、１年下のメンバーたちでした。１年

上の先輩方、そして同級生が県大会、九州大会、

強豪との遠征試合等々で徐々に強くなっていっ

たのが鮮明に記憶として残っております。以来、

大の甲子園ファンでありまして、あのアルプス

スタンドからの応援は、ふるさと宮崎への愛の

エールと思っております。そこで、知事の肝い

りでスタートしました「夢・実現 甲子園優勝プ

ロジェクト」でありますが、甲子園優勝に向け

てさらに支援を強化するべきだと考えますが、

御所見をお伺いいたします。

次に、地域福祉の推進による安全・安心なま

ちづくりについてお尋ねいたします。

地域福祉とは、誰もが住みなれた家庭や地域

で安心して生き生きとした生活が送れるよう、

困ったこと、悩み事を制度によるサービスを利

用するだけでなく、地域においてお互いに助け

られたり助けたり、持ちつ持たれつ、お互いさ

まという対等な相互の関係を築きながら、とも

平成24年９月14日(金)



- 149 -

に生き、支え合う地域社会を実現しようとする

ことです。昨年６月に策定されました宮崎県総

合計画「未来みやざき創造プラン」アクション

プランでは、安心で充実した「くらし」構築プ

ログラムの重点項目１で、地域における福祉が

充実したくらしづくりの取り組みとして、福祉

・保健・介護・医療の連携による地域の支援体

制の整備をうたっております。また、重点項目

４では、地域ぐるみで取り組む安全・安心なま

ちづくりを掲げ、犯罪が起きにくいまちづくり、

交通事故のないまちづくりをうたっております。

これらの取り組みは、福祉のみならず、警察を

初め、教育委員会等との連携が必要になってく

るわけであり、そのほか、医師会、病院、保健

所等も考えられるところです。これら県レベル

での縦型組織での役割分担は、地域レベルでは

横同士の連携がとれていることが最も重要と思

います。そこで、地域レベルで連携をとるため

に、県レベルで連携をとった上で市町村や地域

と一体となって取り組むことが大変有益なもの

であると考えますが、総合計画の牽引役であり、

調整役でもある稲用総合政策部長に御所見をお

伺いいたします。

次に、県では、「共に支え合い、助け合う安

心な福祉社会づくり」を目指して、地域福祉支

援計画を昨年の３月に策定しています。そこで、

施策の展開の中で２点について土持福祉保健部

長にお尋ねいたします。

１点目は、地域福祉を支える人づくり、地域

活動のためのボランティアやリーダーの養成に

係る主な取り組みについて御所見をお伺いいた

します。

２点目は、みんなで支え合う仕組みづくり、

小地域における地域福祉を推進する拠点づくり

に係る支援策について御所見をお伺いいたしま

す。

次に、コンビニエンスストア各社との連携強

化についてお尋ねいたします。

コンビニ各社においては近年、地産地消や健

康増進、高齢者支援、環境問題等の取り組み等

による地域活性化を目的とした包括連携協定を

都道府県と締結する動きが広がる中、本県にお

いても企業との協働推進の観点から、平成19年

６月のローソンとの協定締結を初め、これまで

に３社と包括協定を締結し、相互の連携を強化

し、地域の活性化を図ることとしています。そ

こで、本県とコンビニエンスストアとの包括協

定の締結状況及び実際の連携状況について、稲

用総合政策部長にお伺いいたします。

次に、中山間地域対策について、３点お尋ね

いたします。

まずは、所要の改正と有効期限の10カ年延長

が提案され、去る６月に成立、公布され、来年

の４月１日から施行される予定の改正離島振興

法についてお尋ねいたします。主務大臣の追加

に見られますように、これまでの国土交通、総

務、農林水産に加え、厚生労働、文部科学、経

済産業、環境が追加され、事業計画が広範囲に

及ぶことが今回の改正の特徴の一つであります。

今後は、離島振興基本方針に基づき、振興計画

の作成、そして離島活性化交付金等事業計画の

作成となります。延岡市島浦町では、御案内の

とおり、離島振興の対象でいきいき集落にも設

定されているところであり、長年の課題であっ

た人の往来、物資の流通費用の低廉化、妊婦へ

の支援、子供の修学支援、地震・津波防災対策

等の交付金化、そして振興計画案の作成では、

住民の意見を反映させるための必要な措置を実

施することなどが今回の改正のポイントになっ

ているようです。そこで、このたび改正された

平成24年９月14日(金)
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離島振興法についてどのように受けとめておら

れるのか、また次期離島振興計画策定に当たっ

ては各市とどのように連携を図っていかれるの

か、稲用総合政策部長に御所見をお伺いいたし

ます。

２点目は、買い物弱者対策についてお尋ねい

たします。過疎化、高齢化の進展や、小売店の

廃業、路線バスの廃止などにより、食料品等の

日常の買い物が困難な状況に置かれている、い

わゆる買い物弱者は増加の傾向にあると言われ

ております。さて、県商工会連合会では昨年度

から「お年寄りに優しいＳＨＯＰＰＩＮＧ（買

い物）調査研究事業」、本年度は「お年寄りに

やさしい買い物弱者対策社会実験事業」を行っ

ています。その実施主体である委員会に県から

は、商業支援課、長寿介護課、中山間・地域政

策課が参画しているところであります。そこで、

中山間地域における買い物弱者対策について、

県の取り組みを米原商工観光労働部長にお伺い

いたします。

次に、中山間地域における道路の整備につい

てお尋ねいたします。延岡市教育委員会におき

ましては、義務教育９年間を見通した小中一貫

教育を推進するため、小中学校の再編計画を策

定したところであり、北方地区におきましては

４つの小学校と１つの中学校を再編し、平成26

年４月に、北方小中一貫校（仮称）が現在の北

方中学校に設置される予定です。これに伴い、

県道上祝子綱の瀬線及び大保下曽木停車場線を

スクールバスで通学する児童生徒の通学時間が

これまで以上に長くなります。これらの路線は

深い渓谷や急峻な山稜の麓にあり、線形が悪く

カーブが急で幅員も狭いため、バスの安全走行

が不安視されております。そこで、平成26年４

月の開校に向けて、児童生徒が安全で安心して

通学できるように、この２つの県道整備につい

て濱田県土整備部長の御所見をお伺いいたしま

す。

次に、産業の振興、企業立地の推進、クレア

パーク延岡工業団地企業立地促進協議会につい

てお尋ねいたします。

東九州メディカルバレー構想において、地域

活性化総合特区としての金融支援策が国の認定

を受け、また県北の地場企業１社が医療機器製

造業許可を取得するなど、徐々にではあります

が、構想の実現に向けた取り組みが進展してお

ります。そのような中、クレアパーク延岡工業

団地第２工区への企業誘致につきましては、５

月18日に、県、延岡市及び関係機関とクレアパ

ーク延岡工業団地企業立地促進協議会を設立し、

情報の共有化を図るとともに、機動性のある、

より効率的な誘致活動に取り組んでいかれると

お聞きしております。そこで、今後、どのよう

な活動を展開していかれるのか、米原商工観光

労働部長に御所見をお伺いいたします。

次に、水産業の振興、表層型浮き魚礁「うみ

さち３号」の再設置についてお尋ねいたします。

水産業の振興につきましては、「儲かる水産

業実現アクションプラン」「儲かる漁業実現プ

ロジェクト推進事業」の確実な遂行を大いに期

待しているところであります。さて、去る６

月15日に魚礁「うみさち３号」に搭載した全地

球測位システム（ＧＰＳ）の情報で本来の設置

場所から流されていることが判明、同23日に遠

見半島沖まで曳航して、チェーンなどを取り外

した後、陸揚げされています。この「うみさち

３号」は、日向灘沖に設置されている表層型５

基の１つで、県内漁業者の生活の糧となってい

る大変重要な魚礁であり、漁業を取り巻く情勢

については引き続き大変厳しいものがあります。
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そこで、この魚礁の早急な再設置が必要と思い

ますが、再設置に向けた取り組み状況について、

岡村農政水産部長に御所見をお伺いいたします。

次に、家庭教育の支援について２点お尋ねい

たします。

先月20日、県民総ぐるみきずなづくり、子供

を守るきずなづくり、企業による教育支援のき

ずなづくり等のテーマで、教育委員会、教育庁

生涯学習課の皆さんの御尽力のもと、県の武道

館で「県民総ぐるみ教育フェスティバル」が開

催されました。学校、家庭、地域のきずなを考

えさせられるすばらしい内容だったと、参加者

からお聞きしました。そこで、この開催の趣旨

と期待される効果について、飛田教育長に御所

見をお伺いいたします。

次に、親の学びの推進についてお尋ねいたし

ます。教育基本法第10条第２項には、「国及び

地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつ

つ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供

その他の家庭教育を支援するために必要な施策

を講ずるよう努めなければならない」と明記さ

れています。親学は、もともと臨教審答申に

「親となるための学習」という文言で盛り込ま

れ、政府の教育再生会議第１次報告にも、「教

育委員会、自治体及び関係機関は、これから親

になる全ての人たちや乳幼児期の子供を持つ保

護者に、親として必要な「親学」を学ぶ機会を

提供する」と明記されています。子供たち、児

童生徒に対して、先生、教師の皆さん方が幾ら

頑張っても、努力しても、家庭や親の教育力の

低下の懸念が払拭されていないのが現状ではな

いでしょうか。そこで、家庭教育の充実を図る

ために子供の発達の段階に応じた親の学びが必

要であると考えますが、飛田教育長の御所見を

お伺いいたします。

最後に、生活道路の交通環境整備についてお

尋ねいたします。

警察署と市町村道路管理者が提携して生活道

路の交通事故防止対策を推進する「ゾーン30」

は、生活道路の交通安全対策として有効な施策

であると思い、九州で最初に導入しました福岡

県博多区板付小学校周辺で実際、車を運転し、

通学路を歩いてきました。その抑止効果等を検

証してきたところであります。そこで、この生

活道路対策「ゾーン30」の具体的な対策と今後

の取り組みについて、加藤警察本部長にお伺い

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。

質問者席からの再質問もさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、スポーツ施設の整備についてでありま

す。県有のスポーツ施設は、昭和54年の宮崎国

体前に宮崎市の県総合運動公園に整備したもの

がほとんどであります。多くの施設は30年以上

を経過し、老朽化しておりますが、厳しい財政

状況の中、新たな施設の整備は難しいことから、

既存のスポーツ施設について定期的な改修や維

持補修を行っているところであります。今後、

２巡目となる国体─これまでのローテーショ

ンでいきますと10数年から20年後というところ

になるかというふうに考えておりますが─そ

の開催の検討がなされる際には、２点ほど検討

すべき点がございまして、まず前回の国体はほ

とんど県の県有施設で行われたということでご

ざいますが、今、市町村でもいろんな施設の整

備が進む中で、どのような県と市の施設の役割

分担をする中で開催するのかという検討も必要
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になってまいりますし、さらに県総合運動公園

等の施設の計画的な改修や整備について検討す

ることが必要になってくると考えております。

次に、県北地区へのプール整備についてであ

ります。県有のスポーツ施設につきましては、

県レベルの各種大会や全国レベル、国際レベル

の競技場としまして、利用者の利便性や施設が

集中していることのメリットなどを考慮しまし

て、県総合運動公園を中心に整備をしてまいり

ました。こうした集中的な整備という方針につ

いて今後どのように考えるのかということを整

理する必要があろうかというふうに考えておる

ところでございます。昨今の厳しい財政状況の

中、いわゆる箱物整備については原則、新規着

工を凍結しているところでありますので、県北

地域に新たなプールを整備するということは現

時点においては非常に難しいというふうに考え

ておるところでございます。

なお、先日、松田選手に県民栄誉特別賞を、

久世由美子コーチに感謝状を贈呈したわけでご

ざいますが、そのときに久世コーチからも、ぜ

ひプールの整備をという強い要望をいただいた

ところでございます。松田選手、また久世コー

チが、自分たちが頑張ることによって水泳の振

興、さらには延岡市の発展に何とか貢献できな

いかと。その熱い思いというものは我々として

もしっかり受けとめ、応えていくことが必要な

のではないか、そのように思っておるところで

ございます。具体的にどうするという答えを今

持っているわけではないわけでございますが、

地元延岡市とも相談をしながら、どのような対

応が可能なのかということは考えてまいりたい

というふうに考えております。

最後に、甲子園優勝に向けての支援について

であります。本年度から新たに県高校野球連盟

と連携をしながら、競技力強化推進校の指定や

全国の強豪校との招待試合などの取り組みを進

めているところであります。今回、夏の甲子園

大会の県予選では、この推進校による優勝は成

らなかったところであります。また、ノーシー

ドから本大会に勝ち進んだ宮崎工業は、よく頑

張ったところでございますが、残念ながら、強

豪相手に惜しい初戦敗退というところでござい

ました。大会参加の選手や関係者の皆様からお

聞きする言葉に、「甲子園で優勝したい」とい

う積極的な発言が多く聞かれ、本県高校野球界

が明確な目標に向かって確かな一歩を踏み出し

たのではないかというふうに捉えておるところ

でございます。これまでもやもやしていたもの

が、大きな目標を示して、それに向けて関係者

が共有をして心を一つにして歩き出した、進み

始めた、そこに大きな意義があるというふうに

考えております。甲子園優勝への道のりは一朝

一夕になし遂げられるものではない大変な難し

いことだと思っておりますし、県の支援だけで

どうにかなるという話ではないというふうに

思っておりますが、今後とも、県高野連を初め

とする関係団体と十分に連携を図り、対策を

しっかり検証しながら、県としてもより効果的

な支援を行ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、地域福祉の推進に係る県と地域の連

携についてであります。福祉・保健・介護・医

療の連携、あるいは犯罪や交通事故のないまち

づくりといった地域課題を解決するに当たって

は、さまざまな分野が関連してまいりますので、

幅広く市町村や関係機関、関係者が連携協働し

ていくことが重要であるというふうに考えてお
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ります。そのためには、県レベル及び地域レベ

ルのそれぞれの組織における横の連携、さらに

は県レベルと地域レベルにおける縦の連携を強

化し、創意工夫を凝らしながら、的確に解決策

を見出していく体制を構築していくことが大事

となってまいります。総合政策部としましても、

県民総力戦の旗印のもと、こうした県と地域に

おけるさまざまな連携が強化され、より効果的、

効率的に課題解決が図られていくよう総合調整

力を発揮してまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、コンビニエンスストアとの協定につい

てであります。コンビニエンスストアは、県内

各地に店舗を有し、地域住民の利便性の向上を

初め、新商品の開発・販売や情報発進力など多

くの機能を有しております。このため県では、

コンビニエンスストアとの連携を深め、地域の

活性化と県民サービスの向上を図ることを目的

に、株式会社ローソン、株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン及び株式会社南九州ファミリー

マートの３社と包括協定を締結しております。

これらの協定に基づきまして、県の特産品を活

用した商品開発・販売を初め、県の広報・観光

関連パンフレット等の設置によります情報発信

への協力、また口蹄疫や新燃岳による被害への

義援金やみどりの募金への協力、さらには子供

等の安全・安心の確保などへのサポートや、災

害時における物資の供給に関する協力など、多

方面にわたる連携協働を進めているところであ

ります。

次に、離島振興法の改正についてであります。

今回の改正につきましては、国の領域等の保全

など、離島の担っている役割の重要性に鑑み、

国が離島の振興施策を実施する責務を有する規

定を新たに設けるとともに、自然環境保全対策、

エネルギー対策の推進等の施策の充実や、ソフ

ト事業を中心とした新たな交付金制度の創設等、

近年の離島を取り巻く環境を踏まえた内容と

なっております。本県の対象地域であります島

野浦島、大島、築島におきましては、いずれも

人口の流出が顕著であり、その活性化を図るこ

とは大変重要であると認識しておりますので、

今回の法改正の趣旨も十分踏まえた離島振興計

画の策定等に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、離島振興計画策定に当たっての各市と

の連携についてであります。改正離島振興法に

基づく離島振興計画は、今後、国が公表を予定

しております離島振興方針に基づき、市が作成

する離島振興計画案の内容を反映し、県が定め

ることとされております。また、今回の法改正

では、市町村がその計画案を作成する際には、

地域住民の意見を反映させるための措置を講じ

る旨の規定が新たに盛り込まれております。県

といたしましては、離島振興方針策定等の動向

など随時情報の提供を行い、各市の計画案が円

滑に策定されるよう必要な支援を行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、地域福祉を支えるボランティアやリー

ダーの養成に係る主な取り組みについてでござ

います。地域福祉を推進するためには、住民を

初め、福祉・保健・医療の関係者やＮＰＯ、ボ

ランティアなどの多様な主体が協働し、支え合

うことが重要であり、その活動を推進するリー

ダーを育成する必要があります。このため、県

におきましては、平成19年度から、地域の中で

指導力や調整力を持ったキーパーソンとなる地
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域福祉コーディネーターの養成研修を実施して

おり、これまでに289名を養成したところであり

ます。今後とも、県民の地域福祉に関する理解

を深めるとともに、地域福祉を支える人づくり

を推進してまいりたいと考えております。

次に、小地域における地域福祉を推進する拠

点づくりに係る支援策についてであります。近

年、家族や地域での支え合い機能の低下や住民

相互の社会的なつながりの希薄化など、地域の

セーフティーネット機能が脆弱化してきており

ます。このような中、誰もが身近な地域で安心

して暮らせるようにするためには、いわゆる自

助、共助、公助の連携を図る取り組みが必要で

あると認識しております。このため県では、市

町村における地域福祉計画の策定を支援すると

ともに、地域住民が主体となって行う見守り

ネットワークの形成や、ふれあいいきいきサロ

ン活動などに対しまして補助を行っているとこ

ろであります。今後とも、市町村と連携いたし

まして、地域福祉推進のための取り組みを支援

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、中山間地域における買い物弱者対策に

ついてであります。買い物弱者の問題につきま

しては、本県におきましても、高齢化の進展等

により今後ますます大きな課題になるものと考

えております。このような中、例えば美郷町で

は平成22年度から、県の「まちなか商業再生支

援事業」等を活用して、町の商工会と社会福祉

協議会が主体となり、ひとり暮らし高齢者世帯

を対象とした見守りを兼ねた宅配事業や、店舗

の少ない地域の公民館で食料品等を販売する

「出前商店街」に取り組んでいるところであり

ます。この結果、買い物などの利便性が向上し

たほか、利用者の安否確認や高齢者同士の交流

促進にも効果が上がっていると伺っております。

しかしながら、事業費の大半を補助金で賄って

いることから、事業の継続性や採算性をどう確

保するかが大きな課題となっているところであ

ります。この問題は、商業のみならず、地域住

民の生活支援や地域福祉の視点にもかかわって

くる問題でもありますので、今後とも引き続き、

関係部局や市町村、関係団体と連携し、地域の

実情に応じた多様なサービスについて検討して

まいりたいと考えております。

次に、クレアパーク延岡工業団地企業立地促

進協議会についてであります。県では、クレア

パーク延岡工業団地への企業立地を促進するた

め、延岡市や宮崎県産業支援財団などの関係機

関とともに、本年５月に企業立地促進協議会を

設立したところであります。本協議会では、現

在、団地のＰＲパンフレットの作成を進めてお

りまして、今後、東九州メディカルバレー構想

の推進も踏まえながら、県と市が一体となって

企業訪問活動や全国規模の工業見本市等でのＰ

Ｒブースの設置を行うなど、積極的な立地活動

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

浮き魚礁の再設置についてであります。御承

知のとおり、浮き魚礁「うみさち３号」につき

ましては、６月15日に流出を確認し、その

後、30日に、本体及び係留ケーブル等を延岡新

港に陸揚げいたしました。浮き魚礁の存在によ

り漁船は、漁場を探索するための余分な燃料を

使わずに済み、効率的な操業が可能となること

から、県としても漁業者の経営安定のため、可
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能な限り早期に再設置できることが大変重要で

あると認識をしております。今後、外部有識者

を交えた原因究明委員会を設置し、このような

事故の再発防止を図りますとともに、再設置に

向け、国と具体的な協議を進めてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県道上祝子綱の瀬線及び大保下曽木停車場線

の整備についてであります。まず、県道上祝子

綱の瀬線につきましては、通行車両の安全確保

を図るため、現在、瀧下地区におきまして、待

避所の整備を進めているところでありまして、

本年度は、さらに菅原地区におきましても整備

を行うこととしております。また、県道大保下

曽木停車場線につきましては、平成22年度から

藤の木地区におきまして、部分的な改良や待避

所などを設置することによりまして、見通しを

よくしたり、離合場所を確保することを目的と

しまして、1.5車線的道路整備に取り組んでいる

ところであります。計画では18カ所の整備を予

定しておりまして、これまでに２カ所を完了し、

本年度は４カ所を整備することとしております。

議員御指摘のように、今後、スクールバスの運

行区間が延びることで両路線の整備はさらに重

要になりますことから、現在取り組んでいる事

業をできるだけ早く進め、安全な交通が確保さ

れますよう努めてまいりたいと存じます。〔降

壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県民総ぐるみ教育フェスティバルにつ

いてであります。近年、人間関係の希薄化など

が指摘されておりますが、学校、家庭、地域や

企業・団体などが一体となって宮崎の教育を前

進させたい、そういう強い思いから、ことし初

めてこのフェスティバルを開催いたしました。

「絆」をメーンテーマに、「あいさつこそ絆づ

くりの原点」という基調講演、さまざまな分科

会、企業の教育支援活動の紹介などを行い、全

県下から教職員、保護者の方々はもとより、企

業の方、ＮＰＯの方など、750名を超える参加を

いただき、「地域のきずなの大切さを再認識し

た」などの感想をいただきました。今後、参加

者の方々が、子供たちのためにという熱い思い

で、挨拶見守り活動や、学校支援ボランティア

に取り組んでいただくなど、まさに県民総ぐる

みの教育が前進するきっかけになるものと期待

いたしております。

次に、子供の発達の段階に応じた親の学びに

ついてであります。親の行動や考えは、子供に

とって最も身近なお手本であり、子供の未来を

切り開く鍵にもなると私は考えております。現

在、県教育委員会では、保護者を対象とした家

庭教育学級の開催や、家庭教育支援ボランティ

アの養成、読書によって親子のきずなを深める

家読運動など、家庭の教育力向上のためのさま

ざまな施策に取り組んでおります。このような

中でありますが、近年、核家族化などにより親

のあるべき姿を学ぶ機会が少なくなってきたと

感じておりますので、今後、青少年など、将来、

親となる世代も含めて、親子のコミュニケー

ションづくりや子育てに必要な知識など、親と

して必要な学びの支援にこれまで以上に力を入

れていく必要があると考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○警察本部長（加藤達也君）〔登壇〕 お答え

します。

生活道路対策についてであります。「ゾー

ン30」とは、幹線道路に隣接する住宅地域等の
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生活道路における交通事故防止を目的に、ゾー

ン内を一律に時速30キロメートルの速度規制を

行うとともに、通過交通を抑制し、地域住民の

安全を確保しようとするものであります。具体

的には、スピード抑制のため、ドライバーが明

確に認識できるよう、「ゾーン30」の標識・標

示を行うとともに、歩行者の安全確保のために

路側帯の拡幅やカラー舗装を行うこととしてお

ります。また、通過交通の抑制を図るため、一

方通行や大型車の通行禁止等の規制を行うこと

としております。この事業は、平成28年度まで

の継続事業であり、県内31カ所を整備する計画

であります。今年度は県内で４カ所を整備する

こととしておりますが、この中には小学校が含

まれるところもありますことから、通学路の安

全対策の一環にもなると考えております。なお、

この「ゾーン30」の整備に当たっては、地域住

民の意見を聞きながら、道路管理者等と連携し

て取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁いただきま

してありがとうございました。理解を深めるた

め、提言、要望を交えながら再度質問を行いま

すので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、地域福祉の推進、安全・安心な

まちづくりについてお尋ねいたします。主質問

でも述べましたが、県総合計画における安心で

充実した「くらし」構築プログラムの推進に当

たっては、従来型の縦組織ではなく地域密着型

の横断的な組織、地域住民による支え合いの仕

組みによって地域福祉を進める地区社会福祉協

議会等の活動を支援することが、一番安全・安

心なまちづくりにつながっていく有効な方法

じゃないかなと、そのように思っている次第で

す。地域では多くの課題を抱える中、関係課の

連携が必要となってまいりますが、これらの連

絡調整が具体的にはどのような形でなされてい

るのか、稲用総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） さまざまな課

題を解決するためには、まず県庁内での横の連

絡、そういうものをしっかりとっていくという

ことが非常に重要であるというふうに思ってお

ります。そのためにこれまで、それぞれのテー

マごとに推進会議等を設けまして、基本的には

主管部局が関係する部局と連携協力をしながら、

事業の推進、課題への対応というものを行って

いるところであります。私ども総合政策部とい

うことで、総合調整というような役割を担って

おるわけですが、各部局の課題等の把握に努め

るということが一つ、それから部局間の調整、

あるいは推進会議、これにも直接参加をいたし

まして、対応しているということであります。

今後、施策の効果を最大限発揮できるようにと

いうことでは、総合政策部としてはいろんなと

ころに関与してまいりたいというふうに考えて

おります。

○後藤哲朗議員 わかりました。今回の組織改

正、機構改革─やはり総合政策部というのは、

はっきり総合計画の牽引役であるとうたわれて

おりますので、どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

次に、地域を支える人づくりについて要望さ

せていただきます。答弁にありましたように、

県民、地域の方々にまずは地域福祉に関する理

解を深めてもらうことが一番大切だという御答

弁でございました。地域福祉を支えていただい

ている中に、民生委員さんへの理解も大事なこ

とではないかなと私は思っております。民生委

員さんへ香淳皇后より贈られた有名な歌があり

ます。「さちうすき人の杖とも柱ともなりてい



- 157 -

平成24年９月14日(金)

たわる人そとうとき」、このとうとい人たち、

地域で福祉を支えていただいている方々が高齢

となりつつあります。この歌も昭和30年代の歌

であります。人材不足が顕著になってきており

まして、やはり人づくり、地域における福祉に

携わる人づくりというのが喫緊の課題と思われ

ますので、福祉保健部長、どうかよろしくお願

いをしておきます。

続きまして、コンビニエンスストアとの連携

強化についてお尋ねをいたします。実は先般、

私は、産学官連携で先進県であると言われてい

る岡山県に行ってまいりました。と申しますの

は、大学の学生さんたちとコンビニエンススト

ア各社と県の農政の部門で開発した地産地消弁

当というのが数年前からヒット商品だと、そう

いうことで行ってまいりまして、実はちょうど

私が行ったときにも、サークルＫサンクス店で、

「おかやま地産地消弁当コンクール」というの

をやっておりまして、この応募者が非常に多い

と。宮崎県にも食と農を考える県民会議という

すばらしい会議がございます。地産地消あるい

は食育関連。ここも岡山県食料自給率向上対策

会議、その中で音頭をとっているのがＪＡ関係、

畜産、そして岡山県栄養士会さんです。宮崎県

の食と農を考える県民会議でも、やはり栄養士

会さんが一生懸命頑張っていますが、コンビニ

との連携、食と農を考える県民会議におきまし

ては、１社しか入っておりません。出口―マ

ーケット・インと言われますけれども、販路は

ありませんけれども、やはりそういった方々に

もぜひ入会していただいて、地産地消を打って

いく。特にコンビニさんというのは子供さんか

らお年寄りまで利用されているということで、

非常に認知された、地域に貢献しているお店だ

ということで、コンビニさんも行政との連携を

とろうとしているので、その辺をお願いしたい

と思います。食の地産地消の推進に関して、県

内のコンビニエンスストアと連携した取り組み

をさらに推進する必要がありますが、岡村農政

水産部長に御所見をお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 消費者にとっ

て身近な存在となっているコンビニとの連携は、

本県の農畜水産物のＰＲや消費拡大を図る上で

大変有効であり、食の地産地消を推進するため

に大変有意義であると認識しております。これ

まで県としましては、商品ブランドであるめろ

めろメロンを使った菓子パンやスイーツ、また

佐土原ナスなどの地域特産品を活用した地産地

消弁当など、数多くの商品開発を支援してきた

ところでございます。今後は、本県の豊かな食

材をもとにした新商品の開発支援にとどまらず、

６次産業化などの新たな取り組みにより開発さ

れました商品の提案など、マーケット・インを

重視した新たな生産・販売戦略全般を強化して

いくという観点からも、コンビニとの連携をさ

らに一層進めてまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 次に、やはりコンビニエンス

ストアとの協働なんですが、県外の消費者に向

け効果的な情報発信が可能になるのではないか

と考えます。これまでにそのような取り組みは

行っていないのか、米原商工観光労働部長にお

聞きします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 全国に数

多くの店舗を展開し、毎日多くの方が利用する

コンビニエンスストアとの連携は、県外で宮崎

を発信する上で有効であると考えております。

このため、平成19年度から大手コンビニエンス

ストアと連携し、首都圏の店舗を中心に県産品

を使用した弁当やおにぎり、デザートなどを集

中的に販売する「宮崎フェア」を実施してまい
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りました。特に平成22年の９月と11月に口蹄疫

復興支援と銘打って、大手２社とそれぞれ連携

して取り組んだ「宮崎フェア」では、全国で合

わせて9,250店舗において30品目以上が販売され、

口蹄疫からの復興を目指す宮崎を強くアピール

することができたものと考えております。この

ほか、大手スーパーやファストフード店と協働

して情報発信した事例もあり、今後も、コンビ

ニエンスストアを初め、こうした情報発信力を

有する企業とのコラボレーションを進め、本県

の多彩な魅力を全国にアピールしてまいりたい

と考えております。

○後藤哲朗議員 主質問、再質問と、コンビニ

エンスストア各社との連携、企業協働、地産地

消を初めとした各種展開について提言をしなが

ら質問させていただきましたが、実は最終の目

的は、広範囲なフードビジネスの展開、宮崎ブ

ランドの新展開にコンビニとの連携を模索しな

がら、ひいては生産、製造、加工、流通等の拠

点整備であります。道路が整備されます。コン

ビニ各社ともそういった加工、拠点整備を狙っ

ておりますので、その辺の連携をしながら、ど

うか宮崎県内にいかがですかという企業誘致を

含め、そういった取り組みも大事じゃないかな

ということで提言をさせていただきました。

続きまして、買い物弱者対策事業についてお

尋ねをさせていただきます。実は先ほど申しま

した岡山県は、鳥取県と県境ということで、中

山間地域対策問題、特に買い物弱者対策に非常

に頭を痛めているところでありまして、ここが

移動販売車等々の補助に３分の２の200万の助成

をしている。移動販売車等々は最初の初期経費

がかかるということでそれに―ただ言ってい

ましたのは、やはりどうしても品ぞろえの面に

課題があるということで、今度はコンビニとの

模索をしているんです。品ぞろえはなかなか厳

しいと。採算、事業継続性にならないと。実は

私どもの会派の先輩方有志とＪＡ芦北、熊本県

の芦北に行ってみました。ここがコンビニさん

とＪＡがタイアップして買い物弱者対策をやっ

ております。というのが、品ぞろえをコンビニ

に任せて、ＪＡさんがデリバリー、御用聞きを

担当するということで、これは画期的な取り組

みじゃないかと。これは行政の持ち出しがない

ということなんですね。民間ができることは民

間にが原則ですので、商業振興―地域にある

お店屋さんを大事にしながら、採算性がとれな

いところをどう補助していくか、その辺にポイ

ントがあるんじゃないかなということです。

そこで、美郷町の取り組みにありましたよう

に、県の事業を活用し、町の商工会と社会福祉

協議会が主体となりまして、買い物支援や安否

確認とを組み合わせた、これは新しい福祉商業

のモデル構築に取り組まれております。まさに

地域の実情に応じた多様なサービスについて検

討していかないといけない次期課題かなと、そ

のように思っております。そこで、昨年度、県

商工会連合会が実施しました「お年寄りに優し

いＳＨＯＰＰＩＮＧ(買い物）調査研究事業」の

結果について米原商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 御質問の

ありました事業で取りまとめました報告書によ

りますと、まず県内約3,400名の高齢者の方々へ

のアンケートでは、買い物に不便を感じている

方は全体の27％であり、快適な買い物をする上

では、「歩いて行けるところに店が欲しい」

「バスや電車の充実」「移動販売」といった要

望が多いなどの結果が出ております。一方、県

内39商工会の事業者への実態調査や先進地視察
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の結果から、後継者不足や採算性の確保といっ

た問題があることも指摘されているところであ

ります。この事業全体を通じては、買い物弱者

へのケアを商業者や商工会が単独で行うことに

限界があり、行政や社会福祉協議会など関係機

関と連携を図りながら事業を推進する必要があ

ることや、引き続き、問題の解決につながる取

り組みが必要なことなどが今後の課題とされた

ところであります。

○後藤哲朗議員 昨年度の調査研究事業を受け

まして、今年度は「お年寄りにやさしい買い物

弱者対策社会実験事業」を実施していると聞い

ておりますが、その取り組み内容についてお聞

かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年度の

調査研究事業の結果を受け、今年度、食料品店

が少ない川南町通浜地区では店舗の開設、商店

との距離がある諸塚村の七ツ山地区及び立岩地

区では移動販売を実施することとし、これをモ

デル事業として８月から半年間の社会実験を

行っているところであります。この中で、地域

住民の商品ニーズ、運営形態、行政や福祉団体

等との連携やコミュニティー機能のあり方など

を検証することにより、継続的な事業展開が図

られるような手法の構築を目指すこととしてお

ります。

○後藤哲朗議員 よろしくお願いしておきます。

次に、離島振興法の改正について要望といい

ますか、質問させていただきます。実は今回の

ポイントは、介護サービスや通学支援、自然環

境保全対策・エネルギー対策の推進、防災対策

推進等の施策の充実や、ソフト事業を中心とし

た新たな交付金制度の創設にあります。事業の

選択と集中ではなく、あれもこれもの取り合い

的要素がはっきり言って強いと。ばらまきとは

さすがに言いませんけれども、この要素が非常

に強い施策じゃないかなと思っております。そ

うなりますと、本気で離島振興に当たっていた

だき、県と、該当は日南市、串間市、そして延

岡市なんですが、その連携、特に県の国からの

情報収集力、そして指導力等にかかってまいり

ます。実際いかにお金を持ってくるかが今回の

改正のポイントですので、その辺は十分お含み

をいただいて、頑張っていただきたいと思いま

すが、決意を含め、部長のほうにひとつ。

○総合政策部長（稲用博美君） 国のほうで方

針がまた示されてくるということになります。

そういうことの中で、しっかりとした計画をま

ずつくるということが大事になると思いますが、

今、御質問ありましたような新しい制度として

の交付金、必要な交付金というものを宮崎県に

配分いただけるような努力をしっかりしたいと

思います。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

先ほど言いました地域福祉の推進、どうして

もこれは今回は重点ということで取り上げさせ

ていただいたんですが、アクションプランで地

域創造システムの構築とか地域有縁システムと

いうのがあります。この取り組みは、実は私が

昨年の９月議会で質問させていただきましたセ

ーフコミュニティ、これと方向性を同じくする

んじゃないかなと、そのように思います。セー

フコミュニティは、子供や高齢者が被害者とな

る事故や犯罪、虐待、災害等が起こる背景には

人間関係の希薄化や人々の孤立化などの問題が

あることから、人と人のつながりや地域のきず

なといった地域力の向上が何よりも重要である

との考え方に基づいております。地域福祉の推

進による安全・安心なまちづくり、そしてセー

フコミュニティの取り組みは、行政、地域、県
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民とが協働して築いていく必要があるんじゃな

いかなと、そのように思っております。そのよ

うな意味でも、地域有縁システムが構築されれ

ば、地域のさまざまな問題を解決に導いていた

だく大きな処方箋だと、私はそのように思って

おります。総合計画、これは地域有縁システム

というのをはっきりうたっておりますので、稲

用総合政策部長に切に要望をしておきます。

最後に、要望で申しますが、知事と教育長は

両翼でございますから─議長にもついでに要

望しておきますが、スポーツが心身ともに健康

な生活を営む上で不可欠なものと認識され、今

後、ますますその重要性が高まるものと考えて

おります。そのような中で、限られた予算の中

でスポーツ振興課の皆さんは、透明性、公平性

等を考慮しながら、競技力の向上等に御尽力い

ただいていますことにまずは敬意を表したい、

そのように思っております。

さて、全国都道府県対抗駅伝競走大会、女子

が毎年１月の第２日曜日に京都で、男子が翌週

の第３日曜日に広島で開催されています。これ

は放映時間もかなり長く、すごい人気というこ

とですが、過去３年の順位は、女子が33位、24

位、43位であります。男子が、21位、33位、21

位でありました。そのような中、創部目的を

「選手を育成・支援することで県が掲げるスポ

ーツランドみやざき構想を側面支援する」と

はっきりうたっております宮崎銀行女子陸上部

に、大いに期待がかかるところであります。ま

た、この陸上部の目標に、都道府県対抗女子駅

伝の代表選手を育成すると発表されています。

地元企業と自治体、行政との協働連携は、住民

の多様なニーズのもと、大変重要となりつつあ

ります。来年の４月１日に活動開始予定の宮崎

銀行女子陸上部にエールと感謝の気持ちを届け

たいのは、私だけではないと思います。スポー

ツの振興は、子供、児童、学生、高齢者に限ら

ず、実業団の皆さんにも目配り、気配りをしな

いといけません。県内では、柔道、陸上、ソフ

トボール等で優秀な成績を上げられる実業団選

手が数多くいらっしゃいます。国体の上位成績

を目指すには、これら実業団などの社会人選手

の活躍が必要不可欠であります。どうか元気な

宮崎づくりのためにも、スポーツ振興に御尽力

賜りますようよろしくお願い申し上げまして、

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○中野一則副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党、右松隆央でございます。

知事が就任をされて１年７カ月経過したわけ

であります。御自身としましても、一生懸命取

り組んでおられるという意識で頑張っておられ

ると思っております。しかし、今、宮崎が置か

れている立場―一昨年の口蹄疫、そして鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳と、大きなダメージを宮

崎は受けております。そして、今の県民の生活

状況を勘案しますと、トップリーダーが普通の

取り組みでは到底、県の再生・再建ができない

ような状況である、そのように私は認識をいた

しております。今、知事に問われておりますの

は、腹をくくって、少々強引でも、宮崎の再生

・再建につながること、そして宮崎のイメージ

アップにつながることを断行していけるかどう

か、そこが問われているのだと思っております。

本県にとって肝心なところ、それはやはり危機

管理であろうかというふうに思っております。

危機管理の分野は、トップリーダーの政治的な

資質が顕著にあらわれるところであります。私

は、この危機管理の分野において知事の顔が余
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り見えない、そのように言わざるを得ないと感

じております。率直に申し上げて、肝心なとこ

ろに知事の物足りなさを感じているわけであり

ます。これから質疑をいたします地震・津波防

災対策はもちろんでありますが、水資源保全対

策、これも広義の危機管理であります。慎重過

ぎたり、あるいは国の動向ばかり気になり、打

つ手が遅くなれば、県民の生命・財産、そして

県の資源を守る上において致命的な状況を生み

出すことにもなってしまう、そのように考えて

おります。

歴代首相の指南役と言われる安岡正篤さんが

よく語られた言葉に、知識、見識、そして胆識

というものがあります。知識は、理解と記憶力

で得られる表面的な情報であります。そして、

知識がその人の人格や体験、あるいは直感力を

通じて見識になるわけであります。そして、胆

識とは、肝っ玉を伴った実践的判断力であり、

困難な事態にぶつかったとき、あらゆる抵抗を

排除して、断固として自分の所信を実践に移し

ていく力、これが胆識だと言っておられます。

もうおわかりだと思います。知事は知識と見識

はしっかりと持っておられます。私は今、知事

に必要なのは胆識、胆力だと感じております。

宮崎のために腹をくくって、勇気を持って諸課

題に当たり、再生・再建の礎を築いてもらいた

い、そのように強く申し上げさせていただきた

いと思っております。

知事に伺いたいと思います。就任して１年７

カ月が経過しましたが、本県の再生・再建は順

調に進んでいる、そのように考えておられるか、

スピード感はどうか、伺いたいと思います。そ

して、あわせて、みずから先頭に立ち、宮崎の

再生・再建を断固やり抜くためには、政治家と

してどのような資質が必要だと考えるか、伺い

たいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、本県の再生・再建についてであります。

私は昨年１月に、口蹄疫からの再生・復興を４

年間で取り組むべき県政の第一の課題に掲げて

知事に就任したところであります。もちろん、

これは畜産の再生のみならず、ダメージを受け

た経済、商工業の再生も含めてということでご

ざいます。その後、御指摘がありましたような

鳥インフルエンザや新燃岳の噴火、東日本大震

災と災害が相次ぎ、厳しい県政運営を余儀なく

されたところであります。特に東日本大震災は、

我が国におけるターニングポイントとも言うべ

き大変な大災害でありました。さまざまな影響

が及んでおります。このような状況の中、県政

運営の枠組みとなる総合計画を初めとする各種

計画や経済活性化対策「みやざき元気プロジェ

クト」を取りまとめ、これらの推進に当たりま

しては、緊急的な対応とともに、中長期的な課

題にも対応するため、アクションプランや工程

表を策定し、スピード感を持って取り組みを進

めてきたところであります。

先日、アクションプランにつきまして、外部

評価委員から、おおむね順調との報告をいただ

いたところでございますが、県民にとっては県

内経済の回復を実感できないのではないか、さ

らには災害に強い県土づくりの前倒しが必要で

はないか、そのような御意見、御提言もいただ

いたところでござまして、解決すべき課題や検

討すべき事項は、多岐にわたるものと考えてお

ります。就任して２年目となる本年は、本県の
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確かな未来を築いていくための再生・再建の新

しいステージとなる重要な年であります。岩戸

開きの年としたい、そのように考えております

ので、引き続き、力強く前進してまいりたいと

考えております。

次に、再生・再建をやり抜くための政治家と

しての資質についてであります。世界的な不況、

また、たび重なる災害などもありまして、本県

の経済や県民生活が大変厳しい状況にある中、

先行きが不透明な状況にあるときだからこそ、

政治家は将来を見据え、明確なビジョンと戦略

を示すこと、そしてそれを県民にしっかりと伝

え、その目標を共有しながら前進していくこと、

そして緊急時の危機管理も十分に念頭に置きつ

つ、みずから先頭に立って断固実行していくた

めの強い意志と能力が求められると考えており

ます。私としましては、今後とも研さんを重ね、

議員から御指摘もありました胆識というものも

しっかりと磨きながら、宮崎を愛する政治家の

一人として、何よりも知事として、山積する行

政課題に的確に対応し、県政の目標に掲げる新

しい「ゆたかさ」の創造に挑戦し続けてまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○右松隆央議員 アクションプランの評価につ

いては、私は、これはしっかり精査しなければ

いけないというふうに思っております。実体が

しっかりとある中身で精査されているのか、こ

れから残り３年ありますが、しっかりと進捗を

進めてもらいたい、そのように考えております。

それから、やはり胆識を持ってしっかりと、今、

大きなかじ取りが必要なときでありますので、

全力を尽くして頑張ってもらいたい、そのよう

に考えております。

それでは、まずは、「みやざき東アジア経済

交流戦略」について伺ってまいりたいと思いま

す。

先月の８月16日から３泊４日の大変強行スケ

ジュールでありましたが、商工建設常任委員会

の山下委員長を初め、中野一則議員、押川議員、

そして新みやざきの田口議員とともに、香港と

上海に現地調査に行ってまいりました。そこで

は、現地でしか得られないような貴重な情報や

見聞を得ることができたと考えております。そ

こで、幾つか伺っていきたいというふうに思っ

ております。

まずは、ことしの３月に、以前の「みやざき

県産品東アジア販路拡大戦略」を見直しまして、

新たに「みやざき東アジア経済交流戦略」を策

定したわけであります。この中で、輸出体制の

強化について、構築について考えてまいりたい

というふうに思っております。直近ですが、平

成23年度の農畜産物の輸出量は218トン、そして

額にして２億9,900万円になっています。この数

字は、お隣の鹿児島県と比較をすると約５分の

１程度であります。東アジアの経済成長に魅力

を感じ、そして九州各県が販路の拡大にしのぎ

を削る中、本県もますます東アジアのマーケッ

ト開拓、開発に力を入れていかなければならな

い、そのように考えております。そこで、商工

観光労働部長にお伺いしたいと思います。対中

国及び主要輸出先である香港への輸出拡大に向

け、今後どのように取り組んでいかれるか、戦

略展開の具体策をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中国と香

港に分けてお答えさせていただきたいと思いま

す。

まず、中国についてであります。中国は、富

裕層、中間層が増加し、世界の消費市場として

今後も有望な市場である一方、福島原発事故の
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影響もあり、現在のところ、農産物や加工食品

の輸出には厳しい制限があるなどの課題も見ら

れるところであります。したがいまして、今後

の取り組みとしましては、上海市及びその周辺

を中心として、現在輸出可能な焼酎や菓子など

の品目に絞り、現地小売店等におけるテスト販

売や商談会の実施などにより、販路拡大に努め

てまいりたいと考えております。

次に、香港についてであります。香港は、自

由貿易で輸出に取り組みやすく、県産品の定番

化の実績も上がっているところであり、またＪ

Ａ宮崎経済連において現地事務所が開設される

など、一層の輸出拡大が期待される重要な市場

であると考えております。今後の取り組みとし

ましては、宮崎牛、カンショなどの高品質な農

畜産品や、漬物、調味料、焼酎といった加工食

品全般を対象といたしまして、物産フェアの開

催や海外見本市への参加による取引機会の拡大、

バイヤーや輸出仲介業者の新規開拓に取り組む

など、本県産品の認知度やブランド価値を高め

ながら、販路拡大に取り組んでまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 今、部長が詳しく御答弁され

ましたが、部長が言われたことをやはりしっか

りと取り組んでいく、そのためには現地の県事

務所の体制が大変大事だというふうに私は思っ

ております。そこで、幾つか提案をさせていた

だきたいというふうに思っております。

まず１つ目に、上海事務所の体制についてで

あります。上海県人会の方々といろいろと意見

交換をさせていただきました。その中で、大変

耳が痛い御意見もございました。それを率直に

申し上げますと、宮崎事務所が弱いから明確な

アプローチや人脈拡充になかなかつながってい

かない、そして県からの派遣職員をあと１人で

もふやしてほしい―今度の責任者は20代とい

うことです。大変すばらしい青年だと私は思っ

ております。ただ、その人が言うには、年齢が

若過ぎると企業人から見れば相手にされないケ

ースもある、上海とはそういうところだという

ことを―これは上海で初めて海外から名誉市

民をいただいた方の重い言葉であります。他県

の取り組みと比較をさせていただきました。鹿

児島県が配置をしている上海マーケット開発プ

ロデューサーというものがございます。これに

匹敵するような経験豊富な人材が現状では配置

をされていない、そのように考えております。

新しい人が初めて赴任して、引き継ぎ、開拓を

やられているわけであります。これではやはり

大きな成果を得るというのは大変なことだとい

うふうに思っている次第であります。派遣につ

いての具体的な話をいただいたんですが、やは

り県から派遣した職員がしっかり事務所を、体

制を引っ張っていくという、それが大事だとい

うことを強く言われていた次第であります。

また、もう１つの現地調査先である香港につ

いて目を向けていきたいと思います。本県の東

アジアへの輸出状況でありますが、農産物では

全体の数量で実に87％ものシェアを香港が占め

ております。他県、鹿児島県の牛肉輸出量のう

ち、これも70％が香港になっています。いかに

香港が東アジア戦略において最重要の輸出先に

なっているか、これは本県のみならず、九州各

県の輸出状況から見てもわかることであります。

海外事務所の設置状況を見てみますと、鹿児島

県は上海と香港に、おのおのジェトロの中に事

務所を設置しております。それから、福岡県も

同じように上海と香港に設置をいたしておりま

す。そこで、知事にお伺いしたいと思います。

宮崎県の上海事務所の体制拡充、並びに先進他
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県のように香港に県事務所を設置する、新設す

る考えはないか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私も上海に参りました

ときに県人会の皆様から、今、議員が御指摘の

ような要望なり御意見をいただいたところでご

ざいますし、昨年香港に参りましたときも、市

場の魅力について実感をし、さらに力を入れて

いかなくてはならない、そう痛感したところで

ございます。伸びゆくアジアの活力を取り込む

ために「みやざき東アジア経済交流戦略」を定

めたところでございますが、上海事務所は、平

成14年３月に現地職員１名の体制でスタートし

たわけでございますけれども、昨年度から宮崎

銀行からの派遣を受けるなど、現在では現地職

員を合わせて総員４名体制に拡充を図っておる

ところでございます。ますます重みの増す上海

事務所─一層の施策展開を図ろうとする中で、

今後のあり方をしっかり考えていく必要があろ

うかと考えております。

また、香港につきましては、この経済交流戦

略を推進する上で最も重要な市場の一つである

というふうに考えており、今後の効率的な事業

展開、また県内企業の現地活動支援など、より

一層集中的に進めていく必要があろうかと考え

ておりますし、現に事業に取り組んでおられる

県内の企業の方からも強い要望もいただいてお

るところでございます。御提言のありました件

につきましては、そのようなことを踏まえて、

今後検討してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、新設を前向きに検討し

ていただければありがたいなというふうに思っ

ております。香港に新設する場合は、最初は

ジェトロ─これは日本貿易振興機構でありま

すが─の中に事務所を設けるとか、そういう

形でもいいのかなと思っております。やはり県

人会の方が、もっとジェトロを活用してもらい

たいということも、あわせて言われておりまし

た。九州でジェトロの国内事務所がないのは宮

崎県と佐賀県だけです。ですから、やはりジェ

トロの活用方法はしっかりと研究していく必要

があるというふうに思っております。

続きまして、先進他県の取り組みを調べてい

く中で幾つかの参考例が見当たりました。その

中で、マーケット戦略ロードマップというもの

があります。おおむね10年をめどに、県産品輸

出の物流ルートを確保していく。そして、安定

した販売市場として確立を図るために、具体的

な工程表を作成しております。前半の５年、そ

して後半の５年という２段階に分け、まず認知

され、評価を受け、そしてブランドを定着させ

ていくという、そこに到達するためにさまざま

な戦略が書かれているわけであります。私は、

本県の「みやざき東アジア経済交流戦略」も、

大変中身が濃いものだと評価をさせていただい

ております。これに加えて、さらに進化をさせ

てはどうかというふうに思っているわけであり

ます。そこで、商工観光労働部長に伺いたいと

思います。上海初め、中国並びに香港のマー

ケット戦略における具体的なロードマップを作

成してはいかがかと思いますが、お考えをお聞

きしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東アジア

市場の開拓に向け、施策を具体的に推進してい

くに当たりましては、国、地域ごとに経済状況

や消費動向等を踏まえた事業展開が必要となり

ますので、関係部局の意見も聞きながら、ロー

ドマップの作成については検討してまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、その取り組みによって

さらなるマーケット開拓、開発に結びつけて
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いってもらうことを期待しております。

この項目では最後の質問になります。今年

度、24年度の当初予算『みやざきの元気・安心

創出予算』では、海外交流駐在員設置事業

で1,906万6,000円、みやざき県産品東アジア販

路拡大総合推進事業として同じく1,937万1,000

円など、約4,000万円の東アジア関連予算が組ま

れております。しかし、決してこれで十分だと

は私は思っておりません。鹿児島県では今年度、

最重点施策に位置づけられております上海マー

ケット開発推進事業、これだけで6,133万4,000

円組まれております。そこで、知事にお伺いし

たいと思います。上海初め、中国並びに香港の

マーケット開発及びＰＲ展開において、来年度

以降、予算枠を拡充する考えがあるのか、伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 一連の御質問がござい

まして、本県の経済・産業の発展を図る上で東

アジアの市場開拓―この経済交流戦略を進め

ていく大変重要な課題の御指摘を今いただいて

いるものというふうに考えております。知事の

役割を考えたときも、これまでは霞が関に行っ

て予算を獲得してくる、それは今後とも重要な

わけでございますが、今後は、やはりアジアと

のパイプをつくっていく、そこに経済の交流戦

略を推進していく、これも大変重要な役割では

ないかというようなことを認識しております。

したがいまして、来年度以降の事業展開に当

たっても、先ほど組織のあり方の御指摘もござ

いましたが、費用対効果も見きわめながら、必

要な予算についても措置をしてまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 ぜひ、知事が言われる選択と

集中という中で、予算の確保に向けて取り組ん

でいただきたい、そのように考えております。

そして、宮崎ブランドの確立に全力で取り組ん

でいただきたいと思っております。

それでは、続きまして、３つ目の項目に移り

たいと思います。取り組みによっては、宮崎が

浮上する再生・再建の最大のチャンスになり得

ると思っています、記紀編さん1300年記念事業

について伺っていきたいと思っています。

古事記の舞台の７割が本県であります。した

がって、神話の、そして古事記の本家本元は宮

崎県であるという強烈な自負を、県民の一人と

して抱いている次第であります。同じ古事記の

舞台となっている島根県では、来年は出雲大社

の60年ぶりの大遷宮ということであります。こ

れに組み合わせて、「神話博しまね」を強力に

推し進めているわけであります。本県は、こと

しに入って記紀編さん事業の取り組みを始めた

こともありますので、古事記編さん1300年に当

たることしは、出おくれもいたし方ないという

ふうに思っております。しかし、８年後の日本

書紀編さん1300年に照準をしっかり合わせて、

それまでの９年間の取り組みをしっかり進め、

日本のふるさと、神話の地、宮崎を大いに全国

にＰＲし、観光誘客や経済効果を現実的に図っ

ていかなければならないと考えています。そこ

で、総合政策部長にお伺いしたいと思っており

ます。９年間にわたる記紀編さん1300年記念事

業の目標をどこに置いて、特に観光誘客や経済

効果、県民への意識定着などに関して具体的に

どのような成果を出そうとしているのか、お伺

いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 記紀編さん

1300年記念事業のねらい、これは３点ございま

す。１点目は、神話・伝説や史跡を初めとする

宮崎の宝を再認識しまして、郷土に対する愛着

や誇りを深めるということ。２点目は、県民の
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知恵と力を結集して、新たな県づくりに向けた

意識の高揚を図るということ。そして３点目は、

本県の宝を県内外に情報発信して、観光交流の

活発化、ひいては県内経済の活性化につなげて

いくということであります。このようなねらい

を実現するために、さまざまな施策が相まって

事業効果を高めていく必要があるというふうに

考えております。関連施策や事業を記紀編さ

ん1300年記念事業として総合的、一体的に推進

することによりまして、広く県民意識の高揚を

図りつつ、県内外からの観光誘客に弾みをつけ

るなどして、本県経済の浮揚が図られるように、

全庁的に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

○右松隆央議員 ぜひ、確固たる成果を出して

いただきたいと強く願っております。島根県は、

２年前の取り組みから来年の出雲大社大遷宮ま

での４年間で、観光入り込み客、延べ累計で500

万人の増、そして観光消費額が200億円という数

値目標を打ち出しております。やはり本県も、

９年間における具体的な数値目標を設定して推

進力を高めてもらいたい、そのように強く求め

るものであります。

あわせて予算規模についてであります。島根

県は、ことし24年度当初予算─本県より少し

少ないですが─5,277億円のうち、地域の魅力

づくりとにぎわい創出に30億円を組んでいます。

その中で、「神話博しまね」プロジェクトに12

億79万円の予算措置をされております。まさに

選択と集中で、この機会を逃すまいと、徹底し

て力を入れているわけであります。これだけの

選択と集中は、トップである知事にしかできな

いことであります。本県では、「神話のふるさ

と みやざき温故知新ものがたり」スタート

アップ事業として、推進協議会の設置及び運営

に20 0万円、核イベントの実施と情報発信

に4,800万円、合計で事業費が5,000万円であり

ます。これでは初年度としては太刀打ちできな

いということになるわけであります。このこと

を踏まえて、知事にお伺いしたいと思います。

島根県との取り組みの違いは、規模、予算とも

申し上げたとおりであります。神話の本家本元

である本県でも、この９年間を宮崎浮上の最大

のチャンス、そして文字どおり、選択と集中に

よって予算を拡充してこの事業に取り組むべき

と考えますが、知事のお考えをお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た「神話博しまね」については、私も先日、現

地を視察する機会を得たわけでありますが、や

はり出雲大社という圧倒的な存在感、そして人

を集める力のある資源というものを核としまし

て、大きな集客効果を期待した観光イベントと

して、非常に力を入れておられるなということ

を感じたところでございます。

一方で、出雲大社並びにヤマタノオロチとい

うものが前面に出ているというような状況でご

ざいますが、本県の場合はこれとはまた一味違

いまして、記紀ゆかりの神話や伝説、史跡など

が県内各地に存在する、島根とはまた違った魅

力や強みがあるのではないか、これをうまく活

用して、宮崎ならではの創意工夫を凝らしなが

ら事業を展開していく必要があるのではないか

というふうに考えております。ただ、余りにも

あまねく身近なものとしてあるものですから、

改めて県民としてそれを認識し、十分説明がで

きるのだろうかというところがあるわけであり

ます。先ほど部長の答弁がありましたように、

まずは県民としてそれをしっかりと理解する、

そして、それに親しむ、楽しむ、そうすること
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によって外に対する発信力を増す、そのような

取り組みが大事ではないかというふうに考えて

おります。御指摘がありましたような日本書紀

編さん1300年の８年後も見据えながら、中長期

的な視点で、記紀編さん1300年の取り組みを宮

崎の未来を切り開く一つの大きなきっかけにし

てまいりたい、そのような形で積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、宮崎が大きく飛躍して

いくためにも、経済効果をしっかり生むような

事業にしてもらいたいというふうに思っており

ます。

さて、９年間の事業において、さまざまな仕

掛けが必要だというふうに考えております。そ

して、将来にわたって観光資源として、誘客や

おもてなしにつながるようなハード整備も必要

になってこようかと思います。その一つとして、

ひむか神話街道に目を向けてみたいと思います。

率直に申し上げて、現状ではこの街道は名前倒

れで、魅力がまだ足りないというふうに思って

おります。そこで、商工観光労働部長にお伺い

したいと思います。ひむか神話街道の魅力を高

め、観光誘客に結びつけていくためにも、道筋

道筋に観光の案内板を設置するなどして、おも

てなしの面においても街道の魅力を高めてはい

かがかと思いますが、部長の考えをお聞きした

いと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ひむか神

話街道につきましては、県や沿線市町村におき

まして、街道の道筋に、周辺の観光地や見どこ

ろを案内する案内板などの設置を進めていると

ころでございます。古事記編さん1300年を契機

といたしまして、今後とも市町村と連携しなが

ら、神話・伝説ゆかりの地への案内板の充実な

ど、ひむか神話街道の魅力向上に努めてまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、取り組んでいただきた

いと思います。

この項目、最後に、知事にまたお伺いしたい

と思います。記紀編さん記念事業の基本コンセ

プトの中に、「みやざきの未来を創造していく

契機にしたい」と、大変大きく重みのある文言

が入っております。本事業に対する知事の思い、

本気度をぜひお伺いしたいというふうに思って

おります。

○知事（河野俊嗣君） 古事記編さん1300年と

いう願ってもない機会、これを単なる一過性の

打ち上げ花火のようにしてお祝い騒ぎをして終

わりにしたらいかんと思います。先ほど答弁し

ましたように、宮崎のあらゆるところに、いろ

いろ隅々までしみ渡っている古事記という要素

というものを、改めて足元を見詰め直す、そし

て単に過去を振り返る、過去にこういう物語が

ありましたということではなしに、そこに込め

られたさまざまなメッセージ─なぜ我々が今

ここにいるのか、こういう暮らしをしているの

か、そういう今までの我々の来し方というもの、

それからいろんな自然災害の経験、そういうも

のも含めてメッセージが込められているんだと

思います。我々が守るべき人としてのルールと

いいますか、そういったところも神話という形

で、ちょっと形を変えてメッセージが込められ

ておりますので、それを読み取って将来の地域

づくりにも生かしていきたい、そんな思いから

「温故知新」というコンセプトを掲げておりま

す。古事記の序文にも「稽古照今（けいこしょ

うこん）」、古（いにしえ）を稽（かんが）え

て今を照らすという言葉があるわけでありまし

て、それは古事記が編さんされた目的にもかな

うものであろうかというふうに考えております。
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県のみならず、市町村や民間団体で今、さまざ

まな動きが広がりつつあるところだと思います

が、今後とも、これをもっともっと広げていく、

さらには、島根県や奈良県─今度11月には知

事とシンポジウムを東京で行いますが─そう

いった関係県とも連携を図りながら、より広が

りを持った、また腰を据えた取り組みというも

のを進めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 知事の思いは大変よく伝わる

ものがあったと思っています。事業として、そ

れをしっかり形にしてもらいたいというふうに

思っております。

今週火曜日に、新聞記事に大きく出ていまし

たが、宮崎市観光協会が、神武天皇のお船出に

ちなみ、「神武天皇ご東遷キャンペーン」を組

み、協会職員、それから観光業関係者18人が７

日間かけて橿原市を目指して、東征にゆかりの

地を今めぐっております。あの構想は、実は、

県議会の観光議連と宮崎県ホテル旅館業組合と

の意見交換の中で出てきた話であります。その

ときの提案は、神武東遷キャラバンとして、古

代船「おきよまる」を模した船を浮かべ、もし

くはフェリーなどに積んで、知事みずからが観

光大使となって乗り込み、そして県議も同行し

て、大々的に宮崎県を全国にアピールしたらど

うか、そういう提案があったわけなんです。ま

さしく本気度がしっかり伝わる取り組みの一つ

だというふうに感じた次第であります。体を

張った、そして予算も大きくつけた本物の取り

組みを強く望むところであります。

続きまして、４つ目の項目に入りたいと思い

ます。防災都市づくりについてであります。

まず、都市防災総合推進事業について伺って

まいりたいと思います。この事業は国交省都市

・地域整備局の所管になっております。東南海

・南海地震における防災対策推進地域に指定を

された地域、これは東南海・南海地震により著

しい被害が生じるおそれがある、防災対策を推

進する必要があるという地域でありまして、本

県では、宮崎市、延岡市、日南市、日向市、児

湯郡新富町、東臼杵郡門川町の４市２町が指定

をされております。この指定をされた地域は都

市防災総合推進事業の対象となり、具体的なメ

ニューとして、災害危険度判定調査、地区公共

施設等整備、都市防災不燃化促進などがござい

ます。交付率は２分の１から３分の１になって

おります。ちなみに、この事業は全国でさまざ

まに活用されております。例えばハード対策で

いえば、高知県四万十市では津波避難タワーの

設置で活用されております。平成21年度の予算

執行状況は、全国で123件、24億5,500万円に

なっています。そこで、県土整備部長にお伺い

したいと思います。この都市防災総合推進事業

を過去５年間で実施した市町村と、その事業内

容を伺いたいと思います。また、今年度以降実

施を予定している市町村があればお伺いします。

あわせて、県として今後、この事業をどのよう

に活用していくのかお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 都市防災総合

推進事業は、ただいま議員御指摘のとおり、地

震や津波等による災害に対し、ソフト対策から

ハード対策まで多種多様なメニューにより防災

対策を実施できる事業でございます。市町村で

の過去５年間の実績としましては、宮崎市にお

きまして、平成18年度から20年度にかけ、大規

模地震の発生を想定した災害危険度判定調査や、

地域住民が防災に関する認識を深めるためのイ

ベント等を行っております。また、今年度以降

につきましては、同じく宮崎市が津波ハザード

マップの作成に取り組むと聞いております。県
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といたしましては、対象の市や町に対し、この

事業のさらなる周知に努めますとともに、事業

の活用を促していきたいと考えております。ま

た、県が実施できる事業もございますので、津

波浸水想定を踏まえた上で、対象の市や町と連

携を図りながら、防災対策への活用について研

究してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 この事業は、やはり眼目はハ

ード対策だというふうに考えています。避難タ

ワーの話はしました。それ以外でも、避難停留

所や高台に避難するための避難階段の整備にも

これが使われております。本県の防災対策、特

にハード整備は、先進他県と比べて極めておく

れていると言わざるを得ないわけであります。

これは、さきの２月議会で、私への答弁で知事

が率直に認めて答えられているところでありま

す。ぜひ、活用できるものはしっかり活用して

いただいて、早急に地震対策を講じてもらいた

いと、今定例会でも改めて強く要望する次第で

あります。いろいろ順序はあろうかと思います

が、既に取り組んでいるところがありますから、

しっかりとそのあたりのことは頭に入れて、対

策を講じてもらいたいというふうに思っていま

す。

それから次に、土地の利用規制・誘導並びに

集団移転についてであります。この問題も、南

北に400キロに及ぶ本県の地震・津波対策として、

将来的にはいずれ真剣に考えるときがやってく

る問題だと認識しております。特に、目の前に

太平洋が広がる沿岸部の住宅密集地や、標高が

低く近くに逃げ場がない、高台がないなど、そ

ういった地域は生命にかかわる問題として、今

まさに東日本大震災を教訓にし、そして南海ト

ラフ巨大地震の被害想定が発表されたことを受

けまして、行政がどこまでかかわっていくかを

考えていかなければならない時期に来ているの

だというふうに思っております。そこで、お伺

いしたいと思います。津波による危険が著しい

と考えられる区域に、法律では認められており

ます災害危険区域の指定を考えている沿岸市町

があるかどうか、また同区域にあわせて、昨

年12月27日に施行された津波防災地域づくり法

に基づき、県がこれから指定をされます津波災

害警戒区域並びに特別警戒区域に対して、将来

的に土地利用の規制・誘導、あるいは集団移転

を考えている沿岸市町があるかどうか、県土整

備部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 建築基準法に

基づく、津波による災害危険区域の指定につき

ましては、沿岸の５市５町に確認しましたとこ

ろ、現時点で指定を検討しているところはござ

いませんでした。また、津波災害警戒区域及び

特別警戒区域に対する土地利用の規制・誘導や

集団移転につきましては、今後、県による津波

浸水想定等の内容を踏まえ、検討されていくと

聞いております。

○右松隆央議員 この後、触れますが、今求め

られている地震・津波に強いまちづくりでは、

土地の利用や施設整備による対策についても、

具体的に最大クラスの津波による浸水リスクを

住民に周知した上で、地域の合意形成を図りな

がら、できるだけ浸水リスクの低い地域を居住

地域にするなど、土地利用の計画も組み合わせ

た対策が必要である、そのようにされておりま

す。県としても、将来にわたり、あらゆること

を想定して万全に取り組み、そして県民の生命

と財産を守ることが、これからの地震・津波防

災対策に求められている方向性だと認識してお

ります。ぜひこれからも、沿岸市町と一緒に

なって津波対策に全力で取り組んでもらいたい、
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そのように考えております。

さて、地域防災計画並びに都市計画について

質問をしてまいりたいと思います。東日本大震

災の教訓を踏まえて、今、各県で地域防災計画

の見直しが進められております。本県でも、こ

としの２月に地域防災計画の見直しが図られた

ところであります。県の地域防災計画の見直し、

これは大変重要な指標となるものであります。

市町村の地域防災計画はもちろんでありますが、

防災計画に基づき策定する市町の推進計画は、

まさに都市計画あるいは区域マスタープランに

も関連が出てまいります。ですから、計画の見

直しの中身も極めて大事になってきます。そこ

で、お伺いしたいと思います。津波対策を進め

る上で、地域防災計画や都市計画などの関連す

る計画が有機的に連関する仕組みが必要だと考

えているわけでありますが、それについて県の

考えを伺いたいと思います。そして、あわせて、

それぞれ今後の具体的な改定のスケジュールと

改定のポイントについて、危機管理統括監並び

に県土整備部長にお伺いしたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 津波対策

を進める上では、中長期的には津波災害に強い

まちづくりが大きな対策の一つでございまして、

先ほど来、議論がございました津波防災地域づ

くりに関する法律の中でも、その考えが示され

ているところでございます。同法によりますと、

今後は、市町村が推進計画を策定し、それに基

づいてソフト・ハードを含む総合的な対策を進

めることとされております。この中で特に、さ

まざまな津波対策のための施設や避難体制の整

備、特別警戒区域の設定による適切な土地利用

への誘導などを、地域の状況に応じて組み合わ

せる形で計画を策定することが求められており

ます。また、この推進計画は、都市計画上の市

町村マスタープランとの調和、または市町村地

域防災計画との整合性を図ることが求められて

おりまして、これらの点が改定のポイントにな

ろうかと思っております。スケジュールに関し

てですけれども、計画改定の前提となる地震・

津波の想定見直しについて、現在、県において

作業を進めているところでございますので、改

定のスケジュールとしては、来年度以降になる

ものと考えております。

○県土整備部長（濱田良和君） 都市計画の整

備等の方針につきましては、県において、都市

計画区域マスタープランを定めております。こ

のプランの改定のスケジュールにつきましては、

現在国が進めている都市計画法の改正や県の地

域防災計画の見直し等を踏まえる必要がござい

ますので、これらの見直し後に対応してまいり

たいと考えておりますが、改定に当たっては、

新たに津波防災に関する視点を盛り込むことが

ポイントになると考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、改定作業を鋭意進めて

いただきたい、それを願っております。

さて、この項目、最後に、知事にお伺いした

いと思います。先日の南海トラフ巨大地震によ

る本県の甚大な被害想定は、関係各所に大きな

衝撃を与えたところであります。そこで、本県

における今後の取り組みの中に、九州各県との

連携強化として、「南海トラフ巨大地震対策九

州ブロック協議会」に、幹事県として主導的な

立場で参加するというふうにあるわけでありま

すが、九州を先導する立場として、知事の強い

メッセージをいただければと思います。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震に

ついては、本県が九州で最も大きな被害を受け

るという想定が発表されたところでありまして、

県民の皆さんの間にも大変な不安が広がってい
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るのではないか、しっかり国、県、市町村、関

係機関が連携をしながら、これに対処する、進

めていく必要があろうかというふうに考えてお

ります。先般設置をされました九州ブロックで

の協議会─九州各県の協議会でございますが

─においては、宮崎県が幹事県になりまして、

積極的に参画するとしたところでございます。

国難とも言うべき大規模、広範囲な地震・津波

災害に対しましては、国や関係機関との連携強

化、また九州各県が一体となって取り組むこと

が大変重要であるというふうに考えております。

この問題につきましては、私自身が先頭に立っ

て九州内の議論を取りまとめまして、必要な法

制度や支援スキームの整備なども国に要望して

まいりたいと考えており、先日の会議に先立ち

まして、中川防災担当大臣とも―南海トラフ

の被害想定が出たその翌日に来県をしていただ

いたわけでございますが―直接、意見交換し、

要望をしたところでございます。

今後、国におきましては、南海トラフに対応

した特別措置法なり支援メニューの検討、九州

ブロック単位でのこういう協議会での検討、さ

らには、県内において沿岸10市町と県が一緒に

なった協議会をつくっての対策など、今答弁し

ましたような被害想定を、県で改めてつくって

いくというような作業が進むわけです。それを

短期、中期、どのように進めていくのか、県民

の皆様には避難路、避難経路、さらには建物耐

震化などの取り組みを進めていただく、それを

どのような形で進めていくのかということをわ

かりやすく御説明しながら進めていく必要があ

ろうかというふうに考えておるところでござい

ます。知事就任に際しまして、「常在危機」と

いう言葉でお示しをしましたとおり、危機対応

というものは最大の課題の一つというふうに認

識しておりますので、この南海トラフ地震への

対応というものも全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 全体像としてもわかりやすく

入ったところでございます。やはり幹事県とし

て主導的な立場で、それにふさわしいような津

波防災における模範的な対策をしっかり今後も

検討していただきたい、そのように思っている

ところであります。

それでは、最後の項目に移りたいと思います。

水資源保全対策について伺いたいと思います。

私は、今年度設置された水資源保全対策特別

委員会に所属をしているわけであります。何回

かの委員会を経て、もう既に設置期間の半分が

経過をしているわけでありますが、率直に申し

上げて、この問題において、執行部とのすれ違

いや温度差を感じざるを得ないわけであります。

本県の大事な地域資源である水源地保全、そし

て森林の土地取引における危機感の共有を図っ

ていきたい、そういう観点で３つの質問をして

まいりたいと思っております。

まず、なぜこの問題に取り組むことになった

のか。これは、御承知のとおり、外国資本によ

る森林買収が平成24年、ことしの５月現在で北

海道を初め６県で計786ヘクタールが確認されて

おります。これによって、我が国の土地制度や

売買規定、あるいは地籍の調査、土地に関する

さまざまな重要問題が浮かび上がってきたこと

が、そもそものきっかけになっています。具体

的には、土地所有に関する規制がないこと、あ

るいは地下水の取水制限がないこと、また水ビ

ジネスとしての水源林の購入問題などが挙げら

れるわけであります。そして、国の対策が極め

ておくれているということが、この問題をさら

に深めることになっています。水循環基本法案、
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これも３年前から国会で研究会を立ち上げてい

るにもかかわらず、なかなか成立できないでい

ることにしびれを切らした地方自治体が、北海

道を初め、埼玉、群馬と、条例を制定し、地域

資源を自分たちの手で守ろう、そういう取り組

みをしているわけであります。本県としても、

今現在は外国資本の森林買収はないということ

ですが、ふるさとの大事な水資源を、問題が発

生する前にいかに未然に守っていくか、このこ

とを真剣に考える必要がある、そのように認識

している次第であります。そこでまず、総合政

策部長にお伺いしたいと思います。県内の山林

売買で、過去５年間に県外者が購入した１ヘク

タール以上の国土利用計画法に基づく届け出件

数と面積、及び利用目的について伺いたいと思

います。

○総合政策部長（稲用博美君） 国土利用計画

法に基づきます平成19年度から平成23年度まで

の届け出件数は、全部で1,335件ございます。こ

のうち県外者によります本県の山林を含む売買

等で１ヘクタール以上の取引は42件ということ

で、全体の3 . 1％となっております。面積

は4,238ヘクタールということで、利用目的とし

ましては、林業・育林が33件、資産保有が８件、

商業施設が１件でございます。

○右松隆央議員 県外者が購入をするというこ

とは、不在村森林所有者ということになります。

私は、この不在村森林所有者に占める県外在住

者の割合のデータも整理する必要があるという

ふうに思っております。林業関係者以外の県外

の、例えば投資家などが購入をすれば、これは

やはり外国資本に渡ることも含め、さまざまな

リスクがより大きくなるというふうに考えてお

ります。今後、県外者が購入するケースが増加

するというふうに想定されます。今のところは、

この数字で全体の3.1％、５年間ですから、さほ

ど多くはないんですが、今後の、将来も含めて

対策の必要性を強く感じる次第であります。

そこで、どういう対策が必要なのか、一つの

提案をさせていただきたいというふうに思って

おります。先進県、具体的には福井県で条例と

ともに導入の検討が進められている、森林売買

監視システムの構築であります。森林売買監視

システムとは、民有林のうち、地価高騰抑止以

外で水源エリアを守るために特に適正な土地利

用の確保を図る必要のある区域を、関係市町村

の意見を踏まえて監視区域として設定して、地

下水の取水規制を検討したり、資産保有の中身

をチェックしたり、あるいは土地売買の資料提

出を所有者に求めたりすることのできるシステ

ムのことであります。そこで、環境森林部長に

お伺いしたいと思います。宮崎の山林と水源を

将来にわたって守るために、本県においても、

この山林売買監視システムの構築について検討

してみてはどうかと思いますが、お考えをお聞

きしたいというふうに思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 御質問にあり

ましたように、外国資本による森林の売買につ

いては、県内では確認されておりませんけれど

も、国の調査によると、北海道等で売買事例が

確認されているところであります。今後、県内

でこのような事例の発生も考えられますため、

現在、国に対して、その監視や情報の共有化の

強化を要望しているところであります。御質問

にありました山林売買監視システムのうち、地

価高騰抑止以外での監視区域の設定につきまし

ては、水源地を保全するため監視区域を設定す

るものであり、また資産保有の中身のチェック

につきましては、森林の保有目的を確認できる

手法ではないかと感じたところであります。今
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後、関係部局と連携を図りながら、研究してま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 最後に、知事にお伺いしたい

というふうに思います。今までの質問、答弁を

受けて、山林売買監視システムの構築、さらに

は土地取引の事前届け出─これはもう例があ

りますが─の条例制定も視野に入れた、知事

の御認識あるいは御見解をお伺いしたいという

ふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） まずは、本県の森林が

県土の76％を占めているということで、国土の

保全や水源の涵養、地球温暖化の防止というも

のもあります。安らぎの提供というのもありま

すし、ユネスコエコパークに登録をされた綾の

ような照葉樹林など貴重なものもありますし、

多面的な価値、多面的な機能を有しておる、県

民のかけがえのない財産であろうというふうに

考えております。これをしっかり守っていくた

めに、適切な整備保全は大変重要な課題だとい

うふうに考えております。今いろいろ御指摘が

ございました他県の取り組み―売買監視シス

テムの状況、条例の制定など、取り組みがなさ

れているようでありますし、国において議員立

法で検討されております水循環基本法案、その

動きなどもよくよく研究をしながら、我が県と

して何ができるのか、何をなすべきなのかとい

うものをしっかり考えて対応してまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 本県の水資源をいかに守って

いくか、これは今後も特別委員会で委員の皆さ

んと一緒にしっかりと議論してまいりたい、協

議してまいりたいというふうに思っております。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団、河野でございます。一般質問させてい

ただきます。

知事は、８月10日の定例記者会見で、社会保

障と税の一体改革、消費税の増税法案成立につ

いて、「我が国の将来、社会保障のあり方、財

源確保という意味で、大変重要な一歩を踏み出

すことになるのではないかというふうに思って

おります。これがまた御破算になると、一から

の議論になってしまいますので、そういう一つ

物事が進んだということ、もちろんその増税を

めぐって、それから、増税の国民生活の影響に

対する方策というものは、しっかりといろいろ

考えていく必要がありますが、そういういろん

な課題はあるにしても、前へ進んだということ

は、高く評価したいというふうに考えておりま

す」と答えておられます。我が会派の代表質問

においても、同じ趣旨の答弁をなされました。

知事の答弁にありますように、増税は国民生活

と直結していきます。ただ、住民の身近なとこ

ろで生活を守る知事は、長く続く県財政の厳し

さから、増税による地方財源の充実を強く感じ

ていることでありましょう。今回の消費税収に

ついては、年金、医療、介護並びに子育てに対

処するためとされています。そこで、知事に２

点お伺いいたします。

今回の社会保障と税の一体改革において、子
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育て支援に本格的に乗り出すことについて、知

事の認識を伺います。

２つ目、消費税の増税法案の審議の中で、税

率引き上げに際して、公共事業を含む景気対策

が必要とされたが、そのことについて知事の見

解をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終え、後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、社会保障と税の一体改革における子育

て支援についてであります。社会保障と税の一

体改革につきましては、近年の急速な少子高齢

化の進展の中で、現役世代も含めた全ての人が

より受益を実感できる社会保障制度の再構築と

しまして、消費税増収分を、現在の年金、医療、

介護の社会保障費に加え、未来への投資を強化

するため、子育て支援に拡充されたところであ

ります。我が国の将来の活力というものを考え

た場合に、子育て支援は大変重要なことと考え

ておりまして、これも重要な取り組みではない

か、重要な一歩ではないかと考えておるところ

でございます。

本県におきましては、子育て支援について、

「未来みやざき創造プラン」や「次世代育成支

援宮崎県行動計画」に基づきまして、「日本一

の子育て・子育ち立県」を目指し、総合的、計

画的に取り組んでいるところでございまして、

子育て支援に対して、国の財源が確保されるこ

とに大変期待をしておるところでございます。

今後、詳細な制度設計の検討が行われますが、

地域の現場を抱える地方の意見が十分反映され

るということが重要であると考えておりますの

で、国と地方の協議の場などを通じ、地方の実

情に即した制度となるよう、国に対して強く要

望してまいりたいと考えております。

次に、消費税増税時の公共事業を含む景気対

策についてであります。消費税の増税法案では、

経済状況の好転が税率引き上げの条件とされて

おります。今後、国におきまして、成長戦略や

事前防災・減災等の分野への資金の重点配分な

どによりまして、経済成長や景気回復に向けた

施策の検討が行われることとなっております。

御質問の公共事業を含めた景気対策でありま

すが、本県の社会資本整備のおくれや公共事業

の県内経済への影響の大きさというもの、さら

には、南海トラフの巨大地震を想定いたしまし

た、道路、港湾等の防災インフラの整備の必要

性などから、本県経済の活性化や県民生活の安

全・安心の確保を図る点から、大変重要と考え

ております。本県といたしましても、積極的な

景気対策を踏まえた財源の確保等に取り組んで

まいりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○河野哲也議員 先ほど知事も述べられました

が、社会保障と税の一体改革の中で、未来への

投資を強化するため、子育て支援を拡充したこ

と、これは大変大きな意味があると思います。

子育て関連３法案では、公明党が提案させてい

ただいた考え方をもとに修正がなされ、現行の

認定こども園の拡充、一定の基準を満たした施

設であれば原則として認可し、財政支援する認

可制度を前提とした仕組みの導入、小規模保育、

家庭的保育などの多様な保育に対して、財政支

援を行う地域型保育給付の創設、子育て関連で

懸案であった市町村の保育の実施義務について

は、引き続き義務を担うようになりました。そ

して、２年をめどとして、総合的な子ども・子

育て支援を実施するための行政のあり方を検討

するとしております。
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そこで、子育て、家庭教育支援について福祉

保健部長にお伺いいたします。まず、本県にお

ける子育てを取り巻く環境の変化をどう認識し

ているか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 核家族化等の

進行によりまして、親族や地域とのかかわりが

希薄化して、子育て家庭の孤立化が進んでおり

ますことなどから、子育て家庭の育児に対する

不安感や負担感が拡大をしているところでござ

います。また、勤労者世帯の約半数が共働き世

帯となるなど、ライフスタイルが多様化する中

で、子育てを考える上では、職業生活と家庭生

活の両立を可能とする働き方への見直しが重要

となってきております。こうした状況は、おお

むね全国と同様でございますけれども、本県は、

保育所の待機児童がゼロであるなど、充実した

保育環境や、元気な子供を育む豊かな自然、さ

らには地域のきずなが残されているなど、全国

と比較いたしますと、恵まれた子育て環境にあ

るものと認識をしております。

○河野哲也議員 本県においては、恵まれた子

育て環境にあるとの答弁でございました。これ

は、後ほどただしてまいりたいと思いますが、

大事な視点になってくると思います。国におい

ては、1990年に出生率が大きく落ち込んだ

「1.57ショック」以来、さまざまな施策を打ち

出してきました。2003年の「少子化社会対策基

本法」を初め、「次世代育成支援対策推進法」、

近年では、2010年に「子ども・子育てビジョ

ン」を閣議決定し、少子化への対策を行ってき

ました。そして、このたびの一体改革でござい

ます。いずれも、子供を安心して生み育てるこ

とができる環境、保育サービスの充実を掲げて

います。確かに、働く保育ママにとっては大事

な視点であります。しかし、これだけで、少子

化に対処するための施策、子育てに伴う喜びを

実感させる配慮という、それぞれの基本理念を

実現できるかというと、大きな懸念がございま

す。ここで、本県の子育て支援の基本的な考え

方を伺っておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 子育て支援に

つきましては、本県の恵まれた子育て環境を生

かしながら、「次世代育成支援宮崎県行動計

画」に基づきまして、ライフステージに応じた

保育サービスの提供や、子育てに係る経済的負

担の軽減、仕事と家庭の両立支援などを行って

おります。また、子育ては社会全体で支援して

いくことが重要でありますことから、昨年度か

ら展開しております「未来みやざき子育て県民

運動」により、子育てを応援する機運の醸成を

図るなど、各種施策を総合的に推進してまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 やはり、今の答弁のように、

子育て・家庭教育支援の施策で、保育サービス

の充実が、親の仕事と家庭の両立支援に重点が

置かれていること、つまり、量的な充実になっ

てしまっている感があります。何かすこんと抜

けている感がありまして、実はこれを確信した

出来事がございました。今回の質問に際して、

実は、私、教職員のコンプライアンスのほうの

調査をしようと思いまして、元同僚の先生方が

県下にいらっしゃいますので、時間のあるとき

に取材をするつもりでありました。しかし、そ

れを超える先生方の苦悩をお聞きしたところで

ございました。

実は、私の元同僚の一人が、昨年、今まで見

たことのない学級崩壊を御自分で経験したとい

うことでした。私は、その元同僚を力のある教

師だと思ったんですけど、その教室で起こって

しまったと。これ以上詳しく述べると支障がご
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ざいますので、８月に参加しました教育関係の

サマーセミナーで似た報告があったので、少々

長くなりますが、紹介します。

これまでの学級崩壊は、新卒教師や未熟な

教師の教室で生じていた。ところが、最近は、

評判のよかったベテラン教師、学校の中心に

なってきた教務主任などの教室でも起こる。

教室の騒がしさが今までの比ではなく、離職

する先生もいるほど。学級騒乱と言ったほう

がぴったりする。原因は不明だ。ただ、１つ

や２つの原因ではない。多重的だ。学校が壊

れていくこの現象を「新型学級崩壊」と名づ

ける。わかっている限りの現象を紹介する。

東北地方の静かな農村。１学級35人。その

うち、シングルマザーは11人で、シングル

ファーザーが２人の学級だ。親は働くのに忙

しく、子供に教えることを飛ばして、叱り、

どなり、たたいて育てる。子供は学校で友達

をたたき回る。

東京の高級住宅街。かつて親からたたかれ

ていた子は、学級で２～３人だった。今はた

たかれない子が２～３人だ。両親の間で子育

ての押しつけ合いが目立つ。子供をどう育て

るのかという知識、親学というものが欠如し

ている。

子供の前で担任の悪口を言う親がいる。か

つてそんなことはなかった。親から担任の悪

口を聞いた子供は、教師の言うことを全く聞

かなくなる。担任を「くそばばあ」とどなり

散らすようになる。

などなど。

確かに、学級崩壊は、教師、学校に責任があ

ることも多々あります。しかし、元同僚の話を

聞くと、親が親になっていないことを強く感じ

ました。私は、親としての学びが必要であると

考え、調査を進めました。すると、このことは

もう全国的な動きになっていました。かつて日

本にあった子育てがなくなったと、伝統的な子

育ての復活を提唱し、親学を確立している研究

者もいます。例えば授乳のとき、目を見て言葉

をかけながらする。今、「梅ちゃん先生」があ

りますけど、まさにあの子育てです。そして、

笑いかけ、あやすということ。そして、「高い、

高い」とリズム運動をするということ。私たち

の年代はまだ当たり前と思っていたんですけど、

これが、ヤングマザーというんでしょうか、若

いお母さんの間では、ベッドに赤ちゃんを乗せ

て、ミルクを授乳させながら携帯をいじってい

るとか、そういう状況が見られるという報告が

ありました。

もう１つ、また、山口県在住の教育者が提唱

した「子育て四訓─乳児はしっかり肌を離す

な。幼児は肌を離せ、手を離すな。少年は手を

離せ、目を離すな。青年は目を離せ、心を離す

な─」を生かした親学の研究会。また、富山

県には、親を学び伝える学習プログラムがあり

ます。島根、栃木にも親学プログラムがありま

した。乳幼児期、学童期、思春期等、継続でき

る内容でございました。本県にもぜひ必要だと

考えます。教育長にお伺いします。子育て、家

庭教育においては、親になるための学習、親と

しての学習が必要であると考えますが、本県の

取り組みについてお伺いをします。

○教育長（飛田 洋君） 今、議員がお話にな

りました事例、非常に重く受けとめさせていた

だきながら聞かせていただきました。近年は、

核家族化あるいは近隣の地域の人とのつながり

の希薄化というようなことから、これまでうま

く受け継がれてきた子育ての知恵、そういうも

のが親から子あるいは次の世代へと伝わること
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が、まさに親としての学習の機会が減少してき

ているのではないかと考えております。現在、

県教育委員会では、学校やＰＴＡと連携して、

家庭教育学級、それから家庭教育支援ボラン

ティアの養成、そういうような親としての学習

の支援に取り組んでいるところであります。３

月の文部科学省の家庭教育検討委員会の報告書

にこんな記載がありました。「親の学びは、親

となった後のみならず、親になる前の世代から

必要である」と。この視点は、実に大切にすべ

き視点だと思っております。今後、本県でも、

今の取り組みに加えて、こういう視点から、子

供の発達の段階に応じた継続的なプログラムの

開発を研究していきたいと考えております。

○河野哲也議員 確かに家庭教育学級はあるん

です。あの設定はあります。しかし、系統的な

教材とか、親になるために育つ、そういうもの

がないんです。熊本県では、平成16年に、家庭

教育の指針となる「くまもと家庭教育10カ条」

が作成されて、子供たちに、基本的な生活習慣、

人に対する思いやり、善悪の判断など、基本的

なマナーやルールを身につけさせることは、家

庭の重要な役割であると示し、さらに、平成19

年に「熊本県子ども輝き条例」が制定されて、

子育てに関する保護者の第一義的役割というの

を条例で明確にしていると。このことから、条

例をもととしてさまざまなプログラムをつくっ

ているという実践も報告されています。プログ

ラムの件も言いましたが、例えば、熊本県の

「子ども輝き条例」のように、家庭教育を支援

する条例の制定は考えられないか、福祉保健部

長、お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、条

例の制定はないわけでございますけれども、平

成22年３月に策定した「次世代育成支援宮崎県

行動計画」に基づきまして、家庭教育への支援

を含め、子育て支援サービスの充実や仕事と子

育ての両立支援など、各種施策の総合的な推進

に県民総ぐるみで取り組んでいるところでござ

います。熊本県の条例につきましては、議員御

指摘のとおり、保護者の役割など幅広い内容と

なっておりますので、熊本県やその他の県の状

況等も調査しながら、条例制定の必要性につい

て検討してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 前向きな答弁と受けとめてい

きたいと思います。実は、先ほど後藤議員も引

用されましたが、平成18年度に教育基本法が改

正されました。第10条において、保護者が子の

教育について第一義的に責任を有すること、そ

れから、国及び地方公共団体が、保護者に対し、

家庭教育支援のための学習の機会及び情報提供、

そのほか、家庭教育を支援するために必要な施

策を講じるように定めています。そこで、先ほ

ど部長のほうからありました次世代育成支援宮

崎県行動計画、後期分の22年から26年の５年間

の内容を確認しました。その後期の策定の資料

としている子育てに関する不安感や負担感の内

容で、１位はやっぱり経済的なことです。２位

に─49％も占めているんですが─子供の接

し方やしつけの方法が正しいかという不安が親

にある。そういう結果が策定の資料にあるにも

かかわらず、親として学ぶシステムというのが、

この後期の本計画のどこにも見当たりません。

教育基本法があり、そして推進法があって、先

ほどの文科省の検討委員会など、さまざまな中

で、親が育つ機会と情報を設けろと言っている

にもかかわらず、ないわけです。これはどうな

のかなというのを非常に思います。

その象徴というんでしょうか、まさに、親と

して学ぶ場として情報提供している放課後児童
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クラブ―放課後の学童の教育とかそういうも

のを支援している児童クラブ─そこで親も学

べているんです。延岡の児童クラブを私、調査

しましたけど。私は、22年に、放課後児童クラ

ブの全額補助について質問させていただきまし

たけど、その後、改善されているか、福祉保健

部長に、ちょっと確認をしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 放課後児童ク

ラブへの補助につきましては、国が示した補助

基準額を上限といたしまして、市町村に対して

交付する国庫補助制度となっておるところでご

ざいます。県の補助制度につきましては、平

成23年度に、放課後児童クラブの運営内容の充

実を図る観点から、補助基準額等の見直しを行

いまして、国の補助基準額に近づける努力を

行ったところでございます。厳しい財政状況の

中ではありますけれども、子育て支援体制の充

実を図る上で重要な役割を担っていることから、

今後とも、県内クラブの運営実態を把握する調

査を実施するなど、現状を十分把握いたしまし

て、総合的な視点から支援の充実について検討

してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 熊本、それから鹿児島は、全

額補助です。さっき言いました親が育つ場の提

供をしている放課後児童クラブ等の現場で働く

職員の処遇等の改善とかしていかないと、子供

に結局影響していくと。どうか来年に向けての

検討を前向きにお願いしたいと思います。

「しっかり抱いて、下におろして、歩かせよ」、

日本の子育ての知恵でございます。断絶させて

はいけないと強く思います。再度、教育長、早

急に親学プログラム作成に入りませんか、答弁

をお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 親としての学習とい

うのは実に大切だと思います。例えば、いろん

な視点があると思うんですが、どういう方を対

象にするのか、就学前の親、それから、小学生

・中学生の親、高校生の親、さらには親となる

前の世代の方々、それから、どういう機会に学

習するのか、あるいは既存のやっていることと

どう整理するのか、そういうものをしっかり研

究して考えていきたいと思っております。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。

防災・減災ニューディールについての質問に

移らせていただきます。

社会保障と税の一体改革をめぐる３党修正合

意で、経済対策の項目に、公明党が政府に対し

て提言を行いました「防災・減災ニューディー

ル」への取り組みが盛り込まれました。その要

旨は、消費税率の引き上げによる経済への影響

等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災

等に資する分野に資金を重点的に配分すること

など、我が国経済の成長等に向けた施策を検討

するということでございます。防災・減災ニュ

ーディールの柱は、大きく２つあります。１つ

は防災・減災。今後、補修・整備が必要な道路

や橋などのインフラ整備を早目、早目に行い、

災害に強い国づくりで防災力を高め、国民の命

を守ること。２つ目はニューディール。真に必

要な公共投資を集中的に前倒しで行うことで、

景気のニューディール（新規まき直し）をし、

雇用を拡大し、経済成長を図る。コンクリート

の耐用年数というのは50～60年と言われており

ます。高度成長期に整備が進んだ道路、橋など

の社会資本の多くが、経年劣化してきており、

補修・再整備が必要となってきています。本県

の2,000余りの橋も、2009年時では50年を経過し

たものが８％だったものが、2030年には54％に

達します。集中的に前倒しで公共投資に予算を

回すことで、早目に計画的な改修ができ、長期
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的には大幅なコスト削減にもなります。また、

将来的に必要な社会資本整備に公共投資を集中

することで、防災力を向上し、雇用の確保、需

要の拡大、デフレの改善、それによる税収増、

ひいては財政再建につながるというふうに確信

しております。

そこで、県土整備部長にお伺いします。本県

では、橋梁の長寿命化計画について取り組んで

いらっしゃいますが、現状についてお伺いいた

します。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理して

いる橋梁は約2,000橋ございますが、その多くが

高度経済成長期に整備されておりまして、20年

後には、架設後50年を経過する割合が半数を超

えるなど、今後、高齢化が急激に進行してまい

ります。このまままいりますと、更新の時期が

集中しますことから、多額の費用を負担できず

に、安全な交通を確保できなくなるおそれがご

ざいます。このため、平成22年度に橋梁の長寿

命化修繕計画を策定いたしまして、継続的な点

検と適切な診断を行った上で、状態が悪くなる

前に補修を行う予防保全型の維持管理へ転換す

ることによりまして、コストの縮減や平準化を

図ることとしております。今年度は、この計画

に基づきまして404橋の点検を行い、53橋で塗装

やコンクリートのひび割れ補修、高欄の取りか

えなどを行うこととしております。

○河野哲也議員 計画を読ませていただきまし

た。最後の資料のほうに、今後100年間において、

仮に全ての橋梁に事後的な対策を行って全橋更

新を想定した場合、総額7,520億。点検を継続し、

重要度の違いによるめり張りをつけ、現時点で

想定される更新のみを見込んだ提案シナリオと

いうのができ上がっていますけど、これが2,270

億で済むと。つまり、5,000億の縮減が見込まれ

るという、本当にわかりやすい図を提供してい

ただきましたが、単純計算で、年間23億の財源

確保をしなきゃいけないということになります

けど、この予算の確保をどのように考えている

か、お伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 橋梁につきま

しては、道路施設の中でも特に重要な構造物で

ございますので、適切な維持管理を実施し、安

全・安心な交通の確保に努めていく必要がござ

います。そのため、必要となる予算について、

厳しい財政状況の中ではございますが、優先的

に確保することとしておりまして、今年度は、

当初予算ベースで、国の交付金事業として約８

億7,000万円、県単独事業として約７億2,000万

円の、合計約15億9,000万円の予算を措置してい

るところでございます。今後も引き続き、国に

対し強く要望を行うなど、必要な予算の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今後の国の動きになりますけ

れども、先ほどの３党合意の中に、事前防災及

び減災に資する分野に資金を重点的に配分する

という項目がありますので、ぜひ、国に強く要

望していっていただきたいと、そのように思い

ます。

私が、防災・減災等に資すると確信している

全天候フォレストベンチ工法研究会主催の報告

会が東京で開催され、参加いたしました。来賓

の政治評論家の森田実氏は、「さきの３党合意

に、公明党が提案した防災・減災ニューディー

ルが盛り込まれたことについて、テレビのコメ

ンテーターは、無駄な公共事業だと大合唱して

いるが、とんでもないことだ。学校の耐震化を

進め、津波防災のために海岸沿いの防潮堤を建

設するなどの公共工事は、子供の命を守り、国

民を守るためには、とても大事なことだと思う。
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こういう公共工事は広義で福祉政策だと考える

べきだ。そういう中で、私もここ２～３年、

フォレストベンチの普及のために動いてきたが、

環境に優しいフォレストベンチについても、地

方議員の方が熱心に地方議会で取り上げ、着実

に広がりつつある。やがて日本中に普及され、

国民の命が守られ、コンクリートではなく緑に

囲まれる社会になることを祈りたい」と、述べ

られておりました。日南市出身の栗原先生が開

発したのり面工法等、さまざまに応用できる全

天候フォレストベンチ工法は御存じでしょうか。

フォレストベンチ工法というのは、全天候で

すね、大雨、大雪、竜巻、津波であっても、そ

れに対応できる、栗原先生のふるさと日南の棚

田を着想として、斜面を階段状につくり変えて、

森を再生する技術でございます。垂直面は倒れ

ないようにアンカーで固定し、間伐材を使って

水と空気の出入りを自由にして、斜面の安定を

高めています。コスト面、環境面に利点がある

とされています。圧巻は、３・11の東日本大震

災の大津波において、コンクリートで固めた防

波堤、のり面は粉みじんに破壊された中で、見

事に気仙沼の民家を津波から守り抜いたという

ことでございます。我が党の宮崎市議団が気仙

沼の現地に調査に行き、確認をしてまいりまし

た。そこで、このフォレストベンチ工法を採用

した県発注ののり面工事等の実績はあるのか、

お伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

しては、これまでに、平成15年度に西都市内の

道路ののり面工事で１件、平成16年度に延岡市

内の避難場所ののり面工事で１件の、合計２件

の実績がございます。

○河野哲也議員 私は、延岡の現場、避難所と

なっている名水小学校の裏山にその工法で施さ

れたものを調査させていただきました。もう８

年たっていますが、見事に自然と調和して、崩

れていませんでした。不思議なことに、そのす

ぐ前ののり面はコンクリート壁でした。最近の

施工でした。すごくアンバランスというか─

見たときにですね。この工法は、結局、平成16

年が最後ですから、８年間採用されていないと

いうことになります。言いかえると、これだけ

災害に強い効果的な工法を、今の担当者は知ら

ない可能性があるなというふうに─失礼で

しょうか。実はそう思ったのは、先日の合同政

策勉強会の折、木材を使った公共事業の事例説

明の中に、この全天候フォレストベンチ工法が

入っていなかったからです。効果的な工法なの

に入っていない。さまざまな工法について職員

が研さんしているとの報告がありましたけど、

ちょっと疑問の残るところでございました。こ

のような効果的な工法での事業、橋梁の長寿命

化など、本県に拠点を置く地元業者で仕事がで

き、木材を含めた地元の資材で進めていけるこ

の防災・減災ニューディール政策のお話を関係

者とすると、必ずくっついてくるのが、一般競

争入札、そして総合評価。「今の入札制度じゃ

ねえ」というふうに、中小の企業さんはもうあ

きらめてしまいます。起死回生の絶好のチャン

スと捉えていただければいいんですけれども。

県は、入札制度について試行を重ねながらやっ

てきているわけですが、今回の議会においても

議論されているように、まだまだ問題視されて

いるようです。今後、多くの橋梁補修工事等が

発注されることになると思いますが、地産地消

の観点から、県内業者が受注しやすい入札制度

になっているか、伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県発注の建設

工事につきましては、地域における建設産業の



- 181 -

平成24年９月14日(金)

果たす役割等を考慮しまして、一部の特殊な技

術を要する工事などを除き、原則として県内業

者に発注しているところでございます。橋梁補

修工事につきましても、原則、県内業者に発注

することとしておりまして、昨年度は、全て県

内業者が受注をしているところでございます。

○河野哲也議員 ありがたいことでございます。

今後とも、自分たちの地域は自分たちで守る防

災・減災の観点からも、真面目に取り組んでい

る県内業者への優先的な発注をお願いしたいと

思います。

農政水産部長にお伺いします。環境農林水産

常任委員会で、山形県の米澤佐藤畜産を視察さ

せていただきました。「宮崎県高鍋藩生まれ！

山形県米澤藩育ち」をキャッチフレーズとした

鷹山牛を、残念ながら堪能することはできませ

んでしたが、30カ月を過ぎた宮崎生まれの威風

堂々の肥育牛に出会うことができました。福島

原発事故の風評被害で一時期厳しい状況に陥り

ましたが、少しずつ、本当に少しずつですけど、

回復しているとの報告を受けました。「なせば

成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のな

さぬなりけり」との鷹山公の言葉どおり、今で

きることを全て手を打っているとの印象を受け

ました。本県においても、口蹄疫後、畜産経営

再開の支援として、今後の畜産のあり方で、販

売戦略を念頭に置いた県産牛の新たな食肉生産

の検討に結論が出たのでしょうか。関係者の間

では県の動向に注目していると聞きます。そこ

で、今後の宮崎牛の目指す方向について、ブラ

ンドの発展を基本としながら、多様なニーズへ

の対応を検討するということでありましたが、

その後の検討状況をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛につき

ましては、これまで、いわゆる霜降りを重視し

た改良を行い、ブランドを確立してまいりまし

た。社会構造や消費者の志向が変化する中で、

宮崎牛の将来像としまして、まず、霜降りにつ

いては、高級食材としての希少性の観点や、海

外戦略の素材として重要であるということは、

共通認識だと考えております。一方、うま味を

示す脂肪酸の含有量による違いや、飼養管理に

よる差別化など、消費者の選択肢の幅を広げる

工夫も必要であると考えております。さらに、

赤身肉志向が高まるものの、このクラスは、輸

入牛肉と競合する問題があるなどの意見もござ

います。現在、宮崎県畜産新生プロジェクトの

ワーキングチームにおいて、このような論点を

踏まえ、食肉生産のあり方等を検討していると

ころであり、今年度末に向けて一定の取りまと

めを行ってまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 昨年11月議会で確認したこと

を再確認します。儲かる農業の実現を目指す第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画を策定され

ました。この計画を県全域で推進していくため

には、それぞれの地域が、その特色を生かしな

がら、地域独自の個性的な農業・農村づくりを

進めていくことが重要だとされました。そのた

めに、それぞれの地域の特性や課題に応じた農

業・農村の振興を図るためのアクションプログ

ラムを策定するとのことでした。そこで、地域

が主体性を持って、地域特性を生かした農業生

産の構造改革に取り組むことが重要であると考

えますが、県の考え方をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業従事者の

減少や農産物価格の低迷が続く中で、農業を核

としてきた地域が今後も持続的に発展するため

には、地域の中心となる経営体、基幹品目、土

地利用のあり方などについて、地域としての明

確なビジョンが必要でございます。水稲や畜産、
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園芸が入りまじった多様な農業生産が展開して

いる本県において、地域ごとにこのようなビ

ジョンを策定し、実行に移していくには、何よ

りも、地域を取りまとめるリーダーが中心と

なって合意形成を図り、改革を進めていただき

たいと考えております。県といたしましても、

地域の中心となる農業者の育成に努めるととも

に、具体的な地域からの要望、提案に対して、

コーディネート機能を発揮し、国・県の事業な

どを活用しながら、積極的な支援をしてまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、地域の声を受けとめる

場を設定していただいて、支援していただきた

いと思います。

水産業振興について２点お伺いします。「み

やざき瞬間グルメ」開発事業について。鮮度低

下が早い等の理由で、地元中心に消費される水

産食材を生かした料理を、「瞬間グルメ」と位

置づけ、商工業者・団体と連携し、その情報発

信や普及により、水産物の消費拡大と付加価値

向上を図るとしています。ブランド化にもつな

がる積極的な事業と考えますが、モデル的なも

のとして集中させるのか、全県下で広く展開す

るのか、開発事業の取り組みについてお伺いい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「みやざき瞬

間グルメ」開発事業は、今お話にありましたと

おり、鮮度落ちが早いために地元でしか味わう

ことができない食材について、漁業者と地元料

理店とが連携して料理を開発し、地元に来て食

べていただくということで、漁業者の所得向上

と地域活性化につなげることを目的としており

ます。

本事業の具体的な進め方といたしましては、

県内全域を対象とした公募により、「瞬間グル

メ」になり得る食材の発掘と料理の開発に取り

組むグループを選定し、その活動を支援してい

くこととしております。現在、ハモの卵を使っ

た料理の開発など、２グループが取り組みを開

始しておりますが、今後さらに、取り組むグル

ープ数を拡大し、これまで意識されてこなかっ

た新たな魅力としての「瞬間グルメ」を広く普

及させてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 もう１つ、非常に関係した事

業で、「儲かる水産業実現アクションプラン」

を掲げて、儲かる漁業実現プロジェクトの推進

を事業化されておりますけど、漁業者の声とし

て、直接販売、それから産地加工を望む声が延

岡関係は非常に高いです。県としてどのように

流通・販売対策に取り組むか、お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 儲かる水産業

を実現するためには、魚価向上対策が非常に重

要な課題であることから、県におきましては、

ことし３月に策定いたしました「儲かる水産業

実現アクションプラン」に基づき、商品形態の

多様化、また、販売体制の多様化、県産水産物

の知名度アップを柱とした取り組みを進めてお

ります。具体的には、県産水産物の消費拡大を

図るため、宮崎カンパチを初めとしたブランド

の育成や、「宮崎イセエビいただきマンス」な

どのＰＲを展開するとともに、水産物販売のモ

デルとなるような加工品の開発や輸出などの取

り組みを推進しております。また、このような

取り組みを一層効果的なものとするため、漁協、

系統団体と連携を図りながら、全県域を対象と

した加工・販売体制づくりについても、現在検

討を進めております。

○河野哲也議員 具体的な検討をどうかよろし

くお願いします。

教育長にお伺いします。昨年９月の議会での
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いじめに関する質問で、私は、いじめをなくせ

るのは教師だけだと述べました。もっと先生方

に、いじめは、子供の命にかかわる犯罪である

という認識を持っていただきたいと述べました。

学校では、いじめの発見をどのように行ってい

るのでしょうか。いじめを発見したとき、学校

ではどのように対応するか、方法を示すことが

できるのでしょうか。校長が、いじめを「わか

りませんでした」。絶対にあってはならないこ

とですと、昨年結びました。大津市の中学２年

生の男子生徒が、昨年10月、いじめを苦に自殺

したとされる問題も、やはり一緒でした。そこ

で確認です。学校において起きたいじめ問題の

解消の最終的な確認は誰が行うのか、お伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 各学校におきまして、

いじめが発生した場合には、その解消に向けて、

保護者との連携のもと、関係職員が役割を分担

しながら、いじめられた側、いじめた側、双方

の児童生徒に対して、きめ細かな支援・指導を

行っているところであります。その解消したか

の確認につきましても、校長が中心となり、関

係教職員や保護者と連携しながら、当該児童生

徒がどう変わっていったかを観察するとともに、

その気持ちを十分に把握した上で、最終的には

校長が判断しており、解消後も児童生徒を見守

り続けているところであります。

○河野哲也議員 そうです。繰り返すようです

けれども、校長が「わかりませんでした」と。

絶対言ってはいけない言葉だというふうに思い

ます。本県は、いじめの認知件数が全国的に見

て少ない状況でありますが、その要因をどう分

析しているか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） いじめは非常に発見

しにくく、わかりにくい面もありまして、単に

認知件数だけでそれを判断することはできない

と思っておりますが、いじめが少ない要因につ

きましては、各学校におけるいじめ対策委員会

等がしっかりと機能して、いじめ防止対策の効

果が上がっていること、また、全教育活動を通

して、児童生徒の人権意識、それから自尊感情

の育成などがなされていること、さらには、家

庭や地域の教育力が機能している環境や風土の

よさが宮崎にあることなどが、相乗的に効果を

上げていることがその要因ではないかと考えて

おります。

○河野哲也議員 本県の各学校は、いじめの発

見システムと対処システムがしっかり確立して

いると判断してよいでしょうか。であるならば、

ぜひ発信をしていただきたい。私は、やっぱり

宮崎の教師集団を信頼したい。信頼することが、

力を発揮できるというんでしょうか、そういう

状況になるというふうに思います。

さきに述べましたが、宮崎は、人材を育てる

環境が壊れることなく、まだまだ存在している

と、私は思っています。民間の研究所が、「い

い子どもが育つ」都道府県ランキングを発表し

ています。例えば、「自分によいところがある

と思いますか」というのは、宮崎は80.7％の子

供が肯定的に回答しています。「将来の夢や目

標を持っていますか」ということも、上位です。

自分を否定せず肯定しているということは、育

つ環境というのが本当に正常であるのではない

かというふうに私は思います。

それで、実は、宮崎が２回連続トップなんで

す。全国１位なんです。この「いい子どもが育

つ」都道府県ランキングで。そこで、知事にお

伺いします。「いい子どもが育つ」都道府県ラ

ンキングなどのよい結果について、本県教育の

構築のために生かすべきであると思いますが、
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「日本一の子育て・子育ち立県」を目指してい

る知事の考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘があり

ました、民間のシンクタンクが発表しておりま

す「いい子どもが育つ」都道府県ランキング、

これは、平成22年度、文部科学省が調査をしま

した全国学力・学習状況調査のアンケート調査

を分析して、知・徳・体それぞれの観点を踏ま

えて、総合的に分析されたもので、今お話がご

ざいましたように、平成19年度に引き続き、２

回連続全国トップであったということでありま

す。２回続けてトップだったということで、子

育てに対する質の高さというものが証明された

のではないかと、大変誇らしく思っておるとこ

ろでございます。

この結果は、今も御紹介がありましたが、例

えば、「将来の夢や目標を持っている」とか、

「人が困っているときは進んで助けている」、

こういった調査項目などにおきまして、宮崎の

子供たちが全国的にも高い結果を示したことが

評価されたということです。保護者を初めとす

る県民の皆様、そして、学校現場の先生方と一

体となって、子供たちを育んでいただいた成果

のあらわれではないかと、大変心強く思ってい

るところであります。また、長年にわたり、家

庭や地域の中で受け継がれ、培われてまいりま

した子育てに関する宮崎のよき風土、こういっ

たものも反映されているのではないかというふ

うに考えておるところでございます。

この調査結果に見られるような、本県教育の

よさや強みというものを守り、それをしっかり

伝えていくこと、引き継いでいくことは、我々

世代の責務ではないかと考えておりますし、日

本全国の中でもそういうよきものを残している

この宮崎が果たすべき役割、責務ではないか、

そういうふうに考えておるところでございます。

今後、「日本一の子育て・子育ち立県」の大き

な励みとして生かしてまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 以上で終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 私は、串間

市選出、自由民主党の岩下斌彦でございます。

本日、傍聴席には、艱難辛苦、つらく苦しい

ときに御指導、御協力いただいた方、そしてま

た、本日の質問内容に関係する方々、また、地

元からもおいでいただいております。大変お忙

しいところをありがとうございます。今回の質

問も、串間の声、県民の声に沿って質問をさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

串間市内が一望できる高畑山というところが

あります。その高畑山に登り、周りを眺めてみ

ますと、遠くには志布志湾、そして、眼下には

緑豊かな、のどかな田園風景が広がっておりま

す。しかし、のどかで時間がゆったりと流れて

いるようでありますが、串間市には課題が山積

しております。

市制発足当時、人口は４万3,000人ほどありま

した。この４月には２万人を切り、今月１日に

は、人口は１万9,874人になってしまいました。

雇用の場が少なく、少子高齢化、過疎化が進み、

いまだに人口減少が続いております。かつては

にぎわいを見せていた中心市街地の商店街も、

シャッターがおりたままで、人通りもまばらに

なってしまいました。それでも、商工会議所の

会員の皆さん、そして若者たちは、地元に活気

を取り戻そうと知恵を絞り、汗を流して頑張っ

ております。串間市の再生は、農業基盤の強化

と観光の振興にかかっていると思います。観光
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客数を平成11年と平成22年で比較してみますと、

この11年間でございますが、39万8,500人から17

万3,200人と、約22万5,000人も観光客が減少し

ております。

そこで、知事にお聞きいたします。観光政策

についてでありますが、今後、本県及び串間市

の観光振興に県はどう取り組んでいくお考えな

のか、お伺いをいたします。

以下の質問につきましては、質問者席からさ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県には、美しい景観や日本発祥にまつわる

神話や伝承、豊富な海の幸・山の幸、また、マ

リンスポーツからスキーまで、さまざまなスポ

ーツを年間通して楽しめる環境など、多彩な観

光資源を有しているところであります。これら

の魅力を向上させ、県内外からの誘客につなげ

るために、各地域においてさまざまな取り組み

が進められているところでありますが、例えば

都井岬では、案内サインや駐車場などのハード

整備とともに、ガイド養成などソフト面での充

実にも取り組まれているところでありますし、

県もこれに対する支援を行ってきたところであ

ります。また、御崎神社を宮崎観光遺産に指定

し、勇壮な都井岬火まつりを一村一祭にそれぞ

れ選定しておるところでありますが、「恋旅」

の取り組みにおきましても、青島から鵜戸神宮、

都井岬などをめぐるルートを推奨コースに組み

込むなど、さまざまな切り口で串間市の魅力の

発信を行っているところであります。さらに、

串間市の新たな観光スポットとして定着をした

イルカランドと鹿児島県の施設とが連携し、都

井岬の御崎神社と佐多岬の御崎神社を結ぶカッ

プル向けのドライブロードを「ラバーズロー

ド」としてＰＲするなど、県境を越えた取り組

みも進んでいるところであります。

私も先日、イルカランドに参りましたときに、

ショーの始めに、「イルカランドで楽しまれた

方は、都井岬を訪れたり、また、日南を楽しん

だり、どうぞ周遊をしてください」と、そのよ

うなアナウンスをされておりまして、非常にい

い取り組みだなというふうに思ったところでご

ざいます。また、先日、南那珂地区の円卓トー

クが串間市、旧吉松家住宅において行われたと

ころでございますが、林業によって財をなされ

た方の住宅ということで、すばらしい歴史的な

資産、資源もあるんだなというふうに思ったと

ころでございます。さらには、最近では、道の

駅などで、シイラを使ったいろんな新しい御当

地グルメの開発などもされているようでありま

すし、「ツールドにちなん・くしま」という、

日南と連携をした自転車のツーリングなど、い

ろんな取り組みをされているということを実感

しております。やはり大事なのは─もちろん

串間もさまざまな魅力的な要素はあるわけであ

りますが─隣の日南、それから志布志という

ところと連携をしながら、広域的な連携で観光

の魅力を高めていくこと、周遊のメニューをつ

くっていくこと、これは大事であろうかという

ふうに考えております。

今後とも、そうした市町村等との連携を図り

ながら、さらなる観光資源の開発や磨き上げを

行うことによりまして、観光振興、さらには地

域の活性化に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 イルカランドに知事が行かれ

て、そして、新聞だったでしょうか、イルカの

背につかまって泳いでいらっしゃる姿が今、目

に浮かびました。大変ほほ笑ましい状況でござ
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いましたし、今の話を伺いまして、ある意味で

は、本当に串間に注目していただいているんだ

なという気がいたしております。課題山積でご

ざいますが、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、地域政策につきまして、総合政策

部長にお伺いをいたします。

串間市が23年度から、県内で３番目に地域創

造計画に認定をしていただきました。串間市で

は、観光リーディングプロジェクト、まちなか

クロスプロジェクト、海遊ロードプロジェクト、

安心と生きがい創造プロジェクト、ローカルエ

ネルギー推進プロジェクトなど、５つのコンセ

プトを掲げ、いろいろな取り組みを計画してい

るようでありますが、県としてはどのような支

援を実施しておられるのか、その内容と予定額

についてお伺いをいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域創造計画

は、中山間地域の市町村の分野横断的で総合的

な地域計画に対しまして、関係部局が所管する

補助事業等を連携して投入し、支援を行うもの

であります。平成23年度に認定いたしました串

間市の「南国みやざき最南端！くしま跳ね駒プ

ロジェクト」は、農業、観光、商工業の各分野

の連携によりまして、新たな串間市の魅力を創

出する内容となっております。県といたしまし

ては、市内の案内サインの整備、都井岬を中心

とした各観光ポイントにおける体験メニューの

開発やガイドの養成、福島港エリアでのクルー

ジングツアー開催等、交流人口増加への取り組

みを初めとしまして、岬の駅の運営事業、そし

て、くしま市民活動交流センターの開設準備事

業、さらには、幸島ドライブインを拠点とした

市木地区での地域住民の生活支援事業等に対し

て支援を行っております。現在の計画では、平

成23年度から25年度まで、これは総事業費で約

５億7,000万円となっておりますが、県の補助金

等の総額は約２億円となる予定でございます。

○岩下斌彦議員 ただいまのお話のように、23

年度から25年度までの３カ年の事業でございま

すが、これからいろいろその姿が見えてこよう

かというふうに思います。ただ、気になります

のは、25年度の事業終了後でございますが、県

はどのように対応していただくのか、総合政策

部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域創造計画

で予定されております事業は、今後の串間市全

体の地域づくりの基盤を整備する内容となって

おります。串間市におかれましては、今後とも、

この計画を核としまして、さまざまな地域づく

りの取り組みが進められるというふうに考えて

おります。県といたしましても、各部局とも連

携を図りながら、串間市の地域づくりの取り組

み、あるいは観光振興が図られるよう─25年

度で地域創造計画は終わるわけですが─26年

度以降もさまざまな形で引き続き協力してまい

りたいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 各部局とも連携を図りながら

ということでございます。ここにおそろいの各

部長様方、どうぞ、何かそういった支援関係が

ありましたら、アドバイスなりをお願いしたい

というぐあいに思っております。引き続き御協

力をお願いします。

次に、県内の修学旅行について教育長にお尋

ねします。県内の小学校の修学旅行は、私の経

験でもそうでございますが、50数年前から鹿児

島県方面でございます。時代が大きく変化した

今でも、県内の小学校230校のうち193校、84％

の小学校が鹿児島県だそうであります。それ以

外の西臼杵方面からですと、熊本が近いんで
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しょうか、熊本方面に行っているそうでありま

す。県内各地の小学校では、ふるさと教育とか

ふるさと学習に積極的に取り組んでおられると

聞いております。しかし、なぜか修学旅行は鹿

児島県であります。そこで、小学校における修

学旅行を宮崎県内で実施してはどうかと思いま

すが、教育長のお考えをお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 小学校の修学旅行に

つきましては、その狙いや教育的な意義を踏ま

え、安全性や経済負担等、児童の実態等にも配

慮し、各学校が保護者の理解を得ながら判断し

て実施しているところであります。宮崎の伝統、

文化など、そのよさを子供たちに体験させ、実

感させることは、郷土愛を育むとともに、宮崎

への誇りを深めるなど、本県教育推進の上でも

極めて意義深いことであります。したがいまし

て、遠足や宿泊を伴う学習など、さまざまな機

会を通して、宮崎のよさに一層触れさせること

が大切であることを、校長会などの際に伝えて

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 今、議会でも話が出ておりま

すが、知事が県民総力戦で取り組もうとされて

おります記紀編さん1300年記念事業、また、県

民100万泊運動。今こそ、宮崎の歴史、伝統、文

化に触れるときが来たのではないかというふう

に思います。ぜひ、校長会で御協議いただけれ

ばと思っております。よろしくお願いします。

次に、私の地元串間市でも、立派な施設を備

えた小学校２校が閉校したままになっておりま

す。そのまま放置されております。県内の市町

村立小中学校において、廃校になった学校数と

活用されている学校数について、旧教育事務所

ごとに伺います。また、今後、県教育委員会と

して、廃校施設の活用について、市町村教育委

員会にどのように働きかけをしていくのか、教

育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 過去10年間に廃校と

なった市町村立小中学校は50校ございますが、

平成24年５月１日現在で、建物が現存している

のは44校であり、そのうち活用されております

のは、約６割に当たる26校であります。旧教育

事務所区分ごとの内訳を申しますと、宮崎教育

事務所管内では、廃校が４校で、うち活用され

ている学校が３校。南那珂管内では、廃校３校、

うち活用１校。北諸県管内では、廃校２校、活

用１校。西諸県管内では、廃校１校で、活用は

ございません。児湯管内では、廃校４校で、活

用はございません。東臼杵管内では、廃校26校、

うち活用17校。西臼杵管内では、廃校10校、う

ち活用４校となっております。県教育委員会と

いたしましては、引き続き、市町村教育委員会

へ、廃校施設の活用事例や利用可能な補助制度

の紹介に努めるとともに、活用に向けた事務手

続に関する助言を行うなど、市町村教育委員会

の取り組みを支援してまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 今お話をいただきましたのは、

過去10年間の廃校の数でございますが、それ以

前に廃校された学校というのもかなりあるはず

でございます。制度上、いろんな問題もあろう

かと思いますけれども、もったいないというふ

うに思います。企業に貸し出すなり、あるいは

売却して民間で活用したり、そういうようなこ

ともできるのではないかなと。そういった点で、

ひとつこれからもどうぞよろしくお願いを申し

上げたいと思います。

次に、鳥飼議員も質問されましたが、同じ質

問になろうかと思いますけれども、お許しをい

ただきたいと思います。学校訪問でいろいろな

現場を見せていただきました。そういった中で、
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臨時の先生方が非常に多いんじゃないかなとい

うふうに感じました。また、新学期になりまし

て新しい年度を迎えると、「またうちは臨時の

先生やった」という話も、保護者同士の会話の

中で聞かれることもありました。お聞きいたし

ます。小中学校では臨時の先生が多いように思

いますが、臨時的任用講師の任用はどのように

行われているのか。また、子供たちの教育環境

としては、臨時的任用講師よりも正職員の採用

をふやすべきだと考えますが、教育長の考えを

お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 臨時的任用講師の任

用につきましては、県教育委員会において、任

用希望者の登録制度を設けておりまして、その

登録制度に基づき、校長がその学校の実情に応

じて、適任となる人材の面接をした上で、適正

な任用を行っているところであります。

臨時的任用講師は、公立学校教員数の約１割

でありますが、児童生徒数の減少による今後の

学級減への対応、さらには、育児休業等への代

替職員などのために必要な人員を任用している

ものであります。また、正規職員の採用につき

ましては、児童生徒の減少や退職予定者数の推

移、教員の年齢構成等を総合的に判断すると、

増員はなかなか厳しい状況でございますが、可

能な限り増員を図り、来年度は、今年度の採用

者118名に対し、27名増の145名の採用を予定し

ておりまして、その中には、養護教諭の前年比

９名増や、前年度採用のなかった中学校家庭科

等の６教科の採用を行うなど、計画的な採用に

取り組んでいるところであります。

○岩下斌彦議員 今議会でも話題になっており

ますように、いじめ、不登校、あるいは学級崩

壊、こういった問題がいろいろ出ております。

臨時の先生で頑張っていらっしゃる方もいるん

ですが、なかなか採用に至らない先生もいるよ

うに感じます。しかし、これが40歳になります

と、もう受験資格もなくなる。いわば県教委だ

からこそ、こういった臨時的任用ができるので

はないかなというふうに思いますし、618人の臨

時の先生は、産休・育児休業の代替の職員はや

むを得ないといたしましても、余りにも多いよ

うな気がいたします。宮崎県は教育に力を入れ

ると。そういった方向性の中では、やはり自信

を持って子供に対応できる正職員の採用が必要

ではないかと思うんですが、保護者あるいは児

童生徒のニーズも考慮すべきだと考えます。御

検討をお願いいたしたいと思います。

続きまして、農政水産部長に農業政策につい

て伺います。

食用カンショの産地である串間市の奈留地区

では、20数年前に土地改良事業に取り組み、生

産をしておりますが、土壌が痩せてきているよ

うでございます。耕作農家の方々は、収量が減

り、規格外品が出てくるようになり、できるだ

け早く客土することを望んでおります。奈留地

区から、畑に客土を行う土地改良事業の要望を

受けていると思いますが、県はどのように取り

組んでいくのか、農政水産部長にお伺いをいた

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 串間市の奈留

地区におきましては、昭和58年度から平成６年

度にかけて県営農地開発事業に取り組み、現在、

本県における食用カンショの主産地となってお

ります。しかしながら、当地区では、土壌が降

雨等により流され、生産量の減少や品質の低下

が見られていることから、客土による表土確保

の整備等について要望が上がっており、県では、

現在、串間市や土地改良区と計画内容について

協議を行っているところでございます。本件に
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つきましては、地元とも連携を図り、必要な客

土の確保といった事業を行うための課題などを

速やかに整理した上で、円滑な事業化ができま

すよう努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 当の土地改良区の会長さんが

いらっしゃいましたが、耕作農家の方々の印鑑

ももうそろって、持っておられるようでござい

ます。余り時がたってしまいますと、高齢化も

進んでくるということでございますので、ちょ

うど20数年前にやったその支払いがそろそろ終

わるのではないか、この元気なうちにぜひまた

客土事業に取り組んでいただければありがたい

というふうに思います。どうぞよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、きょうの傍聴席にも関係者の方

がおいでになっているのではないかなというふ

うに思います。近年、農業分野では、農家の高

齢化の進展による担い手不足も問題になってお

ります。食用カンショの産地であるＪＡ大束で

も、ここ数年、農家の高齢化により労力不足が

発生し、栽培面積の減少や出荷作業のおくれな

ど、産地の維持が困難になっております。その

ため、ＪＡ大束では、新たに、カンショの洗浄、

選果、箱詰めなどの出荷作業をＪＡ大束が受託

する取り組みを計画しております。このような

作業受託は、新たな雇用の創出にも期待できる

など、重要な取り組みであり、今後の定着に向

けた支援が必要と考えますが、農家の作業労力

を軽減するＪＡ大束の取り組みに対する県の支

援について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農家の高齢化

や担い手の減少が進む中で、一旦確立した産地

を維持・発展させていくには、産地全体でのた

ゆまない努力が必要でございまして、農業団体

が果たす役割もますます重要度を増してきてお

ります。ただいま御紹介がありましたＪＡ串間

市大束の取り組みにつきましても、多大な労力

を要する食用カンショの出荷作業の一部をＪＡ

が一元的に受託することにより、作業能率の向

上が期待できるほか、意欲ある担い手の経営規

模の拡大や、需要に即した出荷の徹底による有

利販売などにもつながる意欲的な取り組みでは

ないかと考えております。県といたしましては、

地域みずからが、変化する環境に的確に対応で

きる体制づくりを進めていくことが大変重要で

あると考えておりまして、国や県の事業を活用

した共同利用施設などの条件整備や、関係機関

・団体と連携し、作業受託の拡大やシステム化

を促進するなど、総合的な支援に努めてまいり

たいと考えております。

○岩下斌彦議員 これからもＪＡ大束の皆さん、

そして協力される方々、そういった方々から、

振興局を通じてまた部長のほうにもお話があろ

うかと思いますが、どうぞよろしく御指導のほ

ど、お願い申し上げます。

続きまして、６次産業にも関係することを御

質問させていただきたいと思います。ＪＡ大束

では、女性部が、カンショ、キンカン等を用い

た加工品づくりに取り組んでおり、今後、６次

産業として発展することを期待いたしておりま

す。先日、ジェイエイ食品開発研究所の方にお

伺いをいたしました。それで、地域の特産品と

して売れる加工品を開発するためには、商品企

画の段階から販売先をしっかり見据えて、専門

家の意見を聞きながら取り組む必要があるとい

うふうに指摘をいただきました。県は、儲かる

農業の実現に向け、６次産業化の推進に取り組

んでおられますが、ＪＡ女性部等が取り組む６

次産業化に対してどのような支援策があるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農業の新

たな成長産業化を図り、儲かる農業を実現する

ためには、６次産業化の取り組みを、さまざま

なレベルで幅広く推進することが重要であると

考えております。中でも、本県農業を支えてい

るＪＡ女性部などが、地域の資源を活用し、６

次産業化に取り組むことは、所得の確保はもと

より、地域の雇用の創出や活性化に大きくつな

がるものと考えております。県としましても、

このようなＪＡ女性部の取り組みを積極的に支

援することとしておりまして、農業経営多角化

チャレンジ塾等のスキルアップ対策や、マー

ケットインの商品開発に必要な加工や販売の専

門知識を有するプランナーの派遣をするととも

に、６次産業化に必要な機械施設等の支援を行

い、儲かる農業につながる着実な６次産業化に

向けた助言・指導やフォローアップ等に丁寧に

取り組んでまいります。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。大きな企業とかそういったのが地域

にあれば、６次産業化といった取り組みもある

んでしょうけれども、そんなに大きな企業もご

ざいません。また、生産者みずからが、そう

いった６次産業に取り組もうという気概を持っ

ておりますので、ぜひ、また御指導をお願いし

たいと思います。

次に、今、串間のほうで取り組んでいる農業

者がいらっしゃいます。モデル的な立派な農業

経営をされているというふうに思います。おじ

いちゃんがいて、そして、夫婦がいて、男の子

３人が農業を一緒にやっていますし、長男、次

男さんは奥さんも農業にかかわって、農業法人

としてかなりの生産額を上げて、一生懸命取り

組んでいる方がいらっしゃいますが、そういっ

た話も含めて質問をしたいと思います。

串間市管内には、農業後継者とともに農業生

産法人を立ち上げ、積極的な雇用を行うことで、

規模拡大を進める先進的な担い手ができており

ます。このような担い手は、カンショに加え、

水田ゴボウを経営品目に加えるなど、工夫を行

い、周年雇用ができるよう工夫しておりますが、

即戦力として雇用できる人材を地域で確保する

ことに大変苦労をしておられます。地域の雇用

の場が少ない串間でございますが、今後、雇用

型の農業法人の育成が重要であると考えます。

県は、農業による雇用創出に向け、どのような

支援を行っていくのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業従事者の

減少や高齢化が一層進行する中で、農業生産を

維持・拡大するとともに、雇用創出による農村

地域の活性化を実現するためには、雇用の受け

皿となるような農業法人の育成が大変重要であ

ると認識しております。このため、県では、み

やざき農業経営力強化支援事業などにより、農

業法人の安定的な雇用を支援するとともに、社

団法人宮崎県農業法人経営者協会や宮崎県農業

会議と連携した経営多角化、労務管理等につい

ての研修会の開催、あるいは、国の「農の雇用

事業」の活用により、この４年間で約400人の新

たな雇用が創出されたところであります。県と

いたしましては、引き続き、国の事業も効果的

に活用しながら、農業法人の育成を進め、農業

の新たな成長産業化と農村地域での雇用の創出

に努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いを申し上げます。

さらに質問をさせていただきます。宮崎県は、

今後、東アジアに向け、本県の農産物を輸出す

る事業展開を図っていくといたしておりますが、
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本県農産物の輸出の状況及び将来性と今後の取

り組みについて、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農産物の

輸出につきましては、香港やシンガポール等の

海外量販店でのフェアへの参加支援や、シンポ

ジウムの開催などの取り組みの結果、カンショ

を中心に年々増加しております。カンショにつ

きましては、100グラム程度の小さいサイズのも

のが東アジアの食文化にマッチしており、さら

なる取引拡大が期待されております。また、先

月開催された香港ティーフェアにおいて、本県

産の煎茶が好評を得たことや、贈答用としての

キンカンの人気が高いことなど、輸出に向けて

有望な品目も数多くございます。今後とも、オ

ールみやざきによる輸出のエンジンとして設立

しました「みやざき『食と農』輸出促進協議

会」を核に、産地と輸出商社等の連携による県

内の港から直接輸出するモデル実証や、最適な

鮮度保持対策を確立するための輸送試験などに

取り組み、関係団体、民間企業と一体となって

本県農産物の輸出促進に努めてまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 今、100グラム程度の小さなサ

イズの芋が人気があるということでございます

が、大変ありがたいと思います。小さな芋とい

うのは、以前は捨てておりました。畑に残して、

後は耕運機でまぜてやっていたものが現金化さ

れるということで、特に農業に携わっている高

齢の方々は、その売り上げがあるということで

大変喜んでおります。また、東アジア方面につ

いて4,000万もの売り上げがあり、昔捨てていた

芋を売っていただいているというのは大変あり

がたいと思いますが、今後、積極的な販売関係、

輸出関係についてお力をいただきますようにお

願いいたします。

それでは、次に、農業関係についてまた御質

問をさせていただきたいと思います。農業を取

り巻く情勢は大変厳しい状況にありますが、生

産者が希望を持てるような農業振興について、

どのような姿勢で取り組んでいくのか、お尋ね

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業を取り巻

く情勢は、改めて申し上げるまでもなく、大変

厳しい状況にございます。しかしながら、農業

は、本県の基幹産業として確固たる地位を築い

ており、本県全体の発展を支えるために、今後

ともあらゆる手だてを尽くして振興を図らねば

ならないと考えております。そのためにも、ま

ずは、本県農業の足元を固めることが重要でご

ざいますので、もう一度、県内関係者が一丸と

なって、収量の向上やコストの削減などの土台

の強化を進めていきたいと思います。その上で、

この激変する時代を生き抜くには、これまでの

既成概念にとらわれず、新たなチャレンジを恐

れない姿勢が大変重要であると考えております。

例えば、先進的、革新的な生産技術の導入によ

る産地・経営の改革の促進、他産業が持つ経営

資源やノウハウを積極的に活用する農商工連携

や６次産業化の取り組み、また、生産者が主体

となった農水産物輸出などによる新たな販路の

開拓等に、積極的に取り組む意欲あふれる農業

者を、県としても全面的に支援し、生産者が夢

と希望を持てる宮崎県農業を実現させてまいり

たいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、都井漁港、立宇津港で

は、静穏度の工事に取りかかっていただいてお

りまして、完了しております。また、福島港の

浮き桟橋は、９月後半には完成するというふう

な状況を聞いておりますし、また、見にも行っ
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ておりますが、漁業関係者は大変喜んでいると

ころでございます。ありがとうございます。そ

こで、同じく静穏度を図るため、都井漁港毛久

保地区と市木漁港舳地区の整備状況について、

お伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 都井漁港及び

市木漁港におきましては、港内の静穏度を確保

するため、防波堤の整備に取り組んでいるとこ

ろでございます。都井漁港毛久保地区につきま

しては、調査・設計を終えたことから、本年度、

防波堤工事に着手することとしており、市木漁

港舳地区につきましては、昨年度着手した内防

波堤の工事を引き続き進めることとしておりま

す。今後とも、予算確保を図りながら、事業の

着実な推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。

そしてまた、以前、環境農林水産常任委員会

のほうに籍を置かせていただきまして、マウン

ド魚礁のことについていろいろお聞きをいたし

ておりました。そのマウンド魚礁は将来、大変

可能性のある、漁獲量に伴う成果が上がるので

はないかというふうに、以前から聞かせていた

だいていたところでございますが、宮之浦沖合

地区のマウンド魚礁の取り組み状況について、

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮之浦沖合地

区につきましては、本年度、都井岬沖約３キロ

メートル、水深80メートルの海底に、自然石を

用い、長さ135メートル、幅75メートル、高さ15

メートルのマウンド魚礁を築く本工事に着手す

ることとしております。マウンド魚礁を設置し

ますと、海底付近の栄養豊富な海水が、植物プ

ランクトンによる光合成ができる水深まで湧き

上げられ、食物連鎖の原理から、餌となるプラ

ンクトンを食べようと周辺の魚が増加します。

また、マウンド魚礁は、それ自体が魚を集める

魚礁としての機能も持っておりますので、この

設置は、周辺海域の漁業に極めて有益と考えて

おります。今後とも、予算確保を図りながら、

計画的な事業の推進に努めてまいります。

○岩下斌彦議員 連続して質問をしております

が、串間にとっては大変大事な第１次産業のこ

とでございますので、質問をさせていただいて

おります。かつて、都井地区ではウニ漁が盛ん

でございました。以前見ましたら、水産加工会

社ではウニが山と積まれまして、黄金色をした

ものでございました。それをまぜながら瓶詰め

とかそういったのをされているのを見ていまし

たが、今ではその水産会社も仕事をやめられて

おります。なぜかといいますと、その海域では

もう藻がないわけです。ですから、ウニをとっ

ても中身はほとんど入っていない。製品にもな

らないような状況でございます。藻場がいかに

大事かというのを、感じをつかんだところでご

ざいますけれども。そこで、藻場造成について

お伺いをいたします。藻場は、水産資源をふや

し、安定的な漁獲量を確保する上で、大変重要

な役割を果たしておりますが、本県における藻

場造成について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、藻

場が衰退し、これを餌とするウニやアワビの漁

獲量も減少傾向にありますが、近年の研究によ

り、海藻の生産力と魚類やウニによる食害との

バランス崩壊が原因ではないかと推定されたと

ころでございます。このため、平成22年度から、

漁業者が、水産試験場の指導のもと、魚類進入

防止の囲い網や、ウニの密度調整、海藻移植な
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どの藻場保全活動を進めた結果、ホンダワラ等

の大型海藻の藻場で一定程度の回復が認められ

るとともに、テングサ等の小型海藻の着生によ

りウニの実入りが改善するなど、成果が上げら

れております。県といたしましては、今後とも、

このような漁業者活動を支援し、ウニなどの漁

獲量増大につながるよう、大型海藻のみならず、

小型海藻も含めた藻場の維持回復の取り組みを

定着させるとともに、魚類やウニの生態、行動

に着目した藻場造成場所の選定や造成方法の研

究等により、藻場の一層の拡大に取り組んでま

いりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 以前から質問をいたしており

ましたが、今、回答をいただきました。小型海

藻、下草を含めた藻場の維持・回復に取り組む

ということでございますが、来年度予算にもか

かわることでございます。ぜひ、そういった意

味では、来年度予算に向けて努力をしていただ

きたいと思うし、漁師の皆様が将来に希望が持

てる取り組みでありますので、よろしくお願い

を申し上げたいと思います。

次に、県土整備部長に道路整備についてお伺

いします。

ことし６月27日、最大24時間雨量272ミリが降

りまして、山の中腹付近から斜面崩壊が発生し、

多量の雨水と土砂崩れにより道路が崩壊して、

交通どめになっている国道448号市木―名谷間の

復旧の概要と復旧の見通しについて、お伺いを

したいと思います。きょうの新聞にも出ており

ましたが、手短にお願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道448号につ

きましては、長期間全面通行どめとなっており

まして、沿線住民の皆様を初め、関係者の皆様

方には大変御迷惑をおかけしております。災害

発生後、直ちに調査・設計を行いまして、復旧

工法について国とも協議を行いました結果、山

手側斜面の不安定土砂を除去し、落石対策を実

施するとともに、欠壊した道路の復旧を行うこ

とといたしました。既に一部の工事に着手して

いるところでございまして、今後は、現場の安

全管理に十分留意しながら、先日、串間土木事

務所が地元説明会でお示ししましたとおり、12

月24日には通行再開できるよう全力を挙げてま

いります。

○岩下斌彦議員 続きまして、串間市がかなり

以前から要望、陳情を繰り返しております、国

道448号の市木から名谷間のトンネル整備の取り

組みについて、県土整備部長にお願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 市木地区から

名谷地区間につきましては、海岸線沿いの急峻

な地形に加え、地質が悪く、また、地すべりの

危険箇所も多く存在する厳しい条件のため、整

備となりますと、どうしてもトンネル主体とな

ることから、膨大な事業費が必要となります。

このため県におきましては、現在、地すべり調

査や観測を実施するとともに、コスト縮減のた

めに、一部現道が活用できないかなどにつきま

しても、あわせて検討を進めているところでご

ざいます。当区間の整備の必要性は十分に認識

しているところでございまして、国道448号につ

いては、本年度から、夫婦浦トンネルに着手し

たところもございまして、これを含む県内の事

業中区間の進捗状況や、道路予算の推移を見き

わめながら、今後、この区間の整備につきまし

ても検討してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 たびたび通行どめになり、通

行どめになりましたら、半年間以上、車の通行

ができません。人の命、そしてまた、流通、交

通を守る道路でございますので、何とぞ国への

働きかけ─串間のほうからもすると思います
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が、ぜひ、県のほうでもお力をいただければと

思っております。

続きまして、同じ場所に近いのでございます

が、串間市市木の舳地区の急傾斜地崩壊対策工

事の進捗状況について、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（濱田良和君） 舳地区につき

ましては、平成20年９月の台風13号に伴う豪雨

により斜面が崩壊しましたことから、昨年度、

事業に着手したところでございます。今年度は、

詳細設計や用地測量を行う予定でございまして、

用地取得等が順調に進めば、来年度にも工事に

着手したいと考えております。今後とも、地元

の皆様の御協力をいただきながら、事業の進捗

を図ってまいりたいと存じます。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。

次に、高速道路についてでございます。高速

道路の運動を始めまして28年、私がかかわりま

して28年が経過をいたしました。そこでやっと

いい話が来たところでございますが、高速道路

の日南―志布志間について質問をさせていただ

きます。東九州自動車道の日南―志布志間につ

きまして、本年度の国の予算内示に合わせ、

「計画段階評価を進めるための調査箇所」と示

されたところであり、事業化に向けて一歩前進

したものと期待をしているところであります。

東九州自動車道の日南―志布志間の計画段階評

価を進めるための調査の進捗状況について、県

土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 東九州自動車

道の日南―志布志間につきましては、現在のと

ころ、国が概略ルートや構造の検討を実施して

おります。この検討を踏まえまして、国におい

ては、今年度内に計画段階評価に着手する予定

であり、この評価は、地域の課題や事業の進め

方に関する地元の御意見も踏まえながら進めら

れるというふうにお聞きしております。県とい

たしましては、一日も早い事業化へ向け、日南

市、串間市とも連携しながら、国が行う調査や

計画段階評価に協力してまいります。

○岩下斌彦議員 高速道路実現、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。

次に、こども政策につきまして、福祉保健部

長にお伺いいたします。

以前、小宮山厚生労働大臣は、保育園でも教

育をしており、幼稚園でも預かり保育が75％で

なされているとして、現場は一緒になってきて

いるとの認識を示した上で、大人の都合で行政

上ばらばらになっている状況を解消するため、

子供の視点で改革をしたいというふうに強調さ

れておりました。そこでお尋ねいたしますが、

国がこれまで推進してきました総合こども園構

想は一体どうなったのか、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘の総合

こども園でございますけれども、国で昨年度決

定された「子ども・子育て新システムに関する

基本制度」において、小学校就学前の児童に対

する学校教育・保育及び家庭における養育支援

を一体的に提供する施設と位置づけられまして、

本年３月に、子ども・子育て新システム関連３

法案の一つとして、総合こども園を創設するた

めの法案が国会へ提出をされたところでござい

ます。

その後、本年６月の社会保障と税の一体改革

に関する３党合意により、総合こども園法案を

撤回いたしまして、現行の認定こども園制度の

改善を図ることとされまして、８月10日に、認

定こども園法の一部改正を含む子ども・子育て
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関連３法が可決・成立したところでございます。

○岩下斌彦議員 次に、厚生労働大臣は、先ほ

ど言いましたように、全国の幼稚園で75％が預

かり保育を実施しているというふうに言ってお

ります。宮崎県内の私立幼稚園で実施されてい

る預かり保育の実施園数、及び幼稚園型認定こ

ども園で預かっているゼロ歳から２歳児の児童

数について、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私立幼稚園の

預かり保育につきましては、平成23年度115園全

園で実施をされております。また、幼稚園型認

定こども園で預かっておりますゼロ歳児から２

歳児の児童数につきましては、本年６月１日現

在、認定を受けている27園合計で536人となって

おります。

○岩下斌彦議員 ただいま答弁をいただきまし

たけれども、県内に32の認定こども園がありま

す。認定こども園では、教育と保育を行ってお

ります。つまり、幼保連携であります。幼稚園

型の認定こども園では、保育園と格差のない幼

保連携型を希望いたしております。今、この現

状のままでいきますと、幼稚園の存続は大変危

ぶまれます。戦後、今まで幼児教育に携わって

きた幼稚園、大変大きな効果が上がっていると

いうふうに思いますけれども。そこで、今後、

幼児教育の重要性を考慮して、幼保連携型の認

定こども園の推進を積極的に図っていく必要が

あると思いますが、県の考えを福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 幼保連携型認

定こども園でございますけれども、これは、認

可されている幼稚園、そして保育園それぞれが

連携をいたしまして、一体的に子供の教育及び

保育などを行う施設であることから、多様な保

育ニーズに対応した有効なシステムであると認

識をしております。先般成立いたしました認定

こども園法の一部改正により、この幼保連携型

認定こども園は、現行の認定制度から認可制度

へ移行することとされ、その認可に当たりまし

ては、市町村への協議や審議会など合議制の機

関の意見の聴取を実施しなければならないとさ

れたところでございます。県といたしましては、

改正法の施行後は、これら地元市町村の意見な

どを十分参考にしながら、適切に対応してまい

りたいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 先ほど答弁をいただきました

けれども、ゼロ歳から２歳児の乳幼児は536人と

いうふうに言われました。これは、以前からよ

く言われている、待機児童がいないということ

にはつながらないのではないか。536人の子供た

ち―ゼロ歳から２歳児でございますが―は

待機児童に値するんじゃないかというふうに

思っております。需要調整に合致しているかど

うかということでよく言われておりますけれど

も、ぜひ、今後の子供たちの幼児教育と保育の

ために、認可に向けた御検討をお願いしていき

たいと思います。

今、認定こども園の話をしていただきました

けれども、認定こども園に対する支援について

は、さらに充実を図るべきと考えますが、県の

考えを福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認定こども園

でございますけれども、先ほど申し上げました

ように、小学校就学前の子供に、幼児教育、保

育を提供する機能などを有している施設である

ことから、県といたしましても、重要な役割を

担っているものと認識しております。このため

県では、現在、認定こども園の運営費や施設整

備への支援を行いますとともに、今回の補正予
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算案において、認定こども園への移行を予定す

る私立幼稚園等の耐震化に対する助成事業を新

たに加えるなど、支援の充実を図っていくこと

といたしております。また、子ども・子育て関

連３法の本格施行後においては、認定こども園

に対して、施設型給付の名称で財政支援が実施

されることとなるところでございますけれども、

詳細は今後検討されると伺っておりますので、

支援の充実が図られるよう、国のほうへ要望し

てまいりたいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 昨年度は、認定こども園は20

園ほどでございました。今お話のように、認定

こども園、今32園に膨らんでおります。まだま

だ希望があるようでございます。担当の方はよ

く御存じだと思いますが、ぜひ、幼児教育と保

育の充実のために取り組みをお願いしたいと思

います。幼稚園側は、認定こども園をしながら

何とか幼児教育の充実に努めたいと努力をして

おりますので、よろしかったら現場を見ていた

だくなり、知事もぜひ、いいところばかりじゃ

なくて、本当に頑張っている県内の幼稚園に少

しでも足を踏み込んでいただいて、現場を見て

いただくとありがたいというふうに思います。

最後になります。安心こども基金は、一部を

除き、24年度で終了すると伺っております。子

ども・子育て施策の充実を図るには、安心こど

も基金の延長が重要であると思いますが、県と

してどのような対応を行っていかれるのか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 安心こども基

金は、安心して子供を生み育てる社会づくりの

推進を目的に造成いたしまして、認定こども園

の運営費や施設整備への補助を初め、保育所整

備などに活用をしているところでございます。

しかしながら、一部を除き、御指摘のとおり本

年度までで終了する予定となっておりますこと

から、県といたしましては、基金の延長及びそ

の事業メニューの充実について、引き続き、全

国知事会などあらゆる機会を捉え、国へ要望を

行ってまいりたいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 これで私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、18日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時48分散会
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員です。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、徳

重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。大変心配をしておりました大型台風

第16号は、おかげさまで大きな被害もなく無事

に通り過ぎていってくれました。ありがたく

思っております。おかげさまでと言ったらどう

かと思いますが、敬老会も16日、17日それぞれ

行われまして、議員の皆さん方もそれぞれに各

会場にお出向きになったことだと思っておりま

す。無事に終わったことを本当にうれしく思っ

ております。

それでは、通告しております項目に従いまし

て順次質問をしてまいります。明快な御答弁を

よろしくお願い申し上げておきたいと思いま

す。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

県では昨年６月に、総合計画「未来みやざき

創造プラン」のアクションプランを策定し、現

在、これに基づきさまざまな施策を展開してい

るところであります。また、このアクションプ

ランは平成26年度までの４年間の行動計画と

なっており、その内容は、重点施策である「新

しい「ゆたかさ」創造プログラム」として10の

プログラムにまとめられております。さらに、

それぞれのプログラムにおいて、全体の成果や

達成度を確認するものとして重点指標という形

で数値目標が掲げられております。この数値目

標については、主要な統計データ等を選定し、

その４年後の目標を設定したと伺っております

が、これらの数値を見てみますと、４年後に本

当に達成されるのかどうか少々疑問に感じられ

る数値もたくさんございます。例えば、農業産

出額は3,300億円を目標に掲げておりますが、口

蹄疫や鳥インフルエンザの影響もあり、平成22

年度の農業産出額は、農業法人の加工販売によ

る付加価値額を加えたものでも3,037億円となっ

ており、アクションプランの残りの期間で、あ

と300億円程度伸ばすというのはなかなか厳しい

のではないかと考えております。また、製造品

出荷額につきましても、現下の厳しい経済情勢

の中で約2,500億円伸ばすということになってお

りますし、新エネルギーの総出力電力も倍以上

にふやすこととなっております。大きな目標を

立てることは悪いことではありませんが、県の

作成しましたさまざまな資料を見せてもらう

と、それぞれの数値目標を達成するために実施

される個別の関連事業などが列記されておりま

すが、これらの関連事業が数値目標の達成にど

のようにつながっていくのか、いまひとつ判然

としない部分があります。本県は、県民所得、

現金給与総額等の指標を見ましても、長年全国

の下位に位置づけられておりまして、こういう

結果を見せられますと、県民の中にもなかなか

元気が沸き上がってこないというのが現状では

ないかと思っておるところであります。

私は日ごろより、安定した県民生活を確保し

ていくためには、しっかりとした産業基盤を構

築し、雇用の確保を図りながら県民所得の向上

につなげていくことが大変重要であると考えて

おります。そのためには、県においてこれから

重点的に伸ばしていく柱を示して、そのために

こういう取り組みを進めていくんだというメッ

平成24年９月18日(火)



- 201 -

セージを県民に向けて発していくことが大切で

はないかと考えておるところであります。その

メッセージの一つがアクションプランになると

思いますが、そこで質問でございます。アク

ションプランにおいてさまざまな重点目標を掲

げておりますが、産業分野の重点目標は少し高

目の数値目標を掲げているように私は思いま

す。アクションプランの期間も今年度で折り返

しとなりますが、あと２年で目標達成は可能と

考えているのか、まず知事にお伺いをしておき

たいと思います。

後の質問は質問者席からさせていただきたい

と存じます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

アクションプランの数値目標の達成見込みに

ついてであります。御指摘のありました産業分

野の重点指標の目標値につきましては、過去の

それぞれの数字の推移などを勘案しながら、最

大限の努力と工夫を重ねることで達成可能とな

るレベルに設定をしておるところであります。

このような数値目標の設定につきましてはいろ

いろな考え方があろうかと思いますが、目標達

成を重視する余りにそのハードルを下げる、そ

れは意味のないことであるかと思います。可能

な限り背伸びをして、頑張って頑張って何とか

達成できるのではないか、そのような、まさに

御指摘のように高い目標を掲げて、今、頑張っ

て取り組んでおるところでございます。

この指標につきまして、国の施策の変更や全

国的な景気変動など、また、さらには世界的な

政治・経済情勢など、県の取り組み以外の要因

に影響を受ける場合もありまして、現時点での

達成の見通しを立てるのは難しいところであり

ますが、本県の産業・雇用の活性化を図るため

には、この高い目標の達成に向けて施策を総動

員し、全力を挙げて取り組むことが重要になる

ものと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。知事

から、高い目標を掲げて施策を実現していくん

だ、総動員で全力を挙げて取り組むんだという

姿勢が示されたところでございます。それで

は、今後、重点指標における数値目標、今掲げ

られた数値目標を達成するために、各項目、ど

のような事案について重点を置いて取り組もう

とされているのかを、再度お伺いしてみたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 各項目における重点的

な取り組みということで、少し長くなるかもし

れませんが、お答え申し上げます。

本県経済の活性化に当たりましては、早期の

経済・雇用の回復を図る、中長期的には人口構

造の変化や食料・資源不足といった将来の課題

を見据えて、本県の強みとなるような、核とな

るような産業を構築していくことが重要であろ

うということで、このアクションプラン、さま

ざまな重点目標を設定して展開をしておりま

す。まず、フードビジネス展開プログラムにお

きましては、６次産業化や産業間連携による高

付加価値化、また、みやざきブランドの新たな

展開などに力を入れております。農商工連携や

６次産業化の事例数を平成21年度実績の約６倍

の112件に伸ばすことなどを通しまして、農業産

出額を約５％増加させることを目指しておりま

す。

次に、「地域発」産業創出・雇用確保プログ

ラムにおきましては、太陽光発電や医療関連産

業の集積促進、また、４年間で100件の企業立地

に取り組むことなどを通しまして、製造品出荷
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額を２割増加させることを目指しているところ

であります。

また、環境・新エネルギーの先進地づくりプ

ログラムにおきましては、住宅用太陽光発電シ

ステムの世帯普及率を3.6％から６％に伸ばすこ

と、また、バイオマス発電の導入拡大を進める

ことなどを通しまして、新エネルギーの総出力

電力を平成20年度の約２倍に増加させることを

目指しております。

最後に、観光交流・海外展開プログラムにお

きましては、記紀編さん1300年記念事業の展開

でありますとか、スポーツキャンプ・合宿の受

け入れ団体・参加者を１割程度増加させるな

ど、本県ならではの観光資源を生かした取り組

みを進めることによりまして、観光消費額を約

１割増加させたいと考えております。こういっ

たそれぞれの課題につきまして、一定の目標を

立てて取り組んでおるところでございます。

○徳重忠夫議員 具体的にお示しをいただきま

した。ぜひこれが達成できるように総力を挙げ

て頑張っていただきたい、このように思いま

す。

それでは次に、シーガイアの経済効果につい

てお尋ねをしてまいりたいと思います。

ことしの２月、運営会社でありますフェニッ

クスリゾート社の全株式をセガサミーホール

ディングス社が取得をいたしました。子会社化

するとの発表がなされておりまして、突然の出

来事に驚くとともに、日本を代表するエンター

テインメント企業の進出に、観光業界はもとよ

り、県民一同大きな期待を寄せたところであり

ます。思い起こせば、平成11年、県議会におき

まして、会期を延長し深夜に及ぶ議論を経て、

国際コンベンション・リゾートみやざき振興基

金が創設されました。この基金からシーガイア

の支援を行ったところでありますが、宮崎県議

会は５日間にわたる慎重な審議を行いまして、

本県観光・リゾート産業振興という大局的な見

地から苦渋の決断を下したのであります。その

結果、一度は更生の手続をとりましたが、ホテ

ルやゴルフ場、レストラン、コンベンションセ

ンターなどから成るあの立派なリゾート施設が

存在し続け、今回、さらなる飛躍に向け新たな

スタートを切ったことを思うと、あのときの苦

悩は無駄ではなかった、判断は正しかった。ま

ことに感慨深いものがあります。

そこで、このシーガイア建設からこれまで、

本県経済にどのような効果をもたらしたのか、

商工観光労働部長にお伺いしておきたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） シーガイ

アは、国内外から数多くの観光客が訪れますと

ともに、国際会議を含む数々の大型コンベン

ションや、国内外のトッププロが集うダンロッ

プフェニックストーナメントが開催されるな

ど、本県を代表する観光・コンベンション施設

であり、国内だけでなく、海外で実施しており

ますセールス活動におきましても、知名度や評

価において極めて高いものがあります。また、

このような観光面の効果だけではなく、雇用面

や材料仕入れ等による関連産業への波及といっ

た面など、幅広い分野で本県経済に大きな効果

をもたらしてきているものと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ただ

いま商工観光労働部長から答弁がありましたよ

うに、シーガイアは宮崎県に大きな経済効果を

もたらしたということであります。

昭和63年、「宮崎・日南海岸リゾート構想」

がリゾート法第１号の指定を受けまして、会社

が設立され施設が整備されたところでありま
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す。総事業費が2,000億円を超すと言われており

ます。当時の県の一般会計の予算総額が5,500億

円であったことから、その金額の大きさがおわ

かりいただけると思います。それだけ大きな投

資をされ、九州一、日本一のリゾートをつくら

れたわけであります。また、当時シーガイアグ

ループ全体で雇用されていた従業員は約3,000人

と言われております。こういうものが本県観光

の土台となって今日があるものだと思います。

シーガイアができる前と後でいろいろと比較

をしてみました。宮崎県を訪れる観光客は、平

成４年、シーガイアがオープンされる前の話で

ありますが、1,150万人でしたが、平成11年、こ

の年がピークになろうかと思いますが、1,270万

人まで増加し、外国人宿泊客については、平成

４年が約２万人であるのに対し平成22年11万人

と、約９万人も増加をいたしております。コン

ベンションの参加者数についても、平成６年度

は16万人だったのが平成22年度には29万人

と、13万人もの増加をしておるところでありま

す。

シーガイアの開業以来、国際大会や全国規模

の大会が数多く開催されておりまして、平成９

年には122カ国から延べ4,000人が訪れたトヨタ

世界大会が開催されております。平成12年には

九州・沖縄サミット宮崎外相会合が開催をされ

ております。また、本年10月には第64回中小企

業団体中央会全国大会が開催される予定になっ

ております。全国から約2,500人もの多くの方が

参加の予定と聞いておるところであります。ま

た、男子ゴルフの代表的なトーナメントであり

ますダンロップフェニックストーナメントにつ

いては今回で39回目となりますが、国内外の

トッププロのプレーを観戦しに多くのギャラ

リーが集まるとともに、全国にテレビ放映され

ております。この大会が続いているのもシーガ

イアのおかけだと、私はこう思っておるところ

であります。さらに、知事は東アジアからの誘

客を推進するお考えであると認識しております

が、そういった海外からの観光客を受け入れる

にしても、国際コンベンションの誘致にして

も、シーガイアの役割は大変大きいものがある

と思います。

ところで、本県の観光の基礎を築き上げた、

「宮崎観光の父」と言われる宮崎交通創始者の

岩切章太郎さんの御功績は大変偉大なものがあ

り、市役所の一角には立派な銅像が建立されて

おりますが、このシーガイアの初代社長であ

り、全ての私財をシーガイアにつぎ込み国内外

に誇れる施設をつくり上げ、本県観光の再生を

なし遂げた佐藤棟良さんの御功績もまことにす

ばらしく、私は心から敬意と感謝を表する次第

であります。そこで、シーガイアをつくり上げ

た佐藤棟良さんに対する評価について、知事の

考えをお聞きしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、議員のほうから、

シーガイアのいろんな意義、またその効果、ま

さにお話がございました観光宮崎の核となる非

常に重要な施設でありますし、一つ一つの施設

の質も高く、またスケールの大きな、全体とし

て開発整備がなされたものと考えておるところ

でございます。それに取り組まれ、その中心的

な存在として推進されてきました、今御指摘の

ありました佐藤棟良さん、郷土宮崎の発展のた

めに、観光の進展のためにということで大変大

きな仕事をされたのではないか、そのように考

えておるところでございます。

○徳重忠夫議員 評価については十分お認めを

いただいておると思います。では、佐藤さんの

思いを聞くために、知事は直接お会いされるべ
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きだと私は思いますが、いかがでしょうか。宮

崎に来られてもう既に８年になろうとされてお

ります。今までに佐藤さんに会われたことがあ

るのかどうかも含めてお答えをいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 佐藤棟良さんにこれま

でお会いする機会はなかったところでございま

すが、大変な御高齢だと、90歳を超えておられ

るという話でございます。今御指摘がありまし

たような、宮崎に対する、また宮崎の観光に対

するいろんな思いというのもお持ちでしょう

し、いろんなお考えもおありかと伺っておりま

すので、もし機会がありましたらいろんなお話

を伺ってみたいという思いも持っているところ

でございます。

○徳重忠夫議員 機会があったらお会いしたい

ということでありますが、８年間もいらっ

しゃったわけでございまして、知事もシーガイ

アに出向かれる機会が今までも何十回かあった

んじゃなかろうかと思っております。ぜひとも

お会いしていただいて、これは機会をつくらな

ければ会うことはできないと思いますので、ぜ

ひそのような機会をつくっていただきますよう

に強く要望を申し上げておきたいと思います。

次に、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。シーガイア周辺の松林は約500ヘクタール、

全国有数の広さであります。これはサンマリン

スタジアムの170倍という広さであるということ

であります。全国的に松くい虫の被害が出てい

る中で、これだけの広さにもかかわらずほとん

ど松くい虫にやられておりません。もちろん

国、県の熱心な被害防除のおかげでもあります

が、500ヘクタールのうち約300ヘクタールを管

理しているシーガイアの努力があればこそでは

ないかと私は考えます。このように管理の行き

届いた美しい松林に、遊歩道を散策するなど観

光客も多く見受けられるところであります。そ

こで、これを観光資源として活用していく考え

はないか、商工観光労働部長にお尋ねしておき

たいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） シーガイ

ア付近の松林は、今、議員の御質問にございま

したように、美しい緑の景観を形成するととも

に、県民や観光客が散策やサイクリング、ノル

ディックウオーキングなどを楽しむことができ

る癒やしの場となっております。また、周辺に

は江田神社やみそぎ池など古事記ゆかりのス

ポットや、フローランテ宮崎、動物園などの観

光施設があり、シーガイア及びその周辺は、松

林も含めて本県の代表的な観光スポットであり

ますことから、県としましては宮崎市と連携し

ながら一層の情報発信に努め誘客につなげてま

いりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひそういう方向で努力をお

願いしておきたいと思います。

それでは、シーガイアについて２点ほど要望

を申し上げておきたいと思います。平成13年、

会社更生法の適用を受けて存続し、今年３月、

経営がセガサミー社に移りましたが、経営が存

続していることは大変ありがたいことでありま

す。雇用についても、現在もシーガイアだけ

で1,000人を超える雇用は維持されておりまし

て、また、他の関連企業も継続されておりま

す。さらに、納税の面でも大変貢献をされてい

るところであります。本県観光はもとより、本

県経済に大きな影響を与え続けております。

シーガイアは重要な企業として絶対に残さなけ

ればならない施設でありますので、今後とも県

とセガサミー社が連携を密にして存続が図られ

ることを強く要望しておきたいと思います。
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もう一つは、シーガイア・オーシャン45の

麓、松泉宮と言うところがあります。この入り

口に誠心の碑という石碑が建立されておりま

す。その石碑の裏側にシーガイア開発の歴史が

つづられているのは御存じでしょうか。いかが

でしょう、知事。

○知事（河野俊嗣君） 実際に拝見してはおり

ませんが、写真で見たことはございます。

○徳重忠夫議員 そこには佐藤棟良氏の思いが

詰まっております。一部御紹介しますと、「こ

の不世出のリゾート・シーガイアが幾多の難問

を克服し、いかにして実現し得たかその根源は

何か、私は真実を史実として後世に残すべくこ

こに明記する」と示されております。まず、宮

崎県、松形祐堯知事の県政への取り組み姿勢を

高く評価し、人間性を信頼したこと。２つ目

に、宮崎県議会、宮崎市議会、そして当時の長

友貞蔵市長の深い御理解と積極的な御支援を得

られたこと等々つづられており、当時、行政と

一体となりシーガイアを完成させたことや、お

世話になった方々への佐藤氏の感謝の意がつづ

られております。シーガイアをつくり上げた最

大の功労者は、私は佐藤棟良氏だと考えており

ますが、ここには自分の功績が一つもつづられ

ておりません。このことからも佐藤棟良氏のお

人柄があらわれているものだと考えておりま

す。宮崎を愛し、シーガイアに命をかけ、21世

紀に夢を託すお気持ちで、南北12キロにわたる

大リゾート群を完成させた佐藤氏への感謝の気

持ちを宮崎県民一人一人が忘れてはならないと

私は考えております。ぜひ一度、誠心の碑をご

らんいただき佐藤氏の思いに触れていただくよ

う、知事―副知事も一緒でございますが、要

望しておきたいと思います。

次に、就農給付金の後継者対策について、農

政水産部長にお尋ねをしていきます。

国は、現政権下の目玉施策として、青年新規

農業者の倍増を目指した青年就農給付金事業を

創設し、本年度からスタートしております。農

村地域の担い手不足といたしまして大きな期待

が寄せられている事業だと考えておりますが、

７月の新聞では、全国的に予定人員の２倍近い

申請が予想され、希望者の５割ないし６割しか

給付できない可能性があるとの報道でございま

した。そこで、本県における青年就農給付金事

業の現段階の要望に対する対応について、農政

水産部長にお尋ねをしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金のうち、既に就農を開始している方を対象と

した経営開始型では、制度の詳細が明らかに

なった後の７月に、市町村を対象に実施した要

望調査で209人の要望があり、現在、補助金の交

付に向けて準備を進めております。また、就農

に向けた研修中に県が給付する準備型では、７

月の募集で44人の応募があり、面接などの結果

を踏まえ、現在、38人に給付に向けた事務手続

を進めているところであります。いずれのタイ

プにつきましても、今年度、本県におきまして

は給付希望に見合った予算の執行がおおむね可

能な状況でございます。

○徳重忠夫議員 申請された方が全て受給でき

るような形になれば大変ありがたいことだと、

このように思っております。

それでは次に参りますが、私は先般、中国の

吉林省の農業情勢を視察する機会をいただきま

した。その視察では、数万ヘクタールものトウ

モロコシ畑の中を高速列車で移動いたしました

が、耕作放棄地は全くありませんでした。その

一方で、農地の少ない日本で耕作放棄地が問題

になることは、大変な矛盾を感じたような次第
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であります。県では、集落営農など組織的な農

地管理を推進されておりますが、その農地の受

託作業を引き受ける農業者も高齢化してきてい

るのが実態であります。そこで県は、将来の農

家戸数を何人と見込み、何人の新規就農者を確

保する必要があると考えているのか。また、そ

の農家戸数で農地を荒廃させることなく維持で

きると考えているのか、農政水産部長にお尋ね

をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、第七

次農業・農村振興長期計画において、平成32年

には840の農業法人と8,000戸の主業農家が農業

生産の大宗を担う姿を展望しております。その

ため、平成23年度からの５カ年間で1,900人の新

規就農者を確保する目標を掲げ、多様な人材の

農業への定着が進むよう就農支援体制を強化す

ることとしております。将来の本県農業生産を

担うこれらの経営体への農地集積を加速させる

とともに、集落営農を支える若い担い手の育成

を図りながら、適切な農地利用の確保と本県農

業の持続的な発展に努めてまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 今、精いっぱい努力をしてい

ただいておりますが、先ほど部長の答弁により

ますと、新規就農希望者といいますか、就農給

付金を受ける方は209名しか申し込んでいらっ

しゃらない。そして今、部長は、第七次農業・

農村振興長期計画の中ではそれぞれの数字を出

されております。これによりますと１年間に380

人程度の新規就農者が必要だということがうた

われておるわけでありますので、これを考えま

すときに、209人は特別な形であろうかと思いま

すが、とても足りない。これからも最大限の努

力をしていただかないと農地は守れないという

ことになろうかと思いますので、御努力をよろ

しくお願い申し上げておきたいと思います。

それでは続きまして、都城志布志道路につい

てお伺いをいたしたいと存じます。

これまで何度となく質問をしてまいりました

都城志布志道路は、都城・曽於圏域に大きな経

済効果が期待されることから、県境を越えた市

町、民間団体から一日も早い整備を求めて強い

要望が上がっており、熱心な陳情活動が繰り返

し行われておるところであります。しかし、都

城志布志道路は鹿児島県との県境区間がいまだ

に整備に着手していないため、全線の開通をお

くらせる原因となっているのじゃないかと考え

ております。そこで、都城志布志道路の鹿児島

県境区間の整備について、知事はどのようにお

考えになっていらっしゃるのかお尋ねをしてみ

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この都城志布志道路、

都城インターチェンジと志布志港を直結すると

いうことで、南九州圏の経済基盤の強化に欠か

せない地域高規格道路でありまして、その効果

を十分に発揮するためには、早期に全線の供用

を図ることが大変重要であると考えておりま

す。５月の総合防災訓練のときに、第１会場で

ある都城市から第２会場である日南市の油津港

まで、外山議長と一緒にヘリコプターに乗りま

して、一度志布志港のほうに南下をし、まさに

この道路のルートをたどって、それから北上す

るというルートで飛ばせていただいたわけでご

ざいますが、上空から拝見し、両経済圏を連結

することの重要性というものを実感したところ

でございます。現在、唯一の未着手区間となっ

ております県境区間、諏訪山インターチェンジ

から県境間につきましては、これまで事業化に

向けた調査を進めてきたところでありますが、

今回、平成25年度の新規事業として国へ要求す
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ることとしたところでございます。今後とも、

国や鹿児島県、関係団体と連携し早期整備に努

力をしてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。実際

見ていただいて、大変ありがたく思っておりま

す。私は鹿児島県庁に先々日行ってまいりまし

た。鹿児島県もこの県境区間については非常に

関心を持っていらっしゃって、一日も早くこれ

が宮崎、鹿児島一緒になってできるようにと強

く願っておられますので、ぜひこれが実現でき

るように今年度の計画を進めていただきたい。

新年度から着工できるようにお願いを申し上げ

ておきたいと思います。

先日、私は、都城志布志道路を担当する宮崎

河川国道事務所に伺ったところであります。整

備の予算は大変厳しい状況にある、見通しが立

たないという話がありました。そこで、都城志

布志道路の国の施行区間の状況について、県土

整備部長はどのようにお感じになっていらっ

しゃるのかお伺いをしておきたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 国が施行して

おります国道10号都城道路につきましては、本

年３月に平塚インターチェンジから五十町イン

ターチェンジまでの約1.9キロメートルが完成供

用したところであります。残りの区間につきま

して、本年度は、乙房インターチェンジから平

塚インターチェンジ間におきまして用地買収や

構造物の設計などが進められますとともに、都

城インターチェンジから乙房インターチェンジ

間におきましては用地幅ぐいの設置が行われる

予定と聞いております。

○徳重忠夫議員 計画は進められているようで

ございますが、都城志布志道路の県内における

国の施行区間というのが非常に大きいわけであ

ります。延長の約６割を占めている、この事実

でございます。その整備は全線の進捗に大きく

影響することとなっており、計画的な整備を進

めるためには予算の確保が課題であります。し

かし、今年度、24年度の予算は、今おっしゃい

ました直轄区間では6.8億円、県の施行区間で

は4.7億円の11.5億円しかついておりません。鹿

児島県に至りましては、御案内のとおり、全区

間、県の施行区間であります。それなのに約30

億円が予算化されております。５年後の全線開

通を目指しておるということであります。その

差は、御案内のとおり明らかであります。特に

国の施行区間であります残事業が、未供用区間

の11.5キロメートル、総工費がまだ270億円残っ

ておるということでありまして、このままでい

くと全線開通までには10年を超すぐらいの年数

がかかるということであります。知事、御案内

のとおりであります。鹿児島県と同時期に供用

されることは困難ではないかと、私は大変危惧

しているところであります。

また、公共事業の妥当性を判断する指標であ

ります費用対便益費、いわゆるＢバイＣを見て

みますと、東九州自動車道の工事を進めておら

れる清武ジャンクションから北郷まで19キロ

メートルは、実は費用対効果というのは1.6であ

ります。都城志布志道路の梅北工区間は3.8であ

ります。その他の区間も3.0前後となっておりま

して、道路の規格が違うため一概に比較するこ

とはできませんが、都城志布志道路は高速道路

と同等の重要性があると私は考えておるところ

であります。東九州自動車道の整備の重要性は

十分認識しており、清武ジャンクションから北

郷間の現在工事を進めている予算の状況を見ま

すと、昨年度が60億円ついています。今年度

が95億円の予算が計上されておりまして、県

民、行政が一体となった熱心な取り組み、県の
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姿勢というものがあらわれております。

都城志布志道路は、都城市、北諸県、南那珂

を含め県の約３分の１の人口を占めておりまし

て、経済圏を縦断する地域経済を支える重要な

幹線道路であります。災害時における救援・救

助活動を支える緊急輸送道路としての役割も担

う道路であることは、先ほど知事がおっしゃっ

たとおりであります。このように地域にとって

重要な都城志布志道路は、国、鹿児島県、宮崎

県のそれぞれがおくれることなく整備を進める

ことが求められております。県の事業を着実に

整備することは当然ですが、東九州自動車道と

同様に県として力を入れて取り組むべきであ

り、予算確保が危惧される国の施工区間につい

ては、県においても積極的に働きかける必要が

あると考えます。そこで、都城志布志道路の国

の施行区間の整備促進に対する取り組みについ

て、知事にお伺いをしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この早期完成を図るた

めには、県も国も一体となって取り組んでい

く、大変重要なことであろうかと考えておりま

す。国の施工区間の事業の早期促進につきまし

ては、７月に国に対する提案・要望活動に参り

ましたときも、道路局長に直接お会いして要望

したところですが、さらに８月も、また改めて

時間をいただいて、さらにポイントを絞って、

具体的なところということで県境区間の促進な

どお願いをしてまいったところでございます。

今後とも機会を捉えて、本県の重要課題という

ことで要望をお伝えし、予算の獲得、また事業

の早期完成に向けて粘り強く働きかけてまいり

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 知事は、国に行かれたときも

それなりの行動を起こされてお願いをされてお

るというような御答弁でありましたが、私は、

まず一番初めに、予算の要望を行う国の出先機

関に対して、知事みずから足を運んで、いつま

で整備するのか、あるいは県としての道筋、こ

ういう計画で進めてほしいというようなこと、

そういった実情を―志布志道路の重要性につ

いても東九州自動車道と同等の熱意を持って予

算折衝に行く行動を起こす必要があるのではな

いかと考えておるところであります。やはり一

番先に計画を立てるのは河川国道事務所だと思

いますので、ここに行ってちゃんとお願いする

ことが、私は予算獲得の第一歩ではなかろうか

と考えるわけでありまして、知事は河川国道事

務所のほうに出向いていく考えがあるかどうか

をお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 河川国道事務所長さん

には機会あるごとにお会いして、そのたびごと

にいろんな形でお願いをしておるところでござ

います。我々の要望というものはお伝えしてお

るところでございます。事務所へ足を運んだこ

とはないわけでございますが、議員の御指摘も

踏まえながら、いかに我々の要望を伝えるか、

また早期完成に向けての熱意を伝えるか、一つ

の提言として受けとめて、今後とも活動に取り

組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ顔を出していただ

く。私がこの前行ったときも非常に喜ばれまし

た。知事がおいでいただいたということで、何

とかしなきゃいけないと河川国道事務所も思う

はずであります。どうぞよろしくお願いしてお

きたいと思います。

次に、県道都城霧島公園線の整備についてお

尋ねをいたします。

都城市鷹尾・蓑原地区は、住宅と大型スー

パーマーケットの商業施設が集積している、地

域住民の生活の拠点となっているところであり
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ます。周辺には小中学校、高校がありまして、

歩行者や自転車の行き来も非常に多いところで

あります。この地区の幹線道路としては県道都

城霧島公園線が通っておりますが、中心市街地

へつながる道路のため交通量が大変多い道路で

あります。買い物客や通学など日常的に利用す

る高齢者や小学生にとりましては、交通事故の

危険が非常に高い地域でもあります。さらに、

西側の区域は歩道が狭くて、６本の市道が一挙

に県道を交差しております。歩行者の安全な通

行の障害や交通混雑が発生している状況であり

ます。ぜひとも早急な整備が必要であると考え

ますが、都城駐屯地から西側の区間について、

今後の整備予定を県土整備部長にお尋ねしてお

きたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道都城霧島

公園線につきましては、市中心部へのアクセス

の向上と安全な交通の確保を目的に、鷹尾町か

ら陸上自衛隊都城駐屯地までの区間につきまし

て、平成４年度から順次整備を進めておりまし

て、現在は、駐屯地付近の約420メートルの区間

におきまして来年度の完成を目指し事業に取り

組んでいるところでございます。お尋ねの駐屯

地から西側の区間につきましては、交通量が多

い上に歩道も狭く、周辺の学校への通学者も多

いことから、整備の必要性を認識しているとこ

ろであります。このため現在、測量や設計を

行っているところでありまして、今後、事業化

に向け都市計画の変更など必要な手続を進めて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。前向

きなお取り組みをいただいておりまして、感謝

いたしております。非常に厳しいところでござ

いますので、部長、現況を一遍ごらんいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） これまでも現

地に行ったことはございますが、ただいま議員

からいただきました御意見を踏まえまして、再

度確認をいたします。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いを申し上げて

おきたいと思います。

最後になりますが、小中学校のいじめについ

てお尋ねをしてみたいと思います。

いじめの問題につきましては、既にこれまで

の代表質問、一般質問において質問がされてお

りますが、私は、自身の経験したことをもと

に、私の思いを質問させていただきたいと思い

ます。２年前に北海道で、ずっと会えなかった

同級生に53年ぶりに会う機会がありました。実

は私、数年前から同窓会の幹事を務めさせてい

ただいておりますが、彼から届く同窓会の返事

には、毎回「欠席」と書いてありました。久し

ぶりの再開を果たしたので、話に花が咲く中、

「一度でも同窓会に出たらどうか」と切り出し

たところ、彼は、「当時、中学校時代、いじめ

に遭った。あのことが今でも忘れられない。そ

のことが頭の中から離れないので同窓会に行く

気がしない」と答えました。50数年前に受けた

あのいじめを今もなお背負っていることに大変

ショックを受けるとともに、いじめの深刻さを

改めて感じたところであります。

現在、滋賀県大津市で起きたいじめの自殺事

件、今もなお痛ましい事案が報道されておりま

す。人の見ていないところで行われることが多

いため、結果的に見逃してしまうこともあると

言われます。いじめによって、私の同級生のよ

うにその後の人生につらい思いを引きずるよう

なこと、ましてや命を失うことがあっては決し

てならないと思います。そのため、いじめは絶

対に許されない行為であることを子供たちに
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しっかりと示す必要があると思います。本県で

も、中学生が修学旅行中にいじめを受けて、動

画投稿サイトに掲示されて、報道されており、

大変残念に思っております。そこで、学校にお

けるいじめ問題について、教育委員長はどのよ

うにお考えになっていらっしゃるのか、考え方

をお聞かせいただきたいと思います。

○教育委員長（近藤好子君） いじめは、子供

たちの心身の健全育成に重大な影響を与え、た

だいま議員のお話にもございましたように、心

に負った傷が長い間癒えないこともあるため、

不登校や自殺などの背景ともなり得る深刻な問

題だと考えております。したがいまして、いじ

めはどの学校でも、どの子供にも起こり得ると

いうことを、ぜひ保護者の皆様にも認識してい

ただくとともに、自分の悩みを１人で抱え込ま

ず相談することの大切さを子供たちに伝えてい

くことが重要だと考えております。また、いじ

め問題が発生したときには、保護者と連携を図

りながら、先生方が一丸となって、いじめを受

けた子供には寄り添い守り抜いていくこと、い

じめをしてしまった子供には、なぜそのような

行為をしたのか、自分自身に気づきを持てるよ

うな指導や思いやりの心を醸成していくこと、

そしていじめに気づいている周囲の子供たちに

は、「いじめをやめよう」と言葉に出すこと

や、友達がいじめられていることを大人に伝え

る勇気を根づかせることなどに取り組んでいく

ことが大切だと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

最後に、教育長にお尋ねをします。いじめの

問題が発生してからの対応だけではなく、いじ

めのない学校づくり、学級づくりの視点で取り

組むことによって、より効果があるものと考え

ます。そこで、各学校ではいじめの未然防止の

ためにどのような具体的な取り組みをされてい

るのか、最後にお尋ねをしておきたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） いじめは、発見しに

くく、わかりにくい面もあるため、各学校にお

きましては、どの学校でも、どの学級あるいは

どの児童生徒にも起こり得るという危機意識を

持ち、いじめの芽を見逃さないよう、全職員が

情報を共有しながらきめ細やかな対応に取り組

んでいるところであります。また、子供たちに

対しましては、よりよい人間関係を築くことが

できるように、自分の気持ちを上手に相手に伝

える話し方、相手を思いやり話をじっくり聞く

ことができることなどの指導を行いながら、自

分や友達のよさが実感できるような学校づくり

に取り組んでいるところであります。さらに、

児童会や生徒会が中心となって、異なる学年の

交流を行ったり、いじめ撲滅のための集会を開

催するなど、児童生徒の主体的な活動を通して

規範意識の高揚や人権感覚の育成に努めている

学校もございます。

○徳重忠夫議員 いじめについては、子供が一

番長い時間生活をしている学校、学級でしっか

りと議論して、いじめのない学校、学級づくり

に全力で取り組んでいただきますよう強く要望

申し上げ、私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲でございます。

昨年11月の議会において、私は、「100年たっ

ても変わらない宮崎県の価値」という言葉を用

いました。これは、そうした本質的な価値を河

野知事には見出し、発信していただきたいとい

う思いで申し上げましたが、今をさかのぼるこ
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とちょうど100年前、当時の第13代有吉県知事

は、知事に着任するや否や、我が国の建国の歴

史と深いかかわりがあるとされていた日向の史

跡を解明したいという思いで、西都原古墳群の

発掘調査に乗り出しました。当時、京都帝国大

学の坂口教授らの協力を得て行いましたこの調

査、史上初めての学術的調査だったと言われて

おります。今や、この西都原古墳群が宮崎県に

おいて誇るその重要性は言うまでもありませ

ん。河野知事におかれましては、当時の有吉知

事に倣い、100年たっても語り継がれるような事

績を残していただきたいと切に願っておりま

す。

しかし、その前に重要なことは、河野知事

が、我が県の歴史認識についてどのような考え

を持っておられるかだと思います。古事記や日

本書紀に記されている我が国の建国にかかわり

のある神話、多くがこの宮崎県が舞台になって

おりますけれども、残念ながら、この宮崎県内

の中学校の歴史教科書においては、昭和天皇が

神々の子孫であることを否定したという、現在

の皇室と神話の世界を断絶させるような虚偽の

内容が記されており、教え込まれております。

昨年、私の質問に対して知事は、「教科書検定

を通過している」と答えられるばかりで、その

内容の矛盾点についてははっきりとおっしゃっ

ていただけませんでした。改めて、現在の皇室

と我が宮崎県との関係につき、知事の考えをお

伺いいたします。

以下、質問者席よりお伺いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

皇室にかかわる御質問、最近の出来事から申

し上げますと、ことし２月に天皇陛下が入院さ

れた際には、県民の皆様からのお見舞いの記帳

と私からの電報をお送りいたしましたところ、

陛下からのお礼の言葉を、宮内庁長官を通じ、

賜ったところでございます。また、８月には、

西都原古墳群の男狭穂塚と女狭穂塚の整備など

を直接、宮内庁長官にも要望し、一部、一定の

整備が実現することとなったところでございま

す。

本県におきましては、現在、記紀編さん1300

年を契機としたさまざまな取り組みを行ってお

ります。古事記や日本書紀において、神武天皇

が生まれた地とされる本県を、数多くの神話や

伝説、史跡とともに県内外に広く紹介をしてい

るところであります。このように、本県にとり

まして、皇室は、他県に比べましても、より身

近な存在として考えているところであります。

今後とも、天皇陛下を初め、皇室の皆様方に対

しましては、常に心からの敬愛の念を持って接

してまいりますとともに、御来県の機会をいた

だければ、県民の皆様ともども温かくお迎え

し、親しく交流を深めさせていただきたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 身近な存在というのは、いま

いちパンチに欠けるメッセージだと感じるんで

すね。その歴史的なかかわりについて質問申し

上げたんですけれども、現に高原町や日向市

美々津町といったところは、はっきりと、堂々

と、神武天皇がお生まれになったところ、お船

出になったところとおっしゃっていますし、

もっと県全体を挙げてメッセージ性を打ち出し

ていただきたいと思うんです。もちろん、考古

学的な説を持ち出せば、学者の数ほどたくさん

あるんですけれども、我が国が正統な歴史と認

めたものを記したものを正史といって、その歴

史書は日本書紀ということになっているんです
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が、少なくとも、政府公認の歴史というのは日

本書紀に記載されている内容なんです。そし

て、明治時代の前半においても、神武天皇より

以前の神々、三代の神々─いわゆる日向三代

ですね─の陵墓を、宮内省の指定におきまし

て、鹿児島県内の３カ所に定めたところであり

ますけれども、もちろん、古代においては宮崎

県も鹿児島県も区別がありませんでした。何が

言いたいかというと、政府としても、今まで歴

代として、この南九州に皇室、日本国の発祥の

ルーツがあると認めてきた歴史があります。

はっきりと、初代天皇の出身地であり、日本国

発祥の地であるというメッセージを打ち出され

てはいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） キャッチフレーズとし

ては、「神話のふるさと宮崎」という言い方を

しておるところでございますが、その神話とい

うものが、あまたある神話のうちの、御指摘が

ありますように、建国にまつわる神話というと

ころが大変重要なところでございます。キャッ

チフレーズ的に長くなりますので、「発祥」

「神話のふるさと宮崎」というふうなことで、

言葉には使っておりませんが、そのような思い

で、古事記、日本書紀に記された本県とのゆか

り、縁というものをしっかりと発信してまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 確認なんですけれども、宮崎

県を代表する県知事として、はっきりと今後、

初代天皇が出身なされた土地として、メッセー

ジを打ち出していくということで間違いないで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今、建国神話にまつわ

る、発祥にまつわるというところで申し上げた

ところですが、初代天皇、神武天皇のというこ

とですね。確かにそういう伝承はあり、古事

記、日本書紀に書かれておるところでございま

す。４月に講演をいただいた梅原猛先生は、本

県のいろんな調査をされた上で、「天皇家の“

ふるさと”日向をゆく」という本を出版された

わけでございます。このテーマなりタイトルに

つきまして、さまざまな研究者、さまざまな見

方から、場合によっては厳しい指摘があるかも

しれないけれども、恐れずにあえて書いたとい

うふうなことをおっしゃったところでございま

す。神武天皇、それから、それに続く９代まで

の８代というものは、研究者の間でもいろんな

見方がある。特に、その８代については「欠史

八代」というふうに言われておるところでござ

いまして、史実に基づく記録が残っているの

は、10代の崇神天皇以降というところもあると

ころであります。

ただ、だからといってそれを否定していると

いうことではなしに、従来ありましたのは、史

実肯定史観、史実否定史観、史実反映史観、い

ろいろあるわけでございます。全てが史実だと

考えておられた見方というものと、そうではな

い、全部作り物だという見方が、いろいろ議論

があったわけですが、今は、一定の史実が反映

されたものではないかというような物の見方が

なされているところでありますし、私もそのよ

うに考えておるところでございます。

したがいまして、否定をするということでは

ないんですが、神武天皇なり、その後の欠史八

代に対していろんな研究者の見方があるものに

ついて、今、御指摘がありましたような、すっ

ぱりと、神武天皇のお生まれになった天皇家発

祥の地というような言い方をするのは、なかな

か難しいのではないかというふうに私は考えて

おるところでございます。

○清山知憲議員 史実に関する議論は研究者に
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任せておけばいいんですよ。先ほど申し上げた

ように、政府の認めている正史としてそういう

記載があって、宮崎県として独自の見解を研究

を重ねることで発信することは、それは完全に

自由なんです。高原町にしても日向市美々津町

にしてもそうやってされているんですから。

知事は御存じかわかりませんけれども、ちょ

うど78年前の昭和９年には、神武天皇御東

遷2600年記念ということで、秩父宮殿下が来県

され、そして、昭和15年の皇紀2600年記念のと

きには高松宮殿下が来県されて、盛大に祝賀記

念行事がとり行われております。また、その同

時期に、宮崎県は、皇宮神社を初めとして、神

武天皇の足跡という土地を聖蹟伝承地と指定し

て、文部省に調査を行わせたり、記念施設を建

設したりしております。例えばこの皇宮神社、

知事公舎のすぐ近くにあるんですけれども、知

事、行かれたことありますか。

○知事（河野俊嗣君） 行ったことはありま

す。大変ひっそりとという感じの神社でありま

す。

○清山知憲議員 当時の県知事の石碑もありま

すし、皇軍発祥の碑という立派な碑もあるんで

すけれども、物すごく荒れ果てていて寂しいん

です。こういう神武天皇ゆかりの地をどんどん

整備して発信していくことこそ、本質的にこの

記紀編さん1300年事業を盛り上げていくことに

つながるんじゃないかと、そういう思いでおり

ます。何とぞよろしくお願いいたします。

続いて、関連して教育長にお伺いしますけれ

ども、宮崎県の価値を決定づけるものに、おい

しい食べ物とか自然環境とかいろいろあります

けれども、県にどういった文化財がどれほどの

数存在しているのかというのも重要な要素だと

思います。例えば県指定文化財について言う

と、鵜戸神宮近くの鵜戸千畳敷奇岩といった天

然記念物や、諸塚神楽や、三ヶ所神社本殿と

いったところが含まれておりますけれども、県

内にどれほどの数、県指定文化財があって、ど

ういった指定手続になっているのか、また、全

国との比較についてお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県指定の文化財につ

きましては、建造物や美術工芸品などの有形文

化財、神楽などの民俗文化財、古墳などの史跡

等、歴史上または芸術上の価値が高いものとし

て認められた205件を指定いたしております。こ

れは全国の中では２番目に少ない指定件数と

なっております。指定のための手続につきまし

ては、宮崎県文化財保護条例に基づき、あらか

じめ指定しようとする文化財の所有者等の同意

を得て、地元市町村教育委員会から申請のあっ

たものを、県の文化財保護審議会で専門的な見

地から審議を行い、その答申をもとに、県教育

委員会において決定するものであります。

○清山知憲議員 我が国建国の歴史を有する宮

崎県が、北海道に次いでワースト２位であると

いう点、なかなか納得できないんです。国指定

文化財の数でいうと163点ということで、これ

は47都道府県堂々の最下位なんです。文化財と

いうのは、いかに文化的にも芸術的にも歴史的

にも価値の高いものを県が見出して、また、既

にあるものに関しては、学術的研究を加えて価

値を高めることで、積極的に指定に乗り出すと

いった県の強い意思が、文化財の数そのものに

も大きく影響すると思います。県は、どのよう

に今後この文化財行政に取り組まれていくの

か、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私も、今回、議員の質

問でそういう数字の面で伺いまして、大変驚い

ているところでございます。国指定、県指定と
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いうものもこんなに少ないんだろうかというの

が実感であります。御指摘にありましたよう

に、県内には、長い歴史と豊かな風土に培われ

た文化財が数多く残されておるところでござい

まして、これをしっかりと次世代へ継承してい

くこと、また、その評価というものを訴えてい

くことというものは、大変重要であろうかとい

うふうに考えております。今後とも、国あるい

は県の文化財指定を視野に入れまして、文化財

の積極的な掘り起こしを行い、専門家の意見を

聞きながら、あくまで学術上の価値や保存状況

等の調査は必要なわけでございますが、そうい

う取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 国指定文化財については、当

然、国に対する働きかけ、情報提供というのも

必要です。先日、県内のある神社の方に伺った

ところ、一昔前の話なんですが、神社の保有す

る彫刻について、国指定文化財の価値があるけ

れども、当時の県庁がなかなか協力をしてくれ

なかったと、そういうことで指定に結びつかな

かったというエピソードもあるようです。検証

は難しいんですけれども、今後、記紀編さ

ん1300年記念事業もありますし、古事記にちな

んだような文化財等も積極的に見出して、「文

化財の少ない県」汚名返上を果たしていただき

たいと思います。

引き続き、知事の政治姿勢ということで、震

災瓦れきの広域処理についてお伺いいたしま

す。受け入れに関して検討を重ねているうちに

時間切れを迎えるという、大変お粗末な結末を

迎えてしまったんですけれども、県の判断を鈍

らせた最大の原因の一つに、健康に対する影響

をどう評価するかというものがありました。最

終的に県としてどのように評価、判断されたの

か、教えてください。

○知事（河野俊嗣君） 最終的にと申します

か、これまでもこの議会でも答弁しましたよう

に、国による専門家の判断に基づく取り扱い基

準、安全の基準というふうなものでございます

ので、我々としては、それを安全というふうに

受けとめるしかないというふうに考えて議論を

スタートしたところでございます。ただ、申し

上げておりましたように、国が示したそういう

安全な基準と県民なり地域住民が受けとめる安

心に乖離が生じている。それをいかに埋めるか

というのを、市町村と一緒になりながら作業し

てきた、そのように考えております。

○清山知憲議員 それ自体を判断するために

も、いろいろ専門家の意見をヒアリングされた

りしたんですよね。そして、確認なんですけれ

ども、最終的に受け入れをするに当たっての科

学的な安全基準というものは国の基準を認め

て、そして、県民の安心のために独自基準を設

けたという理解でよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そのような形で議論を

進めようということで独自基準を設けたもので

あります。

○清山知憲議員 私も執行部の担当課に対して

しつこく聞いてきたんですけれども、やはり、

最終的に国の安全基準を県としても認めたわけ

ですよね。科学的な安全基準として国のものを

受け入れると。そこを今まではっきりと明示さ

れることはなかったですし、また、それをはっ

きりとおっしゃらないことで、いろんな不安や

誤ったメッセージを県民に対しても与えてし

まったんじゃないかなと思うんです。ちょっと

何かおっしゃりたそうなので、知事のお考えを

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 私の説明の仕方がその
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ような不安なり誤解を与えたのであれば、それ

は真摯に反省をする必要があるなというふうな

ことで、今、御指摘を受けとめたところでござ

いますが、これまでも申し上げてきたように、

安全と安心が乖離している状況の中で、でも何

とか協力できないかという思いを市町村と確認

して進んできたということですので、その安全

の基準が、最初から問題にならない、それに対

してもっと別な基準を国に示してもらいたいと

いうようなことを申し上げておったわけでもあ

りませんし、まずはそこを議論しながら、安全

と安心をいかに結びつけるかと、その取り組み

のためにいろんな調査をし、また、最終的には

県独自の基準を設定して議論を進めようとした

わけでございます。

○清山知憲議員 その議論が非常に私にとって

あいまいで見えにくかったと思います。県とし

ては、国の基準を科学的な安全性を認めるレベ

ルとして認めると、そういうメッセージが最初

にあれば、まだ市町村での議論もちょっと違っ

た形になったんじゃないかなと考えております

し、また、常に「慎重な検討を重ねる」という

ことを知事は大事にされておりますけれども、

今回の案件については、そうした大局的な判断

や決断のスピードそのものが問われたような案

件だったんじゃないかなと思います。ぜひ次に

生かしていただきたいと思いますが、何かあり

ますか。

○知事（河野俊嗣君） 議論の進め方、スピー

ド感、いろんな御指摘があるところでございま

す。安全な基準だということを表明すれば、も

しくは県知事が受け入れるという表明をすれ

ば、物事が進んだでしょうか。各県を見てみま

すと、受け入れると表明しても全く進まなかっ

た県、もしくは、地元との話で、かえってトラ

ブルになってしまった県もたくさんあります

し、今、受け入れが進んでいるところは、市町

村なり民間団体が判断したところを県としてサ

ポートするということだというふうに考えてお

ります。ただ、本県におきましては、県議会の

全会一致の決議を受けとめて、真摯に働きかけ

をする、何とか市町村と一緒になって道を探る

ということで取り組んできたところでございま

す。

○清山知憲議員 知事、そうおっしゃいますけ

れども、市町村に国の基準が本当に妥当かどう

か判断する能力を求めるのは、やっぱり僕は酷

だと思うんです。その面において、県は、しっ

かりと国の基準が妥当かどうかというところを

リーダーシップを持って示していただきたかっ

たなと思いました。もうこの件は終わります。

続きまして、福祉保健部長へお伺いしますけ

れども、先月８月15日、終戦記念の日に、私、

護国神社に行って、終戦記念報告祭と戦没者追

悼記念行事に参加してまいりました。改めて、

国や県のために殉じた先人の皆様方の冥福をお

祈り申し上げたところでございましたが、その

記念行事を主催されていたのは、ことし、日本

会議という団体だったんです。もちろん私も会

員の一人ですし、この行事運営は全く問題な

かったんですけれども、私は、これを県が行っ

ていなかったことに強い違和感を感じました。

宮崎県はどこかで戦没者追悼祈念行事を行って

いるのか、他県の状況もあわせてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 戦没者の追悼

行事でございます。毎年、市町村や団体等によ

り県内各地で開催されておりまして、定着して

いることもあり、県としては主催をしていない

状況でございます。しかしながら、戦没者を追



- 216 -

平成24年９月18日(火)

悼し、県民の皆様に平和について考えていただ

くことは、大変重要であると認識しております

ので、終戦50周年記念事業―これは平成７年

でございますが―として、県主催の追悼式を

行いましたほか、毎年、全国戦没者追悼式、そ

れから、ひむかいの塔追悼式に参列する戦没者

遺族の方々への支援を行いますとともに、８月

には、県立図書館で、戦没者の遺品等を集めて

「宮崎県平和祈念資料展」を開催するなどの取

り組みを行っているところでございます。

他の都道府県の状況でございますが、８月15

日に戦没者追悼行事を主催しております都道府

県が、東京都、福岡県など１都６県、また、８

月15日以外の日では、27の都道府県が主催をし

ておるところでございます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。他県

の34の都道府県では主催しておりますけれど

も、宮崎県は主催していないという話でござい

ました。しかし、私は、戦没者の遺族や一部の

団体といった一部の人たちが追悼を続けていく

んじゃなくて、今を生きる県民全体が行ってい

くべきという意味では、県がやっていくべき

じゃないかなと思います。知事の考えをお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘をいただ

いたものというふうに受けとめております。犠

牲になられた方を追悼し、これを語り継いでい

くこと、平和への誓いを新たにすること、大変

重要な取り組みであるというふうに考えており

ます。この式典は、今、部長が答弁しましたよ

うに、大きな節目のときには行政がかかわって

きた式典はあったようでありますが、これまで

は、慣例として、日本会議等について御指摘が

ございましたように、民間団体による追悼式典

が行われてきました。県として積極的にそれを

行わないというようなスタンスであったという

ことではないわけでありますが、ことしのよう

に参加者が少ないというような、残念なという

声も聞かれたところであります。今後どのよう

に戦没者を追悼し、語り継いでいくかという課

題につきまして、これまで取り組んでいただい

ておりました関係団体の意見も聞きながら、望

ましい姿、県がどのように関わっていくことが

できるのか、それを考えてまいりたいというふ

うに考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、関係各者と協議の上

で、県が追悼の責任を負っていくんだという思

いも持って臨んでいただきたいと思います。

続いて、総合政策部長へお伺いいたしますけ

れども、先日、県内の物流関係者の方々と意見

交換をさせていただいて、先般の高速ツアーバ

スの事故の後、トラックドライバーの方々の労

務管理の監督が大変厳しくなっていて、それが

現場の実情ともかけ離れており、トラック業も

物すごく厳しい状況になっていると伺いまし

た。また、一方で、東九州自動車道は、来年度

中に延岡までの区間が開通するということで、

南九州全体の物の流れも変わっていくことが予

想されます。今後、県としてどういった物流の

あり方を目指していかれるのか、考えをお聞か

せください。

○総合政策部長（稲用博美君） 物流、これに

関しましては、貨物の種類、それから出荷先、

また、納品時間等の輸送条件が種々であります

ので、輸送手段につきましては、それぞれの条

件に応じて、今現在、選択されているというふ

うに思っています。このような中で、県といた

しましては、大量輸送が可能な海上輸送あるい

は鉄道輸送の利用が、物流コストの削減、そし

て二酸化炭素排出量の抑制、さらには、今、御
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質問ありましたような長距離トラック運転手の

負担軽減などにもつながるということで、海上

輸送や鉄道輸送へのモーダルシフトを積極的に

推進していく必要があるというふうに考えてお

ります。

○清山知憲議員 今おっしゃっていただいたよ

うに、トラック業の方々も、フェリーを利用す

ることで、休息時間の確保、労働時間の短縮、

また、定時運行の確保といったさまざまなメ

リットがございます。また、フェリーというの

は、観光客を運ぶ唯一の海上交通機関としての

公共性も帯びておりますけれども、近年、原油

価格の高どまりにより、例えば宮崎カーフェ

リーさんの場合でいうと、この３年間、燃料費

だけで16億円、18億円、22億円と、物すごい規

模で経営を圧迫しております。トラック業やそ

のもとにある農産物の生産者等、そのすそ野の

広さや、また、海上交通機関としての公共性、

また、高速道路ネットワークが完成するにつ

け、この南九州内での各港湾の競争性も激しく

なってくるかもしれませんが、そうした意味に

おいて、今後、長距離フェリー業者等への支援

も考えられないのか、お伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県発着の長

距離フェリーは、農産物や工業製品を大消費地

に効率的に輸送するために、極めて重要な輸送

手段でありまして、企業誘致などに欠かせない

産業インフラであるというふうに考えておりま

す。また、今お話にありましたように、スポー

ツ合宿など多人数の団体移動に重要な役割を担

いますとともに、帰省あるいは旅行などで自家

用車を使う場合の移動にも欠かせない交通手段

であるというふうに考えております。現在、県

では、陸上トラック輸送から、県内発着の海上

・鉄道輸送にシフトした貨物に助成を行います

物流効率化支援事業などの活用によりまして、

長距離フェリーを初めとします海上輸送、鉄道

輸送の利用を促進しているところであります。

今後、地元市町村や関係団体と連携しながら、

さらなる長距離フェリーの利用促進に向けた支

援のあり方等を検討してまいりたいというふう

に考えております。

○清山知憲議員 例えば高知県なんかは、フェ

リーがなくなって大変困ったような状況もある

とお伺いしたこともあります。知事にもお伺い

しますが、県の経済成長戦略といった視点に加

えて、また、さきの東日本大震災においては、

フェリーは緊急の物資輸送などでも大活躍し

て、実際に今月、国土交通省の海事局から提出

された概算要求の中には、そうしたフェリーの

救援機能を充実・整備していくといった予算も

盛り込まれております。そうした防災といった

視点もありますけれども、知事として、こうし

たフェリー業、何か支援等考えられないのか、

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大消費地から遠い本県

にとって、物流のあり方は大変重要でございま

すし、その中でも、海上交通というものは、本

県が海から享受するさまざまな恵みのうちの一

つであり、強みでもあろうかというふうに考え

ております。また、御指摘がありましたような

防災の観点での活用、いろいろ意義というもの

は非常に重要であろうかというふうに思いま

す。燃油価格の高騰なり厳しい状況が続いてお

りますが、何とかそれも応援をしていきたいと

いう思いも込めて、これまでなかったというこ

とですが、大阪から実際に宮崎まで、先日、私

も乗船しましてそれを実感し、また、いろんな

課題について担当者と議論をさせていただいた

ところでございます。今後、どういう支援のあ
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り方があるのか、全体の物流のあり方を考える

上で、一つの重要な課題として研究してまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、そういうことも含め

て、海上物流の強化等も検討していただきたい

と思います。

続いて、福祉保健部長へお伺いいたします。

宮崎県青少年健全育成条例というものがあっ

て、その第13条には、いわゆるわいせつな図

書、県が「有害な図書」と指定するものに関し

ては、青少年への販売が禁止されております

し、また、第16条によると、自動販売機に収納

することそのものも禁止されておりますが、県

内では、私が見るだけでも、明らかにわいせつ

な図書、明らかに有害な図書と見受けられるも

のを販売している自動販売機が、例えば江田神

社の近くだったり、日向に向かう途中の国道10

号線に非常に目立つような形で置かれておりま

す。実際に県内の自販機の数、そして、県によ

る指導状況についてどうなっているのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の図書類

等の自動販売機の設置数でございますが、平

成16年度の161台をピークに、年々減少してきて

おりまして、平成23年度末現在、115台となって

おります。調査につきましては、お話のござい

ました条例、「宮崎県における青少年の健全な

育成に関する条例」でございますが、これに基

づきまして、収納状況を確認するための立入調

査を、警察や市町村などと連携しながら実施し

ているところでございます。その結果、条例に

違反する有害図書類等の収納が判明した自動販

売機につきましては、設置者に対して、当該有

害図書類等の撤去を指導しているところでござ

います。昨年度は、書店やコンビニ等への重点

的な調査・指導に取り組みましたこと等から、

自動販売機に関する指導の実績はありません

が、平成18年度から22年度までの５年間では、

延べ81件の改善指導を行ったところでございま

す。今後とも、条例違反の自販機の設置者に対

しまして、改善指導を粘り強く実施してまいり

たいというふうに考えております。

○清山知憲議員 警察本部長へお伺いいたしま

す。この第16条に違反して検挙された事例はあ

りますか。教えてください。

○警察本部長（加藤達也君） 検挙事例として

は１件あります。これは、平成13年に日南市内

において、県外の業者が、図書類自動販売機に

有害図書類に該当するビデオテープを収納して

いたことから、宮崎県知事において、同ビデオ

テープを収納しないよう改善勧告を行い、さら

に改善命令を行いましたが、これに従わなかっ

たことから、同年８月、経営者など２名を検挙

しております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。平

成13年にたった１件の検挙ということですが、

改善指導、そして改善命令に従わなければ、よ

うやく検挙に至るんです。そして、先ほどの部

長のお話によると、平成23年度は結局調査を

行っておらず、指導状況としてはゼロ件だと。

現実に115台の自動販売機で今なお明らかなわい

せつ図書が販売されていて、誰でも、子供でも

簡単に購入可能な状況になっております。そし

て、実際に指導を受けたとしても、その該当す

る図書を撤去さえすれば、すぐ翌日にわいせつ

な図書を入れたところで、次に県が指導に入る

のは数年後かもしれないんです。結局、県が指

導に来るまでは何でも置きたい放題になってい

て、この条例がざるになっているんです。例え

ば、違反を２回以上繰り返すような悪質な業者
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に対しては、罰則規定を設けるような条例改正

や、もしくは自動販売機による販売そのものを

禁止するような規制強化は考えられないか、お

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自動販売機

は、いつでも誰でも自由に利用できる利便性が

ある反面、対面販売ではないために心理的に購

入が容易でありますことから、自動販売機に有

害図書類等が収納されている状況、これは青少

年の健全育成の面から憂慮すべき問題であると

いうふうに考えております。このため、他県の

条例、取り組み状況等につきまして、御指摘の

件につきましては調査をいたしまして、効果的

な方策について検討を進めますとともに、その

立入調査の強化など、指導の徹底に努めてまい

りたいというふうに考えております。

○清山知憲議員 有害図書に関しては、おっ

しゃったように、いつでも誰でも自由に購入さ

れちゃ、やっぱり困るんですよ。そして、こう

いう悪いことに関しては他県の条例等見習う必

要はありませんので、ぜひ、他県に先駆けた先

進的な取り組み、特に指導を強化するだけじゃ

なくて、本当に実効性のあるような条例改正等

も含めて検討していただきたいと思います。さ

らに、こういった自動販売機は物すごく景観を

乱しております。何とぞ前向きの検討をよろし

くお願いいたします。

病院局長に続いて質問いたします。

最近、ドクターヘリとか、大学病院の救命救

急センターといったところが注目されておりま

すけれども、その一方で、基本的な救急医療の

充実に関しては取り組み続けなければいけない

課題だと認識しております。県立３病院におけ

る、救急車による救急患者受け入れ状況と受け

入れできなかった件数、やむを得ず断らざるを

得なかった件数について、直近３年間の状況を

教えてください。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、救急車によ

る救急患者受け入れ件数でございますが、宮崎

病院が平成21年度1,961件、22年度1,985件、23

年度2,082件でございます。日南病院が21年

度1,038件、22年度が1,172件、23年度が1,139件

でございます。それから、延岡病院であります

が、21年度が2,078件、22年度が2,222件、23年

度が2,184件となっております。

次に、受け入れできなかった件数であります

が、宮崎病院が平成21年度315件、22年度421

件、23年度619件であります。それから、日南病

院でありますが、21年度34件、22年度57件、23

年度63件となっております。それから、延岡病

院でございますが、統計はとっておりません

が、ほぼ全てを受け入れているところでござい

ます。

○清山知憲議員 県立宮崎病院ですけれども、

受け入れできなかった件数が、315件、421

件、619件と物すごい数でふえておりますし、ま

た、平成23年度はその数自体も、県立延岡病院

のゼロ件、県立日南病院の63件と比べて物すご

い数、619件となっております。この原因は何で

しょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、全体的な傾

向としまして、近年、本県の救急車搬送件数、

これ自体が増加しておりますので、宮崎病院で

の受け入れ件数もふえております。また、受け

入れできなかった件数も増加傾向にあるものと

考えております。また、受け入れなかった主な

理由でございますが、重症患者を対象とする宮

崎病院以外の病院でも対応可能とした件数、23

年度は約４割を占めております。21年度の約2.3

倍と大きく増加していることが一因ではないか
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と考えております。一方、既に重症患者を複数

受け入れるなどして受け入れを断らざるを得な

かったケースも約４割となっておりまして、増

加傾向にあります。今後とも、宮崎病院の救急

機能の充実に努めますとともに、圏域内の救急

医療機関や消防機関との連携を一層深めていく

必要があると考えております。

○清山知憲議員 今の話をお伺いすると、必ず

しも単純に救急搬送事例がふえているだけでは

なさそうです。唯一、３つの県立病院の中で医

師定数を満たしている県立宮崎病院が、600件以

上断らざるを得ない状況になっていたと。そし

て、医師不足で大変な延岡病院がほぼ断ってい

る件数はゼロと。宮崎市内の救命救急センター

がこういう状況であることに、私としては非常

に強い危機意識を持っているんですけれども、

知事、率直にどう思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 県民の期待の大変大き

い県立宮崎病院でありますので、数字としては

非常に大きいものがある。いろんな事情がある

ということでありますが、この数字というもの

を、何とかいろんな工夫なり連携なり、病院の

中での働き方の見直しなりで解消していくこと

はできないだろうか、そのような思いで今受け

とめたところであります。

○清山知憲議員 病院局長も、今後、救急機能

の充実に努めるとおっしゃっていただきまし

た。また、ことし４月には、ようやく救急専従

医の先生も来てくれましたし、何とぞ、県、病

院局挙げて、強い危機意識を持って取り組んで

いただいてほしいと思います。

この件、引き続きまして、危機管理統括監へ

お伺いいたします。救急患者さんの搬送及び受

け入れに関する判断基準というものが定められ

ていて、私もこの基準を拝見したんですけれど

も、例えば、宮崎市消防局管内において、緊急

に重篤な患者さんが発生した場合、その搬送依

頼をかける医療機関のリストに県立宮崎病院と

大学病院が含まれていないんです。これは含ま

れるべきじゃないかと思うんですけれども、お

伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 議員御指

摘の実施基準につきましては、救急搬送におけ

る病院選定や傷病者の受け入れが迅速かつ適切

に実施されることを目的に、これは平成21年の

消防法の改正によりまして定めることが義務づ

けられまして、本県では、平成22年12月に策定

しているところでございます。この基準におき

ます医療機関リストは、関係機関から成る協議

会において議論を経て作成したところでありま

して、県立宮崎病院及び宮崎大学医学部附属病

院につきましては、受け入れ医療機関を確保で

きない場合の最終受け入れ先としての位置づけ

もあることから、御指摘のありますように、い

わゆる２号リストには掲載されなかったところ

でございます。なお、リストには、注意書きの

ところになりますけれども、「傷病者の状況等

によっては、上記医療機関以外への搬送を否定

するものではない」と明記されておりまして、

実際、両病院ともに、消防からの照会に応じ、

緊急性の高い救急患者を受け入れていただいて

いるという現状にございます。このような実情

を踏まえまして、両病院の取り扱いにつきまし

ては、定められた協議会において、関係機関と

協議してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 再度お伺いいたしますけれど

も、今、説明していただいたように、最終的に

受け入れ医療機関が見つからないときに、その

２つの病院が受け入れるという取り決めはわか

るんですよ。これはたらい回しを防ぐための



- 221 -

平成24年９月18日(火)

セーフティネットということで、全く別の話な

んですね。それとは全く別で、宮崎市内で緊急

に重篤な患者さんが発生した場合に、要請をか

けるべき医療機関のリストから、救命救急セン

ターを有するこの２つの病院が外れる理由には

ならないんです。本来、重症患者ほど一刻も早

く救命救急センターに運ばなければいけないと

いう事実からも矛盾しているように思われるん

ですけれども、改めてこの点につき、どう思わ

れますか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 議員御指

摘のとおり、確かに６号リストのほうは、最後

のセーフティネットとして定められてこの２病

院が掲載されているところでございます。それ

が一方で、いわゆる２号リストということで、

それぞれの消防管轄内ごとに搬送する先にない

理由にはならないと、それはおっしゃるとおり

の面があろうかと思いますが、当時、たらい回

しが大変な議論になっている中で、法に基づい

てこういうリストをつくりましょうという中

で、当時の議論、つまびらかには記録がないの

でございますけれども、恐らく、当時の受け入

れ能力との関係で、最後のほうを優先するとい

うような議論があったやには推測しているんで

すが、議員から御指摘ありましたように、実際

には、両病院とも１回目からの照会にも十分応

じていただいておりますので、そういう実情を

しっかりと分析した上で、リストの掲載の是

非、これは２号リストに掲載するのか、６号リ

ストの表現ぶりを変えるのか、いろいろ議論の

余地はあろうかと思いますけれども、関係機関

としっかり議論してまいりたいと思います。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

関係各者と協議をしていただきたいと思いま

す。

続きまして、病院局長にお伺いいたします。

将来的に、中山間地といった僻地に勤務する予

定の自治医科大学卒業のドクターというのは、

今まで、県立宮崎病院で全員初期研修を行って

おりますけれども、そうした地域の命を守る責

任を負ったドクターというのは、やはり救急医

療の研修というのは非常に重要になってくると

思います。県立宮崎病院でどういった救急医療

の研修カリキュラムになっているのか、当直回

数も含めて教えてください。

○病院局長（渡邊亮一君） ２年間の初期臨床

研修において、救急研修は必修科目になってお

ります。３カ月以上の研修を行わなければなら

ないということになっております。県立宮崎病

院の救急研修は、救急患者が搬送された場合

は、救命救急センターにおいて、その診療、検

査、処置に当たり、救急搬送がない時間帯に

は、救命救急科の入院患者や、救急対応後に各

診療科に引き継いだ患者の診療を行うと。そし

て、他の診療科で治療中で意識障害など緊急を

要する症状のある患者の診療も行っているとこ

ろでございます。さらに、人形を使用した救命

措置のシミュレーション学習、あるいは救急対

応を行った患者カルテの検証を行うなど、救急

専門医を初めとする指導医のもとで、救急疾患

への適切な対応に必要な基本的な技術等を習得

するための研修を行っているところでございま

す。また、今年度の研修医の救急当直回数でご

ざいますが、１年次の研修医が月平均１回から

２回程度、２年次の研修医が月平均２回から３

回程度となっております。

○清山知憲議員 確認なんですけれども、先ほ

どの説明によると、初期研修の２年間は、救急

専従医の指導のもとで３カ月以上は救急医療の

研修に専念されると、そういう理解で間違いな
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いでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 国が定めました初

期臨床研修の規定ではそうなっております。

○清山知憲議員 規定ではなくて、県立宮崎病

院でそのようにされていますよねという確認で

すけれども、お願いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） そのようにやって

おります。

○清山知憲議員 今、伺った当直の回数等も、

日南、延岡等の数字も教えていただいたんです

けれども、ちょっと少ないように感じます。当

直の回数そのものが問題ではありませんけれど

も、どうか、十分な救急の研さんが積めるよう

御配慮を引き続きお願い申し上げます。

引き続き、県立宮崎病院では腎臓移植等行っ

ておりまして、緊急にドナーがあらわれた場合

は、急いで緊急手術等も行われるわけですが、

そうしたときに重要な役割を担われるのが、臓

器移植コーディネーターの存在だと思います。

宮崎県腎臓バンクに臓器移植コーディネーター

がおられますけれども、この方の任用期間と待

遇、そして職務内容につき、福祉保健部長へお

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臓器移植コー

ディネーターは、財団法人宮崎県腎臓バンクの

ほうで雇用しておりますが、１年ごとの更新で

雇用をしているところでございます。それぞれ

の待遇につきましては、日額が１万2,800円で

月16日の勤務、雇用保険、厚生年金、通勤費用

などについては、県の非常勤に準じているとこ

ろでございます。職務につきましては、臓器提

供事例が発生した場合、提供あっせんを行うこ

とが主な用務でございますけれども、通常は、

移植医療の普及啓発や、関係医療機関の訪問を

通した体制づくりなどに従事していただいてい

るところでございます。

○清山知憲議員 歴代コーディネーターの任用

期間について、実際どうなっているのかについ

てお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 過去５年間で

ございますが、19年度から21年度の３年間は３

人の方を雇用しております。22年４月に採用し

た方につきましては、ことし８月まで２年５カ

月勤務をしていただいたところでございます。

○清山知憲議員 結構短いローテーションで

コーディネーターの方々がかわっておられるん

ですね。短くなっている理由についてお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臓器移植コー

ディネーターは、臓器の提供あっせんに当たっ

て、専門的立場で、臓器提供者の家族や関係医

療機関との円滑な調整を行う役割を担っており

まして、知識や経験の蓄積も必要でありますの

で、私どもといたしましても、一定期間勤務し

ていただくことが望ましいというふうに考えて

おります。ただ、歴代の臓器移植コーディネー

ターは、それぞれの事情により退職をされてお

られるわけでございますけれども、移植情報の

連絡に備えて、常時、専用電話の携帯が求めら

れるなど、心理的負担が大きいこと、また、任

用期間は１年ごとに更新をしていくという形で

ございますので、雇用として不安定な面がある

ことなどが要因ではないかというふうに考えて

おります。

○清山知憲議員 待遇も決していい仕事ではな

いんですね。確認なんですけれども、この８月

にやめられたということなんですが、今現在は

不在ということでよろしいでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在は不在で

ございます。その間の対応につきましては、本
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部のほうといいますか、日本臓器移植ネット

ワークのほうと話をいたしまして、そちらのほ

うでコーディネートを行うということで合意い

たしているところでございます。

○清山知憲議員 部長がおっしゃっていただい

たように、やはりある程度のノウハウの蓄積も

必要ですし、コーディネーターがいないとなる

と、最終的にしわ寄せを受けるのは患者さんで

あります。ただでさえ移植医療のハードルが高

い日本ですので、今後、どうか、このコーディ

ネーターの方々が安定的に勤務していただける

ような環境整備に努めていただきたいとお願い

申し上げます。

引き続きまして、先ほど研修医のお話をいた

しましたけれども、研修医の確保、そして医師

確保も引き続き重要な課題でございます。例え

ば在京宮崎県人会のように、首都圏において宮

崎県ゆかりのドクターのネットワークについて

構築し、そうした場を情報提供の場として活用

していくとか、そうしたお考えはないでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、医師確

保対策の一つといたしまして、宮崎県地域医療

支援機構のホームページや医療情報誌等による

情報発信、みやざき地域医療応援団に登録いた

だいた66名の医師や本県出身の医学生550名に、

本県で活躍する医師等を紹介した広報誌を送付

するなどの取り組みを行っているところでござ

います。御指摘のありました首都圏での本県出

身医師のネットワーク構築でございますが、医

師確保を進める上では有効な方策でございます

ので、まずは、本県出身医師の情報収集に取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 私の聞く限りにおいても、た

くさん本県ゆかりのドクターが首都圏にもおら

れますし、宮崎県のことを気にされている方も

おられます。今、医師確保担当職員もいろんな

ことをやっていきたいと、非常に意欲を強く

持っておられますので、ぜひ、その可能性から

探っていただければと思います。

続きまして、がん対策につき、教育委員長に

お伺いいたします。

昨年、私も委員の一人として、がん対策推進

条例というものを議会から制定させていただい

たところでございますが、その第11条には、

「県は、学校におけるがんに関する健康教育の

充実に努めるものとする」と書いてあります。

この条例を県教育委員会としてどのように受け

とめ、また、今後、どのような具体的な取り組

みをされていくのか、お考えをお伺いいたしま

す。

○教育委員長（近藤好子君） 近年、子宮頸が

んワクチンの接種が始まりましたが、私は、女

子児童生徒だけではなく、ワクチンを接種しな

い男子児童生徒も含め、全ての子供たちに接種

の意味を理解させることは、がんの予防に対す

る認識を深めるとともに、自分の健康や周りの

大切な人の健康に対する関心につながり、それ

が家族や周りの人を思う心を育てることにもつ

ながると考えております。県教育委員会といた

しましては、条例の趣旨を踏まえまして、教職

員の研修で指導力を高めることはもちろんです

が、子供たちが主体的に学ぶ機会を設けること

も必要だと考えております。例えば児童会や生

徒会活動などにおいて、子供たち同士でがんに

ついての知識を伝え合ったり、理解し合う取り

組みができるようになれば、健康教育の充実、

さらには、近い将来のがん検診を受診する姿勢

にもつながると考えております。
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○清山知憲議員 委員長らしい答弁かなと拝聴

いたしました。その中でおっしゃっていただき

ましたが、子宮頸がんワクチンですね、ワクチ

ンで予防できるがんもあるということでやって

いかなければいけないんですけれども、私自身

も保健の教科書を拝見したところ、どういった

名前のワクチンを何歳に何回打たなければいけ

ないといった、そうした具体的な記載が全く欠

けていて、一般的に、予防接種大事ですよねと

いう話しか書いていないんです。やはりそこま

で、具体的な内容まで踏み込んだ教育をお願い

したいと思います。

そして、ワクチンというのは、がんだけでは

なくて、本来、感染症を予防するためのもので

ございますが、残念ながら、今月、教職員の方

で麻疹を発生した方がいらっしゃいまして、そ

の周辺から、現時点で６名の麻疹患者が発生し

ております。本来、子供たちから感染症を守る

べき教職員の方々のそうした感染症に対する免

疫について把握するようなシステムはあるの

か、また、ワクチンは義務づけられているのか

どうか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 今、議員がおっ

しゃったとおり、今回、子供たちにとって、安

全・安心ということを一番大事にすべき学校に

おいて、教職員が感染力の非常に強い麻疹に罹

患し、臨時休校する事態に至りましたことは、

大変重く受けとめているところでありますが、

現在、県教育委員会におきまして、教職員の感

染症についての免疫状態の管理、それから、予

防接種の義務づけは行っていないところであり

ます。

○清山知憲議員 国立感染症研究所が作成した

「学校における麻疹対策ガイドライン」という

ものがありますけれども、その中においても、

学校の教職員は、麻疹に対して免疫が不十分な

者に関しては、ワクチンを受けるようにという

記載がはっきりと書かれております。これは、

本来、ワクチンの重要性を教えるべき教職員の

ほうでチェックが全く甘くて、一方で、生徒に

関しては、麻疹ワクチンが接種されているかど

うかという接種率はきちんと把握されているん

です。学生のほうは把握されていて教職員のほ

うは全くノーチェックというのは、ちょっとお

かしいんじゃないかなと考えているんですけれ

ども、この免疫について把握するようなシステ

ム、仕組みを考えるおつもりなのか、そして、

ワクチンについても義務化するなり何か取り組

みをされていくつもりか、お考えをお聞かせく

ださい。

○教育長（飛田 洋君） 教職員には、感染症

予防の高い意識が必要であり、予防接種は、感

染症対策上、極めて重要な役割を果たしており

ますが、全ての教職員の接種につきましては、

経費負担をどうするのかとか、一人一人の教職

員へどう理解を図っていくのかとか、市町村教

育委員会との調整など、さまざまな課題があり

ますので、現状では、接種を義務づけすること

までは難しいのかなと考えております。また、

教職員の免疫状態の把握につきましては、正確

さを期すための調査方法をどうするのか、その

後の対応をどうしていくのか、整理すべき課題

も多いことから、関係機関等と連携を図りなが

ら研究してまいりたいと考えております。現

在、すぐにできることをやろうということで、

今、議員がおっしゃったような点も含めて、教

職員の感染症予防の意識を高めるための資料の

配付を準備して、それを進めているところであ

ります。それから、保護者用にも、感染症予防

について理解を深めるための資料を作成してい
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るところであります。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いします。これは、全国の学校に

おいて、教職員の感染症に対する問題、課題に

なっていると思うんです。例えば病院によって

は、就職するときにそうしたワクチンの接種状

況の提出が義務づけられていたり─それは就

職するときです。もしくは欧米なんかの大学で

は、大学入学において、ワクチン接種されてい

ないと入学を認めないとか、いろんなされ方が

あります。ぜひ、他県に先駆けて宮崎県はどう

取り組まれていくのか、注目されている部分も

あると思いますので、思い切った取り組み等を

よろしくお願い申し上げます。

また、がん対策推進条例について、引き続き

福祉保健部長へお伺いいたします。この第７条

においては、公共性の高い施設における禁煙も

しくは分煙の促進という条項が盛り込まれてお

りますが、県内における状況を教えてくださ

い。

○福祉保健部長（土持正弘君） 官公庁等にお

ける禁煙・分煙の状況についてでございます

が、まず、市町村立の小学校・中学校及び県立

学校でございます。条例制定から半年でござい

ますが、その前後で申し上げますと、条例制定

前の平成23年度の禁煙実施率99.3％に対しまし

て、24年度が99.5％、0.2ポイントの増となって

おります。換気扇等の排気設備を設けた喫煙場

所を設置して行っております分煙につきまして

は、両年度とも0.5％で変わりはございません

が、全ての施設で禁煙または分煙がなされてい

るというところでございます。

次に、県及び市町村の公的な病院でございま

す。23年度の禁煙83.3％に対しまして、24年度

が87.5％と4.2ポイントの増となっております。

分煙については、23年度が4.2％に対し、24年度

は０％でございます。

次に、県の庁舎での禁煙でございますが、両

年度とも84.8％、分煙は両年度とも12.4％と変

わりはないところでございます。

最後に、市町村の庁舎での禁煙であります

が、両年度とも70.6％、分煙は両年度とも13.7

％と変わりはございません。

以上のような状況でございますけれども、公

共的な空間については、原則として全面禁煙で

あるべきという国の指導に基づきまして、今後

とも、官公庁等に対しましては、全面禁煙を働

きかけてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 条例においては、少なくとも

分煙、禁煙または分煙を促進すると書かれてい

るんですけれども、ちょっと驚いたのは、県内

の公的病院、禁煙・分煙合わせて87.5％、そし

て、市町村の庁舎は85.3％と、割と低い数字で

推移していて、しかも、合わせた数字だと条例

制定前後で全く変わっていないんですね。協力

を呼びかけていく主体としては福祉保健部とい

うことで間違いないでしょうか。確認です。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉保健部の

ほうで働きかけを行っております。各市町村の

担当課長さんを集めた会議等ございまして、そ

ういう中で働きかけを行っているところでござ

います。

○清山知憲議員 条例ができたわけですから、

ぜひ、今まで以上に積極的な取り組みをよろし

くお願い申し上げます。

続いて、警察本部長へお伺いいたします。が

んの患者さんがふえていくに従い、訪問介護と

か訪問看護といった訪問サービス事業の需要も

どんどんふえてまいります。そうしたときに、
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必ずしも、訪問するおうち１軒１軒が駐車場を

備えていないという問題があって、常にそうい

う車両をどこにとめるかというのは問題になっ

ております。こういう事業者が利用できる許可

制度と許可状況について教えてください。

○警察本部長（加藤達也君） 訪問看護、訪問

介護に使用される車両の駐車許可につきまして

は、警察署長の許可としております。本年８月

末現在、宮崎市内で許可されている件数は、訪

問看護128件、訪問介護34件であります。

駐車許可の具体的手続につきましては、訪問

看護等の用務を証明する資料、自動車検査証、

駐車場所の見取り図及び運転免許証の写し等を

申請書に添えて、管轄する警察署に申請するこ

とになっております。警察署においては、駐車

日時、場所及び用務のほか、その場所に駐車せ

ざるを得ない特別な事情について、適切に審査

を行った上で許可の判断をしております。な

お、手数料は無料となっており、許可証の有効

期間は最長６カ月で、継続する場合は更新の手

続が必要となります。

○清山知憲議員 今教えていただいた手続です

ね、どうしても一般県民の視点からすると、割

と煩雑で大変だと思います。そして、患者さん

によっては、末期、ターミナルの患者さんもい

て、そうした方々が急変されたときは、そうい

う許可申請を行う余裕もないときがあるんです

けれども、そうした緊急時にどういった対応を

すればいいのか。そして、この許可制度そのも

のが、さまざまな誤解や周知徹底されていない

部分が今回あると感じたんですけれども、今後

どのように周知徹底されていくのか、お伺いい

たします。

○警察本部長（加藤達也君） 緊急な訪問看護

等が必要な場合には、訪問先を管轄する警察署

に、口頭または電話により許可申請することが

できます。申請を受けた警察署においては、訪

問先や緊急性等確認して許可の判断をしており

ます。また、これらの手続につきましては、県

警ホームページへの掲載や関係機関との連携に

より、周知をしてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 ぜひ、警察としても協力して

取り組みをよろしくお願いいたします。

最後になりますが、知事に伺います。

社会の産業構造や就業構造がどんどんダイナ

ミックに変化していくに伴い、必ずしも全ての

学生が大学に進学してその後就職活動といった

パターンではなく、中学、高校の間に職業意識

を強く持って、その後、実践的な知識や技能の

習得を得、その後の適切な社会的・職業的自立

につながることがございます。現に、昨年、宮

崎県内の県立高等学校を卒業して進学された学

生5,158人のうち、最多の1,486人の学生が専修

学校に進んでいて、大学に進んでいる数よりも

多いんです。そして、専修学校を卒業された学

生も就職率が非常に高くて、平成23年度でいう

と、1,868人の学生が卒業しているのに対し

て、1,569人が就職するというように、約85％強

の就職率を誇っていて、まさに地域社会を支え

る人材育成を担っていただいていると思いま

す。大阪府においては、平成21年に「職業教育

ナンバー１戦略」という戦略を打ち立てて、こ

の分野における意気込みも非常に強いものを感

じるんですけれども、知事のこの実践的な職業

教育にかける思い、お考えをお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 時代が大きく変化する

中で、若者がその能力を十分に生かして希望す

る職業につくためには、こういう職業教育、ま



- 227 -

平成24年９月18日(火)

ずは、その重要性というのはますます高まって

いるという状況がございます。御指摘ありまし

た専修学校には、現在、県内で4,700人を超す生

徒が学んでいると。平成元年には2,990人であっ

たわけですから、かなりふえているという状況

がございます。これは、時代の変化に対応した

柔軟で実践的なプログラムを提供している、そ

して、御指摘があったような就職率の高さ、そ

ういったもの、資格の取得、そういうところに

魅力を感じての状況かというふうに考えており

ます。

私が先日、学校訪問した高等学校、それは私

学でありましたが、そこにおきましても、専修

学校との連携を図って、資格の取得などの職業

教育を実践しておられました。大変いい取り組

みだなというふうに考えておったところでござ

います。こういった取り組みをほかの学校にも

しっかりと紹介しますとともに、職業教育の推

進に係るさまざまな取り組み事例なども紹介を

しながら、積極的に推進をしてまいりたい、そ

のように考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。専修

学校は、学校教育法第１条に定めるところの学

校ではなくて、我が県議会も昨年、この１条に

定めるところの学校と認めるよう、国に対して

意見書を提出したところでありますけれども、

専修学校で学ぶ学生さんたちが、堂々と勉強し

て社会に出ていけるよう、県としても力強い支

援をよろしくお願い申し上げます。

また、そのためには、県教育委員会としての

連携や協力も必要かと思いますが、教育委員長

にお考えをお伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 自立した社会

人、職業人を育むためには、全ての学校におい

て、キャリア教育や職業教育を推進し、学校の

学習内容と将来の職業とのつながりを考えるこ

とが大切であります。私がこれまで訪問した高

校におきましても、専修学校から専門講師を招

いて、高度な資格取得講座やビジネスマナー講

座を実施していました。このように、高校と専

修学校が連携・協力することは、職業教育への

理解や専修学校への理解につながるものと考え

ております。

○清山知憲議員 ぜひとも、今後とも協力、連

携をよろしくお願いいたします。

用意した質問は以上でございますが、最後

に、改めて、知事、先ほど、欠史八代という言

葉をお出しになられましたが、ちなみに神武天

皇は含まれておりませんから、欠史八代は。神

武天皇の事績に関しては物すごく詳しく、その

御東征の歴史まで日本書紀に記載されていて、

政府が正統な歴史と認めているものは日本書紀

の内容なんです。だから、先日も僕は担当の県

の職員、記紀編さん1300年記念事業にかかわる

職員に、「県と皇室との関係はどう考えている

んですか」と聞いたら、「行政としてはそこは

お答えできません」とお答えになられて、非常

にがっかりしたんですけれども、ぜひ、例えば

日向市美々津町とか高原町とか、堂々と神武天

皇生誕の地であるとアピールしているように、

県としても、記紀編さん1300年記念事業に合わ

せて力強いメッセージを打ち出していただきた

いと思いますし、そこは研究者の研究や議論と

は切り離して、どこまで県として言えるのかど

うか検討いただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時に再開いたします。休憩いたしま
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す。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 久しぶりに

登壇いたしまして、１年９カ月ぶりだと思いま

す。それですので、知事以下、執行部の皆様に

は、明確な御答弁をよろしくお願い申し上げま

す。通告に従いまして一般質問を始めます。

まず、知事の政治姿勢から始めます。

知事は、行政マンから県知事という政治家に

なられて、早くも１年半以上が過ぎました。知

事はこれまで、議会では慎重に発言や答弁をさ

れて、失点はなかったと思います。しかしなが

ら、県政のさまざまな課題において、例えば震

災瓦れき処理の受け入れについて、河野知事の

考えを多くの議員が質問いたしました。これま

での答弁では、「安全と安心の乖離をなくすた

めに、何とか協力できないか」という思い、

「賛否をめぐり県民間で分断の種がまかれない

ように」など発言がありました。結局、賛否の

表明をされずに、国の要請があった広域処理に

ついて、本県の受け入れの検討は終了しまし

た。また、消費税や大飯原発再稼働は、国レベ

ルのテーマかもしれませんが、答弁では「動向

を注視してまいりたい」、いわゆる見守る姿勢

だけを答弁して、知事の考えを表明されませ

ん。そのような点では、私を初め県民の中に

は、物足りなさを感じている人もいるのではな

いでしょうか。知事は、昨年の議会で、甲子園

優勝を目指す決意を言霊で表現しました。「古

代より、発した言葉どおりの結果をあらわす力

があるとされている言霊ですね。文字に落とす

ことにより、また、口に発することにより、何

とか達成をしたいんだと、そういう気持ちを表

に出して」云々と述べております。つまり、今

話題の橋下大阪市長とはいかないまでも、強い

リーダーシップを発揮する意味で、知事自身の

考えを知事の言葉で積極的に表明すべきだと考

えます。知事のお考えをお伺いいたします。

次に、「未来みやざき創造プラン」の重点施

策の評価が発表され、外部評価委員会から多く

の提言がありました。知事は、この評価結果を

どのように受けとめ、提言等も含めて今後の施

策にどのように生かしていくのか。また、その

他の意見で、選択と集中に関し、事業実績が上

がっている施策に投資して、結果が出ていない

施策は中止すべきだという意見もありました。

９月９日の朝日新聞「波聞風問」のコラムで、

「足をすくわれた選択と集中」という記事があ

りました。この言葉は、90年代後半、アメリカ

のゼネラル・エレクトリック社は、シェア１

位、２位の事業に集中投資して業績を上げて、

選択と集中という言葉がはやったそうです。一

方、シャープは、黒字の半導体を捨て、98年に

赤字の液晶テレビに集中投資してシェアトップ

になり、08年は過去最高の利益を出し、選択と

集中の成功例となりました。しかしながら、成

功体験に固執し、高収益に育った液晶に集中す

る目先の判断に感性が働いてしまい、現在の経

営状況となったということであります。つま

り、集中さえすればいいものではなく、未来を

見た多角化も必要であるというコラムでした。

私は、選択の誤りが今の経営状況を招いたもの

と考えます。県勢の発展には、本県の強みを生

かした集中投資も必要だと考えます。知事は、

選択と集中という考えを今後の施策展開にどの
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ように生かしていくのか、お伺いいたします。

次に、職員の意識改革について伺います。こ

れまでも何度となく議論されてきていますが、

目に見えて成果が出るものでなく、なかなか難

しいテーマであると考えます。そのために、あ

るべき職員像として、専門性、創造性、柔軟

性、豊かな人間性や県民の信頼を得る職務能

力、また、高い倫理観や責任感など、多岐にわ

たっています。このように羅列しますと、スー

パーマンしか公務員にはなれないと思いがちで

すが、決してそうではないと思います。職員一

人一人が前例踏襲や縦割り意識、成功体験など

を捨てるように意識を変え、県民の皆様のさま

ざまなニーズに耳を傾けて、できない理由を探

すのではなく、何とかできないかという前向き

の姿勢で臨む必要があると考えます。そこで、

マインドマップ研修などによる職員一人一人の

意識改革を図る必要があると考えますが、知事

の見解をお伺いいたします。

以下の質問につきましては、質問者席に着い

て行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まずは、政治家として、自分自身の考えを明

確に発信すべきではないかという御指摘であり

ます。言霊ということについてのお話もござい

ましたが、私がこれまで発してきた言葉につい

てのいろんな御指摘を真摯に受けとめながら、

お話を伺ったところでございます。私は、政治

家として、知事としての言葉には、ポイントが

３つあると思います。１つは、何を語るかとい

う中身の部分であります。２つ目は、その中身

というものをいかに伝えるか、いかにわかりや

すく的確に伝えるかということ。３つ目は、そ

の中身が固まって的確に伝える技術があった上

で、政治家というのは、その考えたものを100

％、それをそのとおり、いろんなタイミングも

はからずに、ただ伝えていいわけではないんだ

というふうに思います。その中身の中で、どう

いう内容を、どういうタイミングで、どのよう

に伝えていくか、そこも非常に重要なのではな

いかというふうに考えております。以前、埼玉

県庁に勤務しておりましたときに、参議院議長

も務められた土屋知事にお仕えをしたことがあ

りますが、土屋知事のイエスには３つのイエス

があるというふうなことも言われたことがあり

ます。思っておることをそのままストレートに

言うのではなしに、いろんな思い、いろんな効

果を考えながら発信していく、そのようなこと

が政治家としてあるのかなというふうに思った

ところでございます。今後とも、今の３つのポ

イントを踏まえながら、議員の御指摘がありま

したように、自分の考えをいかに県民に的確に

お伝えし、そして共通意識を持ちながら、宮崎

をよりよい方向に導いていくことができるの

か、政治家として、その言葉の磨きというもの

に尽力していきたい、研さんを積んでいきた

い、そのように考えておるところでございま

す。

次に、政策評価結果と選択と集中についてで

あります。「新しい「ゆたかさ」創造プログラ

ム」の初年度の評価としましては、「おおむね

順調」とのことでありますが、個別の内容につ

きましては、「県内経済の回復が実感できな

い」といった厳しい御意見のほか、「本県の強

みを生かした産業振興」や「アジアの活力の取

り込み」あるいは「災害に強い県土づくりの前

倒しでの推進」といった提案など、貴重な御意

見をいただいたところであります。改めて、客

観的、多面的な評価の重要性を強く感じたとこ
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ろであります。私としましては、「おおむね順

調」という評価に一定の手応えを感じつつも、

むしろ、このような具体的な御意見、御提案と

いうものを真摯に受けとめて、いかに今後の施

策展開に生かしていくかが、この評価制度の重

要なポイントではないかと考えております。こ

のようなことから、今、御指摘がありました選

択と集中という理念のもとに、今般の政策評価

での検証を初め、喫緊の課題や将来を見据えて

の政策課題等を総合的に勘案した上で、毎年度

の重点施策を設定しまして、限られた財源の中

でめり張りをつけることで、より効果的な施策

展開につなげてまいりたいと考えております。

最後に、職員の意識改革についてでありま

す。県職員は、常に県民の皆さんの声を真摯に

受けとめることはもちろん、前例や組織の枠に

とらわれない発想や判断、あるいは困難な課題

に果敢に挑戦する姿勢を持つ必要があるものと

考えております。そのため、さまざまな場面

で、私から直接職員に対しさまざまな話をする

ことで意識喚起をしているほか、職員提案「か

えるのたまご」のような制度も行っておりま

す。さらには、私も含めた所属長から直接メッ

セージを発信する、さらには職員研修などによ

る意識改革に努めているところであります。御

提案のありましたマインドマップにつきまして

は、発想力や多面的な見方を身につける効果が

ありますことから、昨年度より自治学院研修の

一部の講義で使われておりまして、本年度は70

名程度の若手職員が受講する予定となっており

ます。引き続き、今こういった手法など、さま

ざまな手法を活用しながら、職員の意識改革に

努めますとともに、創造力豊かで柔軟な発想を

持った職員の育成に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございます。知事

の言葉ということでは、先ほど、知事御自身で

御答弁されていたと思います。ありがとうござ

います。しかし、我々は、いつもこの議会で

やっているように、本当に知事に期待して─

知事のメッセージの発信の仕方は３通りあるか

もしれませんけれども、そこにやはり感じるも

のがあるんですね、物足りなさというところ。

ですから、それをしっかりと言葉で発信してい

ただきたい。

次のテーマとして、知事が考えを求められて

います九州広域行政機構、これも我々議会とか

各首長さんとか経済団体の方々とは、意見が完

全に県の執行側と一致しているとは感じられな

いんです。そういうところを含めて、知事御自

身の言葉で表明される考えはありますでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構につ

いては、これまでもいろいろ御説明しておりま

すとおり、国が進めるという出先機関の廃止に

対して、九州として提案した内容でありますの

で、今は、国におきまして、それも踏まえた出

先機関改革をどうするか、そこの議論が大事で

あろうかというふうに思っております。その中

で、今、御指摘がありましたような、これまで

の九州知事会での議論というもの、考え方、方

向性に対して、本県において、議会、市町村、

さまざまな慎重意見があるということを認識し

ておるところでございます。これまでも答弁し

ておりますように、宮崎県知事としての軸足と

いうものを確かめながら、県としての意見とい

うものを伝えてまいりたい、そのように考えて

おります。

○十屋幸平議員 次に、先ほどの創造プログラ

ムの評価等の中で、丸山議員の代表質問で、知
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事は、「県内の経済の活性化は喫緊の課題であ

る」、そして「優先度の高いものに積極的に取

り組む」というふうに答弁されております。そ

の中でも、丸山議員のほうから、「経済の活性

化のために、公共投資予算を増額すべきじゃな

いか」ということも質問がありました。そこ

で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、こ

れだけの災害が想定される中で、県民の生命と

財産を守る意味で、安心・安全を優先して、コ

ンクリートが人を守るという公共投資を積極的

に行うべきだと思います。そこで、知事は、公

共投資に対して経済効果があるかどうか、どの

ように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 公共投資につきまして

は、これもこれまで御説明しておりますとお

り、地域における雇用、また産業、建設資材の

需要の拡大はもちろんのこと、インフラ整備、

防災の観点、さまざまな重要な役割を果たして

いる、地域経済に大きな波及効果をもたらすも

のというふうに考えておるところでございま

す。したがいまして、停滞している県内経済を

何とかしたいという思いのもとに、今年度の当

初予算におきましても、50億の特別枠を設ける

なり、特に県単公共事業につきましては、厳し

い財政状況の中でありますけれども、２年連続

で伸ばしてきたところでございます。国の予算

の削減、特に補助公共事業の削減によりまし

て、全体としては厳しい状況が続いております

が、そういったところの財源確保にも、今後と

も全力を注ぎながら、公共投資に重点を置いて

取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。行革

も大事なんですけれども、今、知事がおっしゃ

いましたように、県内の景気はかなり悪い状況

でありますので、ぜひ、また来年度予算につい

てもお願いしておきたいというふうに思いま

す。

それともう一つ、職員の意識改革ですけれど

も、私たちが県の皆さんと仕事をする上で、ど

うしても縦割りという意識がなかなか抜け切れ

ないところを随所に見ることがあります。です

から、いわゆるマトリックス組織のような横の

連携─総合政策部長がおられますけれども

─そういうところを図っていただいて、縦割

り行政ではなくて、やはり総合的に横の連携を

とっていただきたいということも、あわせて要

望しておきたいと思います。環境森林部の名称

ですけれども、これだけ議会でも森林に関する

議論がたくさんあります。であるならば、名前

を、環境を決して下に置くというわけじゃなく

て、森林環境部でも私は県の姿勢としていいと

思うんですよ。そのぐらいの意気込みを示して

いただきたい。この議論はまた別なときにやり

たいと思いますので、よろしくお願いします。

次に、災害対策についてお伺いいたします。

今回、南海トラフ巨大地震の被害想定が出さ

れて、最悪のケースでマグニチュード９では、

死者４万2,000人、津波や火災での建物全壊が８

万3,000棟と、九州で最悪の規模の被害想定が発

表されました。しかしながら、宮崎大学の原田

教授は、「発表は最悪の想定ではない。さらに

被害が大きくなるおそれがある」とも言われて

おります。また、第１番目は、「強い揺れを感

じたら逃げること」とも述べられております。

このような点からも、一秒でも早く県民へ情報

を伝えることが重要であり、防災行政無線の戸

別受信機は、災害時等の情報伝達手段として有

効であると考えます。そこで、県や市町村、個

人がそれぞれ負担して戸別受信機を購入する補
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助制度を創設してはどうかと考えますが、危機

管理統括監、よろしくお願いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 災害情報

を迅速・的確に把握し、住民に伝えることが、

県民の生命、財産を守るために大変重要なこと

であるというところは、議員御指摘のとおりで

ございます。このためには、地域の実情に即し

た複数の伝達手段の確保が重要であると考えて

おりまして、その中でも、戸別受信機も災害時

の有効な情報伝達手段の一つと考えられます。

現在、市町村が戸別受信機を整備するに当たっ

ては、起債制度の活用による財政支援措置が行

われているところでございます。県といたしま

しては、新総合防災情報ネットワーク整備の一

環といたしまして、災害時の情報配信の自動化

を行い、さまざまなメディアを通じて、直接地

域住民に迅速かつ効率的に災害情報を提供でき

る仕組みの導入を検討しているところです。引

き続き、市町村と一体となって、災害情報を迅

速・的確に住民に伝達できるよう努めてまいり

ます。

○十屋幸平議員 これは、よろしくお願いして

おきたいというふうに思います。

次に、津波避難タワーの設置についてお伺い

いたします。海岸線が400キロにも及ぶ本県で

は、南海トラフ巨大地震で浸水深が10メートル

を超える市町もあり、甚大な被害が想定されて

おります。神奈川県では、津波避難タワー検討

会をつくり、迅速な情報伝達、日ごろの防災教

育、津波避難ビルなどへ避難することを基本に

検討した結果、おおむね５分程度で避難するこ

とを可能にするために、津波避難タワーを緊急

避難施設として位置づけ、その整備に向けた計

画が進んでおります。本県でも、津波避難タ

ワーが必要だと考えますが、どのように取り組

むのか、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 市町村に

おきまして、高台や既存のビルなど、避難場所

となり得るところが確保できない地域におきま

しては、今後、津波避難タワーの設置につきま

しても、検討課題になるものと考えておりま

す。県といたしましては、まずは、このような

課題がある地域を特定できるよう、国とも協議

しながら、できるだけ早期に津波浸水想定区域

の見直しを進めてまいりたいと考えておりま

す。その上で、市町村との協議会などの場を通

じまして、津波避難タワーのあり方についても

十分協議し、国への要望等を検討してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 市町村との協議ということで

すけれども、津波避難タワーは、第一義的には

市町村という位置づけが明確にされております

ので、そのあたりで垂直的な補完で県のほうも

しっかりとやっていただきたいというふうに

思っています。先日の右松議員の質問の都市防

災総合推進事業や、漁村などは漁港防災対策事

業なども既にありますので、そういうものを含

めて検討をお願いしておきたいというふうに思

います。

次に、後方支援拠点についてお伺いいたしま

す。代表質問への答弁では、候補地を複数箇所

リストアップして、市町村と年度内に協定を締

結したいという答弁がありました。本県におい

ては、南海トラフ巨大地震はもちろん、台風災

害や新燃岳噴火災害など、大規模災害発生時の

後方支援拠点として、どこを想定しておられる

のか、危機管理統括監にお伺いしておきます。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 後方支援

拠点につきましては、大規模・広域的な危機事

象に対しまして、救急・救助や被災者の支援な
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どを、迅速かつ円滑に進めることを目的とし

て、整備を考えておるところでございます。先

進地の事例を見ますと、新たに施設整備を行う

のではなく、既存の公園等を有効活用している

という知見を得ているところでございます。そ

のような状況を踏まえまして、現在、交通アク

セスがよく、災害の影響を受けにくい場所であ

ること、また、自衛隊等の活動拠点として広い

面積を確保できることなどを条件といたしまし

て、候補地の検討や調整を行わせていただいて

いるところでございます。具体的には、県内を

大きく県北・県央・県南・県西の４ブロックに

分け、例えば県北でありますと、延岡市や高千

穂町の総合運動公園などを候補地として想定し

ております。今後、該当する市町村等の御理解

もいただきながら、年度内には協定を締結する

などして、県内にバランスよく複数箇所決定し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この大きな課題、道路網の整

備とかもありますので、その点は十分に配慮を

お願いしておきたいと思います。

次に、液状化についてお伺いいたします。東

日本大震災では、岩手県南部から神奈川県まで

の震源地から遠い関東でも、広範囲に液状化現

象が見られました。私ども自民党県議団が調査

した浦安市では、マンホールがせり上がり、道

路がゆがみ、ビルの入り口などは段差ができ

て、浦安市の面積の約17平方キロの約４分の３

に当たります埋立地で液状化が確認されまし

た。少なくとも約480戸が全半壊となったそうで

あります。液状化は、震度６から７の強い地震

で起きると言われております。南海トラフ巨大

地震では、県内全域が立っておられないほどの

震度６弱から最大の７が想定されております。

そこで、県内の液状化調査は行っているのか。

行っておれば、その調査結果をどのように活用

していくか、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 県内の液

状化の危険度に関する調査につきましては、現

在、県で行っている地震・津波の被害想定の検

討の中で実施しているところでございます。具

体的には、過去、行われました県内約１万2,000

カ所のボーリングデータ等をもとに、50メート

ルメッシュで地震の揺れに伴う液状化の危険度

分布図を作成することとしております。さら

に、その結果をもとに、液状化の影響による建

物被害の推計を行い、今後の対策を検討する上

での基礎資料としたいと考えております。

○十屋幸平議員 液状化のいわゆるハザード

マップをつくられるということで、その後の対

策ですよね。つくっても、その後の対策をちゃ

んとやらなければ、何の意味もないと思ってお

ります。その一つの提案として、今、環境パイ

ル工法―建物を建てて、その地下に、杉材と

かヒノキとか防腐・防蟻処理をした、そういう

ものを打ち込んでいくという工法もあるようで

あります。ですから、これは提案としてですけ

れども、新しく建てられる、液状化が心配され

る建物の下には、何らかの形でそういうことを

やっていく。大きな建物でしたら、コンクリー

トのくいを打ち込んだりとか、そういう工法が

既にとられていると思いますけれども、そうい

うことも含めて検討していただければというふ

うに思います。これをそれぞれ個人負担でやっ

たり企業の負担でやったり、かなりコストがか

かるかもしれませんが、国のほうの防災の対応

でできる事業もあれば、そういうものも含めて

検討をお願いしておきたいと思います。

次に、（仮称）合同防災庁舎についてお伺い



- 234 -

平成24年９月18日(火)

いたします。大規模災害発生時に復旧のための

重要な輸送拠点となる重要港湾、細島港には、

その港湾機能の中枢となる県や国の出先機関

は、北部港湾事務所を初め日向海上保安署、宮

崎北部森林管理署など、６機関の施設がありま

す。いずれも耐震性や耐波性などの機能が十分

ではなくて、災害復旧の拠点としての役割が担

えない状況が危惧されます。そこで、細島港な

どの港湾及び周辺地域の企業や工場の従業員の

緊急避難場所確保の意味でも、県や国の出先機

関を集約した防災拠点施設として、（仮称）合

同防災庁舎の整備を図ることを国へ要望する考

えはないか、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 先日、国

が示した南海トラフ巨大地震の想定では、長い

海岸線を有します我が県では、最大約１万2,000

ヘクタールが浸水するという大きな規模の見込

みとなっております。特に海岸に面した港湾や

その周辺地域などでは、その危険性が高くなっ

ているところでございます。沿岸部における避

難場所の確保は、一義的には市町村の責務とい

うことになっておりますけれども、今後設置す

る予定の市町村との協議会においても、重要な

議題になってくるのではないかと考えていると

ころでございます。お尋ねの仮称の総合合同庁

舎の設置につきましても、市町村との協議を踏

まえ、国への要望等を検討してまいりたいと考

えております。

○十屋幸平議員 今までの一連の質問は、国絡

みのことでありますので、検討とかまだ調査中

とかいろいろありますが、緊急を要することも

たくさんありますので、ぜひスピード感を持っ

て取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

次に、九州中央自動車道の整備状況について

伺いたいと思います。本県議会、宮崎県議会

も、昨年は全国議長会の国土交通委員会に所属

しまして、東九州自動車道の供用開始年度の前

倒しなどについて、現地調査や政府へ要望活動

をしてまいりました。また、九州中央３県議会

議員連盟―県北地域の議員が参加しておりま

すが―も同様に、九州中央自動車道の整備等

を強力に政府やＮＥＸＣＯへの要望活動に取り

組んでまいりました。九州中央自動車道は、

徐々にでありますが、着実な事業の進捗を見て

おります。しかし、本年４月に公表された「道

路調査の見通し」では、国土開発幹線自動車道

の中で九州中央自動車道だけが欠落しておりま

して、今後の事業の進捗が懸念されます。九州

中央自動車道の整備状況と今後の取り組みにつ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 九州中央自動

車道につきましては、熊本県側の嘉島ジャンク

ションから矢部インターチェンジ間及び本県側

の高千穂日之影道路と北方延岡道路で事業が進

められているところでございます。残る未事業

化区間につきましても、国が公表しました「本

年度の道路調査の見通し」の主な調査箇所とし

ては、議員御指摘のとおり、九州中央自動車道

は例示されてございませんが、国において、他

の箇所と同様に、事業化に向けた準備や調査を

進めていると聞いております。県といたしまし

ては、事業中区間の一日も早い完成と未事業化

区間の早期事業化を、熊本県などとも連携しな

がら、今後とも国に対し強く訴えてまいりま

す。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。次

は、いわゆる「くしの歯作戦」ということにつ

いて、ちょっとお伺いしたいと思います。東日

本大震災では、東北地方整備局が緊急に道を開
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く啓開作業、いわゆる瓦れきなどの障害物を取

り除き、緊急車両が通れる道を開く作業にいち

早く着手しました。それで、１週間で東北地方

の国道などのうち97％が通行可能となりまし

た。これが「くしの歯作戦」と言われ、人命救

助や物資の輸送、情報通信システムの確保な

ど、災害復旧に大いに役立ったと言われており

ます。本県は、南海トラフ巨大地震が発生した

場合、「くしの歯作戦」が行えるような国県道

路の改良率ではなく、非常に県民の生命が脅か

される状況であります。そこで、例えば、国

道327号、219号、265号等の整備状況と今後の取

り組みについて、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 大規模な災害

に対応するためには、東九州自動車道と連携し

まして、広域的な救助・救援活動や復旧・復興

を支える九州中央自動車道や国道等の整備によ

る「くしの歯」としての道路ネットワークの強

化が不可欠でございます。このため県では、国

道327号や219号、265号におきまして、11工区、

延べ延長約24キロメートルの改良工事を進める

など、中山間地域と都市部をつなぐ「命の道」

の重点整備に取り組んでいるところでございま

す。県といたしましては、引き続き、必要な予

算の確保に努めますとともに、選択と集中を図

りながら、計画的、効率的な道路整備を推進し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この道路の中で、この前から

新聞報道でありますように、深層崩壊というの

が熊本県境と宮崎県境の境に本当にたくさんあ

るということで、改良する部分も非常に心配が

ありますが、それはまた別な議論をさせていた

だきたいと思いますけれども、今の答弁で、必

要な予算を確保して選択と集中を図り、計画

的、効率的に道路整備を進めると。例えば、国

道の未整備の距離とか大まかな事業費の全体像

を示して、計画を立てて取り組む必要があると

考えますけれども、今後、どのように整備する

のか、再度、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理する

国道の未改良区間の延長は、平成23年４月１日

時点で約214キロメートルでございまして、その

整備には、莫大な事業費が必要となります。こ

のため、県におきましては、平成22年度に見直

しを行いました「宮崎県中長期道路整備計画」

におきまして、中期５年間、長期10年間の整備

目標を設定した上で、計画的、効率的な道路事

業の推進に努めているところでございます。

○十屋幸平議員 あと214キロ、これは場所にも

よるでしょうけれども、中山間地とか急峻な山

の中では、平場でやるより相当のお金がかかる

ということで、単純にキロ当たりを計算し

て、10億から30億の幅の中の真ん中をとって20

億としたときには、4,280億ぐらいかかるんです

ね。これを平均的に、県内の道路予算の今度の

が155億ぐらいですから、その半分としたとき

に、78億で割ると、あと55年間かかる。非常に

長いことでありまして、このあたりも、先ほど

言われた選択と集中をもう一度見直すことも必

要かと思います。これは県道に直すと、とても

じゃない数字になりますので、申し上げません

けれども、ぜひそこらあたりを重点的にやって

いただければと思います。

次に、国道327号の日向インターチェンジから

東郷間のバイパス計画について伺います。この

計画は、日向インターチェンジから日向市街地

を通過せずに椎葉村から熊本県へ通じ、地域発

展や観光、経済・人的交流など、大変重要と考
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えられます。また、平成25年５月末で小倉ヶ浜

有料道路も無料となり、日向市は、定住自立圏

構想など、入郷町村と連携を図るためにも、早

期の整備が望まれます。そこで、国道327号日向

インターチェンジから東郷間のバイパス計画に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道327号バイ

パスにつきましては、椎葉、諸塚、入郷地域か

ら東九州自動車道へのアクセス機能の向上はも

とより、日向市内の交通混雑の緩和を図る上か

らも、整備が必要であると認識しております。

お尋ねの日向インターチェンジから東郷間につ

きましては、現在、今後の事業化に向けまし

て、道路の構造や経済性などの観点から、最適

なルートの検討を行っているところでございま

す。

○十屋幸平議員 次に移ります。沿岸部の急傾

斜地崩壊防止施設がある集落の避難路確保につ

いて伺います。本県の沿岸部の近くで暮らす県

民は、南海トラフ巨大地震の被害想定の津波に

対する危機感が増大していると思います。そこ

で、急傾斜地崩壊防止施設の避難路確保対策は

どうなっているのか、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 急傾斜地崩壊

防止施設は、崖崩れ等から人命を守るために整

備するものでございますが、沿岸部におきまし

ては、津波が発生した際の避難路として有効に

活用できる場合もあると考えております。今年

度、日南市油津におきまして、試験的に既設の

急傾斜地崩壊防止施設に階段を設置することと

しておりまして、この避難路を地元の防災訓練

等で活用していただくことによりまして、その

効果を検証することとしております。今後、沿

岸部のその他の地区におきましても、施設の点

検を行いますとともに、階段等の設置による避

難路の確保策について検討してまいりたいと存

じます。

○十屋幸平議員 調査と検討をしっかりやって

いただきたいというふうに思います。

次に、（仮称）予備警察官の制度創設はでき

ないかということで、警察本部長にお伺いいた

します。東日本大震災では、全国警察から多く

の応援部隊が派遣され、全国警察一体となった

体制を確保し、厳しい環境の中で、被災者の避

難誘導や救出・救助、行方不明者の捜索、原子

力災害への対応などといった幅広い活動が展開

されました。その後遺症で、被災地３県の警察

官が、惨事ストレス、ＰＴＳＤに悩まされてい

ることが、アンケートで判明もいたしました。

現役の警察官や自衛隊員等は、大変な御苦労と

心痛だったと思いますが、このような大災害時

には、被災者は現役の警察官等が頼りでありま

す。そのような現場とは別に、遺失物の手続の

事務処理や被災者からの相談対応など、さまざ

まな対応もありますので、警察官ＯＢの皆様に

もぜひお力をかしていただきたいと考えます。

そこで、自衛隊の予備自衛官制度と同じような

制度が県警察でもできないか、警察本部長にお

伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 現在、昨年の東

日本大震災の教訓をもとに、警察庁におきまし

ては、国内の大規模災害発生時に、都道府県の

枠を超えて、広域的に被災者の救出・救助活動

等を行う広域緊急援助隊を増員し、さらに、被

災地のパトロール部隊、交通整理部隊、各種の

相談対応部隊等の一般部隊を新たに編成するな

ど、体制強化を図っているところであります。

一方、本県警察におきましても、相当の警察職

員が相談業務や遺失・拾得事務に従事したとい
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う東日本大震災の教訓を受け、本年６月に、退

職警察官等で組織する宮崎県警友会から警察業

務への支援を得るために、「大規模災害発生時

の支援に関する協定」を締結したところであり

ます。大規模災害の発生において、警察業務に

精通した警察ＯＢから支援を得ることで、一人

でも多くの警察官を現場に出し、救出・救助や

捜索活動等の災害警備活動を円滑に推進してま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この制度は、あくまでも個人

の意思ということでありますので、私が申し上

げたいのは、公的な位置づけをして、それぞれ

財政負担はあるかもしれませんけれども、年に

１回の訓練をするとか、大災害時に即応体制が

とれるような整備をする必要があるんじゃない

かということです。これは県単独では制度化は

難しいと思いますけれども、国のほうにも、本

部長のほうからまた意見なりを言っていただけ

ればありがたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願い申し上げておきたいと思います。

次に、福祉行政に移ります。

高齢者や障がい児者等の訪問歯科診療及び巡

回歯科診療について伺います。昨年、県議会の

提案で、宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例

を策定しました。それに基づきまして、宮崎県

歯科保健推進計画が今議会に上程されておりま

す。推進計画では、歯科口腔ケアの重要性は十

分に理解されて、高齢期、障がい児者の現状と

目標値が示されております。そこで、高齢者や

障がい児者等への訪問歯科診療や口腔ケア対策

が重要と考えますが、福祉保健部長の見解をお

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、歯・口腔の健康は、全身の健康の保持増進

に重要な役割を果たしております。特に、高齢

者は口腔機能が低下しやすく、障がい児者は治

療が難しいことも多いことから、歯・口腔の健

康を保つために、口腔清掃や飲み込む機能の維

持向上を目的とした口腔ケアを行うことが非常

に効果的であります。また、通院が困難な高齢

者や障がい児者に対し、在宅や施設で行う訪問

歯科診療も大変重要であるというふうに考えて

おります。

○十屋幸平議員 今後、特に僻地とか中山間地

域では、高齢者や障がい児者への訪問歯科診療

等の対策を総合的に取り組んでいく必要がある

と考えますが、今後、県として、歯科保健対策

をどのように推進していくのか、福祉保健部長

にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県ではこれま

で、僻地住民の歯科保健・医療の確保を図るた

め、県歯科医師会に委託しまして、巡回診療を

実施いたしますとともに、高齢者や障がい児者

への訪問歯科診療を推進するため、平成21年度

から23年度まで、県内の歯科診療所に対して、

訪問歯科診療用機器の整備支援を行ったところ

でございます。また、障がい児者歯科診療につ

いては、専門の歯科診療施設である宮崎歯科福

祉センターへの運営支援を行っており、僻地や

中山間地域からの方も含め、年間約6,700名の患

者を診ていただいております。さらに、セン

ターを有効に活用いたしますために、センター

での診療終了後、僻地や中山間地域を含めた県

内各地域においてフォローを行います協力歯科

医の養成にも取り組んでいるところでございま

す。県といたしましては、高齢者や障がい児者

への歯科保健対策は大変重要と考えております

ので、これまでの取り組みを推進いたしますと

ともに、僻地や中山間地域の診療のあり方も含

めまして、歯科保健対策を総合的に検討してま
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いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 しっかりとやっていただけれ

ば、全身の健康にも役立つと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、いじめの現状についてお伺いしたいと

思います。これまでそれぞれの議員が質問しま

したので、私は、いじめ等の問題行動に対する

出席停止制度の内容と、その制度の活用につい

て県教育委員会としての考えを、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 出席停止制度は、学

校教育法に規定されておりまして、本人の懲戒

という観点からではなく、学校の秩序を維持

し、ほかの児童生徒の義務教育を受ける権利を

保障するなどの観点から設けられた制度であり

ます。例えば、学校が最大限の努力を行っても

状況が解決しない、周りの児童生徒の教育が妨

げられている場合は、市町村教育委員会が保護

者の意見を聴取した上で、児童生徒の出席停止

を命ずることができることになっております。

いじめや非行等の問題行動が発生した際には、

まずは学校が保護者や関係機関と連携して、そ

の解決に努めることが大切だと考えておりま

す。その上で、なお状況が改善されない場合に

は、学校と市町村教育委員会が、その教育的効

果などについて十分に検討した上で、出席停止

の措置を講じていくこともあると考えておりま

す。

○十屋幸平議員 そういうことがないように

願っておりますけれども、そういうことが出た

場合は、ちゃんと規則にのっとってやっていた

だければと思います。それで、このいじめの問

題なんですけれども、我々素直に考えると、学

校と子供にいじめがあり得るということで、い

ろいろ答弁いただいているんですが、では、な

い学校はどういう学校なのか、いじめがない学

校はどういう学校がない学校と言うのかとい

う、そのあたりに、ちょっと私たちにはわから

ないところがあるんですね。先ほど、教育委員

長のほうから、徳重議員の質問に対して、「学

校や子供にはいじめはどこでも起こり得る。そ

れを保護者に認識していただきたい」という御

答弁がありました。であるならば、先ほど言っ

たように、何もなければ学校にはいじめがない

んだというふうに保護者も思っていると思うん

ですよ。それを教育委員会としては、どこでも

起こり得る、あるんだという、例えば、いじめ

を受ける児童生徒が、自分が思えばいじめだと

いう判断でやっていらっしゃるので、そのあた

りの行き違いといいますか、それはかなりある

と思うんですね。ですから、そこを認識共有化

するためには、保護者に対して、どうその認識

を共有するか、そのあたりをちょっと教育長に

お伺いしたいんです。

○教育長（飛田 洋君） 仮にいじめがない学

校があるとすれば、子供たちの道徳性とか規範

意識が高く、あるいは職員の細やかな行き届い

た指導がなされている、あるいは地域・保護者

の方々の支援をいただいて、本当に理想的な学

校だと思いますが、現在よく話題になっている

ことを踏まえましても、いじめがないというこ

とじゃなくて、いじめがないというのは、報告

がないという学校はありますが、いじめがない

学校が果たしてあるのかという見方をすべきだ

と思います。どの学校でも、どの教室でも、ど

の児童生徒でも、あるいはどんなときでもある

んだということをきちっと踏まえて、危機感を

持って対応することが大切であって、むしろそ

ういう意味におきましては、いじめを早期に発

見すること、そしてきちんと向き合うこと、そ
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して子供たちが将来きちっと社会人として生き

方を確立できるように、その機会を捉えて指導

することが大切でありまして、いじめがないと

いうことにこだわって、むしろいじめの報告を

逡巡するような状況はあってはならないと思っ

ております。だから、子供たちが報告をしな

い、子供たちが言えない、声にできない場合も

ありましょうし、また、学校が見逃している、

顕在化していない、潜在化しているいじめもあ

る、そういう危機意識を持って臨むべきだと思

います。以上でございます。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。しっ

かりとよろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。日向工業高校の専攻科の設置

等についてお尋ねいたします。高等学校で学ん

だ基礎的・基本的な知識や技術に加えて、さら

に高い専門性を習得することで、地域の企業

ニーズに応える即戦力の人材の育成ができると

考えますが、日向工業高校に専攻科の設置と学

校施設整備の充実について、教育長の見解をお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 工業系の専攻科につ

きましては、現在のところ、全国で９校の全日

制公立高等学校に設置されておりますが、多く

の学校で専攻科卒業生としてのキャリアに見合

う就職先の開拓に苦労している状況にあり、生

徒の確保が難しいことや、そのほかにも施設設

備の充実や指導スタッフの確保などの課題があ

ると伺っております。このようなことから、本

県での専攻科設置につきましては、現時点で

は、慎重な見きわめが必要であると考えており

ます。これまでも、日向工業高校を初めとする

職業系高校では、通常の授業において、実験・

実習を重視するなど、専門教科の指導の充実を

図るとともに、関連する資格取得の指導にも力

を入れているところであります。また、施設設

備につきましては、これまで国の補助制度等も

活用しながら整備を進めてきたところではあり

ますが、今後も引き続き、整備・充実に努めて

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 この件では、またいろいろと

議論をさせていただきたいと思います。

次に移りたいと思います。マインドマップ教

育の取り組みについてお伺いいたします。この

教育は、頭の中の右の脳と左の脳を効率的に

使って、絵や線やイラストや、それから本当に

いろんなものを使ってあらわしていく。その中

で、実際、教育現場の導入事例として、自己分

析のための自己啓発のツールとして、埼玉県熊

谷市中条中学校は、平成19年から全クラスに導

入しております。また、東京都江東区香取小学

校では、国語、道徳などの思考を広げる授業や

理科や社会などの授業で情報を整理するのにも

使っております。徳島県立阿南工業高校が３年

生の進路指導とかにも使っておられます。本県

も、先ほど知事から答弁がありましたように、

職員研修に使っておられます。そこで、県教委

としてマインドマップ教育に取り組む考えはな

いか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） マインドマップは、

柔軟な発想によって新たなアイデアを生み出し

たり、思考を整理したりする上で、有効な一つ

の手法であると考えております。現在、各学校

における授業では、教師の説明を聞くだけでは

なく、児童生徒が考えたことや調べたことなど

を図式化しながら、個人やグループで整理し、

表現し合う活動が積極的に行われております。

このような活動を取り入れた学習手法は、教科

書にも具体的に取り上げられており、みずから

の発想力や創造力などを高めていく上で効果が
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あるとされております。マインドマップも、そ

のような意味で、意義のある手法の一つであ

り、国の教員研修センターで作成された資料の

中にも紹介されておりますので、これらも参考

にしながら、教職員向けの研修の中で生かして

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。ぜ

ひ活用していただきたいというふうに思いま

す。

交通事故の現状についてお伺いいたします。

全国的には、集団登校など通学時における交通

事故、それから脱法ハーブの吸引による事故な

どが発生しております。痛ましい交通事故は今

もって後を絶ちません。県内の交通事故の件数

は減少傾向になっておりますが、逆に高齢者の

交通事故は増加傾向にあると伺います。交通事

故の現状と高齢者対策について、警察本部長に

お伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 本年の県内にお

ける交通事故情勢でありますが、昨日現在、発

生件数は7,295件で、前年同期比マイナス223

件、マイナス3.0％、死者数は32人で、同じくマ

イナス５人、マイナス13.5％、負傷者数は8,715

人で、同じくマイナス237人、マイナス2.6％

で、いずれもが減少しております。しかし、依

然として予断を許さない厳しい状況にありま

す。本年の交通死亡事故の特徴としましては、

全死者32人中、高齢者が20人と、高齢者が占め

る割合が全国平均の49.6％を13ポイント上回

る62.5％と、高い割合で推移しております。こ

のような情勢を踏まえまして、高齢者宅訪問に

よる交通安全指導を強化するとともに、新た

に、高齢者にかかわりの深い医師会、薬剤師会

を初め、関係機関・団体に対し、交通安全情報

をメール送信し、その業務を通して、高齢者へ

の一口アドバイスを直接行っていただく「高齢

者交通安全情報ネットワークみやざき」を構築

し、本年６月から運用を始めたところでありま

す。警察といたしましては、今後も関係機関・

団体との連携を強化し、高齢者の交通事故防止

対策をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。予

定しておりました質問は終わりましたけれど

も、ちょっと意見を述べさせてもらいたいと思

います。私、随分若いとき、18歳ぐらいのとき

に、イザヤ・ベンダサンの「日本人とユダヤ

人」という本を読ませていただきました。その

中の第１章目が「安全と自由と水のコスト」で

ありまして、ユダヤ人は安全を求めて高級ホテ

ルに泊まって質素な生活をすると。概略すると

そういう話でありました。そのときに、最後の

ほうの話ですけれども、「この世の中のあらゆ

ることは、生命の安全があって初めて成り立つ

―中略―この安全のためには、あらゆることを

削れるだけ削ったとしても、当然のことではな

いでしょうか」ということが書かれてありま

す。これは昭和20年から30年のときのことを題

材としておりますので、その当時、まだ日本は

安全と自由と水はただで手に入るというふうに

思っておりました。しかし、現代社会において

は、なかなかそれもコストがかかる。災害の話

もそうです。交通安全もそうです。さまざまな

ものが─安全とそれから水、この水も議会で

議論がありますように、コストがかかるような

時代になっております。ですから、こういうと

ころで、県政の課題もたくさんあるかと思いま

すが、先ほど、知事は選択と集中という言葉を

使われました。そこの選択と集中の視点をどこ

に置くかということで、政策のコストのかけ方
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が変わってくるのではないかというふうに思っ

ております。最初に申し上げましたように、県

議会も県民も、河野知事の強いリーダーシップ

と、先ほどあった発言をしっかりと聞いて、県

政の課題はあると思いますけれども、かじ取り

をよろしくお願い申し上げまして、私の一般質

問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） それでは、

先般、通告しておりました項目につきまして、

順次質問をしてまいります。

まず、精神障がい者に関する医療福祉の実態

と展望についてであります。

厚生労働省が、精神疾患をがん、脳卒中、心

臓病、糖尿病と並ぶ５大疾病に位置づけ、重点

政策を展開していくことを決めたのは、既に周

知のとおりであります。精神疾患者は、全国

で323万人に上ります。これは237万人の糖尿病

者を大幅に上回っていますし、全国３万人を超

える自殺者のうち、約９割は精神疾患者か、ま

たその疑いがあるという統計も出ております。

今後、都道府県ごとに、患者を減らすための予

防策や医療機関との連携強化などを盛り込んだ

新たな医療計画が策定されていきますが、特に

本県においては、他県にも増して積極的に政策

展開をしなければならない現状があり、今回、

医療現場から情報収集をしていく中で、新たな

大きな課題も突きつけられたところでありま

す。日本の精神科医療をひもといてまいります

と、今からさかのぼること約100年前、精神病者

の処遇に関して大きな影響を与えた呉秀三さん

という方がいらっしゃいました。この方が精神

病者に関する全国調査をされ、まとめられた報

告書の一節にこのような言葉があります。「わ

が国十何万の精神病者は、この病を受けたる不

幸のほかに、この国に生まれたる不幸を重ぬる

ものというべし」、これは当時、劣悪な環境で

療養を余儀なくされていた多くの精神病者を憂

い、国へその処遇の改善を訴えたもので、この

報告書により、日本の精神科医療は大きな転機

を迎えることとなります。それでは、現代にお

ける精神障がい者を取り巻く本県の状況です

が、決して先進的な状況にあるとは言えず、選

択肢のないまま、病棟の療養が続いている方々

がたくさんいらっしゃいます。国は平成16年

に、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」にお

いて、「入院医療から地域生活中心の環境整備

へ」と、大きな看板を掲げました。10年をかけ

てこの大転換をなし遂げようとする計画です

が、既に８年余りが過ぎようとしています。そ

の大きな課題はどこまで改善されているのか、

達成されているのか。そこでまず、本県には

約6,000床もの精神科病床があります。近年、そ

の数がどのような推移となっているのか、福祉

保健部長にお伺いします。

以下の質問は質問者席から行いますが、「宮

崎何万もの精神病者は、その病を受けたる不幸

のほかに、この県に生まれたる不幸を重ぬるも

のというべし」ではなく、「この宮崎に生まれ

たるがゆえに幸福に包まるるというべし」、そ

ういう環境がある、そういう精神科医療が展開

されるという答弁になりますよう期待をしてお

ります。（拍手）〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

精神病床の患者数についてでございます。厚

生労働省の病院報告によりますと、本県の精神

病床における人口10万人当たりの１日平均患者

数は、平成12年に498.7人であったものが、17年
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には491.8人となり、22年には490.8人と、やや

減少しているところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○図師博規議員 今の御答弁、万対ベッド数で

答弁いただきましたが、入院から地域へという

方針が既に打ち出されて８年にもかかわらず、

全く横ばいであるという数字が示されました。

単にその数字が横ばいであるということに落胆

するわけではなく、宮崎県では３年前に、約300

床規模の県立富養園という病院が閉院になって

います。にもかかわらず、この万対ベッド数が

横ばいということは、退院が促進されているど

ころか、入院がさらに促進されているという現

状になっていると言わざるを得ない。10万人当

たり490人もの方が入院患者でいるということ

は、全国平均の数値と比較いたしましても、倍

近く大きな数値であり、これは鹿児島、長崎に

次いで全国ワースト３位なんですね。さらに、

宮崎県の精神科病床利用率を見てみますと、全

精神科病床の95.1％が利用されている。この利

用率は全国１位です。本県と諸外国の精神科病

床数を比較すると、本県の病床数は、フランス

の５倍、アメリカの15倍、イタリアの何と50倍

多いんです。それだけ閉鎖的な環境の中で、精

神病者の方々は療養を送らざるを得ない状況に

なっています。さらに、この状況を深刻化させ

ているのは、社会的入院の実態です。社会的入

院とは、地域での受け入れが整えば退院が可能

となるにもかかわらず、入院を余儀なくされて

いる方々のことです。大阪府の精神保健福祉審

議会においては、この社会的入院に関しまし

て、「長期間の社会的入院は人権侵害であり、

精神病院の中にしか生活の場を確保してこな

かったのは、行政施策のあり方に起因する」

と、しっかり指摘をされております。大阪府

は、この指摘に即座に対応され、国よりも早く

地域移行政策を展開され、成果を上げられてい

ます。この社会的入院なんですが、全国的には

６万人とも７万人ともいう方が、今その状況下

にあると言われております。それでは、本県に

はどれほどの方がその入院状況にあるのか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 社会的入院に

つきましては、定義がさまざまでございますけ

れども、平成19年に策定いたしました第２期宮

崎県障害福祉計画では、厚生労働省の示した推

計方法に基づきまして、住居の確保等の条件が

整えば退院可能な精神障がい者を1,005名と推計

いたしたところでございます。

○図師博規議員 1,005名の方が退院できるにも

かかわらず入院を強いられているという状況で

す。しかも、その社会的入院の方々は、10

年、20年、30年という長期入院の方々がたくさ

んいらっしゃいます。その1,000人もの方々の退

院の可能性が放置されたままになっているとは

言いません。現場の専門職員の方々との意見交

換をすると、精神障がい者の方々の生活に寄り

添って、よりよい質の高い生活環境を提供しよ

うとして、日夜頑張っていただいております。

しかし、現場から聞こえてくるのは「患者さん

の前に差し出せるカードがない」、つまり選ん

でいただく選択肢、援助のカードがないという

ことなんです。事実、地域において、精神障が

い者を受け入れてくれる社会的資源の中心は、

行政サービスではありません。家族です。家族

の方々が長期入院になっている患者さんを幾ら

引き受けようとしても、やはり家族の方にも限

界がある、高齢がゆえに受け入れられない、そ

ういう状況も多々見受けられます。その家族の

方を支え、また家族のよりどころとなる精神障
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がい者家族会という組織が、県下に組織化され

ております。この組織、家族会に対して、県は

どのような働きかけを行っていらっしゃるの

か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、精神

障がい者やその家族で構成される地域の家族会

の連合体であります宮崎県精神福祉連合会、こ

こに対しまして、直接支援を行いますととも

に、一部、地域の家族会に対しましては、市町

村を通じて支援を行っているところでございま

す。具体的には、家族会が実施する研修会や映

画上映会などの交流事業や電話相談事業に対し

て支援を行いまして、会員相互の交流等を促進

しているところでございます。特に電話相談事

業、これは家族会の皆様に大変御苦労いただい

ておりますけれども、月曜日から金曜日の午後

１時から７時まで、家族の皆さんが交代で相談

に当たり、平成23年度は、病気や家庭問題など

年間401件の相談を受けていただいております。

県では、今後とも、宮崎県精神福祉連合会と連

携を図りながら、家族会の育成・支援に努めて

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 家族の方は、家族同士で支え

合おうと必死で頑張っていらっしゃいます。さ

らなる家族会へのサポートをお願いしたいと思

います。

続きまして、20年、30年、長期入院されてい

る方が多いがゆえに、家族の方が高齢化してい

る、そして家族会の会員数も間違いなく減少し

ています。私は、地元の家族会の賛助会員とし

て、微力ながらサポートをさせていただいてい

ますが、会員数も少なく、活動も非常にささや

かです。地域で支えるという観点からも、より

広く県民全体に精神障がい者の家族会を周知し

ていただくということが大切だと考えます。ま

た、その家族の方々の心配事は、受け入れたく

ても、家族として一緒に暮らしたくても暮らし

切れない身内に、せめて安全な病院で、安全な

環境で療養してほしいということです。東日本

大震災の後、特に鍵をかけられる病棟や保護室

にいる災害弱者の方々、その避難に関する対策

も、より重要視されるようになりました。本県

における施錠される保護室や閉鎖的な病棟にお

られる方々の避難計画や避難訓練の実施はどの

ようになっているのか、福祉保健部長にお伺い

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 病院における

防災対策につきましては、毎年度、保健所が医

療法に基づく医療監視において指導を行いまし

て、定期的な避難訓練が行われているかなど、

病院の防災体制について確認をしているところ

でございます。また、東日本大震災を踏まえま

して、関係医療機関に対しまして、防災対策の

点検、避難訓練の実施について指導する通知を

行ったところであります。精神科病院における

防災対策につきましては、今後とも、関係機関

と連携を図りながら、御指摘の施錠された病棟

からの避難誘導を含め、指導を行ってまいりた

いというふうに考えております。

○図師博規議員 特に今、海岸線沿いにある医

療施設も少なくはありませんので、さらなるそ

の強化をお願いしたいと思います。

それでは、続きまして、入院生活の安全性の

確保というのは大前提でありますが、最初から

言っておりますように、今後は、家族に頼り過

ぎない地域での生活を実現することが、まず行

政の課題であります。そして、その課題をクリ

アしていく一つの条件は、まず住む場所、そし

て働く場所の確保です。精神障がいの方々は、

いきなり地域でひとり暮らしをするというの
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は、大変大きな障壁があります。それがため

に、地域において、小規模で集団生活をする場

の整備はかなり有効です。いわゆる精神障がい

者も入所できるグループホームの整備というの

を、本県においてもさらに拡充していく必要が

ありますが、現在、精神障がい者も入居できる

グループホームの整備状況はどうなっています

でしょうか、福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、精神

障がい者を初め、障がい者の皆さんの生活の場

でありますグループホーム等の整備を推進する

ため、宮崎県障害福祉計画において、目標とす

る定員を定め、その充実に努めておるところで

ございます。平成19年３月に策定いたしました

第２期計画では、平成18年度の定員390人を、23

年度に925人とする目標に対しまして、23年度末

には、目標の86％に当たります定員797人分の整

備がなされたところでございます。また、本年

３月に策定いたしました第３期計画において

は、市町村による新たな需要調査に基づいて積

み上げた結果、平成26年度の定員を895人とする

数値目標を掲げております。このため県では、

グループホーム等を新設、改修する事業者に対

して支援を行いますとともに、賃貸物件の敷金

・礼金に対する補助を行っているところでござ

います。県といたしましては、今後とも、障が

い者の皆さんが地域において安心して暮らせる

よう、グループホーム等の整備促進に努めてま

いりたいと考えております。

○図師博規議員 今の御答弁で、年次的に確実

な数字が積み上げられているとは理解しており

ますが、今回、障がい者のグループホーム経営

者とも意見交換をさせていただきました。その

とき、医療法人が設置するグループホームは、

日中院内のデイケアに通っていただき、症状が

悪くなると、そのまま入院に移行するという、

いわゆる完結型のサービスを提供することで、

グループホーム経営の安定化を図っていらっ

しゃるところが多かったです。これが悪いとは

言いませんが、医療法人以外の経営者に話を聞

きますと、精神障がい者は、知的障がい者と比

較して、障がい認定基準が低いがゆえに、障が

い者の方々がグループホームを利用したときに

入ってくる給付金が低額になってしまう、知的

障がい者よりも精神障がい者が利用したときの

ほうが給付金が少ないというような現状がある

ということも聞きました。がゆえに、精神障が

い者だけのグループホームでは、経営が成り立

たないというような現状もあるようです。そこ

で、地域生活への移行をさらに進めるために

も、医療法人以外の民間のグループホーム経営

の方々との連携強化を図っていただきたい。

続きまして、働く場についてであります。厚

生労働省は、約16年ぶりに障がい者の雇用率の

見直しを行いました。1.8％から２％ということ

は皆さん御存じだと思うんですが、これに合わ

せまして、精神障がい者の雇用も義務化という

方向性を出していただきました。これにより、

県内の雇用率の見直しももちろんされますし、

精神障がい者の雇用促進につながることは明ら

かだと思われます。それでは、この精神障がい

者の現在の就労状況はどうなっているのか。ま

た、県として、障がい者の就労支援にはどのよ

うなビジョンを持たれているのか、続けてです

が、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の精神障

がい者の就労状況についてでございます。宮崎

労働局の調査では、ハローワークを利用した就

職者数は、平成21年度が142人、22年度が197

人、23年度が281人と、大きく伸びております。
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主な就職先といたしましては、平成23年度は、

医療・福祉・サービス業が38％、卸売・小売業

・飲食店が34％となっております。また、精神

障がい者の方を含めた障がい者全般の就労支援

につきましては、障がい者が身近なところで相

談ができ、必要な支援が受けられる体制の整備

や、企業の障がい者雇用に対する理解の促進が

重要であるというふうに考えております。この

ため、障がい者の就業・生活に関する相談窓口

であります障害者就業・生活支援センターを、

県内の７つの障がい保健福祉圏域全てに設置い

たしますとともに、９月の障がい者雇用支援月

間を中心に、企業向けセミナーの開催や企業に

おける職場実習の受け入れ促進などの取り組み

を進めているところでございます。県といたし

ましては、大変厳しい雇用情勢の中ではありま

すが、今後とも、宮崎労働局等の関係機関と連

携いたしまして、障がい者の就労支援に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の数字も着実な伸びを示さ

れておりますし、精神障がい者に介護ヘルパー

の免許も取らせていただくような支援もいただ

いていると聞いております。しかし、障がい者

の就労は、就労することがゴールではなく、や

はり継続していただくということが大切です。

障がい者の就労に関しては、離職率もすごく高

いですね。３割、４割という方が、１年以内に

離職されているという数字も出ております。で

すから、今後、企業との連携強化のためにも、

ジョブコーチを増員するなどして、さらに支援

体制の整備を進めていただきたいと考えます。

続いて、一生懸命地域での自立生活をしなが

らも、経済的に困窮するなどして、やむなく法

に触れてしまう障がい者もいらっしゃいます。

いわゆる触法障がい者であったり、繰り返して

しまう累犯障がい者と言われる方々です。これ

はもちろん精神障がい者に限ったことではな

く、知能指数が70未満の知的障がい者の方も含

めると、年間の新規受刑者の約20％を超えると

いう統計が出ているときもあります。本県にお

いて、触法精神障がい者及びその疑いがある検

挙者数を調べてみましたところ、全検挙者に占

める割合はさほど大きくはありませんでした

が、再犯・累犯率を見てみますと、平成22年度

が56.3％、平成23年度は70.8％と、かなり高い

数字になっております。このように、地域にお

いて、行き場のない弱い立場にある障がい者の

方々へ、社会復帰や自立生活を続けていただく

ために、県はどのようなサポートをしているの

か。また、そのサポートがどのような実績を上

げているのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、高齢

または障がいのため、福祉サービス等を必要と

する刑務所等出所予定者を支援するために、地

域生活定着支援センターを設置いたしておりま

す。センターでは、保護観察所から依頼を受

け、出所予定者で要件を満たす方に対して、必

要な福祉サービスの確認等を行い、受け入れ施

設のあっせん、または福祉サービスの申請支援

等を行いますとともに、出所した後に、本人及

び受け入れ施設に対して、必要な助言を行って

いるところでございます。本県では、宮崎県社

会福祉事業団に運営を委託しておりまして、平

成22年６月の開所以来、これまでに30人に対し

支援を行ってきたところでございます。今後と

も、保護観察所等関係機関と連携しながら、障

がい者等の社会復帰の支援と再犯防止に努めて

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 再犯、累犯を防ぐためには、

地域で見守っていただく保護司とか民生委員の
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方々にも、精神障がい者を理解してもらう研修

をしていただくなどして、きめ細やかな対応を

期待したいと思います。

それでは、ここから、入院医療から地域生活

中心への転換を推し進めていくための具体的な

政策ですが、国は平成18年度から精神障がい者

地域移行・地域定着支援事業を立ち上げて、本

県でもその事業を展開されています。この事業

は、各地域に地域体制整備コーディネーターな

どを配置できることに加え、訪問活動や地域住

民の方々への啓蒙のための支援事業なりが行え

るものであります。この事業の実践内容と成果

について、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、本年

３月に策定いたしました第３期宮崎県障害福祉

計画において、１年未満の入院者の平均退院率

を、平成20年度の68.7％から平成26年度まで

に73％に引き上げる数値目標を掲げまして、入

院中の精神障がい者の地域生活への移行の推進

に努めているところであります。このため、精

神障がい者等の皆さんに対して、自立に向けた

相談等の支援を行います地域移行支援事業所を

県内６カ所に設置しておりまして、１年以上入

院されている方を対象とした退院促進事業で

は、平成19年度から23年度までに111名の方を対

象に支援を行いまして、47名の方が退院に至っ

たところでございます。

○図師博規議員 非常に大きな数字ではありま

せんが、これも着実な実績を上げられておりま

す。

続きまして、地域での生活をサポートする精

神障がい者のアウトリーチ推進事業について伺

います。この事業は、治療を中断している精神

障がい者や治療的かかわりが必要と思われる方

に対して、医師、保健師、看護師、精神保健福

祉士、作業療法士などがチームとなって訪問支

援を行うもので、再入院や新たな入院を防ぐ効

果は大いに期待できます。本県では、児湯地域

をモデル地域として、この事業を展開していた

だいておりますが、今年度からは、全県下的に

このアウトリーチ事業を展開しておられるよう

です。それでは、その効果はいかがでしょう

か、福祉保健部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

りでございますが、県では、平成23年度から、

精神障がい者に対するアウトリーチ事業をモデ

ル的に実施いたしておりまして、初年度は、高

鍋保健所管内の３町18名を対象に、自宅訪問を

行いますとともに、個別相談やケース会議を開

催するなどの支援を行ったところでございま

す。対象者の中には、これまで治療を受けてこ

られなかった方で、支援の結果、医療や福祉

サービスにつながり、在宅で生活を続けている

方もおられます。県では、この事業を今年度か

ら、各保健所を窓口に全県下で実施いたしてい

るところでございまして、地域の実情に合った

モデル的な精神保健医療体制を構築してまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 これは行政主導で動いている

事業でありますが、ぜひ同様な事業が民間でも

手を挙げていけるような体制整備というのも必

要かと思われます。

それでは、今回、質問を組み立てていく上

で、幾つかの医療機関から情報提供をいただき

ましたが、その中で、患者動向に関する実態が

浮き彫りになりました。それは、グループホー

ム整備や就労支援、地域移行や定着事業、アウ

トリーチ事業を駆使しても、なぜ宮崎県におけ

る入院患者が減らないのか。いや、今の部長の

答弁にもありましたとおり、精神障がい者の退
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院促進は、着実に成果を上げていらっしゃるに

もかかわらず、精神科病院への入院患者数は

減っていない。つまり、今、精神科病院には、

精神障がい者のかわりに認知症の方々が続々と

入院されている。だから、入院統計をとると、

入院者数は減っていない、減らない。というこ

とは、この状況を改善しない限り、本県の精神

科病床数は、いつまでたっても世界トップレベ

ルを維持し続けることになります。国は、ここ

に来て、ようやく認知症初期集中支援チームに

関する事業を立ち上げて、認知症の早期発見・

早期対応をするための体制整備と、身近型認知

症疾患医療センターの設置計画を示しました。

今ごろですね。地域での生活維持をサポートす

る体制を強化しようとするものであるとは評価

できますが、本県においても、いち早くこれら

の事業に手を挙げ、また、認知症の方々が精神

科病院に入れられないような、できるだけ地域

で生活が維持できるような、そのような行政

サービス体制を構築していくことが不可欠かと

考えます。県は、認知症対策について、どのよ

うなビジョンを持っていらっしゃるのか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘の認知

症対策につきましては、先般、厚生労働省が早

期診断・早期対応などを内容とする５か年計画

を公表したところであります。この計画により

ますと、家庭訪問などを行う「認知症初期集中

支援チーム」を地域包括支援センター等に配置

することを予定しておりまして、平成25年度か

ら26年度にかけて、全国10から20カ所程度でモ

デル事業を実施いたしまして、27年度以降、全

国普及のための制度化が検討されるということ

となっております。また、早期診断などを行い

ます身近型認知症疾患医療センターにつきまし

ても、25年度までに認知症サポート医の活動状

況等を含めた調査を行いまして、この結果を踏

まえて、身近型センターの機能の検証が行われ

ることになっております。県といたしまして

は、認知症高齢者支援策の充実を重要な施策の

一つとして取り組んでいるところでありますの

で、これらの制度化の動きを十分注視してまい

りたいというふうに考えております。

○図師博規議員 これは注視するだけではなく

て、ぜひ、ここに何とか食らいついていただき

まして、事業を引っ張ってくる気概を示してい

ただきたい。

精神障がい者に関する医療福祉の実態を掘り

下げてきました。その中で、認知症の方々への

環境改善も同時に取り組まなければならないと

いう、その必要性にぶち当たったところです。

病院経営者の意見としては、雇用を守るために

も著しい退院促進もしかねる。また、認知症対

応のグループホームや小規模多機能施設の経営

者も、問題行動がある認知症の方々は、どうし

てもほかの入所者との兼ね合いもあって限界が

あるがゆえに、精神科病院に入院をお願いせざ

るを得ない、その連鎖になっているわけです。

今回、この質問をつくり上げていく際、執行部

の方々とも、けんけんごうごう話をさせていた

だきました。しかし、精神障がい者と高齢者と

いう法的な縦割りの弊害があったり、グループ

ホーム整備に関しては、県の予算ももちろん伴

いますし、市町村にとっては、認知症対策につ

きましては、介護保険の運用にも影響が出てき

ます。それでも、今、部長答弁があった国はこ

れからなんですね。そういう認知症対策を県が

追い越して、県で担当課を超えた横断的プロ

ジェクトチームを編成し、また、さらに医療法

人などがグループホーム事業やアウトリーチ事
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業に積極的に参入できる財源的裏づけを持った

環境整備をする、そのことで入院から地域に患

者さんを帰す。勢いよくしゃべってしまいまし

たが、要は、そういう流れをつくるのは、部や

課で単独で動いているんじゃだめなんですね。

そこを横でつなぐ─先ほども質問でありまし

たが─そういう流れをつくっていかなきゃだ

めですし、それができるのは、知事の判断によ

るところが大きいんです。今、長い療養生活を

強いられて、精神障がい者が非常に人権侵害の

ある環境で生活をされています。それをひたす

ら家族の方は支えようとしています。そして、

その現場で矛盾を抱えながらも懸命に患者さん

を援助する職員の方々がたくさんいらっしゃ

り、また、その職員の方も心が折れそうだと

言っていらっしゃいます。どうか知事、ここは

ひとつ、現場に届く、今後の精神科医療、そし

て福祉の展望について見解をお示しください。

○知事（河野俊嗣君） これまで国の示した改

革ビジョン、地域医療、地域生活中心へという

方向で、県としましても、居住の場や就労支援

などの基盤づくりに取り組んできたところでご

ざいますが、今、議員からも、現場の実態、い

ろんなデータも含めた御提言がありまして、具

体的な御提案もいただいたところでございま

す。この精神障がい者や認知症の方々の地域生

活への移行について、支援の充実に市町村や関

係機関と連携しながらさらに努めていく、その

方向ではしっかり考えてまいりたいというふう

に考えております。また、組織横断的なチーム

という御提言もありましたが、県庁では、さま

ざまな組織横断的な課題について、いろんな対

策会議なりチームができたりというようなこと

で、これまでも取り組んでおります。先日も、

四役会議のような場で、それがそれぞれ本当に

機能しているんだろうかというような議論もし

たところでございますが、今回御提言いただき

ました精神保健福祉の関係につきましても、精

神障がい者や家族の皆さん、さらには関係機関

の方々の御意見も伺いながら、今の御提言も踏

まえて、地域生活移行の促進という観点に沿っ

た対応というものをしっかりと考えてまいりた

いと思います。

○図師博規議員 お言葉を返すようですが、質

問の中でも申したとおり、ここに立たせていた

だくまでに、当事者の方、家族の方、それを取

り巻く医療機関、専門職種、そして執行部の

方々とも意見を交わしながら、どんな政策なら

この地域を、この現場を変えられるんだろうか

という、その意見を積み上げてきて私は質問さ

せていただいているわけです。また知事がここ

に来て、当事者や家族の方と意見を交わしなが

らと言うと、そこは同じところを通るだけなん

ですよ。ですから、ここは、10年、20年、30

年、その病棟で生活されている方々がどんな状

況なのか、これは想像を絶します。実際どうな

ると思いますか、人が30年もその病棟の中で生

活されていくと。人はそんな環境の中で生活す

ると、表情が乏しくなります。心が動かなくな

ります。そして、その病棟の中で生活するだけ

の社会的スキル、いわばその病棟の中でしか生

活ができない技術しか残されていかない。いわ

ゆる無為のような状態になっていく。人権を守

る、人権を大切にする行政の役割は、全くそこ

に日が当たっていない。知事、もう一つ、今、

部局横断的なプロジェクトチームも幾つかある

とおっしゃいましたし、ここは、精神保健福祉

の領域、認知症の領域をドッキングさせて、そ

して財政当局も巻き込んだ形での、先ほど国の

事業も引っ張ってくると、そういうような一歩
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進んだ、もっと具体的な答弁を何かいただけれ

ばと思いますが、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） この問題に関するさま

ざまなこれまでの取り組みに敬意を表して、問

題意識というものをしっかりと受けとめなが

ら、今後、対応してまいりたい、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 後を追います。この事業がど

ういうふうに具体化されていくかをしっかり見

守っていきたいと思います。

続きまして、先日、ドクターヘリの現状につ

きまして、宮崎大学医学部附属病院の金丸先生

と意見交換をさせていただきました。その際、

ドクターヘリの事業が、死亡率や重度後遺症が

残ることを軽減するのに大きな成果を上げてい

るということの報告を受けました。しかし、依

然として救急専門医が他県と比較して圧倒的に

少ないことや、救急医療センターへの搬送時間

が全国ワースト４位であるということなど、救

急力の低さを指摘されたところです。また、ド

クターヘリの成果を上げるために、消防職員の

救急スキルアップの研修の必要性も強く訴えら

れました。そこで、救急力の裾野を広げるた

め、救急現場での適切な判断力を養うための病

院前外傷診療教育プログラム、いわゆるＪＰＴ

ＥＣの継続的実施を求められました。このＪＰ

ＴＥＣとは、外傷患者がいる現場において、生

命危機にかかわる処置を行い、直ちに現場を出

発し、適切な処置が行える医療機関に、適切な

搬送手段を用いて、早期に搬送する方法を学ぶ

ための教育プログラムです。本県において、Ｊ

ＰＴＥＣの研修がどのように行われているか、

実績はどうなっているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

ＪＰＴＥＣ研修の開催状況でございます。昨年

度は、県が支援しております宮崎大学が主催す

る研修や、救急隊員や医師、看護師が会員と

なっているＪＰＴＥＣ九州支部協議会が主催す

る研修が、それぞれ１回開催されておりまし

て、計37名の救急隊員が受講しております。な

お、今年度は、宮崎大学主催により４回、ＪＰ

ＴＥＣ九州支部協議会主催により１回の、計５

回の開催が予定されているところでございま

す。

○図師博規議員 計５回、千葉県では、年23回

行われております。先進地でありますから、宮

崎県はそれを追っかけなくてはいけないんです

が、今は他県からインストラクターを招かない

と研修が行えなくて、少なくとも、あと２年続

けてＪＰＴＥＣの研修会を開催すれば、その受

講者がインストラクターとなり、県内スタッフ

だけで研修会が行えるようになります。ですか

ら、ぜひその継続をしていただきたいというこ

とと、また、ＪＰＴＥＣのみならず、やはり救

急現場で大きな役割を担う看護スタッフのスキ

ルアップも重要で、ドクターヘリの研修を含め

た看護師に対する救命看護研修というものも実

施していただきたいと考えます。しかし、

ちょっと懸念されることがあります。それは、

このドクターヘリの事業を含め、今の運用に関

しては、地域医療再生基金を取り崩す形で運営

されておりますが、この基金が来年度で打ち切

りとなる方向性が出されております。ドクター

ヘリの運用並びに関連スタッフの育成やスキル

アップの研修は、引き続き行われていくことは

必然かと考えますが、今後どのような展望を持

たれているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお
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り、ドクターヘリの運航やＪＰＴＥＣ研修に対

する支援に活用しております地域医療再生基

金、これが平成25年度までの時限的なものと

なっております。ドクターヘリやその運航を支

える医療スタッフ及び救急隊員のスキルアップ

は、本県の救急医療の充実を図る上で大変重要

なものでありますので、その財源の一部を市町

村に協力をお願いすることも含めて、宮崎大学

等関係機関と十分連携を図りながら検討してま

いりたいと考えております。

○図師博規議員 早目の市町村への周知をよろ

しくお願いいたします。

続きまして、地域の救急医療を守る観点か

ら、国は、ことし行われる医療計画制度の見直

しにおいて、新たな医療圏設定の考え方を示し

ております。これですと、国は、その医療圏域

において、人口20万未満で、他の医療圏域へ20

％以上患者が流出している地域においては、医

療圏の設定の再検討を行うように促していま

す。この条件に当てはめますと、県内では、西

諸医療圏、日向入郷医療圏、そして西都児湯医

療圏が見直しの対象となります。先日、西都市

で行われた「西都・児湯救急医療を考える会」

に参加させていただきました。押川議員もとも

に参加されましたが、その際、地域住民から医

師も含めた意見の中で、「２次医療圏が見直さ

れることになると、医師や医療機関の偏在に拍

車をかけるばかりか、現在設定されている救急

指定病院や災害拠点病院までも見直しにつなが

るのではないか」という、鬼気迫る意見が出ま

した。このまま医療計画の見直しが行われてし

まいますと、住民生活をも脅かす事態となって

しまいます。医療計画見直しに伴う医療圏設定

に関する権限は県にあります。この２次医療圏

についてどのような見識を持たれているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のあり

ました２次医療圏につきましては、現在、特に

患者流出の大きい西都児湯医療圏のみを見直し

検討の対象にすることといたしまして、議論い

ただいているところでございます。一方、国の

指針では、２次医療圏の見直し検討に際して

は、地域の実情を考慮する必要があるとされて

おり、あわせて、圏域の設定を変更しない場合

には、当該圏域における医療の需給状況の改善

に向けた検討を行うこととされております。こ

のため、８月に地元市町村や関係団体、地元住

民との意見交換を行い、その中で、現在の医療

圏内で入院できる体制を整えるためには、県を

初め地元市町村や医療関係団体等が一体となっ

て、医師確保や救急医療体制の充実などに取り

組む必要があるとお伝えしたところでございま

す。県といたしましては、今後とも、地元市町

村や関係団体、地元住民の御意見を十分にお聞

きした上で、慎重に検討していきたいというふ

うに考えております。

○図師博規議員 地元住民の方々は、既に連帯

感は高揚してきております。行政、特に県との

連携は、今後も強化していきたいと思っており

ます。

それでは、続いて、救急医療や高度医療に関

する知識醸成にもつながる若年者層への献血普

及活動についてお伺いします。少子高齢化の影

響もあって、献血協力者の確保は全国的な課題

となっていますが、特に10代、20代の献血は、

減少の一途をたどっています。そこで、県内の

大学と高校の献血協力体制を調べましたとこ

ろ、昨年度は、大学が９校中９校、私立高校

は16校中６校が、献血協力していただいていま

す。では、県立高校はと調べましたところ、40
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校中わずか４校でした。以前は、全県下的に協

力体制がとられておったようですが、ここ数年

は非常に低調な協力にとどまっています。学校

献血を受け入れるか否かは、学校側の判断によ

るようですが、どのような要請をされ、また、

相互協力や助け合いの精神を醸成するため

の、10代、高校生への働きかけをどのように

行っていらっしゃるのか、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の献血者

全体に占める10代の方々の割合でございます

が、平成４年度に25％を超えていたものが、平

成23年度は4.7％に減少しております。このた

め、県では、新聞、テレビ等における各種広報

やイベントでのボランティア学生による働きか

け、献血推進キャラクターの積極的な活用な

ど、さまざまな啓発活動を行っております。特

に、高校生の献血につきましては、10代での体

験がその後の献血への協力に大きく影響するこ

ともあり、各高校への年２回の啓発ポスター掲

示や、高校２年生を対象とする教材配付等によ

る啓発を行っているところでございます。御質

問の高校での献血につきましては、昨年度から

男性の400ミリリットル献血の対象が18歳から17

歳に引き下げられたことにより、これまで以上

の効果が期待されますので、高校生が献血に触

れ合う機会をふやす意味からも、その拡大に向

けて、関係機関等に積極的な働きかけを行って

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の答弁を受けて、教育長、

コメントをお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 昭和61年だったと思

うんですけれども、それまで高校生はたくさん

献血をやっておりました。400㏄にそのとき移管

して、23年からやっと400㏄が18歳から下になっ

たと、そういうようなことがありまして、現

在、少ない状況ですが、高等学校におきまして

は、保健の授業の中で献血の意義について触れ

るとともに、学校によっては、文化祭のときな

どに機会を捉えて、先ほどの数字のような献血

をやっているところであります。献血は、高校

生にとって身近なボランティア活動であり、自

分が健康であることで人の命を救うことができ

るという、生きることの喜びや価値、助け合い

や人としてのきずなの大切さを強く実感できる

ものであると考えておりますので、今後とも、

関係機関と連携しながら、啓発活動への協力を

行っていきたいと思います。社会貢献する活動

を通して、高校生が社会の一員として責任を果

たすための資質を磨いていくことは、大切なこ

とだと考えております。

○図師博規議員 以上で質問を終わります。

（拍手）

○中野一則副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時41分散会
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、星

原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。今議会も代表質問から一般

質問まで、知事初め執行部の皆さんにいろいろ

な県政課題についての質問がありました。特に

県民は、知事の政治家としての先見性やリー

ダーシップ、言動や行動に強い関心と期待を

持って見ております。

それでは、通告に従い一般質問をいたしま

す。なお、今回通告しておりました「企業誘致

に向けての提案について」は、割愛をさせてい

ただきます。

初めに、領土問題についてであります。

毎日のようにテレビや新聞等で報道されてい

るのが領土問題であります。領土問題とは、あ

る地域がどの国家の領域に属するかをめぐって

国家間での争いが起きることであります。領土

問題は当事国同士での外交で解決されるのが望

ましいと言われておりますが、当事国間で解決

することが困難な場合においては国際司法裁判

所に付託することができますが、国際司法裁判

所への付託は、紛争当事国の一方が拒否すれば

審判を行うことができないことになっており、

つまり強制管轄権はないということでありま

す。現在、日本が抱えている領土問題は、ロシ

アとは北方領土、韓国とは竹島、中国とは尖閣

諸島であります。特に中国では連日のように反

日デモがあり日系企業等に大きな被害が発生し

ており、深刻で憂慮すべき事態となっておりま

すが、政府は冷静な対応と判断をすべきであり

ます。しかしながら、我が国は主権国家として

主張すべきことは明確に主張すべきでありま

す。

ところで、本県議会では議会初日に、「島根

県・竹島の我が国の領有権の確認と対韓国外交

の早期正常化を求める意見書」と「香港民間団

体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関す

る意見書」の提出が決まったところでありま

す。そこで、知事は政治家として、この領土問

題に対してどのような認識と見解かお伺いいた

します。

また、教育長には、我が国の領土に関する教

育は学校現場においてどのように行われている

のかお伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

領土問題についてであります。最近、北方領

土、竹島、尖閣諸島において、我が国の主権を

脅かす事案が相次いで起こっておりますが、こ

れらの島々は、歴史的にも国際法上も我が国固

有の領土であると認識をしております。関係国

との交流にも影響が出ており、中国では反日デ

モが起こり日系企業が被害を受けていることな

どを大変憂慮しておるところであります。領土

問題は国の主権にかかわる極めて重要な問題で

あり、国には、冷静に毅然とした態度で関係国

と協議をし、平和的な外交交渉で解決を図って

いただきたいと考えております。昨日も日向に

クルーズ船が入り、観光客―中国を初めアジ

アから多くのお客さんに来ていただいておりま
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す。経済での結びつき、観光面での結びつき、

さまざまあるわけでございます。関係国がお互

いの信頼関係のもとに成熟した関係を構築して

いくことが、我が国、ひいてはアジア太平洋地

域全体の安定と繁栄につながるものと認識をし

ております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えしま

す。

我が国の領土に関する教育についてでありま

す。領土について正しく認識することは、国民

として必要なことであり、学習指導要領におき

ましても、我が国の領土に関する理解や、不法

に占拠されている事実などについて的確に扱う

よう明示されております。このことを受けて、

小学校では、北方領土などの島の名称や我が国

の位置と領土について、地図などで具体的に捉

えさせる学習を行っております。また中学校で

は、北方領土や竹島、尖閣諸島など我が国固有

の領土についてその位置や範囲を確認させると

ともに、北方領土については、現在、ロシア連

邦に不法に占拠されており、その返還を求めて

いること、竹島については、我が国と韓国の間

に主張の違いがあることに触れるなどして、領

土・領域について理解を深めさせる学習を行っ

ております。さらに高等学校では、中学校まで

の学習を踏まえ、当面する領土問題について我

が国が正当に主張している立場を十分に理解さ

せながら、国境の持つ意義や領土問題が及ぼす

影響などについて考察させる学習を行っている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 それぞれ答弁いただきまし

た。「領土問題は当事国同士での外交で解決さ

れるのが望ましい」と先ほど申し上げました

が、これまで政府は、外交の場において国際法

上も歴史的背景についても明確に主張してきた

のか。外交の弱さ、パイプのなさを露呈したと

思っております。先ほど教育長より、学校で

は、「領土問題について我が国が正当に主張し

ている立場を十分に理解させながら、国境の持

つ意義や領土問題が及ぼす影響などについて考

察させる学習を行っている」との答弁がありま

したが、我が国の領土に対する子供たちの認識

を深めていくためには、教育のさらなる充実が

必要と考えますが、教育長の考えをお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 将来の我が国を担う

子供たちに、自国の領土・領域に対する認識を

深めていくことは、国際社会における国家主権

のあり方という観点はもとより、海洋資源開発

や漁業の発展などの観点からも極めて重要なこ

とであり、重要なことはしっかりと教える必要

があることから、今回改訂された中学校社会科

の学習指導要領では、竹島に関する記述が新た

に盛り込まれたところであります。社会科では

時事問題を扱って学習を深めることも大切なこ

とでありますので、竹島や尖閣諸島などについ

ても、時事問題を取り上げながら子供たちの関

心を高める学習を行うなど、我が国の領土・領

域に関する教育のさらなる充実が図られるよ

う、教科の研修会等を通して指導してまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 我が国の領土・領域について

の教育をしっかりとしていただきたいとお願い

しておきます。

次に、九州広域行政機構について伺います。

平成22年６月に、政府は地域主権戦略大綱を

閣議決定し、その中で「国の出先機関の原則廃

止」を明記しました。この政府の方針を受け

て、九州地方知事会では廃止される国の出先機

関の受け皿の検討を行ってきました。その結
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果、平成22年10月、出先機関の事務、権限、組

織、人員、財源等について丸ごと移譲を受ける

ための組織として九州広域行政機構（仮称）の

設立を目指すことで合意されております。機構

が設立されれば、知事等が県行政との関連の中

で総合的な判断を行い行政事務を遂行すること

で、政策の連携、相乗効果の発揮も期待できる

と言われております。さらに、省庁縦割りの出

先機関を機構が受け入れることにより住民が監

視しやすくなるとともに、税金の効率的で無駄

のない使い方ができると考えられております。

そこで、九州広域行政機構と道州制、九州広域

行政機構と広域連合との違いはどういうことな

のか。また、この３つのうちでいずれかを選択

するとすれば、宮崎にとってどれが望ましいの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今の３つ、それぞれ地

方のあり方にかかわる問題でございますが、ま

ず、九州広域行政機構と道州制につきまして

は、道州制は、都道府県を廃止し、自治行政

権、立法権、財政権をあわせ持った、いわゆる

地方政府の確立を目指すものでありますが、九

州広域行政機構は、現在の都道府県制度を前提

とした、国の出先機関の廃止に向けた受け皿の

提案ということであります。

次に、九州広域行政機構と広域連合につきま

しては、広域連合は、構成団体の事務を持ち寄

り共同で処理することを目的とした制度、これ

は特別地方公共団体という制度として位置づけ

られております。権限移譲の対象は広域連合の

事務に関するものに限定をされているところで

あります。このため、国の出先機関の移管に当

たりましては、その事務・権限などを丸ごと受

け入れることができ、より地域・住民ニーズを

反映した意思決定に資する制度設計を構築する

必要があるという考えから、新たな仕組みとし

て提案したものが九州広域行政機構ということ

になります。

このように、それぞれの制度や構想は、その

前提や目的などが大きく異なる上に、その良

否、それがいいか悪いか、宮崎にとってどうで

あるかというものは、制度設計や運営のあり

方、どのような制度を設計するのかによって大

きく左右されてまいりますので、本県にとって

どの制度が望ましいかは一概には言えないもの

と考えております。今後、広域行政のあり方を

めぐって、さらには国と地方のあり方をめぐっ

てさまざまな議論が展開をされ、そのときにい

ろんな選択肢が出されると考えておりますが、

議員御指摘のように、宮崎にとってどうなのか

という視点を大事にしながら、軸足を宮崎に置

いて議論してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、機構が設立された場

合、各県の利害が絡む案件について適切な予算

配分等の調整ができるのか。また、地域間格差

は拡大するおそれはないのか、知事に伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） その点は非常に重要な

ポイントだというふうに考えております。政府

が掲げております出先機関の原則廃止は、その

権限、財源等を地方に移譲することにより、地

方の自主性、自立性を発揮した行政サービスの

実現を目指すものでありまして、九州知事会と

しましても広域行政機構の提案を行った際の議

論におきましては、各県の利害調整を要する案

件や予算案の決定などの重要事項につきまして

は、各県知事の合議により、社会資本整備のお

くれなど各地域の実情を踏まえ、九州の一体的

な発展の観点から政策決定を行う、そのような

共通認識に立っているところでございます。こ
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の構想の理念としましては、九州から遠く離れ

た霞が関で役人が意思決定をするよりは、地域

住民の負託を受けた首長なりがしっかり議論を

行い地域に根差した判断を行う、それが地域に

とって望ましい方向になるのではないかという

ものであったわけでございます。この関連法案

の国会提出を含め、今後の動向は不透明な状況

にありますが、本県としましては、出先機関の

廃止に当たっての組織や運営について具体的な

検討を行う際には、住民福祉の向上、地域間格

差の是正に資する意思決定が担保されますよ

う、議会や市町村などの意見も十分に踏まえた

議論をしてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 私の地元でも市町村合併が行

われたんですが、合併の経緯や流れを見たとき

に、本当に合併してよかったのかどうかという

ものがあります。やはりこの問題もそういうこ

とじゃないかと思いますし、特に、最後には移

管に見合うだけの財源と権限がきちんと国から

機構に措置されるのかどうか、これが一番心配

であります。知事の考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） そこがまさに一番重要

なポイントであろうというふうに考えておりま

す。出先機関の廃止・地方移管というものが、

地方分権の名をかりた国の行財政改革の手段と

されてはならないと強く考えております。地域

の自主性、自立性を発揮した行政展開が可能と

なりますよう、移管に見合う事務・権限、そし

て財源というものが確実に国において担保され

ることが大前提であると考えております。九州

知事会としましても、移管対象の出先機関を存

続させることなく、原則として全ての事務・権

限を移管するよう求めるとともに、ここがポイ

ントなわけでありますが、国からの財源措置に

不服がある場合には、内閣総理大臣に意見書等

を提出することによりその是正を求めることが

できる仕組みでありますとか、事業費と人件費

を明確に区分し、それぞれの必要総額を国にお

いて全額確保することを明文化するよう、これ

は九州からの提案として求めておるところであ

ります。しかしながら、関係省庁との調整が難

航しておりまして、いまだ移管される事務・権

限の全体像が決定していない、また、国からの

財源措置につきましても、「所要の措置」と書

かれただけで不明確なままとなっておりますこ

とから、出先機関の全面的な移管、国からの財

源保障の明確化を、引き続き強く主張してまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 知事から答弁いただいたとこ

ろでありますが、大規模災害が発生した場合

や、各県の知事の選挙公約、あるいは改選時期

が異なる中で適切な機構運営ができるのか。ま

た、組織の形態や設置の手続等多くの課題があ

るのではないか。また、国からの財源措置につ

いては不明確なままということでありますか

ら、これからしっかりと議論して判断いただき

ますよう要望しておきます。

次に、地域自主戦略交付金（一括交付金）に

ついてお伺いいたします。

地域自主戦略交付金は、国から地方へのひも

つき補助金を廃止して、基本的に地方が自由に

使える一括交付金にするとの方針のもとに、平

成23年度に創設されたものであります。これ

は、内閣府が一括して予算を計上して、各府省

の所管にとらわれず、地方自治体が自主的に選

択した事業に対して交付金を交付するというも

のであります。地方自治体にとっては、みずか

らの裁量で事業を選択できるということで、地

域の実情に即した使い勝手のいい交付金であり

ます。ところで、この一括交付金についてであ
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りますが、本県の平成23年度の配分額は72

億3,600万円、隣の鹿児島県148億7,500万円、大

分県105億円、佐賀県80億5,900万円となってお

ります。また、平成24年度の配分額は、本県

が84億1,700万円、鹿児島県155億4,600万円、大

分県124億4,100万円、佐賀県91億2,600万円と

なっております。しかし、本県は道路などの社

会資本整備がおくれ、県民所得も低く、やるべ

き事業も多い中で、九州において２年連続で最

下位であり、また最低額であります。この配分

額を見て、知事はどのように捉え判断されてい

るのかお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域自主戦略交付

金の配分、厳しい御指摘をいただいておりまし

て、２年連続最下位、大変不本意な思いもして

おるところでございます。この交付金につきま

しては、社会資本整備総合交付金や農山漁村地

域整備交付金など既存の補助金や交付金の一部

が切り分けられて一括交付金化をされたもので

あります。各都道府県への配分額は、切り分け

られた補助金等に係る継続事業の見込み額と、

道路延長や財政力などの客観的な指標を用いて

算定される２つの柱があるわけでございます。

１年目でありました昨年度につきましては、全

体の９割が継続事業の見込み額を基礎に配分を

されたところであります。

本県への配分につきましては、対象となりま

した継続事業が交通安全対策や道路の修繕な

ど、これまで本県が国の補助金等を活用するこ

とが相対的に少なかった事業でありました。イ

ンフラ整備がおくれておりました本県は、道路

の修繕とかよりも道路の改良のほうに補助金な

どを活用して取り組んでおったということでご

ざいます。相対的に本県が余り使っていなかっ

た部分が切り分けられたという問題が一つと、

継続事業の見込み額の算出方法が明確化されな

かったことによりまして、厳しい配分になった

ものと考えております。これを踏まえて、２年

目となる今年度に向けましては、継続事業の見

込み額の再算定を行うとともに、各地域におけ

る社会資本整備の水準等を踏まえた配分とする

よう、国に強く要望してまいったところであり

ます。私が強く求めておりました、客観的指標

に道路の未改良状況を反映させることが認めら

れたことによりまして、全国に占める本県の配

分割合は幾らか増加をしたわけでありますが、

継続事業分の配分が昨年度の交付実績をベース

に算定されたことによりまして、大幅な改善に

は至っていない状況でございます。

○星原 透議員 いろいろ知事から説明あるい

は理由が述べられたところでありますが、私

は、九州で２年連続で最下位だった、その点が

大変残念だと思っております。そこで、来年度

の地域自主戦略交付金の確保に向けてどのよう

に取り組んでいかれるのか、知事に再度お伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域自主戦略交付

金は、極めて重要な財源であるというふうに考

えておりまして、来年度に向けて、本県が必要

とする配分額の確保を図るためにということ

で、まずは国において、地方が必要とします交

付金の総額、全体のパイをしっかり確保してい

ただきたいということ。さらに、本県にとって

有利となります客観的指標による配分を―１

年目は１割程度、今年度は２割程度に上がって

きております。内閣府のほうも基本的にはそれ

を高める方向であるということでございますが

―さらに高めていただきたいというようなこ

と。さらに、社会資本整備のおくれている地方

の実情や財政力の弱い団体に配慮した配分方法
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とすることなどが非常に重要である。今のよう

なポイントにつきまして、７月に国の担当副大

臣にも要望し、さらには、内閣府に私みずから

参りまして事務方と意見交換をし、必要な見直

しを求めてきたところであります。私は全国知

事会の一括交付金部会の委員にもなっておりま

すので、引き続き、全国知事会を通じても必要

な意見を申し上げながら、社会資本整備総合交

付金等も含めた本県が必要とする交付金総額の

確保に向けて、さらに国に働きかけてまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 知事にお願いなんですが、こ

のような新しい制度がスタートするときには

―やはり県民は、知事、副知事は中央から見

えているわけですから、中央とのパイプそうい

う政治的手腕に期待して知事を選んだ、そのよ

うに思っております。ぜひ来年度こそ１円でも

多くの交付金を確保する努力をしていただきま

すよう要望いたしておきます。

次に、商工会についてお伺いいたします。

商工会は、地域の事業者が業種に関係なく会

員となって、お互いの事業の発展や地域の発展

のために総合的な活動を行う団体であります。

また、国や道府県の中小企業施策はもちろんの

こと、小規模企業施策、経営改善普及事業の実

施機関でもあり、小規模事業者の皆さんを支援

するためにさまざまな事業をしております。と

ころで、県内の商工会会員は中小零細企業が多

い上、公共工事の減少等により、主要会員であ

る建設業者の倒産や廃業、さらに、市町村合併

にあわせて商工会の合併の話も出ております。

そこで、県内の商工会の現状と認識について、

商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工会

は、身近で利便性の高い支援機関として、経営

・金融相談や講習会の開催等に加え、経営革新

や新規創業など地域商工業者のニーズに対応し

た取り組みを行っており、本県商工業の振興に

大変重要な役割を果たしていると考えておりま

す。しかしながら、商工会を取り巻く環境は、

少子高齢化による人口減少や消費行動の広域

化、多様化などにより事業所数や会員数が減少

しているなど、その運営は厳しい状況にありま

す。このような状況を踏まえまして、県商工会

連合会では昨年度、今後の商工会組織のあり方

を検討するために、地域ブロックを代表する商

工会会長から成る運営基本問題委員会を設置

し、今年３月に同委員会から提言がなされたと

ころであります。この提言では、「各商工会が

主体となって、経済圏や生活圏、さらには会員

事業者の利便性等に配慮した上で、将来を見据

えた最良のあり方を検討し、26年度中の新体制

のスタートを目指す」とされております。現

在、この提言を受け、各商工会においてそれぞ

れ検討がなされていると伺っておりますので、

県といたしましては、その検討状況を踏まえな

がら必要に応じて助言等を行ってまいりたいと

考えております。

○星原 透議員 次に、小規模企業は、地域経

済、地域社会において地元の資源や技術の活

用、雇用の場の提供等、地元に密着した活動を

通じて大きな役割を果たしてきております。一

方で小規模企業は、情報収集や資金調達、人材

確保など経営全般にわたってハンディキャップ

を抱えております。そこで、県が実施している

小規模企業に対する育成支援対策としてどのよ

うな事業があるのか。また、商工会の経営指導

員等の確保と今後の見込み、そして補助金の拡

充等について、商工観光労働部長にお伺いをい

たします。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 小規模企

業を含む中小企業対策につきましては、本県経

済の活性化を図る上で大変重要な政策課題であ

ることから、さまざまな施策を展開しておりま

す。この中で特に小規模企業対策といたしまし

て、その中核的な役割を担う商工会等に対し人

件費や事業費を支援することにより、巡回指導

等による身近な経営・金融相談、経営革新や新

規創業等、専門的で多岐にわたる支援を行って

いるところであります。また、このような商工

会等の取り組みを支えている経営指導員等につ

きましては、厳しい財政状況の中ではあります

が、引き続き必要な予算の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○星原 透議員 次に、商工会と市町村は地域

の発展にともに協力して取り組んできておりま

すが、双方が連携して実施している活性化イベ

ント等の地域振興事業に対する県の支援と今後

の取り組みについて、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工会

は、地域振興事業として、市町村等と連携しな

がら商店街の大売り出し事業やプレミアムつき

商品券発行事業等に取り組んでおります。ま

た、県におきましても従来から、地域資源を生

かした商品開発や販路拡大事業のほか、観光Ｐ

Ｒ事業、スポーツによるまちづくり事業等、商

工会が行う地域振興事業に対して支援をしてき

ております。これらの取り組みはいずれも、商

工業の振興、ひいては地域活性化につながるも

のでありますので、引き続き支援を行ってまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 地域の商工会は、本当に景気

が悪い関係で、店を閉めたり倒産したりという

状況の中で、会員の維持とこれからの地域の活

性化のために頑張っておるところでありますか

ら、できる限りの支援をお願いいたしたいと思

います。

次に、新たな成長産業への取り組みについて

伺います。

私は、本県の基幹産業である農畜産業を新た

な成長産業に育成していくためには、これまで

の素材供給型産地から抜け出して、素材を加工

して高い付加価値をつけ製品にして販売する方

法や、販売先の開拓まで取り組む必要があると

幾度となく言ってきました。一方、農業経営を

取り巻く情勢は、燃油や生産資材等の生産コス

トが高くなる中で、農産物価格は低迷し、回復

する兆しが見通せない状況にあります。今後、

本県農業者がもうかるためには、これまでのよ

うに生産に視点を置いた対策だけでは限界があ

ります。さらに、右肩上がりの販売額も期待で

きないことから、今後は、素材をそのまま販売

するのではなく、農商工連携や６次産業化のよ

うに、本県で生産から加工、販売まで一体的に

行う取り組みが必要であると考えております。

そこで、既に先進的な農業法人等では、６次産

業化や農商工連携を積極的に進めながら自社で

加工場を整備する法人も出てきております。こ

のような取り組みは、関連する産業の裾野が広

い分、地域経済にさまざまな効果が生まれるの

ではないかと期待をされております。そこで、

本県の農業法人等が農畜産物を加工して高付加

価値化に取り組んでいる現状と今後の方向性に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県が実施いた

しました平成24年の農業法人実態調査によりま

すと、県内で92法人が加工等に取り組んでお

り、例えば、米粉を活用したお菓子など新商品

の開発と直売所・カフェの展開や、自社生産の
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銘柄豚の直売やレストラン経営、また、加工業

務用野菜を生産し大規模な冷凍加工施設で処理

加工、販売を行う取り組みなどの事例がござい

ます。農畜産物を加工、販売し付加価値を高め

る取り組みは、「儲かる農業」の実現や雇用の

確保、また、地域経済の活性化を図る上でも大

変重要でありますので、県としましては、農業

振興公社が派遣するプランナーによるきめ細や

かなサポートや、農業経営多角化チャレンジ塾

の開催によるスキルアップ対策等により、今後

とも積極的に支援してまいりたいと存じます。

○星原 透議員 次に、販路開拓や販売戦略の

重要性と今後の取り組みについて伺います。消

費者やスーパーなど量販店が何を求め望んでい

るのか、そのニーズを的確に見きわめ、価格や

加工、デザインなどの開発や情報を集めてマー

ケットニーズの把握をするなど、営業力が重要

であります。これまで県は、販売や営業に対す

る取り組みが欠けており、今後は、素材生産か

ら加工に至るまでの情報収集をしながら、ま

た、マーケットに情報を発信し有利な販売や営

業を進めていくために、県として、これまでの

部局縦割りではなく横断的な取り組みを進め、

販売戦略課や販路開拓課のような推進組織を設

置することが今こそ必要ではないかと考えてお

ります。これらを具体的に進めるには、行政組

織だけでは一定の限界がありますので、私は、

海外にまで販路を広げるためには商社ＯＢなど

の経験者を登用するなど、行政と産業界が一体

となれる組織の工夫も必要だと思います。そこ

で、マーケットニーズに対応した販売戦略の重

要性とその方向性について、総合政策部長にお

伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の強みで

あります豊富な農水産物を生かして総合的な食

品関連産業の振興を図るためには、よいものを

つくれば売れるという考えではなく、市場の顧

客ニーズを酌み取った製品やサービスをつくっ

ていくという、いわゆるマーケットインの考え

方をもとに、生産、加工・製造、流通・販売の

全ての段階において販路を見通した取り組みが

重要でございます。これまでも農水産物や加工

品の販路開拓に取り組んできたところでありま

すが、地域間、国際間の競争が激化する中、戦

略的に販路拡大していくためには、マーケット

情報を集約し共有し合うためのネットワークの

構築や、産地情報、県内企業の加工技術情報の

集約化、さらには、マーケットニーズにこたえ

られる出荷体制、納品体制づくりが鍵を握ると

考えております。これまで関係部局と連携して

県内外の現地調査や課題の抽出等を行ってまい

りました。さらに現地調査や意見の交換等を重

ねながら、産業間や異業種との有機的な連携に

よります総合的な食品関連産業の構築に努めて

まいりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、食品加工の取り組みに

ついて伺います。現在、ブロイラーについては

県内での処理が進んでおりますが、牛、豚につ

いては屠畜処理を県外に多く依存している状況

にあります。このため、その後の加工について

も関連産業の多くを県外に頼っており、本県の

豊富な畜産資源を十分に生かし切れていないこ

とが、結果として農家の所得向上に結びつかな

い要因の一つになっております。一方、県内に

おいては耕種部門において冷凍加工野菜工場の

整備等も進みつつあり、加工部門における耕畜

連携が重要になってきております。そこで、畜

産と耕種との連携を含めた加工事業への取り組

み事例、今後の方向性について、農政水産部長

にお伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、口蹄

疫での経験を生かし、本県農業の安定的な発展

を図るため、畜産と耕種のバランスのとれた地

域農業への構造転換の実現を目指すとともに、

６次産業化や農商工連携の取り組みを進めてい

るところでございます。このような中、ミヤチ

クにおいては昨年度、総菜製造ラインを整備

し、県産の食肉や野菜を使った加工品の製造を

始めるとともに、ピーマンの肉詰め等の開発も

進めております。また、県内の畜産農家が加工

した豚肉ハンバーグと耕種農家がつくった米粉

パンを使ったハンバーガーの販売が開始される

など、新たな取り組みも芽生えてきておりま

す。県といたしましては今後とも、生産におけ

る耕畜連携はもとよりですが、加工部門につい

ても積極的に連携を推進してまいりたいと考え

ております。

○星原 透議員 次に、本県は農業を基幹産業

にしており、安心・安全で新鮮なおいしい農畜

産物を有利に手に入れられる環境にあります。

そこで、素材供給型から高付加価値型への転換

を積極的に図ることにより、本県の加工を含め

た食品産業は今後さらに成長が期待できると考

えております。県や団体、農家を初め地元中小

企業等が連携して、生産から加工・製造まで裾

野の広い食品産業、フードサービスへの参入に

取り組むとともに、県内外の食品企業の誘致を

積極的に進めることで、県内一円において地域

経済の活性化や雇用の場の拡大が図られると考

えます。そこで知事に伺います。本県における

農業や食料品製造業の振興を通した地域活性化

や雇用拡大に向けた取り組みの方向性について

伺います。

○知事（河野俊嗣君） 国全体で見ましても、

食品関連の農業、製造業、飲食業、流通業等の

国内生産額はトータルで約100兆円と、我が国産

業の最大のセクターの一つとなっております。

良質かつ安全な食料の供給を通して豊かな生活

を支えておりますし、特に地域の産業や雇用を

支える重要な役割を担っているわけでありま

す。とりわけ本県について考えてみますと、我

が国有数の農水産物の供給県でありますととも

に、食品・飲料等の出荷額が製造品出荷額全体

の約３分の１を占めるなど、食品関連産業はま

さに本県の基幹産業であります。国内市場のみ

ならず、成長著しい東アジアの大市場をにらみ

ながら、雇用と付加価値を創出することができ

る新たな成長産業としてさらに発展させる必要

があるという思いを強く持っておるところでご

ざいます。

このため、アクションプランにおきまして

は、フードビジネス展開プログラムを重点施策

の一つに位置づけておりまして、農商工連携・

６次産業化の推進やみやざきブランドの新たな

展開、国内外への販路開拓・拡大の推進、食品

関連企業の立地促進等を一層強化し、総合的な

食品関連産業の構築に官民一体となって取り組

むことによりまして、本県の地域活性化や雇用

の拡大につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 それぞれ答弁いただきまし

た。知事にお願いでありますが、ぜひ販売戦略

課、販路開拓課等の設置と専門分野の民間人の

採用をしていただいて、販売等に積極的に取り

組んでいただきますよう要望しておきます。

次に、道路橋の耐震対策について伺います。

東日本大震災のような地震や津波が発生した

場合、道路や道路橋、トンネルなどの道路施設

がしっかりと機能を果たしてくれるかが、県民

にとって安心・安全な日常生活を送る上で最も
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重要であります。ところで、南海トラフや日向

灘地震が近い将来発生した場合、高度経済成長

期に建設された多くの道路橋の老朽化が心配で

あります。道路橋を適切に保全するために、点

検、維持、補修など実施されているとは思いま

すが、課題を的確に見つけて対応しなければ安

全性を確保できなくなります。そこで、県が管

理する道路橋の耐震対策の状況について、県土

整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 橋梁の耐震対

策につきましては、現在、災害時における救急

・救命活動を支える緊急輸送道路として指定を

しております路線を優先して整備を進めている

ところでございます。対象となります橋梁は149

橋ございまして、今年度中には工事を終える予

定であります。なお、県が管理しております橋

梁は全体で2,000橋ございまして、今後、緊急輸

送道路以外の路線につきましても、順次、耐震

性の調査をした上で対策を実施することとして

おります。

○星原 透議員 次に、通学路の危険箇所につ

いて伺います。本年４月に京都府亀岡市で発生

した、登校中の児童の列に車が突っ込み死傷者

が出るという痛ましい事故を初め、児童等が巻

き込まれる交通事故が相次いでおります。これ

らの事故を受けて、文部科学省、国土交通省、

警察庁では相互に連携し通学路の交通安全の確

保に関する取り組みを行うことになり、５月末

の関係省庁副大臣会議において、国レベルの連

携体制の強化、地域レベルの関係機関による連

携体制の整備、緊急合同点検の実施が決定され

たところであります。緊急合同点検について

は、公立小学校等を対象として、学校、道路管

理者、警察が連携し、保護者、地域住民等の協

力を得ながら８月末を目途に実施し、その後、

国に報告することになっているとのことであり

ます。そこで、本県の通学路の危険箇所合同点

検の実施状況について、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 通学路の点検

につきましては、県内の小学校及び特別支援学

校の257校を対象としまして、学校ごとに、教育

委員会など学校関係者を中心に道路管理者、そ

れに警察も加わりまして、幅が狭い道路や大型

車が頻繁に通る道路など、交通安全上危険と思

われる箇所の点検を合同で行ったところでござ

います。年内には関係者間で協議を行いまして

対策を取りまとめることとしておりまして、県

といたしましては、その結果を踏まえ必要な対

策を実施し、通学路の安全確保に取り組んでま

いりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、地元の皆さんが、河川

に土砂が堆積して草木や竹等が茂っていること

から、台風や豪雨等により堤防崩壊の危険や２

次災害のおそれがある、そういうようなことを

申されております。ぜひ、この堆積土砂の撤去

に取り組んでいただきたいと思います。そこ

で、県管理河川の土砂の堆積状況と今後の取り

組みについて、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川における

土砂の堆積状況につきましては、議員御指摘の

とおり、堆積傾向の河川もある一方で河床低下

傾向の河川もございまして、地域ごと、河川ご

とに状況は異なっております。堆積した土砂に

つきましては、日常的な河川巡視などによりま

してその状況を把握し、家屋の浸水被害のおそ

れがあるなど治水上支障のある箇所において対

策を実施しており、過去５年間におきまして

は、おおよそ20億円の予算を投入し約130万立方



- 266 -

平成24年９月19日(水)

メートルを除去したところでございます。県に

おきましては、昨年度までに、堆積土砂除去の

実績など維持管理の履歴を蓄積していきます河

川のカルテを作成したところでありまして、今

後、これを有効に活用することで河川の状況を

さらに的確に把握するとともに、地域の皆様か

らの情報もいただきながら適切な維持管理に努

めてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 それぞれ財政的にも厳しい中

でありますが、ぜひ予算等も確保していただい

て、本当に身近な─県民が生活に苦労されて

いるわけですから、その点についてぜひ、予算

等を確保して進めていただきたいとお願いをい

たしたいと思います。

次に、最後になりますが、カジノ合法化につ

いてお伺いをしてみたいと思います。

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関す

る法律案」、この法案は、カジノを含む特定複

合観光施設（ＩＲ）の整備を総合的・集中的に

推進する体制の構築を規定しており、昨年８月

に、民主党、自民党、公明党など超党派の国会

議員で構成する国際観光産業振興議員連盟の総

会で決定されております。さらに、法案は第１

章から第３章で構成され、第１条から第23条ま

でに取りまとめられており、その中の第３条の

基本理念では、「地域の創意工夫及び民間の活

力を活かした国際競争力の高い魅力ある滞在型

観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとと

もに、適切な国の監視及び管理の下で運営され

る健全なカジノ施設の収益が社会に還元される

ことを基本として行われるものとする」と規定

されております。また、法案では、ＩＲをカジ

ノや会議場、ホテルが一体となった施設で、特

別に認可された民間事業者が設置・運営するも

のと定義しており、ＩＲを整備できるのは、地

方公共団体の申請に基づいて国土交通大臣が認

定した特定複合観光施設区域のみとなっており

ます。法案の中身について述べてまいりました

が、まずは商工観光労働部長に、国会での状況

や他の都道府県の状況、法律に関する情報収集

の状況等についてお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、国

の動きとしましては、議員の御質問にもありま

したように、昨年８月に、超党派の国会議員で

構成する議員連盟の総会において「特定複合観

光施設区域の整備の推進に関する法律案」が決

定し、その後、これを受けて民主党、自由民主

党両党の部門別会議等において検討が進められ

ておりましたが、これまでのところ法案の提出

にまでは至っていない状況であります。また、

都道府県の動きといたしましては、本県を含め

６都府県が参加しております地方自治体カジノ

協議会では、国の動向等について情報収集を

行っているほかは、近年、特に19年度以降大き

な動きがありませんが、このような中、全国的

には、例えば千葉県、大阪府、長崎県、沖縄県

などにおいて独自の調査研究や講演会の開催等

の取り組みがなされていると伺っております。

県といたしましては、このような国などの動き

について、引き続き情報収集に努めてまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 できれば、ほかの都道府県に

先んじて、カジノの誘致を積極的に進めるため

に、庁内にカジノに関する情報収集や調査の研

究、誘致に向けて取り組むためのプロジェクト

チームをつくる考えはないか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 現状で

は、先ほどお答え申し上げましたように、前提

となります国における法整備の見通しが立って
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いない状況にありますが、当面、国の動向や関

係都道府県の取り組みなどを注視し、より一層

の情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 私は、本県の観光施策の観点

から、カジノが地域振興や観光振興、経済や雇

用、税収面など大きな役割と効果をもたらすと

思っております。またあわせて、宮崎の魅力で

あるゴルフや温泉、観光地めぐりや農林水産物

などおいしい食を堪能してもらい、本県のすば

らしさをアピールする場が必要だと考えており

ます。そのことによって経済効果と雇用の増大

が大いに期待できるものと考えております。そ

こで、宮崎が生き残るためにはカジノ誘致が必

要だと思いますが、知事の考えをお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） カジノにつきまして、

私も昨年、トップセールスでマカオを訪れた際

に、そのにぎわいと活力を目の当たりにして、

非常にインパクトを受けたところでございま

す。モナコのカジノにも行ったことはあるんで

すが、それとはまた違った、ごくごくふだん着

の方が大勢テーブルに群がって、大変なお金が

動いているというふうなことでございまして、

アジアにおいて非常に大きな集客力、それによ

る地域経済や雇用面での効果も期待できるので

はないかと考えておるところでございます。一

方で、治安の問題だとか青少年に対する悪影響

などの課題も懸念をされておるところでござい

ます。私は、総務省におりましたときに、超党

派でカジノを研究しておられる勉強会の総務省

側の窓口の仕事をしておったこともあるわけで

ございますが、そのときにも、いろんな大きな

効果は期待できるもののいろんな心配もある。

国民の理解が得られるだろうか、そういうよう

な真剣な議論が展開されておったところでござ

います。

カジノ実現のためには、まずは国による法整

備が必要でございますが、現状ではまだまだ見

通しがつかない状況でありまして、関心を持っ

てその動向に注目しておるところでございま

す。大変今心配しておりますのは、「カジノ」

という名前、そのイメージだけで賛成だ反対だ

という議論がふわふわ動いてしまうことでござ

います。問題は、例えば道州制なり出先機関の

廃止と同じでありまして、いろんな問題が懸念

されていることに対して、どのような制度をつ

くって、自治体としてどうかかわって、例えば

収益がどういうふうに配分されてとか、そうい

う全体の仕組みを明らかにしていく作業が必要

なのではないかと思っております。カジノの誘

致という御指摘がありましたが、大事なこと

は、県民の皆様の御理解をいただくことが重要

だと考えております。国におきまして制度化に

向けた方針などが明らかにされる段階になりま

したら、県民の皆様と幅広い意見交換をさせて

いただきながら、しかるべき対応を図ってまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 知事は今、国による法制度化

に向けた方針等が明らかにされるような段階に

なりましたら、県民の皆様と幅広い意見交換を

しながら検討してまいりたいという答弁であり

ましたが、昨年、法案はでき上がっておるわけ

であります。ですから、プロジェクトチームな

どを設置して、宮崎に必要かだめなのか、その

検討をしていく必要があるのではないかと考え

ておりますので、前向きに取り組まれるよう要

望いたしておきます。

ところで、今回の私の質問は、社会資本整備

がおくれ、県民所得が低く、また自主財源比率
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の低い本県にとって、何としても、財源を求め

るためには税収をふやす政策が必要であると

思っております。国や県の借金は年々ふえる状

況の中で、交付税などの補助金は年々減額され

てきております。そうなれば、今後は、少ない

予算をいかにうまく活用していくかとなります

と、アイデアや知恵を出し、新しい発想や感覚

で常に費用対効果を求めていくことが重要だと

考えております。費用対効果は、事業の効果を

上げる方法や、人がふえたり人材が育ったり、

また、住み心地がよく生活環境が豊かになるな

ど、県民の福祉向上になれば効果が発揮された

ことになります。そのためには、何としても景

気・雇用対策に力を入れていき経済を活性化さ

せることであります。若い人の働く場所の確保

や地域の小規模事業者が生き残っていくための

政策、そして第１次産業が元気になり夜の町が

にぎわいを取り戻す政策など、どうすれば宮崎

が元気になるのかということを、常に政策を実

行する場合には考えることが重要ではないかと

思いながら、今回の質問をさせていただいたと

ころでございます。どうか知事にはリーダー

シップを発揮していただきますようにお願いを

いたしまして、全ての質問を終わります。（拍

手）

○中野一則副議長 次は、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。あと１時間おつき合いいただきたい

と思います。

ウナギの養殖量産技術が確立されつつありま

す。都城市から車で１時間、鹿児島県志布志市

にある独立行政法人水産総合研究センターが完

全養殖に成功いたしました。完全養殖とは、人

の手で育てたウナギから卵を産ませ、その卵か

らシラスウナギへと育て、卵を産める次の世代

の親ウナギまで育てることでありまして、この

研究には何と40年の歳月を要したそうでありま

す。世界初の快挙であります。養殖量産技術確

立となれば、もはやシラスウナギの採捕量に一

喜一憂する必要はありません。先月、同研究セ

ンターの見学に参りましたが、ことしはシラス

ウナギ不漁に悩まされた年であっただけに、目

からうろこの落ちる思いでありました。

以上、朗報を御報告申し上げ、知事には１

件、知事に就任して間もなく２年が経過しよう

としておりますが、御自身の政策提案「みやざ

き新生」をどのように評価されているのかお聞

かせください。

後は自席から行います。６番の理科離れは割

愛をいたします。よろしくお願いします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私の政策提案の評価についてであります。私

は、選挙の際に県民の皆様にお示しした政策提

案を具体化するために、総合計画を初めとする

各種の計画に、今後４年間重点的に取り組む施

策を設定し、具体的な展開を図ってまいりまし

た。その推進に当たりましては、工程表を策定

の上、スピード感を持って取り組みを進めてき

たところであります。知事に就任してのこの１

年７カ月を振り返りますと、就任直後より、ま

た当日から、鳥インフルエンザを初め新燃岳の

噴火、東日本大震災と大規模な災害が相次ぎ、

厳しい県政運営を余儀なくされたところであり

ます。まだまだ取り組むべき課題は多々ありま

すものの、先日の外部評価委員の評価結果にも

ありますとおり、取り組みはおおむね順調に進

んでいるものというふうに考えております。た

だ、御指摘がありましたような経済の問題、防
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災対策の問題さまざまな課題につきまして、今

後とも残された任期、全力で取り組んでまいり

たい、そのように考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○蓬原正三議員 知事にあと１件伺います。多

くの議員の質問にもありますように、知事に強

いリーダーシップを求める声が強いようであり

ます。来年度の大きな目玉となる目標をお示し

いただきたいのであります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

相次ぐ災害による停滞した経済の問題、それか

ら災害等への対応を強化していくという大きな

課題が山積しておりまして、こうしたことを最

優先課題ということで今年度の当初予算の編成

をし、また全力で取り組んできたところでござ

います。アクションプランも今年度で折り返し

となるわけでございます。来年度の目標という

ことでございました。さまざまな災害からの復

興というものを掲げて取り組んでまいりました

が、今後は、「復興からさらなる新たな成長

へ」ということを合い言葉にしていく、目標に

していく必要があろうかと考えております。具

体的な課題設定といたしましては、先ほども議

論がございました、フードビジネスの展開であ

りますとか、環境・新エネルギーの先進地づく

り、あるいはメディカルバレー構想やアジア市

場の開拓など、こういったテーマにつきまして

県民一丸となって取り組んでまいりたいと考え

ております。

○蓬原正三議員 大きなスローガンみたいな目

標が欲しかったんですけど、今回はこの程度に

しておきたいと思います。

国民体育大会について、４点ほど伺います。

甲子園については後藤議員から詳しく質問があ

りましたので、省略します。

知事のみやざき新生の基本政策３「人財」づ

くり②の中に、国体での上位成績を目指すとあ

ります。そこで、まずお聞きしておきたいの

は、「上位」の定義であります。47位を３分割

して、１～15位を上位、16～30位を中位、31

～47位を下位、すなわち松・竹・梅としたとき

にどの位置を指して、つまり目標としておられ

るのかはっきりとお示しいただきたいのであり

ます。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年の国体の成績、久

しぶりに天皇杯順位が28位と大躍進をし、県民

の皆様に大きな感動、元気をいただいたものと

いうふうに考えております。そういったことか

ら、スポーツのもたらす元気、それから競技力

スポーツの強化という観点から、今御指摘があ

りましたような国体の上位ということを掲げて

おるわけでございますが、今申しましたような

各競技ごとの成績と全ての競技成績を合わせた

総合成績である天皇杯順位―それぞれの成績

と総合成績があるわけでありますが、私が国体

上位入賞というものを掲げたのは、まずはそれ

ぞれの競技で上位入賞、ベスト８を目指してい

ただきたいというものがございます。それから

全体の総合成績ということを申し上げますと、

本県の過去の実績などを踏まえまして、県の総

合計画で示しております天皇杯順位30位台を目

標にしているということでございます。議員の

整理に基づいて申し上げますと「梅の上」とい

うことになろうかと考えておるところでござい

ます。

それから、先ほどの答弁の中でスローガンの

ようなものという話がございました。少し分解

してお話をしてしまったわけでございますが、

合い言葉というかスローガンとしては、「復興

から新たな成長へ」ということをイメージして

平成24年９月19日(水)
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おるところでございます。以上であります。

○蓬原正三議員 「梅の上」ということでござ

いますから、30～47位を上中下でいきますと30

～35位、昨年はたまたま28位でしたが、これま

での過去９年はほとんど40位前後でありますか

ら、これもかなり頑張らないと到達はできない

と思いますが、そういう目標でひとつ一丸と

なって教育委員会も頑張っていただきたいと思

います。

そこで、昨年の山口大会では41位から28位に

急上昇いたしました。ここ10年来、初めて中

位、いわゆる竹グループに入ったわけでありま

すが、総合得点も729.5点から919点、189.5点の

伸びを示しております。この分析と評価をお聞

かせください。教育長お願いします。

○教育長（飛田 洋君） 議員おっしゃいまし

たように、昨年は総合成績である天皇杯順位

が28位となり、24年ぶりの20位台を達成するこ

とができました。好成績をおさめた要因としま

しては、ウエイトリフティング、カヌー競技が

着実に得点を獲得したこと、ソフトボールの成

年男子やバスケットボール少年男子の優勝を初

めとする団体競技での上位入賞の増加、少年種

別の活躍に加えて成年種別の健闘があったこと

などが挙げられます。私も激励に行ったんです

が、選手の皆さんとお会いしましたら、「口蹄

疫等で大変な状況にある宮崎に絶対元気を持っ

て帰りたい」というようなことを言ってくださ

いました。恐らくそういう思いが、競争すべき

ところで競り勝ってくれてベスト８入りを果た

してくれたと思います。一方で、男子に比べる

と女子の得点が少ない状況もあることから、女

子の強化が課題であると捉えております。今後

とも、関係団体としっかり連携してさらなる競

技力の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 オリンピックでは、なでしこ

ジャパン、女性のパワーが相当なものでありま

したが、本県の場合はまだまだ、ひむかなでし

こ宮崎の力が足りないようでありますから、そ

のあたりも大いに力を入れていただくとありが

たいと思っています。

次に移ります。過去10大会、40種目の全種目

区分別得点状況一覧表を確認してみました。そ

の年によってばらつきはありますが、スケー

ト、スキー、アイスホッケーなどのウインター

スポーツを初め、ラグビー、クレー射撃、相

撲、アーチェリー、なぎなた、ボートの９種目

が10年間無得点であります。ちなみにこの競技

連盟の会長は、井本議員が相撲協会長、横田議

員がなぎなたの会長、私は自転車競技連盟の会

長でありますが、ついでながらさらに申し上げ

ますと、十屋議員がバスケットの副会長、中野

廣明議員が馬術連盟の会長ということでござい

ます。ほかにいらっしゃるかもしれませんが、

あとは調べがついておりません。

一方、通算で得点が大きいのは、トップ10、

上から順に、先ほど出ましたウエイトリフティ

ング、カヌー、陸上、ソフトボール、レスリン

グ、柔道、弓道、サッカー、体操、バスケット

となっております。総じて未普及競技―我々

はマイナースポーツと申しますが―の得点力

が弱いのは間違いないようであります。また、

昨年のように、トップ10のソフトボール、バス

ケット、サッカーに加えて軟式野球などの団体

競技がまとまってよい成績をおさめたときは、

団体競技の配点が大きいために総合順位が上が

るという構図となっているように見えます。総

合順位を上げるためには、まず未普及競技の競

技力向上に力を注ぐことと、団体競技のさらな
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る競技力向上を図ることが重要だということが

見えてまいります。そこで教育長にお尋ねいた

します。総合順位アップのためには、未普及競

技の競技力向上を図ることと、各競技連盟の

トップ役員から一人一人の選手に至るまで、競

技力向上はもちろん、国体上位入賞という意識

の徹底を図る必要があるのではないかと思いま

すが、御見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 県では、競技力向上

推進本部を設置し、総合的な競技力向上対策の

検討や効果的な取り組みの推進に努めていると

ころですが、競技人口や指導者の少ない未普及

競技の振興も課題の一つとして捉え、指導者の

確保や競技者発掘、さらにはスポーツ教室の開

催等を通して育成と強化に取り組んでいるとこ

ろであります。また、各競技団体の理事長や強

化委員長などによる選手強化対策会議の年３回

の開催や、選手が強い自覚を持つよう国体候補

選手を指定するなど、国体に向けた意識の高揚

を図っております。さらに、国体に向けての特

集を組んでいただくなどマスコミとの連携や

ホームページ等による情報発信に努め、県民の

皆さんの関心を高める取り組みを行っていると

ころであります。今後ともこれらの取り組みの

一層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 次に、施設について伺いま

す。後藤議員からありましたからダブるかもし

れませんが、改めて、重要なことだと思います

ので聞きます。競技力を向上させるためには競

技人口の裾野を広げることが重要だと言われま

す。そのためには施設の充実も大変重要なこと

であります。全県的に見て、市町村との役割分

担を明確にしながら、この地域にはこの施設な

どなど施設をバランスよく配置すべきだと考え

ます。財政状況が悪い中であればこそ、中長期

的なスパンでの計画を持つべきではないかと考

えますが、教育長の御見解をお聞かせくださ

い。

○教育長（飛田 洋君） 国体を初めとする全

国規模の大会等において活躍できる選手を育成

するためには、人材発掘や指導者の養成、施設

の充実が大切な要素であると考えております。

その一つであります施設につきましては、県有

のスポーツ施設だけではなく市町村のスポーツ

施設等も活用させていただいているところであ

りますが、特に県有スポーツ施設の多くは整備

後30年以上が経過し老朽化いたしております

が、可能な限り定期的な改修や維持補修を行

い、少しでもいい環境で活躍いただけるように

努めているところであります。今後、国体開催

の検討がなされる際に、県総合運動公園等の施

設の計画的な改修や整備について検討すること

が必要になってくるものと考えております。

○蓬原正三議員 国体については以上です。

あと一点、維新八策について知事にお尋ねす

るつもりでしたが、鳥飼議員から質問がありま

したので、省略します。ただ、都市だけに視点

を置いた地方切り捨ての論理には、知事もはっ

きりと、対抗する意思をさらに強く持っていた

だきますようにお願いして、次に移ります。

地域の要望について、数点お尋ねします。我

田引水的な質問でありますが、お許しくださ

い。

知事は、「知事とのふれあいフォーラム」を

県内各地で開催されております。県民との意見

交換を通じて、地域の抱える諸問題についての

認識が新たになることも多々あろうかと思いま

す。先般は三股町で開催されました。そこでお

尋ねいたします。都城北諸圏域についての振興
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策をどのように考えておられるのかお聞かせく

ださい。なぜかといいますと、各土木事務所別

の県公共事業量の過去５年間の投資額を人口比

で見た場合、当管内が最下位であること。ま

た、各農林振興局単位別の公共事業でも、中部

農林に次いで北諸農林が少ないとの指摘、声が

大きいからであります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 都城北諸圏域について

ということでございます。この前、三股町での

ふれあいフォーラムのときの議論におきまして

も、「盆地」というような言葉で広い意味での

圏域を捉えた御意見、御提言があったのが非常

に印象に残っておるところでございます。この

圏域は全国有数の食料生産基地であろうかと考

えておりまして、食品産業など製造業の集積す

る工業地域として本県を代表する産業地帯であ

りますとともに、関之尾の滝や長田峡など風光

明媚な観光資源にも恵まれている豊かな地域で

あろうと考えております。加えて、南九州の

リーディングシティを創造しようとしますサブ

シティ構想の推進でありますとか、さらには県

境を越えた長い地域連携の歴史を生かして、平

成21年度には全国で初めて県境をまたいでの定

住自立圏を形成するなど、将来を見据えた先進

的な広域連携の取り組みも意欲的に進められて

いる地域だというふうに考えております。ジオ

パークに向けた取り組みも大変興味を持って見

ておるところでございます。こうしたさらなる

振興を図るためには、このポテンシャルをしっ

かり生かしていく必要があろうかと考えており

まして、県としましては、市町村間連携の取り

組みを引き続き支援をしながら、フードビジネ

スなど地域の強みを生かした産業の育成、さら

には、九州新幹線の開業効果を生かした観光資

源のさらなる磨き上げや情報発信の強化に努め

るとともに、都城志布志道路の早期完成に向け

た取り組みなど、この圏域の振興というものを

積極的に図ってまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、具体的な事項について

５点ほどお尋ねいたします。毎年、都城北諸圏

域では年度の初めに都城市・三股町行政懇談会

が開催されます。市・町長並びに市・町議会か

らは地域の抱える政策課題が提起され、意見交

換の場を経て後、知事への要望活動を行ってお

ります。また、自民党県議団においては、地域

振興・産業振興調査会が都城地区において意見

交換会を行いました。行政とは別な角度から各

種団体のさまざまな意見や要望を賜りました

が、行政懇談会の政策課題とあわせ、主要な課

題についての対応、考えをお聞きしたいと思い

ます。

そのうちの一つであります目前の大きな課題

は、山之口のスマートインターと都城志布志道

路の整備でありますが、今もお話にもありまし

たし、都城志布志道路については徳重議員から

質問がありましたので省略しますが、とにかく

早い整備をお願いしておきたいと思います。

次に、道路の整備に関して２件、都城北郷線

長田地区の歩道整備、並びに都城霧島公園線と

財部庄内安久線との交差点右折レーンの設置に

ついての取り組み状況をお聞かせください。県

土整備部長にお願いします。要望が上がってい

るはずであります。

○県土整備部長（濱田良和君） まず、都城北

郷線長田地区につきましては、歩道がなく、大

型車の交通量が多いことから、歩行者の安全確

保のため、これまでに長田小学校を中心に約１

キロメートルの歩道を整備しております。今年

度は、整備が完了している箇所から都城市側の

延長約300メートルの区間におきまして歩道整備
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を行うこととしております。

次に、都城霧島公園線と財部庄内安久線との

交差点につきましては、交通事故も発生してお

り、安全対策の必要性は認識しておりますの

で、今後、公安委員会とも協議を行い、その対

応につきまして検討してまいりたいと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 次に、県西の救急医療拠点に

対する支援についてであります。都城市と都城

市郡医師会では、市街地の南に位置している３

施設、救急医療センター、健康サービスセン

ター、市郡医師会病院の位置的偏在の解消、施

設・設備の老朽化・狭隘化問題への対応、及び

県西までの広範囲な圏域を見据えた救急医療体

制の構築などの観点から、３施設をアクセス性

にすぐれた都城インターに近接したエリアに一

体的に移転整備することとし、現在、三股町と

も共同しながら、平成26年度開院を目指して事

業推進が図られております。この県西の救急医

療拠点に対する支援について、福祉保健部長の

御見解をお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県西地域にお

ける救急医療につきましては、その拠点となる

都城市郡医師会病院及び救急医療センター等の

移転整備事業を、当該地域に係る地域医療再生

計画の最重点事業に位置づけておりまして、

約12億円の補助を行うことといたしておりま

す。このほか、周産期医療の中核施設でありま

す国立病院機構都城病院の産科手術室の整備

や、都城北諸県圏域11医療機関、西諸圏域２医

療機関が参加いたします周産期医療のネット

ワーク化などに対しましても助成を行っている

ところでございます。今後とも、地元市町村や

医師会等関係機関と十分連携を図りながら、救

急医療を初めとする地域医療提供体制の充実強

化に努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、浄化槽設置整備事業の

増額及び補助金の算定方法の見直しについてで

あります。三股町は、宮崎市と並び人口が日々

増加しております。しかも上流域の責任とし

て、町が浄化槽の設置を積極的に推進している

ことから、人口増加も相まって浄化槽設置の要

望がとても多い地域でございます。ところが、

ここ数年の県補助金の交付額の減少傾向に加え

て、交付要綱の改正により交付基準が財政力指

数のみとなったことも災いし、補助金が前年度

３割以上の減少となってしまい、８月には住民

からの交付申請に応じられない状況を呈してお

ります。三股町は過去、財政健全化に努めてき

たことから、他に比較し財政力指数の大変よい

町でありますが、財政健全化に努めてきたばか

りに、今度は県の補助金が削られるというのは

おかしな話ではないでしょうか。例えが悪いか

もしれませんが、「アリとキリギリス」の話で

アリさんが損をするでは困ります。補助金算定

の方法について見直しできないか。いや、すべ

きと考えますが、環境森林部長の御見解をお聞

かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 浄化槽整備事

業につきましては、厳しい財政状況の中ではあ

りますが、平成26年度末の生活排水処理率の目

標である78.1％の達成に向けて、できる限りの

予算の確保に努めているところであります。ま

た、補助金の算定方法につきましては、本年度

から市町村の財政力をより重視した取り扱いに

したところであります。限られた財源の中で、

浄化槽整備を県全体で効果的に推進していくた

めに取り入れた方法でありますので、御理解を

いただきたいと存じます。

○蓬原正三議員 御理解はいただけません。お

平成24年９月19日(水)



- 274 -

かしいと思います。財政健全化に一生懸命頑

張ってきた。その結果、今、財政状況はいい、

人口もふえている。それで、「あなたのところ

はお金があるからお金をやらない」というのは

おかしいと思います。先ほど「アリとキリギリ

ス」の話をしましたけど、アリさんが損する話

はおかしいと思いますので、後はまた委員会の

ほうにお願いをして、深く掘り下げていただき

たいと思います。

時間がありませんので、次に移ります。国

道222号牛の峠道路の工事再開の見通しについて

であります。この路線は、都城市から三股町を

経由して日南市につながる道路であります。

「牛の峠」の名のとおり、全線くねくねとカー

ブの多い道路でありましたが、17年前、日南市

側は整備が完了、一方、都城市側は三股町まで

新たな路線が整備されております。ところが、

三股町から先、日南市境のトンネルまで残すと

ころ７キロが未着工なのであります。12年前、

２市１町による協議会が組織、開催された後、

国道工事事務所も交えた検討会では、「諸般の

理由により当面は現道改良整備とし、新路線の

整備は休止」との結論を得ていたところであり

ますが、あれからじっと待つこと12年、東九州

の高速道路の完成も見通しがついた今、国にお

いてはそろそろ南に目を転じていただいて整備

再開のゴーサインを出してもらいたいと思うの

でありますが、県土整備部長の御見解をお聞か

せください。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道222号牛の

峠道路につきましては、国の権限代行事業によ

りまして昭和42年度から事業が進められており

ましたが、このうち都城市尾平野から三股町寺

柱間の約７キロメートルのバイパス工事につき

ましては、多額の事業費が必要となるため、事

業効果などの観点から平成10年度に休止とされ

たところであります。このため県といたしまし

ては、国道222号の現道対策としまして、平成19

年度までに尾平野地区約１キロメートルを整備

し、現在、安久地区におきまして、大型車の離

合困難な箇所など５工区、約1.5キロメートルの

整備に取り組んでいるところでございます。現

在、県南地区におきましては、東九州自動車道

や国道10号都城道路及び国道220号の整備が国に

より進められておりまして、今後相当な事業費

が必要となりますが、県といたしましてもこれ

らの早期整備が重要な課題であると考えており

ます。したがいまして、このような状況を勘案

しますと、国道222号バイパス事業の再開は当面

困難であると考えております。

○蓬原正三議員 宮崎県の県議はたしか２名

だったと思います。にべもない返事でございま

したけれども、また、我々は我々なりに働きか

けをして頑張っていきたいと思います。

次に行きます。防災拠点について伺います。

ある団体の方から出された意見であります。一

つの大胆な発想としてお聞きください。都城盆

地は津波の心配は要りません。また、高速道路

が西九州や福岡につながる交通の要衝でありま

す。陸上自衛隊もあり、お隣、鹿児島県鹿屋市

には海上自衛隊も位置します。宮崎空港が津波

で使用不能となったとしても、約１時間のとこ

ろに鹿児島空港があります。津波被害の程度次

第ですが、これまた１時間の距離に海上輸送を

担う志布志港と錦江湾がございます。すなわち

防災機能は十分、いざというときの救援機能

を、地理的優位性からとても発揮しやすい地域

なのであります。人口も県内で２番目、大震災

時などにより県庁の機能の一部が損なわれた場

合に備えて、都城盆地にその機能を代替・補完
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するバックアップ拠点を検討してはどうかとの

意見でありますが、知事の御所見、感想をお聞

かせください。これは私見でございますが、そ

もそも戦国時代のその昔、いつ洪水に見舞われ

るかわからない河口などの平場にお城が築かれ

た例は珍しいのではないでしょうか。古来、有

名武将の城は高台などの戦略的要衝に築かれた

ものであります。知事お願いします。

○知事（河野俊嗣君） お話を伺いながら、こ

の圏域はポテンシャルの高い、すばらしいとこ

ろだということを改めて感じたところでござい

ます。

県におきましては、大規模な地震や津波、ま

たさまざまな危機事象が発生した場合に、県庁

の行政機能を維持することは大変重要な課題だ

という認識のもとに、今年度、県の本庁版ＢＣ

Ｐ（業務継続計画）を策定しまして、７月から

運用を開始したところであります。この計画の

中で本庁舎につきまして、大規模な災害、特に

地震の揺れに対する備えとしまして、早急に新

たな防災拠点施設を整備する必要があるという

ことで、外部の有識者の意見も聞きながら、現

在作業を進めておるところでございます。これ

に加えて、それでもなお本庁舎が使用できない

場合も想定をしておく必要があろうということ

で、このＢＣＰの中では、代替施設として使用

できるところを毎年度調査し、候補リストをつ

くって準備をすることとしております。この中

で具体的には、本庁周辺から県内各地に至るま

で５つの段階に分けて候補となる施設を例示し

ておりまして、県の都城総合庁舎もその中に含

めているということでございます。また、津波

被害で沿岸が被害を受けたときなどに、自衛隊

等の防災関係機関が集結する後方支援拠点につ

きましても県内各地に複数箇所設置することと

しておりまして、現在、具体的な候補地を選定

し、都城市とも協議を行っているところでござ

います。以上であります。

○蓬原正三議員 次に移ります。タンデム自転

車についてであります。タンデム自転車とは、

複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後

に並んで乗り同時に駆動することができる自転

車のことであります。通常２人乗りであります

が、３人、４人、５人乗りのものもあります。

道路標識などでは「タンデム車」と表記されて

おります。タンデム自転車に関し４点ほど、県

警本部長に伺います。

まず１点目は、自転車の乗車人員は、道路交

通法では乗車装置の数だけと決まっており、初

めから２人分の乗車装置の用意されたタンデム

車に問題はありませんが、地方自治体ごとに条

例、いわゆる道交法施行細則で細かいことが決

められていると聞いております。本県の施行細

則はどのような規制になっておりますかお聞か

せください。確認しておきたいと思います。県

警本部長。

○警察本部長（加藤達也君） 本県の道路交通

法施行細則でございますが、本県におきまして

は、タンデム自転車が通行できるのは自転車専

用道路または自転車歩行者専用道路でありま

す。なお、県内では、綾宮崎自転車道線及び宮

崎佐土原西都自転車道線などがございます。

○蓬原正三議員 タンデム自転車を観光地等で

見かけたことはあります。知人の話では、トラ

イアスロン等で視覚障がい者にタンデム自転車

が許可される例があると聞きましたが、本県で

タンデム自転車を許可したレースがあるのかど

うかお聞かせください。県警本部長。

○警察本部長（加藤達也君） 県内における自

転車レースは、昨年が２回、本年が３回開催さ
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れていますが、タンデム自転車は一般道路での

走行ができないことから、参加はありません。

○蓬原正三議員 いよいよ本題に入ります。東

日本大震災において自転車による移動や情報伝

達が有効であったことや、エコ、健康熱の高ま

りにより自転車の価値が大きく見直されてきて

おります。特にタンデム自転車は、高齢者や障

がい者など交通弱者にとってこの上ない手軽で

便利な乗り物であり、社会参加、いわゆるノー

マライゼーション社会の実現を促す意味でも大

変有効な手段であります。観光面においても、

近郊散策や近場の観光地めぐりをする上でその

利用価値は大変大きいと思われます。２人前後

に乗ることによって強い親近感が醸成されると

も聞きました。恋旅の地宮崎にはもってこいの

観光機材であります。これまでに５県が制限な

く走行可能と聞いております。本県において

も、ほか41県に先駆けて走行可能とすべきと思

いますが、県警本部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○警察本部長（加藤達也君） タンデム自転車

の規制緩和につきましては、これまで自治体や

自転車愛好者などから要望があり、また、既に

規制緩和をしている県もありますことから、現

在、タンデム自転車の安全性に関する調査や走

行実験を行っているところであります。

○蓬原正三議員 検討でなくて実験ということ

でございますので、実現の見通しは大変近いん

だなというふうに理解をいたしました。

次に、最後でありますが、自転車一般につい

て伺います。ヨーロッパでは、目的地までの遠

距離の自転車移動に、車両に自転車を持ち込め

ると聞いております。ＪＲ九州に対し行政の立

場から要望してほしいと思うのでありますが、

総合政策部長の御見解をお聞かせください。

○総合政策部長（稲用博美君） 自転車の列車

内への持ち込みにつきましては、ＪＲ九州によ

りますと、解体し、または折り畳んで専用の袋

に収納した場合以外は禁止されていると伺って

おります。ただ、一方で地方のローカル線など

一部の鉄道事業者では、自転車を折り畳まない

状態での持ち込みを容認して活性化につなげて

いる事例もございます。県といたしましては、

列車への自転車の持ち込みにつきましては、駅

ホームの改良の問題、あるいは安全性の確保な

どの課題がありますので、その実現可能性につ

きましてはＪＲ九州と相談してまいりたいと考

えております。

○蓬原正三議員 次に、農業についてでありま

す。

稲穂が頭を垂れつつ黄色く色づく季節であり

ます。害虫が発生していないかなど、ことしの

作況に気をもんでいるところに、台風16号の襲

来でありました。秋風にそよそよと吹かれてい

た稲も、一面地をはうかのようにすっかり倒伏

してしまいました。刈り取りまであと１カ月、

ことしの刈り取りには余分な汗をかかなくては

いけないようであります。

さて、平均以上に高齢化が進む農業・農村地

域の風景、田を見張る人々は皆70前後の人ばか

り、「あと10年じゃっど」という言葉がよく聞

かれます。あと10年もすると、地域の農業を支

える人はほとんどいないか、もしくはトラク

ターにも乗れなくなるという意味であります。

誰が地域農業を支えるのか、耕作放棄地になら

ないよう、誰が先祖伝来の土地を耕し守ってい

くのか。今、農村地域が抱える、近未来の処方

箋のない大きな課題であります。そこで、高齢

化、過疎化する農業・農村地域をどうやって守

るのか、果たして守れるのかとの観点から、以
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下３点ほど農政水産部長に質問をするものであ

ります。遅効性の漢方薬で結構ですから、処方

箋らしきものをお示しいただきたいと思うので

あります。

まず１番目、高齢化が進み、農村地域を支え

る人もいなくなる中、第七次農業・農村振興長

期計画で進めようとしている活性化策について

お聞かせください。私も穴があくほど読みまし

たが、確認をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農村地域にお

いては、過疎化、高齢化等の進行により農業生

産活動や地域活力の低下が危惧されており、こ

の活性化を図っていくことは大きな課題となっ

ております。第七次農業・農村振興長期計画で

は、地域の営農を支えるために意欲ある多様な

担い手の育成を図るとともに、「連携と交流に

よる農村地域の再生」を一つの柱として掲げ、

農商工連携や６次産業化、都市と農村の交流な

ど幅広い取り組みを進めているところでござい

ます。また、将来にわたり農村地域が持続的に

発展していくためには、まず、農業が魅力ある

産業に成長し、他の産業や地域が有する人材、

技術、資金等の外部の経営資源を積極的に取り

込んでいけるようになることが何よりも重要と

考えております。

○蓬原正三議員 集落の優良農地を守るため

に、集落営農組織の育成や法人化が進められて

きました。これがこれまで有効な役割を果たし

てきたことに間違いはありませんが、先ほど申

し上げましたように、これまた組織の核になる

人々の高齢化によって将来の組織存続が危ぶま

れます。営農組織、法人化の現況と今後の見通

しについてお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 集落単位で農

地の利用調整や産地振興を担う集落営農組織に

つきましては、地域農業の重要な担い手と認識

しており、農業改良普及センターを中心に市町

村やＪＡと連携しながら、強い指導力を発揮す

るリーダーの育成や組織化などを支援してまい

りました。この結果、平成23年度までに119の集

落営農が組織され、22組織では自立経営を目指

して法人化されておりますが、構成員の高齢化

の進展等により経営改善を図りにくい状況もご

ざいます。県といたしましては、今後の集落営

農の組織化、法人化の推進に当たっては、集落

の構成員である女性農業者や兼業農家などの多

様な農業者の参画を促進することで、集落単位

での６次産業化や契約生産による経営の多角化

を推進し、経営基盤の強化を図りながら若い担

い手の育つ魅力ある集落づくりに取り組んでま

いります。

○蓬原正三議員 先ほど「外部の経営資源」と

いう言葉もございましたが、これまで農村地域

には企業の参入について一種のアレルギーがご

ざいました。企業による土地保有が、転売等に

より農村集落を破壊してしまうのではないかと

の危惧からであります。ところが、先般の農地

法の所有はできないが借用はできるとの改正

で、状況は少しずつ変化してきたように感じま

す。まだまだ農業者の間に企業参入について理

解が深まったとは言えませんが、事ここに至っ

ては他産業からの参入もやむなき方策の一つで

あり、その方向にそろそろかじを切るべきとき

ではないかと感じます。本県の農業分野への企

業参入の現状と推進方策についてお聞かせくだ

さい。ちなみに、熊本県ではプロジェクトチー

ムをつくって企業を誘致、大分県では、専従職

員を置いて遊休農地など企業参入候補地を調査

するとともに、農機具購入費助成制度まで用意

していると聞いております。部長お願いしま
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す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

他産業からの参入の状況につきましては、平

成24年１月の農業法人実態調査によりますと、

これまでに90法人が建設業や食品製造業等から

参入をしております。県といたしましては、多

様な経営資源を持つ他産業の力を呼び込み本県

農業の振興を図るため、平成21年度から宮崎発

・大地を活かす農商工連携ビジネスモデル創出

事業により農業振興公社に参入相談窓口を設置

しており、具体的には、県内外のＩＴ企業や貿

易商社等が本県農業者と連携して参入する取り

組みを対象に、施設整備や新規雇用に係る費用

の支援を行っております。さらに、フードビジ

ネスという従来の農業の枠を超えた観点から全

庁的な検討を進め、新たな農業ビジネスモデル

の構築による農業・農村の活性化を図ってまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 前途は多難だと思いますが、

一緒にまた頑張りたいと思います。

最後に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。企業誘致と聞けば、製造業と情報産業何社

との報告でありますが、今後は農政水産部とさ

らにさらに連携を図り、農業に参入する一般企

業の誘致も視野に入れて推進してはと考えます

が、御見解をお聞かせください。なぜなら、一

般企業に関する情報は商工観光労働部がはるか

に多く持っておられるはずだからであります。

ついでながら、この際、一般企業からの農業法

人も誘致企業数にカウントしてもよいように感

じますが、これについては今回は質問外としま

す。お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） これまで

も、農商工連携等による取り組みを支援します

とともに、企業立地という観点からも本県の豊

富な農林水産資源を生かした食品関連産業を重

点分野の一つとして定め、農業法人の食品加工

施設などを立地企業として認定してきたところ

であります。議員の御質問にありました点につ

きましては、近年、商工業から農業分野に参入

する企業もふえつつありますので、商工観光労

働部といたしましても今後、このような方向性

について農政水産部と十分連携をしてまいりた

いと考えております。

○蓬原正三議員 最後になりました。再生エネ

ルギーについてであります。

原発事故を契機に電力買い取り制度が７月に

スタートし、太陽光・風力・地熱・中小水力・

バイオマス発電等再生エネルギー導入の機運が

高まっていることは、先日来の代表質問、一般

質問で御指摘のとおりであります。現在、日本

の自然エネルギーの割合は、発電量で約10％、

水力を除けば１％にすぎないと言われておりま

すが、将来的に原発比率を下げるとするなら

ば、反比例して自然エネルギーの割合をふやし

ていくべきは当然のことであります。本県の新

エネルギービジョンは、平成15年に策定、平

成25年度を最終年度としておりましたが、技術

は日進月歩、５年一昔、もしかすると３年一昔

と言われる昨今、それを１年前倒しで策定され

ることは、大いに評価に値するものと考えま

す。策定状況や骨子については、これまでの質

問に答弁がありましたので、以下、小水力・洋

上風力発電、バイオマス発電の導入実現の可能

性について、４点ほど伺います。

まず、小水力発電についてであります。鹿児

島県では、小水力利用発電推進協議会を立ち上

げ民間資本で発電会社を設立されております。

横田議員の情報収集と強力な提案によりまし

て、清山部会長以下、外山衛議員、そして私と
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で鹿児島県議会に調査に参りました。関連する

執行部職員にも同行いただいております。民間

発電会社の名は株式会社九州発電、大変大きな

名前です。年内に４カ所建設予定であり、訪問

した８月16日も肝属町（旧内之浦町）と立地調

印を済ませたばかりで、15億円かけて3,500世帯

分、1,560キロワットの発電所を建設するとのこ

とでありました。地元自治体には固定資産

税1,200万円を見込み、加えて地域振興対策費を

支払うのだそうであります。６年先には、300キ

ロワットから2,000キロワットの発電所も40カ

所、総事業費240億円、２万4,000キロワット、

５万世帯分の発電を計画、年間20数億円の収益

を見込んでいるとのことであります。ダムは不

要、自然の落差を利用します。同協議会には、

理事に鹿児島大学教授を初め、全国小水力利用

推進協議会役員や立地自治体の首長、そして出

資民間会社役員が、顧問として国土交通省河川

事務所所長や県庁内関連部門の環境林務部や土

木部、農政部等の職員が名を連ねておられま

す。この小水力発電は、地元集落に水路の点検

や維持管理の一部を委託し水路の使用料や委託

費を支払うことで、水路保全や中山間地対策に

も有効であり、あわせて雇用などの経済効果も

期待が大きいところであります。現在、本県に

おいても協議会の設立準備が進められておりま

す。県の予算は不要、純然たる民間活力、民間

資本による自然エネルギーの地産地消、地産外

商であります。県はどのようにして関与してい

かれるおつもりか、環境森林部長の御見解をお

聞かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 小水力発電に

つきましては、安定的に電力を供給できる発電

であり、あわせて豊富な降水量や高低差のある

地形など、本県の地域特性に適していることか

ら、有望な新エネルギーであると考えておりま

す。このため、現在、見直し作業を進めており

ます新エネルギービジョンにおきましても、太

陽光やバイオマスとあわせて小水力発電を、重

点的に導入を進める新エネルギーの一つとして

位置づけることとしており、積極的に導入促進

を図ってまいりたいと考えております。また、

鹿児島県と同様の協議会が設置された場合に

は、県としましては小水力発電を促進する立場

から、県がどのような役割を果たしていくかな

どについて検討していくことになると考えてお

ります。

○蓬原正三議員 次に、企業局長にお尋ねいた

します。本県は水力発電先進地であることは当

然のことであります。小水力発電について、企

業局の現在の取り組み状況並びに今後の方針に

ついてお聞かせください。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては現在、ことし４月に運転を開始いたしまし

た祝子第二発電所に引き続きまして、綾北ダム

の維持放流水を活用した発電や、治水ダムとし

ては初めてでございますが、日南ダムにおける

発電について、必要な調査あるいは関係機関と

の協議を進めているところでございます。ま

た、市町村等が計画いたします農業用水を利用

した小水力発電につきましても、関係部局と連

携し、今年度、諸塚村を初めといたしまして複

数の市町村において技術面での支援を行ってい

るところでございます。今後とも、これまで

培った技術やノウハウを活用して県内の小水力

発電を積極的に推進してまいりたいと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 小水力発電の開発の可能性に

ついて伺います。先ほど申し上げました協議会

の成否にかかわる大変重要なことであります。
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鹿児島県の場合、300キロワットから2,000キロ

ワットまでの規模を開発すると聞いております

が、同程度の規模の開発可能地点は、企業局が

把握している範囲でどの程度あるのかお聞かせ

ください。企業局長お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 本県の水力発電に

つきましては御案内のとおりでございますが、

古くからの長い歴史がございまして、主要な地

点については、これまで企業局あるいは九州電

力などが開発をしてきたところでございます。

お尋ねの300キロワットから2,000キロワットの

規模の開発可能地点といたしましては、企業局

においてはこれまでに10カ所程度の適地調査を

行いまして、このうち経済性の高い数カ所につ

きまして今後検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

なお、企業局といたしましては、県内に小水

力発電を普及させるためには、地域に身近に存

在する、これらの規模よりさらに小規模なもの

についても開発を進めていくことが有効と考え

ますので、市町村等への技術的支援などに取り

組んでまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 10カ所のうちの数カ所が経済

性が高いのではというような調査結果のようで

ありますが、これは、先ほど来申し上げますよ

うに、鹿児島と同じような協議会をつくるかつ

くらないかという大きな岐路に立つ判断の材料

となることでありますので、非常に慎重を要す

ると思っておりますが、私もまた同じ委員会で

もありますので、あしたからの委員会の中で地

図等々も含めて細かく議論をして、この協議会

が成り立つものか成り立たないものかというこ

とについて方向性を示す大事な大事なことであ

りますので、後の委員会でしっかり企業局長と

議論をいたしたいと思います。

あともう少しです。洋上風力発電について、

環境森林部長に伺います。国は、平成10年度３

万キロワットの洋上風力を、30年に803万キロ

ワットに拡大する目標を掲げました。８月には

環境省が五島市沖で実証実験を開始、経済産業

省も福島県沖で実験開始したとの報道がありま

した。民間や大学に委託してのことでありま

す。一方、日立造船や東芝、ＪＦＥスチールな

ど大手企業も順次参入を表明しているとの報道

もあります。陸上は、景観や騒音、土地利用の

制約などから適地が少なくなってきたため、風

力発電は陸から海へと展開しつつあるそうであ

ります。風力発電は、部品点数が多く、自動車

産業同様の裾野産業を形成するため、産業集積

や雇用創出効果も見込めると期待をされます。

特に浮体式はノルウェーに１基しかなく、世界

をリードする可能性が高いというのでありま

す。まだまだ現段階では不確定要素の多い洋上

風力発電ではありますが、日立造船などなど大

手企業の将来参入を見込み、適地調査など可能

性調査をする気はないか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国は、平成21

年度から22年度に、全国を対象に洋上風力発電

を初め中小水力発電など４種類の再生可能エネ

ルギーの導入ポテンシャル調査を実施しており

ます。この中で洋上風力発電につきましては、

風速、陸地からの距離、水深の自然条件と国定

公園などの社会条件の両面から可能性調査が行

われており、その結果によりますと、本県では

県南の一部の地域で洋上風力の導入ポテンシャ

ルがあると報告されております。県といたしま

しては、現在策定作業をしております新エネル

ギービジョンの中で、洋上風力発電を含めさま

ざまな新エネルギーについて議論を進めるとと
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もに、今後とも情報の収集や情報提供に努めて

まいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 国が調査していることは私も

知りませんでしたが、県南の一部が導入のポテ

ンシャルが高いということで、希望もあるよう

でございます。前には岩下議員がいらっしゃい

ますけど、串間あたりに大きな企業が来ていた

だくと非常にいいんじゃないかと思います。

最後に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。農業についての質問と同じく、企業誘致に

発展させてのことであります。小水力発電は、

企業局があり水力発電先進地ですから、外部の

技術に頼る必要はありません。県内の企業を育

成すればよいことだと考えます。洋上風力発電

など県外、民間の活力、資本を活用すべき発電

については、企業誘致による再生エネルギーの

導入を図ることが非常にベターであると考えま

す。御見解をお聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 発電その

ものは立地企業の対象とはしておりませんが、

これまでに太陽光発電パネルや木質ペレットの

製造工場などを立地企業として認定してきてお

ります。最近は、メガソーラーやバイオマス発

電事業を目的に工業団地等の問い合わせも来て

おりまして、このような場合には、関係部局や

市町村に情報提供するとともに、企業に対して

は雇用の確保などにつながるような事業展開を

あわせてお願いしているところであります。

なお、太陽光発電を初めとする再生可能エネ

ルギーの活用に積極的に取り組む県内の中小企

業を支援するため、融資制度の充実を現在検討

しているところであります。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。融

資制度の充実まで御検討いただいていること、

本当にありがとうございます。恐らくあしたか

らの委員会でいろいろ議論があるんじゃないか

というふうに思っております。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で、午前の質問は終わ

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） それでは、

質問をいたします。

５年前、私は、県武道場で行われた県警察の

剣道大会に初めて招かれたことがあります。そ

のとき、剣道のルールの説明を受け、私はびっ

くりしました。その説明とは、剣道で一本とっ

たとしても、その後、ガッツポーズなどした場

合は、その一本は取り消しですと説明されたか

らです。私はびっくりするとともに、さすが剣

道は日本の武道精神を守り続けているんだなと

思いました。剣道は竹刀で相手を打つことです

が、そのことは、つまり、刀で相手の命をとる

ことでもあります。相手の命をとる剣道、そこ

には常に相手の命に対する尊厳や礼儀が必要で

あり、ガッツポーズなどは最もふさわしくない

行為であるからだろうと思いました。

明治維新の前年に来日したイギリス人のフラ

ンシス・ブリンクリーは、日本で遭遇した果た

し合いについて書き残しています。彼が目撃し

たのは、果たし合いに勝利した武士が、たった

今、自分が切り倒した相手の遺体に自分の羽織

をかけ、ひざまずくと、恭しく合掌した姿で
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あったそうです。このような日本武士道に感銘

を受けた彼は、その後、生涯を日本のためにさ

さげることになるのですが、このような果たし

合いのとき、討ち取った相手に自分の羽織をか

け、手を合わせて立ち去ったという話、実は多

少同じようなことを私は高校時代に経験したこ

とがあります。

高校の部活動であるテニス部に入部したての

高校１年生のときです。試合中に私の打った

ボールがネットに当たって、難しい回転のボー

ルが相手コートに入り、得点することがありま

した。私はそのとき、ガッツポーズをしたのか

もしれません。その後、平然と試合を進めよう

としたのですが、そばで見ていた先輩が試合を

とめ、そんな得点をしたときには、一度帽子を

脱いで、相手に「済みませんでした」と謝りな

さいと、その先輩から指導されました。このよ

うなスポーツ上の礼儀は中学生時代には教えら

れなかっただけに、高校に入ったばかりの私

は、高校生は中学生と違って大人だなと感じた

ことがあります。そのとき以来、私もそのよう

な大人として生きていきたいと思ったものでし

た。

ひきょうなことをしない、弱い者や敗者を思

いやる、そしてそのようなまなざしは、いじめ

や自殺者の問題が云々されている今日、人づく

りを目指す教育、そして国づくりを目指す政治

の世界においても大変大事なテーマではないか

と思います。いじめ、虐待、自殺の問題は、家

庭教育のあり方など個人的な問題もあるかもし

れませんが、今、日本が突き進んでいこうとし

ている社会の形、そして働くことが壊れようと

している社会の形が果たしてよいのかどうか、

そのような社会学的な問題もはらんでいるので

はないかと思います。いずれにしても、核心に

迫った解決策を早く見出していかなければなら

ないと思います。そこで、教育長に質問をいた

します。武道の授業や部活動を通して子供たち

にどのようなことを期待するのか、教育長の思

いを伺いたいと思います。

以下の質問は質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

武道の授業や運動部活動についてでありま

す。ロンドンオリンピックで２つのメダルを獲

得された松田丈志選手が、「康介さんを手ぶら

で帰すわけにはいかない」という御発言をなさ

いましたが、長年にわたって日本の水泳界を

リードされてきた北島選手を強く尊敬される思

いから発せられた言葉の重みに私は身震いをす

る思いがいたしました。武道の授業や運動部活

動におきましても、技能や知識を習得すること

も大切ですが、礼儀や仲間との協力、相手の痛

みの理解など、望ましい人間関係を形成するた

めに必要な力を身につけてくれることを何より

期待いたしております。さらには、目標に向

かって困難を乗り越える力や、自分や仲間を信

じてチャレンジし、前向きに行動できる力など

も身につけてほしいと強く願っております。こ

れらの力は、「第二次宮崎県教育振興基本計

画」のスローガンである「未来を切り拓く 心豊

かでたくましい 宮崎の人づくり」を進めていく

上でも大切な視点であるものと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。松

田選手の発言も本当に国民に感銘を与えた言葉

です。本当にありがとうございました。

確認の意味で質問いたしますが、武道が今年

４月から中学校において必修化されましたけれ
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ども、実施時期と実施時間数の状況についてお

伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本年４月に全公立中

学校を対象に行いました調査によりますと、武

道の実施時期につきましては、各学校の指導計

画に基づき、早い学校で５月開始、遅い学校で

２月開始で計画されておりますが、中でも、９

月から11月の時期に開始する学校が多く、全体

の７割を占めております。実施時数につきまし

ては、必修化されたことによって、第１学年、

第２学年の２年間の両学年、またはいずれかの

学年で取り扱うこととなっており、２年間を通

して平均で約20時間が計画されているようであ

ります。以上でございます。

○太田清海議員 わかりました。４月から導入

されたものですから、もうそういう授業を入れ

て、ある程度の成果なり、もしくは教訓なりで

もあるのかなと思いましたが、大方が10月ごろ

だろうということであります。わかりました。

実は、今まで教育の問題、いじめの問題とか

家庭教育の問題等では、後藤議員の親の学びの

問題とか、河野議員のほうからは親学というこ

とでいろいろ議論がありまして、大変興味を

持って聞かせていただきました。また、十屋議

員の質問等の中では、教育長自身が、いじめが

あったことに対して学校側が発表を控えるとか

いうことではいけない、逡巡してはいけないと

いう言葉を発せられましたけれども、本当にそ

れはいいメッセージだろうと思うんです。恥と

思っちゃいかん、問題があったときにはさっと

言わにゃいかん、そういうメッセージとして受

けました。それから、もう一つ鳥飼議員とのや

りとりの中で、もっと学校の現場で文書を減ら

そうよと。余りレポートとか何かが多いじゃな

いかということ自体も教育長みずからが発せら

れて、そういったところをぜひ改善していただ

きたいと思うんです。

実は、私自身も感じるところなんですが、問

題がある家庭と言ったら語弊がありますけれど

も、いろいろ問題を抱えている家庭に、学校と

して聞いてもらいたい、参観日に来てもらいた

い、参観日にまた居残ってもらいたいと思って

いるのに、来ないんです、実際は。学校側の

メッセージがなかなか伝わらない。伝えたいと

ころに伝わらないという現実があって、私たち

自身もどうしていいのかなというふうに思うん

ですが、そのあたりを教育長はどういうふうに

お考えになりますか。これは一つの悩みだろう

と思うんですよ。

○教育長（飛田 洋君） 私は長い教師生活の

中で、どの保護者であれ、どの保護者も自分の

子供が伸びてほしいと願っていると強く確信を

しております。しかしながら、そう思いながら

も、学校へ行きたくても行けない保護者の方、

あるいは悩みがあって、子供のことが気になっ

てしようがないけれども、学校へ行こうとする

と足の重い方、いろいろな保護者の方々と出

会ってまいりました。そのとき、学校教育が一

番大事にすべきことは、そのような保護者の心

に寄り添うことが、そのことこそが大切だと

思っております。家庭訪問とか教育相談とか、

いろんなところを工夫して、保護者の気持ちを

受けとめるとともに、学校の思いや指導を届け

ていく、そういう努力をしていく必要があると

考えております。今後とも、ＰＴＡ等とも連携

しながら、さまざまな思いをお持ちの保護者の

方々と心を通わせるような取り組みに粘り強く

取り組んでいくことが大切だと思っておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。そこは本当に
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解き得ない悩みといいますか、私たちも感じる

ところでありますし、教育長の言葉で粘り強く

ということで考えていきたいとは思いますが、

もう一つ私、感じるのは、自分の子供を育てた

ときにも感じるんですが、自分の子供に、友達

を大事にせないかんぞ、いじめたらいかんぞと

か、正直にあらねばならんぞということを教え

ながらも、では、その子供を世の中に送り出す

ときに、この世の中でいいんだろうかと、この

子はうまく社会の中に入っていくだろうかとい

うような不安を感じるんです。学校の先生たち

は子供に理想を教える。理想を教えて、本当に

そのとおり生きてくれ、正直に生きてほしいと

言うんだけれども、世の中が、一つの現象でい

えばオレオレ詐欺とか、そういった何か人をだ

まし込んでいくような社会が蔓延している。そ

れでないと生き延びていけない人たちもいるよ

うな感じがする。そういう社会に送り出すとき

に、現実と理想の食い違いの中で先生方も悩ま

れるんじゃないかなという気がして、これもな

かなか解き得ぬ問題でありますが、教育長、ど

うお考えになりますか。

○教育長（飛田 洋君） 現在の教育において

は、安全等を重視することなどにより、いわゆ

る冒険とか、極めて厳しい取り組みをすること

はためらいがちな傾向があると思っております

が、このような状況の中にあっても、社会に面

したとき、その厳しさに折れない子供たちをつ

くっていくためには、例えば私の経験ですが、

私が校長をしていたときに部下が、「20キロ以

上、校長、歩かせましょうや」ということを提

案しまして、保護者の理解を得て、20キロ以上

生徒たちを歩かせるという取り組みをいたしま

したが、心も体も、鍛えるべきときは、ちゅう

ちょせず、しっかり鍛えていくことが重要であ

ると思います。また、たとえどんな世の中で

あっても、自分に誇りを持って正義を貫き、高

潔な人格を失わないような正しい生き方ができ

る子供を育てていきたいものだと考えておりま

す。宮崎の教育はこのような教育にチャレンジ

していきたいと、そう願い、「第二次宮崎県教

育振興基本計画」のスローガンを「未来を切り

拓く 心豊かでたくましい 宮崎の人づくり」と

させていただいたところであります。

○太田清海議員 わかりました。一つの現実的

な悩みとしては７・５・３という問題―一生

懸命就職をさせようとしても、社会にうまく

入っていかない子供たちもパーセントとしては

あるわけです。その辺あたりが本当に教育現場

で一生懸命やっている人たちの悩みだろうな

と。就職についても、受け入れる側がそれをう

まく受け入れてくれない、そういったところが

現実的な悩みなのかなという思いもしたところ

であります。

次に移らせていただきます。地方財政の問題

について知事にお伺いしたいと思います。

租税弾性値という言葉がありますが、非常に

これもまた初歩的な質問で申しわけありません

が、前回はビルトインスタビライザー機能につ

いてということでしたが、これもどうしても気

になる言葉でありまして、租税弾性値のあるべ

き姿について知事の所見をお伺いしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 租税弾性値、これは名

目経済成長率に対する税収の伸び率の割合とさ

れておりまして、例えばＧＤＰが１％ふえたと

きに税収が２％ふえれば租税弾性値は２という

ことになるわけであります。この数値は、国に

おきまして、毎年度の予算につきまして、次年

度以降の歳入歳出への影響を試算するための数
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値として活用されているものであります。

この数値でありますが、景気の影響を受けや

すい国税の基幹税目である所得税、法人税、そ

ういったようなところもありますし、税制改正

の影響も受ける、さまざまないろんな特殊要因

の影響も受けるということではあります。それ

で大きく変化する場合もあるわけであります

が、歳入の中長期的な動向を分析・検討する上

で重要な指標であろうかと考えております。

○太田清海議員 弾性値というのは、私は高い

ほうがいいと思うんです。知事も消費税につい

ては避けて通れないということで、消費税はほ

ぼ弾性値は１だろうと思うんです。経済にぶれ

ないからですね。そういう意味では─景気の

いいときに税金を余計いただいて、不況のとき

に備えておくという意味では、弾性値は高くし

ておいて備えておくべきだろうというような気

もするわけです。

この項目の最後に質問いたしますが、内閣府

の資料では1988年には弾性値が1.38です。2011

年、0.97というふうに国税の弾性値が落ちてき

ている。私はそれを考えるときに、これはかつ

て一つの例としては、高額所得者の最高税率

が、昔、75％であったのが、今、40％に落ちて

いる。そこも弾性値が落ちているように感じら

れるんですが、知事、この辺はちょっと国税の

話でありますが、そのあたりの知事の認識をお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今の具体的に挙げられ

ました1.38、0.97、その辺の数字は、今おっ

しゃったようないろんな制度改正、税制のあり

方の変化の状況も反映しているものかというふ

うに考えております。それは、中長期的な税制

のあり方を検討する上での一つの指標かと考え

ております。

ただ一方で、この15年間の単純平均をすると

４だというような数字があるようであります。

それは定率減税の廃止だとか、いろんな大きな

制度改正の影響で数字がどんと大きく出てくる

ものであります。そういった特殊要因をある程

度除いた上でどうなるかというところを見た、

その意味におきましては、非常に意義のある数

字だろうかというふうに考えておりますし、そ

れをなるべく大きくしておくことというのは一

つの大事なポイントかというふうに考えます。

○太田清海議員 その辺の議論はもうとめてお

きますけれども、４という弾性値があると発表

しているのは竹中平蔵さんだろうと思うんで

す。この方がどういう人かなという感じもする

わけですが、私は、弾性値というのはやわらか

くあるべきではないかなというふうに思ってい

ます。

次に、消費税のことについてお尋ねしたいと

思いますが、総務部長、企業局長、それから病

院局長に同じような質問になるかもしれません

が、県の一般会計及び特別会計における消費税

等の負担額と、税率が10％に引き上げられたと

きの負担見込み額、企業局のほうには、消費税

の納付額及び同じく10％に引き上げられた場合

の影響、病院局においては、消費税の納付額及

び消費税率が10％に引き上げられた場合の影

響、それぞれ答弁をお願いいたします。

○総務部長（四本 孝君） 県の公営企業会計

を除きます一般会計と特別会計が負担する消費

税及び地方消費税につきましては、業務執行に

際して行うさまざまな取引が課税対象であるか

どうかなどによりまして、異なった取り扱いと

いうことになります。一般的に、消費税等を負

担していると考えられます物品等の購入費、業

務の委託料、建設工事の請負費などの総額は22
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年度決算ベースで1,200億円程度でありますが、

これは課税対象とならない取引を含む額であり

ます。このため、正確な消費税等の負担額を算

出することは困難でございますけれども、税率

の引き上げに伴ってその額はふえるものと考え

ております。

なお、増加する負担額に対しては、適切な地

方財政措置が講じられるものというふうに考え

ております。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局における平

成22年度決算ベースでありますけれども、消費

税及び地方消費税の納付額は約１億3,400万円余

となっております。税率が５％から10％になり

ますと、当該納付額は約２倍になると考えられ

ますけれども、企業局の場合は、消費税等は売

電料金等に転嫁されますことから、経営に影響

を与えることはないというふうに考えておりま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院事業でござい

ますが、平成22年度の消費税及び地方消費税の

納付額は、いわゆる差額ベッド代や診断書等の

文書料、さらには検診料などにより徴収した額

でございまして、約1,000万円となっておりま

す。

次に、消費税が10％になった場合の影響につ

いてでございますが、現行税率５％であります

ので、納付額は２倍の約2,000万円になるものと

考えております。

なお、診療に必要な医薬品などを購入する

際、毎年度おおむね５億5,000万円ほど消費税を

購入相手先に支払っております。現行制度にお

いては、この支払った消費税のほとんどは控除

することができない制度となっております。消

費税が10％となった場合、控除できない消費税

額は概算で２倍の約11億円になるものと考えて

おりますが、この控除対象外消費税につきまし

ては、これまで行われてきた診療報酬の改定に

おいて診療報酬に上乗せされてきたところでご

ざいまして、消費税率が引き上げられた場合に

おきましても、適切に診療報酬に手当てされる

ものと考えているところでございます。

○太田清海議員 わかりました。一般会計のほ

うは1,200億ということですが、これは課税され

ない部分もあるので、正確にこの数字だけをと

いうことは見られないということですが、いつ

か精査していただきたいなという気持ちもあり

ます。

実は、静岡市でありますが、ここは2,786億円

の予算規模を持っている一般会計のところで、

５％で31億というふうな、議事録として６月議

会で載っておりました。これが２倍になるだろ

うと。静岡市と県を比べることはできません

が、そういうかなりなものがかかっておる、出

す側に、歳出の側にということになろうかと思

います。

それから、今、病院局のほうからお伺いしま

した支払い額が５億5,000万ほどふえるというこ

とですが、これは診療報酬の中に転嫁されるこ

とだろうということでありますけれども、この

辺が今、医療界の中では問題になっておる負担

なんですね。診療報酬に転嫁されなければみず

から負担せないかんわけです。これはなぜかと

いうと、もう言われたとおりで、俗には損税と

いう言い方であらわされていますね。病院会計

はそういうものを持っておると。どこに消費税

を請求していいかわからない税が残って、みず

から負担をしなきゃいかんということですか

ら、病院局のほうもいろいろ計画を立てて黒字

化を図ろう図ろうとしている中で、こういった

５億程度の負担があるというのは本当に残念な
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ことだろうと思うんです。そういう影響がある

ということもぜひ見ていていただきたいなと思

います。

次に、総務部長にお伺いしますが、これまで

の質問でもある程度出たんですが、消費税等の

引き上げに伴う本県の地方消費税の影響額等に

ついてお伺いしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 今回の消費税率等

の引き上げ分５％のうち、地方消費税分は1.2％

とされております。この本県への影響額であり

ますが、地方消費税は現在、国におきまして、

都道府県間の清算基準について見直しが検討さ

れているところでありますので、あくまで現行

制度をベースにして考えますと、120億円程度の

増収になるというふうに見込まれます。

○太田清海議員 わかりました。120億円程度の

増収ということですが、これはそのとおりにな

るように願っておりますが、将来の景気動向と

か、そういうのが影響されるかなと。それか

ら、何か国会のほうでも算定基準の見直しがさ

れているというような話も聞いていますが、こ

れも地方に有利なようにされていくのかどう

か、どうだろうかなという思いもあります。

そこで、知事にお伺いしたいと思いますが、

これまでもたびたび訴えてきたことであります

が、地方財政というものを考えた場合、将来、

このままいった場合、本当に今の形の中でやり

切れるのかどうか。消費税が入れば─ちょう

ど2015年が10％になりますけれども、大体、今

までの震災とかで復興予算が効き目を出してき

たのは２年間しかないんです。関東大震災、神

戸の震災でも２年後にはまた不況に陥るんで

す。ちょうど2015年というのがその年に当た

る。そのときに消費税を10％に入れ込んでいっ

た。そんないろいろ考えると、それから本当に

地方交付税というものが豊かなものとしてパイ

があるかどうか、私、余り展望として描けない

んです。地方分権と言われていますから、ＴＰ

Ｐの問題で知事が国に訴えたように、地方交付

税をくれくれと言うだけじゃなくて、地方交付

税をふやすような、そういう税制であるべきで

はないかということをもうそろそろ訴えられ

にゃいかんのじゃないか、そういう思いがする

わけですが、そういう要望を国に行っていくべ

きだと思いますが、知事、どうお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 地方税財源の充実とい

うものは、本県にとりましては非常に重要な課

題の一つということで、全国知事会などと一緒

になりながら、強く訴えている項目の一つであ

ります。そういう中で、今御指摘ありました地

方交付税の原資は、これまでも答弁申し上げて

おりますように、国と地方がお互い貧乏同士が

何とか綱引きをしながら折り合いをつけている

というのが毎年の地方財政対策でありまして、

御指摘のように、まずはそのパイを広げる、国

民に理解をいただきながら、その財源を確保す

るということが、原資を確保するということが

非常に重要かというふうに考えております。そ

ういう中で、地方交付税の原資となる国税５

税、いろいろあるわけでありますが、それをど

のように考えていくのか。それから、税の体系

は、所得、消費、資産という３つがあるわけで

あります。簡素、公平、中立というような原則

に沿って所得税のあり方についてもどう考える

か。税制全体の体系の中でこれも考えていく必

要があろうかと思います。そのような観点もい

ろいろ踏まえながら、今後は、税財源の充実と

いうことをしっかり議論してまいりたいと考え

ております。

平成24年９月19日(水)



- 288 -

○太田清海議員 今、知事の言葉に、国と市町

村、自治体、貧乏同士がというような表現があ

りましたけれども、私、国は本来は貧乏ではな

いと思います。確かに赤字ではあるけれども、

取るべきものを取っていない。片や、個人金融

資産が1,500兆でしたか、どんどんふえている。

取るべきところを取っていないから、国が貧乏

に見えるだけであって、そこをきちっと取って

いただく。それをもう一回世の中に回すとい

う、いわゆる宮崎県が発表した地域経済循環シ

ステムですか、あの思想にのっとってやれば、

景気もよくなるし、税収も上がるわということ

で、貧乏者同士というのは違うんじゃないかな

と私は思うんです。というところにしておきま

す。

次に、地域医療について病院局長にお伺いし

たいと思います。

県立病院の看護師採用試験について今年度見

直しをしたそうですが、看護師不足、なり手が

いないということですね。これまでの新卒者を

対象とする人事委員会試験と経験者を対象とす

る病院局試験を本年度から病院局に一本化をし

て、試験実施時期の前倒し、受験資格の緩和、

試験科目の削減などの見直しを行ったようであ

るけれども、その効果等について病院局長にお

伺いしたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 看護師採用試験に

つきましては、全国的な看護師需給の逼迫の影

響などもありまして、受験者数が年々減少して

おりましたことから、先ほど議員が言われまし

たように、本年度から、新卒者等を対象とする

人事委員会試験と病院局が実施する経験者対象

の試験を病院局に一本化して、必要な見直しを

行って実施したところでございます。その結

果、受験者数は昨年度から５名増加しまし

て、137名となりまして、近年の減少傾向に歯ど

めがかかったところでございます。また、今回

の試験では、新規学卒者の県内就職の場を確保

するという観点から、免許取得予定者の採用区

分を設けましたが、来春卒業予定者の受験者数

は昨年度の約1.5倍の67名に増加しまして、一定

の成果があったものと考えております。今後と

も、県立看護大学を初めとする県内の看護師養

成機関の学生や、県外に就職している本県出身

者に向けまして、県立病院の魅力と採用試験の

ＰＲに努めまして、受験者数の確保と優秀な人

材の採用に努力してまいりたいと考えていると

ころでございます。

○太田清海議員 わかりました。ある一定の効

果が出ておるというふうに解釈をしたいと思い

ます。

もう１つ、いろいろ聞いてみますと、県立病

院の看護師さんたちは県内の３つの県立病院を

異動せないかん、異動があるということで、そ

れが少し負担になっているような話を聞いたこ

とがあります。ですから、採用試験を地元採用

といいますか、異動のない人たちを採用する、

そういう採用の仕方もあるんではないかなとい

うふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 看護学生の中に

は、３つの県立病院を経験できることを魅力と

とらえる声もありますが、御指摘のように、異

動があることで県立病院を敬遠する声があるこ

とも承知しております。この背景としまして

は、看護師は業務の特殊性として夜勤がありま

す。こういうことから異動に伴う転居や遠距離

通勤に対する負担感があるのではないかと推測

しております。この点につきましては、県の他

の出先機関の職員とは異なっていると考えてい

るところでございます。
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お尋ねの各病院ごとの異動のない採用枠を設

定することについては、そうした異動の負担感

の解消のみならず、１つの病院に勤務すること

で自分たちが支える病院として愛着を持ってい

ただく、そして結果として良質な医療の提供を

図る上でも有益であると考えております。これ

はまた特に、県北、県南地域への看護師の定住

にもつながるわけでございまして、地域振興に

資するという側面もございます。しかしながら

一方で、人事異動の目的である職員の資質向

上、あるいは人事の刷新を図るという点で問題

はないのか、さらには現職の看護師を含め、希

望する勤務地が県央部に偏っている状況もござ

いまして、地域偏在のない形で有用な人材が確

保できるか、そういう危惧もございます。今

後、看護師確保のための方策の一つとしまし

て、また各県立病院の円滑な運営の観点から

も、病院現場の意見を聞きながら検討してまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ、採用の

地域枠みたいなものの検討といいますか、調査

をお願いしたいと思います。

それから、夜勤体制の話が今出ましたけれど

も、夜勤体制がまだ充実していないところがあ

るやに聞いております。看護師さんが少ないと

いうこともあろうかと思うんです。そういった

夜勤体制の改善も、看護師の方々がふえること

によって改善されるのではないかと思います

し、ぜひ夜勤体制についても改善を考えていた

だきたいと思っております。

それから次に、同じく病院局長に、診療報酬

制度に的確に対応した取り組みというのが求め

られていると思います。これまでにも、がん治

療連携計画策定料とか、特定集中治療室管理料

とか、そういった取り組みもされておるという

ことについては評価をしたいと思いますが、ま

た施設基準、いわゆる診療報酬の点数を上げる

という意味で、施設基準の中には人的な配置を

必要とするものや、資格を必要とするものな

ど、取得が容易ではない基準もあると聞いてお

ります。具体的にお尋ねしますと、リハビリ

テーションに関する施設基準の中には、専門の

研修を修了した医師や理学療法士等を配置し、

がん患者に対するリハビリテーションを実施し

たときに加算が得られる施設基準があると聞い

ております。この施設基準の取得のために県立

病院としてはどのような対応をしているのか、

お尋ねしたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 診療報酬上におい

てがん患者リハビリテーション料を徴収できる

施設基準、これを取得するためには、医師、看

護師、理学療法士等の専門研修が必要となりま

すが、がん診療連携拠点病院である県立宮崎病

院において現在、10月からの取得に向けて準備

を行っているところでございます。

なお、この施設基準の取得によりまして、が

ん患者に対する診療機能の充実強化が図られる

とともに、１回のリハビリテーションの提供に

つき200点の診療報酬が得られるなど、収益確保

につながるものと考えております。今後とも、

高度で良質な医療の提供及び収益の確保を図る

観点から、新たな施設基準を取得するなど、診

療報酬の改定に的確に対応してまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 宮崎病院で今、研修をしてい

るといいますか、資格取得の対応をされている

ということですが、これは３つの県病院に将来

配置していくことができるということを意味し

ているんですか。それとも宮崎病院だけという

ことで考えておられるんでしょうか。
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○病院局長（渡邊亮一君） 先ほど答弁しまし

たように、この施設基準を取得するためには、

医師、看護師、理学療法士等の専門研修、ある

いは専門スタッフが必要となります。したがい

まして、その基準に沿うような形の人員体制が

整っているところからやっているということで

ございまして、現在、宮崎病院をやっている

と。当然、延岡病院、日南病院もそういう方向

に向けて取り組んでいかなければいけないとい

うふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。

次に、福祉保健行政についてお伺いしたいと

思います。

今議会に議案として上程されています宮崎県

歯科保健推進計画（案）では、「宮崎県歯・口

腔の健康づくり推進条例」よりもフッ化物洗口

を推進しているような表現となっております

が、これはどういうふうに解釈されますか、福

祉保健部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 虫歯予防のた

めのフッ化物応用につきましては、世界的にも

その安全性、有効性が認められておりまして、

厚生労働省、日本歯科医師会などにおいても推

奨していますことから、県ではこれまでもフッ

化物応用の推進に取り組んできたところでござ

います。また、「宮崎県歯・口腔の健康づくり

推進条例」も制定をされましたので、その趣旨

にのっとって、県歯科保健推進計画（案）を策

定することにより、今後とも、フッ化物応用を

推進してまいりたいというふうに考えておりま

す。

なお、学校におけるフッ化物洗口でございま

すけれども、これは実施主体である市町村等の

判断で実施することとなりますけれども、実施

に当たって、学校、保護者、学校歯科医などの

十分な理解を得た上で取り組むこととされてお

ります。

○太田清海議員 実は、条例第10条第２項に、

市町村がフッ化物応用等により行う場合には県

はそれを支援するといいますか、実施するとい

うことで、この第10条第１項から何項まであり

ますか、10項目ぐらいあったと思いますが、

「場合は」という言葉が入っているのはフッ化

物応用のところだけなんです。「場合は」とい

うのが入っているところが、市町村がやろうと

したときには県はそれを支援しますよというこ

とで、市町村の主体性というものを、やるかや

らんかも含め、重んじているわけです。私は、

今度の計画の中でフッ化物洗口ということに対

して、まだ疑義のあることに対して数値目標が

示されていることについてはどうも違和感を感

じるわけです。その辺のところは、フッ化物洗

口とフッ化物塗布の違い、この定義の違いをき

ちっとさせてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） フッ化物洗口

は、フッ素濃度が225～900ppmの洗口液を用いて

うがいをするものでございまして、週１回法や

週５回法がございます。４歳以上のうがいので

きる子供が対象となり、効果は５年以上の継

続、永久歯の虫歯を40～60％予防することがで

きると言われております。

次に、フッ化物塗布でございますけれども、

フッ素濃度が9000ppm―0.9％ということにな

りますが―のフッ化物を歯面に直接塗る方法

で、年３～４回程度行います。これは４歳未満

の者やうがいのできない者など、フッ化物洗口

を実施できない者に勧められておりまして、効

果は乳歯の虫歯を20～40％予防すると言われて

おります。

○太田清海議員 フッ化物洗口、口の中をうが
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いするというのと塗るというのは、これ、どこ

でやりますか。洗口はどこでやろうとしている

のか、塗布というのはどこでやられてきたの

か、その違いをお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） フッ化物塗布

は医療行為になりますので、これは歯科医院、

診療所のほうでやるものでございます。フッ化

物の洗口につきましては、特に医療行為ではご

ざいませんので、家庭でもできるわけでござい

ますが、今考えておりますのは、学校で実施す

るということを考えております。

○太田清海議員 私は、フッ化物塗布、医者が

塗る、歯科衛生士というんですか、あの方たち

が塗ったりするのは医療行為として、それはい

いと思うんです。親御さんが医療機関を訪ねて

いったり、もしくは検診のときに医者が直接

塗ってあげるわけだから、それは私は問題ない

と思います。私の娘も塗らせましたので、それ

は親の責任でそうしたほうがいいよと言って塗

らせたわけです。洗口の場合は、学校で集団的

にやるということですから、部長が言われたよ

うに、保護者の同意をきちっととらないかん

し、やれやれやれといってとるようなことでは

いけない。十分なインフォームド・コンセント

というのがないといけないものだと思うんで

す。ですから、私、ここにちょっと頭をひねっ

たのは、フッ化物洗口というところは数値目標

を挙げるべきものではないのではないかなと。

塗布はぜひ挙げて、目標値を定めるというのは

いいと私は思うんです。その辺の違いをぜひ

―学校で集団的にやらせるということについ

ては、かつてのインフルエンザの注射事故で国

家賠償をせざるを得なかった事件もあって、医

療機関に全部インフルエンザの注射も移行させ

て、学校ではさせないという、そのあたりのと

ころの問題を慎重に考えるところもあったら尊

重していただきたいというふうに思っておりま

す。これはまた常任委員会の中での議論にもな

るかもしれませんので。

次に移らせていただきますが、ポリオワクチ

ンが今回、取り扱いが変わってきたということ

を聞いております。今までは生ワクチンで、い

ろいろ細菌が生きておったということでしょう

か、事故も起きたということで、９月から不活

化ワクチンに切りかえられたというふうに聞い

ております。その変更の経緯とその内容につい

てお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生ワクチンは

免疫をつける力がすぐれている一方で、副反応

としてごくまれに麻痺症状があらわれることが

ありましたので、ことし、平成24年７月に予防

接種法実施規則が改正されまして、９月１日を

もって生ワクチンから麻痺症状の心配のない不

活化ワクチンに一斉に切りかえられたところで

ございます。変更の内容につきましては、生ワ

クチンは集団接種により口から飲むワクチンを

２回投与しておりましたけれども、不活化ワク

チンは原則として医療機関での個別接種により

注射を４回行うということとなったところでご

ざいます。

○太田清海議員 不活化ワクチンに変更される

と市町村の財政負担はふえるというふうに聞い

ております。国による市町村への財政措置につ

いて現状はどうなっておるのか、お伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ポリオの予防

接種は予防接種法の定期接種に位置づけられて

おりまして、実施主体は市町村で、その費用の

一部について市町村へ交付税措置がなされてい

るところでございます。不活化ワクチンの導入
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で１人当たりの接種費用が約1,200円から約３

万9,000円になります。市町村の財政負担は大幅

にふえることとなりますが、国は、今年度の増

額分については財政措置を行わず市町村の費用

負担とし、来年度以降の財政措置については検

討するというふうに聞いております。県といた

しましては、定期予防接種の変更等に当たって

は、市町村の財政負担がふえないよう国におい

て必要な財源確保を行うことを要望してまいり

たいというふうに考えております。

○太田清海議員 今、部長の発言の中に、不活

化ワクチンに対しては交付税措置がされている

というふうに聞いていいんですか。今度変わっ

たことに対して交付税措置はされているんだよ

という意味でとらえていいんですか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現行は一定の

交付税措置がされているということになりま

す。不活化ワクチンに変わった後にどの程度の

交付税措置がされるかということが問題になる

と思いますので、そこはしっかり要望していき

たいというふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。これまでの生

ワクチンのときの交付税措置が残ったままとい

うふうに理解をしていきたいと思います。とい

う意味で交付税措置がされているのかなという

ふうに解釈をしたいと思います。

次に、急速充電施設の確保について、これ

は、ある県民の方から相談がありました。電気

自動車を買いたいと思っておるんだが、ＣＯ２の

問題もあるので協力したいと。ところが、遠出

をしたときに、熊本方面に行ったり、大分方面

に行ったりするときに、ところどころに急速充

電器がないものだから不安であるという声なん

です。県内に満遍なくあるべきだろうと思うん

ですが、電気自動車の急速充電施設について、

これまでの県の取り組みと県内の設置状況につ

いてお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 急速充電施

設、この整備に当たりましては、充電器本体に

対する国の補助制度がありますが、その制度で

は周辺工事にかかる経費が補助対象となってお

りませんでした。また、平成22年度末の時点で

はその施設が県内に３カ所ということでしたの

で、この点を踏まえまして、県におきまして

は、国の制度を補完する補助事業を創設しまし

て、公募をしました上で、五ヶ瀬町と川南町に

おいて設置の助成をしたところであります。そ

の後、電気自動車の普及と相まって販売店にお

いて順次整備が進んでおりまして、本年７月末

現在、県内10カ所に設置をされております。設

置がされてきておりますので、今後は、その設

置箇所に係る情報、これを集約してホームペー

ジ等によっての情報提供、こういうことに努め

てまいりたいというふうに思います。

○太田清海議員 わかりました。実は、きの

う、おとといでしたか、その方からまた情報が

ありまして、大分の三重町で、あるディーラー

さんが設置をしたそうです。大分方面は多少助

かりましたという報告がありましたけれども、

熊本方面とかいうときにまだ手薄かなという感

じがいたします。県もそういう取り組みをされ

た結果だろうとは思いますが、ディーラーさん

が取り組むのが本来なのかなとは思いますが、

ぜひ促進する形で訴えていただきたいと思って

おります。

それから次に、獣医師の確保についてであり

ますが、口蹄疫の発生、その対応の反省から、

獣医師体制の充実というのが求められていると

思うんですけれども、これまでの県職員の獣医

師の現状と、獣医師確保対策として取り組んで
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いる修学資金の給付状況とその効果について、

農政水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県におきまし

ては、現在、157名の獣医師職員が家畜衛生業務

や公衆衛生業務等に従事しておりますが、今後

５年間で33名の退職者が見込まれ、獣医師確保

が喫緊の課題となっております。一方、獣医系

新規卒業者の就業が都市部の小動物分野に集中

する傾向が続いていることもあり、公務員獣医

師の確保は依然として困難な状況にございま

す。このため、平成21年度から、国の制度を活

用した「獣医師養成確保修学資金貸与事業」に

取り組み、これまでに修学資金を給付し、大学

を卒業した４名のうち、獣医師免許を取得した

３名は皆、本県に入庁しております。さらに、

獣医師を安定的に確保するため、給付期間の拡

大や給付対象者を増員すること等の修学資金制

度の拡充を本議会にお願いしているところでご

ざいます。

○太田清海議員 今度の議会で改善ということ

で、産業獣医師確保就業資金給付事業というの

を提案されておられますが、今までの取り組み

の給付については評価しますが、獣医師の確保

対策についてほかにどのような取り組みがある

のかということをお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 獣医師確保対

策につきましては、これまで、大学の獣医学部

などで就職の説明会や特別講義に参加し、公務

員獣医師の業務について理解醸成を図りますと

ともに、平成21年度からはインターンシップ学

生に対する研修費の一部助成等を行ってまいり

ました。また、県採用試験の受験年齢の引き上

げや初任給調整手当の支給などの対策も講じて

いるところでございます。さらに、今年度から

は、確保対策の強化を目的とした「宮崎県獣医

師確保対策チーム」を庁内に設置し、地元大学

との連携や学生への勧誘活動などの取り組みを

推進しております。高校生に対しても早い段階

から獣医師への意識づけを行うため、県内の高

校を訪問し、生徒や進路指導の先生と意見交換

会を行うなど、さまざまな対策を講じてまいり

ます。

○太田清海議員 これは医師確保等も同じよう

なテーマで言ったことがあるんですが、恐らく

給付というのは口座振り込みとか、そういうこ

とだろうと思いますが、その本人と宮崎県との

接触がなくてもいかんかなと思って、そういう

人たちを集めて年に１回オリエンテーションを

するとか、何か和むような、宮崎県になじんで

もらうような、そういう形をとってもらいたい

なと。そういう取り組みもされているのでしょ

うが、そのあたりはどんな感じがありますか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 給付をしてい

る方たちとのいろんなやりとりというのがござ

いますが、今後は、今御提案にありましたよう

なことを検討してまいりたいと思っておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。

次に、教育長にお伺いしたいと思います。教

育機関におけるバスの利用についてでありま

す。

実は、新聞報道で知ったわけですが、九州運

輸局宮崎運輸支局の方々が教育長をお訪ねに

なって、優良バス―優良事業者認定・認証制

度をとったところが、宮崎県にもそういう事業

所があるので、ぜひそういうバスを使ってもら

いたいという申し入れをされましたね。そのと

きに教育長も、何らかの機会にそれぞれのとこ

ろに使うように周知していきたい、そういうこ

とを言われておるようですけれども、どのよう
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な要請をしたのか、教育長にお伺いしたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 先日、県教育委員会

に九州運輸局宮崎運輸支局長が来所され、運輸

事業について最も優先すべきは安全・安心であ

ることの説明や、日本バス協会が実施している

優良運輸事業者の認定・認証制度についての概

要説明、さらには県立学校が学校行事等でバス

を利用する際は当該制度を参考にしてもらうた

め、周知を図ってほしい旨の要請がありまし

た。学校行事は保護者から児童生徒の命を預

かって実施するものであり、安全に十分配慮す

る必要がありますことから、その趣旨が伝わり

ますよう、今回の要請を受けまして、各県立学

校に対し、文書で通知を行ったところでありま

す。なお、要請をいただいたときに、宮崎運輸

支局長に対しまして私のほうから、どのバスの

業者でもきちっと安全を確保してほしいという

お願いをしたところであります。

○太田清海議員 これは、運輸局―国土交通

省ですが、そこがみずからこういった運輸業行

政の中に規制緩和をして、その行き過ぎが関越

道の事故とか、さまざまな事故が今どんどん起

こっていますけれども、その反省の上に立っ

て、公の機関が公の機関である宮崎県教育委員

会に申し入れをしたというのは、みずからのこ

れまでの行政がいかんかったのかなという思い

で、私は、異例のことだろうなという気がいた

します。それほど子供さんたちのいろんな移送

に関しては、十分安全を確保してほしいという

危機感からもあっただろうと思うんですけれど

も、貸し切りバスを利用する場合の学校行事に

ついてどんなものがあるのか、その選定の方法

についても教育長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 貸し切りバスを利用

いたします学校行事には、修学旅行、遠足、宿

泊研修などがあります。これらの学校行事等で

使用するバスの料金は原則、保護者負担となり

ます。バス業者の選定につきましては、児童生

徒の安全面はもちろんのこと、保護者の負担も

考慮し、入札等により各学校が選定いたしてお

ります。

○太田清海議員 その選定方法、多少安ければ

いいということでは問題があるという一つのア

クションだろうと思うんです。ぜひ、子供さん

たちの命を預かるいろんな事業ですから、ひと

つ警鐘を鳴らしておきたい、そうであってほし

いと思っております。

それから、学校行事において県外の事業者の

バスの利用というのがふえておるようですけれ

ども、そういった実態を把握しておられます

か。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では各

学校にバス業者の報告を求めておりませんの

で、いずれの貸し切りバス業者を利用している

かについては把握いたしておりません。ただ、

例えばセンター試験や高校総体など全県下の高

校生が動く行事などでは、なかなかバスの確保

が難しいというよう声は聞いております。

○太田清海議員 わかりました。地域経済循環

システムといいますか、地場産業、地場の事業

者を使っていくということも大変大事なことで

ありますので、教育長が今言われましたが、全

ての事業者が安全を保ってほしいというのは本

当にそうだろうと思います。ぜひ、貸し切りバ

ス事業者安全性評価認定制度というそうです

が、そういったところがふえてくるように期待

をしたいと思います。ぜひ、子供の安全という

立場を考えて、果たして安ければいいという風

潮は少しずつとめていただきたいなと思いま
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す。事故があったらこれは大変ですよ。

次に、障がい児教育についてお伺いします。

障がいのある児童生徒の小中学校から特別支

援学校への転学については、小中学校、それか

ら市町村教育委員会、就学指導委員会とも言う

ようですが、それから特別支援学校でそれぞれ

の役割、意見が違った場合なんかはどうするの

か、その調整をどう図られるのかということに

ついて教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校に在籍する

児童生徒の特別支援学校への転学につきまして

は、本人や保護者の希望を踏まえ、まず小中学

校の校内就学指導委員会において、障がいの状

態、学習や日常生活における支援の状況等をも

とに、転学についての検討が行われます。ま

た、転学先となる特別支援学校におきまして

は、きめ細かな対応が図られるよう、小中学校

や市町村教育委員会と綿密な情報交換を行い、

学校見学会や保護者との面談等を実施し、障が

い状況の把握や、本人と保護者の意向を確認す

るとともに、特別支援学校の教育内容について

理解を深めていただくように努めております。

このような事前の調整を行いながら、市町村教

育委員会が設置した教育、医学、心理等の専門

家で構成される就学指導委員会等に意見聴取を

行い、総合的、客観的な判断のもとに市町村教

育委員会が最も適した就学先を決定することと

なっております。

○太田清海議員 わかりました。三者対等であ

ろうかなという思いで、今言われたのは市町村

教育委員会のほうが最終的に決定するというこ

とでありますので、わかりました。

それでは次に、最後になりますが、防災マニ

ュアルについてであります。

保育所、幼稚園を経営されている方から、今

度の震災を受けて、どうしたらいいんだろう

か、どういうふうに子供を避難させようかとい

うことでいろいろ問い合わせがあります。宮崎

県はあるのかなと思ったんですが、どうも、保

育所、幼稚園の防災マニュアルの手引書、そう

いったものがないようでありますが、高知県で

はそれを作成しているというところもありま

す。本県の状況はどうなっているのか、福祉保

健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 東日本大震災

の被害を踏まえ、地震や津波などの災害から次

世代を担う子供たちの命を守るための防災対策

の充実、これを図ってまいりますことは大変重

要でございます。このため、幼稚園につきまし

ては、本年３月に国のほうから、学校防災マニ

ュアル作成の手引が幼稚園を含む各学校へ配付

され、地震・津波災害を想定した防災マニュア

ルの見直し作業が要請されておりますので、学

校法人検査などの機会を通じ、マニュアルの見

直しや避難訓練の実施等を指導しているところ

でございます。また、保育所につきましては、

年１回、現地で実施しております指導監査の

際、各園の防災マニュアルの内容や避難訓練の

実施状況などの確認、それから指導を行ってい

るところでございます。先般、南海トラフ地震

による被害想定が公表され、新たに大規模な津

波対策に係る視点を強化していく必要がありま

すことから、今後、県といたしましては、市町

村や幼稚園、それから保育所関係者などと意見

交換を行うなど、連携を図りながら、大規模津

波を想定した手引の作成について検討を進めて

まいりたいというふうに考えております。

○太田清海議員 わかりました。いろいろ議論

させていただきましたが、教育基本法の第10条

第１項、子供の教育については、父母、その他
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保護者に第一義的な責任があるということで、

本当にそうだろうと思います。家庭教育につい

ては、きちっと家庭でやろうとする。そういっ

た子供さんが育っていく。そして、その子供さ

んたちが社会の中に入るときに、社会の受け入

れの形が、非常に優しい社会であったり、いい

社会であればいいがなという思いを持って、そ

の辺は政治家の責任かなというふうに思いま

す。そういうことを述べながら、以上で質問を

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 新みやざき

の田口雄二です。

いよいよ最後の質問になりました。私は延岡

で遠いものですから、傍聴者が少ないと御心配

していただいたのか、井上紀代子議員のお姉さ

んたちが傍聴に来てくれました。遠慮されて

端っこのほうに座っておりますけれども、どう

もありがとうございます。

市議会議員時代を通じましても、最初と最後

の質問はまだ経験したことがありませんでした

が、とうとう一番最後のくじを引き当ててしま

いました。今回は既に代表質問があり、広範囲

に質問がなされており、また延岡市選出議員の

５人のうち既に３人が質問をしております。重

複をできるだけ避けながら質問をしてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、先週はロンドンオリンピックで活躍し

た松田丈志選手に県民栄誉特別賞、そして指導

する久世由美子コーチに知事感謝状を贈呈して

いただきました。知事、まことにありがとうご

ざいます。松田選手は私の東海中学校の後輩で

もあり、次男、長女ともに東海スイミングクラ

ブで一緒に練習をしていた関係もあり、実に感

慨深いものがありました。延岡市選出の議員

は、昨年の大相撲の最高行司を務めた第35代木

村庄之助さんの県民栄誉賞に続き、２年連続で

厳粛でかつ最高の名誉ある式典に参加すること

ができました。オリンピックではもう１人、延

岡学園高校出身の新鍋理沙選手も女子バレー

ボールの銅メダル獲得に大きく活躍してくれま

した。県民を熱くしてくれた２人の手形が延岡

駅前のオリンピック出場選手の手形・足形モニ

ュメントに新たに追加されます。お二人の今後

ますますの御活躍をお祈りいたします。丈志君

の言葉ではありませんが、私も手ぶらで延岡に

帰るわけにはいきませんので、元気が湧いてく

るような答弁をよろしくお願いいたします。

それでは、まず初めに、知事の政治姿勢から

お伺いします。

太陽光を初めとする再生可能エネルギーで発

電された電気を一定の期間、固定価格で買い取

ることを義務づける「電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

が成立し、固定価格買い取り制度が７月１日か

らスタートしました。全国３位の日照時間と恵

まれた条件の本県は、大きな可能性を秘めてい

ます。県内にも既にメガソーラーの建設や計画

が進められていますが、知事のこの制度に関す

る感想をお聞きします。

以上で壇上からの質問は終了し、残りの質問

は質問者席からとり行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県内へのメガソーラー建設に関する考えにつ

いてであります。本県では平成21年３月にソー

ラーフロンティア構想を策定しまして、メガ

ソーラーの立地や住宅用太陽光発電の普及、太
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陽電池関連産業の振興によります太陽光発電の

拠点づくりを進めてきたところであります。本

年７月から、再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度が開始されたことが起爆剤となりま

して、県内においても民間企業による新たなメ

ガソーラーの建設が相次いで進められていると

ころであります。また、具体的な計画も発表さ

れているところであります。県としましては、

今後とも、低炭素社会の実現や本県の恵まれた

自然環境を生かしたエネルギーの地産地消への

貢献という観点から、事業者への情報提供や相

談への対応などを通じまして、メガソーラーを

含む太陽光発電の導入を積極的に促進してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。メ

ガソーラーの建設はありがたいのですが、雇用

創出という面では非常に厳しいものがありま

す。安易に工業団地には誘致せずに、地域経済

が潤う企業の立地に努めていただきたいと思っ

ております。ただ、知事も当然御存じのよう

に、固定価格買い取り制度は、1991年に導入し

たドイツでは巨額の助成金を投入してきました

が、既にさまざまな問題が出てきており、買い

取り価格の大幅な値下げなど、制度の見直しを

進めています。国民全体に大きな費用負担を強

いた割には、それに見合う発電量が得られてい

ません。太陽光パネルの国内メーカー製造の使

用限定などの規制がなく、安い中国や韓国製品

が大量に流れ込み、ドイツの太陽光発電のトッ

プメーカー、Ｑセルズ社は倒産しています。し

かし、今回の日本の制度はドイツの苦い経験を

生かしたものとはなっておらず、新エネルギー

政策の柱になるのか疑問です。

将来のエネルギー選択の議論の中で、原子力

発電のあり方にさまざまな意見が出ていま

す。14日に政府は、「革新的エネルギー・環境

戦略」をまとめ、2030年代に原発稼働ゼロを目

指すことを決定しました。私は民主党に所属す

る議員ですが、この決定には全く同感できませ

ん。原発停止により現在の発電の主役は火力発

電になっています。その分、原油や液化天然ガ

ス等の化石燃料の輸入が数兆円単位で急増し、

欧州債務危機に伴う世界経済の減速とあわせ

て、日本の貿易収支は大幅な赤字に転落してい

ます。現在の火力発電の中東依存は25％を超え

ており、政情不安な地域に頼り過ぎです。円高

が日本の景気の伸びを阻害しているようにも言

われますが、円高でなかったら化石燃料の購入

費が大きくかさみ、貿易赤字はもっと大変なこ

とになっていたことでしょう。もう少し日本全

体が冷静になって日本の置かれている現状を

しっかりと認識し、原発の再稼働を含む多様な

エネルギー政策を進めるべきと私は考えます

が、知事のお考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今のメガソーラーのあ

り方についての問題、それから原発ゼロを含む

今後のエネルギーのあり方についての御指摘、

大変重要な御指摘をいただいたものというふう

に受けとめております。国のエネルギー・環境

会議で決定をされました「革新的エネルギー・

環境戦略」におきましては、2030年代に原子力

発電所の稼働ゼロを目指す方針が示されておる

ということでありますが、これまでの議論の中

では、今、議員も御指摘がございましたが、原

発をゼロとする場合の課題といたしまして、電

力需給の逼迫でありますとか、電気料金の大幅

な上昇、さらには化石燃料調達リスクの増大、

産業空洞化への懸念、また地球温暖化対策への

影響というさまざまな懸念が指摘されていると
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ころであります。このような課題は、国民生活

や産業の維持発展など、我が国の将来にかかわ

る重要な案件であるというふうに考えておりま

すので、国においては十分な説明責任を果たし

ていただくとともに、その対策をしっかり示し

ていただきたいというふうに思っております。

実は午前中、閣議決定がなされたということ

ですが、このエネルギー・環境戦略につきまし

ては、参考資料という扱いで決定から外されて

いるということでございます。方針を決めなが

らも、それを閣議決定まで至らなかった。いろ

んな事情があるとは思うんですが、非常に何か

腰の定まらない対応に国民からも、それから国

外からも見えてしまうのではないかと、大変

今、不安に思っておるところでございます。

今、議員の御指摘がありましたように、エネル

ギー政策は大変重要な問題であり、原発依存度

を減らしていくとか、その方向性については国

民の多くが望んでいることかもしれませんが、

それに伴うさまざまな負担なり影響というもの

をしっかり踏まえた上で、国民的な、腰を定め

た決断というものが必要ではないかということ

を強く感じるところであります。

県といたしましては、そういう議論にも参画

をする、県としての思いを伝えるということ

と、県ならではの再生可能エネルギーの普及促

進へ、太陽光発電を初め、しっかりと取り組ん

でまいりたい、そのように考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。この

方が好きか嫌いかは別にしまして、石原東京都

知事は、「ただ観念的に原発の是非のみを問

い、その結果が錦の御旗がごとく力を持つなら

ば、国を滅ぼす危険なことになりかねない」と

都議会で述べています。私もそのとおりだと思

います。

次に、既にこの議会で何度も質問が出ていま

すが、瓦れきの受け入れについてお伺いしま

す。私は２月議会の代表質問で知事に受け入れ

要請をしたこともあり、再度、確認をさせてい

ただきます。知事の申し入れに対して市町村か

ら拒否された最大の要因は何であったのか、お

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国が示した基準につい

て昨日来もいろいろ議論がございましたが、ま

ずは受け入れ判断の主体、いわゆる市町村とい

うものが、その国の示した基準というのを市町

村がどう判断するかというのが一つのポイント

としてあります。その先に、処理に当たる施設

の周辺の住民の皆さんはそれをどういうふうに

理解するか、さらにはその周辺住民の皆さんの

理解が得られた上で、外側からの、例えば観光

客でありますとか、そこの物産を買うお客さん

に対する風評被害への懸念、さまざまないろん

な課題があるわけでございますが、市町村にお

いて今回の判断というものは、施設がない、施

設の余力がないといったような個別の事情もあ

るわけでありますが、今言ったような国の基準

をどう受けとめて、それをさらには地域の住民

へ説明していくのかというところにおいて、健

康への影響や風評被害に対する懸念がある中

で、施設を設置するに当たっての市町村におけ

る地域の住民の皆さんとのこれまでのいろんな

経緯でありますとか、地域住民との関係を考慮

されて、将来にわたって責任ある判断をしなけ

ればならない―なかなか前に踏み切ることが

できなかったのではないかというふうに考えて

おります。県としては、国の基準より厳しい独

自の基準を示して、それを一歩進めるための議

論に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おったところでございますが、国において最終
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的な新しい団体への要請はしないということに

なりましたので、最終的に検討を終えることと

したところであります。

○田口雄二議員 要するに、自治体の皆さん

は、放射能に関係するものはやはり御免だとい

うことだと思うんですが、私はそのことは全く

問題ないと思っているんですけれども、仮に放

射能が心配という瓦れきが山積している被災地

に、職員を送り出している県内の自治体が幾つ

もあり、また県庁職員や警察官、教職員等の多

くの皆さんも現地に入り、長期に及ぶ職員もい

ます。瓦れきの放射能が心配だと言っておきな

がら、その渦中の場所に送り出していますが、

職員の健康問題等は全く気にしていないのか、

私は矛盾を感じますが、知事はこの件に関して

どうお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、答弁では、市町村

がどのような理由でということで申し上げまし

て、市町村自身がどう判断するか、それから地

域の住民の皆さんにどう理解していただくか、

それから風評被害というようないろんな段階を

追って説明をしたところでございますが、今御

指摘がありました東日本大震災被災地に対する

職員派遣というものは、未曽有の国難と言うべ

き状況に対し、一刻も早い被災地の安全の確保

と被災地復興のために、国や全国知事会などか

らの要請に応じて全国の自治体が対応している

ものでありまして、本県としましても、市町村

としても、可能な限りの人的な対応、支援を

行ってきたものであります。全国知事会なり市

長会等を通じての派遣要請におきましても、健

康被害等問題のないところへの派遣ということ

での要請をいただいておりますし、また改めて

個別の派遣が決まった場合には、その自治体に

対して、勤務地における業務の内容や当該地域

の放射線量の状況等を確認して、重ねて確認を

して、健康に影響のない範囲であるとの回答を

いただいた上で派遣をしているところでござい

ます。

なお、派遣職員につきましては、県の場合、

派遣終了後、必要に応じて健康相談を実施して

おりますが、放射線の影響による健康上の問題

は生じていないところであります。

○田口雄二議員 私も宮城県にも入りました

し、被災地の人はそこに住んでもいますので、

私も問題ないと思っておりますので、ぜひ人の

応援はやっていただきたいと思っております。

ただ、こんなことがございました。先日、県

当局からの要請もありまして、私ども民主党県

連は、口蹄疫による家畜の埋却地の土壌改良に

係る経費を来年度予算に盛り込んでいただくよ

う郡司農水大臣に直接申し入れに行き、色よい

返事をいただいたと、あるところで報告いたし

ました。すると、出席者の中から、口蹄疫で国

にお世話になりながら、国の要請には全く応え

ず、勝手のいいことばかりよくお願いできたな

と、県は何を考えているんだと痛烈に批判され

ました。私たちもそのことが気にかかり、一抹

の引け目を感じながらの要望でもありましたの

で、この言葉にはかなり私は参りました。瓦れ

きの受け入れ要請は既に終了いたしましたが、

今後、できる限りの支援で東北地方の再生・復

興に手を差し伸べていただきますよう、よろし

くお願いいたします。

次に、医療福祉についてお伺いをいたしま

す。

危機的な県北の医療状況は少しずつ改善され

つつあり、感謝申し上げます。県立延岡病院に

ことし４月から、心療内科・精神科が４年９カ

月ぶりに再開され、さらに来年４月には、平
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成20年９月から休診されていた消化器内科が再

開の運びとなり、宮崎大学から２名の専門医を

派遣していただくことになりました。ドクター

ヘリの４月就航に続き、現在、県立延岡病院に

は、新救命救急センターが平成25年度の供用開

始を目指して建設中です。これまでの７倍の面

積で医療機器も充実したものになり、３階の屋

上にはドクターヘリが離発着できるヘリポート

も整備されます。先日の宮原議員の質問で、浸

水対策においても必要最低限の医療機能が維持

できるとの答弁もいただきました。県北地域の

２次、３次救急医療体制の中心を担う救命救急

センターの充実、機能アップに大きな期待が寄

せられています。そこで、新救命救急センター

の医療スタッフの配置はどうなるのか、病院局

長にお伺いをいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院の救

命救急センターの体制でございますが、現在、

平日の昼間は、救命救急科の専門医師１名及び

救急研修中の研修医と、救急病棟の日勤看護師

で対応しております。また、平日夜間と土日等

休日につきましては、医師が、内科系の医師１

名、外科系の医師１名、研修医１名の計３名、

看護師は、病棟の看護師長１名と外来担当の看

護師２名の計３名が交代で対応しております。

県立延岡病院の救急機能につきましては、今年

度の救命救急センターの改築によりまして、

ハード面の充実が図られますので、これとあわ

せて体制面の充実を図るために専門医の確保に

現在取り組んでいるところでございますが、全

国的な医師不足の中、なかなか確保できない状

況にございます。延岡病院は、県北地域で唯一

の第３次救急医療を担う中核病院として地域住

民の方々の期待は大変大きいものと認識してい

るところでございます。今後とも引き続き、専

門医の確保や看護師等の体制充実等に努めまし

て、新しい救命救急センターの機能が十分発揮

できるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 施設も７倍になり、医療機器

もいいものになり、ドクターヘリも離発着する

ようになるのに、医療スタッフは変わらないと

いうことですね。昨日の清山議員の質問でも、

県立３病院の中で救急患者の受け入れも一番多

く、全ての患者に対応しているということもわ

かり、大変頑張っていただいているということ

はわかりました。医師確保が大変厳しい中では

ありますが、肝心の医療スタッフが当然、増員

になるものと思っておりましたので、ちょっと

残念ではあります。とはいっても、急に、施設

が７倍になったからといって、救急患者が７倍

ふえるわけではありません。高度な医療機器が

入り、レベルの高い治療が行われるようにな

り、また広いスペースになり、医療スタッフの

仕事がしやすくなったと理解しなければならな

いのかとも思います。引き続き、今、病院局長

が御答弁いただいたように、救急医療のさらな

る充実のため、マンパワーの確保に努めていた

だきたいと思います。そして、延岡病院には休

診している神経内科、眼科がありますので、そ

の医師確保にも御尽力賜りますようによろしく

お願いいたします。

次に、４月から就航したドクターヘリの出動

についてお伺いします。これまで何度も出動回

数が報じられ、順調に利用が進んでおり、期待

した効果が発揮されていると思っています。道

路事情が悪く、医療環境も厳しい県北地区がや

はり予想したとおり出動も多いようです。た

だ、これまで報告された出動状況は、なぜか延

岡地区はランデブーポイントからの現場搬送で

平成24年９月19日(水)



- 301 -

はなく、全て病院間の転院搬送ばかりです。私

は勝手に、延岡病院には脳梗塞等に対応する専

門の神経内科医が不在のため重篤な患者が運ば

れているのかなと思ったりしておるんですが、

なぜこのような状況なのか、延岡地区には特別

な要因でもあるのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の出動件数につきましては、運航開始しました

４月18日から９月17日までの153日間で、現場出

動が86件、転院搬送が61件の計147件となってお

ります。そのうち延岡地区は16件で、今御指摘

のとおり、全て転院搬送となっておるところで

ございます。この転院搬送された案件の中に

は、一たん救急車で市内の医療機関に運ばれた

ものの、処置が困難で、他の高度医療機関への

転院搬送の要請がなされたものもあるようでご

ざいます。なお、現場出動のほうも、５件の要

請が行われておりますけれども、いずれも運航

時間外や重複要請のため、出動できなかったと

のことでございます。

○田口雄二議員 延岡は出動要請から到着まで

に30分ぐらいかかりますので、ドクターヘリを

要請したが、その間、病院で応急治療をしてお

こうということもあるのかもしれませんね。状

況がわかりました。ありがとうございます。

次に、臨床研修医の件でお伺いします。これ

まで本県の医師確保は、いかに本県出身者を宮

崎大学医学部に入学させて、本県で臨床研修も

済ませてもらい、そのまま宮崎県内で医師とし

て働いてもらうことが大きな施策の一つでし

た。そのために宮崎大学医学部に、地域枠や地

域特別枠、そして学生向けに奨学金等を導入し

てまいりました。ようやくその成果が上がり、

宮崎大学医学部の約４割を本県出身者が占める

ようになり、今年度の研修医は58名と、過去最

高になりました。非常に喜ばしいことではあり

ますが、研修医確保ばかりが話題になっていま

したが、臨床研修の２年を経過した医師がその

まま本県にどれぐらい残っているのかは聞いた

ことがありません。今年度、県内で臨床研修を

終えた医師数と、そのうちどれほどが県内に

残ったのか、また県外に行った医師の原因等は

つかんでいるのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ことし３月に

本県で臨床研修を修了した医師が35名でござい

ます。そのうち27名の医師が県内に残っておら

れます。臨床研修修了後の進路等につきまして

は、各研修病院で個別面談を行っていただいて

おりますが、その中では県外に出ていかれた理

由として、「地元に戻る」「県外でキャリア

アップを図りたい」などの声があるというふう

に聞いております。県といたしましては、研修

医の定着を図りますため、若手医師等に対する

学会出席や専門医資格取得に要する経費の助成

等を行っており、今後とも、各研修病院と連携

を図りながら、宮崎で勤務いただくよう働きか

けてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 平成16年に研修医制度がス

タートし、18年に最初の研修期間を終えており

ますので、18年度以降のデータをいただきまし

た。おおむね７～８割の医師が残ってくれてい

るようですが、県立宮崎病院で研修した医師の

残留率が余りよくありません。平成23年は８人

の研修医のうち５人が県外へ、24年が６人のう

ち４人が県外に出ていっております。研修内容

がお気に召さなかったのか、あるいは県外でさ

らに高度な技術をつけて、いずれ本県に戻って

くるならいいのですが、原因をしっかりと調査
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して今後につないでほしいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、政権交代後、ヒブワクチン、小児用肺

炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの接

種が平成22年から国と市町村の補助で無料化さ

れました。特に、中学１年生から高校１年生の

女子を対象にした子宮頸がん予防ワクチンは、

がんを予防できる数少ないワクチンです。しか

し、補助がなければ５～６万円の費用がかか

り、以前から助成を求める要望の強いワクチン

でした。若い女性に急増しているがんでもあ

り、お母さん方には非常に喜ばれているワクチ

ンです。県内の対象となる小児や女子のヒブワ

クチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん

予防ワクチン接種状況について福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、

子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、平

成22年度から国の特例交付金を活用して無料で

の接種が開始されたところでございます。これ

らのワクチンの接種状況でございますが、平

成23年度末現在でございますが、ヒブワクチン

につきましては、対象者のおよそ５割程度であ

ります３万1,240人、小児用肺炎球菌ワクチンに

つきましては、対象者のおよそ６割程度である

３万6,045人、子宮頸がん予防ワクチンにつきま

しては、対象者のおよそ８割以上である２

万5,464人がそれぞれ接種を開始いたしておりま

す。

○田口雄二議員 せっかく無料で接種できるよ

うになったのですから、一人でも多くの対象者

に接種してほしいと思っております。さすがに

子宮頸がんは、関心が高かっただけに非常に接

種率も高くなっておりますが、先ほど申しまし

たが、一人でも多くの命が助かるように普及啓

発をしていただきたいんですが、ワクチン接種

についての普及啓発はどのようにしているの

か、再度お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、ホー

ムページや県の広報紙、テレビ・ラジオを活用

いたしまして、ワクチン接種についての周知を

図りますとともに、予防接種の円滑な実施のた

め、市町村、医療及び教育関係者を対象とした

ワクチンに関する最新の動向等についての研修

会を開催しているところでございます。また、

医師会の協力のもと、居住市町村以外の県内ど

こでもワクチン接種が受けられる体制を整備し

ております。ワクチン接種は疾病の予防に大変

効果的でありますので、今後とも、市町村、医

師会等との連携を図り、接種の推進に努めてま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 市町村や医師会、関係団体と

連携をしながら、しっかりと普及啓発に努めて

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

延岡医師会は、限られた医療資源にもかかわ

らず、延岡市夜間急病センターの深夜帯の診療

を６月からさらに木曜日も追加していただき、

週４日体制になりました。高齢化が進む延岡医

師会の御尽力には心から感謝を申し上げます。

来年度には延岡と宮崎間の高速道路が全線開通

する予定です。また、宮崎大学近くの清武南ま

でつながるのは大変ありがたく、夜間の医師の

派遣を宮崎大学がふやしていただけるのではな

いかと期待しているところで、延岡医師会の負

担が少しでも軽くなってほしいと思っていると

ころです。また、聖心ウルスラ学園高校が来年

４月に、５年一貫の定員40名の看護科を県北で

初めて開設していただくことになりました。県
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北地域で慢性的に不足している看護師を養成す

る学科がつくられることは大変ありがたく、心

から感謝申し上げまして、医療福祉に関する質

問は以上にいたします。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

2009年10月に延岡市岡富中学校でスタートし

た学校支援地域本部事業「はげまし隊」につい

てお伺いします。現役時代に化学や電気等の分

野で働いていた旭化成ＯＢ会の皆さん22名が、

ボランティアで中学生の数学や理科の授業の補

助をするものです。５年目の今年度からは新た

に２校が加わり、４校で実施されています。地

元企業と連携による授業支援は、全国でも例の

ない延岡独自の取り組みとして大きく注目され

ています。私は７月に、今年度から始まった母

校の東海中学校の「はげまし隊」の授業を参観

してまいりました。60～70代の旭化成のＯＢ会

の皆さんは１クラスに３名入っており、教室内

を回りながら、生徒からの質問に答えたり、問

題にてこずっている生徒の手助けをしたり、居

眠りをしている生徒に声をかけ、授業に参加さ

せようとしていました。先生は30代半ばで、ま

さにＯＢ会の皆さんから見たら自分の子供の世

代、そして生徒は中学１年生で13歳、まさに孫

の世代で、３世代が同じ教室で数学の問題に一

緒になって取り組むおもしろい光景を目の当た

りにし、実にほほ笑ましいものを感じました。

また、先生も、いつも参観日のようで気の抜け

ない指導になり、いい刺激を受けているようで

す。「はげまし隊」は約70名の会員となり、週

４時間ほどを受け持ち、１クラス３～４名が入

り、授業支援をしています。成績アップにもつ

ながっているようで、各学校から支援を求める

声が大きくなり、全市的な実施を目指して、５

月にＮＰＯ法人「学校支援のべおかはげまし

隊」が設立されました。役員には、市役所Ｏ

Ｂ、校長会のＯＢ、企業の幹部等が入り、今

後、幅広い人材確保を目指し、実施校を徐々に

ふやしていくようです。教育長はこの延岡市で

の取り組みをどのように評価しているのか、ま

た学校支援地域本部事業の概要と事業費につい

てお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校支援地域本部事

業は、学校と地域が連携協力を図り、地域住民

がボランティアとして学校を支援する事業で、

本年度は県内15市町村35地域で実施され、全体

の事業費は2,816万6,000円となっており、うち

延岡市の「学校はげまし隊」の事業費は教材や

資料代など120万円であります。この延岡市の

「学校はげまし隊」は、企業を退職された方々

が中学校の数学や理科の学習支援等に取り組ま

れているもので、学校からは、「理科実験での

企業レベルの安全指導は助かる」「企業目線で

校内の危険箇所を指摘していただき、ありがた

い」、さらに生徒からは、「授業の理解が一層

深まった」「励ましていただき、成績が伸び

た」などの感謝の声があり、まさに延岡ならで

はの、しかも今までのさまざまな経験や高度な

知識を生かしていただいた実にすばらしい取り

組みであると評価いたしているところでありま

す。

○田口雄二議員 ＯＢ会のボランティアの皆さ

んは、もちろん教員免許は持っていない方がほ

とんどです。熱心に事前準備、つまり予習を

しっかりやっており、丁寧に御指導いただいて

おります。ある方に声をかけましたら、気持ち

に張りが出てきて、ぼけ防止にちょうどいい

と、にこやかにおっしゃっていました。この取

り組みは延岡以外でも十分可能です。特に、高

学歴集団の県庁のＯＢの皆さんなどを活用する
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ことも十分考えられます。まず、教育長、週４

回、５つの中学校で実施されていますので、延

岡に足を運んだ際はぜひ一度視察していただき

たいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。

次に、延岡しろやま支援学校についてお伺い

します。４月13日に飛田教育長が声高らかに開

校宣言をし、「この学校が全国の先駆けモデル

としてよき学校になることを期待してやまな

い。本校の子供たちの可能性が延岡のシンボル

城山の鐘のように大きく広がることを祈りま

す」と、晴れやかに御挨拶されました。残念な

がら、その後の教育長は頭を下げるシーンばか

りでちょっと気の毒だなと思っておりますが、

それはさておきまして、聴覚、知的、肢体不自

由の３つの特別支援学校を統合するのは、全国

で初めてです。そのほかにも、これまでにない

取り組みが幾つも入っており、大きな注目を浴

びながらスタートして、既に半年が経過いたし

ました。期待と不安の中でのスタートであった

と思いますが、この半年を振り返って現在まで

の状況をどのように評価し、また開校に間に合

わず24年度にずれ込んだ駐車場整備やグラウン

ド整備の進捗状況を教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡しろやま支援学

校は、「地域とともに子どもたちの自立する心

と力を育み、可能性を高め、未来を拓く総合的

な専門教育の実現」を理念として設置いたしま

した。私も、準備段階での視察に加え、ことし

に入りまして、２度ほど本校を訪問いたしまし

たが、校内においては、異なる障がいの子供た

ちが一緒に行動したり、コミュニケーションを

図るなど、３校統合による効果が見られてきた

と感じたところであります。

半年を経過した学校の状況は、九州保健福祉

大学との連携により、理学療法士等の配置をす

るとともに、就労支援の充実を図るために、就

職先の開拓や企業への学校見学会を実施するな

どいたしております。また、地域教育支援セン

ターが中心となって、地域の障がいのある子供

に関する相談活動を月平均100件以上行うなど、

地域支援の充実も進んでおり、開校後半年を経

過したスタートの段階としましては、おおむね

順調に進んでいるものと考えております。

それから、今年度計画しておりました整備の

うちについてですが、既に安全対策用の囲い等

の設置は終え、現在、排水工事を行っていると

ころでありまして、運動場のトラック・フィー

ルドの整備や駐車場の舗装等につきましても、

全て年度内に終了する予定としております。工

事期間中の体育等の授業につきましては、延岡

西高等学校が使用しておりました広い体育館を

整備して使用していただいているところであり

ます。

○田口雄二議員 御父兄等からの要望もありま

して、８月６日、新みやざきの会派で学校に視

察に行ってまいりました。昼食に関する御要望

が多かったので、給食が始まる前に現場に入り

ました。学校そのものは宮崎杉をふんだんに

使っており、落ちついた感じのいい施設です。

肢体不自由のわかあゆ棟には給食を食べる専用

のランチルームがなく、４時間目に４つの教室

のランチルームへの模様がえを教職員が行って

いました。そして、ちょっと遠いなと感じる調

理室からワゴン車で給食を運んできて、配膳し

ていました。授業時間中に教職員が給食のため

にかかり切りになるというのはいかがなものか

と、視察した会派の一同が感じたものです。そ

の後、調理室を拝見させていただきましたが、

調理室手前には給食を運ぶワゴン車が所狭しと
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置かれており、調理員が窮屈そうにワゴン車の

間を移動していました。視察した会派の意見

は、わかあゆ棟の隣のスペースが大きくあいて

おり、ここに厨房やランチルームを設置したら

問題は解決するのではないかと考えますが、教

育長に御見解を伺います。

○教育長（飛田 洋君） 厨房につきまして、

狭いのではないかという御指摘をいただいたと

ころでありますが、新しい衛生管理基準に対応

した余裕のある仕様となっており、県内の特別

支援学校の中でも最大の広さとなっておりま

す。また、給食場所まで遠いというところと

か、配膳についてのことがお話にありました

が、教室や多目的室など給食をとる場所への運

搬につきましては、教職員が児童生徒への指導

に専念できるよう、調理委託業者が行う契約と

なっております。給食の配膳につきましては、

通常、生活指導の一環として子供たちと教職員

が一緒に行うこととなっており、肢体不自由棟

におきましても、児童生徒の障がいの状態に応

じた指導を行っております。このようなことか

ら、現在の実施体制で対応できているものと考

えております。また、ランチルームにつきまし

ては、現状においては今の給食をとる場所で支

障はないと考えておりますが、今後、児童生徒

数の推移など、そういう状況を見守りながら、

必要性について判断してまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 現時点では厨房もランチルー

ムも新たにつくる必要はないということです

が、御父兄や教職員の皆さんの御意見を今後も

しっかりと聞いていただきまして、ぜひ御検討

いただきますようによろしくお願いいたしま

す。

次に、肢体不自由のわかあゆ棟の廊下に関し

てですが、新しくつくられていますので、幅も

十分にあります。しかし、せっかく広くつくら

れた廊下は、車椅子や補助用具がずらりと並ん

だ状況で、スペースが死んでしまっています。

廊下の両サイドに手すりがついているのに、片

方の途切れ途切れになっている教室側の手すり

しか使えない状況です。車椅子や給食を運ぶワ

ゴン等が来たときは、視察している私どもは用

具と用具の間に体を移動して通り過ぎるのを待

つ状況です。災害時の緊急避難にも大きな支障

が出るのではないか、心配です。どうしてこん

なことになっているのかと関係者に聞くと、教

室が狭くて置くスペースがなく、廊下に置かざ

るを得ないとのことでした。せっかくのスペー

スを有効に使うためにも、防災面からも対策が

必要と考えますが、教育長に御見解を伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 肢体不自由棟を初

め、延岡しろやま支援学校の全ての廊下につき

ましては、バリアフリー基準を超える通路幅を

確保しており、車椅子を使用する児童生徒が十

分行き交うことのできる広さとなっておりま

す。ただし、肢体不自由のある児童生徒は、訓

練等において運動機能を高めるための補助用具

などを多く用いるため、一時的にそれらを廊下

に置くことがあり、車椅子同士の離合を妨げる

可能性があると聞いておりまして、そのような

状況だったんだろうと想像しております。防災

上の問題もありますので、余裕スペース、例え

ば余裕教室だとか昇降口の車椅子置き場、そん

なものもあるんですが、そういう余裕スペース

を活用するなど、よりよい教育環境となるよう

改善を図っているところであります。

○田口雄二議員 少しでもスペースを有効に使

えるようによろしくお願いいたします。
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今回の延岡しろやま支援学校の特徴の一つ

は、副校長に民間企業に勤めていた方を本県で

は初めて任用し、就労支援をすることです。早

瀬副校長は、これまで宮崎銀行に勤められ、転

勤で県内各地に赴任されたようで、広い人脈を

持ち、今後の活躍が期待されます。そこで、統

合前の旧３校の卒業生の進路状況について教育

長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 平成23年度の卒業生

の進路状況につきましては、延岡わかあゆ支援

学校及び延岡たいよう支援学校の高等部卒業

生、合わせて36名のうち、就職が５名、就職を

目指して職業訓練を行う就労移行支援事業所の

利用が９名、生活介護や自立訓練等を行う福祉

施設の利用が20名、その他が２名となっており

ます。また、延岡ととろ聴覚支援学校は中学部

までの設置でありましたので、卒業生の多く

は、都城さくら聴覚支援学校高等部に進学いた

しております。なお、都城さくら聴覚支援学校

に進学し、平成23年度に卒業した生徒は２名で

ありまして、地元企業への就職と福祉施設利用

となっております。

○田口雄二議員 なかなか就労が難しいことは

よくわかりましたが、大変厳しい内容だと思っ

ております。ただ、副校長先生は、しろやま支

援学校の前身の延岡西高校の出身で、母校で仕

事ができることを意気に感じているようでし

た。一人でも多くの就職がかなうようにこれま

での経験を生かしてほしいものだと思っており

ます。

次に、昨年に引き続き、ことしも宮崎大宮高

校で開催された普通科高校サマーセミナーを会

派で視察しました。私学を含む各普通科高校３

年生を対象に、約700名が参加し、指導力向上支

援教員を講師として、成績アップを図ります。

目指す大学や学部ごとに分かれて３日間の集中

講座で、制服の違う生徒たちが同じ教室でいつ

もと違う先生の指導を受け、切磋琢磨していま

した。参観をする先生も多く、先生方もいい刺

激を受けています。私は昨年、視察をした後、

北部教育事務所を含めた県の出先機関の幹部と

延岡市選出県議会議員との意見交換会の際に、

サマーセミナーは非常にいい取り組みで、この

県北地域か延岡市内での取り組みはできないか

と提言をさせていただきました。すると、既に

県南地区ではこの春から同様の取り組みをして

いるようです。日南高校、福島高校、そして日

南学園の各１年生30名から40名の計100名を超え

る生徒が集まって、３校の教師が講師を務め、

進学を意識しながら、学力向上に励んでいるよ

うです。県内地区の３つの高校が合同学習会を

開始したが、これはどこがどのように企画した

のか、またこの学習会をどう評価しているの

か、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 南那珂地区合同学習

会は、南那珂地区の高校生の学力向上に寄与す

ることを目的として、今お話にありましたよう

に、日南高校、福島高校、日南学園高校の３校

で組織する協議会が実施いたしております。こ

としの３月に１年生を対象とした合同学習会、

８月には２年生を対象として合同宿泊学習会を

開催しており、宿泊費等の経費は生徒の自己負

担であります。この学習会は、県立、私立、そ

の垣根を越えて、それぞれの学校が独自に協力

し合う、これまでにない意欲的なものであり、

同じ地域に学ぶ高校生の学力向上を目指すいい

取り組みであると高く評価をいたしているとこ

ろであります。期待もいたしております。

○田口雄二議員 大分県も同様の取り組みを積

極的に行っているようです。しかし、県南のこ
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の取り組みは、聞くところによると普通科高校

通学区域撤廃による優秀な生徒が宮崎市に多く

流れるようになり、地元の高校を選択してもら

うその対策も兼ねているようです。教育長の評

価は非常に高いようですが、このような地域に

おける取り組みを拡大することは考えていない

か、見解をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 合同学習会につきま

しては、県教委では、確かな学力強化推進事業

におきまして、県下の高校生を対象として合同

学習会として例年８月に、先ほど御視察いただ

いたというお話がありましたが、高校３年生向

けの普通科高校サマーセミナーと、高校２年生

向けのパワーアップセミナーを開催しておりま

す。今後、南那珂の取り組みはすばらしい取り

組みでありますので、その取り組みにつきまし

て、校長会や副校長・教頭会等の場において紹

介する予定といたしております。また、南那珂

地区以外で地域の状況に応じて近隣の学校が協

議を行い、このような学習会の取り組みを始め

るというようなケースの場合には、積極的に情

報提供や指導助言に努めてまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 サマーセミナーもすばらしい

のですが、参加者がかなり絞られます。地域で

の合同学習会であればもっと対象が広がります

ので、全体の底上げにもなると思いますので、

今後の取り組みをよろしくお願いいたします。

次に、「朝課外等への従事に係る兼職・兼業

等の取り扱いの変更について」という文書が教

育長から各県立学校長に通知された件でお伺い

をします。内容は、勤務時間外に実施する朝課

外等について兼職・兼業の手続を受けずに報酬

を得て事業に従事することは、その職務の信頼

性や公正性を損ないかねない。よって、今後

は、朝課外等はＰＴＡの依頼を受けた学校が実

施からＰＴＡ主催に、これまで不要であった兼

職・兼業の承認が必要となり、謝礼金を報酬と

して取り扱うよう９月１日からの実施を求める

ものです。この通知に基づき、各ＰＴＡが朝課

外等の主催者になることで、戸惑いが生じてい

ます。まず初めに、朝課外費やＰＴＡ会費等の

学校徴収金は年間でいかほどか、また使途目的

についてお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） ＰＴＡ会費等の徴収

金額についてでございますが、県立高校におき

まして、１年間に納めるＰＴＡ会費等の学校徴

収金の額は、修学旅行費など実費負担となる経

費等を除いたおおよその平均額で申しますと、

普通科高校で約６万3,000円、専門高校で約４

万7,000円となっております。

学校徴収金の使途目的でありますが、ＰＴＡ

活動、生徒会活動、部活動など、学校のさまざ

まな教育活動の支援を目的としております。

○田口雄二議員 県立高校では、ＰＴＡ負担で

よく話題になるのがエアコン等の空調設備です

が、本県の県立高校の設置状況と運用に係る経

費の負担はどうなっているのか、お伺いをいた

します。

○教育長（飛田 洋君） 普通教室の空調設備

につきましては、県立高校40校のうち25校に設

置されております。この25校のうち６校につき

ましては、宮崎空港や新田原基地の周辺におい

て騒音対策が必要な学校に設置されたものであ

り、設置費用と運用経費は国の補助を受けて県

で負担しております。残りの19校につきまして

は、夏季休業期間中に実施される課外授業にお

いて生徒の学習能率向上のために、教育財産の

目的外使用許可による設置を保護者が希望され

たものであり、設置費用と運用経費は保護者に
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負担をお願いしております。なお、九州各県に

おきましても、本県と同様の取り扱いとなって

おります。

○田口雄二議員 以前、私は、息子が県立高校

在学中にＰＴＡの監査役をしていたことがあり

ます。会計監査のときに、なぜこれがＰＴＡ会

費の中から支出されるのかと疑問に思ったもの

がありました。校長先生等の名刺代です。その

ときは校長先生から、他校でも、またこれまで

も同様の対応をしてきたと押し切られてしま

い、もう一人の監査役と納得のいかないまま印

鑑をついたのを思い出します。今、マスコミ等

で、徴収金が県によって大きな格差があること

や不適切な支出が指摘されていますが、本県の

場合、取り扱いのマニュアルがあるのか、また

そのチェック体制についてお伺いをします。

○教育長（飛田 洋君） 学校徴収金につきま

しては、事務処理の適正化や保護者の経済的負

担の軽減等を図るため、県教育委員会では平

成19年４月に、学校徴収金等取扱マニュアルを

作成し、それに基づいた指導を各学校に対して

定期的に行っております。また、チェック体制

につきましては、今お話にあったように、保護

者から選出された監査員による内部監査の実施

はもとより、準公金として公費に準じた取り扱

いをしており、県監査事務局による監査も実施

されているところであります。

○田口雄二議員 県監査事務局による監査が行

われておりますので、今は名刺代などは当然マ

ニュアルで除外されて適正な支出になっている

と思います。

次に、先ほど申しましたように、朝課外等が

ＰＴＡ主催になったことでＰＴＡ役員が困惑し

ているのは、朝課外等に教職員が従事した場合

に公務災害や通勤災害が適用されるのかされな

いかによって対応が変わってくるからです。こ

の適用はどうなるのか、また朝課外等の謝礼金

が報酬に変わりましたが、謝礼金と報酬の違い

は何なのかをお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 本県県立高校の朝課

外や、土曜日、日曜日の課外等につきまして

は、ＰＴＡとの協議の中で各学校で実施されて

きた歴史があり、生徒の進路実現に多大な貢献

をしてきたものと考えております。お尋ねの公

立学校教職員の公務災害及び通勤災害につきま

しては、認定機関である「地方公務員災害補償

基金」において、法令に基づき、これらに該当

するかどうかの認定が行われております。同基

金に確認いたしましたところ、ＰＴＡが主催す

る朝課外等につきましては、その業務がＰＴＡ

用務であり、公務でないため、これに起因して

教職員がけがなどをした場合には公務災害とし

て認められないとのことであります。また、出

勤・退勤時における災害については、認められ

る場合と認められない場合があり、例えば朝課

外等に引き続いて授業等の公務がある場合に

は、通勤災害として認められることがあるとの

ことであります。

朝課外等の謝礼金と報酬の違いについてであ

りますが、一般に、謝礼金とは相手に感謝の気

持ちをあらわすためのものであり、報酬とは労

働の対価として支給されるものであります。な

お、本県県立学校の朝課外等につきましては、

ＰＴＡからの要望に応えて各学校で実施されて

きたものであり、ＰＴＡからの謝礼金が支払わ

れておりましたが、本年５月の文部科学省の通

知等により、朝課外等の謝礼金も報酬とみなさ

ざるを得ないという考え方が国から示されたこ

とを踏まえ、今回、報酬として整理したところ

であります。
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○田口雄二議員 朝課外の場合は通勤災害が認

められる可能性が高いということがわかりまし

たが、公務災害が適用されない場合もあるとい

うことです。万が一のためにＰＴＡ等には対応

はどう指導していくのか、お伺いをいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） ＰＴＡが主催する朝

課外等に従事する教職員がけがなどをした場

合、公務災害または通勤災害として認められな

いことがありますので、万が一のことを考慮し

まして、保険加入の対応を行うことが望ましい

と考えております。このことを踏まえ、既に多

くの普通科高校では相応の保険に加入している

様子でありますが、今後、全ての県立高校の対

応状況を改めて把握し、必要な情報を提供した

り、各学校からの相談に応じたりするなど、Ｐ

ＴＡ主催による朝課外等が円滑に実施されるよ

う助言をしてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 これでＰＴＡに関する質問は

終わりますが、また改めて教育には金がかかる

なというふうに実感いたしました。高校授業料

無償化は、ばらまきと批判されましたが、経済

的な理由での退学者が減り、逆に復学する生徒

が増加しています。先進国の中で高校の授業料

が今どき有料の国のほうが珍しく、今まで無償

にしなかったことが問題だと思います。９月11

日、ＯＥＣＤが教育施策に関する調査を公表し

ました。日本の全教育支出に占める私費負担の

比率は31.9％で、チリ、韓国に次いで３番目に

高いことがわかりました。ＯＥＣＤの平均は16

％で、いかに日本は親が教育費にお金をつぎ込

んでいるかがわかります。先ほどの普通科高校

の徴収金は約６万3,000円です。これに修学旅行

費も入れると大きな支出になります。これまで

の国の予算編成が余りに教育費が少な過ぎた影

響もあるかと思いますし、日本の人材育成は親

の財布にかかるところが大き過ぎます。次代を

担う子供たちに予算をふやさなければと今回は

改めて思いました。

以上で教育行政の質問は終了し、交通網の整

備についてお伺いをいたします。

我が会派の西村代表、そして私もこの議場で

何度も訴えてきた小倉ヶ浜有料道路が来年５月

に無料化することが決まりました。細島港への

アクセスはもちろん、観光スポット馬ヶ背や大

御神社への利便性も向上し、観光にも大きな効

果が出るものと思います。ありがとうございま

す。

一方、国道10号土々呂地区の渋滞解消につい

て、これまで延岡市選出の議員が何度も何度も

質問してきましたが、これらは一向に解消しま

せん。渋滞する国道10号はこの間だけ２車線

で、並行する県道土々呂日向線は全く拡幅工事

が行われず、特に延岡市と門川町の境界あたり

は離合するのも大変です。先日、黒木正一議員

が、「ここを走っていたら車のドアミラーが落

ちていました。離合するときに衝突して落下し

たんだろう」と言われました。それほど危険で

狭隘な道路です。県北地区の長年の課題である

国道10号の土々呂地区の渋滞対策を県当局はど

う考えているのか、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 土々呂地区の

渋滞対策につきましては、まず国におきまし

て、これまでに国道10号の土々呂漁港入り口交

差点など２カ所に右折レーンを設置されたとこ

ろでありまして、本年度は引き続き、詳細な渋

滞原因の調査や対策の検討を行う予定と聞いて

おります。また、県としましても、県道土々呂

日向線におきまして、今年度より、船越地区の
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延長約240メートルの区間におきまして、道路拡

幅に取り組んでいるところであります。なお、

現在事業中の東九州自動車道及び国道10号延岡

道路が全線開通いたしますと、この土々呂地区

の渋滞解消にも寄与すると考えておりまして、

県といたしましては、今後の交通の状況を注視

しながら、国とも連携しまして、渋滞緩和に取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。船越

地区の240メートル区間において道路拡幅に今後

努められるということで、今までこの件に関し

て質問した中では初めていい回答を得ました。

ありがとうございます。拡幅工事までにはもう

少し時間を要するようですけれども、ようやく

少し前進をしたような気がします。ありがとう

ございます。

同じく延岡市内の渋滞緩和の期待がかかって

いる延岡西環状線は、この春に五ヶ瀬川に橋梁

もかかり、整備が進んできています。車の流れ

も変わりますし、延岡消防署、そして延岡警察

署ともつながっているので、緊急出動にも大き

な効果が出る道路となります。延岡西環状線の

進捗状況について、また未整備区間の今後の予

定について県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 延岡西環状線

の整備につきましては、延岡市と連携しまし

て、重点的に取り組んでおりまして、本年３月

には五ヶ瀬大橋が開通いたしまして、平成23年

度末で延長約8.7キロメートルのうち約5.1キロ

メートルが整備済みとなっております。県にお

きましては、未整備区間のうち、富美山団地北

側から祝子橋までの延長約1.3キロメートルの区

間について整備を進めておりまして、このうち

団地北側から約360メートルにつきましては、平

成25年完成を目指しております。また、残る祝

子橋までの区間につきましては、昨年度事業に

着手しまして、今年度は用地調査等を行うこと

としております。なお、延岡市が取り組んでお

ります約2.3キロメートルの区間につきまして

は、岡富地区など約1.2キロメートルが本年度末

に完成予定と聞いております。県といたしまし

ては、今後とも、市と連携しまして、早期整備

に向け、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

次に、商工観光行政についてお伺いします。

先日、香港で開催されました国際食品見本市

「フードエキスポ2012」を視察してまいりまし

た。アジア有数の見本市は、世界26カ国と地

域、1,000以上の企業や団体が参加する巨大なイ

ベントで、その規模の大きさを見るだけでも東

アジアの勢いを実感することができます。質の

高さと安全性で日本の食材への関心は高く、宮

崎ブースもにぎわっていました。本県からは９

つの企業が参加していましたが、どのような手

応えを感じていたのか、商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今回の香

港フードエキスポには、本県からは、乳製品、

調味料、漬物、焼酎など、初出展６社を含む９

社が参加し、期間中の商談によりまして、成約

が４件、成約見込みが38件あったところであり

ます。また、出展企業からは、「さまざまな情

報を得ることができた」「中国などへの足がか

りをつかむことができた」などの手応えや、

「試しに飲んでもらうためのサンプルをもっと

充実させて成約に結びつけたい」「言葉の違い

で取引に時間がかかる」などの今後に向けた御

意見があったところであります。今後とも、こ
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のような成果を踏まえまして、県内企業の販路

拡大に向けた取り組みを支援してまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 今のお話、うまくまとまれば

いいんですが、ちょっと今心配なのは、せっか

くの話が今回の日中関係が悪化していることで

足踏み状態にならないことを祈るばかりです。

時間がなくなりましたので、もう質問をやめ

ますが、上海に行きましたとき、上海の県人会

の方とお話をいたしました。ことし10周年を迎

えるそうでございまして、秋に式典を行うよう

です。ぜひ、知事に来てほしいという要望もご

ざいましたし、スケジュール調整をして何とか

足を運んでいただきたいと思います。ただ、そ

れも日中関係が良好なものになっていないとな

かなか難しくなるかもしれませんが、やはり日

本との関係は非常に大きな国でありますので、

このままうまくおさまってくれればと思ってお

ります。

ちょっと質問が残りましたけれども、以上で

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○外山三博議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてです

が、よろしくお願いいたします。提出をされま

した議案について質疑を行います。

議案第１号「平成24年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）」について伺いたいと思いま

す。今回の補正は、一般会計で57億3, 2 8 5

万3,000円が計上されております。今回の補正予

算が地域経済の活性化に、県民の暮らしや福祉

の向上につながるよう期待をするものです。そ

こでまず、地域経済活性化や雇用対策の新規事

業として、再生可能エネルギー等導入推進基金

積立金９億円が計上されております。どのよう

な事業に活用されるのか、具体的な事業内容を

お聞かせください。

また、同事業において今年度の活用として、

市町村が実施する事業を助成する経費に１

億3,060万8,000円が計上されております。支援

予定の自治体数及び自治体名、金額などについ

てお聞かせください。また、支援の上限につい

てもいかほどか、伺いたいと思います。

次に、木材価格対策事業として森林環境保全

直接支援事業１億円、また原木出荷調整資金２

億円が計上されています。具体的な事業内容と

その効果について伺いたいと思います。

次に、公共土地改良事業の県営畑地帯総合整

備事業において今回９地区の事業に２億9,756万

円の補正が計上されておりますが、その地区

名、及び特に尾鈴北部第１地区の事業の進捗状

況、事業効果についてお聞かせいただきたいと

思います。

次に、公共港湾建設事業で長寿命化計画策定

事業１億6,256万7,000円が計上されております

が、その事業内容について伺います。

最後に、特別支援教育に関して新規事業で複

数障がい種に対応した教育課程実践研究事業

に100万円が国の委託事業で計上されております

が、その事業内容について伺いたいと思いま
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す。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、再生可能エネルギー等導入推進基金積

立金についてであります。この積立金は、国か

ら再生可能エネルギー等導入推進基金事業の９

億円の内示を受けたことから、既設の環境保全

基金に積み立てるものであります。この積立金

は、平成24年度から28年度までの５年間で活用

することとしておりますが、災害時における必

要な電源を確保するため、地域の防災拠点や避

難施設等となる市町村の庁舎や学校などの公共

施設、医療機関などの民間施設への太陽光発電

設備や蓄電池などの導入を支援するものであり

ます。

次に、基金を活用した事業内容についてであ

ります。平成24年度は４町村の公共施設の整備

を支援する予定でございます。補助額は、予定

でありますが、国富町が2,600万円余、門川町

が4,400万円余、椎葉村が3,200万円、五ヶ瀬町

が2,600万円余の合計１億3,000万円余でござい

ます。また、補助の上限額につきましては、国

の交付要綱等におきましても設けられておりま

せんので、本県におきましても設ける予定はあ

りません。

次に、木材価格対策の事業内容と効果につい

てであります。森林環境保全直接支援事業は、

国の補助事業を活用して森林整備に対して補助

するもので、今回の補正は、森林組合等におけ

る自主的な生産調整を支援するため、下刈りの

２回刈りを補助対象として拡大するものであり

ます。この事業により、素材生産に携わる作業

員の雇用の場が確保できるものと考えておりま

す。また、原木出荷調整資金は、出荷調整に必

要な短期資金を２億円を限度に低利で融資する

もので、今回の補正は融資枠を３億3,000万円か

ら６億3,000万円に拡大するものであります。こ

の制度資金により林業事業体の経営安定化が図

られるものと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県営畑地帯総合整備事業についてでございま

す。今回の補正予算では県営畑地帯総合整備事

業について、川南町から都農町にまたがる尾鈴

北第１地区、都城市の払川第１地区、横尾原地

区、大井手地区、万ヶ塚地区、牧之原１期地

区、小林市の小林北部第１地区、南ヶ丘第１－

１期地区、八所地区の９地区を対象としており

ます。このうち尾鈴北第１地区につきまして

は、受益面積590ヘクタールを対象に平成13年度

に事業着手し、平成26年度完了を目指している

ところでありまして、今回補正を含めて事業費

ベースで約59％の進捗率となります。畑地かん

がい施設の整備等により、収量の増加や品質の

向上、新規作物の導入、干ばつや霜による被害

の防止、市場ニーズに応える計画的な作物生産

などが可能となり、需要に即した加工業務用野

菜等の土地利用型農業の確立や防霜によるお茶

の生産振興など、高収益・高生産性農業の展開

が可能になるものと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

港湾の長寿命化計画策定事業についてであり

ます。県が管理しております岸壁や防波堤など

主要な港湾施設は、細島港を初め、15港湾で

約310施設ございまして、20年後には建設後50年
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を経過する割合が半数を超え、施設の急速な老

朽化が懸念されているところでございます。こ

のため、状態が悪くなる前に補修を行います予

防保全的な維持管理へ転換することとしまし

て、必要な施設の機能を維持しつつ、将来のコ

スト縮減や平準化を図るため、長寿命化に資す

る計画を策定するものでございます。具体的に

申し上げますと、岸壁や防波堤など港湾施設の

変状や劣化度を調査し、施設の点検計画や維持

管理方針を示した長期的な維持管理計画を策定

するものでございまして、平成20年度からこの

事業に取り組んでおり、本年度が最終年度と

なっております。これまでに約70の施設で策定

済みでございまして、本年度は残りの約240施設

で実施する予定としております。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

複数障がい種に対応した教育課程実践研究事

業についてであります。本事業は、文部科学省

の委託を受け、聴覚障がい、知的障がい、肢体

不自由の３つの教育部門を持つ延岡しろやま支

援学校におきまして、部門別や部門間の連携に

よる専門性の高い教育システムの構築を図るた

めに実践研究を行うものであります。内容とい

たしましては、一般就労に向けて、企業等から

講師を招聘しての職業教育に関する技術指導の

あり方や、理学療法士等と連携した機能訓練に

おける専門性向上のあり方などについて研究を

行うものであります。以上であります。〔降

壇〕

○前屋敷恵美議員 時間がありますので、再質

を少しさせてもらいたいと思います。

２点ほどお伺いをしたいんですが、再生可能

エネルギー導入の９億円の積立基金の運用につ

いてなんですけれども、５年間でこの９億円を

取り崩して活用するということです。目的が地

域経済の活性化や雇用の創出ということもある

ので、積極的な活用も必要かというふうに思う

んですけれども、毎年決まった額で活用してい

くのか、申請に応じて年度年度でその金額の使

い方は違うのか、早目に終わってしまえば５年

待たず取り崩すのか、そういう運用のあり方、

その辺をお聞かせください。

○環境森林部長（堀野 誠君） この支援の考

え方なんですけれども、それぞれの市町村から

要望をとって、その要望の中身というのは、年

度ごと、何年度にどういった施設を整備する

か、また太陽光発電の機能なり蓄電池の機能な

り、それぞれ異なってまいります。したがいま

して、年度によって多い少ない、不規則といい

ますか、一定額じゃない状態が出てくると思っ

ています。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございます。

もう１点、畑地かんがい事業についてです

が、特に尾鈴北部第１地区については26年度が

完成予定ということで、13年間、事業がかかる

わけですね。農業を取り巻く情勢というのも

刻々と年々変わってきている状況もあって、果

たしてこの事業が効果的に生かされるのかとい

うところもあるんですけれども、現段階ではど

うでしょうか。約６割が進捗状況、進んでいる

ということで、あと数年で終わるのかなという

気もするんですけれども、その辺の状況だけお

聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 13年度から始

まって、26年度完了を目指して、まだあと何年

かございますけれども、やっているところでご

ざいまして、私どもとしては、先ほど申し上げ

ましたように、収量の増加、生産性の向上と

か、非常に効果が大きいものですから、少しで
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も早くできるようにということで、最大限の努

力をしてまいりたいと思います。

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。以上で終わります。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第12号から第23号まで採決

○外山三博議長 次に、さきに提案のありまし

た公安委員会委員、教育委員会委員及び公害審

査会委員の任命の同意についての議案第12号か

ら第23号までの各号議案を一括議題といたしま

す。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第12号から第23号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第11号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第11号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託をいたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から26日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、27日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時15分散会

平成24年９月19日(水)



９月27日（木）



平 成 2 4 年 ９ 月 2 7 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで及び決算議案の上程であります。

まず、議案第１号から第11号まで、請願第22

号及び第23号並びに継続審査中の請願第20号及

び第21号を一括議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、黒木正一

委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件及び新規請願１件の計３件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、請願第20号については賛成多数によ

り、その他の議案及び請願については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成24年度宮崎県一般会

計補正予算（第１号）」についてであります。

今回の補正は、木材価格対策、地域経済活性

化・雇用対策及び子育て支援対策等並びにその

他必要とする経費について措置するものであ

り、57億3,200万円余の増額補正となっておりま

す。

補正予算に要する一般会計の歳入財源の主な

ものは、繰越金23億800万円余、国庫支出金16

億4,400万円余であります。この結果、補正後の

一般会計の予算規模は、5,785億6,200万円余と

なります。

このうち、総合政策部所管の予算は、4,200万

円余の増額補正であり、補正後の予算額は、131

億1,100万円余であります。また、総務部所管の

予算は、22億3,600万円余の増額補正であり、補

正後の予算額は、2,639億4,200万円余でありま

す。

次に、「宮崎県中山間地域振興計画に基づい

て行った主な施策について」であります。

本計画は、中山間地域における重要かつ特徴

的な課題に対応した重点施策として、「産業の

振興」、「集落の活性化」及び「日常生活の維

持・充実」の３つを掲げ、それぞれの施策につ

いて、各部局が連携して取り組んでおり、当局

より、平成23年度の各部各課の取り組み状況

と、目標指標の達成状況などについて報告があ

りました。

このことについて委員より、「中山間地域の

活性化に向けて、地域の実態を把握するため

に、どのような取り組みを行っているのか」と

の質疑があり、当局より、「今年度から、地域

の実情に応じた対策を推進するため、県内７地

域に中山間地域振興協議会を設置することとし

ている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、中山間地域で

は、人口減少や高齢化などの進行により、集落

機能の低下や地域活力の喪失が急速に進みつつ

あるので、地域の課題や実情を把握するための

取り組みを一層推進し、それを今後の施策に確

実に反映させ、中山間地域対策に万全を期すよ

う強く要望いたします。

また、これに関連して委員より、「今回報告

された「中山間地域振興計画に基づいて行った

平成24年９月27日(木)
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主な施策について」及び「平成24年度政策評価

の結果について」は、いずれも複数の部局に関

係する事項であるので、専門的かつ綿密な調査

を行うため、各関係委員会にも説明することを

検討していただきたい」との要望がありまし

た。

次に、「ディスカバーみやざき古事記をゆく

浪漫紀行」キャンペーンについてであります。

これは、古事記編さん1300年をテーマに、祭

りやシンポジウム等を一体的・集中的にＰＲす

るとともに、100万泊県民運動を初めとする３つ

の県民運動との相乗効果を図り、幅広い分野の

イベント等と連携しながら、全県的な盛り上げ

を図るものであります。

このことに関連して、委員より、「本県観光

の目玉となり得る西都原古墳群の世界遺産登録

を目指して、積極的に取り組んでいただきた

い」との要望がありました。

次に、社会保障・税一体改革に伴う消費税及

び地方消費税等の取り扱いについてでありま

す。

このことについて当局より、「平成24年８

月10日に関連法案が成立したことを受け、消費

税及び地方消費税の税率が段階的に引き上げら

れ、また、消費税に係る地方交付税の法定率が

変更される」との説明がありました。

これに対して委員より、「消費税率の引き上

げ等は、本県の財政や県内企業にも大きく影響

するものであるため、今後の状況や、国におい

て講じられる総合的な施策等を見きわめなが

ら、必要な対策を検討していただきたい」との

要望がありました。

次に、南海トラフ巨大地震等に対する今後の

対応についてであります。

このことについて当局より、「内閣府が公表

した津波高及び浸水域等の推計結果を踏まえ、

県においてさらに詳細な検討・シミュレーショ

ンを進めることとしている。また、後方支援拠

点として活用する候補施設を調査中であり、年

度内には選定したいと考えている。さらに、市

町村との情報交換や連携強化を図るため、年内

に協議会を設置する予定である」との報告があ

りました。

このことについて委員より、「市町村におい

て、高台への避難経路となる階段や避難タワー

の検討が進められているが、これらは市町村の

役割であるのか」との質疑があり、当局より、

「現在の法律では、市町村が担うこととされて

おり、そのような対策に国の支援が受けられる

よう、新たな法整備や支援スキームの創設を要

望しているところである」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、巨大地震に係る

対策のうち、特にハード面の整備には、多大な

予算及び時間を要しますが、いつ起こるかわか

らない災害に備えて、今できることは何かを確

実に見きわめ、できることから早急に着手して

いただくよう強く要望いたします。

次に、請願第20号「「緊急事態基本法」の早

期制定を求める意見書提出を求める請願」につ

いてであります。

同法は、外部からの武力攻撃やテロ、大規模

自然災害を想定した非常事態条項を明記するも

のであり、当請願は、その早期制定を国へ要望

する意見書の提出を、当議会に対して求めるも

のであります。

このことについて一部の委員より、「国が判

断すべき問題である」との意見や、「領土問題

を含む歴史的事実を十分に論議した上で採決す

べきではないか」との意見がありました。

平成24年９月27日(木)
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最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、厚生常任委員会、髙橋

透委員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、厚生常任委員会に付託を受けました案

件は、議案第１号外２件及び新規請願１件の計

４件であります。慎重に審査をいたしました結

果、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。

なお、議案第１号及び第６号については全会

一致により、また議案第11号については賛成多

数により、請願については賛成少数により決定

いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で６億5,100万円余の

増額補正であり、この結果、一般会計及び特別

会計を合わせた補正後の福祉保健部の予算額

は、991億8,500万円余となります。

このうち、障がい者工賃向上情報発信強化事

業についてであります。

これは、障害福祉サービス事業所で働く障が

い者の工賃を向上させるため、各事業所の商

品、技術力などの情報を収集し、企業や消費者

に向けてＰＲすることにより、事業所の認知度

を高め、企業との取引拡大や消費者への販売促

進を図るものであります。

このことについて複数の委員より、「収集し

た情報はインターネットサイトに掲載してＰＲ

するとのことだが、受注につながり、販路拡大

となるよう積極的に情報発信に努めてもらいた

い」との要望がありました。

次に、議案第11号「宮崎県歯科保健推進計画

の策定について」であります。

このことについて委員より、「フッ化物洗口

については、賛否両論、幅広い意見があるの

で、フッ化物洗口を望まない方々の立場も尊重

した計画にすべきではないか」との意見があ

り、当局より、「学校等におけるフッ化物洗口

の実施に当たっては、現在も実施主体である市

町村が学校、学校歯科医、保護者などの十分な

理解を得た上で実施しており、今後とも、国の

マニュアル等を県から示しながら、希望者に対

して実施するよう取り組んでいきたい」との答

弁がありました。

次に、障がい者の虐待防止・権利擁護に係る

取り組みについてであります。

このことについて委員より、「虐待を発見し

た者が市町村に通報する前に、作業所など施設

内に設置している第三者委員等の活用を推進す

べきではないか」との意見があり、当局から、

「障がい者は弱い立場にあり、たとえ外部の委

員であっても、不利益をこうむることを恐れて

申し出ることができない場合もあるので、市町

村への通報の義務が課せられたものである」と

の答弁がありました。

また、委員より、「特別支援学校など教育現

場は、虐待を発見しやすい立場にあるので、教

育機関等に対しても周知を徹底してもらいた

い」との要望がありました。

次に、宮崎県子ども・若者総合相談センター
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の開設についてであります。

このことについて委員より、「センターを活

用してもらうためには、広報・啓発に努めると

ともに、積極的に関係機関等に働きかけていく

べきではないか」との意見があり、また別の委

員より、「センターの運営に当たっては、目的

に沿った成果を上げるために、柔軟に対応しな

がら取り組んでもらいたい」との要望がありま

した。

次に、県立病院における南海トラフ巨大地震

等大災害への防災対応状況についてでありま

す。

このことについて委員より、「県立病院の中

でも宮崎病院は基幹災害拠点病院として県民の

期待も大きいので、財政的に厳しい状況である

が、しっかりしたコンセプトを持って病院のあ

り方を検討してもらいたい」との意見があり、

これに対し当局から、「宮崎病院は築29年が経

過しており、施設の老朽化や救命救急センター

が手狭になっていることなどから、建てかえも

含めて検討を行っており、今年度中には考えら

れる案を整理したい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、地震はきょう起

きるかもしれないものであるので、大規模災害

の発生時における継続した機能の確保に万全を

期し、迅速かつ的確に災害対策に取り組むこと

を要望するものであります。

次に、消費税増税に係る地方消費税の配分に

ついてであります。

このことについて委員より、増税される５％

のうち地方消費税分の1.2％の配分について質疑

があり、当局から、「増税分については、全国

知事会等において人口比での配分を軸に議論が

なされていると聞いている」との答弁がありま

した。

これに対して委員より、「増税分の地方消費

税は、社会保障関係経費のための財源とされて

いるので、社会保障を多く必要とする高齢者の

人口割合等を考慮して配分すべきではないか」

との意見がありました。

当委員会といたしましては、増税される地方

消費税の配分に当たっては、真に社会保障関係

経費の財源を必要とする地方に適正に配分がな

されるように、国及び全国知事会に提案いただ

くよう要望するものであります。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第9項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、商工建設常任委員会、

山下博三委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。

なお、議案第２号については賛成多数によ

り、その他の議案及び請願については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第２号「平成24年度宮崎県えびの

高原スポーツレクリエーション施設特別会計補

正予算（第１号）」についてであります。

これは、県営えびの高原スポーツレクリエー
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ション施設のスケートリンクのフェンスが一部

損傷したため、修繕する費用を増額補正するも

のであります。

審査に当たっては、当局から説明を受けると

ともに、現地調査も行ったところであります

が、複数の委員より、「当該施設の破損につい

ては事前に報告がなく、対応策についても事前

に説明がなかったが、十分な審査を行うには、

議案として上程する前に報告するべきではない

か」との意見があり、当局より、「今後は今回

の件を踏まえて、早い段階での説明を行うよう

努めてまいりたい」との答弁がありました。

また、複数の委員より、「当施設の安全確保

については、万全な対策を講じていただきた

い」との強い要望がありました。

なお、当議案の予算の執行に係る附帯決議の

提出につきまして、全会一致とならず、議員発

議により提出することとなりました。

次に、公益財団法人みやざき観光コンベン

ション協会についてであります。

このことについて複数の委員より、「本県の

観光振興にとって大変重要な団体であり、機動

力を備えた実務的な組織となるため、常勤の会

長及び副会長を選任してはどうか」との意見が

あり、当局より、「当協会の会長及び副会長は

理事会での決議によって選任されるので、御意

見の趣旨を踏まえ、次回の選任においては、十

分議論されるよう伝えてまいりたい」との答弁

がありました。

商工観光労働部をめぐる最近の動きについて

であります。

初めに、宮崎県中小企業振興条例（仮称）に

ついてであります。

このことについて委員より、「中小企業を取

り巻く環境は非常に厳しい状況にあるので、真

に実効性のあるものとしていただきたい」との

意見があり、当局より、「条例は制定すること

が目的ではなく、条例制定後、どのような施策

を実施し、いかに中小企業の振興を図っていく

かが重要であるので、そのような考えのもと取

り組んでいきたい」との答弁がありました。

次に、「みやざき経営アシスト」の設立につ

いてであります。

このことについて委員より、「中小企業にお

いては、原材料価格の高騰、個人消費の低迷な

ど需要の停滞や業種間格差の拡大、さらには本

県が経験した口蹄疫、高病原性鳥インフルエン

ザ及び新燃岳の噴火などにより、ホテル・旅館

業を含む県内中小企業は大きな影響を受けてい

る。また、2008年秋のリーマン・ショックを

きっかけに、中小企業への貸し渋りや貸し剥が

しを防ぐために導入された中小企業金融円滑化

法が来年３月末で終了することを受け、返済の

繰り延べや追加融資に応じてもらえない可能性

が高まり、中小企業の経営が行き詰まるおそれ

がある。そうした状況を踏まえ、他県において

中小企業再生ファンドの設立に向けた動きがあ

るが、本県でもそのような設立への研究・検討

をしていただきたい」との意見があり、当局よ

り「中小企業再生ファンドを設立し、企業の支

援をしていくことは有効な施策の一つと考え

る。しかし、設立には多額の資金を必要とし、

その運用には高度で専門的な知識を持った人材

を必要とするなどさまざまな課題がある。今

後、全国の状況や金融機関の意見、関係団体の

意見を勘案しながら、研究・検討していきた

い」との答弁がありました。

次に、香港・上海市における宮崎プロモー

ション展開についてであります。

このことについて委員より、「東アジア市場
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の開拓や経済・人的交流を拡大し、その活力を

取り込んでいくことは、本県経済・産業の浮揚

を図る上で大変重要な課題であるが、今日の領

土問題を発端とした日中間の不安定な状況に鑑

み、11月に予定されている香港・上海市への訪

問については、延期を含め慎重に検討していた

だきたい」との意見がありました。

次に、100万泊県民運動についてであります。

このことについて委員より、「当運動につい

ては、漠然とした単なる呼びかけの運動で評価

ができない。目標を達成するための具体的な対

策・方針を打ち出していただきたい」との意見

があり、当局より、「当運動は、県民の方々に

県内の魅力を再発見していただく、泊まってい

ただくというものであり、県外からの誘客を促

進する手法とは違った新しい切り口で少しずつ

取り組みを始めているところである。今後も地

域の魅力ある観光資源を見出し、当運動が達成

されるよう取り組んでいきたい」との答弁があ

りました。

次に、社会資本整備についてであります。

このことについて委員より、「当初予算額に

対する国の内示額はどういう状況か」との質疑

があり、当局より「補助公共・交付金事業につ

いて、今年度当初予算額は約351億円を計上して

いる。それに対して国から300億円を内示されて

おり、差は約51億円となっている」との答弁が

ありました。

このことについて委員より、「本県の社会資

本整備は、他県に比較しておくれており、補助

公共・交付金をより多く獲得するためのあらゆ

る方策を検討していただきたい」との意見があ

り、当局より、「知事を先頭に繰り返し国に出

向くなど、要望活動を行っているところであ

り、今後も継続して財源確保に努めてまいりた

い」との答弁がありました。

最後に、当委員会において、「商工観光振興

対策及び土木行政の推進に関する調査」につき

ましては、地方自治法第109条第９項の規定によ

り、閉会中の継続審査といたしたいので、議長

においてその取り扱いをよろしくお願いいたし

ます。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、環境農林水産常任委員

会、松村悟郎委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で14億4,500万円余の

増額補正であり、この結果、一般会計及び特別

会計を合わせた補正後の環境森林部の予算額

は、266億4,300万円余となります。

このうち、再生可能エネルギー等導入推進基

金事業についてであります。

これは、公共施設等に再生可能エネルギー等

を導入する際の経費を補助することにより、低

炭素社会の実現を推進するとともに、大規模災

害に備えた災害に強い地域づくりの構築を図る

ものであります。

このことについて委員より、「補助対象とな

る施設が一つの市町村に偏ることはないのか」
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との質疑があり、当局より、「地域の自立した

電源を確保することが重要であるため、地域の

バランスを考えて、要望のあった市町村に整備

していきたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「地産地消の観点か

ら、県内企業で製造している太陽光パネル等を

使用するよう指導していただきたい」との要望

がありました。

次に、木材価格対策事業についてでありま

す。

これは、県産材を活用した木造住宅づくりの

支援や地産地消を促進する情報発信等を行うこ

とにより、県産材の需要を拡大し、木材価格の

回復を図るものであります。

このことについて委員より、「乾燥柱材80本

を抽選で100戸に提供する事業については、県民

にどのように広報するのか」との質疑があり、

当局より、「新聞広告を予定しているが、県民

に広く周知するため、その他の方法について

も、今後検討していきたい」との答弁がありま

した。

また委員より、「普及啓発事業の１つである

県外事務所の内装木質化事業の実施に当たって

は、事業効果が発揮されるよう工夫していただ

きたい」との要望があり、また別の委員より、

「県内の学校にある机やいすをすべて木質化す

れば、教育的にも県産材の活用の面でも効果が

見込まれるため、導入を検討していただきた

い」との要望がありました。

当委員会といたしましては、県産材について

県内外に広く情報発信するとともに、一人でも

多くの方に県産材の魅力を理解してもらえるよ

う、事業内容等を工夫し、今後とも積極的に施

策を展開していただくよう要望いたします。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で４億7,000万円余、

特別会計で6,800万円余の増額補正であり、この

結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の

農政水産部の予算額は、359億4,000万円余とな

ります。

このうち、新技術導入広域推進事業について

であります。

これは、試験研究機関で開発された成果や地

域で生み出された特色ある技術等について、関

係機関・団体等と連携した技術実証と普及を行

い、生産性の向上や生産物の高付加価値化を図

るものであります。

このことについて委員より、「ユズや麦焼酎

の麦等のいまだ利用していない食品残渣の飼料

化技術等が新技術として挙げられているが、ビ

ールかすなどは対象とならないのか。また、事

業実施地域となっていない地域を今後含めるこ

とはできないのか」との質疑があり、当局よ

り、「平成26年度までの３年間で取り組む事業

であり、今後、現地の要望等があれば検討して

いきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、産地の収益力の

向上を図るため、確立した新技術を速やかに農

家に技術移転するとともに、新たに各地域から

上がってくる課題に対して、積極的に解決法を

検討していただくよう要望いたします。

次に、家畜防疫体制の強化についてでありま

す。

このことについて委員より、「一層の防疫の

強化を図るためには、迅速な情報伝達が必要で

あるが、国外の家畜伝染病の発生状況など、災

害情報は農家の方々に伝わっているのか」との

質疑があり、当局より、「個人への電子メール

配信や市町村等へのファクスなど、複数の手段
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を用いて情報の伝達を行っている」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、常に緊張感を

持って防疫意識を維持することは難しいことで

はあるが、口蹄疫被害の記憶を風化させず、力

強く発展するためにも、農業巡回指導や関係者

相互の啓発等を引き続き行うことによって、高

い防疫意識の維持に努めていただくよう要望い

たします。

次に、県が出資している法人等の経営状況に

ついてであります。

このことについて委員より、「各法人等の経

営状況について報告を受けたが、重要な役割を

担っているところもあれば、所期の目的を達成

したのではないかと考えられるものもある。組

織のスリム化など法人等のあり方については、

県がリーダーシップをとって検討を進めていた

だきたい」との意見があり、また別の委員よ

り、「特に財団法人宮崎県環境整備公社につい

ては、社会環境の変化により産業廃棄物処理収

入が激減していることから、財務内容の改善に

向けて抜本的な改革を検討していただきたい」

との意見がありました。

また、このことに関連して委員より、「法人

等に派遣した県職員の人件費を県が直接負担す

ることは理解できるが、その点が反映された報

告がなければ、実態を把握することができず、

適切な審査を行うことができない」との意見が

あり、当局より、「今後、全庁的に検討して対

応していきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県が出資してい

る法人等については、適切に審査できるよう報

告内容を工夫するとともに、法人等を取り巻く

環境の変化を考慮し、組織の効率化や財務内容

の健全化に向けて、不断の見直しを行っていた

だくよう要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、西村賢委員長。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致に

より決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会所管の補正予算でありま

す。

今回の補正は、一般会計で141万円余の増額補

正となっており、この結果、補正後の一般会計

予算額は286億9,252万円余となります。

次に、議案第５号「地方警察職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

今回の改正は、現行の銃器犯罪捜査従事作業

手当の支給対象業務を拡大し、暴力団犯罪の被

害者等に対する保護対策業務従事者への支給を

可能にすること及び人事院規則の一部改正に準

じて、現行の災害警備作業手当額等の所要の見

直しを行うものであります。

このことについて委員より、「銃器犯罪捜査

作業の手当の額は600円とあるが、国の基準があ
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るのか」との質疑があり、当局より、「国の基

準は820円であるが、過去の保護対策事案の実績

や、厳しい財政事情等を勘案して、現行の他の

同等の作業手当と同額としている」との答弁が

ありました。

次に、企業局における小水力発電事業につい

てであります。

このことについて委員より、「本県において

も他県と同様に民間事業者が小水力利用推進協

議会を立ち上げる動きも出てくると思われる

が、企業局としては小水力発電の推進にどう取

り組むのか」との質疑があり、当局より、「本

県は水資源が豊富であること、水力発電は長期

的に電力の安定供給が可能であること、また、

これまで培ってきた技術力やノウハウを生かせ

ることなどから、企業局では小水力発電に積極

的に取り組んでいるところである。また、民間

等が取り組むことにより、全県的に小水力発電

が普及すれば、地域活性化にもつながるので、

企業局として、助言等できる部分があれば協力

していきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「民間との意見交換

や技術的助言を行うなどして、本県における小

水力発電のさらなる推進に努めていただきた

い」との要望がありました。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で208万円余の増額補

正となっており、この結果、補正後の一般会計

予算額は1,074億6,650万円余となります。

このうち、未来を拓く高校生就職支援事業に

ついてであります。

これは、今年度実施している同事業を次年度

も引き続き円滑に実施するため、今年度末に進

路対策専門員を就職希望の多い高校に25名配置

し、事業や業務概要等の説明、協議を行うため

の連絡会議を開催するものであり、その事業内

容の説明がありました。

次に、懲戒処分等の公表基準についてであり

ます。

これは、教職員による不祥事が依然として後

を絶たず、教育への信頼が揺るぎかねない状況

にある中で、現在、全県的かつ組織的に進めて

いる教職員の不祥事防止及びコンプライアンス

の推進に係る取り組みの一つとして、県議会か

らの意見や県教育委員・市町村教育長の意見、

他県の状況を踏まえ、不祥事の抑止及び県民へ

の説明責任を一層進めることを目的に、懲戒処

分等の公表基準の見直しを行うもので、その検

討状況についての報告がありました。

見直しの検討内容は、「免職」に加え「停職

６月」の場合についても、氏名・学校名を原則

公表すること、及びその他の処分については、

学校所在地の「地域」による公表を「市郡」に

よる公表に変更すること、このほか、小中学校

教職員の重大な事案の懲戒処分に係る記者会見

には、市町村教育委員会も原則同席することで

あります。

このことについて委員より、「児童生徒のこ

とを第一に考え、この見直しが教職員による不

祥事の抑止力につながることはもとより、失墜

した信頼を取り戻す機会となることを期待した

い」との発言があり、当局より、「見直しの決

断をして踏み出すだけではなく、その他の取り

組みも含めて、総合的に不祥事の抑止に努めて

まいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、コンプライアン

ス推進の徹底について再度周知徹底を図るとと

もに、市町村教育委員会と一体となって、その

他の取り組みも積極的に推進していただきます
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よう要望いたします。

次に、いじめ問題についてであります。

このことについて委員より、「報道では、全

国的にいじめ・自殺の問題が多くあるが、教職

員が現場で責任を持って指導できる状況にない

のではないか」との質疑があり、当局より、

「学校が毅然とした態度で指導するのが大事で

あり、学校にはそのように指導しているところ

である。特にいじめが発生した場合は、いじめ

られた児童生徒を徹底して守り抜く強い態度で

臨むだけではなく、いじめたほうの児童生徒に

対しても、保護者・子供との信頼関係を築い

て、家庭・学校で育てていくよう、これからも

取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審議といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり、１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。今

議会に提案をされました議案及び請願に対する

討論を行います。

まず、議案第10号、第11号について、反対の

立場から討論いたします。

議案第10号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」は、海岸保全施

設整備事業において市町村負担を徴収するとい

うものです。

本来、国や県の直轄事業については、それぞ

れが責任を持って事業を執行することが当然で

あって、市町村財政を圧迫させないためにも、

負担金の徴収はすべきでないと考えます。

次に、議案第11号「宮崎県歯科保健推進計画

の策定について」です。

歯の健康を推進することは、健康な体を維持

する上でも重要なことであり、そのための推進

計画の策定に異論はありません。ただ問題は、

計画の中に「フッ化物」の使用を位置づけ、そ

の推進目標値を定めている点です。フッ素・

フッ化物の使用については、その効果や安全性

について、医療の専門家の中でも意見が二分し

ているのが現状です。

今回、県の推進計画策定に関して募集したパ

ブリックコメントにおいても、26件中25件が

フッ素の使用に懸念や反対する意見であったと

報告されています。私は、「宮崎県歯・口腔の

健康づくり推進条例」策定のときにも申し述べ

ましたが、ＷＨＯ（世界保健機関）は、６歳未

満の子供へのフッ化物洗口を推奨しない見解を

出しています。

フッ化物は希釈して使用するとはいえ、自分

で判断できない年齢の子供たちの万が一の影響

を懸念する保護者の思いは十分考慮すべきで

す。また、慎重な対応が必要です。少なくとも

フッ化物洗口を希望するかしないかの選択肢は
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設けるべきではないでしょうか。フッ化物対応

については、さまざまな意見がある中ですか

ら、保育所や幼稚園、学校などで目標値を定め

て推進するやり方は、厳に改めるべきであるこ

とを申し上げ、反対の討論といたします。

次に、請願についてです。

請願第20号「「緊急事態基本法」の早期制定

を求める意見書提出を求める請願」について、

継続審査中であった同請願が、賛成多数で採択

されたことが報告されましたが、私は不採択を

求めるものです。

同請願は、極めて予測かつ対応しがたい大震

災などの大規模自然災害と、外部からの武力攻

撃やテロ等への対応を同列視し、ごちゃまぜに

して全体を「緊急事態」として「緊急事態基本

法」の制定を求めるという、全く筋違いの論拠

を展開しています。

請願者の求める自民、公明、民主が合意をし

たという「緊急事態基本法」は、国民の基本的

人権を制約するものであり、仮に外国からの侵

略やテロ、騒乱などの事態が起きれば、武力で

もって強権的に対応することを可能にします。

しかし、国際間の紛争は、本来、外交力で解

決することが基本でなければならず、何より憲

法を踏みつけにし、国民の基本的人権を制約す

るという点でも認められないものです。

こうした点を指摘し、「緊急事態基本法」制

定を求めることに何ら道理はなく、同請願の採

択に反対をするものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第２号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第２号「平成24年度宮崎県えびの

高原スポーツレクリエーション施設特別会計補

正予算（第１号）」についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、議員から議案の送付を受けましたので、事

務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成24年９月27日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 山下 博三

重松幸次郎

田口 雄二

図師 博規

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設特別会計補正予算の執行に係る附帯

決議

◎ 議員発議案第３号追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第３号を日程に追加し、議題とするこ
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とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第３号提案理由説明

○外山三博議長 ここで、提出者に提案理由の

説明を求めます。山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕 それでは、発議者を

代表して、「宮崎県えびの高原スポーツレクリ

エーション施設特別会計補正予算の執行に係る

附帯決議」の提案理由を説明させていただきま

す。

御存じのとおり、えびの高原スポーツレクリ

エーション施設は、日本最南端の屋外アイスス

ケート場として、年間２万3,000人が訪れる本県

観光の重要な施設の一つであります。

当該施設では、昨シーズンは平成23年12月１

日から営業を行っておりましたが、その営業中

の１月29日、北側のフェンスに氷の膨張の圧力

に押されたと見られる傾きが確認されておりま

すが、その後、県当局及び指定管理者等が対応

方策について検討を開始したのが平成24年３

月28日でありました。また、フェンスの傾きが

確認されてから、９月定例会に当該フェンスの

修繕費の補正予算案の議案が提出されるまで、

県議会に対して当施設の状況についての説明が

なく、また９月21日に実施した商工建設常任委

員会の現地調査の結果、施設利用者の安全確保

について不十分と思われる状況も確認されたと

ころであります。

当施設については、平成22年度に1,470万円余

をかけて大規模改修をしたわけでありますが、

わずか２年目で今回のようなふぐあいが生じた

のは、当初の県の改修計画がえびの高原の厳し

い気象条件に対する想定を見誤った初歩的なミ

スではなかったかとの疑念を持たざるを得ませ

ん。

さらに、県内外から子供や家族連れなど多く

の観光客が訪れる施設については、事故や危険

回避は行政として最大の責務であるにもかかわ

らず、今回の修繕工事費の240万5,000円は決し

て十分な予算ではなく、このことは、県当局の

安全に対する意識が欠如していると言わざるを

得ません。

また、当常任委員会における審議において、

県当局から本年３月17日付で東京のスポーツ施

設の専門のコンサルタント業者による改修計画

案の提示があったとの報告を受けたところです

が、いち早く業者の提案する対策をもとに検討

を実施しておれば、今回のような不手際は防げ

た可能性があります。

今回の県当局の対応は、万全の安全確保に関

して余りにもずさんで、知事においては、県職

員の安全に対する注意を喚起し、観光県宮崎と

しての意識づけを高くさせなければなりませ

ん。当委員会において、当該補正予算を審議す

る中で、県当局から一部事業費の組み替えで対

応したいとの提案がありましたが、予算の執行

に当たっては、万全な安全確保対策及び抜本的

な対策を講ずるとともに、議会に対し、早い段

階で十分な説明を行うよう求めるものでありま

す。何とぞ議員各位の御理解と御賛同をいただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。〔降壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第３号採決

○外山三博議長 お諮りいたします。
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本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して直

ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これから採決に入ります。

議員発議案第３号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 知事発言

○外山三博議長 ここで、知事より発言の申し

出がありますので、これを許します。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 一言お礼とお

わびを申し上げます。

ただいま、議案第２号「平成24年度宮崎県え

びの高原スポーツレクリエーション施設特別会

計補正予算」について議決いただきましたこと

に対し、心から感謝を申し上げます。

あわせて議決のありました附帯決議につきま

して、えびの高原屋外アイススケート場は、利

用者の安全を第一に考え、管理運営しなければ

ならないところであります。

このたび、その修繕に関する議案についての

説明が十分ではなかったため、審議に混乱を招

きましたことにつきまして、県議会並びに県民

の皆様に対し、深くおわびを申し上げます。

えびの高原屋外アイススケート場は、本県の

恵まれた自然環境を生かした貴重なレクリエー

ション施設であります。これからも多くの皆様

に安心して御利用いただけるよう、今後さらに

徹底した安全管理を行うとともに、問題の発生

原因につきまして、速やかに綿密な調査等を行

い、万全で抜本的な対策につきまして十分に検

討してまいりたいと考えております。また、施

設運営等に問題が発生した場合は、議会に対し

早い段階で十分に説明を行うことといたしま

す。

今後とも、宮崎県の発展のため、車の両輪で

ある県議会の皆様とともに、誠心誠意全力で取

り組んでまいる所存でありますので、御指導、

御協力のほどよろしくお願い申し上げます。以

上であります。〔降壇〕

◎ 議案第10号採決

○外山三博議長 次に、議案第10号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって本案は委員

長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第11号採決

○外山三博議長 次に、議案第11号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。
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◎ 議案第１号及び第３号から

第９号まで採決

○外山三博議長 次に、議案第１号及び第３号

から第９号までの各号議案について一括お諮り

いたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第20号採決

○外山三博議長 次に、請願第20号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり採択されました。

◎ 請願第23号採決

○外山三博議長 次に、請願第23号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第21号及び第22号採決

○外山三博議長 次に、請願第21号及び第22号

について一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続調査案件採決

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続調査の申し出がありますので、これを

議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続調査については、各委員長の申

し出のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成24年９月27日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。
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記

議員発議案第４号

「森林・林業再生プラン」に係る具体的施

策の推進を求める意見書

議員発議案第５号

不活化ポリオワクチン導入に伴う費用の助

成を求める意見書

議員発議案第６号

「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」

に対する早急な規制強化等を求める意見書

議員発議案第７号

自治体における防災・減災のための事業に

対する国の財政支援を求める意見書

議員発議案第８号

オリンピック・パラリンピック競技大会の

東京招致に向けた決議

議員発議案第９号

第12回都道府県議会議員研究交流大会への

議員の派遣

平成24年９月27日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 商工建設常任委員長 山下 博三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

宮崎県最低賃金改正についての意見書

平成24年９月27日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 黒木 正一

横田 照夫

松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第11号

「緊急事態基本法」の早期制定を求める

意見書

平成24年９月27日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 中野 一則

黒木 正一

田口 雄二

横田 照夫

山下 博三

西村 賢

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第12号

自衛隊定員の増員を求める意見書

◎ 議員発議案第４号から第12号まで

追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第４号から第12号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

まず、議員発議案第４号から第10号までの各

号議案を議題といたします。

お諮りいたします。
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各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 提出されました議

員発議案に対し、第８号「オリンピック・パラ

リンピック競技大会の東京招致に向けた決議

（案）」について、反対の立場から討論いたし

ます。

先般、東京都が2020年のオリンピック及びパ

ラリンピック大会開催の正式立候補都市の一つ

として選出されました。

我が党は、オリンピックの開催そのものに反

対するものではありませんが、2020年の東京招

致に賛同する立場にありません。それは、東日

本大震災の被災地の復興はまさにこれからであ

り、原発事故や放射能除去も収束にはほど遠

く、被災された方々や自治体が納得できる復興

対策に国が総力を挙げて取り組むことが求めら

れているからです。

東京都では、4,000億円のオリンピック開催準

備基金で過大な都市インフラ建設を進める計画

がある一方、都民のオリンピック招致の声は広

がっていないやに聞き及んでいます。それは、

東京でも近い将来、大地震が襲う可能性が高い

ことが指摘されており、4,000億円の基金などを

活用して、都民の安全・安心を確保するための

防災・福祉のまちづくりが優先されるべきであ

るということ、こうした安全・安心の国土・都

市づくりが進んだ中で、都民・国民の声が広が

れば検討に値するものと分析をされています。

ましてや、宮崎県議会が現段階で県民の世論と

も言えないものを決議するなど到底考えられる

ものではありません。

したがって、宮崎県議会がオリンピックの東

京招致に向けた決議を行うことに賛同すること

はできないことを表明し、討論といたします。

以上です。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第８号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第８号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第４号から第７号まで、

第９号及び第10号採決

○外山三博議長 次に、議員発議案第４号から

第７号まで、第９号及び第10号の各号議案につ

いて一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第11号提案理由説明



- 334 -

平成24年９月27日(木)

○外山三博議長 次に、議員発議案第11号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕 それでは、発議者を

代表して、「緊急事態基本法」の早期制定を求

める意見書の提案理由を説明させていただきま

す。

昨年３月の東日本大震災における我が国の対

応は、当初、「想定外」という言葉に代表され

るように、緊急事態における取り組みの甘さを

国民と世界に広く知らしめる結果となりまし

た。

世界中の多くの国々では、今回のような大規

模自然災害時において、政府が「非常事態宣

言」を発令し、政府主導で救済と復興に対応し

おります。

我が国においては、明治憲法には戒厳令の規

定があり、関東大震災時にはこれで対処してい

ましたが、現行の憲法にはこうした緊急事態に

対応する規定が全くなく、大規模自然災害等に

迅速かつ適切に対処することができません。憲

法に緊急事態に対する規定を明記すべきといっ

た憲法改正の議論は、今後時間をかけて十分に

審議すべき大きな問題であると考えます。

しかしながら、南海トラフの巨大地震の可能

性が指摘されるなど、震災は決して我々の備え

が整うのを待ってくれません。

そこで、憲法改正の議論とは別に、我が国で

も国家主権と国民の生命、財産を守れるよう、

緊急事態の定義を決め、重大な事態には必要な

統制ができる法律の整備が急務であると考えま

す。

平成16年５月には、民主、自民、公明三党が

「緊急事態基本法」の制定で合意しており、既

に十分な審議は尽くされております。あとは決

断だけであります。

昨年来、中国漁船による領海侵犯事件、北朝

鮮核ミサイルの脅威に加え、今回の東日本大震

災など、国民の生命、財産、安全を脅かす事態

が頻発しております。

何とぞ、議員各位の御理解と御賛同をいただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○外山三博議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり、１人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。髙橋透議員。

○髙橋 透議員 ただいま提案理由の説明があ

りました意見書に対する質疑を行いますが、ま

ず１点目、今回の東日本大震災、「想定外」と

いうことで説明がありましたが、今回の東日本

大震災が想定外だったんでしょうか。

○外山三博議長 今の質疑に対して、提出者、

どなたか答弁をお願いします。松村議員。

○松村悟郎議員 今、髙橋議員からの質問でご

ざいますけれども、想定外であったかなかった

かというのは、今の私の説明の中では、想定外

という意見がたくさんあるということを申した

ことでありまして、想定外というのは、例えば

今回、日向灘沖地震等に関しましても、新たな

震度あるいはマグニチュードの変更等がござい

ましたけれども、それ以前は新たな南海トラフ

のことは想定されてなかったわけであります。

あくまでも想定ということは、これからも想定
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外がないように考えていく必要はありますけれ

ども、予断を許さないことは十分可能性はある

と思います。

○髙橋 透議員 私は、東日本大震災について

想定外だったかどうか聞いたわけで、南海トラ

フについては、いろいろとデータも新たに出て

きたこともあって、私は、東日本大震災は、震

災によって非常事態になった、ああいう被害が

出たことは予想された、いや、予想されたとい

うのは、日本列島が活断層でこういう危険があ

ることは専門家が随分以前から指摘してきたこ

と、そのことに対する備えができてなかった、

そのことだというふうに私は思うんですよね。

そういう緊急事態に対する対策をむしろ怠って

きた、そのことに対する反省というものはない

んでしょうか。

○松村悟郎議員 今の質問には非常に答えにく

いんですけれども、現政権として、備えがあっ

たかどうかということは私もわかりませんけれ

ども、ただ備えはあればあるほどいいというこ

とは事実であります。その補てんする意味でも

このような緊急事態基本法というのも、備えと

して準備していく必要があるのではないかとい

うことで提案をさせていただいたわけでありま

す。

○髙橋 透議員 いま一度申し上げますけれど

も、この意見書にある最初の２行、「想定外」

と言う言葉に代表されるように、緊急事態にお

ける取り組みの甘さを国民と世界に広く知らし

めたということの結果、いわゆる想定外に対す

る備えが私は問われたんではないかと思ってい

るんです、今回の大震災についてはですね。だ

から、むしろ私は、この緊急事態に対する対

策、こういった大災害、このことへの備えを

怠ってきたことへの意見書をむしろ出されたら

よかったのではないのかと、これは意見ですけ

れども、申し上げます。

次の質疑に移りますけれども、この意見書の

本文の４行目、「世界の多くの国では、今回の

ような大規模自然災害時には「非常事態宣言」

を発令し」というふうにあります。これまでこ

ういった非常事態宣言を発令した国、あるいは

発令ができる国というのはいかほどあるんで

しょうか。

○松村悟郎議員 大型ハリケーン、あるいは山

林火災、あるいは巨大地震、さらには伝染病・

感染症、暴動、いろんな形で緊急時に実際に世

界各地で発令されています。ちなみに、2005年

のスマトラ島沖地震、これも津波の被害が大き

かったことで、報道等でもありましたけれど

も、スリランカ、モルジブで発令されておりま

す。さらに2005年です。ハリケーン、カトリー

ナ、これはアメリカでございます。そして2009

年、アメリカで新型インフルエンザの感染が拡

大したということがありましたが、これもオバ

マ大統領が発令しております。昨年のことです

けれども、ニュージーランドでのカンタベリー

地震の発生、これも発令されております。た

だ、全国的な発令でございますので、緊急事態

ということがそれほど毎日のように起こってい

るわけではないわけでございます。そして、実

際に発令していなくても、緊急時の対応として

制度化、緊急事態基本法なるものの制度化をさ

れている国というのは非常に多うございま

す。1990年から2011年、20年でございますけれ

ども、この間に新しく制定された98カ国の憲法

に、緊急事態対処規定を設けていない国は皆無

だということも言われております。以上です。

○髙橋 透議員 ウィキペディアでよく調べた

ようでございますが、次に移ります。この本文
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に３段落目、「我が国のように」というところ

に、平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろ

うとすると、いろいろさまざま初動体制に手間

取り、いろんな救援活動に支障を来し、被害を

拡大するということであるわけですけれども、

今回、東日本大震災を例に取り上げていらっ

しゃいますから、そのことについて申し上げる

わけですけれども、福島原発事故は、これは初

動体制に多大な問題があって、被害を拡大した

ことは皆さん御存じだと思いますが、東日本大

震災についての初動体制には問題があったんで

しょうか、お尋ねします。

○松村悟郎議員 今の基本法というのは、災害

対策基本法ということでよろしいでしょうか。

○髙橋 透議員 東日本大震災が起きたときの

初動体制を問うているのであります。

○松村悟郎議員 東日本大震災、今原発の対応

というのは別として、特に初動体制ということ

の問題もあると思います。その後の対策につい

て問題があると思いますけれども、東日本大震

災の初動体制、特にですけれども、これは警察

あるいは消防、自衛隊、その他いろんな組織の

方、これは個別のそれぞれの努力で本当によく

対応していただいた努力の結果だと思います。

ただ、実際には必要な人員あるいは物資が本当

に必要とされるところに行ったのかというの

は、そのときの大きな課題になりました。ま

た、雪の降る非常に寒い時期であったこと、灯

油がない、ガソリンがない、届かない、このこ

とも報道もされておりました。例えば、警察な

どの緊急車両は、信号が赤でも緊急に進めま

す。緊急物資を積んだ自衛隊の車は、信号ごと

にとまっていかなければならないわけです。

さらに今、ガソリン、エネルギー、灯油等の

配送に対しても、これも西日本から東日本に運

ぶためのタンクローリー等の借り上げも緊急に

行うこともできたんじゃないかと思います。具

体的なほかの事例に関しては、まだまだ調べが

足りませんけれども、東日本を超える巨大南海

トラフ大地震の可能性が指摘されている宮崎県

でありますので、東日本大震災の教訓として、

非常事態に備えた対策をとることが急務だと思

います。

○髙橋 透議員 東日本大震災初動体制、むし

ろ細部については、いろいろ課題も多く残され

たというふうに私は思うのですが、ただ、全般

的に初動体制を見たときに、自衛隊、警察、消

防、私は、スムーズに初動体制はとられたとい

うふうに思いまして、そういう評価をする方も

結構いらっしゃると思うのでね。以前、阪神・

淡路大震災がありました。あのときの教訓が

あって、自衛隊の出動─都道府県知事の要請

しかあの時点でまだなかったわけですけれど

も、そういった自衛隊法を改正しましたよね。

いわゆる市町村長が知事に要請することによっ

て自衛隊の出動ができる。そういった付随する

ような法律を改正することによって、こういう

初動体制というのは整っていくわけですから、

そういったところを私はしっかりと理解すべき

ではないかなというふうに思います。

質疑、後申し上げますけれども、三党合意、

いわゆる民主、自民、公明で合意したというこ

とでありましたが、あとは決断だけだというこ

とで説明があったわけですけれども、国会で３

分の２を占める議席になるわけでしょうけれど

も、なぜ合意したのに制定に至らなかったの

か、教えてください。

○黒木正一議員 平成16年に三党合意がありま

したが、憲法の保障する国民の自由と権利に制

限を加える点では非常に重要な法案であります
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から、十分な審議が必要であるというふうに考

えます。しかし、これは既に合意に至っており

ますから、三党合意の後に東日本大震災という

経験をしたわけでありますし、南海トラフ大地

震などの大災害が想定されておると、今その制

定が急務であるというふうに思います。

○髙橋 透議員 この緊急事態基本法、一番の

問題となるのは、財産権とか居住権とかそう

いった基本的人権を縛る、そういったすごい問

題が潜んでいるわけですよ。だから、私はわか

りません、それぞれ党の実情は。ただ、同意し

たのに制定に至らなかった。結局それぞれの党

の中で賛否あってるんじゃないかと思っている

んですね。それと世論、そういうところが慎重

になっているから、三党で合意したにしても、

国会で成立できなかった。そういうところを私

は大事にしたいなと思っているんです。先ほど

もちらっと自衛隊法の改正とか言いましたけれ

ども、大規模災害を想定しているのであれば、

結局自衛隊法の改正もあるだろうし、災害対策

基本法、こういったところを拡充していく、こ

ういったところで私は緊急事態の対応は可能に

なるということを申し上げて質疑を終わりま

す。

○外山三博議長 以上で質疑は終わりました。

◎ 討 論

○外山三博議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕 「緊急事態基本法」

の早期制定を求める意見書に反対する立場で討

論いたします。

意見書では、東日本大震災に見られるような

「大規模自然災害」と「武力攻撃」など、「安

全保障・外交上の有事」を一くくりにして、

「非常事態」「緊急事態」と表現しています。

これら「大規模自然災害」と「安全保障・外交

上の有事」の２つの事態を同列に論じることに

ついては無理があり、国民に混乱をもたらすも

のです。ですから、この２つを分けて論じま

す。

まず、「大規模自然災害」でありますが、意

見書の表現によると、「初動体制に手間取り、

救護活動にさまざまな支障を来し、その結果、

さらに被害の拡大」とありますが、これらの問

題は「災害対策基本法」の範疇の問題でありま

す。

「災害対策基本法」では、市町村が一義的に

防災対策の責任を負い、市町村長に権限を集中

させており、確かに東日本大震災のように、市

町村の庁舎が破壊された事例では行政機能が喪

失し、初動の混乱を招きました。しかし、これ

は、指揮命令権を国に一時的に移譲し、一元的

な管理ができるように「災害対策基本法」等を

見直せば事足りることです。例えば、阪神・淡

路大震災では、その教訓から、自衛隊への災害

派遣の要請について、これまでの都道府県知事

に加え、市町村長から知事に対して災害派遣要

請を要求できる権限が付与されました。このよ

うに、「災害対策基本法」等の充実により、

「大規模自然災害」への対応も十分に可能とな

るのではないでしょうか。
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８年前の2004年に、先ほどもありましたよう

に、自民党、民主党、公明党の三党、すなわち

国会議員の３分の２を占める会派の合意がなさ

れたにもかかわらず、なぜ「緊急事態基本法」

がこれまで国会で慎重に論じられ、制定されな

かったのでしょうか。それは財産権や居住権を

初めとした基本的人権を踏みにじる内容だから

であります。「東日本大震災」を口実として、

いたずらに「緊急事態基本法」の制定を求める

ことは、一日も早い復興を願う震災被災者の心

から遊離しているのではないでしょうか。ま

た、「東日本大震災」を「想定外」という表現

をされていることにも違和感を覚えます。

日本は活断層の多い地震列島であり、そのこ

とを想定し、警鐘を鳴らし続け、原発は人間が

制御不可能な技術として指摘されてきたのにも

かかわらず、まだ「想定外」と表現されるので

しょうか。

次に、「武力攻撃」などの有事の問題であり

ますが、これをもって「緊急事態基本法」を論

じることは、先ほども申しましたように、財産

権を初め、基本的人権を制約するいわば究極の

「人権停止法」であるがゆえに、国会でも慎重

に取り扱われている問題です。

安全保障上の有事に対しては、これまで「周

辺事態法」、「武力攻撃事態法」、「国民保護

法」等により対処できるとして、これらの法律

を制定されたのではなかったのでしょうか。

今回の「緊急事態基本法」は、思想・信条の

自由、表現の自由を侵害する国家統制ともな

り、反対するものです。

意見書に反対することに対して、議員各位の

賛同をお願いして終わりとしたいと思います。

〔降壇〕

○外山三博議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕 今回、総務政策常任

委員会で採択されました継続請願第20号「「緊

急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出

を求める請願」の紹介議員の一人として、議員

発議案第11号に賛成の立場から、自由民主党を

代表して討論いたします。

御承知のように、緊急事態基本法の骨子は、

平成16年に民主、公明、自民の三党で合意され

ています。我が国に対する外部からの武力攻

撃、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な

自然災害等の国及び国民の安全に重大な影響を

及ぼす緊急事態が発生したとき、迅速かつ適切

に対応できるよう法整備を行うものです。

平成16年に合意されたにもかかわらず、今ま

で制定に至らなかった理由は、国民の自由と権

利に制限を加えることへの慎重論があったから

だと考えますが、当時と東日本大震災を経験し

た今とでは状況が全く違ってきております。

私たちは、千年に一度と言われる大震災を経

験し、大規模津波や原発事故という複合災害に

も見舞われました。また、近い将来、南海トラ

フの巨大地震が発生する可能性も指摘され、最

悪の場合、32万3,000人が死亡するという予想も

出されております。一方で、昨年来、近隣諸国

との摩擦も激化し、自然災害以外にも国民の生

命、財産、安全を脅かす事態が発生しておりま

す。そういう状況にある今だからこそ、緊急事

態基本法の早期制定の必要性を強く感じます。

国民の自由と権利に制限を加えることに関し

て、慎重な意見があることは承知しております

が、三党合意の骨子案には、緊急事態において

も、日本国憲法の保障する基本的人権は、最大

限保障されなければならず、これを制限するこ

とが余儀なくされるに至った場合にあっても、

その対処しようとする事態に応じた必要最小限
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のものであり、公正かつ適切な手続のもとに行

われなければならないとうたってあります。

緊急事態時に国が万全の措置を講じる責務を

持ち、経済秩序の維持や公共の福祉の確保のた

めに、国民の自由と権利を一時的に制約するこ

とになるかもしれませんが、それは多くの生命

と財産を危機から救い出すために、法律に従っ

て行われなければなりません。また、法律があ

れば、国民の自由と権利がその場限りの超法規

的な措置によって侵害されることを防止するこ

ともできるのです。例えば、救急医療では、救

命の可能性が小さい先着の重症患者より、救命

の可能性が高い後から来た患者を優先して処置

することが原則となります。これをトリアージ

と言いますが、平時の場合ではしてはならない

ことでも、緊急時にはしなければならないこと

がある、そういう現実に対処するためのルール

であります。何人も国民の自由と権利を侵害す

ることは許されませんが、緊急時には平時と同

じ考え方で対処すると多くの人命を失う可能性

があります。そうならないためにも、平時にこ

そ緊急時のルールづくりをしっかりとやってお

かなければならないのです。緊急事態の規定を

憲法に明記するかどうかという問題は、震災以

前から憲法論議の大きなテーマでしたが、御承

知のとおり、憲法改正には多大なエネルギーと

時間を要します。しかしながら、松村議員の提

案理由説明にもありましたとおり、震災は、私

たちの備えが整うのを待ってくれません。

そこで繰り返しになりますが、憲法改正の議

論とは別に、国家主権と国民の生命・財産を守

れるよう、緊急事態の定義を定め、重大な事態

には必要な統制ができる「緊急事態基本法」の

早期制定が必要であるという結論に至り、議案

を上程させていただきました。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げ、賛成討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第11号

「「緊急事態法」の早期制定を求める意見書

（案）」について、反対の立場から討論いたし

ます。

東日本大震災は、未曾有の被害をもたらし、

その復興に消防、警察、自衛隊、そして多くの

国内外からのボランティアや支援の活動が大き

な力を発揮しました。

そのことは、被災された方々に勇気と希望を

与え、助け合うことの大切さ、そこから生まれ

るきずなの大切さを多くの国民が改めて認識す

るものともなりました。

しかし、今提出された意見書案は、大震災な

どの大規模自然災害と、テロや武力攻撃への対

応を同列視し、ごちゃまぜにして全体を「緊急

事態」として、「緊急事態基本法」の制定を求

めることは全く無理のある筋違いの論拠である

と言わなければなりませんし、原発事故への対

応についてもしかりです。

自民、公明、民主が制定することで合意した

という「緊急事態基本法」は、政府が「緊急事

態」と認定したら、憲法が保障する国民の基本

的人権をも制限できるようにするとんでもない

ものです。しかも、「緊急事態基本法」をより

どころに、仮に外国からの侵略やテロ、騒乱な

どの事態が起きれば、武力でもって強権的に対

応することを可能にします。

しかし、日本は、多くの命が奪われた過去の

侵略戦争の苦い教訓の上に、「武力による威

嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する
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手段としては、永久にこれを放棄する。陸海空

軍その他の戦力は持たない。交戦権は認めな

い」と憲法９条にうたいました。

この世界に誇る「憲法９条」を持つ国とし

て、今、求められているのは、言うまでもな

く、平和的外交政策を粘り強く進めていくこと

であり、決して武力などで対応することではあ

りません。

また、意見書案は、尖閣諸島や北方領土問

題、北朝鮮ミサイル問題などをも列挙し、「非

常事態宣言」を発令し、「緊急事態基本法」で

対応することを求めていますが、いずれの国際

的な紛争問題も、冷静かつ理性的に、平和的に

話し合いで解決すること、その外交力を発揮す

ることこそ政府に求められているものです。ま

た、大規模自然災害に対する対応は、日常的に

抜本的な対策が講じられなければならない課題

です。

こうした点を指摘し、大規模自然災害とテロ

や国際的な紛争問題の解決策を同列に扱い、

「緊急事態基本法」の制定を求めることに何ら

道理はなく、何より憲法を踏みつけにして、国

民の基本的人権を制約することになるという点

でも認められないものであり、同意見書案に強

く反対を表明して討論を終わります。以上で

す。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第11号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議員発議案第11号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第12号提案理由説明

○外山三博議長 次に、議員発議案第12号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕 「自衛隊定員の増員

を求める意見書」の提出者を代表して、提案理

由を申し述べさせていただきます。

先日以来、近隣諸国との領土や海洋をめぐる

問題が顕著化しているところでありますが、言

うまでもなく、国民が安心して生活し、我が国

が発展と繁栄を続けていくためには、平和と安

全、そして独立を守ることが不可欠でありま

す。これらの平和、安全及び独立は、願ってい

るだけで確保できるものではありません。同盟

国との協力や国際貢献といった外交分野におけ

る努力はもちろんでありますが、みずからの防

衛力についてのさまざまな施策を講じることに

よって、初めて確保できるものであります。国

家間の相互依存関係の拡大・進化が進み、国際

社会の結びつきが深まっていく一方で、現実を

見れば、我が国は安全保障分野において、多様

で複雑な課題を抱えております。

そのような中、皆様御承知のとおり、自衛隊

は我が国の平和と安全を守るという崇高な使命

に燃え、有事に備えて日々厳しい訓練を実施し

ております。また、国際平和維持活動や人道支

援はもとより、大規模災害への対応能力の強化

など、自衛隊に求められる役割と期待はますま

す大きくなってきています。

昨年３月11日に発生した大規模かつ激甚な被

害をもたらした東日本大震災においては、地震
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発生当日から被災者の人命救助のため、可能な

限りの自衛隊員、装備が投入され、迅速な初動

対応がとられました。また、震災後において

も、通常任務を行いながら、行方不明者の捜索

を初めとした被災者支援のため、全国の各部隊

から隊員が動員されました。この自衛隊の活動

に、被災者のみならず、多くの国民が深く感謝

し、また激励をしたところであります。平成24

年１月に内閣府が行った世論調査では、自衛隊

に対してよい印象を持つ方が９割を超えるな

ど、国民からの信頼と期待の大きさをうかがう

ことができます。

しかし、一方で、近年の防衛予算は10年連続

のマイナスとなっており、特に人件費の削減が

その大きな要因となっております。有事の発生

や大規模災害に備えて、常に訓練を重ねている

自衛隊員の存在は、我々にとって非常に心強い

ものであります。

また、自衛隊員はそれぞれ配置された地域に

おいて、県民として地域に溶け込んでおり、学

校や地域の活動、ボランティアにも積極的に取

り組むなど、自治体や県民との連携を強化して

いる頼もしい存在と言えます。さらに、本県の

ように人口が減少し、高齢化が全国平均に比べ

て速いスピードで進む自治体にとって、比較的

若い世代が多い自衛隊員が、それぞれの地域に

もたらす活力や経済効果は大変大きいものがあ

ります。このような状況を見ますと、自衛隊員

の削減は豊かで安心できる県民生活を求める我

々県議会議員にとって、大変憂慮すべき事態で

あると考えます。

よって、防衛、大規模・特殊災害対策など、

多種多様な任務が増加し続ける自衛隊の確実な

定員の増員を、地方自治法第99条の規定によ

り、意見書を提出し、国に対して強く要望する

ものであります。国民が安心して生活し、また

豊かに生活できる環境を築くためにも、ぜひと

も各議員の皆様の御賛同をお願いいたしまして

提案理由とさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 討 論

○外山三博議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して直

ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第12号

「自衛隊員の増員を求める意見書（案）」につ

いて反対の立場から討論いたします。

同意見書案では、自衛隊の果たす役割につい

てるる述べられ、多種多様な任務を持つ自衛隊

の確実な定員の増員を図ることを求めていま

す。

特に、東アジア地域における各国の軍事力の

増強問題や、我が国周辺における領土や海洋を

めぐる諸問題を含む自衛隊が有事に備える軍隊

的な役割を果たすことが強調されています。

しかし、こうしたことに対応するとした自衛

隊員の増員が、果たして国民の安全・安心を担

保するものになるでしょうか。

まず、有事に備えるとする自衛隊のあり方で

す。日本がみずから自衛隊を増強しながら、他
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国の軍事力増強を批判することはできません

し、本来、外交努力なしに戦争や紛争などと

いった問題の解決が図られないことは明らかで

す。

ましてや、国際平和維持を理由に自衛隊が外

国に出かけて任に当たることなど、憲法にも抵

触するものと言わなければなりません。

何より問題なのは、政府の外交力の欠如であ

り、求められるべきは国際社会で通用する確か

な外交力です。

また、災害時の復旧活動に自衛隊員が協力し

活躍されますが、最後に力を発揮するのは消防

隊員です。それは、自衛隊は日常的に軍事訓練

は行っても、基本的に災害復旧のための訓練な

どは行っていないからです。災害などから国民

・県民の安全を守るためには、常備の消防力を

強化して任務に当たれるようにすることこそ重

要です。

また、同意見書案では、自衛隊の削減、また

不足などが地域経済の発展を阻害するとの言及

もありますが、基地や軍事力に依存した経済発

展は本来のあり方ではありません。

さらに今、自衛隊の情報保全隊による国民へ

の監視活動の実態が明らかにされていますが、

まさに人権侵害そのものであり、国民の平穏な

暮らしを脅かすものになっていることは重大だ

と言わなければなりません。

今、政治がなさねばならないことは、この経

済・財政危機においても毎年５兆円もの税金を

軍事費に費やし続けていることなどを見直し、

国民の暮らしや福祉、医療、教育に予算を振り

向け、国民の暮らしを豊かにして、深刻な不況

を解決し、経済を立て直すことです。

そして、何より今、東日本大震災や原発事故

の復旧・復興に全力を注ぐことこそ重要である

というふうに思います。

以上、幾つかの問題点を述べて、「自衛隊の

増員を求める意見書（案）」に反対を表明する

ものです。以上です。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第12号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議員発議案第12号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議案第24号から第28号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第24号から第28号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました特別議案の概要について御説明申

し上げます。

初めに、議案第24号「平成23年度宮崎県歳入

歳出決算の認定について」であります。

これは平成23年度の一般会計と13の特別会計

の決算について、地方自治法の規定に基づき、

議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。
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決算の結果は、歳入6,056億2,729万7,000円、

歳出5,971億4,014万9,000円となっており、翌年

度への繰り越し事業に充当する財源を差し引き

しますと、実質収支は23億837万6,000円となっ

ております。

平成23年度の財政運営につきましては、本県

の厳しい社会経済情勢や財政状況を踏まえなが

ら、人や地域のきずな、安全・安心な暮らし、

時代のニーズにこたえる産業の展開など、新し

い豊かさの創造に向けて、口蹄疫からの再生復

興を初めとする本県の新生に取り組むととも

に、人件費の削減や投資的経費の縮減重点化、

一般行政経費の徹底した見直しによる収支不足

の縮減に努め、財政調整のための基金の取り崩

し額の圧縮を図るとともに、県債の発行抑制に

努めたところであります。

一方で、社会保障関係費の大幅な増加が見込

まれる中、停滞している県内経済の活性化や、

県民の安全・安心を確保するための取り組み等

に多額の経費が必要となるなど、本県財政は今

後も厳しい状況が続く見通しとなっておりま

す。

このため、平成23年度に策定した第三期財政

改革推進計画に基づき、これまで以上に歳入歳

出の両面から徹底した見直しを行い、将来にわ

たって持続可能な財政構造に転換できるよう、

引き続き財政改革の取り組みを進めていくこと

としております。

議案第25号から議案第28号までは、平成23年

度の４つの公営企業会計につきまして、地方公

営企業法の規定に基づき、決算について議会の

認定に付するものなどであります。

このほか、報告が１件ございますが、説明は

省略させていただきます。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明をいたしました。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

次の本会議は、10月２日午前10時開会、決算

特別委員会の設置から決算議案の委員会付託ま

でであります。

本日はこれで散会いたします。

午前11時52分散会
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◎ 議案第24号から第28号までに対する質疑

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第24号から第28号までに

対する質疑及び決算特別委員会の設置から決算

議案の委員会付託までであります。

まず、議案第24号から第28号までに対する質

疑の通告がありますので、発言を許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

提出をされました議案第24号から第28号の平

成23年度宮崎県歳入歳出決算の認定について、

議案第24号の一般会計決算について質疑を行い

ます。

まず、財政運営について、歳入における23年

度の臨時財政対策債の発行額及びどう交付税措

置されるのか。

また、23年度の県債発行額と県債残高につい

て伺います。

また、県税収入の減収及び多額の個人県民税

の収入未済額について、どのように分析し、認

識しているのかを伺います。

次に、歳出について、不用額が総額で53

億2,680万円余と多額に及んでいます。主に、民

生費・衛生費、農林水産業費、教育費につい

て、その額と要因についてお聞かせください。

また、23年度から一括交付金が実施されてお

りますが、どのような視点でどう活用したのか

伺います。

次に、監査意見書での指摘事項について伺い

ます。

随意契約、補助事業の執行についての留意点

や、財務会計事務について事務処理の誤り等が

指摘されておりますが、どのような内容か伺い

ます。

次に、各種施策・事業について伺います。

まず、職員数の削減について、昨年度の実数

を伺います。

また、市町村合併支援事業費の内容と事業効

果についてお聞かせください。

次に、宮崎県地震防災戦略策定事業及び新総

合防災情報ネットワーク整備事業の推進など

で、防災・減災計画、防災機能強化がどこまで

どう図られたか伺います。

また、木造住宅耐震化普及促進事業の実績に

ついてお聞かせください。

次に、雇用関連で、「若年者人材育成就職支

援事業」の実績について伺います。

また、平成23年度誘致企業による雇用実績を

お聞かせください。

次に、緊急雇用創出事業臨時特例基金及び23

年度で終了のふるさと雇用再生特別基金による

雇用の実績について伺います。

また、23年度の企業倒産と従業員の実態につ

いてお聞かせください。

次に、農業関連で、農業就業状況について、

農家戸数や就業人口について伺います。

「みやざき担い手経営資源継承総合対策事

業」について、その事業内容及び効果について

も伺います。

また、23年度における宮崎県就農支援資金特

別会計について、事業の活用状況について伺い

ます。

次に、自然エネルギーに関して、住宅用太陽

光発電への助成の実績についてお聞かせくださ

平成24年10月２日(火)
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い。

また、23年度の自然エネルギー政策に対し

て、特に環境森林部での取り組みについてお聞

かせください。

次に、教育に関して、育英資金貸与事業につ

いて、高校、大学など、それぞれの貸与人数や

金額など実績を伺います。

また、「ネットいじめ対策推進事業」につい

て、その事業内容と実績をお伺いしたいと思い

ます。

以上で壇上からの質疑を終わり、後は自席か

ら行います。〔降壇〕

○総務部長（四本 孝君）〔登壇〕 おはよう

ございます。お答えいたします。

まず、臨時財政対策債についてであります。

平成23年度の臨時財政対策債の発行額は約419

億7,700万円であります。臨時財政対策債につき

ましては、地方交付税の代替財源でありますの

で、その元利償還金の全額が交付税措置される

こととなっております。

次に、県債についてであります。一般会計に

おける平成23年度の県債発行額は約756億4,100

万円でありますが、臨時財政対策債を除いた場

合の発行額は約336億6,400万円となっておりま

す。また、23年度末の県債残高は約１兆546

億9,700万円でありますが、臨時財政対策債等を

除く実質的な県債残高につきましては約6,312

億8,700万円となっております。

次に、県税収入の減収及び個人県民税の収入

未済額についてであります。平成23年度の県税

収入額は、前年度と比べ２億7,800万円余の減と

なっております。この主な要因は、給与所得の

低下等による個人県民税の減収や県内の消費等

の減少による地方消費税の減収によるものと考

えております。次に、個人県民税の収入未済額

につきましては、平成19年度の税源移譲以降、

増加傾向にありましたが、平成23年度の収入未

済額は、前年度と比較し１億3,300万円余の圧縮

が図られ、19億8,100万円余となっております。

次に、地域自主戦略交付金についてでありま

す。地域自主戦略交付金につきましては、いわ

ゆるひもつき補助金の一部が切り分けられて一

括交付金化されたものであり、23年度は、本県

に対して約72億3,600万円が配分されておりま

す。具体的な活用に当たっては、対象となる事

業の中から自由に選択できる仕組みとなってお

り、本県におきましては、切り分けられる前の

交付金等で予定していた事業を円滑に実施する

ことを念頭に、自主的な判断として、公共事業

や交通安全施設の整備などに活用したところで

あります。

次に、職員数についてであります。知事部局

等における職員数は、平成24年４月１日現在

で3,795人となっており、前年同期比で61人の減

となっております。

最後に、市町村合併支援事業費についてであ

ります。まず、合併市町村を支援する交付金と

して、宮崎、延岡、日南の３市に、合計で２億

円余を交付し、電算システム統合や運動公園整

備などに活用されたところです。また、財政健

全化のために行った無利子貸し付けの23年度分

の償還金約３億円を、「宮崎県市町村21世紀基

金」に積み立てております。この事業により、

合併後の一体的なまちづくりが図られるととも

に、財政健全化が進んだと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○危機管理統括監（橋本憲次郎君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、宮崎県地震防災戦略策定事業について

でありますが、平成23年度からの２カ年事業

平成24年10月２日(火)
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で、日向灘地震及び南海トラフ巨大地震の予測

と被害想定の策定等を目的としております。23

年度は、日向灘地震の地震・津波シミュレー

ションの中間報告を行ったところであります。

次に、新総合防災情報ネットワーク整備事業に

ついてでありますが、災害や危機事象が発生し

た場合に、安定した通信手段を確保するための

システム再構築を目的としたもので、平成23年

度からの２カ年で実施設計を行うものでありま

す。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えします。

民生費及び衛生費の不用額についてでありま

す。主な不用額でありますが、民生費は、重度

障がい児・者の医療費助成のほか、制度の見直

しが行われた子ども手当の県負担金などであ

り、また、衛生費は、子宮頸がんのワクチン接

種や肝炎等の医療費助成であるなど、その多く

が市町村を対象とした事業であります。不用と

なった理由でありますが、医療費助成など、ど

うしても予算に不足が生じないよう対応せざる

を得ないところがあり、結果として、必要額が

見込みを下回ったこと等によるものでありま

す。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えします。

住宅用太陽光発電システムの導入促進につい

てであります。平成23年度の補助実績は、2,289

件、１億8,830万2,000円であります。

次に、自然エネルギーの取り組み状況につい

てであります。まず、太陽光発電につきまして

は、住宅への設置への支援に加え、「地域グリ

ーンニューディール基金事業」により、高鍋町

など２町の庁舎への設置補助を行うなど、その

導入促進に取り組んだところであります。ま

た、木質バイオマスにつきましては、「森林整

備加速化・林業再生事業」により、温泉施設の

木質ボイラーの整備に対し補助するなど、その

利用促進に取り組んだところでございます。さ

らに、県民等を対象にしたセミナーの開催やホ

ームページによる情報提供を行うなど、新エネ

ルギーの普及啓発に努めたところであります。

以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、「若年者人材育成就職支援事業」の実

績等についてであります。本事業により、委託

先である人材派遣会社で、196人の若年者に対す

る研修や短期職場実習を行いました。そのう

ち115人が実習先の企業等で直接雇用されており

ます。

次に、立地企業の雇用についてであります。

平成23年度に認定した立地企業は29件でありま

すが、工場建設等の設備投資に時間を要します

ことから、年度内に操業を開始した企業は17件

で、企業の事業計画書によりますと、操業当初

の雇用者数は224人となっております。

次に、基金事業による雇用実績についてであ

ります。平成23年度は、延べ人数で申し上げま

すと、緊急雇用創出基金事業で3,436人、ふるさ

と雇用基金事業で783人、計4,219人となってお

ります。

最後に、県内企業の倒産状況等についてであ

ります。民間調査会社によりますと、平成23年

度の負債額1,000万円以上の倒産企業の件数は66

件となっており、その従業員数は479人となって

おります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、農林水産業費の不用額についてであ
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ります。主なものは、高病原性鳥インフルエン

ザの対策事業に関し、移動制限の特例措置によ

り農家等の影響額が減少したこと、及び肉用子

牛市場口蹄疫影響緩和対策事業に関し、県平均

価格が発動の基準価格を上回ったこと等による

執行残でございます。

次に、本県の農業就業の状況についてであり

ます。2010年農林業センサスによりますと、本

県の総農家数は４万5,804戸、農業就業人口は５

万7,076人であります。農家戸数及び就業者数の

減少が進んでおります。

次に、「みやざき担い手経営資源継承総合対

策事業」についてであります。本事業では、農

地や園芸用ハウスなどの経営資源を、産地ごと

に新規就農者等へ円滑に継承する仕組みづくり

などを進めたところであります。平成23年度

は、５つの産地で経営資源継承計画が策定され

るとともに、261名の新規就農者が確保されたと

ころでございます。

最後に、就農支援資金特別会計についてであ

ります。本資金は、就農計画の認定を受けた新

規就農者等に対し、就農に必要な経費の無利子

貸し付けを行うものであります。平成23年度

は、28件、１億6,900万円余の貸し付けを行い、

農業機械の導入や園芸用ハウスなどの整備が図

られたところであります。以上であります。

〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木造住宅耐震化普及促進事業の実績について

であります。まず、耐震診断費補助につきまし

ては、その費用の10分の９を補助する制度であ

り、宮崎市ほか６市５町におきまして60戸と

なっております。次に、アドバイザー派遣につ

きましては、専門家である木造住宅耐震診断士

からアドバイスを行っていただく制度でありま

して、延岡市ほか３市２町において69件となっ

ております。このほか、診断士養成講習を４回

開催しまして、151名の方が受講されておりま

す。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えしま

す。

教育費の不用額についてであります。主なも

のは、高等学校等生徒修学支援基金への積立

金、これは全額、国の交付によるものですが、

その国からの交付額が見込み額を下回ったこと

による執行残であります。また、職員の人件費

において、共済費や職員手当等の実績が見込み

を下回ったことなどによるものであります。

次に、育英資金の貸与実績についてでありま

すが、貸与者数4,231人、貸与額13億8,510

万8,000円であり、内訳といたしましては、高校

生及び高等専門学校生3,787人に対しまして11

億2,633万4,000円、大学生240人に対しまして１

億5,163万8,000円、専修学校生204人に対しまし

て１億713万6,000円となっております。

次に、「ネットいじめ対策推進事業」につい

てであります。主な内容は、より複雑化、多様

化するネット上のいじめに対応するために、情

報収集・相談窓口としての「目安箱サイト」の

設置や「親と子のインターネット講座」の実施

などであります。これらの取り組みを通して、

ネット上に書き込まれている誹謗中傷などの削

除等に対応するとともに、子供のインターネッ

ト利用における保護者の役割の重要性について

の啓発につながったと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○代表監査委員（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

決算審査意見についてであります。まず、随
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意契約等につきましては、物品の購入におい

て、複数業者による見積もり合わせとすべきも

のを一者随意契約としていたものや、補助事業

の交付決定等の事務がおくれていたものが見受

けられました。また、財務会計事務について

は、収入事務において納入期限を誤っていたも

の、賃金や通勤費について支給額を誤っていた

ものなどが見受けられました。以上でありま

す。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁いただきま

して、ありがとうございます。特に今お答えい

ただきました監査意見書での指摘事項など、毎

年行われている内容でもありますので、ぜひ

しっかり受けとめていただいて、改善に努めて

いただきたいというふうに思っています。

最後になりますけれども、平成23年度は、河

野県政において、宮崎県総合計画（アクション

プラン）のスタートの年でありました。知事

は、この23年度の決算をどのように総括してお

られるかお伺いして、質疑を終わりたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 平成23年度は、私が策

定しました「未来みやざき創造プラン」アク

ションプランのスタートの年でありました。重

点施策であります10のプログラムから成る「新

しい「ゆたかさ」創造プログラム」を積極的に

展開するとともに、口蹄疫の発生や新燃岳の噴

火などによりまして疲弊した県内経済の活性化

や東日本大震災等を踏まえた緊急的な防災対策

などに、スピード感を持って取り組んできたと

ころであります。一方で、本県の財政、県税等

の自主財源が少なく、地方交付税や国庫支出金

などに大きく依存する構造的な問題を抱えてお

ります。また、長引く景気の低迷などによりま

して、県税や地方交付税の増加というものが期

待できない中、ふえ続ける社会保障関係費への

対応など、極めて厳しい状況にあるものと認識

しております。このため、新たに第３期財政改

革推進計画を策定いたしまして、人件費の削減

や投資的経費の縮減・重点化、ゼロベースから

の事務事業の見直しなど、徹底した財政改革に

取り組んできたところであります。このような

取り組みの結果、財政調整のための基金の取り

崩し額の圧縮でありますとか、臨時財政対策債

などを除く実質的な県債の発行抑制を図るな

ど、全体としましては、厳しい財政状況に対応

した堅実かつ着実な財政運営を行うことができ

たのではないかと考えているところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 以上で終わります。ありが

とうございました。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終わりました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、議会運営委員会から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成24年10月２日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第13号

決算特別委員会の設置について
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◎ 議員発議案第13号上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第13号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第13号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第13号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第24号から第28号まで

決算特別委員会付託

○外山三博議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

議案第24号から第28号までの各号議案につい

ては、ただいま設置が決定しました決算特別委

員会に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

執行部は、ここで退席となります。

午前10時25分休憩

午前10時36分開議

◎ 議長の報告（決算特別委員会正副委員長

互選結果）

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 中野 一則

副委員長 黒木 正一

○外山三博議長 以上で報告は終わりました。

これからの日程をお知らせいたします。

本日午後から11日までは、決算特別委員会及

び議事整理等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12日午前10時開会、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午前10時37分散会
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午前 10時０分開議
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1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）
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19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）
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22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝
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福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 山 﨑 殖 章

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎
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議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議会運営委員会委員の辞任許可

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名、全

員でございます。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決までであります。

ここで、議員より議会運営委員会委員の辞任

願が提出されておりますので、事務局長に朗読

をさせます。

〔事務局長朗読〕

辞 任 願

議会運営委員会委員 外山 衛

このたび、都合により頭書の委員を辞任した

いので、委員会条例第13条第１項の規定により

許可されるよう願い出ます。

平成24年10月12日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました外

山衛議員の議会運営委員会委員辞任の件を日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、この

件を議題といたします。

この場合、外山衛議員は、地方自治法第117条

の規定により除斥されますので、退席願いま

す。

〔外山 衛議員退席〕

○外山三博議長 お諮りいたします。

外山衛議員の議会運営委員会委員辞任を許可

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、辞任

は許可されました。

外山衛議員の着席を求めます。

〔外山 衛議員着席〕

◎ 議会運営委員会委員の選任

○外山三博議長 これより、ただいま辞任され

ました議会運営委員会委員の後任を選任いたし

ます。

選任の方法は、委員会条例第６条第１項の規

定により、議長から指名いたします。

十屋幸平議員を委員に指名したいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、指名

のとおり選任することに決定いたしました。

◎ 決算特別委員長審査結果報告

○外山三博議長 次に、議案第24号から第28号

までの各号議案を一括議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、中野一則委員長。

○中野一則議員〔登壇〕 おはようございま

す。当決算特別委員会に付託されました議案

第24号から第28号に係る「平成23年度決算の認

定等」について、各分科会を中心に審査を行っ

てきたところでありますが、その審査の経過及

び結果について御報告申し上げます。

まず、議案第24号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

平成23年度の一般会計決算額は、歳入6,056

億2,729万7,000円、歳出5,971億4,014万9,000円

で、口蹄疫対策により増加した平成22年度決算

と比較して、歳入が21.5％の減、歳出が21.4％

の減であります。
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この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収

支は84億8,714万8,000円であり、このうち翌年

度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は、23

億837万6,000円の黒字となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など13の

特別会計の決算状況は、総額で、歳入が67

億2,364万5,000円、歳出が47億8,154万8,000円

で、差し引き残額は19億4,209万7,000円となっ

ております。

次に、議案第25号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は47億9,972万3,000

円、事業費用は42億138万2,000円で、当年度純

利益は５億9,834万1,000円となっており、その

全額を減債積立金等に積み立てるものでありま

す。供給電力量の目標達成率は、ダム地点の年

間降水量が平年を上回ったことや、効率的な発

電に努めたことにより、108.5％となっておりま

す。

次に、議案第26号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は３億6,235万2,000

円、事業費用は２億7,889万1,000円で、当年度

純利益は8,346万1,000円となっており、その全

額を減債積立金等に積み立てるものでありま

す。なお、給水量の目標達成率は124.9％となっ

ております。

次に、議案第27号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は2,811万9,000円、事

業費用は2,031万5,000円で、当年度純利益は780

万4,000円となっており、前年度繰越欠損金に充

当した残額の87万2,000円を利益積立金に積み立

てるものであります。なお、施設利用者数の目

標達成率は、天候不順等の影響により、89.4％

となっております。

最後に、議案第28号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は268億430万7,000円、

事業費用は270億2,929万2,000円で、当年度純損

失は２億2,498万5,000円となり、前年度と比較

すると、純損失は１億4,941万4,000円減少して

おります。

これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ

効率的になされ、所期の事業目的が達成された

かどうかについて確認することを決算審査方針

に基づき、慎重な審査を行いました。

その結果、一部に改善すべき点は見受けられ

るものの、全般的に適正に執行されており、議

案第24号については賛成多数、議案第25号から

第28号については全会一致で認定または可決及

び認定すべきものと決しました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項についてであります。

本県財政について、県税等の自主財源が乏し

い脆弱な財政基盤である上に、景気の低迷や社

会保障関係費の増大などにより、極めて厳しい

状況にありますので、持続可能な財政運営を目

指し、引き続き、財政改革の着実な実行に取り

組むことを求めます。

また、審査過程において指摘のあった事項及

び意見を真摯に受けとめ、次年度の予算編成に

当たっては、事業を見直すとともに、効果的な

予算の配分及び執行に努め、実効性のある施策

の推進を図ることを求めます。

次に、県有車両に係る賠償責任保険の補償額

について、不足が生じないよう検討を行うとと

もに、旅費のあり方も含めて検討し、職員が現
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場や関係機関に積極的に出向き、情報収集でき

る環境を整えることで、県民の声が十分に反映

された施策の展開に努めることを求めます。

さらに、各種事業の執行について、市町村等

の要望を待つのではなく、県がリーダーシップ

をとって効率的な予算の執行に努めるととも

に、執行残が生じないシステムの構築を検討す

ることを求めます。

また、「主要施策の成果に関する報告書」に

ついて、事業の成果や課題をより具体的に明示

し、さらに今年度の状況も明らかにするなど、

効果的な決算審査を行うため、資料や説明の方

法を工夫することを求めます。

次に、個別的事項として、次の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討、改善

を求めるものであります。

１つ、中山間地域振興について、平成23年度

に策定した中山間地域振興計画に基づき実施し

た施策を十分に精査した上で、真に成果を上げ

た事業に重点的に取り組むとともに、最重要課

題である中山間地域の所得の安定向上を目指し

た、より積極的な対策にも取り組むこと。

１つ、ケースワーカーの適切な配置等に努め

るとともに、被保護者が置かれている実情やニ

ーズに応じた支援に努めること。

１つ、地域の実情に即した自殺対策を実施

し、また、検証することにより、効果的な自殺

対策に努めること。

１つ、医療等の専門スタッフの充実や、相談

・支援体制の拡充を図るなど、こども療育セン

ターの一層の機能強化を図ること。

１つ、病院事業全体では、中期経営計画の目

標値を上回っているものの、県立日南病院にお

いては、前年度と比べ収支が悪化していること

から、地域の実情に応じた診療体制や医療機器

の充実を図るなど、さまざまな方策を検討し、

さらなる経営改善に取り組むこと。

１つ、小規模企業者等設備導入資金貸付金に

ついて、滞納整理のあり方を検討すること。

１つ、教育旅行受け入れ体制整備について、

新たな視点で受け入れ増加に向けた施策を講じ

ること。

１つ、九州新幹線誘客対策について、長期的

なビジョンをもって、県全体の浮揚を念頭に観

光振興を図ること。

１つ、県営国民宿舎の納付金は、指定管理者

の過分な負担とならないよう適正な設定を検討

すること。

１つ、東アジアにおける経済交流戦略につい

て、日中関係が不安定な状況ではあるものの、

消極的にならず、あらゆる情報を収集しなが

ら、今後とも市場拡大に向けて積極的に取り組

むこと。

１つ、県民にとって将来展望が見出せるよ

う、長期的なビジョンに基づいた施策を展開す

るなど、リーダーシップを発揮し、本県商工業

の振興に努めること。

１つ、社会資本整備について、津波対策にお

ける将来の構想を掲げて、国に対し、予算の確

保に向けた働きかけを行うこと。

１つ、地産地消の観点から、県産材の需要拡

大を図るとともに、県内企業の製品の利用に努

めること。

１つ、儲かる農業の実現を図るとともに、現

場の実態を把握し、十分な新規就農者を確保す

る効果的な対策をとること。

１つ、口蹄疫等に係る防疫体制について、口

蹄疫を発生させないことはもとより、もし発生

した場合は、見直した防疫マニュアルを速やか

に実行に移せるよう演習を繰り返すとともに、
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引き続き、関係者の防疫意識の向上に努めるこ

と。

１つ、スクールサポーターの活動は、いじめ

問題の解決にもつながることが期待できるの

で、今後とも、学校、教育委員会との情報交換

を行うなど、さらなる連携強化を図ること。

１つ、奨学資金貸付金の収入未済額が膨大と

なってきているので、他県の徴収方法等も参考

にしながら、収入未済額縮減を図ること。

１つ、地域振興事業によるゴルフ場の運営に

当たっては、ＰＲの方法を改善するなど、利用

促進を図ることにより、ゴルフ場設置の趣旨が

生かされるよう努めること。

当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて特段の改善と努力が図られるよう、重ね

て要望するものであります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長にお願いし、当委員

会の審査の経過及び結果についての報告を終わ

ります。(拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 決算特別委員長の審査結果報

告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり、１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

議案第24号「平成23年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について」、反対の立場から討論いたし

ます。

2011年（平成23年度）は、本県にとっても、

口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳の降灰被害

からの復興とあわせ、東日本大震災の復興支援

とともに、安全・安心の防災対策、福島原発事

故を教訓に、原発に頼らない、安全な自然エネ

ルギーへの追求など、切実な課題が山積する年

でありました。さらに、経済は、停滞が続く深

刻な事態の中で、県民の暮らしや地域経済の活

性化に責任を負う県の果たす役割が大きく問わ

れました。

決算の状況は、まず、県の財政運営で、地方

交付税は1,885億6,000万円余と、前年度を50

億2,000万円余下回り、地方交付税の代替財源で

ある臨時財政対策債の発行も419億7,000万円余

と、前年度を140億3,000万円余下回り、23年度

の地方交付税は、合計で190億5,000万円余の減

額となりました。この臨時財政対策債を含め県

債発行額は756億4,000万円余、県債残高は１

兆546億9,000万円余と、膨大な額に達しまし

た。一方、公債費は965億3,000万円余と、さら

に前年度を33億9,000万円余上回っています。こ

うした状況では、決して健全な財政運営は図ら

れず、国にも大きな責任があることはもちろ

ん、何より地方財政の安定のために、臨財債を

減らし、地方交付税をもとに戻すことが必要で

す。そのためにも、無駄を削り、軍事費や大企

業優遇税制を見直し、国民の負担によらない財

源確保を図るよう、国に要求すべきです。

また、自主財源の柱である県税収入は、景気

低迷による個人所得の減少で個人県民税が減少

するなど、多くの税目で減収、特に個人県民税

は多額の収入未済がありますが、長引く景気低

迷を反映し、県民の暮らしの厳しさが読み取れ
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ます。さらに、今、政府が強行する税と社会保

障の一体改革による消費税大増税は、県民の暮

らしや地域経済にますます打撃を与え、ひいて

は税収にも影響を及ぼすことは必至です。こう

した県民の暮らしの状況をしっかり把握し、県

民の苦労に心を寄せ、地方自治の本旨を全うす

る県行政が求められています。

そこで、次に、行政運営、各種施策について

述べます。

まず、福祉や医療については、介護保険の高

い保険料負担や、必要な介護が受けられない程

度区分の問題、また、特に後期高齢者医療制度

の実施が、高齢者を年齢で区別し、高い保険料

や医療費負担、医療差別をもたらしており、早

急な解決が必要です。県としても廃止を求める

べきだと思います。

また、療養病床、介護病床の削減が進む中

で、その受け皿は極めて不十分であり、特

に、3,000人を超す特養ホームへの入所待機者の

解消を急ぐべきです。

また、23年度決算における不用額が53億2,000

万円余と多額に及ぶ中で、特に民生費や衛生費

での扶助費等の執行残が見られました。とりわ

け、現下の厳しい経済状況のもとで県民の暮ら

しや健康を支える点でも、医療費の公費負担、

生活保護扶助など、必要な助成を十分に行うこ

とが必要です。

国保税の問題では、国保税を納めたくても納

められない、いわゆる滞納世帯は、３万4,989世

帯に及び、短期保険証や窓口全額自己負担しな

ければならない資格証明書の世帯は、２万308世

帯、いずれの保険証も交付されていない未交付

世帯は、21市町村で7,085世帯に及んでいます。

保険証がないために受診ができず、手おくれで

死亡に至った事例が多数起きています。県民の

命と健康が守られているとは言いがたい状況に

あります。国保は、憲法25条に基づく社会保障

の制度です。お金のない人を制度から排除する

ことは許されません。県がこの立場にしっかり

と立って、高い保険税の要因となっている国庫

負担率の引き下げをもとに戻すよう国に求める

とともに、市町村への県の支援と指導は不可欠

です。

商工施策については、特に、長引く景気低迷

の中で、宮崎の経済の中心を担う中小企業を支

え、どれほど地域経済の活性化が図られたか、

また、県民の切実な雇用の確保にどれほど役割

を果たしたかが問われました。

雇用確保の点では、緊急雇用の基金事業や若

年者の就職支援事業、企業立地促進補助金等の

直接助成による企業誘致での雇用の確保も進め

られました。しかし、基金事業はあくまでも一

時的なもので、安定した再就職に道を開くまで

には至らず、企業倒産による新たな失業や、派

遣切り、雇いどめなどが広がる中で、失業者を

出さないための行政としての役割が強く求めら

れました。

新規雇用を企業誘致に頼ることも一つの方策

ではありますが、過度な条件競争に走ることの

ないようにすることが重要です。同時に、地元

中小企業が取り組む雇用の拡大に直接助成を行

うなどの積極的な支援が必要であったというふ

うに思います。

農業関連では、農家戸数及び就業者数は減少

が進んでおり、真剣に受けとめていかなければ

なりません。県も担い手対策に取り組み、みや

ざき担い手経営資源継承総合対策事業で261名の

新規就農者が確保されたとのことですが、こう

した就農者が農業をしっかり続けていくために

も、農家を直接支えて再生産につながるよう、
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価格補償や所得補償を充実させ、安心して農業

が継げる後継者、担い手を育てる体制を整える

ことが重要であり、そのためにも、不要不急の

農業土木工事等の見直しが求められたと思いま

す。

また、市町村合併については、23年度も合併

した市町村への支援事業が継続をされました。

合併市の電算システム化や運動公園など公共施

設の整備等に充てられ、合併後の一体的なまち

づくりが図られたとの評価ですが、合併して地

域や住民の暮らしの状況がどのように変わった

のか、真に住民のための合併だったのか、十分

な検証が必要であり、行政の責任が問われるも

のだというふうに思います。

最後に、平成23年度は、宮崎県総合計画アク

ションプランのスタートの年でしたが、みやざ

き行財政改革プランは、従来の行革大綱が踏襲

され、行財政改革の名で県職員の削減が行わ

れ、また、これまで削減してきた実員数に職員

定数条例を合わせるとする宮崎県職員定数条例

の一部改正も行われました。また、県人事委員

会の勧告を受けて職員給与の引き下げも行われ

ました。しかし、宮崎県は口蹄疫被害を経験

し、さらに東日本大震災を教訓として、改めて

住民の命と暮らしを守る自治体職員の果たす役

割が見直されることとなっております。県内経

済への影響も含め、職員の削減や給与の引き下

げは問題であり、改めて再考を求めたいという

ふうに思います。

以上、平成23年度決算について幾つかの問題

点を指摘し、決算の認定について反対の討論と

いたします。〔降壇〕

○外山三博議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕 郷中の会の有岡で

す。

議案第24号「平成23年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について」の討論を行います。

まず、決算審査方針の重点審査事項として、

１番目に、歳入確保の努力があります。また、

委員長報告にあるように、持続可能な財政運営

を目指すとき、財政改革の着実な実行に取り組

むとともに、県民の皆様に対し、税の公平性

や、偏在など不公平感が生じないことが基本で

す。その上で相互扶助の精神が必要となってま

いります。

そこで、監査委員会の９月の監査報告書をも

とに、歳入における収入未済額を検証しまし

た。諸収入の雑入において1,187万6,000円が収

入未済となっております。主なものは返還金で

あり、総務部、福祉保健部において、注意・指

摘事項として、「収入未済額が前年度と比較し

て増加している。収入促進について、一層の努

力が望まれる」とあります。しかし、内容をさ

らに精査してみると、例えば生活保護返還金、

現年度分は前年度よりも収納率が上がっていま

す。これは、債権管理事務嘱託員など関係者の

努力によるものです。では、なぜ、前年度より

未納額がふえてしまったのかというと、分母に

当たる調定額が大幅にふえたためです。このよ

うに、未納額が大幅にふえたとすれば、債権管

理体制の充実だけでは対策が困難だと言えま

す。

次に、平成23年度決算審査意見書にある県税

の収入未済額は、24億7,617万余であり、前年度

より１億9,413万余の減となっています。諸収入

の収入未済額は７億8,075万余で、１億6,810万

円の増となっています。前年度とは、収入未済

額に大きな変化はありません。

このような中で、税務課では、収入未済額

の80％を占める個人県民税対策として、今後、
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市町村と協力し、事業者に対し特別徴収による

収納率向上に取り組むとのことです。この事例

は和歌山県でも市町村とともに成果を上げてい

るようです。また、ブログの「みやざき県庁職

員日記」でも、税務課の取り組みがわかりやす

く紹介されています。各担当者の思いや努力が

うかがえるものです。

しかし、私は、このような努力にもかかわら

ず、現状のままでは、厳しい収納状況に陥り、

収入未済額が急激にふえると懸念しています。

なぜならば、2016年までに消費税など本格増税

が行われるからであります。今月からは環境

税、今後は、復興増税、消費税、厚生年金保険

料や電気料金値上げなど、ある試算では、40代

４人家族で年収300万の家庭では、2016年に、現

在よりも24万9,600円の負担が増加すると試算さ

れています。

そのような社会情勢の中で、給与は上がら

ず、結果として未納額がふえてしまう。先ほど

の分母に当たる調定額が大幅にふえるというこ

とです。監査委員会の意見をもとに債権管理条

例を制定することも事務的には必要かもしれま

せんが、私は、23年度の決算認定を見て見えて

きたことは、まず、知事がアクションプランで

示された県民の役割として、県民の負担につい

ても明確にすることや、対話と協働の推進によ

る県民の意識改革が必要だと思うのでありま

す。対話と協働でいう「協働」の定義として

は、私は、それぞれが役割と責任を担い、お互

いを尊重し、協力することだと解します。我々

も執行部も県民の皆さんと一緒に汗をかき、一

緒に豊かな宮崎づくりに知恵を絞り、負担すべ

きものはお互いに努力し、責任を果たすことだ

と考えます。県民の皆さんに県民としての役割

を果たしていただき、我々は、行政としての役

割を責任を持って果たすことが求められます。

ここで例を挙げますならば、平成23年度奨学

資金貸付金の収入未済額約１億2,000万円のよう

に、返すべき貸付金が返納できないために、将

来的に資金不足に陥る可能性が指摘されていま

す。また、昨日、中小企業の関係者から伺った

話では、来年の中小企業金融円滑化法の期限切

れを前に、現場の中小企業は大変厳しい状態に

陥っている。実際に、経営相談を「みやざき経

営アシスト」にしても、形だけで機能していな

いと指摘されました。中小企業支援と雇用対策

の必要性から、設立した組織が機能していない

ということでしたら、行政の役割を果たしてい

ないということになります。

そこで、知事のおっしゃる対話とは、本音で

語り合うことであり、現場の声が届くことが必

要です。詳しくは11月の議会において、県民の

役割や対話と協働についてまたさらに知事にお

尋ねしたいと思いますが、このような現状を検

証した結果、早急に、知事を先頭に、県民負

担、歳入について抜本的な対策を講じる必要が

あると思います。

よって、今回の歳入においては、県民目線、

県民の代弁者として、まだまだ不公平感を是正

できる内容となっていないことを指摘したいと

思います。

次に、平成23年度美術品等取得基金の運用状

況調書を見てみますと、昨年同様、３億円の基

金が譲渡性預金として保管されたまま、平成15

年から８年間眠っています。運用収益45万円が

財産運用収入とはなっていますが、監査委員の

宮崎県基金運用状況審査意見書にあるように、

「基金活用について検討を行うよう要望する」

とあり、基金本来の目的達成のために有効に活

用しようとする前向きな姿勢が感じられず、大
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変残念に思います。若い、感性豊かな青少年

に、ぜひ、本物を、いいものを見て感じてもら

いたい、大きく飛躍していただきたいという願

いで、この指摘をしたいと思います。

以上、平成23年度決算認定について、県民の

目線で精査し、県民総力戦の推進のためにも、

今後の課題を提起した上で、平成23年度決算の

認定に対して、反対をさせていただきます。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第24号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第24号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり認定されました。

◎ 議案第25号から第28号まで採決

○外山三博議長 次に、議案第25号から第28号

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決及び認定、または認定であります。委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は、委員長の報告のとおり、可決

及び認定、または認定されました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成24年10月12日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第14号

九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造

会議広域行政懇話会幹事会への議員の派遣

◎ 議員発議案第14号追加上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第14号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第14号についてお諮りいたしま
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す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○外山三博議長 以上で、今期定例会の議事は

全て終了いたしました。

これをもちまして、平成24年９月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時39分閉会



資 料
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平成２４年９月定例県議会日程

３６日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

９． ７ 金 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

８ 土
（ 閉 庁 日 ）

９ 日

１０ 月 代表質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

１１ 火 一般質問通告締切 12:00

１２ 水 議会運営委員会 9:30
代 表 質 問

１３ 木 本会議 請願締切 12:00

１４ 金 一 般 質 問

１５ 土
（ 閉 庁 日 ）

１６ 日

１７ 月 （ 閉 庁 日 ） 敬老の日

１８ 火 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

本会議

１９ 水
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

２０ 木
休 会 常 任 委 員 会

２１ 金

２２ 土 （ 閉 庁 日 ） 秋分の日

２３ 日 （ 閉 庁 日 ）

２４ 月 休 会 常 任 委 員 会
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）
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月 日 曜 区 分 議 事 備 考

９．２５ 火 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

２６ 水 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30

２７ 木 本会議
質疑、討論、採決
決算議案上程
知事提案理由説明

２８ 金 休 会 （ 議 案 調 査 ）

２９ 土
（ 閉 庁 日 ）

３０ 日

１０． １ 月 休 会 （ 議 案 調 査 ）

質疑 議会運営委員会 9:30
議員発議案上程、採決

２ 火 本会議 （決算特別委員会設置）
議案委員会付託（決算認定）

決 算 特 別 委 員 会

３ 水
決 算 特 別 委 員 会

４ 木 休 会

５ 金 （ 議 事 整 理 ）

６ 土
（ 閉 庁 日 ）

７ 日

８ 月 （ 閉 庁 日 ） 体育の日

９ 火 （ 議 事 整 理 ）

１０ 水 休 会 決 算 特 別 委 員 会

１１ 木 （ 議 事 整 理 ）

決算特別委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30
１２ 金 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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平成２４年９月定例会

代 表 質 問 時 間 割

９月１２日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １３：００～１５：００

９月１３日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 新 み や ざ き 西村 賢 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 公 明 党 新見 昌安 １３：００～１４：３０ 休憩

５ 社 会 民 主 党 鳥飼 謙二 １４：４０～１６：１０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

新みやざき ５５分以内

公 明 党 ４５分以内

社会民主党 ４５分以内
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平成２４年９月定例会

一 般 質 問 時 間 割

９月１４日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 後藤 哲朗 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 右松 隆央 １１：００～１２：００ 休憩

３ 公 明 党 河野 哲也 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 岩下 斌彦 １４：００～１５：００

９月１８日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 新 み や ざ き 徳重 忠夫 １０：００～１１：００

６ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 十屋 幸平 １３：００～１４：００

８ 日 日 新 図師 博規 １４：００～１５：００

９月１９日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 星原 透 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 蓬原 正三 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 社 会 民 主 党 太田 清海 １３：００～１４：００

１２ 新 み や ざ き 田口 雄二 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第１号 平成24年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
平成24年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ

可決
ョン施設特別会計補正予算（第１号）

第３号
平成24年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算

可決
（第１号）

第４号
平成24年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算

可決
（第１号）

第５号
地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

可決
改正する条例

第６号
宮崎県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部

可決
を改正する条例

第７号 宮崎県災害対策本部条例の一部を改正する条例 可決

第８号 工事請負契約の締結について 可決

第９号 損害賠償の額の決定について 可決

第１０号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収

可決
について

第１１号 宮崎県歯科保健推進計画の策定について 可決
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第２０号
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出

採択
を求める請願

第２１号
平成２４年度宮崎地方最低賃金改正等についての請

採択
願

県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口

第２２号 業務の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に 採択

ついての請願

第２３号
動物取扱業者の飼育する犬の「狂犬病の予防注射」

不採択
に対する補助金措置を求める要請についての請願



閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 一 覧

平成２４年９月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

るため

厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査
調査を要す

るため

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため
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平成２４年９月定例会

決算議案 委員会審査結果表

［議 案］

番 号 件 名 決 算 特 別 委 員 会

第２４号 平成２３年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 認 定

第２５号
平成２３年度宮崎県電気事業会計利益の処分及び決算の認定
について

第２６号
平成２３年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及び決算 可決及び認定
の認定について

第２７号
平成２３年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及び決算の
認定について

第２８号 平成２３年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について 認 定
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決算特別委員会各分科会主査報告



その１ 総務政策分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成23年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査いたしました結

果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、決算の概要についてであります。

平成23年度の一般会計の決算規模は、歳入が6,056億2,729万7,000円、歳出が5,971億4,014万9,000円

で、口蹄疫対策により増加した平成22年度と比較して、歳入が21.5％、歳出が21.4％の減であります。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、84億8,714万8,000円であり、このうち翌年度に繰

り越すべき財源を除いた実質収支は23億837万6,000円の黒字となっております。

本県の財政は、県税等の自主財源に乏しい脆弱な財政基盤である上に、景気の低迷や社会保障関係費

の増大などにより、極めて厳しい状況にあります。

当局におかれては、 持続可能な財政運営を目指して、引き続き、財政改革の着実な実行に取り組ん

でいただくよう要望いたします。

次に、県有車両による交通事故等の損害賠償金についてであります。

このことについて当局より、「賠償責任保険に加入しているため、基本的にはその保険金を充当して

賠償するが、なお不足が生じるものについて、その不足分を県の予備費を充用して支払ったものであ

る」との説明がありました。

当局におかれては、県有車両に係る賠償責任保険の補償額について不足が生じないよう再検討を行う

とともに、職員が積極的に現地に出向くことができるよう、旅費の執行のあり方も含め、その環境づく

りに努めていただくことを要望いたします。

次に、中山間地域振興についてであります。

このことについて委員より、「中山間地域の課題を抱える市町村と、どのよう形で連携しているの

か」との質疑があり、「中山間地域振興協議会等において意見交換を行うとともに、現状の点検を通じ

て、集落のあり方について、住民との話し合いを進める市町村に対して支援を行う「中山間地域集落点

検モデル事業」の活用等により、市町村と連携した対策に取り組んでいる」との答弁がありました。

当局におかれては、平成23年度に策定した中山間地域振興計画に基づき実施した施策について、十分

に精査した上で、真に成果を上げた事業に重点的に取り組むとともに、最重要課題である中山間地域の

所得の安定・向上を目指した、より積極的な対策にも取り組まれることを要望いたします。

なお、「主要施策の成果に関する報告書」については、決算審査を効果的に実施し、また、今後の予

算審議にも生かすため、事業の成果や課題をより具体的に明示し、さらに今年度の状況も明らかにする

など、よりわかりやすい報告書としていただくよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。
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その２ 厚生分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成23年度宮崎県歳入歳出決算及び宮崎県立病院事業会計決算の認定につきまして

は、慎重に審査をいたしました結果、宮崎県歳入歳出決算の認定については賛成多数により、宮崎県立

病院事業会計決算の認定につきましては、全会一致により、これを認定すべきものと決定いたしまし

た。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点につきまして申し上げます。

まず、生活保護事務についてであります。

このことについて、複数の委員より、「被保護世帯へ訪問するケースワーカーには、非常勤職員も配

置されているが、正規職員の配置とすべきではないか」との意見や、「民生委員などから幅広く意見を

聞くなど、町村との連携を更に図っていってもらいたい」との要望がありました。

当局におかれましては、ケースワーカーの適切な配置等に努めるとともに、被保護者が置かれている

実情やニーズに応じた支援に努めるよう要望いたします。

次に、自殺対策についてであります。

本県における平成23年の自殺者数は312人であり、自殺死亡率は全国で４番目に高い数字となってお

ります。

このことについて委員より、「現代社会では、核家族化が進み、地域でのつながりが弱くなってい

る。自殺を防ぐ方策として、みんなが集まれる場をつくっていくことが大事ではないか」との意見があ

り、当局より、「今年度から、地域での声かけや集まりなどの活動を行う団体を支援し、地域のきずな

づくりを図っていくこととした」との答弁がありました。

当局におかれては、地域の実態に即した自殺対策を実施し、また検証することにより、効果的な自殺

対策に取り組まれるよう要望いたします。

次に、こども療育センターの運営についてであります。

当センターは、児童福祉法に基づく障害児療育の拠点施設として、入所、通所の支援に取り組むとと

もに、医療法による小児整形外科病院としての機能を備えた、県内唯一の施設であります。

このことについて、複数の委員より、「近年、重度・重複障がい児がふえており、こども療育センタ

ーのさらなる充実を図るべきではないか」との意見や、「障がい児を持つ保護者が安心して頼れる施設

となるよう、こども療育センターのあり方について検討を行ってもらいたい」との要望がありました。

当局におかれては、医療等の専門スタッフの充実や、相談・支援体制の拡充を図るなど、こども療育

センターの一層の機能強化を図るよう要望いたします。

次に、予算の編成及び執行についてであります。

このことについて委員より、「決算状況を十分に分析して、来年度の予算については効果的な事業を

重点的に展開してもらいたい」との意見がありました。

当局におかれては、審査の過程において指摘のあった事項及び意見を真摯に受けとめ、次年度の予算

編成に当たっては事業を見直すとともに、効果的な予算の配分及び執行に努め、実効性のある施策の推
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進を図るよう要望いたします。

次に、宮崎県立病院事業会計の決算の概要についてであります。

平成23年度の収支状況は、事業収益が268億430万7,000円、事業費用が270億2,929万2,000円で、当年

度純損失は２億2,498万5,000円となっており、前年度と比較すると、純損失は１億4941万4,000円減少

しております。

これは、新たな施設基準の取得や、疾病ごとの包括請求方式であるＤＰＣへの取り組みの強化など収

益の確保に努めたことによるものであります。

当分科会といたしましては、病院事業全体では中期経営計画の目標値を上回っているものの、県立日

南病院においては、前年度と比べ収支が悪化していることから、地域の実情に応じた診療体制や医療機

器の充実を図るなど、さまざまな方策を検討し、さらなる経営改善に取り組んでいただくよう要望いた

します。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その３ 商工建設分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成23年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、小規模企業者等設備導入資金特別会計についてであります。

このことについて複数の委員より、「小規模企業者等設備導入資金貸付金において、長期間、収入未

済となっている債権については、不納欠損処理を含めた滞納整理のあり方について検討してもらいた

い」との要望がありました。

次に、教育旅行受け入れ体制整備についてであります。

このことについて委員より、「現在の教育旅行の受け入れ人数、及び過去最も受け入れが多かったと

きの人数は何人か」との質疑があり、当局より、「現在の受け入れは2,000人弱。平成２年度以降、最

も多かったときは５万人強」との答弁がありました。

これに対して委員より、「積極的、効果的なＰＲ活動に努めるとともに、教育委員会と連携し、例え

ば旅行の地産地消的な発想で、県内の修学旅行前の小学３年生または４年生を対象とした１泊の県内旅

行を働きかけるなど、新たな視点で受け入れ増加に向けた施策を講じていただきたい」との要望があり

ました。

次に、九州新幹線誘客対策についてであります。

このことについて委員より、「当事業は、南九州三県が連携して誘客のためのＰＲを実施していると

いうことだが、効果はどのようなものか」との質疑があり、当局より、「誘客のためのさまざまなキャ

ンペーンを実施しているところであり、広域観光ということで、南阿蘇に来た人が高千穂に、霧島に来
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た人がえびのに足を伸ばしていることは確かである。しかし、他県に比べるとさらなる努力が必要であ

ると考えている」との答弁がありました。

このことに対して委員より、「九州新幹線誘客対策については、現在の事業にとどまることなく、将

来的には日豊本線の整備を進め、利便性の向上を図るなど長期的なビジョンを持って、県全体の浮揚を

念頭に観光振興を図っていただきたい」との要望がありました。

次に、指定管理者制度のあり方についてであります。

このことについて委員より、「県営国民宿舎特別会計について、えびの高原荘、高千穂荘とも、前年

度に比べ宿泊客数が減少し損失を計上しているが、高千穂荘については、平成23年度から県への納付金

が引き上げられている。厳しい経営環境における納付金についてどのように考えているのか」との質疑

があり、当局より、「22年度までの状況を踏まえ、納付金を設定したところであるが、今後の状況を見

ながら、指定管理者との協議を行っていきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「県営国民宿舎の納付金は、指定管理者の過分な負担とならないよう、適正

な設定について検討していただきたい」との要望がありました。

次に、東アジアにおける経済交流戦略についてであります。

このことについて委員より、「国内消費が伸び悩む中、東アジアは大変魅力的な市場である。例え

ば、県内の良質な食肉を富裕層の多い東アジアへ売り込みたいという考えを持つ肥育農家も多いと聞

く。現在、日中関係が不安定な状況ではあるものの、消極的にならず、あらゆる情報を収集しながら、

今後とも市場拡大に向けて積極的に取り組んでいただきたい」との要望がありました。

次に、長期的なビジョンに基づいた施策の展開についてであります。

このことについて委員より、「例えば古事記編さん1300年について、島根県は大々的にイベントを展

開しており、宮崎県は準備の段階からおくれをとっていると感じる。このように、事業において長期的

なビジョンを示さなければ、その後の展開もおくれるということになり、また、そういう将来の長期的

なビジョンを何も示さなければ、県民は夢や希望を持てなくなるのではないかと危惧している」との意

見がありました。

当局におかれては、県民にとって将来展望が見出せるよう、長期的なビジョンに基づいた施策を展開

するなど、リーダーシップを発揮していただき、本県商工業の振興に努めていただくことを要望いたし

ます。

次に、社会資本整備についてであります。

このことについて委員より、「本県の社会資本整備は、他県に比較しておくれている状況にある。国

への要望活動を行うに当たっては、ただ整備がおくれているということだけでなく、本県は日向灘に面

しており、地震対策を含めた社会資本の整備を行わなければ、県民の生活や命を守れないという視点も

踏まえ、活動を行うべきではないか」との質疑があり、当局より、「道路予算の確保が厳しい状況の

中、津波対策として、避難路となる道路の整備や中山間地域を結ぶ「命の道」の整備について、知事を

先頭に国への要望活動を繰り返し行っている。今後も継続していきたい」との回答がありました。

当局におかれては、津波対策における将来の構想を掲げて、国に対し、社会資本整備予算の確保に
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向けた働きかけを行っていただくよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その４ 環境農林水産分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成23年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、旅費のあり方についてであります。

このことについて委員より、「全体的に旅費の執行残が見られ、職員が現場等に出ていかない姿を想

像してしまう。旅費の執行のあり方を含めて検討し、職員が現場や関係機関に積極的に出向き情報収集

できる環境を整えることで、現場等の声が十分に反映された施策の展開に努めていただきたい」との要

望がありました。

次に、各種事業の執行残についてであります。

このことについて委員より、「浄化槽整備事業など執行残の生じたものがあるが、事業が中止になる

など、執行残が見込まれる段階で、速やかに追加要望がないか市町村等に確認していただきたい」との

要望があり、また別の委員より、「事業予算の執行状況を逐次公表するなど、情報発信を工夫すること

で、執行残が生じないシステムを構築していただきたい」との要望がありました。

当局におかれては、市町村等の要望を待つのではなく、県がリーダーシップをとって効率的な予算の

執行に努めるとともに、執行残が生じないシステムの構築を検討していただくよう要望いたします。

次に、県産材の需要拡大についてであります。

このことについて委員より、「県産材を活用し、県内業者が作製した机や椅子を導入することは、地

産地消の観点から非常に重要であり、継続的に取り組んでいただきたい」との要望があり、当局より、

「教育委員会など関係機関と協議しているところである」との答弁がありました。

このことに関連して委員より、「県内においては、鉄骨などを利用した畜舎等が見受けられるが、畜

舎等の建設においても、県産材の活用を推進していただきたい」との要望がありました。

当局におかれては、地産地消の観点から、県産材の需要拡大を図るとともに、県内企業の製品の利用

に努めていただくよう要望いたします。

次に、新規就農者の確保についてであります。

このことについて委員より、「新規就農者数を伸ばすためには、儲かる農業の実現が不可欠である

が、農家所得の現況は厳しい。各種事業を活用し就農を支援するとともに、農畜産物のブランド力向上

や研究人材の育成等を図ることで、一日でも早く儲かる農業を実現していただきたい」との要望があ

り、当局より、「青年就農給付金事業や農の雇用事業等を活用するとともに、新規参入者の確保や、農

家の後継者対策を展開するなど、さまざまな施策を駆使し、目標数を達成したい。また、新規就農者が
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定着できるよう関係機関等と連携して支援していきたい」との答弁がありました。

当局におかれては、儲かる農業の実現に努めるとともに、現場の実態を把握し、十分な新規就農者を

確保する効果的な対策をとっていただくよう要望いたします。

次に、口蹄疫等に係る防疫体制についてであります。

このことについて委員より、「口蹄疫からの再生・復興に係る事業により、牛や豚の飼養頭数がふえ

るなど、成果が見えてきている。今後、発生させないことはもとより、もし発生した場合は、見直した

防疫マニュアルを速やかに実行に移せるよう演習を繰り返すとともに、引き続き関係者の防疫意識の向

上に努めていただきたい」との要望がありました。

最後に、「主要施策の成果に関する報告書」についてであります。

このことについて委員より、「決算に至るまでの取り組みが具体的にわかるよう、当初予算の金額を

記載するなど資料を工夫し、その説明方法等について検討していただきたい」との要望があり、また別

の委員より、「各種貸付金の説明においては、金額や件数だけではなく、前年度との比較や貸付先の状

況等を説明するなど、全体像が把握できるよう工夫していただきたい」との要望がありました。

当局におかれては、効果的な決算審査を行うため、資料や説明の方法を工夫していただくことを要望

いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その５ 文教警察企業分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成23年度宮崎県歳入歳出決算並びに宮崎県電気事業会計、宮崎県工業用水道事業会

計及び宮崎県地域振興事業会計の利益の処分及び決算につきましては、慎重に審査いたしました結果、

いずれも全会一致で、これを認定または可決及び認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、地域の安全を守る街頭活動強化事業におけるスクールサポーターの配置についてであります。

この事業は、県警本部等に配置されているスクールサポーターが、少年等の非行防止、健全育成のた

め、学校や各地区の教育事務所・教育委員会と連携して、相談や助言等の活動を行っているものであり

ます。

このことについて委員より、「スクールサポーターの活動は、いじめ問題の解決にもつながることが

期待できるので、今後とも学校、教育委員会との情報交換を行うなど、さらなる連携強化を図ってもら

いたい」との要望がありました。

次に、奨学資金貸付金の収入未済額についてであります。

近年の経済状況の悪化に伴う未就労、収入減等による滞納が増加している状況から、奨学資金貸付金

の収入未済額は年々増加しており、平成23年度の収入未済額は２億8,038万円余となっております。

委員より、「本県においては、本年度から徴収事務の専任職員を増員しているとのことであるが、他
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県においてはどのように対応しているのか」との質疑があり、当局より、「他県では、外部の債権管理

会社等の利用を始めているところもある」との答弁がありました。

このことについて委員より、「奨学資金貸付金の収入未済額が膨大となってきているので、他県の徴

収方法等も参考にしながら、収入未済額縮減を図ってもらいたい」との要望がありました。

次に、宮崎県電気事業会計決算の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は47億9,972万3,000円、事業費用は42億138万2,000円で、当年度純利益は５

億9,834万1,000円となっており、その全額を減債積立金、建設改良積立金及び緑のダム造成事業積立金

に積み立てるものであります。なお、供給電力量の目標達成率は、ダム地点の年間降水量が平年を上

回ったことや効率的な発電に努めたことにより、108.5％となっております。

次に、宮崎県工業用水道事業会計決算の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は３億6,235万2,000円、事業費用は２億7,889万1,000円で、当年度純利益

は8,346万1,000円となっており、その全額を減債積立金及び借入金償還積立金に積み立てるものであり

ます。なお、給水量の目標達成率は、旭化成等の一部ユーザーへの給水量が計画を上回ったこと等によ

り、124.9％となっております。

最後に、宮崎県地域振興事業会計決算の概要についてであります。

平成23年度の事業収益は2,811万9,000円、事業費用は2,031万5,000円で、当年度純利益は780万4,000

円となっており、前年度繰越欠損金に充当した残額の87万2,000円を利益積立金に積み立てるものであ

ります。なお、施設利用者数の目標達成率は、天候不順等の影響により、89.4％となっております。

このことについて委員より、「本事業によるゴルフ場の運営に当たっては、ＰＲの方法を改善するな

ど、利用促進を図ることにより、ゴルフ場設置の趣旨が生かされるよう努めてもらいたい」との要望が

ありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表



議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成24年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） ９月27日・ 可 決

〃 第２号 平成24年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

〃 第３号 平成24年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第４号 平成24年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第５号 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第６号 宮崎県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第７号 宮崎県災害対策本部条例の一部を改正する条例 〃

〃 第８号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第９号 損害賠償の額の決定について 〃

〃 第10号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第11号 宮崎県歯科保健推進計画の策定について 〃

〃 第12号 公安委員会委員の任命の同意について ９月19日・ 同 意

〃 第13号 教育委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第14号 教育委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第15号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第16号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第17号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第18号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第19号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第20号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第21号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第22号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第23号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第24号 平成23年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 10月12日・ 認 定

〃 第25号 平成23年度宮崎県電気事業会計利益の処分及び決算 10月12日・ 可決及び

の認定について 認定
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第26号 平成23年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及 10月12日・ 可決及び

び決算の認定について 認定

〃 第27号 平成23年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及び 〃

決算の認定について

〃 第28号 平成23年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につい 10月12日・ 認 定

て

議員発議案 第１号 島根県・竹島の我が国の領有権の確認と対韓国外交 ９月７日・ 可 決

の早期正常化を求める意見書

〃 第２号 香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸 〃

に関する意見書

〃 第３号 宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設特 ９月27日・ 可 決

別会計補正予算の執行に係る附帯決議

〃 第４号 「森林・林業再生プラン」に係る具体的施策の推進 〃

を求める意見書

〃 第５号 不活化ポリオワクチン導入に伴う費用の助成を求め 〃

る意見書

〃 第６号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する 〃

早急な規制強化等を求める意見書

〃 第７号 自治体における防災・減災のための事業に対する国 〃

の財政支援を求める意見書

〃 第８号 オリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致 〃

に向けた決議

〃 第９号 第12回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派 〃

遣

〃 第10号 宮崎県最低賃金改正についての意見書 〃

〃 第11号 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書 〃

〃 第12号 自衛隊定員の増員を求める意見書 〃

〃 第13号 決算特別委員会の設置について 10月２日・ 可 決

〃 第14号 九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造会議広域 10月12日・ 可 決

行政懇話会幹事会への議員の派遣
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意見書、決議文、その他



島根県・竹島の我が国の領有権の確認と対韓国外交の早期正常化を

求める意見書

島根県・竹島は、歴史的にも国際法上の観点からも我が国の領土であることは

疑いはない。しかしながら韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してき

ており、こうした不法占拠に基づいた竹島に対するいかなる措置も法的な正当性

を有するものではなく、決して容認できない。

そして、韓国の李明博大統領が８月１０日に竹島に上陸した。我が国はこのこ

とを強く非難するとともに、韓国が竹島の不法占拠を一刻も早く停止することを

求める。

また、今回のこのような行為は、これまで連綿と築きあげられてきた日韓の信

頼関係を根本から覆すものであると言わざるを得ない。日本政府はこの事態を深

刻に受けとめ、韓国に対し、我が国の断固たる抗議の意思を伝えるとともに、早

急に対応方針を固め、毅然とした措置をとらねばならない。

韓国は、我が国にとって安全保障上、経済上も重要な隣国であり、本県におい

ても経済、文化交流など親密な関係のある国のひとつである。

よって、宮崎県議会は、李明博韓国大統領をはじめ韓国政府、韓国国民が賢明

かつ冷静な対応をすることを強く希望するとともに、政府に対し、竹島問題の重

要性に鑑み、韓国に対し我が国の領有権に基づく然るべき対応をとるとともに、

対韓国外交の早期正常化を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

国 土 交 通 大 臣 羽 田 雄一郎 殿

防 衛 大 臣 森 本 敏 殿

法 務 大 臣 滝 実 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

外 務 大 臣 玄 葉 光一郎 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書

尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、そもそも領土問

題は存在しない。

こうした中、８月１５日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船が、

海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って尖閣諸島沖の我が国領海に侵入

した。また、海上保安庁艦船に対してレンガ等を投げつけるなどした上、乗組員

の一部が、尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。さらに、去る２７日、北京におい

て、駐中国大使の公用車が強制的に停車させられ、公用車に掲げられていた日本

国旗が奪われる事案が発生した。

これらの違法行為は、我が国の尊厳を傷つけるとともに、日本国民の安全に懸

念を抱かせる極めて遺憾な行為である。

よって宮崎県議会は、政府に対し、日本の国家主権を断固として守るために、

尖閣諸島は我が国固有の領土であり、そもそも領土問題は存在しないという明確

な事実を国際社会に示し、こうした事態が再発しないよう中国、香港当局に対し

厳重な申し入れを行うとともに、冷静かつ平和的な外交交渉での解決を図るよう

求める。さらに尖閣諸島及びその海域を守るための必要な措置を急ぐよう強く

要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

国 土 交 通 大 臣 羽 田 雄一郎 殿

防 衛 大 臣 森 本 敏 殿

法 務 大 臣 滝 実 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

外 務 大 臣 玄 葉 光一郎 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計補正予算の
執行に係る附帯決議

県営えびの高原スポーツレクリエーション施設（屋外アイススケート場）は、

年間約２万３千人が訪れる本県の主要な観光施設のひとつである。

当施設については、一昨年スケート場屋外リンクを含む大規模な修繕工事を実

施したにも関わらず、早くも平成２４年１月２９日に、当施設を管理する指定管

理者において、雨水の凍結による屋外リンクの北側フェンスの傾きが確認され、

３月２日に営業休止を余儀なくされた。

その間、県当局による現地確認や指定管理者の依頼による専門業者の調査が行

われ、３月２８日には、県当局、指定管理者等により対応方策の具体的な検討が

行われた。

県当局においては、その後も修繕方法等の検討を行ってきたが、この間、県議

会に対して９月定例会で議案が提出されるまで、当施設の状況について何ら説明

がなく、また、平成２４年９月２１日に実施した商工建設常任委員会の現地調査

の結果、施設利用者の安全確保について不十分と思われる状況も確認されたとこ

ろである。

よって、ここに宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計補正

予算の執行に当たって、次の事項を付するものとする。

記

１ 当該施設の安全確保については、運営時における徹底した安全管理を行うと

ともに、問題の発生原因について、速やかに綿密な調査を行い、万全で抜本的

な対策を講ずること。

２ 施設運営等に問題が発生した場合は、議会に対し、早い段階で十分な説明を

行うこと。

以上のとおり決議する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会

提出先

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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「森林・林業再生プラン」に係る具体的施策の推進を求める意見書

平成２１年１２月に政府が策定した「森林・林業再生プラン」は、「１０年後
の木材自給率５０％以上」を目指すべき姿として掲げ、森林の多面的機能の確保
を図りつつ、先人たちが築き上げた人工林資源を積極的に活用して、木材の安定
供給体制の確立、雇用の増大を通じた山村の活性化、木材利用を通じた低炭素社
会の構築を図ることとしており、現在、国・地方あげて、森林・林業の再生と地
域活性化に向けた取組を進めている。
一方、今年７月の九州北部豪雨被害、８月の近畿豪雨被害をはじめ、近年、梅
雨前線や台風などによる豪雨災害が相次ぎ、大きな被害をもたらしている。山腹
崩壊や流水発生の原因としては、第一義的には局地的な集中豪雨が挙げられるが、
被害が多い山林のほとんどが杉人工林の針葉樹林であり、なかでも間伐未実施の
杉人工林が多いのが特徴的である。したがって、豪雨被害対策としても、「森林・
林業再生プラン」に基づく森林の多面的機能の持続的発揮と有効活用が重要であ
るといえる。
そこで、現下の厳しい森林・林業・木材産業の実態を踏まえ、森林・林業の再
生と地域活性化に向け、「森林・林業再生プラン」に基づく具体的な施策を強力
に推進することが求められている。下記の事項の実施を強く要望する。

記

１ 森林の多面的機能の持続的発揮と森林資源の有効活用に向け、先行投資すべ
き予算額の確保を図り、「森林・林業再生プラン」の具体的施策の着実な推進
を図ること。

２ 「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置づけるなど、
森林整備推進等のための安定的な財源措置の確保を図ること。

３ 再生可能エネルギーとして、｢固定価格買取制度｣を活用した木質バイオマス
利用の拡大を図ること。

４ １０年後の木材自給率５０％以上の達成に向け、間伐材を含む地域材の需要
拡大対策、住宅や公共建築物等への木材利用の推進対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日
宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
参議院議長 平 田 健 二 殿
内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿
総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿
財 務 大 臣 安 住 淳 殿
農林水産大臣 郡 司 彰 殿

- 400 -



不活化ポリオワクチン導入に伴う費用の助成を求める意見書

厚生労働省は平成２４年９月１日よりポリオワクチン定期予防接種について、

これまでの生ワクチンから不活化ポリオワクチンへの一斉切替えを実施した。

接種方法は、全国のほとんどの自治体で、これまでの生ワクチンを口から接種

する集団接種から、皮下注射による個別接種に切り替わり、乳幼児の接種費用の

徴収を行っていないため、不活化ポリオワクチンを無料で接種できるようになる。

乳幼児の保護者にとっては、副反応の心配のない不活化ポリオワクチンを無料

で接種できるのは良いことであるが、その費用は全額自治体が負担することにな

る。不活化ポリオワクチンの問診料などを含めた４回分の接種費用は、これまで

のポリオワクチン接種費用の数十倍近くになるとみられ、定期の一類疾病の接種

について、対象者からの実費徴収を求めていない市町村にとって大きな財政負担

が生じることになる。

平成２４年度分については、現状では補正予算で対応せざるを得ないが、この

まま国からの助成がなければ、自治体財政を圧迫することは必至であり、今後財

政難の自治体が財源を負担するのは困難である。

よって、国においては、地方自治体と十分な協議を行い、自治体の財政負担が

生じないよう、国の責任で必要な財源を確保・負担するよう求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿

参議院議長 平 田 健 二 殿

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

厚生労働大臣 小宮山 洋 子 殿
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「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な
規制強化等を求める意見書

違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから、２００７年４月１日よ
り、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施
行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。今年７月
１日に９物質が追加指定され、現在、７７物質が「指定薬物」に指定されている。
しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。脱法ハーブは、

指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」、「アロマ」などと
称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、
死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転し
て暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、

指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという“いたちごっこ”を繰り
返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、「違
法ドラッグ販売業者数」は本年３月末時点で、２９都道府県で３８９業者も存在
することが明らかとなった。
脱法ハーブは、覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されて

おり、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年をはじめとし
た薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。
よって、国においては、速やかに下記の事項について特段の措置を講ずるよう

強く要望する。

記

１ 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にでき
る「包括指定」を早急に導入すること。

２ 指定薬物が麻薬取締官による取締りの対象外であることを改め、指定薬物を
発見した場合に収去ができるようにするなど法整備の強化を図ること。

３ 特に、青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の
強化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿
文 部 科 学 大 臣 平 野 博 文 殿
厚 生 労 働 大 臣 小宮山 洋 子 殿
内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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自治体における防災・減災のための事業に対する

国の財政支援を求める意見書

地方自治体が所有・管理する社会資本（道路橋梁、上下水道等）の整備は、高

度経済成長期の発展と共に、昭和４０年代後半から加速化した背景があり、現在

多くの社会資本が改築期（建設後３０から５０年）を迎えている。

社会資本は生活の基盤であるだけでなく、災害時には住民の生命・財産を守る

機能もあるが、近年の社会経済情勢による税収減少や社会保障関係経費の増加に

よる自治体財政の悪化から、防災・減災の強化はおろか、社会資本の計画的修繕

や改築すら進まない状況にある。

国土交通省の調査でも、自治体が管理する道路橋で老朽化のための補修が必要

な全国およそ６万の橋のうち８９％が、厳しい財政状況などを背景に補修されな

いままになっていることが分かったとの報告があった。

よって、国においては、地方自治体共通の課題である社会資本の経年劣化対策

等の防災・減災のための事業について、重点的な予算配分を行い、地方負担額の

軽減措置を講じるよう要望する。具体的には、橋梁等の道路施設の長寿命化に資

する耐震化や維持補修及び架け替え、上下水道等の社会資本の老朽化の更新や維

持補修及び防災拠点となる庁舎等の耐震化等による防災機能強化について、補助

採択基準の緩和や補助率の引上げなど国庫補助制度の拡充、交付対象事業の範囲

拡大等の財政支援を拡充することを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

文 部 科 学 大 臣 平 野 博 文 殿

農 林 水 産 大 臣 郡 司 彰 殿

国 土 交 通 大 臣 羽 田 雄一郎 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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オリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致に向けた決議

我が国は、これまで、１９６４年の夏季東京大会をはじめ、１９７２年の冬

季札幌大会、１９９８年の冬季長野大会と、３回のオリンピック競技大会並び

にパラリンピック競技大会を開催し、世界中の人々に多くの感動と喜びを与え、

我が国の存在感を力強く示してきたところである。

今般、東京都が２０２０年のオリンピック及びパラリンピック競技大会の開

催地正式立候補都市に選ばれたが、オリンピック競技大会の開催は日本社会の

活性化や経済の再建に寄与するとともに、国民に夢と希望をもたらし、スポー

ツへの関心をより一層高め、我が国のスポーツ振興の原動力となる。

本県においても、スポーツの振興や国際交流の推進、青少年の健全育成はも

とより、宮崎の伝統や豊かな食文化、観光資源などを世界にアピールする絶好

の機会となるなど、その波及効果も大いに期待できるところである。

よって、本県議会は、２０２０年オリンピック及びパラリンピック競技大会

の東京開催実現に向けて、出来うる限り支援・協力をしていくことを、本日、

ここに決議する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会
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第１２回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派遣

１ 目 的 議会の政策立案機能及び監視機能の強化、住民との連携・協働
及び議会運営の改革などについての意見交換

２ 派遣場所 東京都

３ 期 間 平成２４年１１月１３日（火）から
平成２４年１１月１４日（水）まで

４ 派遣議員 議会運営委員会において決定する１０名以内
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宮崎県最低賃金改正についての意見書

我が国の最低賃金制は、昭和３４年に最低賃金法が制定されて以来、賃金の低

廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を

保障することにより、その労働条件の改善を図ってきたところである。

このような中、非正規労働者の増大やそれにともなう低賃金層の増大に対し、

賃金の最低限を保障するセーフティーネットを強化するという最低賃金制度の役

割はますます大きくなる一方で、最低賃金の影響を直接的に受ける多くの未組織

労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができな

い状態にある。

宮崎県最低賃金は、平成２２年度からこの３年間で２４円が引き上げられたが、

平成２４年度の宮崎県最低賃金額は６５３円であり、全国でも低い水準にある。

地域別最低賃金を有効に機能させるためには、一般的な賃金の実態に見合った

十分な水準の引上げが極めて重要な課題となっている。

よって、宮崎県最低賃金に関し、下記事項について特段の措置がなされるよう

強く要望する。

記

１ 宮崎県最低賃金の改正にあたっては、最低賃金法の趣旨を踏まえ、必要最低

生計費の実態、一般労働者の賃金水準の適切な反映、経済諸指標との整合性の

確立、さらには中央水準との格差是正などを踏まえた上積みの改正を図ること。

２ 宮崎県内で最低賃金未満の労働者をなくすために、事業所に対する指導監督

を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。

３ 最低賃金の履行確保のための監督にあたる労働基準監督官の増員などにより

監督行政の抜本的強化を図り、違反事業所の積極的な摘発や罰則適用の強化等、

最低賃金制度の実効性を高めること。

４ 最低賃金引上げと同時に、中小企業に対する支援の充実を図ること。また、

安定した経営を可能とする対策を早急に行うよう本省に対し要請すること。

５ 宮崎地方最低賃金審議会の活発な議論と審議の透明性を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会

宮崎労働局長 小 林 泰 樹 殿
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「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

今回の東日本大震災における我が国の対応は、「想定外」という言葉に代表さ

れるように、緊急事態における取組の甘さを国民と世界に広く知らしめる結果と

なった。

世界の多くの国では、今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を

発令し、政府主導のもとに災害救援と復興に対処している。

我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると、前衛と

なる自衛隊、警察及び消防などが、部隊の移動、私有物の撤去及び土地の収用等

初動態勢に手間取り、救援活動にさまざまな支障を来し、その結果、さらに被害

が拡大することとなる。

また、我が国の憲法は、その前文に代表されるように平時を想定した文面とな

っており、各国に見られるような外部からの武力攻撃、テロ及び大規模自然災害

を想定した「非常事態条項」が明記されていない。

平成１６年５月には、こうした不備を補足すべく、自民、民主、公明三党が「緊

急事態基本法」の制定で合意したが、今日まで制定に至っていない。

一方で、昨年来、中国漁船尖閣事件、ロシア閣僚級のたび重なる北方領土の訪

問、北朝鮮核ミサイルの脅威など、自然災害以外にも国民の生命、財産、安全を

脅かす事態が発生している。

よって、国においては、「緊急事態基本法」を早急に制定するよう強く要望す

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿

参議院議長 平 田 健 二 殿

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

法 務 大 臣 滝 実 殿

外 務 大 臣 玄 葉 光一郎 殿

文部科学大臣 平 野 博 文 殿

経済産業大臣 枝 野 幸 男 殿

国土交通大臣 羽 田 雄一郎 殿

防 衛 大 臣 森 本 敏 殿

内閣官房長官 藤 村 修 殿

警察庁長官 片 桐 裕 殿
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自衛隊定員の増員を求める意見書

我が国を含む東アジア地域においては、国家間の協力関係の充実・強化が図られ、
相互依存関係の拡大・深化が進んでいる。その一方で、安全保障分野においては、
依然として核戦力を含む大規模な軍事力が集中し、多数の国が軍事力の近代化を進
めるなど、深刻な課題を抱えている。また、近年、我が国周辺地域では、他国の艦
艇、航空機の活発な活動が見られるなど、領土や海洋をめぐる問題を含め、安全保
障環境が一層厳しさを増してきている。
このような中、自衛隊は、我が国の平和と安全を守る崇高な使命感に燃えて、平素
から有事に即応できる厳しい訓練を実施している。加えて、大規模災害や人道支援
など、国内外において増加する多様な任務にも対応しており、特に、昨年不幸にし
て発災した未曾有の東日本大震災による巨大津波と、原発事故への対応における自
衛隊の活躍は記憶に新しく、被災者はもちろん多くの国民から深い感謝と高い信頼
を受け、国際社会からも高い評価を受けている。また、本年の「自衛隊・防衛問題
に関する世論調査」では、自衛隊に対してよい印象を持つ方の割合が 91％を超え、
自衛隊に対する信頼と期待はますます高まっている。
しかしながら、特に陸上自衛隊における近年の防衛予算は減少が続き、かつ自衛官
定員についても削減されており、我が国の安全保障環境を守る重要な役割を有する
同自衛隊にとっては、大変厳しい実状にある。特に、多様な事態が生じている九州
南西方面において、陸・海・空の自衛隊部隊の連携を強化しなければならないとき
に、必要な人員の確保は重要な課題である。
また、緊急患者空輸や不発弾処理は言うに及ばず、大規模災害に伴う災害派遣活動
はマンパワーが基礎になっており、自衛隊の高度な専門能力と組織力は、他の組織
では代替が不可能なものである。さらに、地域社会との連携にも努めている自衛隊
の定員を削減することは、地域の経済社会の発展を阻害するとともに、県、県民と
の連帯性を低下させることにもなり、豊かで安心できる県民生活を希求する我々と
しては、大きな危惧を抱かざるを得ない。
よって、国におかれては、さらなる国の防衛、大規模・特殊災害対策及び国際平和
維持活動等、多種多様な任務が増加し続けている自衛隊の、確実な定員の増員を図
られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿
総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿
財 務 大 臣 安 住 淳 殿
防 衛 大 臣 森 本 敏 殿
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決算特別委員会の設置について

１ 名 称 決算特別委員会

２ 目 的 次の各号議案の審査

・議案第２４号「平成２３年度宮崎県歳入歳出決算の認定

について」

・議案第２５号「平成２３年度宮崎県電気事業会計利益の

処分及び決算の認定について」

・議案第２６号「平成２３年度宮崎県工業用水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について」

・議案第２７号「平成２３年度宮崎県地域振興事業会計利

益の処分及び決算の認定について」

・議案第２８号「平成２３年度宮崎県立病院事業会計決算

の認定について」

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造会議広域行政懇話会

幹事会への議員の派遣

１ 目 的 九州・沖縄未来創造会議広域行政懇話会での協議事項等につい

て事前協議を行うため

２ 派遣場所 福岡市

３ 期 間 平成２４年１１月１９日（月）

４ 派遣議員 丸山裕次郎
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請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ １ ２

厚 生 １ － １

商 工 建 設 － １ １

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ２ ２ ４
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 22 号 受理年月日 平成2 4年９月 1 3日

請 願 者 宮崎県宮崎市旭２丁目２番３２号岡崎ビル２階

住所・氏名 宮崎県行政書士会 会長 蓑原 行満

県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化

と行政手続法・行政手続条例の遵守についての請願

１ 請願の趣旨

行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続の円

滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知

識及び専門知識を身に付けるべく日々研鑽を重ね業務を行って

おります。しかしながら、各種許認可・免許・登録申請及び届

出等に際し、資格を有しない非行政書士が手続を行っているケ

ースが頻発しております。

県においては、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他

人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する

ことが出来ない」とする行政書士法第19条１項及び行政書士制

度の趣旨をご理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなさ

れないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的

請願の件名 な規制を実行されるよう求めると共に、県民の権利を擁護する

ため各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービ

スが行われるよう行政手続法及び行政手続条例の遵守の徹底を

関係機関に指導されることを請願いたします。

請願事項

１ 行政書士法の遵守

２ 行政手続法・行政手続条例の遵守

を関係機関に指導して下さい。

２ 請願の理由

私達行政書士は、行政書士法により、他人の依頼を受け報酬

を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に
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関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成し、提

出する手続について代理し、書類の作成について相談に応ずる

ことを業務としております。行政書士は県民と行政のパイプ役

として、行政機関の窓口において、複雑多様化する行政事務が

適正かつ迅速に進められるよう協力するとともに、県民の良き

アドバイザーとして県内各地で無料相談を行うなど、行政事務

の円滑な推進と県民の利便性の向上に努めております。

行政書士でない者は業として官公署に提出する書類作成の業

務を行うことができないものとされ（他の法律に別段の定めの

ある場合を除く）、これに違反したものは１年以下の懲役又は

100万円以下の罰金に処せられることとされております。しか

るに、未だこのことの認識が十分でなく、県内において非行政

書士の活動が後を絶ちません。宮崎県行政書士会では、行政書

士制度広報月間など年間をとおし違反防止に努めているところ

でありますが、これらの行為の根絶は至難の業であります。

個人のプライバシーや個人情報の保護が強く求められている

社会にあって、無資格者による手続はそれらの漏洩が危惧され、

受理した役所の責任や、書類に関する信頼も損なわれ、県民に

もご迷惑をかける恐れがあります。

一方、行政書士には法律により守秘義務が課され、誠実にそ

の業務を行うとともに、信用又は品位を害するような行為をし

てはならないとされており、それらに違反した場合は厳しい処

分が定められております。

又、行政書士は作成した書類の欄外に記名し職印を押さなけ

ればならないとされており、会員は依頼者に対する責務を常に

自覚し業務遂行にあたっております。

ついては、国民の利便と行政手続の円滑な実施に寄与すると

して定められた行政書士制度の社会性と公共性に照らして、法

の適正な運用により行政に関する手続と窓口業務が適正に行わ

れ、非行政書士による不当な書類作成と提出行為がなされない

よう、関係機関に対する指導及び行政書士法の趣旨の周知徹底

を図る必要があると思われます。

又、各種申請・届出に対し市町村による書式の違いや過度な

行政指導、担当者により異なる指導が見受けられ、書類作成の

専門家である行政書士でさえ混乱をきたすことがあります。県

内同一の行政手続を望むと共に、公正で透明性のある行政サー
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ビスが行われるよう行政手続法及び行政手続条例の遵守の徹底

を各関係機関に指導していただきたく請願するものでありま

す。

以上、地方自治法第124条の規定により、請願いたします。

紹 介 議 員 坂口 博美 二見 康之 井上紀代子 鳥飼 謙二 重松幸次郎

図師 博規 有岡 浩一 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 23 号 受理年月日 平成2 4年９月 1 3日

請 願 者 東諸県郡国富町木脇１５３９－１

住所・氏名 動物愛護法に基づく宮崎県登録業者の会 代表 髙 野 泰 彦

動物取扱業者の飼育する犬の「狂犬病の予防注射」に対する補助

金措置を求める要請についての請願

（請願の理由）

我々は、動物愛護法の精神を尊重する動物取扱業者として、そ

の重要な社会的役割を果たすべく日々努力と研鑽に努めていると

ころであります。（動物＝哺乳類・鳥類・又は爬虫類に属するも

の）

我々の取り扱う動物は時代の変化とともに単なるペットという

位置づけから、人間と共に生きるコンパニオンアニマル（ドッグ）

として、それぞれの生活の背景に応じて様々な役割を担うように

請願の件名 なってきています。

特に犬は、

高齢者施設・福祉施設のセラピードッグとして、

身体の不自由な方々を介助する介助犬として、

１人住まいの高齢者の方の癒し犬として、

子どもたちの遊び相手として、

家族の絆を取り持つ家庭犬として、

その他多種多様にわたり社会的に重要な役目を果たしている現

状が認知されてきています。

動物取扱業者としては、動物を社会的に供給する担い手として

の責任を自覚し、業界的に我々が取り組むべき課題も積極的に明

らかにし、解決するべきと考えています。

もとより我々は日常的に人と動物が快適な暮らしを進めること

を目的として、動物（犬、猫）の飼育者に対し適切な飼育法のア

ドバイスや、モラルの啓発など、さまざまな角度からのアプロー

チも行ってきています。
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しかしながら、何よりも我々がその社会的使命を果たす上で欠

かすことが出来ないのは、「狂犬病予防法」に基づく予防注射を

受け、健康で健全で安心な動物（犬、猫）を供給し、さらに継続

的供給のためには、それなりの数の動物を飼育する必要がある中、

飼育中のすべての頭数における予防注射を受けることは、絶対に

必要なことです。

予防注射代金は、ご存じの通り家庭犬として飼養される１頭～

数頭に接種されるとき負担される１頭あたりの代金と登録業者が

数十～数百頭接種するときの代金は全く同じであり、そのことは

動物取扱業者にとって経営に対する大きな負担となっています。

宮崎県における予防注射代金は、市町村取扱い手数料（550円）、

ワクチン代＋獣医師の技術料（2,450円）ですが、自由経済にお

ける競争も無く、決定された金額を払わざるを得ない現状です。

予防注射は移行免疫後の幼いころから、繁殖を終了して生を全

うするまでずっと必要な事であり、動物取扱業者として必ず出費

し続ける必要があります。過去、マスコミ報道で、他県における

経営難から飼育を放棄し多数の放置犬で問題となった件がありま

したが決してあってはならないことだと認識しています。

宮崎県民の心の癒しと宮崎県経済の発展の一助を積極的に担う

一つの産業として発展し、動物取扱業者の健全育成と経営安定を

図るため「予防注射」に一部補助の措置を講じていただくよう要

請いたします。

紹 介 議 員 中野 廣明 有岡 浩一 井上紀代子 田口 雄二 河野 哲也

図師 博規

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 20 号 受理年月日 平成2 4年６月 1 3日

請 願 者 宮崎県宮崎市霧島２－１７

住所・氏名 川野 周平

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出を求める請願

［請願趣旨］

地方自治法第９９条の規定により、本議会から、国会及び政府

において、「緊急事態基本法」を早急に制定するよう要望する「意

見書」を提出していただきたい。

［理由］

今回の東日本大震災における我が国の対応は、当初「想定外」

という言葉に代表されるように、緊急事態における取り組みの甘

さを国民と世界に広く知らしめる結果となった。世界の多数の国

々は今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令

し、政府主導のもとに震災救援と復興に対処しているのである。

請願の件名 我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうと

すると、前衛部隊の自衛隊、警察、消防などの初動態勢、例えば

部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活

動にさまざまな支障を来し、その結果さらに被害が拡大するので

ある。

また原発事故への初動対応の遅れは、事故情報の第一次発信先

が国ではなく、事故を起こした東京電力当事者というところに問

題がある。さらに言えば、我が国の憲法はその前文に代表される

ように平時を想定した文面となっており、各国に見られるように

外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事

態条項」が明記されていない。

平成１６年５月にはその不備を補足すべく、民主、自民、公明

三党が「緊急事態基本法」の制定で合意したが、今日まで置き去

りにされている。昨年来、中国漁船尖閣事件、ロシア閣僚級のた

び重なる北方領土の訪問、北朝鮮核ミサイルの脅威など、自然災

害以外にも国民の生命、財産、安全を脅かす事態が発生している。

よって、国会及び政府において、「緊急事態基本法」を早急に

制定するよう要望する「意見書」を本議会から、提出していただ

きたい。
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紹 介 議 員 横田 照夫 松村 悟郎

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 21 号 受理年月日 平成2 4年６月 1 4日

請 願 者
宮崎県宮崎市別府町３番９号 宮崎県労働福祉会館４階

住所・氏名
日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会 長 横 山 節 夫

平成２４年度宮崎地方最低賃金改正等についての請願

［請願要旨］

平成２４年度の宮崎地方最低賃金の改正に関して、宮崎労働局

ならびに宮崎地方最低賃金審議会会長に対して意見書を提出され

ますよう請願いたします。

［理由］

わが国の最低賃金制は、昭和３４年に最低賃金法が制定されて

以来、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又

は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、その労働者

の改善を図ってきました。最低賃金は、賃金、物価の動向等に応

じてそのほとんどが毎年改正されており、労働者の労働条件に重

要な役割を果たしています。こうした中、政府は雇用戦略対話に

請願の件名 おける最低賃金引き上げについては、（第４回会合２０１０年６

月３日）２０２０年までの目標案として、新成長戦略で掲げてい

る２０２０年までの平均で名目３％、実質２％を上回る成長を前

提とし、「できる限り早期に全国最低８００円を確保し、景気状

況に配慮しつつ、全国平均１，０００円を目指すこと」との数値

目標が初めて示され、２００８年７月１日には４０年ぶりに最低

賃金法が改正施行されました。

更には、非正規労働者の増大やそれにともなう低賃金層の増大

に対し、賃金の最低限を保障するセーフティーネットを強化する

という最低賃金制度の役割はますます大きくなる一方で、最低賃

金の影響を直接的に受ける多くの未組織労働者やパートタイム労

働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状態に

あります。
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宮崎県地域別最低賃金はこの３年間で、１９円が引き上げられ

ましたが、平成２３年度の宮崎県最低賃金額は６４６円であり、

全国でも低い水準です。

地域別最低賃金を有効に機能させるためには、一般的な賃金の

実態に見合った十分な水準の引き上げが極めて重要な課題となっ

ています。

以上の観点から、貴議会におかれましては、本請願の要旨をご

理解の上、宮崎労働局ならびに宮崎地方最低賃金審議会会長に対

して意見書を提出されますようお願いいたします。

記

１．平成２４年度宮崎地方最低賃金の改正にあたっては、最低賃

金法の趣旨を踏まえ、必要最低生計費の実態、一般労働者の賃

金水準の適切な反映、経済諸指標との整合性の確立、さらには

中央水準との格差是正などを踏まえた上積みの改正を図るこ

と。

２．宮崎県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に

対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保をはかるこ

と。

３．最低賃金の履行確保のための監督にあたる労働基準監督官の

増員などにより監督行政の抜本的強化を図り、違反事業所の積

極的な摘発や罰則適用の強化等、最低賃金制度の実効性を高め

ること。

４．最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実を

はかること。また、安定した経営を可能とする対策を早急に行

うよう国に対し要請すること。
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紹 介 議 員 田口 雄二 西村 賢 徳重 忠夫 渡辺 創 井上紀代子

図師 博規 有岡 浩一 髙橋 透 鳥飼 謙二 太田 清海

前屋敷恵美

摘 要



議 事 経 過



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（山下博三議員、髙橋 透議員）

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

９月７日 金 本 会 議
議案第１号～第11号上程

知事提案理由説明

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号、第２号追加上程

討論（議員発議案第１号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第１号）（可決）

採決（議員発議案第２号）（可決）

９月８日 土

９月９日 日

９月10日 月
休 会 (議案調査）

９月11日 火

議案第12号～第23号追加上程

９月12日 水
知事提案理由説明

代表質問（自由民主党・丸山裕次郎議員、

自由民主党・宮原義久議員）

本 会 議 代表質問（新みやざき・西村 賢議員、

９月13日 木 公明党宮崎県議団・新見昌安議員、

社会民主党宮崎県議団・鳥飼謙二議員）

９月14日 金
一般質問（後藤哲朗議員、右松隆央議員、河野哲也議員、

岩下斌彦議員）

９月15日 土

９月16日 日

９月17日 月

９月18日 火
一般質問（徳重忠夫議員、清山知憲議員、十屋幸平議員、

図師博規議員）

一般質問（星原 透議員、蓬原正三議員、太田清海議員、

本 会 議 田口雄二議員）

９月19日 水 議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

採決（議案第12号～第23号）（同意）

議案・請願委員会付託
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

９月20日 木
休 会 常任委員会

９月21日 金

９月22日 土

９月23日 日

９月24日 月 常任委員会

９月25日 火 休 会 特別委員会

９月26日 水 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第10号、第11号に反対、請願第20号採択に反対）

（前屋敷恵美議員）

採決（議案第２号）（可決）

議員発議案送付の通知

議員発議案第３号追加上程

議員発議案第３号提案理由説明(山下博三議員）

採決（議員発議案第３号）（可決）

知事発言

採決(議案第10号）（可決）

採決(議案第11号）（可決）

採決(議案第１号、第３～第９号）（可決）

採決（請願第20号）（採択）

９月27日 木 本 会 議 採決（請願第23号）（不採択）

採決（請願第21号、第22号）（採択）

採決（継続調査案件）（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第４号～第12号追加上程

討論（議員発議案第８号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第８号）(可決）

採決（議員発議案第４号～第７号、第９号、第10号）(可決）

議員発議案第11号提案理由説明(松村悟郎議員）

質疑（髙橋 透議員）

討論（議員発議案第11号に反対）（太田清海議員）

討論（議員発議案第11号に賛成）（横田照夫議員）

討論（議員発議案第11号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第11号）（可決）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議員発議案第12号提案理由説明（中野一則議員）

討論（議員発議案第12号に反対）(前屋敷恵美議員）

９月27日 木 本 会 議 採決（議員発議案第12号）(可決）

議案第24号～第28号上程

知事提案理由説明

９月28日 金 休 会 （議案調査）

９月29日 土

９月30日 日

10月１日 月 休 会 （議案調査）

議案第24号～第28号（決算認定）に対する質疑(前屋敷恵美議

員）

議員発議案送付の通知

10月２日 火 本 会 議 議員発議案第13号上程、採決（可決）

議案第24号～第28号決算特別委員会付託

議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果）

決算特別委員会

10月３日 水
決算特別委員会

10月４日 木 休 会

10月５日 金 (議事整理）

10月６日 土

10月７日 日

10月８日 月

10月９日 火 (議事整理）

10月10日 水 休 会 決算特別委員会

10月11日 木 (議事整理）

議会運営委員会委員の辞職許可

議会運営委員会委員の選任

決算特別委員長審査結果報告

10月12日 金 本 会 議 討論（議案第24号に反対）（前屋敷恵美議員）

討論（議案第24号に反対）（有岡浩一議員）

採決（議案第24号）（認定）

採決（議案第25号～第28号）（可決及び認定､または認定）

議員発議案送付の通知
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10月12日 金 本 会 議
議員発議案第14号追加上程、採決

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 外 山 三 博

宮 崎 県 議 会 副 議 長 中 野 一 則

宮 崎 県 議 会 議 員 山 下 博 三

宮 崎 県 議 会 議 員 髙 橋 透


